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発刊の辞

AIPPI日本部会長中松澗之助

世界の工業所有権制度は，工業所有権保護同盟条約を基盤として行なはれ

ているが，パリ条約と通称せらるこの条約は.1883年パリに於て初めて締結

せられ.その後時代の進展と共に数次の改訂を加えられ今日に及んでいる。

その条約の運用は， スイス国ジュネープにある BIRPI (The United 

International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (英

訳〉国際知的所有権保護同盟事務局)を本部として行はれている。

上述の様に，このバ リ条約は，歴史も古しまた極〈身近かに運用されて

いるのに拘わらず，その内容については，今も色々と疑義もあり，これを明

確にすることが各方面から強く望まれていた。

たまたま今般 BIRPIの事務総長ボーデンハウゼン教授 (Prof.G. H. C. 

Bodenhausen. Director of BIRPI)によ って，パリ条約運用の指針とも言

うべき解説暫が刊行された。多年の貴重な御経験と御研究とに基き極めて明

快周到な解説が示されており.正に待望の書である。

現在，フランス語.スペイン語に翻訳されているので早速ポーデンハウゼ

ン教授に請う て，邦語訳の同意を頂き此度その日本語版を刊行することが出

来た。

この日本語版によって，工業所有権制度に御関係の深い方々に.この重要

な条約に対する御理解を，一層深めて頂くことが出来れば幸甚である。

御関係の各位の御愛読を切望する次第であります。

尚この犠会に於て，快よく邦語訳に御同意下さいましたボーデγハウゼン

教授の御好意を深謝いたしますと共に，御多忙中を鶴訳の労をおとり頂きま

した特許庁の橋本良郎氏〈前BIRPI駐在〉 及び後藤晴男氏に厚く御礼申上げ

ます。

発 刊 の 辞

AiPP+I 日 本部 会長中 松 滴 之助

世界の工業 所有権 制度は。工業所有権保護同盟条約を基 緩 として 行なはれ

ているが,。ペリ打 約と通称 せらるこの条約 は, 1883 年 パリに 於て初めて締結

せられ, その後時代の 進展と共に数 次の改訂 を加えられ 今日に 及んでいる。
その条約の運用は, スイ ス 国ジュネーブにある BIRFI (CThe United

Tnternational Bureaux for the Protection of Intellectual Property (英

訳 ) 国際知的所有権保護 同盟事務 局) を本 部として 行はれている。
上述の様に, このペリ条約は, 歴史も古く,。また 極く 身近かに運用されて

いるのに手 わらず, その内 容に つい ては, 今も色々と和疑義も あり。 これを盟

確 にすることが人各 方 面から 強く 望まれ ていた。
たまたさま今般BIRPI の事務 総長ボーデンハウゼン 教授  (Prof, G. 豆. C、

Bodenhausen, Director of BIRPI) によって , ペリ条約 運用の指針とも言

うべき 解 説書が 刊行 された。多 年の催 重な御経 験と御 研究とに基き 極めて明

快 周到な解説が示されており , 正に待望の書である。

現在  , フランス語, スペイン 語に新訳 されているので早速 ボーデンヘウゼ

ン教 授に請うて, 邦語 訳の同意を 頂き此度その日 本語 版を刊行することが出

来た。
この日 本 語版によって, 工業所有権制度に御 関係の衣い 方 *ぇに, この邊要

な条約 に対する御 理 解を, 一 層衣めて 頂くことが出来 れば宰 話である。

御 関係の各位の御 愛読を切望する次 第であります。

尚 この揚 会に於 て, 快よく 邦語 訳に御同 意下さいましたボーデンヘッウゼン

教授の御好意を錠 謝いたしますと 共にとに, 御多忙中を問 訳の労をおとり 頂きま

した特許庁の橋本良郎氏 (前 BIRPI 攻在) 及び後藤 晴男岳に厚く御礼申上げ

ます。
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注解パリ条約

第 I章序説

エ換所有権の保護に関するパ リ条約の加盟国の数は近年急速に増加してい

る。 1963年 1月1日には，条約加盟国は51カ国であったが， 1968年 1月1日

には79カ国に増加した。この条約への加入を検討している国や準備している

国も多いと聞いているので，近い将来には一層増加することが予想される。

これらのことから，条約の適用をせまられたり，その適用を要求する政府，

国家機関.裁判所，実務家，発明者および商工業の企業家の数は，以前にも

まして一層多くなるものと思われる。 したがって，簡潔な指針を作成し，条

約の主要な規定に短い注釈を加え，条約の適用に関連して日々起りうる疑問

の主なものに対して解答を与えておくことは，有益なように思われる。

国際事務局は，この条約の執行を委託されているが条約の解釈を判断する

権限を与えられていないので，この書に示されている見解は著者個人の見解

にすぎない。国際事務局は，有用性があると考えてこの書を発行する役割を

果したに止まるものである。

この曹の目的は，条約の適用に関する主な問題を非常に簡単に取り扱うこ

とにある。そのために，理論的な考察は省略したし，他の文献も時折指摘し

たにすぎなし、。また，圏内法制や判例法も例としてだけあげた。このように

制約した他の理由は，著者の語学知識が不幸にも限られており著者の知らな

い宮語で発表された法律，行政決定や判決を見落したことによるのであろ

- この数字は， ドイツ民主共和国すなわち東独をも加盟国主考えると.それぞれ.

52および80となるが， この問題については同盟国の間で意見の一致をみていない。

注解 ペリ条約

第 {1運 序説

工業 所有権の係護に 関す るペリ条約 の加盟国の 数は近年 急速に増加してい

る。 1963年 1 月1 日には, 条約加盟国は51 ヵ国であったが, 1968年 1月1日

には79 ヵ 国に 増加し た。この条約への加入を 検討 している固や難 備している

国 $も 多いと聞いているので , 近い将来 には一 層 増加することが予想される。

これらのことから , 条約の適用をせまられたり, その適用を要求する政府.

国家機関 ,裁判所, 実務家, 発明 者および商工 業の企業 家 の数 は, 以前にも

まし て一 剛多 くなるものと 思われる。したがって, 筒 次な 指針を作成し, 条

約の主要な上規定に 短い注釈 を加え, 条約 の適用に 関連して 日々起りうる 疑問

の 主なゃのに 対して解答を与えて おくことは, 有益なように思われる。

国内事務 局 は , この条約の執行を委託 されているが条約 の 解記を判断する

権限 を与えられ ていな い ので, この書 に示されている紫 解は著者 個人の見解

にすぎない。 国際事務 局 は, 有用人性があると 考えてこの書を発行する役割を

果したに止まる ものである。

この 書の目的は, 条約 の適用に関する 主な問題 を非常に簡単に取り 扱うらこ

とにある。そのために , 理論 的な考察は省略したし, 他の文献も時折指 描し

たにすぎない。 また, 国内法制 や判例法も例として だけあげた。このように

制約 した他の理由は, 著者の角学知識が不幸にも 吸られており 著 者の知らな

い和言語で発表された法律, 行政決定や判決を見落したと とによるので あろ

$ との 数 字は, ドイ クツ民主 共和 国すなわち束 絢をも加盟 国と 考え る と, それぞれ,
52 おおよび 80  となるが,。 この問題 につい ては同盟 国の問で褒 見の一 致をみていない。



2 序 鋭

う。このような事情で，ある言語での刊行物に注意がむきすぎ，等しく重要

な他の言語によるものに向けられないことになり，均衡がある程度くずれた

かと思われる。

この書は. 1967年にストックホノレムで改正されたパリ条約について注釈し

た。ストックホJレム条約は，この書刊行時には未だ発効していないが，多く

の国がこの条約に加入することは疑いのないところである。さらに，唯一の

例外〈第4条 1(1)と(2)の追加〕を除いて， このストックホJレム条約とその前

のりスボン条約とは，管理規定と最終規定〈第13-30条〉が異なるだけなの

で，注釈の基礎としてストッグホルム条約は適当なものと思われる。この注

釈に用いたのは，条約第29条(1)(叫によって作成された英語による条約の公の

訳文であり，この訳文は前のリスポン条約の公の英訳文とは形式において若

干の相違があるものである。

この書においては，まず条約の沿革と主要な規定の概略を簡単に述べ，つ

いで，各条各項毎に注釈を加えている。

1. I. P. 1968. p122参照@

る 座 説

う。このよう な宮 情 で, ある言語での刊行 物に注意がなきすぎ, 等 しく看要

なな他の 言語 と よるものに 向けられな いことになり, 均衡 がある程度くずれた
かと 思われる 。

と の 書 は, 1967 年に ストキッ ク ホ ルムで 改正 された ペリ条約 に ついて 注釈し

た。 ストックホルム 条約 は , この書 章 行時には 未だ発効 していな いが, 篤く

の 画 がこの条約 に加入 することは 疑い のな いと ころ である。さら にとに, 唯一 の

例外 (第 4条 ITと (2 の追加 ) を 除い て, この ストッ クホルム条約 とその前

の リス ボン条約 とは, 管理 規定と最終 規定 (第 1330 条) が 異なるだけなの

で, 注釈の基礎 として ストッ クホルム条約は 適当な ものと思われる。この考
釈 に 用いたのは, 条約 第29条()() によって作成 された英語 による条約の公の

訳文であり, この訳文は前 のリスポン条約の公の英訳 文とは形式と おいて若

和干の相違 がある ものである。
この書においては, まず条約 の沿革と 主要な 規定の概略

いで, 各条各項 毎に注釈 を加えている。

を簡単にと述べ, つ

1. TI E. 1968, p122人参照。
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第E章条約の沿革と主要な規定

この条約は， 1873年と1878年における準備作業の後， 1880年パHで開かれ

た外交会議において起草され， 1邸3年の同様な会議で11カ国によって追加最a

終諮定書と共に調印され， 1腿4年に，これらの国々によって批准された。 こ

の条約が発効したのは，批准文書の寄託後 1カ月の1邸4年7月7日である。

この条約は，締約閣が工業所有権の保護のための同盟を形成することを明‘

らかにしている。この法解釈については後に詳述する。

当初から，この条約〈第14条〉には， 同盟の制度を完全にするような改善

を行なうための定期的な改正会議が規定されていた。この会議は，1886年に

プラッセルで， 1890年と1891年にマドPッドで， 1的7年と19∞年にプラッセ

ルで， 1911年にワシントンで開催されたが，そこで採択された正文によって

拘束される同盟国は存在しないので，それら自体について註釈する必要はあ

るまい。さらに条約の改正が， 19お年にへーグで， 1934年にロンドンで， 19' 

58年にリスボンで，ついで1967年にストックホルムで行なわれた。これら後

にあげた正文は，同盟国の聞で既に発効しているかまたは近く発効する。異

なった条約 CAct)に拘束される国の関係については後で検討する。

以後，この条約の条や項を検討するに際して，布規定の発展の経過を条約

の各改正を通して追って行って， 各改正会識の条約における各規定の背景を

明らかにする:多くの場合において，条約の規定の沿革について特に言及す

るのは，その規定を作成した会議において存在していた問題を指摘し，その

1. ベルギー，ブラジル，フランス，ガテマラ，イタリ-， オラソダ，ポルトガル，

サルバドル，セルピア，スベイ γおよびスイス。

2. 同時に，エクアドル，チ晶エジアおよび英国が加入文容を寄託した.

3. 1967年のストヲクホルム改正会議に興して参照文献は， との曾の起草時にすで

に発表された会議の禽類に限ったが， ストヲタホルム会議の全会畿録に関する限

りはそうではない。
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第 可事 条約の沿革と 主要な規定

と の条約は, 1873 年と1878 年における 準備作業 の 後 ,1880年ベッで義かれ

た外交 会 衰において 起草され , 1883 年の同様な 会 議で 11ヵ 国によって 追加最

終 衣定 書と共に調印され, 1884年に. これらの 国 に々よって 批 準された と

の条約が 発効したのは, 指準 文書の寄託 後 1 カ月の1884 年 7 月 7日である。

この条約は, 締約 国が工業所有 権の保護のための同 盟を 形成 することとを明

ら かにしている。 この法 解釈に つい ては 後に詳 述する。

当初 から, この条約 (第 14 条) には, 同盟 の制度 を完全にするような改善

を 行なうための定 期的な改正 会議が 規定され ていた。 この会 議は, 1886年に.

プラ ッセルで , 1890年と1891年にマドリッド で, 1897年と1900年にブラッセ

ルで, 1911 年 にワンント ンで開催 されたが, そこ で 採択 された 正文 によって

拘束 される同盟 国は存在しないので, それら自体 に ついて 許 税する必要はあ

る まい。 さらに条約 の改正が, 1925年にヘーグで, 1934 年 にロンドンで, 1ひ

58  年 にリスボンで, ついで1967 年に ストッ ク ホルムで 行なわれた。 これ ら 後

にあげた正文は, 同盟 園 の問で既に 発効 しているか または近く 発効する。暴

なった条約〈Act) に拘束 される 国の 関係 につい ては 後で 検討する。

以後 , この条約の条や項を 検討するに共して , 右規定 の発展の経過を条約

の各改 正を 通して 追って 行って , 各改正 会議の条約 における各規 定の背明を

明らかにする。 多く の答 合において , 条約の規定 の沿革について特に言及す

るのは, その規定を作成 した会 誤において存在 していた問題を指摘 し, その

1、 ペルギー。 プラジル  , ブプランス, ガチナマラ  イタ リー  オラ ンダ , ポボポルトガル,

サルバドル。セルピアブ。 スペインおよびスイス。

2. 病 時に, ユニクアドル。 チュ ニジィおよび英国が加入文書を寄託 した。

3. 1967 年 の スト ッ クホルム 改正 会議に 関して湖 照 文 堆 は , この 書の起草時にすで

に 発表された会問の書林に 恨 ったが, ストッ クホルム会義の全会 議鍵に 関する明

り はそうで はない。
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意味を明らかにするためのものである。

条約の主要な規定に関しては，この規定を 4つの異なった範暗に分けなけ

ればならない。

1. 第 1は，同盟国の権利と義務を規定する国際公法および条約によって

創設された同盟の内部接関を設置する国際公法の規定ならびに管理的性格の

規定である。この範曙に属するものとLては，次のものがあげられる。

第 6条の3(3)および(4)同盟国一一および同盟の一国が加盟している国際機

関-ーが，記章などに関して，商標として登録および使用を排除するため

にある種の通知をすることを要求るるいは許容している。

第12条 同盟国に刊行物を発行する工業所有権に関する圏内部局を設置する

ことを要求している〈さらに第4条D(2)参照〉

第13条 同盟国で構成される総会を設置すると共にその構成，権限および義

務ならびに投票手続を取撮っている。

第14条執行委員会の設置，その構成，権限などに関する規定である。

第15条 条約によって形成された同盟に関する管理業務を行なう国際事務局

の任務を定めている。

第16条財政すなわち同盟の予算や締約閣の分担金などを定めている。

第17条および第18条第13条ないし第17条の改正，および条約の他の条文の

改正に関する。

第19条 同盟国聞の特別の取極の可能性を考慮しているが，この取極は条約

の規定に抵触してはならない。

第20条既に同盟に加盟している国，すなわちパリ条約のうち先行条約の当

事国によるパリ条約の批縫およびそれへの加入に関する。

第21条 同盟に属さない国による加入に関する。

第22条批准および加入の効果を扱う。

箆23条および第27条 条約 の先行条約との関係に関する。

第24条条約を従属地援に適用する可能性を定める。

第26条 条 約 の期限および廃棄に関する。

4 条約 の沿革と 主要な規定

意味 を 盟らかにするためのゃのである。

条約の主要な規定 に関し ては, この規定を 4 つの異なった箇剛に 分けなけ

ればならない。
1. 第 1は, 同盟国の権利と義務を規定する国共公法おおよび条約 によって

剤 設された同明の内部 機関を設置する国際公法 の規定ならびに管理的性格の

規定 である。 とこの節謙に 属するものとしては, 次のも のがあげられる。

第 6 条の3(3 おょび ( )  同盟同一一おょび同 盟 の 一国が加盟し ている国共機

関 一一が, 記 事などに 関して. 商標 として登録 および使用を 排除するため

にある 種の通知をすることを要求 あるいは許容し ている。

第 12 条 同下国に刊行 物を発行する工業 所有秩に 関する国内部局を設置する

と とを相 求している(さらに 第 4 条 D(2)参照)

芽13 条 同盟 国で構成 される 総会を設置すると 共にその構成, 権限および義

務 ならびに投票 手続を取扱 っている。
第14 条 執行委員 会の設置 , その構成, 権限などに 関する規定である。

芽 15条 条約によって形成 された同盟に 関する管理業務を 行なう国際事務局

の 任務を 定め ている。

区16 条 財政すなわち同盟の子算や締約 国の分 揚金などを 定めているs

第 17 条および第 18 条 第13 条ないし第17 条の改正。および条約の他の条文の

改正と関する。
人 第19条 同盟国間の特別の取 極の可能 性を考慮しているが, この取極は条約

の規定に抵 態してはならない c

人 第20条 既に同盟に加盟している 国 ,すなわちぶリ条約 のうち先行 条約の当

事 同と よるベリ条約 の批傘およびモれへの加入に 関する。

弟21 条 同 器に 属さ ない 国による加入に 関する。

芽 22 条 批准および加入の効果を 扱うg

第 23 条および第27 条 条約の先行 条約との関係に関する。

第 24 条 条約を従属地域 に適用する可能性を定める。

革 26条 条約の 期限および誠径に 関する。



条約の沿.と主要な規定

第28条条約の解釈および適用に関する同盟国間の紛争解決に関する。

第盟条条約の調印，言語および寄託業務に関する。

第叩条 経過規定に関する。

5 

2. 第2に，同盟国が工業所有権の分野で立法措置をとることを要求ある

いは許容する規定が，この条約に含まれている。

このようなものとして，次の規定をあげることができる。

第 4条D(1)(3)(4)および(5) 同盟国が優先権に関する詳細を定めることを要求

または許容しているo

第 4条G(2)後段 特許出願の分割に関して類似の規定を含んでいる。

第 5条A(2) 同盟国は特許によって得られる独占権の行使によって生ずるこ

とがある弊容を防止するため立法措置をとる縫利を有する。

第 5条の2(2) 同盟国は料金の不納によって消波した特許権の回復について

の立法措置をとる権利を有する。

第 6条の 2(2)後段同盟国は，悪意によらないで第3者が周知商標に類似し

た商標を使用するのを禁止することを請求する期間を定めることができ

る。

第 6条の7(3) 同盟国は，代理人や代表者に対して商標権者が継利の行使を

するための公正な期間を定めることができる。

第10条の2(1) 同盟国は不正競争からの有効な保護合確保することが求めら

れている。

第10条の3 同盟国は，商標，商号，生産者や製造業者や販売人の同一性ま

たは産地の不正表示および不正競争に関する違法行為を有効に抑制するた

めの法律上の救済手段を設けることを強制されている。

第11条 同盟国は，いずれかの同盟国の領域内で開催される公のまたは公に

認められた国際博覧会に出品される産品に対し，特許をうけることができ

1. これと対照的に， 第9条(6)では伺盟国が同条前項により立法措Eをとる義務を

線するものではない。単に誘導的性格をもつだけで， 道象的義務を疎するもので

もない.Actes de La Haye pp. 470， 525. 545 
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革28 条 条約 の解釈なよび 適用た 関する同盟 国際の紛争 解決に関する。

人第29 条 条約の調印, 言語 および寄託業務に 関する。

人30 条 経過規定に関する。

2. 第 2 に, 后器 国が工業記有 権の分 野で立法措置 をとることを翼 求ある

いは許容する規定が, この条約に含まれ ている。

このよう なものとして , 次の規定をあげること ができる。
第 4 条DX3K9および(5) 同明 国が 優先権た 関する詳細 を定め ることを械求

または許容している。
人第4 条G(9後箕 特許 出願の分割に関して類似の規定を含ん でいる。

仙5 条A(2 同盟国は特許とよって 得られる独占般の行使 @によって生ずるこ

とがある 幣害を防止 するため立法措 置をとる棒利を有する。

芽 5 条の2(2) 同盟 国は料金の不納とによって消 減した特許 権の回復に ついて

の立計措置をとる権利を有する。
人第6 条の 2② 後段同盟国は, 悪意によらないで第 3 者が周知 商標に天仙し

た商標 を使用するのを 禁止 することを請求 する期間を定める こと がで き

る。

人 第6条の7⑧ 同盟国は, 代理人や代表 者に対して商灯権 者が 権利の行使を

するための公正 な期間を定めるこ とができる。

人 第10条の2(① 同盟 国は不正 競争からの有効な保護を 確保することが 求めら

れている。 、

第 10 条の3 問 盟 展は, 商標  , 商号 , 生産 者や製造業者や版売人の同一性ま

たは 産地の不正 表示および不正競争 た関する違法 行為を有効に抑制 するた

めの対 律上の救済手段を設けることを強制 され ている。

第11条同盟国は, いずれかの同骨 国の領域 内で開催される 公 のまたは 会に

認め られた履 腐持臣 会に出品される産品に 対し, 特許 をうける ことができ

1.、 これと対照前に, 第 9 条(6) では同盟 国が同条前 項 により立法措置 をとる義務を

課す るものではない。 単に誘導的 性格をゃ つだけで, 道凍的 務を 課す るもので

ゃもない 。Actes ds La Haye pp、470, 525, 545
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る発明，実用新案，意匠および商標に仮保護を与えることが求められてい

る。

第25条 この条約のすべての当事国が，自国の憲法の規定に従い，この条約

の適用を確保するために必要な措置を執ることを約束する一般原則を含ん

でおり，さらに，この条約に加入する国は自国の圏内法令の規定に従いこ

の条約の規定を実施する状態にななけれぽならないことを定めている。

3、 この条約の規定の第3の範時に属するものには，個人の権利および義

務に関する工業所有権の分野における実体法に関するものがあるが，その程

度は同盟国の国内法令が個人に適用される範囲に止まるのである。

この範障にはし、るものには，各同盟国の国民が，工業所有権の保護に関し

て，他のすべての同盟国において，当該他の同盟国の法令が内国民に対し現

在与えておりまたは将来与えることがある利益を享受する〈第2条〉とい

う，この条約の非常に重要な基本的原則がある。同盟に属さない国の国民で

あって，同盟の一国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上もしくは商

業上の営業所を有するものは，同盟国の国民と同じ待遇をうける(第3条〉。

これは，内国民待遇 (nationaltreatment)または内外人平等主義 (assI-

milation with nationals)の原則と呼ばれる。この原則の意味するところは

この条約の定める工業所有権の分野において，各同盟国は，相互主義を要求

することなく当該自国民に与えているのと同様の待遇を他の同盟国民(およ

び第3条による準同盟国民〉に適用しなければならないということである。

相互主義はこの条約への加入に伴う義務として充分に確保されているという

のがこの条約の考えである。

さらに他の特別な規定としてこの条約が国内法令の適用を要求しているも

のには，不法に商標または商号を付した産品の差押えに関する第9条(3)の規

定とそれらの場合に利用できる訴訟および賠償に関する第9条(6)の規定があ

り，両規定とも同じように原産地等の虚偽の表示にも適用される(第10条(1))。

同盟国の国内法令の適用を求めているこれらの条約の規定に関して，個人

が条約の規定に基づいて関係国の行政機関または司法接聞に対し園内法令の

6 条約の沿革と 主要な規定

る 発明, 実用新案, 意匠おょび商 標に 仮 保護を与えることとが 求められてい

る。

第 25条 この人条約のすべての当事 国が, 自国の憲法の規定 に従い , ことの条約

の 適用 を確保するためとに必要な措置 を執ることを 約束する一 般 原則を 含ん

でおり , さらに, とこの条約に加入する国は自国の国内皮令の規定に 従いこ

の条約の規定 を実施する状態にななければならないこ とを定めている。

3.、 との条約の規定の第 3 の 範 剛に 属す るものには , 個人の権利おょび義

凶とに 関する工業所有棒の分 野における実体 法に関するも のがあるが, その竹

度は同盟 国の国内 叔 令が 個人に 適用される 範 舎に止まるのである。

この条 噂 には いるものには, 各后盟 国 の国長が, 工業所有 権の保護に関し

て, 他 のすべての同盟 国におあいて, 当該他の同盟 国の上法令が内国民に 対し現

在 与えておおりまたは将来 与える ことがある 利益 を 享受 する (第 2 条) とい

2, この条約 の非常に重要な 基本的 原則がある。 同盟に属さない国の国民で

あって, 同盟の一 国の領域 内と 住所または現実かつ真正の工業上もしくは商

業 上の営 葉所を有するものは , 同盟 国の国 長と同じ 待遇をうける (第 3 条う。
とれは, 内国民待遇 Cnational treatment) または内外人平等 主義 (assi-

milation with nationals) の原則と 呼ばれる。 この原則の意味 するとところは

との条約 の定める工業所有 権の分 野において , 各同盟 国 は, 相互 主義を要求

する ことなく当 該 自国長に与えているのと同様の待遇を他の同盟 国 長ておよ

び第 3 条にょる 準 同盟国長) に 適用し なければならないという ことである。s。

相互 主義はこの条約 への 加入に 伴う 義務として 充分に 確休さ れ ているという

のがこの条約 の考えである。

さら に他の特別な 規定としてことの条約 が国内皮令 の適用を要求 しているも

のには , 不誠に 商標 きたは商号 を 付した 産品の差押えとに関する第 9 条(3の規

定 とそれらの 場合 に利用できる訴訟および賠償に 関する第 9 条(6)の規定がなあ

り , 両 規定と も同じょうに原産地 等の慮偽の麦示にも 適用される (第 10 条(1))。

同盟 国の国内 法令の適用を求めているこれらの条約の規定 に関して, 個人

が条約 の規定 に基づいて関係国の行政 機関または司法擬 関と 対し国内法令の
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適用を直接に求めることができるかどうかという問題，あるいはこの条約の

規定は単に同盟国の義務を生ずるだけであって.この場合に同盟国が圏内法

令を適用するためには他の同盟国の国民の内国民待遇について特別の規定を

設けることが必要かどうかという問題が起ってくる。

これは，条約のその規定が自己執行的 CSelf-回 目 uting) であるかどうか

という有名な問題である。その回答は，さらに2つの問題によって変ってく

る。まず，その国の憲法または憲法制度で国際条約が自己執行的であること

を認められているか否かというこ と，いいかえると，圏内法令の介在なしに

また時には圏内法令の違った規定に反してでも直接に国際条約の規定が個人

に適用できるか否かということである。次に，その国際条約の規定が個人に

直接適用できるように作成されているか否かということである。第 1の問題

は後で検討することにし第2の問題について，上記の条約の規定は，その

可能性を認めている固においては直接適用できるものであり， したがって直

接適用されなければならないことに疑う余地はない。

4. 最後に，条約の規定の第4の範曙に属するものには傍人の縫利および

義務に関する実体法の規定がある。この規定は国内法令に言及しているだけ

ではなく，問題の事踏を直接に決定する内容を持っている。

ここで再びこれらの規定が，問題の事態を，いかなる場合にも直接決定で

きるかどうか，すなわち， 自己執行的と考え得るか脊かまたはこれらの規定

を実施するのに国内法令が必要か否かという問題が起って来る。

いままで述べて来たように，この問題はまず各同盟国の憲法制度による。

フランス ソ連，米国およびオランダのような国や他の多くの固において

は，国際条約の規定が直接適用ができるように表現されていれば〈自己執行

的規定).行政機関または司法機関がこの規定を個人に直接適用することは

憲法または憲法制度によって認められている。これらの国々においては，自

}. Cf. Actes de Washington. p. 269; Actes de la Haye. pp 223/4 

2. 回線条約の規定が，園内法令の規定の方が新しいものであっても園内法令の規

定に優先する闘もあるし，また両者の規定のうち新しいものが優先ナる国もある。
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適用を直接に求めることができるかどうかという問題 , あるいはこの条約の

規定 は単に同盟 国の義務 を 生ずるだけであって, この場合に同盟 国か国内法

令 を避 用するためには他の同 刷 同の国民の内国鳥 堆 過こついて特別 の規定を

設け ることが必要 か どう かという問題が起 ってくるsc

これは, 条約 のその目 定が自己 執行的(Seliexecutipg) であるかどうか

というぅ有名な問題 である。その回 答は , さらに 2 つの問題によって 変ってく

る。 まさまず, その国の憲法 または憲法 制度で国際条約が自己 執行的 であること

を 認められて いるか 寄か ということと, いいかえると, 国内 法令の介在なしに

また時には国内 法令 の 違った規定 に 反してで $ 直 接に国際条約の規定が信人

に 適用できるか和否かということ である。 次 に, その国際 条約の規定が 個人に

直接 適用できるように作成 されているか 否 か ということ である 。 第 1 の問題

は 後で検討 することにし, 第 2 の問題 について, 上記の条約の規定は, その

可能 性を認め ている国にお いては直接 適用できるもので あり, した がって規

接 適用されなければならないと とに笑う 余地はない。
4. 最 後に, 条約の規定の第 4 の 範時に 属す るものには償人の 権利 および

義務に 関する 実体皮の 規定がある。 この規定は回内上法令に 言及し ているだけ

ではなく, 問題の事舶を直接に決定する内 容 を 持っている。

とここで 再びこれらの規定が, 問題の事和態区, いかなる 場合に$ 直接決定で

きるかどうか, すなわち, 自己 執行的と 考え得るか 否かぎさ たはこれらの規定

を 実施 するのに国内 法令が必要 か 否か という問題 が 起って 来る。

いままで 述べて 来たように , この問題はまず各同明還の穴法 倒度による。

フラ ンス , > 連, 米国 およびオランダのよう な 国 や他の 多くの 国において

は, 図際条約の規定が直反 適用が できるように実現 されていれば (自己 執行

的 規定) , 行政 機関または司法 機関 がこの規定 を個人に直接 適用するととは

憲法 さたは宰法 制度によって 腹められている。 とこれらちの 国 *においては , 自

1. Cf, Acdes de Washinaton, p. 269: Actes de ia Haye, pp 223/4
2. 四誰条約の規定が, 男内法令の規定の方が新しい ものであっても 回内法令の規

定に 優先する 較もあるし,。 また山 者の規定 のうち 新しいものが 優先する国もある。
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己執行的であると認められた条約の規定は，園内立法を経ないで適用できる

ものであり，また適用されなければならないものである。

これに対し，英国， ノルウェー，スウェーデγなどの国や他の二三の国に

おいては，国際条約の規定は国家を拘束するだけであって，まず園内法令に

よって具現化されない限り個人には適用できないものとされている。これら

の国々においては，条約の規定が自己執行的になることはできないのである。

しかし，拘束されないとしても，国内法令に関する行政決定や判決に影響を

与えることはできるしこの条約第お条の適用によって，すなわちその国が

条約の規定を国内法令に導入するときに拘束力をもつようになるのである。

同盟国の憲法制度がどうであれ，上述の条約の第4の範噂に属する規定

は，工業所有権の保護に関する一般原則の非常に重要な実体を構成するもの

で，この規定は，直接的であれあるいは圏内法令を介することによって間接

的であれすべての同盟国で遵守され適用されなければならないものである。

条約の自己執行的規定を認める国において判断できることは，その規定が

直接適用できるように表現されているかどうかということだけである。

この種の規定には，たとえば，第 1条の工業所有権の定義，第4条に定め

る優先権，特許の独立〈第4条の 2)，発明者の特許証に掲議される権利〈第4

条の3)，特許の拒絶または無効の可能性の制限(第4条の 4)，特許，商標

などの強制実施の定め(第5条，ただしA(2}項を除く)，存続料金納付の猶

予期間(第5条の 2(1})，船舶，航空機，草雨などの特定の状況下における

特許権侵害からの除外(第5条の 3)，製造方法の特許権者の権利(第5条

の4)，商標の登録の条件および独立〈第6条)，商標の移転〈第6条の 4)，

他国で登録された商標の保護〈第6条の 5)，代理人などによる商標の登録

〈第6条の 7)，商品の性質をその商品についての商標の登録を妨げるもの

として考慮することの排除(第7条)，商号の保持に関す規定〈第8条)，原

産地などの虚偽表示の訴追のための利害関係の認定〈第10条(2))，不正競争

行為の指定(第10条の2(幼および(3})。

この条約に示された工業所有権の保護に関する一般原則は非常に重要なも

8 条約の沿革と 主要な規定

己 執行的であると 認められた条約の規定 は, 国内 立法を経ないで 適用できる

もので あり, また 適用されなければたらないものである。

これに 対し, 英国  ,ノル ウェー, スウ ェーデンなどの国 赴 他の二三の国に

おいては , 国際条約の規定は国家を 拘束 するだけであって, まず国内法令に

よって具現 化されない限り 個人には 適用でき ない ものとされている。これら

の 国 に々おいては , 条約の規定が自己 執行的にな ることはできないのである。

しかし , 拘 事きれな いとしても, 軸内 法令に 関する行政 決定や判決に影響を

写 え ることはできる し, この条約第25条の 適用に よって, すなわちその国 が

条約の規定を国内 法令に導入するとき とに拘束 力をも つようらになるのである。

同盟 国の憲法人制度がどうらであれ, 上人述の条約 の 第4の新剛に 属する 規定

は, 工業所有答の保護に 関する一 般 原則の非常に重要な 実体を模 成するもの

で, との規定は, 直接的であれあるいは国内 法令を介することによって間接

的 であれすべての同盟 国で遵守され 適用されなければならないものである。

条約 の自己執行 的規定を認める 国において判断できることは, その規定が

直反 適用できるように表現 され ている か どう かと いう こと だけである。
この閣の規定には, たとえば, 第 1 条の工業 所有 権の定義, 第 4 条に定め

る 優先 権 ,特許の独立 (第 4 条の 2 ,  発明 者の特許 証に 掲載 される 権利(第 4

条の3)》, 特許の拒絶 または無効の可能誕の制限(第 4 条 の4), 特許, 商標

などの強制実施の定め (第 5 条, ただし A(② 項を除く ), 存続料金納 付の導

予期間(第 5 条の2(1), 船舶 , 航空混, 車両 などの特定の状況 下に おける

特許 権 侵害からの除外 (第 5 条の 3), 製造方法の特許 権者の権利 (第 5 条

の 4), 商標 の登録の条件および独立(第 6 条 ), 商標の移転 (第 6 条の 4 う,

他国で 登録きれた商標の保護 (第 6 条の5), 代理人 などによる 商標の登録

(第 6 条の7 う, 商品 の性質 をその商品に ついての 商標の登録を妨げるもの

として考慮 することの排除(第 7条う 商号の保持に 関す規定て 第8条), 原
産地などの虎壇表示の訴追 のための利害関係の認定 (第10条(2)), 不正競争

行為の指定 (て 第10条の 2(⑳のおよび (9)。
この条約に 示された工業所有権の保護に 関する一 般原則は非常に重要なゃも
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のではあるけれども，その範囲は限られており，各同盟国には工業所有権の

問題に関し，その利益や選択に応じて立法措置をとるかなりの自由度が残さ

れていることに留意しなければならない。

たとえば，特許の分野においては，特許要件の基準を定めること，これら

の要件が満たされているかどうかを特許前に決めるために特許出願を審査す

べきか否か，最先の発明者に特許を付与するのか，最先の特許出願人に特許

を付与するのか，また生産物のみ，または方法のみまたは両者に特許を付与

するのか，どの産業分野にするのかさらに存続期聞について，条約は各同盟

国に完全な自由度を残している:唯一の例外〈第5条の 4)を除いて，条約

には第3者，特許梅者などは第3者から特許権で保護されるのであるが，こ

の第3者の行為は詳述されていない。

商標の分野においては，条約には商標権が登録によって得られるのかまた

はその使用によるのかまたは両者によるのかということは規定されていな

い。また同盟国は商標登録出顕をどの程度まで審査に付そうとするか決める

ことは自由である。二三の特別の場合を除いて〈第6条の 2，第6条の 5，

第6条の7)，条約では商標の保護範囲を定めてはいない。

条約が各同盟国に立法措置をとり得る自由度を残した場合については後で

検討する。

他の面で条約によって各同盟国の園内法令に委せられたかなりの自由に

は，この圏内法令が条約の規定より一層広い工業所有権の保護を与えること

ができるということであふ

たとえば，同盟国は「内国民待遇Jすなわち，園内法令によって内国民に付

1. 他の規定の場合，たとえば第5条の5，第6条の2，第6条の3，第6条の6，

第7条の2におレては，その自己執行性は疑問である.このことはこれらの条を

検討する療に別々に也釈する。第9条(1ト(5)および第10条は第9条(6)があるから

自己執行的でなL、.
2. Cf. Actes de 1a Haye， p. 536 

3. Cf. Actes de Paris， 1， p. 131 
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のではあるけれども , その範囲は限られており, 各了同盟 国には工業 所有権の

問題に関し, その利益や選択 に 応じて立法措置 をとるか なりの自由 度が残さ

れていることに 留意しなければならない。 *

たとえばぱば, 特許の分 野にたおいては, 特許要件の基準を定める こと, これら

の要件が満たされ ているかどうかを特許 前に決めあるために特許 出願を審査す

べきか大か, 最 先の発明 者に特許を付与するのか, 最先の特許出頭人に特許

を付与 するのか, また生産物の久, または方 法のふまたは両者に特許を付与

するのか, どの上産業分野にするのかさらに存続期間について, 条約は各同製

国に完全な自由 鹿を残している。唯一の例外 (第 5 条の4) を 除いて, 条約

をには第 3 者, 特許 権者などは第 3 者から特許 権で保護 されるのであるが, こ

の第3 者の行為は詳述され ていない。
商標の分野においては, 条約 には商標 格が 登録 によって 得ら れるの かまた

はその 使用 によるのかまたは 両者 によるの か と いうことは規定 されていな

い。さまた周捉回は商標 登録出頭をどの程度まさで審査に付そうらとするか決める

ことは 自由である。二三の特別 の場合を 除いて (第 6和象の 2, 第 6条の 5,

第 6 条の7), 条約 では商標の保護 範囲を定めてはいない。
条約が各同盟国に立法措置 を とり 得る自由 鹿を 残した場合については 後で

検討 する。

他の 面で条約によって各同 盟国の国内 法令に委 弓られたか なり の自由に

は, この国内 法令が条約の規定より一 層 広い 工業 所有 権の保護を与えること

ができるという こと である。
たとえば , 問明 属は「内国民 待遇」すなわち, 固内法令によって内国民に付

3. 他の規定の場合, たとぇば 第 5 条の5, 第 8 条の2, 第 5 条の3。 第6 条の856,
第 7 条 の2 にお いては, その自己雪行 竹は蜂 問である。 この ことはこれらの条を

検討 する療に 別々に注釈 する。 第 9 条()ー( 5および第10条は第 9 条(99があるから

自己 執行的でない。

2。 Cf. Actes de la Haye, p. 536
3. Cf. Actes de Paria, IT ,  p. 131



10 条鈴の沿.と主要な規定

与された待遇または優先権のような条約に規定されたある種の権利私条約

によってその待遇を享有する以外のものすなわち同盟のいずれの国の国民で

もなく〈第2条〉また住所または営業所を持たない〈第3条〉ものにも与え

ることができる。また同盟国は周知商標〈第6条の2)を全く異なった商品

についての同ーまたは類似の商標から保護することなどによって，条約に規

定された工業所有権の保護を改善することができる。

もっとも，条約に規定された工業所有権の保護を拡大できるという自由に

も条約によって与えられた権利を害しないという制限がある。これは，た

とえば，同盟国が条約第4条C(l)の優先期間より長い期聞を特定の国の国民

に与える場合である。

10 条約の沿革と 主要な擬定

写 された待遇 または優先権 の ょりな条約に 規定されたある種 の権利 を, 条給

によってその待遇を 享有する以外 の ものすなわち同盟 のいずれの国の国民で

もなく (第 2 条) また 住所または営業 所を持た ない (第 3 条う) ものにも 与え

るとと ができる。また同盟国は周知商標(第 6 条の2) を全く 異なった商品

についての同一 または類似の商標から保 護する ことなどによって , 条約に規

定 された工業所有権の保護を改 等することと ができる。
ゃもっとも, 条約に 規定された工業所有権の保護 を拡大できるという自由と .

も, 条約 によって 与えられた 権利を害しないという 制限 れあ る。これは, た

とえば , 同吊 国が条約第 4 条Cじ(の 優先 期間より 長い 期間を特定 の国の国民

与え る坦 合である。
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第皿章 条約の各条についての注釈

第 1条(1)<イ}

(1) この条約(ロ}の適用される〈川田(=)は，工業所有償の保置f制のための

潤盟(吋を形成する。

モイ) 1883年の条約の原文においては，工業所有権の保護のための同盟を形

成することを政府が宣言した国家 (States)を列挙していた。これらの国家

は以後条約において締約国家，同盟の国家または締盟国 CHighContrating 

Parties)と称されていた。この用語は.1911年のワシントン改正会議で変更

され，締約当事国の内部組識で行なわれている多様性およびこの点に関して

類似の条約で使用されている用語にかんがみて!条約の第 1条は. r，締約国

CCountries)は工業所有権の保護のため同盟を形成するJ と表現した。こ

の正文は，附年のロンドン改正会議でさらに修正されよ

{ロ，) 1883年以来改正されたパリ条約は，実際には各改正会議で作成された

連続的な正文を統合した一連の条約である。しかしながら〈同ー条約の)i条

約群 CActs)J と呼ばれるこの一連の条約は1911年のワシントン改正会議以

来唯一でかつ同ーの同盟を形成し維持してきた。 したがって. rこの条約の

適用されるJという文において， rこの条約Jの語は， rこの条約，どの正文

が今なお有効であるかを問わずにJと解すべきである。

村 この条約が各国に適用されるのは，その署名後の批准〈第20条〉また

は加入〈第20および21条〉によってである。また対外関係に関して同盟国が

1- Actes de Washington， p. 41， Note. 

2. Actes de Londres， pp. 166/7 (propo錨 1)，340 (report of First Sub-Committee) 

448 (repo氏。fDrafting Committee)， 510 (adoption in Second Plenary Sessi・

on). 
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第四章 条約 の各条に ついての注釈

第 1条 (が

(1) この条約<の届 用されるの) 国ここ) は, 工業所有析の保護(の ための

補 列へい) を形成する。
(0 18893 年の条約の原文においては, 工業所有 権の保護のための同愉を 形

世 することとを 政府が宜 言した国家 CStates) を列挙していた。これらの屈家

往 以 後条約に おいて締約国家, 同 翌の国家または締盟国(High Contrating

Parties) と 称さ れ ていた。 この有語 は, 1911年のワン ントン改正 会議で変更

され, 締約当 事医の内部 組識で行なわれている多様 性 およびこの 点に 関して

類似の条約で 使用きれ ている用 語にか んがみて, 条約の第 1 条は, 「 締約国

CCountriea) は工業所有 権の保護のため同盟を形成する] と表現した。 こ

の正文 は, 1934 年 のロンドン改正 会議できらに修正 された。

1883 年以来故正された ペリ条約は, 実際には各改正 会議で作成 された

連続 的な正文 を統合した 一連の条約 である。しかしながら (同一条約 の「条

約 群【Acts)」 と 呼ばれるこの一 連の条約は1911 年 のワシ ントン改正会議以

来 唯一 でか つっ 岡 一の同盟を形成し維持してきた。したがって, 「この条約の

適用 きれる」】というら 文におおいて, 「 とこの条約」の 語 は, 「 この条約 , どの正文

が 今なお有効 であるかを 問わずに」 と 解すべきである。

3 この条約が各国に 適用さきれるのは, その署名 後の批準 (第 20 条うまた

柱 加入 (第 20および21 条) に よってである。また対外 関係に関して同盟 国が

1. Actes de Washington, p. 41, Note.
2. Actes de Londres, pp. 166/7 (proposaD), 340 (repott of First Sub.Committee)

448 (repor ot Dafting Committee), 510 (adoption in Second Plenary Sessi-
のon)。
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責任を持っている領棋にも，第24条による宣言または通告によって適用され

る。

この条約の適用が停止されるのは，固に対しては条約の廃棄(第26条〉の

後であり，属領についてはその旨の通告(第24条(2))後である。同盟国の一

部であったかまたは上記のような領域であった国が国家としての独立性を獲

得したときにも条約の適用は停止される。国際法学界の通説によると，この

ような場合j新しい主権国家は，前に属領として適用されていた条約に加入

することをはっきりさせない限り，これらの条約に拘束されないとされてい

る。この点については，第21条の注釈を参照のこと。

件) 前に述べたように，条約では「締約国家 (contractingStates)Jとは

いわないで「この条約の適用される国 (countries)J といっている。 1934年

のロンドン改正会議で認められたように，この新しい表現は，般的に言っ

て国家ではない植民地などにも条約の範囲を拡げることができる。しかし，

この問題は，当時の条約の第16条の 2(現在は，修正された形であるが，ス

トックホノレム条約第24条〉において配慮されていた。 i国家Jという表現を

「国Jに変更した主な理由は，英国の「ドミニオン」やフランスの「保護領J

のような完全には自治権のない聞に「この条約の適用される国」の地位の主

張を認め改正会議での投票権が行使できるよう十こするためのものと思われ

る。

この状態は現在は解消しており，国際公法で一般に認められた原則による

と，国家のみ〈政府問機関は別として)が条約を締結する能力を有している

1. Cf. Castren. "Aspests recents de la succession d'Etats，" Recueil des cours 

Academie de droit international de la Haye， 1951， 1， P. 430; Mcnair Tbe Law 

of Treaties， 1961， p. 601; O'Connell: State Succession in Municipel Law and 

International Law， II， 1967， pp. 1， 113， 204/8， 212. 

2. Actes de Londres p. 166. 

3. Cf. Actes de Wasbington， pp. 221/2. Roubier: Le droit de la propriete in-

dustrielle， 1， pp. 247/9参照。
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次 任を持っ ている領域とにも, 第24 条による宣言 または通告によって 適用され

るse

この条約 の適用が 令止されるのは, 国に 対し ては条約の廃棄て 第 26条うの

後 であり, 属領 についてはその旬の通告(第 24条(2)) 後 である。同盟国の一

部 であった か または上記のよう たな 領域 であった国が 国家 としての独立性を濾

得 したときにも条約 の適用は信正される。国際法学界の通説 によると とこの

よう たな場合 , 新しい主権 国家は, 前に属 信 として 適用されていた条約に如入

する こと をはっきり させない限り, これちらの条約 に拘束 されないとされてい

る。この点については, 第 21条の注釈 を参照のこと。
弓 前に 述べたように , 条約では「 締約 国家(contracting States)』 とは

いわないで「と の条約の適用さきれる国 (countriesう」と いっ ている。 1934年

の =ロンドン改正 会議で認められたように, との 新しい表現 は, 一 般 的に言っ

て国家 ではない 植 民 地などにゃも条約 の 範囲を拡げることができ る。 しかし,

この問題 は, 当時の条約 の 第 16条の 2 (現在 は, 修正された 形であるが, ス

トッ クボホルム条 約 第24 条う) において 配 益されていた。「 国 家」という表現 を

「国』 とに変更 した主な理由は, 英国 の「 ドミニオン」 やフランスの「保護領」

のよう な完全には自治 権 のない 国に「 とこの条約 の適用される 国」の地位の主

中を 認め夏正 会議での投票 権が 行使できるように するためのものと 思わ れ

る。
この状態 は現在は 解消しており, 国際公 法 で 一般に認められた 原則による

と, 国家 の (政府間機関はに別として ) が条約 を締結する 能力を有している

1. Cf. Castren. "Aspests recents de la successionn Etats"_ Recueil des cours
Academie de droit international de la Haye, 1951, 1, P. 430: Mcnair The Law
of Trzeaties, 1961, p. 601: 0O'Connell: State Succession in Municipel Law and
fnternational Law, 1 1967, pp. 1, 113, 20478, 212.

2.。 人Actes de Londres p, 166。
3. Cf. Actes de Washington, pp. 221/2、Roubier: Le droit de la propriet6 in-

dustrielle, 1 pp. 24779 参照。
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ので，この条約における「国Jが「国家J以外のものを意味すると信ずるこ

とは全〈理由がないのである。

条約では同盟の新しい一員として加入する手続きが何も定められていない

ので，上記の問題には幾分重要性がある。この点に関して各同盟国は自分自

身で判断をすることになるので，既同盟国が新しく加入したものに 「国家」

の地位を認めず， したがってその資絡を拒否することができる。

制 バり条約では，工業所有権の保護のための同盟を形成している。その

対象は，第 1条第2項から第4項までに明らかにされているが，これらの項

で註釈をする前に一般的見解を若干述べておく。 r工業所有権」の語は伝統

的なものではあるけれどもある種の独占権であって，所有権に類似し，商工

業分野における創造的思想または識別標識または名称に関するものであり，

同一分野における不正行為を排除する原則の加わったものを完全に正確に指

称するものではない。この語が正確でないというのは「工業所有償」の語は

通常の所有権との類似性を示すだけであり，しかも， それが単なる工業的対

象以上のものに及びさらに，不正行為訪止の原則は所有権とは必ずしも関連

性がないからである。

パリ条約における工業所有権の概念の定義および限界は単に理論的興味か

らだけするのではなく，この問題はずっと議論されてきたのである。たとえ

ば，今では1961年12月21日にパりで調印された別の条約の対象となったが徳

1. Cf. Report of the International Law Commission (U.N. doc. no. 9(A/6309j 

Reo.l) pp. 20/25; MCNAIR: The Law of Treaties， 1961， p.35;抑 RENSEN:

The Manual of Pulic International Law， 1968， pp. 177/82. 

2. See also document S/3 prepared for the Revision Conference of Stockholm， 

p. 18， paragraphs 53 

3. ドイ ツ民主主義共和庖が1956年に，その領繊に数条約，特にパリ条約が適用さ

れると2宣言した主き (Cf.P. 1. 1956， pp 21， 41， 153， 169)および1964年に同箇

がパリ条約のリスボソ改正条約に加入した主きに， ζの状態が起り， 各箇各織に

取扱われた.

4. Act de la Haye， pp. 534/5 
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ので, この条約における「国 」が「国家 」 以外 のものを意味すると信ずるこ

とは人多く理由が ない のである。

条約では同盟の 新しい一員として加入する手技きが 何も定めかられていない

ので, 上記の問題 には幾 分重要柏がある。この点に 関して各同 盟国は自分自

身 で 判断をすることになるので , 既 同盟国が 新しく加入したものに「国家」

の地位を認めず, したがってその資格を拒否する ことができる。

6 ペリ条約 では, 工業所有権の保護のための同盟を形成 している。その

対象は, 第 1 条第 2 項か ら第 4 項までに明らかにされているが。これらの項

で 詐 釈をする前に一 般的見 解を若干述べておく。「 工業所有 権」の語は伝統

的 なも のではあるけれどもある 格の独占権であって, 所 抽に類似し, 商工

業 分野における創造 的思想または識別 標識または名 称に関する ものであり ,
同一 分野における不正 行為を排除する原則 の加わったものを完全に正確に指

称す る ものではない。 この 語が正確 でないというのは 工業所有権」の語は

通常の所有 糧との類似 性を示すだけであり , し か も, それが単なる工業的対

人芝 以上 のものに 及びさらに , 不正行為防止の 原別は所有 権とは必ずしゃ関連

人性がないからである。

ベリ 条約 における工業所有権の概念の定義 および限界は 単に理論的 興味か

ら だけするのではなく , この問題 はずっと 議論され てきたのである。たとえ

ば, 今では1961 年12 月21日にさりごで調印 された別の条約 の対象とな ったが植

1。 てCf. Report of the International Law Commission (U.N. doc. no, 9(A/6309/

Reo.1) pp., 20725: MCNAIR: The Law of Treaties, 1961, p.35: SのRENSEN:
The Manual of Pulic Internationai Law, 1968, pp. 177/82.

2. See also document S73 prepared for the Revision Congerence of Stockholm.

p. 18, paragrephs 53

3. ドイ ツッ民 主主義共和国 が1956 年に , その傾 城に数条約  , 特にバリ条約が身用さ

れる と 宣 斉 したと き (C .E  1. 1956, pp 21, 41, 153, 169) および 1964年に同較

かがべり条約のりスポン改正 条約に加入したと さきに, この状飯が起り, 各回各様に

取扱 われた。

4. Act de ja Haye, pp. 53475
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物の新品種の保護あるいは今では，パリ条約第4条 Iに明示されているが，

発明者証が工業所有権の定義に入るか否かとし、う問題がある。若し回答が肯

定的であるとすると，そのことは，同盟国あるいは条約をそのように解釈す

る同盟国では.その対象について他の同盟国の国民(および条約第3条・でこ

の国民に準ずる国民〉の待遇を自国民に与えられた待遇と同じにしかっこ

れらの対象については，それに対する保護の相互主義を要求することなく，

条約の関連規定を適用しなければならないことになる。

付 条約(どの条約が有効であるとしても〉の適用される国は工業所有権

の保護のための同盟を形成する。これは原則の宜言以上のもので重大な法律

効果を持つものである。

第一に.同盟を形成することによって，パり条約は，同盟国に対する，さ

らにその聞の憲法が認める場合には(前記第E章4参照〉さらに個人に対す

る，権利および義務を確立する条約に止まるだけではなく，その目的を遂行

ずる機関を持つ国際法上の法人を設立することになる。この法律構成の影響

のーつは管理的観点からひとつの実在を同盟が形成することである。そこに

は唯一の予算，一組の会計だけが存在し，同盟国は異なった条約に基づいて

1. これは，植物の新品種の保護に関する条約では未解決であり，発明者設の場合

には1967年にストヲグホルムで改正されたパリ条約第4条lで肯定的に解決され

た。

2. 上記第E章3および4参照。ベルギ{におL、ては逆の事情にあり，工業所有権

の保護から意匠を除くことが宣告された。 Courde Cassation，却/12/1954，Ing， 

Conseil， 1955， p. 35，および LADASによるζの決定に対する批評 ibidem，p. 

141参照。

3. これらの機関とは同盟の総会(第13条)，執行3委員会(第14条)， 図書祭事務局

(第15条)，改正会議(第18条(2))，国語集司法裁判所(第28条)である。

4. Cf. Plaisant: Traite de droit couventionnel international ∞ncernant la pro-

priete industrielle， 1949， pp. 33/4， 68/70; Roubier: Le droit de la propriete 

industrielle， 1， 1952， pp. 225 et seq.， 237 et seq.， Boguslawski: Intemationale 

Rechtsprobleme des Erfindungs-wesens， 1963， p. 61: Troller: Die mehrseiti-

gen Volkerrechtlichen Vertr誼geim internation.alen gewerblichen Rechtssctz 

und Urheberrecht， 1965， pp. 180/1; Miosga; Internationaler marl同 n-undHer-

kunftsschutz， 1967， pp. 9/10. 
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物 の新品 種の保護 あるいは 今で は , パリ条約 第4 条 1 に明示されているが,

発明考証が工業所有 権の定義に 入るか 否か と いう問題 がある。若 し回 答が育

定 的であるとすると そのことは , 同盟国あるいは条約をそのように 解釈す

る同盟 国では。その 対象 に つい て他の同盟 国 の国 兵 Cおよょび条約第 3 条でこ

の国民に 準ずる国民) の待遇を自国 長に与えられた 待遇 と 同じしにし, かつこ

れらの対象 にについては, それに 対する保護の相互 主義を要求 するととなく ,

条約の関連規定 を適用し なければならないこ とになる。

条約 てどの条約が有効 であるとしても) の 適用される 国は工業所有槍

の保護 のた めの同盟を形成 する。これは原則の宜 言以上のもので重大な法律

効果 を持つ ものである。

第 一に, 同盟を形成 することによって , ペリ条約 は, 同盟国に対する, さ

らにその国の憲法が 認める 場合とは (前記第押章 4 参照 ) さらに 個人に 対す

る, 権利および義務を 確立 する条約に止まろだけではなく , その目史を遂行

する 機関を持つ国際 法上の 法人を設立 するこ とになる。 この対 律 構成の影表

の 一つは 管理 的観点からひとつの実在を同盟が 形成 することである。そこに

は唯一の予算, 一 組の会計だけが存在 し, 同盟 国は異なった条約に基づいて

1. これは, 植物の新品 種の保護 に関する条約 では未 解決であり , 発明者詐の場合

に は 1967 年に ストック ホ ルム で 改正 された ペリ条約  第4 条 1 で 痛 定 的に 解決され

た。

2. 上記 第 I 章 3および 4 参照  。ベルギーにおいては六の事情 とあり , 工業所有権
の保護から 喜匠を 除くととが宣告 された。 Cour de Cassmtion, 20/12/1954, Tng,
Conseil, 1955, p. 35, および LADAS によるとこの決定に 対する批評ibidem, p.

141 参照。

3. とれらの 拭 関とは同虹の 総会 (第 13条 ) ,  執行委員会(第14条) ,  国 廉事務局

(第 15 条), 改正 会議 (第 18人条(の) ,  国府司法 裁判所 (第 28 条) である。

4. CC Plaisant: Trait6 de droit couventionnel international concernant la pro-
priete industrielle, 1949, pp. 3374, 68/770: Roubier: Le droit de la propriete
industriell6e, [, 1952, pp. 225 et seq, 237 et seq,。 Boguslawski: Tnternationale
Rechtsprobleme des Ertindungs-wesens, 1963, p. 61: Troler: Die mehrseiti-
gen Yolkerrechtlichen Vertrage im internation・alen gewerblichen Rechtssctz
tund Urheberrecht, 1965。pp. 18071: Miosga: Tnternationaler marken-und Her-
kunftsschutz, 1967, pp. 9710.
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分担金を支払うけれども条約中の各別の条約毎に~Jの管理は存在しない。

第2に.同盟の性格は，条約の最新の条約に加入する国は，未だ最新の条

約に加入していない同盟国があったとしてもすべての同盟国と結ぼれるよう

になる〈第27条(3))というものである:同様に最新の条約の廃棄は，先行す

る条約すべてを廃棄したとみなされる(第26条(2))。したがって国家は同盟全

体として入ったり，出たりすることができるだけである。これは，そのよう

な国の国民および国民に単ずる者は，同盟のすべての向盟国において条約の

適用をE要求する〈廃楽の場合にはもはや要求しない)ことができるので，重

要なのである。この問題については第27条の註釈を更に多照されたい。

第1条 (2)(イ〉

(2) 工繁所有纏の保置は，特許{ロ入実用新案〈べ 愈匠位入 商痩{制，サ

ービスマーク〈吋.商号〈N，原産地表示〈チ}または原産地名称〈リ}および不正

賞争の防止∞ を目的{川 とする。

い) バリ条約の古い条約には，工業所有権の対象が二三指摘されてはいた

が，その概念自体としての定義は含まれていなかった。この定義は，1925の

へーグ改正会議で導入された。これは後には1958年のリスポン改正会識でサ

ービスマ}グの対象が定義に加えられたほかは形式上の修正がなされただけ

である。

(ロ) この条の(4)では条約で保護される特許のいろいろな種類を列挙してい

1. Cf. Report of Main Committee IV of the Intellectual Property Confesence 

of Stockholm， 1. p.， 1967， p. 222， paragraphs 16， 17. 

2. Actes de La Haye， pp. 332 (proposal of France) ， 410/2 (repo氏。fFirst Sub 

Committee)， 534/5 (report of Drafting Committee)， 572 (adoption in Se∞nd 

Plenary Sessin). 

3. Actes de Lisbonne， pp. 624， 626/7 (propo泊 Isof U. S. A. and Sweden)， 

628/33 (discussion in Third Committee)， 755/7 (report of Third Committee)， 

634 (discussion in general co皿mittee)，99 (Adoption in Se∞nd Plenary Se. 

ssion)， 114 (general Report). 
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分所金 を支払うけれども, 条約 中の各別の条約 毎に別の管理は存在しない。
第 2に。 同 器の性 格 は, 条約の最新の条約に 加入する国は, 未だ最新の条

約に加入し ていない同 盟固があっ たとしてもすべての同 翌 国と 結ばれるよう

にたなる て〈 第 27条(3)) というものである。同様と最新の条約の廃楽 は, 先行す

る条約 すべてを 廃 率し たとみなされる (第 26 条(2))。したがって国家は同盟全

体 として入ったり, 出 たりす ること ができる だけである。これは, そのよう

な 国の国民および国民に 疹ずる 者は, 同盟のすべての同 望国じ おいて条約 の

適用を要 す る (廃棄の 場合とはもはをそ要 求しない) こと ができるので、, 電

可な のである。この問題 につい ては第 27条の議 釈を更に参照されたい。

第1条 ( 37 ”  .
( 2 )  工業所棚模の保護は, 特許"5D, 実用新案<ハ^〉, 意匠に) ,  商標< サ

ービピスマーク * ぷ。商号*+), 原産地表 示ぱ) または原首地名 称" )  および不正

競争の防止ぱ)を目的 ) とする。
( )  バリ条約 の 古い条約 には, 工業 所有 権の対象が二三 指病き れ ては いた

が, その概念自体 としての定義は 含まれていなか った。この定義は, 1925の

ヘーク改正 会 議で導入された。 これは 後には1958年のリスポン改正会談です

ービスマークの対象 が定義に 加えられた はほかは形式上の修正がたなされただけ

である。

⑲⑬ この 条ののでは条約 で保護される 特許 のいろいろな秀 類を列挙 してい

1. Cf. Report of Main Committee TV of the fnteliectual Property Confesence
of Stockholm。』. p,。 1967, p. 222, peragraphs 16, 17.

2. Actes de La Hayc, pp 392 (proposal of France), 410/2 (report of First Sub
Committee), 534/5 (report of Drefting Committee), 572 (adoption in Second
Plensry Sessin).

3 Actes de Lisbonne, pp, 624, 626/77 (proposals of U. S. A. and Sweden),

628/33 (discassion in Third Committee), 75577 (report of Third Committee),
634 (discassioa in general Committee), 99 (Adoption in Secnnd Plenary Se-
ssion)。114 (genetal Repor0。



16 筋 H俵ー(2)

るが，そこでも「特許Jとは何かという定義はされていない。この問題に関

して，この項に列挙されている実用新案などの他の種類についてもそうでる

るが，同盟国は閣内法令によってその対象を自由に定義することができ，そ

れに対して条約が適用されることになる。前に述べたように，園内法令で植物

の品種に特許を与える場合には，条約はこれらの特許にも適用される。以下に

あげる各対象の説明はそれらについて一般にどのように理解されているかを

示すだけであって，条約の概略の姿を示すためのものにすぎない。そういう

意味で，特許とは工業的発明に適用する独占権であるということができる e

付実用新案は，数カ園長認められているにすぎず，ニ流特許ということ

ができる。特許性のある発明より重要性の少ない工業的考案を保護するため

の独占権を統合するもので，それが適用される考案の種類に制限のあること

がある。この形式で付与される独占権は，通常特許の存続期間よりも短か

L、。

同意匠は，有用な物品の装飾的外観または要素で物品の外観をつくりあ

げる表面および形状の二次元または三次元的特徴を含むものからなるという

ことができる:この意匠の所有者は，現存の法制下では，普通その意匠を具

現した物品を製造，販売および使用する独占権を有する。

帥商標は，通常ある企業の商品を他の企業のものと区別するために役立

つ標識と定義される。商標の所有者は，一般には同ーまたは類似の商品につ

いてその蕗標またはその変体 (Variation)を使用する独占権を持つ。

付サービスマークえある企業のサービスを他の企業のものと区別する

1. 同盟国の法令の例をあげると，西ドイツ (Gebrauchsmustergesetz2/1/1968)， 

イタリ戸 (D菅creeNo. 1411 of 25/8/1940)，日本(1959年法律第123号)，ポ{ラ

ンド (InventionAct， 31/5/1962)，ポルトガル (IndustrialProperty Act， 24/8/ 

1940)，スベイソ (IndustrialProperty Status， 26/7/1929 as amended). 

2. Cf. BilIs Nos. 450， 1237 and 3366 introduced in the House of Representati・

ves of the 89th Congress of the United States of America. 

3. 現在までのところサーピスマークについて立法掠置をとっている園の数は限ら

れている.たとえば，アルジエリアOordinance，19/3/196の，カナダ (ActreJa-
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るが, そとでも 「特 許 」 とは 何かという定義 はされていない。 この問題に関

して, この頃とに列挙 されている実用 新案などの他の導 類に ついてもそうであ

るが, 同盟 圏は国内 法令によってその対象を自由に定義すること ができ, そ

れに 対して条約が適用され ることにたなる。前に 述べたように , 国内叔令で植物

の品 手に 特許を与える 場合とは, 条約はこれらの特許 にも 適用される。以 下たに

あげる各対 象の説明はそれらについて一 般しどのように理解 されているかを

示すだけであって, 条約の概略 の次を示す ためのものにすぎない。 そういう

意味で, 特許 とは工業的 発明に 適用する独占権である ということ ができる 。

63 実用新案は., 数ヵ国で認められているにすぎず , 二流 特許と いうこと

ができる。 特許性のある発明より重吉 性の少ない工業 的考案を保護 するため

の独占権を統合する もので, それが 適用される考案 の種類に制限 のあること

がある。 この形式 で付与される独占 権 は, 通常 特許の存続期間 よりも短か

ゃ s。 .

ら 意匠は, 客 用な 物品の装飾 的外観または要素で 物品の外観をつくりあ

げずる表面 および形状の二 次元または三次元 的特徴を含れも のか らなるという

こと ができる との意芝の所有者は, 現存の法制下では, 普通その意匠を具

現した物品を製造, 販売 および 使用する独占 権を有する。

克 商太は, 通常ある企業の商品を他の企業 のものと区 別 するために人役立

つつ標識 と 定義される。商標の所宙者は, 一 般 には 同一または類似の商品につ

いてその商標 またはその変体 Variation) を 使用する独占 権を持つ。

を| サー ビスマークは。 ある企業のサービスを地の企 業 のものと区別する

1、 同明国 の法令の例をあげばる と, 西ドイツ (Gebrauchsmustergesetz 27171968),

イタ リー (Decree No. 1411 of 257871940), 日 本( 1959年法律巡123 号) )ポーラ

ンド  (Inyention Act 31/7571962), ポル トガル (Industrial Property Act 24/8/
1940), スペ イン (Industrial Property Status, 26/771929 as amended).

2、 Cf Bills Nos, 450, 1237 sand 3366 introduceG in the House of Representati-
ves of the 89th Congress cf the United States of America.

3. 現在 までのと ころサー ゼスユークについて立革措置 を とっている 国の数は限ら

れている。たと キえば, アルジニ エリア Oordinance, 19/73/1966), カナダ (Act rela-
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ために役立つ標識である。サービスマークについての徳利は商標のそれと類

似している。

{時商号は現行法令ではいろいろに解釈されている概念であるが，一般に

は自然人または法人の企業を特定するための名称であると定義することがで

きる。この商号は，通常第3者の違法行為から保護される。

駒原産地表示は，一般には生産物またはサーピスが特定の国，一若手の菌

地緩または地方から生じたということを示すために用いられる表現または記

号である。

(1)) 原産地名称は，生産物の品質や特性が自然因子や人間的因子を含めて

の地理的環境にもつばらかつ本質的に由来するような生産物について，そこ

から生じた生産物を指称するために用いられる園，地緩または地方の地理的

名称であると定義される。この条約正文中の 「またはjの語は用語が流動的
3 

な時代に導入されたので.今では正確であるとはいえなくなった。原産地名

称は現在では，原産地に由来する品質や特性との関連によって特撮づけられ

る「原産地表示」 という属のひとつの種でるると考えられている。原産地名

ting to Tr“e Marks and Unfair Competition， 14/5/1953)，デγ可戸ク σra. 

demarks Act， 11/6/1959)，フイ γラγド(TrademarksAct， 10/1/1964)，フラγ

ス (Actof 31/12/1964)，イスラエル (TrademarksOrdinance， 1938， amended 

4/3/1965)，イタ明ー (TrademarksAct of 21/6/1942， amended 24/12/1959)， 

モナヨ(Law608 of 20/6/194.7)，ルーマ品ア(Lawon Trademarks and Servi-

ce Marks，29/12/1967)，スウェーデン(Traderr町 ksAct， 2/12/19伺)，ウルグアイ

(Decree of 28/9/1967)，ソ連 (Statuteon Trademarks 23/6/1962， amended 31/ 

3/196η，アメリカ (TrademarksAct， 5/7/1946， as amended)，ユ戸ゴスヲピ7

(Law on TradeDlarks and Service Marks， 4/11/1961). 

1. Cf. the Madrid Agreement， of 1891， for the Repression of False or Desepti-

ve Indications of Source on Gα>ds， last revised at Lisbon in 1958， with an 

Additonal Act adopted 8t Stockholm in 1967. 

2. Cf. the Lisbon Agreement， of 1958， for the Protection of Appellations of 

Origin and their Intemational Registration， revised at Stoc凶ぬ1min 1967. 

3. Actes de La Haye， p. 535. 

4. Cf. DEVL企TIAN:"La protection desoppelJation d'origine et des indicati・
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ために役立つ標識である。サービスマークについての李和は商標 のそれと類

伺 している。

(0 商号は現行 法令ではいろいろに 解釈 されている 概念 であるが, 一 般に

は自然 人きたは 法人の企業 を特定するための名 称であると定義 するととがで

きる。との商号は, 通常第 3 者の違法行為かちら名護される。

原産 地表示は, 一 般には生産 物まをたはサービスが特定の国, 一 群の還

地域 または 地方から 生じした ということを示すために 用いられる表現 または記

号 である。

⑳ 原産地名称 は, 生産 物の品質 や特性が自然 因子や人間的因子を含めて

の地理的環境にもっぱらかつご本質 的と由来 するよりうたな生産物について, そこと

から生じた生 産物を指 称するために 用いられる婦, 地域 または地方の地理的

名 称であると 定義される。 との条約 正文中の「 または の 語は用 語が流動的

な時代に導入されたので, 今 では正確 であるとはいえをなくなった。原秦地名

称 は現在 では, 原産 地に由来する品質や特性との関連によって特徴 づけられ

る 「原産地表示〕」という 誰のひとつの竹 であると考えられている。原塵地名

ting to Trade Marks and Unfair Competitiop, 14/5/1953), デンマークタ てTr

demariks Act, 11/6/1959), フイ ンランド (Trademarks Act, 1071/1969. フラン

ス CAct of 31/12/1964)) イスラェエル (Trademarks Ordinance, 1938, amended
473/71965)) イタリー (Trademarks Act of 2176/1942, amended 24/12/1959》,

そナコ (Law 608 of 2076/194の, ルーマニア (Law on Tradecmarks and Seryi

ce Marks,29/12/71967)) スウェ エー  デン (Trademarks Act 2/12/719650), ウルグアイ

(Decrxe of 28/971967), ソ連 (Statute on Trademarks 23/6/1962, amended 3リザ
3/71967)9, アメ  リカ  (Trademarks Act, 577/71946, 4 amendced), ユニユーゴスラビア

(aw on Trademarks and Service Marks, 4/71171961).
1. Cf. thc Madrid Agreement, of 1891, for the Repression of False or Desepti-

ve fndications of Source on Goods, last revised at Lisbon in 1958。 with an
Additonal Act adopted st StockhoIim in 1967.

2 Cf. the Lisbon Agreement, of 1958, for the Protection of Appelationps of
のOrigin and their Intemational Registration, revised st StockhoIm im 1967.

3. Actes de La Haye, p、535.
4. Cf. DEVLETIAN: "La protection desoppcllation dorigine et des indicat-
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称を悪用から保護するための広範囲な法律をもっている国もある。

同不正競争の防止が工業所有権の保護に含まれているのは，商標権や商

号権のような工業所有権の侵害や原産地表示または原産地名称の悪用は，同

時に不正競争の行為である場合が多いからである。しかし，条約〈第10条の

2 (2)および(3))では，工業上または商業上の誠実な慣習に反するすべての競

争行為は不正競争になる旨の一般原則をも述べて，そのような行為の例をあ

げている。

例 この定義によって工業所有権の保護がある種の法的現象を目的とする

とき，同盟国はこれらのすべての現象を律しその保護を規定しなければな

らないのか，それが条約で求められているのかという問題が生じる。

この問題は，工業所有権の保護を約束したく第 1条(1))パリ条約の当事国

は，定義に示された対象のすべてを必ず規定し保護しなければならないかと

いうことである。この問題に対する答は否である。これは，工業所有権の定

義が条約に導入されたへーグ改正会議において，この工業所有権の列挙が各

同盟国に列挙されたすべての権利について立法措置をとることを強制するも

のでないことが明確に述べられているからである。

しかし，条約の他の規定を考えると，こういっただけで，問題が完全に解

決されたということはできない。二三の工業所有権の保護は明白に条約に規

定されている。すなわち，意匠(第5条の 4)，サービスマーグ(第6条の

6 )，団体商標(第7条の 2)，商号(第8，9， 10条の 3)，原産地表示(第

ons de provenance" P. 1.， 1956， pp. 225， 250， 1957， pp. 17， 35， 58 (English 

translation in 1. P. Q.， April 1957， p. 6) and "The Protecti叩 ofAppellations 

of Origin and Indications of Source，" 1. P. 1968， p. 107; MASCARENAS: 

“Les indications de provenance et les appel!ations d'origine" P. 1. 1959， p.252 

1958年のリスポン改正会議では， この規定におけるこのような区別を採用する提

案を採択しなかったが， それは一国だけが現行のE文で実務上すべての場合を充

分にカパーしてし‘ると考えたからであった。 Actesde Lisbonne. pp. 771/5. 

1. Actes de La Haye， pp. 410/1 (report of First Sub-Committee)， 534 (report 

。fDrafting Committee). Actes de Washington， pp. 245/6， 248参照。
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祈 を諸 用か ら保 護するための広 範囲な法律をぉも っ ている 国もある。

囚 不正 競争の防止が工業所有 権の保護 に 含まれているのは , 商標権や商

写 棒 のような工業 所有 権の侵害や原産 地表示 または 原産地名 称の悪用は, 同

時に不正 競争の行為である 場合が多いか らである。しかし , 条約 (第 10条の

2 2②⑳および(3)  では, 工業 上または商業上の誠実な尼習に反するすべての各

争 行為は不正 競争になる旨の一 般 原則をも 述べ て , そのような行為の例をあ

ザている。

9) この定義 によって工業所有 権の保護 がある 種の法的 現象 を目的とする

と き , 同明 国はこれらのすべての現象を律し, その保護を規定しなければたな

ら ないのか, それが条約 で求められ ているのかという 問題 が 生じる。

この問題 は, 工業 所有挫の保護を約束 した (第 1 条 (1)) ペリ条約の当事国

はは, 定義 に 示された対象 のすべてを必ず規定し保護しなければならないかと

いう こと である。 この問題 に対する 答は 否である。これは, 工業所有権の定

義 が条約に導入 された ヘージグ改正 会議にお いて, この工業 所有 権 の列挙が各

同明 国に列挙 きれたすべての槍 利に ついて立計措置 をとることを中 制 するも

のでないこ とが明確 に述べられ ている からである。

しかし, 条約の他の規定 を考えると , こう いっ ただけで, 問題が完全に解

決 されたということはできない。 二三の工業所有権の保護は明白に条約に規

定 されている。すなわち, 意匠 (第 5 条の4),  サービスマー ク (第 6 条の

6 う, 団体 商標(第 7 条の2 商号 (第 8,  9, 10 条の3), 原産地表示( 第

ons de provenance" P IT  1956, pp. 225, 250, 1957, pp. 17, 35, 58 (English
tanslation in 1L. P. 仙 April 1957, p. 6) and “The Protection of Appellations

of Origin and Indications of Source L P, 1968, p, 107 : MASCARENAS:
Les indicattons de provenance et ies appcellations dorigine" P, 1 1959, p.252

1958 年 のリスポン改正 会議 では, この規定 におけはるとこのよう な区 別を 採用する失

索 を採 状しなか ったが, それは一 国だけはが現行の正文 で実務上すべての場合を充

分 に カバ  ー していると 考えた か らであった 。Actes de Lisbonne. pp. 77175.
1、 Actes de La Haye, pp. 410/71 (report of First Sub-Committee), 534 (report

of Drafting Committee), Actes de Washington, pp. 245/6, 248 参照。
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10条， 10条の 3)であり，また不正競争からの保護(第10条の2および10条

の3)および国際博覧会への展示されたものの仮保護で強行的なものであ

る。さらに条約の第25条に注意しなければならない。若し特詩や商僚といっ

た工業所有償のうち重要なものを保護する園内法令を設けないで条約に加入

する国があれば，その国は，特にそれらを扱っている条約の実質的部分を実

施する状態にないことになり，国内法令で充分に条約を履行したとは考えら

れないであろう。条約の下における「内国民待遇」の原則(第ll:r;t3)の適

用があると考えられている保護の相互主義が，これらのm:喪なものについて

は存在しなくなることになるので， 上記の見解は当然のことと考えられる。

第 1!条 (3)(.() 

($) 工業所有惜の語は，量も広壊に解釈するものとし，本来の工業及ぴ

商業のみならず，.J髭および採取産業の分野並びに創造した又は天然のすべ

ての産品 〈たとえば，ぶどう酒，般物，たばこの.，果実，割問畜，鉱物，鉱

水，ビール，花，強続〉についても用いられる{ロ〉。

(1) この規定の一部は，既に1883年の条約の原文の一部を形成する最終議:

定書第 1として示されていた。これは若干の修正があっただけで1911年のワ

シント γ改正会部俊までは議定書に含まれていたが，更に修正されて1925年

のへーグ改正会醸もは条約自体の正文に導入され， 1934年のロンドン改正会

議で現在の形となった。

(ロ) この規定は，特併や商標といった第1条(2)にあげられた工業所有権の‘

1. Actes de Paris， 1， pp. 32/3，' 59/60， 127. 150. 

2. Actes de la Haye， pp. 221/2 (pro伊 鈴1)，332/3 (observations)， 410/2 (repo・

rt of First Sub.Commiはee)，516/7 (report of general' Committee)， 534/6 (re. 

卯 rtof Drafting Committee)， 570/2何均tion泊 SecondPlenary Session). 

3. Actes de Londres， pp. 247匂rop凶 alof Czechoslovakia)， 341/4 (report of 

Second Sub.Committee)， 448/9 (report of Drafting Committee)， 511 (adopti-

on in Second Plenary Session)， 
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10朱, 10 条の3) であり, また不正 競争からの保護 (第 10 条の 2 おょび 10条
の 3) および国際博覧 会 への展示されたものの仮 保護で強行的なゃの であ

る。 さらに条約の第 25 条に注意しなければならない。 若し特許や商標 といっ

た工業 所有枯のうちも重要 なものを保護する国内法令を設け ないで条約に加入.

する国があればぽば, その国は, 特にそれらを 扱っている条約の実質 的部分を実

施する状態 にたないことになり , 国内法令で充分に条約 を履行し た とは考えら

れないであろう。条約の下における内 医民 待遇」の原則 (第区章3) の適

用 があると 考えられている保護の相互主義 が , これらの重要なもゅのについて

は存在 しなくなること になるので, 上上記の見 解は当然 のことと 考えられる。

第 1条 ( 3

( 3 )  工業所 権の語は, 最ゎ広 装に 解釈するものとし, 本 来の工業及び

商業 のみならず, 藤 挟および採取産業の分 野並びに製造 した又は天然のすべ

ての 産品 (たとえば, ぷぶどう酒, 帝 物, たぱこの薬。入実, 家放, 鉱物, 鉱.

水 ,ピール, 花, 殻 替 ) についても用いられる ""。

0 この規定 の 一部 は, 既に1889 年の条約の原文 の 一部を形成する最導談:

定 書 第 1 として 示されていた。これは若干の修正があっただけで 1911 年 の

シン トン 表正 会顎後までは議定書と 含まれていたが, 更に修正されて1925年.

のヘーク改正 会峡では条約 自体の正文導入され, 1934 年 の ロンドン改正会

剛で 現在の形となった。
(。  この規定 は, 特許 や商標 といった第 1 条(22 とあげられた工業所有柏の

1. Actes de Paris, # pp, 32/3, 59760, 127。150.
2. Actes de is Hsyc, pp. 221/2 (proposaD。33273 observations), 410/2 (Wepo-

r t  of First Sub-Comrmittee), 51677 Geport of gcneral' Commiktee), 53476 Ge・
port of Draftng Committee), 570/2 (adoption in Second Plenary Session).

3, Actes dk Londres, pp, 247 (pnroposal of Czechoslovakia), 341/4 (report of
Second Sub-Committee), 448/9 Geport of Drafting Committee), 511 (adopti-
on in Second Plenary Session),
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すべてのものが，第3項にあげる活動および産品のすべてに適用されること

を意味するものではない。したがって，同盟国がぶどう酒や家畜や果物に特

許を与え，鉱物に関する商標を保護することを強制するものではない。この

規定の目的とするところは，単に，この規定がないと工業本来のものに準じ

て扱われない恐れのある活動や産品が工業所有権の保護から排除されるのを

さけるためのものにすぎない。各種の工業所有権は，適切である限りにおい

て上記活動や産品に適用される。

第 1条(4)<イ〉

(4) 特許権には{ロ)，輸入特許権fハ】，改良特許権〔=)，追加特許権〈利な

どの同盟国の法令によって認められる各種の工業的特許が含まれる。

収) この規定は， 1883年の条約の原文の一部を形成する最終議定書第2に

既に実質的に含まれていた?これは，四11年のワシント γ改正会議の後まで

議定書中に含まれており，さらに修正されて1925年のへーグ改正会議で条約
4 

自体に導入された。その後の改正会議でも形式について若干の修正がなされ

た。

(ロ) 前に述、ミたように，特許権は工業的発明に適用される独占権であると

定義できるが園内法令において異なった種類の特許を認めている国がある。

この規定の目的は，各同盟国において他の同盟国民およびそれに準ずる者

1. Cf. in Netherlaods: Pateot Office (Division of Appeals)， 22/12/1960， G. R. 
u. R. lot.， 1963， p. 38. 

2. Actes de La Haye， pp. 535/6; Actes de Loodres， pp. 341/4， 448/9， 511. 

3. Actes de Paris， 1， pp. 127， 150 

4. Actes de La Haye. pp. 332 (proposal of France)， 410/2 (report of First 

Sub.Committee)， 534/6 (report of Draftiog Committee)， 572 (adoption io Se. 

cond Plenary Session). 

5. Cf.“Les differents genres de brevets d'inventioo，" P. 1.， 1945， pp. 26， 41， 

47， 135. 
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すべてのるもるのが, 第 3 項にあげる活動 および産品のすべてに 適用されること

を 意味 する ものではない。 したがって ,  同盟国 がぶどう馬や家畜 や果物に特

許 を与え, 鉱物に関する商標を保護することを強制 する ものではない。 と の

規定 の目的 とするところは , 単に , この規定 がな いと工業 本来 のものに 準じ

て 扱われない 恐れのある活動 や産品が工業所有 権の保護 か ら 排除きれるのを

きける ためのものにすぎない。 各種の工業所有権は, 適切 である限りにおい

て上記医 動や産品と 適用さきれる。s

第1条 (の?

(4)  特許権には" ,  輸入特許 権パぷり, 改良 特許 挫{=), 疾加特許権(おな

どの同盟国の法令によって 認められる各種の工業 的特許が含まれる。

(りり と の規定 は, 1883 年の条約の原文 の 一部を形成する最終 療定書 第 2 に

既に 実質 的に 含まれ ていた < と れは , 1911 年のワンシントン改正 会議の後まで

議定書中に含まぼれており , さらに 修 正されて1925 年 の ヘーグ改正 会 議で条約

自体 に導入されたゥその後の改正 会議でも形式 に ついて若干の上正 がなされ

たso

前 に 述べ たように, 特許 権は工業的 発明に 適用される引占 権 であると

定義できるが同内 法令において 異なった 種類の特許 を認あている 国がある。

この規定の目的は, 各同盟 国に到 いて他の同盟 国民 およびそれに 華ずる者

ドコ

1. でCf. in Netherlanda: Patent Office (Division of Appesla), 22/1271960, 馬. R.
び. R. Int., 1963, p. 38、

2. Actea de La Haye。pp. 535/6: Actes de Londres, pp. 341/4 44879, 511.

3. Actes de Paris, IT。 pp. 127, 150
4。 Actea de La Haye, pp. 332 (proposal of France)。 41072 (report of First

Sub-Comnuttee), 53476 (report of Drafting Committee), 572 《adoption in Se-
cond Plenary Session)、

5. Cf. "Lea dfferents genres de hrevets 出invention PT.。 1945, pp. 26。 41,

47: 135.
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に与えられる「内国民待遇」の面からもまた条約自体に規定されている原則

に関しても，すべての種類の特許に条約を適用することである。

付輸入特許〈導入特許 (patentsof introdution)，確認特許 (patents

of confirmation))，再確認特許 (patentsof revalidation)とも呼ばれるこ

とがある〉。この特許は，既に外国において特許され， したがって新規性を

喪失した発明に与えられる割合に短い期間の特許で，この輸入特許として保

護することによって， 特許術者がその発明をその固で実施することを期待し

たものである。

伺 ある発明の改良に与えられる改良特許には，一般に期間および存続料

金の納付について特別の規定がある。

制追加 特dは，発明の追加に対し，同様にして与えられるが，この発明

は必ずしも改良である必要はない。

第2条 (1)<イ}

(1) 各同盟国の国民{ロ}は，工業所有権の保聾〈ハ〉に関し， この条約で特

に定める権利を害されることなく{司， 他のすべての同盟国において当量産他

の同盟国の法令〈紛が現在与えられており又は将来与えることがある利益い}

を享受する。したがって〈叫同盟国の国民は，内国民に標される条件および

手舗に従う限り，内国民と同ーの保謹を受け，かつ，自己の惜利の侵害に対

し内国民と同ーの法律上の救済を与えられる。

い) ここに表わされた「内国民待遇」または「内外人平等主義」の原則

1. たとえば，同盟国の法令をあげると，アルゼγチソ (patents Law No. 111， 

1864)，ベルギー (PatentsLaw 24/5/1お4)，イラγ(Actof 26/6/1931).スベ

イソ (IndustrialProperty Statute of 26/7/1鎗 9as amended).ウルグァイ ωa.

tent Act No. 10，089 of 12/12/1941)，さらに，笑国組民地および官官の英国継民

地では英国持Z干の確認または登録鏑度をもっているところがある。

2. 改良特待は，ベルギー，メキショ，ウルグアイなど二三の酉で利用できる.

3. 追加特許は，ほとんどすべての特許法令の下で利用できる。
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に 与えられる 「内固民 待遇」の 面からもまた条約 自体に規定され ている原則

に全し ても, すべての 種類 の特許に条約 を適用することである 。

(9 輸入特許 (導入特許Cpatents of introdution), 礁認 特許 Cpatents
of confirmation)), 再 確認特許 Cpatents of revalidation) とも 呼ばれるこ

とがある)。 と の特許は, 既に外国において特許 され, した がって新規性を

寒 失した 発明に 与えられる 割合に短い期間の符 許で , この輪入特許 として係

護 す ることによって , 特許 権者がその発明をその国で 実施することを芝 待し

たものである。

ある発明の改良に 与えられる改良 特許には。 一 般に 期間および存続料

金 の納付に ついて特別の規定がある。

お 伺 加特許は。 発明の追加に対し, 同様として与えられるが, この発明

は 必ずしゃも改良 である必要はない。

第2条 。(D?”
( 1 )  各同盟 国の国民5)は, 工業 所有 権の保護"に 関し , この条約で特

に 定める 権利を害されることなくくご), 他 のすべての 同盟国において当該他

の半盟 国の法令cx が現在 与えられており 又は将来 与えることがある利益

を 事 愛する。したがって *D, 同盟同の国民は, 内 国民に 課される条件 および

手続に従う限り, 内 国民と 同一の保護を 受け, かつ, 自己の権利の侵 審に対

し内国民と 局 一の法律上の救済を与えられる。

び) ここに表わされた「内国民 待遇」 または「内外人平 土主義」の 原

1。 たとえば, 同盟還の法令 をあげると , プル ゼンテン (Patents Law No. 111,
186の, ベルギー (Patents Law 24/5/71859, イラン (Act of 26/767193D), スペ

イン (ndustrial Property Statnte of 26/771929 as amended), ウルグテァテイ (pa-
tent Act No. 10,089 of 12712/1941), さらに, 英国槽 民地および前の英国植民

地では英国特許の 確認または登録製唐を も っ ていると ところがある。

2・ 改良特許は 。 ベルギー, メキ シコョ, ウル ダグアイなど二三の略で 利抽できる。
3, 追加特許は ほとんどすべての特許法令の下で利用できる。
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は， ζの条約の基本的原則のひとつと考えられ，既に1883年の当初の正文に

も含まれていた。 1925年のへーグ改正会議において前段の「……害されると
3 

となくJとL、う文言が挿入された。

(ロ) この規定は，同盟国の国民に適用されるものである。

誰がここにいう国民であるかを定めるに当っては，との条約が法人にも適
4 

用されるのだということを考慮する必要があり，自然人の国籍と法人の国籍

とはそれぞれ区別して考えなければならない。

自然人に関しては，国籍とは.その国籍の主張された国の法令によって与

えられたり取消されたりする資絡である。したがって，その国籍を定めうる

のは上記の国の法令のみであり，また主張の行なわれた他の固において適用

されるのも上記の法令のみである。

法人に関して，一般には国籍がそれ自体として現存の法令によって法人に

与えられることがないので.問題は一層複雑である。法人が国家自体，また

は国営企業あるいは他の公的な団体である場合には，その国の国籍を付与す

ることは当然であろう。会社や協会のような私的な法人団体については，条

約の適用が求められている国の機関は，自己の用いる国籍の基準を定めねば

ならない。との国籍は，法人の設立が準拠した法律または法人の現実の本部
5 

の法律るるいは他の基準によって定めることができる。この法律は法人が現

1. この原則が1925年ヘーグ改正会議で攻撃されたときには特に強調された。

Cf. Actes de La Haye， pp. 333 (proposal of u. S. A.)， 413/5 (report of First 

Sub.Committee). 

2. Actes de Paris， 1， pp. 26 (propo回 1)，33/47， 124/6 (discu5sions and Adopti-

on). 

3. Actes de La Haye， pp. 222/5 (proposal)， 333 (observations)， 413/5 (report 

of First Sub.Committee)， 517 (repoJt of General Committee)， 536/7 (report 

of Drafting Committee)， 572 (adoption in Second Plenary Session) 
4. ζのことは19∞年のプラザセル改正会議で全会一致で合意された。 Actesde 

Bruxelles， pp. 196/7 (Third Plenaiy Session) 

5. Cf. VON DER HEYDTE: V，品Ikerrecht，1， 1958， p. 265; Batiffol: Traite 

elementaire de droit international prive， 1959， paragraphs 192/198; Sorensen: 
Manual of Public International Law， 1968， p. 480. 
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は, この条約の基本的 原則のひとつと考えられ。 既に1883 年の当初の正文に

ゃも含まれていた。 1925 年のヘーダ改正 会議において前 段の了『…… 害さ れるこ

と なく』 という 文言が 挿入された。

( との 規定 は, 同盟 国の国民に 適用されるものである。

誰がとことにいう 国民 である かを 定めあるに当っては, との条約が 法人にも 適

用 さきれるのだと いうこと を考慮する必要があ 5 自然人の国籍と上法人の還籍

と はそれぞれ区 別して 考えなければならない。
自然 人に関しては, 国籍 とは, その国籍の主張された国 の法令にょって上与

えられた り取 消さ れた りする 資格 である。したがって ,  その国籍を定めうる

のは上記の国の上法令のみであり , また主張 の行なわれた他の国にお いて適用

されるのも上記の計 令 のみみである。

法人に 関して, 一 般には国籍 がそれ自体 として現存 の叔令 によって 法人紅

与え  られるとと がな いので , 問題 は一 層 複 礁である。法人が国家自体 ,また

は国営 企業あるいは他の 会 的な 団体 である 場合と は, その国の国籍 を付与す

ると とは当然 であろう。 会 社や協会 のような私 的な法人団体に つい ては, 条

約 の適用が 求められて いる国の機関 は , 自己 の 届いる国籍の基準を定め ねば

ならない。とこの国籍 は。 誌人の設立が洒 拠した法律 または計人の現実の本部

の法律 あるいは他の基準 によって 定め るととができる。この計 律は叔人が現

1. この原則が1925  年 ヘーダ牙正 会 議で攻撃 されたときには 特に強調された。

CE. Actes de La Haye, pp. 333 (proposal of U .S  AA.), 41375 (report of First

Sub.Committee).
2。 信ctes de Paris, 了, pp. 26 (proposa), 33747, 12476 (discussions and Adopts-

on)。
3, Actes de La Haye, pp. 222/5 (proposal), 333 (observations), 41375 (report

of First Sub-.Comimittee), 517 (report of General Comimittee), 53677 (report

of Drafting Comimittee), 572 (adoption in Second Plenary Session).

4. このとことは 1900年のブラッセル故正会 談で全会一致で合意さ れ た。Actes de
Bruxelles, pp. 19677 (Third Plenaiy Session》

5. Cf  VON DER HEYDTE: VGlkerrecht, 1, 1958, p. 265: Batiifol: Trait6

6l6mentaire de droit international prive,1959, paragTraphs 1927198: Sorensen:
Manual of Public fnternational Law, 1968, p. 480.
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突に存在するかどうかをも決定する。

第24条の規定によってある国が対外関係に関して責任を有する領核に条約

が適用されている場合には，その領媛の住民の国籍は，たとえ当該国の国籍

と岡ーでなかったとしても・条約の適用の基礎として受入れられうる。さも

なければこれらの領成に対する条約の適用は一方的なものとなってしまうの

で，これは当然のことである。

国籍の基準については他にも二三の問題があり，特に次のものがあげられ

る。

条約の適用を主張することができるためには，いつ同盟国の国籍を持たね

ばならないのであろうか? 一般には，これは工業所有権の対象についての

権利または適用に関して.条約の適用を主張するときである:

2以上の国籍があるときにはどうなるのであろうか? 国籍のうち一つが

証明されれば同盟国の国民と認められる。

他の可能性は，数人が共同して国籍に基づいた条約の適用を主張すると

き，たとえばこれらの者が工業所有権の共同出願人または共有者であるが，

実際には全員が同盟国の国民とは限らない場合である。このような場合.同

盟国は条約の利益をうける資格のないものには条約を適用する義務を負わな

いので，条約の適用は主張できないことになるi
村 内外人平等主義の原則は第 1条で定義した工業所有権の保護，したが

って第 I条に述べられたすべての対象に適用される。

伺 「内国民待遇」は条約によって主張できるすべてではなし、。というの

は前にも第E宣言4で述べたように各同盟国が遂守すべき一般原則もまた条約

に含まれているからである。既に説明したように，各同盟国における一般原

則の効果はその憲法や憲法制度によって異なる。条約規定の自己執行可能性

1. 優先権の特殊な場合については第4条A(I)の注釈(ト漕照.

2. バリ会援において同盟国の国民主同盟に毘きない国の国民主の共有に係る高号

に関して滋長は反対の見解を述べたが (Actesd~ Paris. p. 1∞)，これは狐立し

た見解に止まヲている。
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実に 存在するかどうかをゃ決定する。
第 24条の規定 によってある 国 が対外 関係に関して資 任を有する傾 感に条

が 適用されている場合とは, その領域の住民の国籍 は , たとを当該国の国籍

と同一 でなかったとしても ,* 条約 の適用の基礎として 受入れられうる。さもゃ

なければこれらの偵 域と 対する条約 の適用は一 方的なゃ のとなってしまうの

で, これは当然 のことである。

固 籍の基準に つい ては他にも二三の問題 があり , 特に次 のも のがあげられ

るs。
条約 の適用を主張すること ができるためには, いつ同盟 国の国籍を持たれね

ば ぱばなら ないのであろ うか ? 一般には, これは工業 所有 権の対象についての

権利 まさ たは適用に 関して , 条約の 適用を主張するときである。

2 以上の国籍 がおあると きにはどう なるのであろうか? 回 籍 のみちーーつが

矯 明されれば同盟 国の需民と 認められる。

他の可能灯は, 数 人が共同して国籍に基づいた上条約 の適用を主張 すると

き, たとえばと れらの者が工業所有権の共同出央人または共有 者であるが,
実際 には全員が同盟 国の上民 とは 限らない 場合である。このょ うな坦合, 同

盟 国は条約 の利益 をうける 資格のたないものには条約 を適用する義務を負わな

いので , 条約の届用は主 避 できないことになる。

の 内外人平等 主義の原則は第 1 条で定義した 工業所 権の保護 , したが

って第 1 条にと述べられた すべての対象 適 用される。

ら 「内国嘩 待 過」 は条約 によって主 肪できるすべてではない。というの

は 前にゃも第 意 4 で述べたように各同盟 国かが遊守すべき一 般 原則 もまた条約

に 含まわれているか らである。 充に 説明したように, 各同 盟 還における一 般原

期 の効果はその憲法や宣法人制訟 によって 異なる。条約 規定の自己 執行可能性

1, 優先 権の時 殊な場合と つい ては第 4 条 A(1)の斑 釈(参照。

2. バリ》 会 主において周明国 の図民と同明に 馬さない 医の 図 民との共有に 係る商号

を 関して 長 は反対の見 解を述べたが (Actes de Paris. p. 100), とこれなは了立し

た見 解に止まっ ている。
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が認められている固においては，他の同盟国の国民は条約の自己執行的規定

の直接適用を行政機関または司法機関に主張できる。この自己執行的規定の

例は既に示したし，更に後で検討する。条約の規定の自己執行的性格を容認

していない国においては，行政機関または司法機関が条約の規定を直接適用

する可能性はないが，これらの国は国内法令にそれらの規定を導入しなけれ

ばならない〈条約第25条)ので，内国民待遇の原則が働くことになる。

同盟国の国民が自国においても条約の適用を主張できるかという問題があ

る。一国の国民は自国においてはいずれにしろ内国民待遇をうけるので，こ

の問題は内国民待遇の面では重要ではない。しかし，条約の一般原則が国内

法令に含まれておらずそれらが自己執行的であることが認められているとき

に，国民がこの条約の一般原則の自国での適用をも主張できるかとL、う問題

が残る。今検討している規定は，同盟国の菌民は 「他のすべての同盟国にお

いて」圏内法令および条約の適用を主張できると述べているにすぎなL、。条

約は国際関係を定めるための国際文書なので，これは当然のことである。国

民の自国における保護はその国の国内法令によるのであり，したがってその

国民はその国の法令が認めていない限り自国で条約の適用を主張することは

できなL、。

制 この規定の正文によると，各同盟国の国民は他のすべての同盟国にお

いて当該他の同盟国の法令がその国の国民に与える利益を享有しなければな

らない。この文章において 「法令(laws)Jとは何を意味するのであろ うか?

1. Cf. Actes de La Haye， p. 536. 

2. Cf. in France; Act of 4/4/1931， Commented upon by Plaisant: Traite de 

droit conventionnel international concernant la propr括経 industrielle，p. 76. 

and by Roubier: Le droit de la propriete industrielle， 1， p. 242; in Belgium: 

Act of 27/41/1965， Ing. Conseil， 1965， p. 207. 

3. この問題は，欧州特許法条約案に関連してに議論される。たとえば， LADAS; 

1， P. 1962， p. 126; COLAS: 1， P. 1963， p. 48; ULMER: 1， P. 1963， p. 51; 

LADD; 1， P.， 1963， p. 124; ffiAVANNE: Revue trimestrielle de droit co・

mmercial， 1963， p. 505; V ANDER HAEGHEN and EVRARD: Ing. Conseil， 

1965， p. 1. 
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が 認められている 国にお いては , 他の同盟 国 の国民は条約の自己 執行的規定

の直接 適用を行政 機関または司法 機関に主張できる。この自己 執行的規定の

例は 既に示したし, 更に 後で検討する。条約の規定の自己 執行 的性 格を容認

し ていない 国にお いては , 行政 擬関 きたは司法 機関が条約の規定を直接適用

する可能 性はないが, これらの国は国内 法令にそれらの規定を導入 しなけれ

ばならちない (条約 第25条) ので, 内国民 待遇の原肌が 働くこ とになる6

同盟 国の国民が自国 においても条約 の適用を主張できるか という問題 があ

る。一国の国民は 自国においてはいずれに しろ内国民 待遇をうら けるので, こ

の間 題は内国民 待遇の 面では 重要ではない。 しかし, 条約の一 般 原則が国内

計 令 に含まれておらずそれらが自己 執行 的であることが 認められて いると き

に, 国民がこの条約の一 般原期 の自国での 適用をも主張 できるか という問題

が 残る。今 検討している規定は, 同盟国の国民は「「地のすべての同 聖国にお

いて」 国 内計令および条約 の適用を主張できると 述べているにすぎない。条

約 は国際 関係を定めるための国共 文書たの で, これは当然 のことである。 回

民 の自国における保護 はその四の 国内 法令  よるのであり , した がってその

国民 はその国の具 令が 認めていない限ヵ自 国で条約 の適用を主忠することは

できない。
遇 この規定の正文 によると , 各同骨 国 の国民は了凶のすべての同盟 国にお

いて当該他の同層 国の上法令がその国の国民に 与える 利益を宮有しなければな

ら ない。 との文章において丁半 令daws)」 とは 何を意味 するのであろうか ?

1. Cf. Actes de La Haye, p. 538.
2. CE. in France: Act of 47471931。Commented upon by Plaisant: Traite de

droit convyentionnel international concernant la propriete industrielle, p. 76,
and by Roubier: Le droit de la propriete industrellte, I p .  242: in Belgium:
Act of 2774171965。Ing. Conseil, 1965, p, 207.

3. この間 題 は, 欧州符許法条 約 案に 関連してに 議論きれ る。たとえばぱば, LADAS:
IT, P, 1962, p. 126: COLAS: 1 P. 1963, p. 48」 ULMER:  IT, P, 1963, p. 51:
LADD: IT, P., 1963, p. 124: CHAVANNE: Revue trimestrielle de droit co-
mrmercial, 1963, p. 505: VANDER HAEGHEN and EVRARD: Ing. ConseiL

1965, p. 1.
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「との条約に定める権利を害されることなくJとL、う句が挿入されているの

で，条約の直接適用が可能である場合にも条約自体の適用が含まれないこと

が明らかである。したがって， r法令Jの語は条約が圏内法令に採用されて

いない限り，また園内法令に採用されている範囲において，国際条約を含ま

ない「国内法令」の意に解しなければならない。したがって，同盟国が同盟

国間であるいは他の固との聞で.限られた数の園の国民〈またはそれに準ず

る者〉にのみ適用されるような条約を締結するこ とは可能である。二国間条約

および条約第四条の適用によって締結された特別の取緩めがこの例である。

このような条約の規定が完全に同盟国の園内法令を世換し，その結果重要な

工業所有権が園内法制で取扱われず他の同盟国の国民がこれらの規定に援し

得なくなった場合にのみ，条約第25条からみてこの条約が園内法令に充分実

擁されていないものと考えることができる。

付 同盟国の国民が他のすべての同盟国において主張し得る利益は，その

国自体の国民に適用される園内法令の差別のない適用にある。既に第E掌3

で述べたように，とのことは条約の当事国が保護の相互主義を要求できない

ことを意味する。 1925年のへーグ改正会議において，たとえば米国では毎年

の存続料金も特許を実施する義務もなくかなり長期間の特許をうけるのに対

し他の固ではより厳しい規則があるので，このような制度は条約によって保

護の不平等性をもたらすようになるかも しれないということが米国代表によ

って指摘された。このような苦情はあるけれども，この条約に具現された

「内国民待遇」制度は受容できるものとされ，同盟国の圏内法制が一層調和
3 

の方向に向っているのでなおさらである。

(防 「したがって〈∞nsequently)Jで始まるこの文章は， この項の前段

1. 1957年ニースで改正された商標の国際登録に関するマドリヲド飽定第1条(1)お

よ第2条びおよび1934年にロ γ ドンで改宣された意匠の国際寄託に関するハーグ

協定第1条重量照.

2. 上記郷1条(2)に関する注釈の後段参照.

3. Cf. Actee de La Haye， pp. 413/5 
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「 との条約に 定める 権利 を 害されることなく 」 という 句が 挿入され ているの

で, 条約の直接 適用が可能 である場合にも条約自体の適用が 含まれな いこと

が 明らかである。したがって, 「広 令】の 語は条約が国内 法令に 採用されて

いない 限 り, また国内法令に 採用されている秘玉に おいて , 国際条約 を含ま

ない 「国内法令」の 意に 解しなければぱならない。したがって , 同盟国が同虹

国 間であるいは他の 国との間で, 限 られた 数の国 の国民(またはそれに人準ず

る 者)とのみ 適用されるようたな条約を締結することは可能 である。二国間条約

おょび条約 第19条の 適用とょって締結 された特別の取 極めがこの例である<

このよう たな条約の規定が完全に同盟 国 の国内法令を軒 換し , その結果重要な

工業 所有 権が国内法制で取扱 ねわれず他の過 盟 国 の国民がこれらの規定に接し

得 なくなった 場合とのみ, 条約第25条から人てこの条約が国内法令に充分実

施さ れ ていないものと 考え ること ができる。c

Q 同盟 国 の国民が 他のすべての同四国 を おいて主張し得る利益は , その

国 自体の国選に 適用される国内法令 の差別らのない 適用 にある。既に第押事3
で 述べたょうに , このことは条約の当事 国が保護の相互 主義を要求 できない

ことを意史する 。1925年のヘーク政正 会誤において, たとぇば米国 では毎年

の存続 料金も特許を 実施する義務 もなくかなり長 期間の特許 をうけるのに対

しもし他の 国ではより 厳しい 規 出があるので, このょうな抽 訟は条約 によって保

護 の不平 等給をもた らすようになるかもしれな いと いうことが米国代表によ

って指摘きれた。このよう たな苦情はあるけれどるも, この条約に具至され た

「内国民待遇」 制度は 受容できるものとされ, 同列同の国内法制が一 選調和

の 方 向に向っ ているのでなおさ ら である。

( り 「 したがって (copsequently)」で 始まるこの文章は, この項 の前段

1. 1957 年 ニー スで改正 された高 標の国際登録に関する マドリッ ド協定第1 条(1) お
よ 第2 条びおよび1934 年 にヒロンドンで改正 された変匠の国了区寄託に関する ハーグ

協定第 1 条参照。 |

2・ 上記第 1 条 (9に 関する注釈の後段参

3. Cf. Actee de La Haye, pp. 413/5
属。
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の規定の結果を示し他に説明を要しないものである。

第2条 (2)('0

(2) もっとも加入各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには，

保謹が請求される直に住所又は営業所を有することが条件とされることはな

L、(1、〉。

Lイ) この規定は1911年ワシント γ改正会議で条約に導入きれた。それ以来

実質的修正はなされていない。

加) rもっとも CHowever)Jの語は，この規定が本条第1項の規定を限

定していることを示すために1925年のへーグ改正会議で正文中に追加され

た:その国に住所または営業所を有するときにのみ工業所有権の保護を主張

できるとし、う規定を含んだ条件がその国の国民に課せられている場合であっ

ても，その規定を他の同盟国の国民に，課すことはできないことになる。

け 同盟国の国民にとっては，どこに住所または営業所を有しているかと

いうことは問題にならない。しかし保護の請求された国に営業所が要求され

ないということが，その固における工業所有権の強制実施の可能性を減らす
4 

ことにはならない。

第2条 (3)(イ〉

(3) 司法上及び行政上の手続(口〉並びに麓判管種権{川については，並び

に工業所有権に関する違令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任〈司

1. Actes de Washington， pp. 94 (proposal of France)， 270 (report of Sub-

Committee)， 306 (re伊抗 toPlenary Committee)， 245/6 (discussion and ado-

ption in Third Plenary Session). 

2. Actes de La Haye， p. 536. 

3. Cf. in France: Cour de Paris， 14/3/1953， Ann叶 1953，p. 15; Cour de Cass-

ation. 3/2/1959， Ann.， 1959， p. 1. 

4. Actes de Washington， pp.お6(report to Plenary Committee)， 245/6 (de・

c1aration in Third Plenary Session). 
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の規定の結果を示し, 他に 説明を 要しないものである。
第 2 条 (2②7)

( 2 う もっと もび員。 各上同盟回の国忌が工業所有 権を事有する ためには。

保護 が請求 される天に 住所 又は営業 所を有することが条件 とされることはな

い ( の。
① この規定は1911 年 シシ ントン改正 会議で条約に導入された。 科れ以来

実質 的修正はな されていない。s。
( す 「 もっと も (However)」 の 語は, この規定が本条 第 1 項の規定を限

定 していると とを 示すた めに1925 年 の ヘーダ改正 会 議で正文中 に 追加され

たce その国に 住所 または営業 所を有するときにのみ工 業所有権の保護を主張

できる という?う規定 を含んだ条件 がその国の国民に 課せられている 場合 であっ

ても, その規定を他の同盟 国の国民をに, 課すと と はできないと とになる。

さき 同 束 国の国民にとっては, どとに 住所 または営業 所を有しているかと

いう こと は間 題に な らな い 。 しかし保護 の請求された 国に営業 所が要求 され

ないと いり とことが, その国におおける工業 所有権の強制 実施の可能 性を 減らす

ことにはならない。

第 2 条。( 7

(3 )  司法上及び行政上の手続 5") 並びに裁判 管轄 権 (ハハ ) については , 並び

に工業所宮 権に関する法令上必要とされる 住所の選定 又は代理人の胡任(=〉

1。 人 ctes de Washington。 pp. 94 (proposal of France), 270 (report of Sub-
Committee), 306 (report to Plecnary Committee), 24576 (discussion and ado-

ption in Third Picnary Session).
2.。 Actes de La Haye, p. 536-
3. CE in France: Cour de Paris, 14/3/1953, Ann.。1953, p. 15 : Cour de Cass-

ation, 372/ 1959,Ann.。1959, p. 1.
4.。 Actes de Washington, pp. 306 (eport to Plenary Committee)」 24576 (de

claration in Third Plenary Session)、
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については，各同盟国の法令の定めるところによる。

付) この規定の一部は既に1883年の原条約と一体をなす最終議定省第3に

含まれていた。この規定は1911年のワシン トン改正会議で採択された最終議

定書で鉱大され7.1幻5年のへーグ改正会議で条約自体に導入されよその時

以来形式が修正されたにすぎない。

伊) 他の同盟国民に対する手続上の差別で許容できるものとして，被害者

から取立てる費用保証 (cautiojudicatum回 lvi) を寄託する義務をあげる
4 

ことができる。

村裁判管結権に関する差別で許容できるものには，被害者が住所または

営業所を有する国の裁判所で他国の国民を訴追する権利をあげることができ

る。

判手続問題と同じ範暗に属する義務であって，ニ三の国の法令で探せら

れているものであるが，その固に住所も営業者をも有しないものに対して手

続を容易にするために連絡住所を定めるか代理人を選定することである。こ

のような義務は同盟国の国民に課することができる。

第3条(イ〉

同盟に属さない固の国民{同であって， いずれかの同盟国の領緩内に住所

〈川又は現実かつ真正の工業上若しくは商業ょのS営業所{司を有するものは同

盟国の国民とみなす〈刻。

1. Acte5 de P8ris， 1， pp. 125， 150. 

2. Actes de Washington， pp. 42/4 (pro戸 5al)，270/1 (report of Sub.Commi-

uee)， 311/2 (report to Plenary Comrnittee)， 246/7 (adoption in Third Plena-

ry Se55ion). 

3. Acte5 de La Haye， pp. 224 (proposal)， 517 (report of General Committee)， 

536/7 (report of Drafting Committee)， 572 (adoption in Second Plenary Se-

ssion). 

4. Cf. in France; Cour de Lyon， 13/5/1957， Ann.， 1958， p. 175. 
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については, 各同 盟国の法令の定めるところによる。

0 この規定の一 部は 既に1883 年の原条 約 と 一体をなす最終談 定書 第 3に
含ま れていた。この 規定は191 年の7 シン トト「 吾正 会議で 採択された 最終議

定 書で拡大され。 1925 年のヘー区 会議で条約自体に性 入されがた。 その時

塊 来形式が 修正された にすぎない。
伺。他の同盟 国選に 対する手続上の 差別で許容できるものと して , 徹害者

から取 立てる費用保証Ceautio jpdicatum solyり を寄託する義務を あげる

ことができる。

) 裁判管轄権に関する差別で許容できるものには, 彼害 者が 住所または

営業 所を有する国の裁判 所で他国の回民を訴追 する所 利をあげる ことができ

るso
手続問題と同じ人範崎に属する義務であって, 二三の詞の法令で課せら

れているものであるが。, その国に 住所も営業者をも有しないものに 対して手

続 を容易にするた めぬに運絡 住所を定めるか代理人を選定 することである。 こ

のよう な 義務は同盟 国の農民に 課す ることとができるo。

第 8条 < の

同 明に 暑さない国の国民(5) であっでてで, いずれかの局盟 国の領域内に住所

又は 現実かっ真正の工業上若しくは商業上の汰業 所にに) を有するものは同

明 国 の国民とみなす**)。

1. Actes ds Paris, f, pp. 125, 150.
2.、 Actes de Washington, pp. 4274 (proposa), 270/71 (report of Sub.Commi-

Ree), 311/2 (report to Plenary Committee), 246/7 (adoption in Third Plena-
ry Sessiom)、

3、 Actes de La Haye, pp. 224 (proposa), 5t17 (ceport of Gencral Committee),
53677 (report of Drafting Committee), 572 (adoption in Second Plenary Se-
ssion)、

4. Cf  in f rance:  Cour de Lyon, 13/5/1957, Ann,, 1958, p. 175.
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い} この規定は本質的には既に1883年の条約の原文に含まれていた。この

「現実かつ真正」の語は， 1釦O年のプラッセル改正会議で採択された追加条

約に加えられた。南米，この規定は形式が修正されただけである。

(ロ) 国籍の基準については，上記第2条(1)の註釈わ)を参照のこと。第3条

で国民について述べている効果は同盟に属さない園の国民で，この条に示さ

れた条件をも満たすものだけが条約の適用を要求できるものであって，この

ような条件を満たしているけれども，上記国籍を有しないものではなL、。も

っとも同盟国がそのような同盟に属さない国の国民に同ーの保護を与えるの

は自由であり，この規定の文言は不必要に狭すぎると考えられるので恐らく

そうするであろう。

付住所 rdomicileJの概念に関しては，やはり自然人と法人とで区別し

なければならない。

自然人については， r住所」の語は各国内法令によって異なった意味を持

つ。自然人が公の認可によってのみ「住所」を得ることができる法令もある

し，また居所 (residence)とほぼ同様に「住所」を解釈している， 他 の 法

令もある。

条約は，住所とL、う表現を用いることによって，法的状態を求めたもので

はなくかなり恒久的な事実状態を求めたものと一般的には信じられている。

この規定の目的は同盟国に居住する (residing) 外国人に条約の利益を認め

ようとすることである。

法人については，その住所と，同ーの原則に従って実際の本部所在地と考

えることができる。

1. Actes de Paris， 1， pp. 129/32， 137/8 

2. Actes de Bruxelles pp. 163/4 (proposal of France)， 196/2∞(discussion in 

Third Plenary Session)， 311 (discussion and adoption in Ninth Plenary Se-

ssion). 

3. Cf. Lades; The International Prot阿 ionof Industrial Property) pp. 187/8; 

Roubier; Le droit de la propriete industrielle， 1， pp. 268/9. 
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9 この規定は本質 的とは既に1883 年の条約の原文に含まれ ていた。 この

[現実 かつ真正」の 語は, 1900 年 のブラッ セル改正会議で 採択された 追加条

約に 加えられた。 義 来 , この規定は形式が 牙正されただけである 。

"G 国籍の基準については, 上記第 2 条(1)の許 釈を参照 のとと。第3条

で国民について 述べ ている効果は同盟 に属さ ない 国の国明で , この条とに示さ

れた条件をも 満たすものだけが条約 の適用を要求 できるものであって, この

ょような条件 を満たし ているけれども , 上記国 籍を有しないものではない。 も

っとぁも同盟国がそのようたな同盟 に属さない国の国民に 同一の保護 を与えるの

は自由 であり, この規定の文言は不必要に 狭すぎると 考えられるので肖ら く

そうするであろう。
S 住所 「domicile〕 の概念に関しては, やはり自 然人と法人 とで区別し

なければならたない。s

自然 人とついては, 「住 所」 の語は各国内 法令によって 異なった意味を持

つっ。 自然 人が公の 認可 によってのみ 「住 所」を 得ることができる法令 もある

し, また居所 (residence) とな骨同 様と「 住 所」を 解釈している, 他の水

令 もある。
条約は, 住所 という表現 を 用いることによって , 法的 状態を求めたもので

はなくかな り 恒久 的な事実 状態を求めたものと一 般 的 には信じられている 。

この規定の目的は同盟 国に居住 する (residing) 外国 人に条約 の利益を認め

よう とすることである 。

法人については, その住所 と, 同一の原則に 従って実際の本部所 在地と考

えることができる。
1. Actes de Paris, T, pp. 129732, 137/8
2. 人訪ctes de Brurelles pp. 163/4 (proposal of France),  196/7200 (discussion in

Third Plcnary Session), 311 (discussion and adoption in Ninth Pienary Se-
ssiQon).

3. CE. Lades: Thce International ProtecGion of Industrial Property) pp. 18778>
Roubier: Le dzroit de la propriete industrielle, IT, pp. 268/9.
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同盟国に住所があるということは，そこに住所をもっ者がその国自体にお

いて条約の適用を主強-できることではない。というのは，この者は同盟国の

国民と同様に取扱われるべきであり，この国民が条約の適用を主張できるの

は同盟の他の固においてだけである。その国自体に住所を有する者の保護は

その国の園内法令によるものである。

同 同盟に属しない園の国民が条約の適用を要求できる他の基礎として，

同盟のー固に現実かつ真正な工業上若くしは商業上の営業所を有する場合が

ある。この「工業上若しくは商業上の営業所」の語は，条約の適用の主張さ

れた国の行政機関または司法機闘が必要に応じて解釈する。「現実かつ其正J

の語は1897-19∞年のプラッセル改正会議で採択された追加条約に加えら

れた;この追加の目的は条約適用の主張が悪用されるのをきけることにあっ

た。営業所が現実かつ真正であるかどうか，あるいはみせかけのものか，ま

たかげろうのようなものなのかどうかという問題はやはり条約の主張された

閣の行政機関または司法機関が判断する:現実かつ真正の工業上若しくは商

業上の営業所が存在する国自体においては，その保護は，住所の基準で述べ

たのと同じ理由によって園内法令によるのである。

~争 「みなすくbetreated in the same manner)Jの意味するところは，

条約の第3条の利益をうけうるものは，他の聞において，同盟国民がうける

と同様に，条約で特に定める権利を害なうことなく内国民待遇を享受するこ

とである。この条約に定める権利が直接適用されるかどうかは，その自己執

行的性絡がその固で認められているかどうかによる。

1'4条 A(1)(イ〉

A( 1 ) いずれかの同盟国何}において正規に{川特許(司出願若しくは実用

1. Actes de Bruxelles， pp. 196/200， 311. 

2. Cf. in U. S. A.: Commissionar of Patents， 21/5/1963， 138 U. S. P. Q. 316 

(1963). 
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司 盟国にと 住所があると いうと ことは, そこに 住所 をもつ 者がその国自 体にお

いて条約 の適用を主張できること ではない。というのは, この 者は同盟図の

国民と同様に取扱われるべきであり, とこの国民 が条約 の適用を主張 できるの

は同盟 の他の国に おいてだけである。その国自体 に住所を有する 者の保護は

その国の国内 法令によるものである。

同盟 に 略しない国の国民 が条約 の適用を要求 できる他の基礎として ,

同盟の一 国に現実かつ真正な工業上 若くしは商業上の 営業所を有する場合が

ある。 この「工 業上若しくは商業上の営業 所」の語は。条約の適用の主張さ

れた国の行政 機関または司法 機関が必要に 応じて 解釈 する。「 現実かつ異正」

の 庫は18971900年のプラッセル改正 会議で採択された過加条約に 加えら

れた < との 追加の目的は条約 適用の主張が加 用きれるのをさけることにあっ

た。 営業 所が現実 かつっ真正であるかどうか, あるいはみせかけのものか, ま

たかげろうのょようなものなのかどう かという問題 は やはり条 約の主張された

国 の行政 拘関 または司法 援関 判 断する < 現実 か つ真正の工業上 若しくは商

業 上の営業 所が存在する国 自体に おいては, その保護は, 住所の基準で述べ

たのと 同じ 理由によって国内 法令によるのである。

9 「みなす (be treated in the same manner)」 の意味するところは,

条約の第 3 条の 利益 をうけうる ものは, 他の 国にお いて , 同盟国民がうける

と岡 様 に , 条約 で特に 定める 権利を害なうらことなく内国民待遇を 享受するこ

と である。 この条約に 定める 権利が直接 適用きれ るか どうかは, その自己 幸

行 的 手格がその 国で認められ ている かどう かによる。

第 4 条 Ad

AC1)う いずれかの同盟 国*5)において正規 にぴい) 特許)^ 出願若しくは実用

1. Actes de Brumxelies, pp. 196/200, 313、
2. Cf. in U.S.  A.:  Commissionar of Patents, 21/75/1963, 138 U .S .  P. Q. 316

(1963).
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新実意匠若しくは商標〈ホ)の登録出顧(へ〉をした者{ト}又はその承継人{チ}は，他

の同盟国において出願をする〈川ことに関い 以下に定める期聞は〉中優先権

{川を有する。

Lイ) この条約の重要な要素のひとつである優先権は， 1邸3年の当初の正文

に既にくみ込まれていTよ優先権を実用新案と最初の出願人の承継人にまで
Z 

ひろげられたのは， 1911年のワシントン改正会議においてである。優先権の

行使が第3者の権利に服従するとL、う箇所は1934年のロンドン改正会議で削

除された。

{ロ) 優先権の基礎となり得るのはいずれかの同盟国に出顕した最初の出願

だけである。これは条約への加入が発効する前〈第21条参照〉にその国に出

願が提出されたときは，この条約によってはその出願についての優先権を主

張することができないことを意味する。その逆に，新たに条約に加入した国

においては，この新加入が発効する前に他国で提出された出願を基礎とした

優先権を主張することはこの条約によってはできなし、。これはその出願時に

は新加入国は未だ(同盟の) i他の国Jのひとつではなかったからである。

1. Cf. Sepulveda:“EI derecho internacional convencional en materia de prio・

rided de patentes (La interpretacion mexicana)，" Boletin del Instituto de de. 

recho Comparado de mexico， IX， 25， 1956， pp. 11， 14. 

2. Actes de Paris， 1， pp. 26/7 (proposal for Article 3)， 47/56， 60/4， 99， 1281 

32， 138 (discussions and adoption). 

3. Actes de Washington， pp. 44/6 (proposal)， 275/7 (report of Committee)， 

307 (report to Plenary COlpmittee)， 24718 (discussion and adoption in Third 

Plenary Session). 

4. Actes de Londres， pp. 167/72 (proposals)， 248/50 (observations)， 511/3(di・

scussion and adoption in Second Plenary Session). 

5. または同盟国間で諦結された2国間為る¥，.は多国間条約の下における正規の内

国出願に相当する最初の出顧(第4条 A(2)，注釈付参照)

6. u. S. S. R.: communication of Goscommittee， referred to in G. R. U. R. 

Int， 1966， Fortl. Ber.， 1677/66.参照
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新 寄意匠 若しくは商 頂(*) の登録 出願い)を した者 < り 又はその承継 他) は , 他

の同盟司において出願 をする (りこ とに 関し, 現下に定める 期間中 優先衝

を 有する。

0 この条約の重要な要素のひとつである優先 権は, 1883年の当初の正文

に 既にくみ 込まれていた。 優先竣を実用 新案と最初 の出願人の承継 人にまで

ひろげばられたのは, 1911年のワシ ントン 政正会 議においてである5 衣先権の

行使が 第 3 者の権利 に服従するという箇所は1934年のメンドン改正会議で削

除された。

(公 公先 権の基礎 となり 得るのは い ずずれかの阿 盟 同に出 顕した最初の出顕

だけである。 これは条約 への加入が発効する前 (第 21条参照 ) にその国に出

願 が提出 されたときは, この条約 に よってはその出願 に つい ての優先 権を主

大 す る ことができないことを意味 すする。その逆に, 新たに条約に加入した国

においては, この新加 入が 発効する前に他国 で提出された出願を基礎とした

慢 先 権を主張 することはこの条約 によってはできない。 これはその出願 時に

は 新 加入国は未だ(同盟 の) 「 他の国」 のひとつではなかったからである。

1. Cf. Sepalveda: "E] derecho internacional convencional en naterian de prio-
rided de patentes (La interpretacion mexicana)" Boletin del Instituto de de-
recho Comparado de mexico, 守 , 25, 1956, pp. 1 14、

2. Actes de Paris, I, pp. 2677 (proposal for Article 3), 47756, 60/4, 99, 125/
32, 138 《discussions and adoption).

3. Actes de Washington, pp. 4476 《てproposa), 27577 (report_of Committee),
307 (report to Flenary Committee), 24778 (discussion and adoption in Third
Plenary Session).

4. Actes de Londres, pp. 167772 (proposals), 248/50 (observations), 5t173(d:-
SCussion and adoptipn in Second Plenary Session).

5. または同盟 国間で医 結された 2 国間あるいは多国間条 約の 下における正規の内

較出 願に相当する最初の出願 (第 4条  A(2), 注釈て3参照)
6. U .S .S .  R. :  communicaton ot Goscommittee, referred to in G. 邊 . ER.

In t ,  1966, Fortl. Ber. 1677/66. 参照
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もっとも国内法令で一層ゆるやかな制度をとることはできる。

付優先権の基礎になりうるのは同盟のー固に正規に出願されたものだけ

である。正規の内園出願ということの定義は，この条のA(2)およびA(3)にの

べられており，その注釈は後述する。

判 優先権は，特許出願および他に列挙された工業所有惟の出願およびそ

れに加えて第 4条 Iに規定する発明者証出願に認められる。これらのうちで

優先権の行使に当って相互に関係づけることができるものもある。(第4条

E(l)， (2)および第4条 I多照〉

制 1958年のリスポン改正会議において，第 1条(2)で工業所有植を列挙す

るさいに「サービスマーク」の語を「商標Jのあとに挿入した。同ーの語が

この規定には挿入されず.改正会議では一般にサービスマークと商標とを同

ーに取掻うことを拒否した。このことは，同盟国はサービスマーグに優先権

を認める義務を負わないけれども，若しそうすることを望むならば優先権を

認めることは自由であることを意味する。

付 さらに優先権の基礎にできるのは，同盟のー固における当該対象につ

いての最初の出願だけである。この原則は同一対象についての優先権の主張

の連鎖を避けるためで，この規定自体には述べられていないが.優先期聞が

最初の出願から開始することを述べた第4条C(2)および特別の条件のもとで

は後の出願が「級初の出願くその出額日が優先権の初日となる)Jとみなさ

れる第4条C(4)の規定から明らかである。したがって.特許出願または商標

の登録出願などを同盟の一国に出願したあとでの.同じ国あるいは他の固に

同一対象についてした後の出願を基礎とする優先権ということは不可能とな

る。もっとも同盟に属しない固に先にした出願は考慮に入れない。

1. Cf. Schricker: "Die Inanspruchnahme der Unionspriorit且tbei Beitritt neuer 

Verband$lander，" G. R. U. R. Int.， 1966， p. 373. 

2. Actes de Lisbonne， pp. 624 (propo鉛 Iof U. S. Aふ628/33(discussion in 

Third Committee)， 755/7 (report of Third Committee). 
3. Cf. in Netherlands; Patent Office (Division of appeals)， 5/10/1960， G. R. 

U. R. lnt・，1961， p. 291. 
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ゃもゃっと ゃ国内 法令で一層ゆるやかな 制度 をと ることはでき る。
優先権の基礎にな りうるのは同 誤の一 国に正規に出願 されたものだけ

である。 正規の内国 出頼と いうことの定義は,。 この条の A(2)および A(3 うにの

べられており , その寺 釈は後述する。

〇 優先権は, 特許 出願およょよび他に 列挙 された工業所有析の出 馴おおょびそ

れ だに加えて第 4 条 1に 規定する発明者証 出願に認められる。これらの5りらちで

優先析の 行使に 当って相互に 関係 づける ことができる ものゃもある。 (第 4 条

戸( ,  (2 および 第 4 条エ参照)

軸 1958 年のカスボン改 正 会議において, 第 1 条(2)で工業所有 柏を 列挙す

る さいに 「サービスマーク」 の 語を「商 標」 のあとに挿入 した。同一の語が

この規定には 挿入されず, 改正 会議では一 般にサービスマークと商標 とを同

ーに 取扱うことを 指 否した。 このことは, 同盟 国はサービスマークに優先横

を和認める 義務 を負わな いけサけれども, 若し そうす ること を 望せがならば 優先格を

認めることは自由であることを意味する。

OQ さらに優先 権の基礎 に できるのは , 同 剛の 一国における当該 対象につ

いての最初 の出願 だけである。 この原則は同一 対象に つい ての優先 権の主張

の連 針を避 けるためで, この規定自体には途 べられ ていないが。, 優先 期間が

最初 の出願から開 始することを 述べた第4 条 C(2)おょび特 別の条件 のもとで

なは後の出願 が「最 初の出題 てその出願日が 優先筐の 初日とな る )」と みなさ

れる第 4 条 C(④すの規定から 明らか である。 したがって , 特許出 ま たは商標

の登録 出昌な ど を同明の一 図に 出願した あとでの, 司じ 国あるいは他の国に

同一 対象についてした 後の出願を基礎とする優先 権 と いうことは不可 能とな

る< もっと も同盟に 属しない 国に先にした出願 は考慮に入れない。
1. C f  Schricker : "Dic Inanspruchnahmce der Unionsprioritgt bei Beitritt neuer

WVerbandslander… G. R. U. R_ I n  1966, p. 373.
2.、 Actes de Lisbonne, pp. 624 (proposal of リ .S.A.), 628733 (discussion in

Third Committee), 755/77 (report of Third Committee).
3. C in  _Netherlands: Patent Office (Division of appeals), 5710/1950, G. R.

U, R, Int。 1961」 p. 291.



32 第 4*-A(1)

(1-) r者」の語は，条約の利益をうけることができる者を定めた条約の規

定の範囲内のものであることを考慮して解釈しなければならない。したがっ

て，この語は，第2条および第3条によって条約の適用を主張できる者のす

べて，いいかえると，同盟国の国民または同盟の一国の領域内に住所あるい

は現実かつ真正な工業上若しくは商業上の営業所を有する同盟に属しない国

の国民を意味する。この解釈は，この条約が最初に締結されたパリ会議で，

この規定の討論したときに確認されている。同様な解釈が，この規定をあと

で承継人にも拡げたときにもなされた。(後述の注釈明参照〉。

しかし，圏内法令でさらに拡張して，他の者にも同様の優先権を認めるこ

とはでき31また自国民に先の外国出願に基づいて自国に優先権主張するこ

とを認めることもできる。条約による優先権を主張するための能力について

の条件は，優先権の基礎となった出額の出願時および優先権を主張した時の

両時点において満たされねばならないが，全優先期間中には必ずしも必要で

はなL、。たとえば，同盟国の国民が譲渡時には同盟国民でなかったがその後

優先権主張をする前に同盟国民となった者に優先権を醗渡したり.あるいは

同盟国民がまず同盟外の国民に優先権を譲渡し.次いでこの者から同盟国民

に優先権を譲渡することができる。これらの場合，優先権の主援は有効であ

る。

明 優先権はまた最初の出願をした者の承継人によっても主張できる。こ

の規定は. 1911年のワシントン改正会議で加えられたが，そのときこの承継

人は第2条および第3条によって条約の利益を享有できるものでなければな

らないと述べられた。

優先権は，優先権の基礎となった最初の出願を移転したかしないかという

こととは無関係に承継人に移転できる。したがってこの最初の出願を当初の

1. Actes de Paris， pp. 99， 128/32， 137/8. 
2. Cf. vander Haeghen: Ing. Conseil. 1965， p. 269. 

3. Actes de Washington， p. 275. 
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(9 「 考」の 語は, 条約 の利益をうけること ができる 者を 定めた条約の規

定 の範四 内 のものである とことを考 載して 解恋しなければならない。 したがっ
て, この語は , 第 2 条おおよび第 3 条によって条約 の適用を 主江できる 者のす

べて, いいかぁぇる と , 同盟 国の国民または同盟の一 国の領域 内に 住所あるい

は現実 かつっ真正な工業 上若しくは商業上の営業 所を有する同盟に 属しない国

の国民を意味 する。との 解釈 は , この条約 が最初 に締結された バリ会 議で,

とこの規定 の討諭したと きた 確認 されている。 同様な解釈が, との規定 をあと

で承継 人にも 拡げたと きに もなされた。 【(人後述の壮 釈凶参 照)。

しかし, 国内法令 できらに拡張 して, 他の 者にも間 様の優先権を認めるこ

と はできる。 また自固 展に 先の外国 出願に基づいて自国に 優先 権主張するこ

とを 認め ること もできる。条約 による 優先 権を主張するための 能 力に ついて

の条件は, 優先 権の基礎 となった出願の出願 時おょび 優 先権を主張した時の

両 時点にお いて 満たされ ねばならないが, 全 優先 期間 中 には必ずしゃも以 要で

はない。たと をえば, 同器 国の国民が議渡 時には同盟 国民でな か っ たがその後

優先 権主張をする前に同盟 国民となった 者に 優先将を 譲流したり, あるいは

同盟 国長がまず同盟外の国民に 優先 権を斑 渡 し, 次 いでこの 者から同角国民

紀 尾先 権を藤 流することとがで きる。 これらの場合, 遍先 権の主張は有効 であ

るsg

軌 僅先 桶はまた最初 の出願 をした 者の承継 人によっても主張できる。 こ

の 規定 は, 1911年のワシ ントン改正 会議で加えられたが, そのと きこ の承継

人は第 2 条および第 3 条にとょよって条約 の利益を享有できる ものでなければな

らないと人述べられた。

優先権は, 優先権の基礎 となった最初 の出願を移転したかしないかという

こと とは無関係に和維 人に 移転 できる。し たがってこの最初の出願を当初の

1. Actes de Paris, pp. 99, 128/32, 13778.
2. Cf, yander Haeghen: fng. Conseil. 1965, p. 269,

43. ctes de Washington, p. 275.
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出願人に残しておくこともまたは第3者に移転することもできる。最初の出

願に基づく優先権もまた独立に 1以上の同盟国に移転できる。優先権は， 1 

以上の同盟国に出願の基礎として用いられるまで，その期間中は，独立の権

利であり，出願の基礎として用いられたときにその出願の付属物となる:

(ゆ後の出願は，優先権の基礎となった最初の出願と同ーの対象に係るも

のでなければならない。このことは，特許，実用新案，発明者証の場合には

同ーの発明または考案に係るものであり，意匠の場合には同ーの意匠，商標

の場合には同一商品についての同ーの商標に係るものでなければならなL、。

もっとも対象の同一性を保持し，他の形式の保護を得るために優先権を主

張できる場合もある(第4条E(1)， (2)， 1 (1)， (2))さらに特許に関しては，

対象の同一性についての特別規定が第4条F，GおよびHに設けられてい

る。これらの規定については後述する。

~)優先期間は第 4条C(l)ないし(3)に定められており，これについては後

述する。

制優先期間の開始は第4条Bに規定してある。同規定の注釈参照のこ

l:。

篇4条 A(Z)(イ}

(2) 各同盟国の圏内法令{ロ〉又は同盟国の聞で， 締結されたこ国間若し

くは多重度国聞の条約の規定により〈ハ)正規の内園出願(=)に相当するものとさ

れるすべての出願は優先権を生じさせるものと毘められる。

れ) 第4条(1)の規定によると，同盟のー固に特許出願などを正規に出願し

た者だけが優先権を主張できる。この「正規に出願した (dulyfiled)Jは何

1. Cf. in Franc:e; Tribunal de Grande Instanc:e de Valence， 16/2/1962， Ann.， 

1963. p. 313. 

2. Cf. Mathely; "Paris Convention.Special Questions concerning Patents and 

Trademarks，" BIRPI Lecture Course， 1965， pp. 25/7. 
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出願 人に残しておくこと もまたは第 3 者 移転 する こともできる。最初の出
央と 基づく優先 権もまた独立に 1 以上の同虹國に移転 できる。優先権は, 1

以上の同 翌 国に出願の基礎 として用いら れるまで, その期間 中は, 独立の権

利 であり, 出願 の基礎 として 用いられたと きにその出願の付属 多となる<
) 後の出願 は, 優先 権の基本と なった 最初の出願 と 同一の対象 に 係るも

のでなけれ ばぱばたならない。このとこととは , 特許 , 実用新案, 発明者 証の 場合 には

剛一 の発盟または考案 に係るもので あり, 意匠の 場合とは 同一の意匠, 商標

の 場合 には岡 一商品と ついての同一の商標 に 係る もの でなければならない。
もっと も , 対象の同一 価を名振 し, 他の形式の保護 を 得るために 優先 格を主

張 できる 場合もある (第 4条E(O, (2  ID  2)  さらに特許 に関し ては,
対象 の 岡 一性に ついての特別 規定が 第 4条F ,  G おょびに 設けられてい

る。 これらの規定 に ついては 後述する。

(9 優先 期間は第 4 条 C( )  ないし(9 に 定められており, これについては後

述する。
0 優先期間の開始は第 4 条 BBと規定してある。局規 定の注釈 参照のこ

と。

第 4 条 。A②(?)

( 2 ) 各同盟園の国内法令5) 又は同盟国の間で, 締結された二国間若し

くは多数 国聞の条約の規定 によりの)  正規の内国 出願に=)に相当 するものとさ

れるすべての出願は 優先権を生じさせるものと 相められる。

0) 第 4 条(1)の規定 によると , 同盟の一 還に 特許 出願など を正規に出願し

た 者だけが優先権を主張できる。 との「正規に出願 した (duly filed)」は何

T. Cf. in France: Tribunal dc Grande Insance de Valence, 16/2/1962。 Ann.,
1963, p. 313,

2. Cf Mataely: 7Paris Conycntion-Special Qucstions concerning Patents and
Trademarks BIRPI Lecture Course, 1965, pp. 2577.
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を意味するかという点に関して，二三の問題が生じる。この出願が方式につ

いて誤りのないことが必要なのか，あるいは特許などが付与されるように実

体の面でも欠陥のないことが必要なのか? 出願がー且なされたあとで取下

‘げられ，放棄され，または拒絶されたりなどしたことは問題にならないのか?

これらの問題を解決するために， 1934年のロンドン改正会議でこの条(2)が挿

入され， 1958年のりスボン改正会議で第3項が挿入されたのである。

(0) この規定では，正規の内国出願が存在するか否かの問題はまず最初の

品願のなされた同盟国の国内法令によるものであるとの原則が述べられてい

る。

村最初の出額のされた同盟国の国内法令で正規の内国出願とは何かとい

うことが定められるので，当該国内法令がその資絡を他の固での出願または

その国が当事国である国際条約による出願にも与えることはありうることで

ある。後者の例が， 1934年にロンドンで改正された1925年の意匠の国際寄託

に関するへーグ協定によって生じた。とL、うのはこの協定の第4条でパ P条

約第4条による優先権を，後の条文に規定する方式に従うことを要すること

なく，国際寄託の対象となった意匠のすべてに保証する旨を述べているから

である。勿論へーグ協定の加盟国はこれに拘束されるが，パリ条約の加盟国で

はあるがへーグ協定の加盟国でない他の国もこのような国際寄託あるL、は国

標出願に基づく優先権を認めなければならないのであろうか? このような
4 

義務を確証する規定が.1934年のロンドン改正会議で導入されたのである。

同 「正規の内国出額 (regularnational filing)Jの意味するところはこ

1. Ladas: The International Protection of lndustrial Property， pp. 272/5.参

照。

2. Actes de Londres， pp. 248， 256 (proposals ~ of Switzerland， Germany and 

Netherlands). 361/2 (report of Second Subζommittee). 4印 (repoは ofDra. 

fting Committee) 512 (discussion and adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de Lisbonne， pp. 311/26， 111. 

4. &却注2参照。
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を意味 するか という 点に 関して, 二三の問題が生じる。この出願が方式とつ

いて 誤りのな いことが居要なのか, あるいは特許 などが付与 されるように実

体 の面 でも欠陥のないことが必要ななの か ? 出願 が 一且なされた あとで取下

ぜ ザずられ , 放 泉され, または拒絶 され たりな どしたこ とは問題にならないのか ?

これらの問題 を解決するためとに, 1934 年 の ロンドン 政正 会 衣でこの条②) が挿

入 さきれ。 1958年のリスボン改正会識で第 3 項が 畠入された のである。

賠 この規定 では, 正規の内国 出願が 存在するか 否かの問題 はまず最初の

出 の なされた同盟 国の国内 法令によるものであるとの原列が 述べられてい

るso
の 最初 の出願のされた同占 国の国内法令で正規の内国 出 応とは何かとい

5 こと が 定められるので , 当該 国内法令がその資格 を他の 国での出願 または

その国 が当 事国である国際条約による出願 にも 与える ことはあり 5 ることで

ある。後 考の例が, 1934 年 に ロン ドンで改正 された1925年の意匠の国際寄託

に 関す るヘーダグ招 定 によって生じた。と いうのはとこの協定 の第 4 条でペリ条

約 第 4 条による協先 権 を , 後の条 文に 規定する方 式に 従らことを要すること

な く , 国共寄託の対象と なった意匠のすべてに保証する旨を 述べているから

である 。勿 論 ヘページグ協定 の加盟国はこれに拘 事されるが , ペリ条約の加盟国で

はあるがヘージグ協定 の加盟国でない 他の 国も このようりな国際 寄託 あるいは国

療出願に基づく優先 権を認めなければならないのであろ りうか? このようりな

義務 を 確証する規定が, 1934 年 のヒロンド ン放正会上で導入 された のである。

己 「正 規の内国 出 題(regular national filing)」 の意味 するところはこ

1, Ladas:+ The International Protection of [Industrial Propecrty, pp. 27275. 和参

瓶。

2, Actes de Londres, pp. 248, 256 (proposals 'of Switzerland, Germany and
Netherlands), 361/2 (report ot Second Sub-Committee), 450 (report of Dra-
fting Committee) 512 (discussion and adoption in Second Ptenary Session).

3, Actes de Lisbonne, pp. 311726, 111.

4, 吐 2夫用。
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の条(3)でさらに切らかにされている。後述参照。

第4条 A(3)(イ}

(3) 正規の内園出願とは，その結果のいかんを間わず加入 当主菜園{叫に.

出願をした日付を確定するために+分なすべての出願をいう。

い) 第4条に(2)を導入しでも， i正規に出願した」の一味するところにつ，

いての問題が充分には解決されなかったので， 1958年のり スポン改正会議で

第3項を世け，さらに明らかにすることを決定した。そのための提案は広範

聞に亘って討議され，修正された形で採択されん

伊) リスポン会議の討議を通じて優先権の基礎となった最初の出願の結果-

は，その複利を筈なうものでないことが明らかにされた。したがって，最初・

の出願が取り下げられ，1tc棄さ札または拒絶されても優先権は存在する。

またその出願のされた国で特許を受けることができないものとして規定され

ている発明に関する出願であっても優先権は存在する。

付 リスポン会識の討議を通じて，出願の提出された固の圏内法令によっ

て，その出願が方式に関してのみ誤りのないものであるとき，また方式に関f

して不完全であるかまたは誤りがあっても出願をした日付を確定するために

充分であるときには，正規の内国出願が存在するということも明らかにされ.

た。

第4条 B(イ}

B したがって， 以下旬】に定める期間が満了する前に他の同盟国においー

てされた後の出願{川は，その間{司に行なわれた他の出願{紛，当霞発明の公

1. Actes de Lisbonne， pp， 311/2 (proposaI)， 312/7 (observatious). 317/25 (di. 

scussion in se∞nd Committee)， '522/3 (report of Second Committee)， 111. 

(adoption in Second Plenary Session)， 114 (~neral Report). 

2. Actes de L!sbonne， p. 311. 
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の条(3 )でさらに 明らかにされている。 後述参照。

第 4 条 AA(3が(3)

(3 )  正規の内国出応とは, その結果 のいかんを 問わず〈5), 当該国*") に.

出 百を した日付を碗定するために十分 なすべての出願 をいう。

0 第4条に(2)を導入 しても, 「正 規に出願 した]」の. 味する ところに

いての問題が 充分には 解潜されなか ったので , 1958年のリスボン改正 会峡で

第 3 項を設け, さらに明らかにするととを 決定 した。そのための提案は広範

囲に恥 って詩 議され , 修正 された 形で 採択された。

リスボン会 衰の討議 を 通じて優先 権の基礎 と なった最初の出願の結果・

は, その枢 利を害 なうらゃのでないこ とが 明らかにされた。 したがって ,  最初

の出願が取り下げられ, 放 来され, または拍 絶されても 優先 権は存在する。

またその出願 のされた国で特許を受ける ことができないものとして規定され

ている発明に 関する出 顔であっても優先 権は存在する。

0 リスポン会 議の討議を 通じて, 出誤の提出 された国の国内 法令によっ

て, その出願が 方式に関し てのみろ誤りの ないものであるとき, また方 式に降

して不 完全であるか または 誤りがあっても出願 をした日 付を確定するために

充分 であるときには, 正規の内図 出願が存在するということ もる明らかにされ .

た。

第4条  B(7
B したがって, 以下(5) に 定める 期間が 満了する前に他の同骨 国におい-

てさきされた後の出 願い) は, その聞こ)に 行なわれた他の出販( や, 当岐 発明の公-

1. Actes de Lisbonne, pp. 31172 (proposaり, 31277 (observatious), 317725 (di-
SCussion in Second Committee)。52273 (report of Second Committee)。 111.

(adoption jn  Second Pienary Session), 114 (General Report).

2、 Actes de Lisbonne, p。311.
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表又は実施{へ>. 当言葉意匠に係る物品の販売{H， 当言葉商標の使用その他の行

為仔}により不利な取揖いを受けないものとし，また，これらの行為は，いか

なる第3者の権利もまたいかなる個人占有権{リ) ~生じさせない。 優先権の

基礎となる最初の出願の自の前に第三者が取得した権利に関しては，各同盟

国の圏内法令の定めるところによるほ}。

い) この規定は，優先権の効果を説明しており，これらの行為は云々に至

るまで， 1朗3年の条約の原文に既に本質的には含まれていた。しかし，その

当時においては，この条の前段にこの優先権の享有は「第3者の権利を留保

する」旨を述べた非常に重要な留保事項が含まれていた。

(吋優先権の期間は第4条A(l)で言及しているが，後に検討するC項(1)，

(2)および(3)に規定されている。

り 「後の出願Jの意味については，上記第4条A(I)の注釈明を参照のこ

と。

同 この規定は，優先期間中に行なわれたし、かなる行為によってもその期

間中にされた後の出願を無効にしてはならないことを述べている。もっとも，

1934年のロンドン会議で第3者の権利の留保を削除した後は優先権の範囲は

より広くなった。このことは，後の出願の効果は，優先権の基礎となった同

盟の他の固における最初の出願の時にその出願がされたならば得られたであ

ろう効果よりも少なくてはいけないことを意味する。この目的がいかに達成

されるかは，優先権の主張される国の国内法令による。もっとも，優先権の

効果の例として.この規定の中にあげられているものもある。

1. Actes de Paris. 1. pp. 26/'Zl (proposal)， 47/52. 60/1. 128. 138 (dおωssions

and adoption). 

2. Actes de Londres pp. 167/72 (proposal). 248/50 (observations).お6!61(re・

port of Second Sub.Committee)， 449/52 (report of DraCting Committee)， 511 

/13 (discussion and adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de Lisbonne. p. 311; Federal Republic of Germany: Bundesgerichts. 

hof. 25/11/1965. G. R. U. R. Int.. 1966. p. 382多照。
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表 又は実施 ) ,  当該 意匠に 係る物品の販売 <*), 当該 商標の侍用その他の行

為 ぽ )により不利な取扱 いを受けないものとし, また, これらの行為は , いか

なる第 3 者の権利あまたいかなる 個人占有拉 " )  も 生じさせない。優先格の

基礎となる最初 の出願の日の 前に第 三者が取得した格利に関しては, 各和同形

国の国内 法令の定めるところによる ( ヌぷ)。

0 この 規定は, 優先 権の効果を 説明しており , とこれらの 行為は云々に和至

る まで , 1883 年の条約の原文 に既に本質 的には 含まれ ていた。 しかし, その

当時においては, この条の前 段にこの優先 権の宮有は「 第 3 考の推利を留保

する』 旨を 述べた非常 に重要な留保 事項が 含まれ ていた。

優先 権の期間は第 4 条 A(1)で 言玉し ているが, 後に 検討するでC項(),

(23 および (3に 捉 定されている。
0 「 後の出願 の意味については, 上記第 4 条 A(1)の注釈0) を参照のこ

と。
づラ この規定は, 和佐先 期間中に 行なわ れた いかなる 行為 によっ てもその期

間 中にされた 後の出 顕を無効 だとしてはならな いことを 述べている。もっと も ,

1934 年 の ロンドン会 議で 第3 者の権利 の留保 を削除 した 後は優先 権の範囲は

より 広くなった。このことは, 後の出願の効果は, 優先 権の基礎 となった同

盟 の他の 国における最初の出願の 時にその出 号がされた ならば 得 られたであ

ろう 効果 よりも 少なく ては いけ ないこ とを意味する。 この目的 がいかに達成

されるかは, 廊先析の 主張される 国の国内 法令による。もっともるも, 穫先権の

効果 の例とし て, この規定の中にあげられている もの もある。

1. Actes de Paris, f, pp. 26727 (proposaD, 47752, 6071。128。 138 てdiscussions

and adoption}.

2. Actes de Londres pp. 167772 (proposaD, 248/50 (observations), 356761《re-
poft of Second Sub.Committee), 449/752 (report  of izefting Commiattee), 511

713 (discussion and adoption in Second Plenary Segaion),

3. Actes de Lisbonne, p. 311: Federal Republic of Germany: Bundesgerichts・

hof, 2571171965, G. R. U, 良. Ent. 1966, p. 382 参照。
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制優先権の効果の例のひとつは，優先期間中の間ー対象〈特許，実用新

案.意匠または商標の登録〉についての他の出願は，優先権を主聾した他の

出願を無効にできないことである。競願の場合，前者の出願は審査主畿特許

庁によって拒絶されるか裁判所によって無効とされる。

付最初の特許出願をした者によるものであれ，あるいは第3者によるも

のであれ，優先期間中の当該発明の公表または実施によって優先権を主張す

る後の出願が無効になったり，害されたりすることはない。特に，これによ

って発明の新規性が失われるものでもないし，またその進歩性が低下するも

のでもなく，優先権の主強された最初の出願の日において考慮されるもので

ある。

{川 優先期間中における優先権を主張する意匠に係る物品の販売や他の形

式の公表についても同嫌である。これらの行為によって，優先権の基礎とな

った最初の登録出願の自に新規な創作であった君、匠の新規性が失われるもの

でも創作性が低下するものでもない。

明商標の場合，商標の使用自体が法的効果を持つ国における優先期間中

の商標の使用によって，優先権を主張する商標の登録出願の有効性が影響を

うけるものでもないし，その保護範囲が滅少するものでもなし、。前に述べた

ように，優先期間中の同一商標の登録出願についても同様である。

(り) 条約が与える優先権の重要性は， 優先期間に生じた第3者の権利が留

保されていた間は限られたものであった。この留保は，一般にはたとえば優

先期間中に発明に従事していたかまたはこの期間中に発明を知るに至った第

3考が，優先権を基礎として付与された特許が存在しても，それを使用する

かまたは使用を続けることができるようにするものと解されていた:この留

保は， 1934年のロンドン改正会議で廃止され，反対の効果を持つ文言で置き

1. Actes de La Haye， p. 225. 

2. Ladas; The lnternational Protection of lndustrial Praperty， pp. 308 et seq. 

参照。
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克 僕 先権の効果の例のひとつは, 公先 期間中の同一 対象(特許, 実用新

索, 意 左または商標 の登録 う) につい ての他の出題は, 優先 格を主張した 他の

出 購を 無効にできないこと である。 吉願の場合 , 前 者の出願 は箸査主義特許

庁 によって 絶 されるか裁判 所によって 無効 とされる。
最初の特艇 出願をした 者によるものであれ, あるいは 第 3 者 によるも

のであれ , 優先 期間中の当該 発明の公表 または実施とよって優先権を主張す

る 後の出題が 無効になた ったり , 害さ れたりすることはない。特にを,これにによ

って発明の新規性が失われるものでもないし, またその進歩 性が低下するも

のでもなく , 優先拉の 主 下された最初の出願 の日において考慮 されるもので

ある。

( )  優先 期間中における 優先権を主張する意忠に 係る物品の販売や李の形

式 の公表たついても同様 である。これらの行為によって, 優先権の基礎とな

った最初の登録出題の日に新規 な創作であった意克の新規 性が 失われるもの

でるも, 創作性が低下する ものでもない。
軌 商標の場合, 商標 の使用自体が法的 効果を持つ国における公先期間中

の商標 の使用によって , 優先 権を主張する商標の登録出頼の有効 性か 影響を

うけ るものでもたないし, その保護 範囲が 減少する ものでもない。前に 述べた

よう に, 便先 期間中の同一商標の登録出願につい ても$ 阿 様である。

00) 条約が与える 優先 権の重要 性は, 敏 先期間と 生じた 第 3 者の権利が留

和偽され ていた間は 限ら れた ものであった。とこの禄 保は, 一 般と はたと えば優

先 期間中に 発明に 従事 していたか またはこの期間中に 発明を 知るに 至った第

3 者が, 雪先 権を基礎として 付与 された特許が 存在して も, それを使用する

かまたなは使用 を続けることができるよう にする ものと 解きされ ていた。この 留

保は, 1934 年 の ロンドン 改正 会議で廃止され, 反対の 効果を持つ 文言で皿き

1。 Actes de La Haye, p、225.、

2、 Ladas: The ntcrnational Protection of fndustrial Praperty, pp、308 et seq.

参曲。
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かえられた。すなわち，穫先期間中になされた行為はいかなる第3者の権利

またはいかなる個人占有権 (personalright of possession)をも生じないと

いうものである。

(ヌ) 優先権は同盟国における最初の正規の出願の日に始めて存在すること

になるので，この最初の出願の前に圏内法令に従って得られた第3者の権利

に影響を与えることはできない。これは常に条約起草者の意図であり，この

ことを一点の疑義もなく明らかにするために，その趣旨の規定が1934年のロ

γドン会議で追加された。同盟の一国で得られたこの権利が他の同盟国にお

いても効果を有するか否かは，後者の国の圏内法令によるものである。

第4条 C(l)(2)および(3)(-{) 

C( 1) A(I)及びBに規定する期間(以下優先期間という)は，特許および

実用新案については12カ月，意匠および商標については6カ月とする但〉。

(2) 優先期間は，最初の出願{川 の出願白から起算する。 出願自は期間

に算入しない(=)。

(3) 優先期間は，その末日が保護の請求される固において法定の休日文

は所轄1Tが出願を受理するために開いていない日に当たるときは，その自の

後の最初の平日まで延長されるf判。

い) この規定は. 優先権の主張される各種の対象について異なった優先期

聞を定めている。 1883年の条約の当初の正文においては，この期間は，特許

については6ヵ月，意、匠および商標については3カ月であり.海外の固から

くる出願の場合には 1カ月が付加されていた。当時は条約にそれ以上の詳細

は定められていなかったので，優先期間の計算は加盟国にまかされていた。

徐々に，後の改正会議で優先期聞が延長され.細自も定められた。 H初年の

1. Actes de Londres， pp. 167/72 (proposal)， 248/50 (observations)， 356/61 

(report of Second Sub.Committee)， 449/52 (report of Drafting Committee). 

512/3 (discussion and adoption in Second Plenary Session). 
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かえられた。すなわち, 穫先 期間中になされた行為 はいかなる第 3 者の権利

またはいかなる 個人占有 権 Cpersonai right of possess ion)をも生じないと

いう ぁゃものである。
凶 優先 挫は同盟 国における最初の正規の出願 の日に始めて存在 することと

になるので, との最初の出願 の 前に国内計令に 従っ て 得られた第 3 者の権利

に間 響を与えると とはできない。 これは 常に条約 起草者の意図 であり, ことの

こと を 一 点の疑義 もなく 明 ちかにするため , その地旨の 規定 が1934 年の=

ンドン会議で 追加された。同 翌の一 国で 得ら れたとの 権利が他の同只国に抽

いて も 効果を有するか 否かは, 後者 の国の国内 法令によるものである 。

第4条 CD および(53)
C(1)  A t  及びBに規定する捧間 (以下 優先期間といううは, 特許および

実用 新案に つい ては 12カカ月, 意匠おょび商林に つい ては 6 カ月とする(5中。

( 2 )  優先 期間 は, 最初の出願い) の出願日から起算する。出願日は期間

に算入しないで=)。

( 3 )  優先 期間 は, その末日が保護の請求 される 国において法定の休日又

は所 整庁が出願 を受理するために 開いていない 日に当たるときは, その日の

後 の最初の平日まで延長される(お。
(りり との 盾 定 は, 衝先 権の主張される各種 の対象 につい て 異なった優先期

間を 定めている。1883 年の条約の当初 の正文に おいては, この期間は, 特許

に ついては 6 カ月, 意匠および商標 に つい ては 3 ヵカ月であり , 海外の国から

< る出願の場合区は1 カ月 が付加されていた。 当時は条約 にそれ 以上の詳細

は 定められ ていな かったので, 候先 期間の計算は加盟 国にまか されていた。

人欠 々に, 後の改正 会議で優先期間が 延長され, 細目 も 定められた。1900 年の

1。 Actes de Londres, pp. 167/772 (proposal), 248750 (obseryations), 356761

(report of Second Sub-Committee), 449/752 (report of Drafting Committee),

512753 (discussion snd adoption in Second Plenary Session)〉、
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ブラッセル改正会議で，優先期間は特許については12カ月，意匠および商擦

については 4カ月と定められ，海外出願についての付加期聞は廃止された。

1911年のワシシトン改正会議で，この期聞は改正されなかったが優先縫の利

益が実用新案にも拡張され，特許と同じ期聞が与えられた。優先期間色意

匠および商標についても12カ月に延長しようとする提案は拒否されTよ1但5

年のへーグ改正会議で，意匠および荷標に対する優先期聞が6ヵ月に定めら
2 

れ， (2)および(3)の追加規定が設けられた。こうして得られた規定は，後の

1934年のロンドンおよび1958年のリスボン改正会議では本質的な修正はきれ

なかった。商標に対する優先期間を12カ月に延長しようとする提案はこの両

会議でも採択されなかった。

伊) 優先期聞は，出願人の利益と第3者の利益との開和をはからなければ

ならないものである。出願人には，適当な期間の閉その最初の出願日から優

先権を享有して同盟の国々にその権利が国際的に拡張されるよう準備するこ

とを認めねばならない一方，第3者にとっては，その問に同一対象について

得ょうとするかもしれない縫利が有効に得られなくなる程に長い期間となっ

てはならない。この規定で採択されている期聞は1925年以来変えられていな

いので，両者の均衡がとられているものと考えられる。

川 出願がその対象についての最初の出願であるか苔かの問題は，商標や

意匠についてはかなり容易であり，実用新案についてもある程度容易に解決

できる。特許出願に関しては困難な問題が生じてきて，決定的要因となるの

は，第4条日に詐述されたように発明が最初に開示されたのはどの出顕にお

1. Actes de Washington， pp. 91 (proposal of germany)， 95 (proposal of Fran. 

ce)， 275 (report of Sub.Committee)， 307 (report to Plenary Committee). 247 

(dis印 ssionin Third Plenary Session). 

2. Actes de La Haye， pp. 225/32 (propo姐 15)，334/5 (observations)， 426/7 (re・

port of Second Sub.Committee)， 518 (report of General Committee)， 538 (re. 

port of Drafting Committee)， 572 (adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de Londres， pp. 169， 172; Actes de Lisbonne， p. 538. 
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ブラ ッセル改正会 誤 で, 優先 期間は 特許に つい ては12カヵ月, 意匠および商標

については 4 ヵ月 と 定められ, 海外出願 に つい ての付加 期間は 廃止 された。

1911年のシントン改正 会議で, この 期間は 改正され なか ったが志先 権の利

益 が実用新案にも拡張され, 特許 と同じ 期間が 与えられた。 傍先 期間を, 意

お よび商標 について も 12カヵ月に 延長し ようとする提案は拒否 された5 1925

年 のヘーグ政正 会 議 で, 意匠および雇 標に対する博先 期間が 6 ヵ月に定めら .

れ, (お よび (9 の追加 規定が 盤けられた。 と う して 得られた規定 は, 後の

1934 年 の コンドンおよび 1958 年 のリスボン改正 会議では本質 的な修正 はされ

なかった。 商標に対する優先 期間を12ヵ 月に 延長し ようとする提案はこの両

会 議でも 採択 されなかった。

優先 期間は, 出願人の利益と第 3 者の利益との調和をはからなければ

ならないものである 。出願 人には, 適当 な期間の間その最初の出願日から優

先 権を 享有して同盟 の国えをにその棒 利が男際 的に 拡張されるよう準備するこ

とを 認め ねばならない一 方, 第 3 者にとっては, その間に同一 対象に ついて

得 よりらとするかもしれない権 利が有効に得られなくなる 程に 長い期間となっ

てはならない。 この規定 で採択され ている期間は1925年 以来変えられ ていな

いので , 了両者の均衡 がとられて いるものと 考えられる。

の 出品がその対象 につい ての最初の出 絹であるか 否かの問題 は, 商標や

意匠に つい てはかたなり容易で あり, 実用 新案に ついてもある 程度 容易に解決

できる。 特許 出願に関しては困難な問題が 生じてきて , 決定的要因となるの

は, 第 4 条 Hに 詳 述された ように 発明が最初にと久 示された のはどの出 曜にお

1. Acees de Washington, pp. 9t (proposal of germany), 95 (proposal of Fran・

ce), 275 (report of Sub.Committee), 307 (report to Plenary Comimittee), 247

(discussion ip Third Plenary Session).

2. Actes de La Haye, pp. 225/32 (proposals), 334/5 (observations)。42677 (re・

Port of Second Sub.Committee), 518 (report of General Cammittee), 538 (re・

Port of Drafting Committee), 572 (adoption in Second Pienary Session).

3. ctes de Londres。 pp. 169, 172: 人Actes de Lisbonne, p. 538.
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いてかということになる。後述の同条の注釈参照。

伺 この規定は， 1担5年のへーグ改正会議で加えられたもので，他に説明

を要しない。

的 この規定は，実質的にへーグ改正会議で加えられ， 1934年のロンドソ

会議で改正され，これも同じく他に説明を要しないものである。

第 4条 C(4)(イ〉

(4) (2)にL、う最初の出願と同ーの対象〈ロ】について同ーの同盟国にお

いてされた後の出願〈川は，先の出願が，公索の査掴に付されないで，かつ，

も、かなる権利をも存続させないで，後の出願固までに取下げられ，放棄され，

又は拒絶の処分を受けること，及び当言葉先の出願が優先権の主彊の基礎とさ

れなかったことを条件として，最初の出願とみなされ，その出願の日は，優

先期間の初日(=)とされる〈ホ〉。この場合において，先の出願は，優先権の基

礎とすることができないい}。

モf) この項は，当該対象について(特許，実用新案，意匠または商標の登

隷〉の後の出願を優先権の基礎となる出願とみなすことのできる例外的場合

を取掻ったもので，羽田年のリスポン改E会議で導入されたものである:

(ロ) 前述の第4条A(l)の注釈(リ)参照。

判 原則として優先権の基礎にすることができるのは同盟のー固における

最初の出願だけであるにもかかわらず，特定の条件の下では後の出願をその

ために用いることができると，何故リスポン会議で認めたのであろうか?

1. Ci. in Federal Republic of Germany: Bundesgerichtshoi， 6/10/1959， G. R. 

u. R. Int.， 1960， p. 506; ior the date oi filing in case of postdating: U. K.. 

Assistant Comptroller， 3/10/1960， R. P. C.， 1961， p. 228参照。

2. Actes de Londres pp. 364 (proposal oi Natherlands and report of Second 

Sub.Committee)， 452/3 (report of Drafting Committee). 

1. Actes de Lisbonne， pp. 327/8 (proposal)， 329/32 (observations)， 332/9 (dis. 

cussion in Second Committee)， 523/4 (report oi Se∞nd Committee)， 99 (adopti・

on in se∞nd Plenary Session)， 114/5 (General Report). 
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いて かという ことになる。後述の同条の詩釈 参照。

ヴヨ この規定 は, 1925 年の ヘーダク改正 会誤で 加えられた もので , 他に 説明

を要しない。
則 この規定 は, 実質的に ヘージ改正 会誤で 加えをられ, 1934年のロンドン

会 議で改正され , これぁゃぁ同 じく他に 説明を要 しな いものである。

第 4条 でC((3

(4 )  て(2) にいう最初の出願と同一の対象 5)  について同一の同盟国にお

いてされた後の出願いり)は, 先の出願が, 会 索の査聞に 付されないで, かつ ,
いかなる 権利 をゅ存続 きせな いで , 後の出願日 までに取下げられ , 放泉され,

又は拒絶 の処分を受けること, 及び当該 先の出願が 優先権の主張の基礎とさ

れなかったことを条件として, 最初の出串とみなされ, その出願 の日 は, 優
先 期間の初日た) とされる(*)。 この場合 において, 先の出願は, 優先権の基

穫とすること ができない(^)。

( り この 項は, 当該 対象につい て (特許 , 実用 新案 , 意匠 または商標の登

録 ) の 後の出願 を優先 棋の基礎となる出 吾と みなすこと のできる例外的場合

を取扱 ったもので, 1958年のリスポン改正 会議で導入されたもぁものである。

過 前 述の第 4 条 A(1)の注釈り参照。

6》 原 財として 優先 権の基礎 にすること ができるのは同盟の一 国における

最初 の出頭 だけ であるに もかかわらずず, 特定の条件の下 では 後の出珠をその

ために 用いること ができると , 何故 リスポン会 議 で 認めた のであろうか

1 Cf. in Federal Republic of Germany: Bundesgerichtshof, 6/710/71959, G. RR.
せ, R. Int 1960, p. 506: for the date of filing in case of postdatingr り. K_
Assistant Comptroller, 3/71071960, R. P. CC. 1961, p. 228 参照。

2. Actes de Londres pp. 364 (proposal of Natherlands and report of Second
Sub・Committee), 45273 (report of Drafting Committee).

1。 Actes de Lisbonne, pp. 327/8 (proposal), 329732 (observations), 33279 (dis-
ctussion in Second Committee), 523/4 (report of Second Committee), 99 (adopti-
on in Second Plenary Session), 114/5 (General Report)、
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その理由は次の通りである。これは，特許〈そしておそらく実用新案〉の場

合にはしばしば起り，意匠や商標においても時々起るのであるが，優先僚や

その他の権利が得られるのは出願のなされた時からだということが多いこと

から，急いでした最初の出願が出願人の意図を充分にあらわしていないこと

が起る。この状態を律する特別の規定がないことから，後の出願が同一対象

に関する最初のものでない，したがって優先績の基礎とすることが出来ない

というために，出願人は優先権を失わずに，一層よい出願でその出願右おき

かえることは不可能になる。このような苦情をへらすために，この項では，

特定の条件の下で優先権主張のために先の出願を後の出願でおきかえること

を認めている。

判 この規定に示された条件の下では，最初の出願は無視することになる

ので，優先僚の初日とみなすべき出顕日は後の出願の日となる。

的後の出願を最初の出願とみなすために，同ーの対象について同ーの固

に出願された先の最初の出願について次の条件がみたされなければならな

L、。

先の出願は，後の出願がされる前に，取下げられるか，放棄されるかまた

は拒絶されていなければならない。

先の出願は公衆の査閲〈公開)に付され(laidopen to puhlic inspection) 

ていてはならない。

-先の出願はいかなる権利も存続させてはならない。

先の出願は，同ーの固においてもまた他の聞においても，未だ優先権主張

の革礎とされていないこと。

もし，これらの条件が満たされない場合，後の出願を基にして優先権が主

張された国は，この優先権の承認を拒否するだろう。
':t 

さらに，もし両出願の間に同ーの対象について同ーまたは他の固において

同一出願人により他の出願がされていると，前の出願を後の出願でおきかえ

ることは認められなくなる。これは，このよ うな場合には後の出願はその出
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その 理由は 次の通り である。これなは, 特許 てそしておそら く実 用新案) の場

合 とをはな しばしば起り, 意匠や商標においても時々起るのであるが, 優先権や

その他の 権利が 得られるのは出 頼 のなされた 時からだといゥうこ とが多い こと

から, 急いでした最初の出願が出珠人の意図を充分にあらわして いないこと

が 起る。この状態 を律する特別 の規定がないことから , 後の出願が同一対象

弦 関する最初 のもの でな い, した がって 優先和権の基礎 とすることが出来 ない

といらために, 出 顧人は優先 権を 失わずに , 一層よい出 願でその出願をおき

かえる こと は不可 能になる。このよう な 苦情 を へらすために , この 項では,

特定の条件の下で優先 権主張のために 先の出願 を 後の出 願でお きかえると と

を 認めている。
ヨヨ との規定 に 示された条件の下 では, 最初の出 吾は 無視することになる

ので , 優先析の 初日 とみなすべき出 顕日は後の出願の日となる。
お 後の出 顕を最初 の出願とみなすために, 同一 の対象に ついて同一の国

出願 された 先の最初 の出に ついて 次の条件がぶたされなけ ればな ら な

いo

先の出頼は, 後 の出願がされる前に, 取下げられるか, 放 研されるかまた

は 拒絶 されていなければならない。
先 の出願は公衆 の査問(公開 )に付され (laid open to public inspection)

ていてはならない。
・ 先の出願 はいかなる 権利も存続 きせてはならない。
先の出願は, 同一の国においてもまた他の 国選 おいても, 未だ短先権主張

の基礎 とされていないこと。

もし, これらの洒件が 満たされない場 合 , 後の出願を落として鹿先 権が主

張 きれた国は , との優先 権の承認を拒否 するだろう?。

さきらに, も し了両出願の間にと同一の対象 に つい て同一 または凶の 国において

周一 出願人により他の出願 がされていると, 前の出 を 後の出願でおきかえぇえ

る とことは 認められなく たなる。 と れは。 このよりな 場合 には 後の出 はその出
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顕時に最初の出願と認められないからであるo

付 優先権の基礎として後の出願で先の出願をおきかえたあとでは，先の

出願を基礎にした優先権は同盟のいずれの固においても認められない。

第 4条 D(イ〕

D(1)最初の出願に基づいて優先権を主彊しようとする者は，当骸最初の

出願の日付及び当鼓量初の出願がされた同盟国の園名を明示した【ロ〉申立て

{川をしなければならない但〕。各同盟国は，おそくともいつまでにこの申立

てをしなければならないかを定めるものとする〈判。

(2) (1)の日付及び固名は，権限のある官1Tが発行する弔j行物(特に特許及

びその明細・に関するもの)(こ揖眠する(")0

(3) 同盟国は，優先権の申立てをする者に対し，最初の出願に係る出願書

類(明細書，図面等を含む〉の謄本の提出を要求することができる〈刊。最初

の出願を受理した主管庁が認証した謄本は，いかなる公証も必要とせず，ま

た，いかなる場合にも，後の出願の自治、ら三カ月の期間内においてはいつで

も無料で提出することができる。この謄本には，当霞主管斤が交付する出

願の日付を恒明する書面及び訳文(チ}の添付を要求することができるo

(4) 出願の際{リ〉における優先権の申立てについては， 他の手続を要求す

ることはできないほ〉。各同盟国は，この条に定める手続がされなかった場合

の効果を定めるものとする。ただしその効果は，優先権の裏失を限度としな

ttればならない{則。

(5) 出願の徒においては(ヲ)，他の証拠書類を要求することができる。

最初の出願に基づいて優先権を主彊する者は，当量最初の出願の番号を明

示しな付ればならない。この番号は， (2)に定める方法で公表される円)。

付) 1883年の条約の原文には，いつどのようにして優先権を主張するかと

いう問題についての規定が含まれていなかった。これは満足すべきものでは

1. Actes de Lisbonne， p. 333. 
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販時に最初 の出願と認められ ないからである。

N 優先権の基礎として 後 の出顕で 先の出願をおきかえたあとでは, 先の

出願を基礎にした雪先 権は同盟のいずれの 国 亡おいても 認めあられない。

第 4条 D(ぴ

D(1  最初の出上に基づいて優先 権を主張しようとする者は, 当該 最初の

出願 の日付及び当該 最初の出願がされた 同盟 国 の国名を明示した ( 5 )  申立て

(のをしなければならないこ)。 各同盟国は, おそくと ゅあいつまでにこの申立

てをしなければならないかを 定めるものとする <ま )。

(2) 〈て 1の日 付及び国名は, 権限のある官庁が 発行する刊行物て 特に特許及

びその明細 書に関するもの) に掲載する<^。

(3) 同器 国は, 乙先 権の申立てをする者に対し, 最初の出選に 係る出願書

類 (明細 書, 図面簿を含む) の騰本の提出を要求 することができる (お 。最初

の出貞を 受理した主管庁が吸 証した騰 本 は , いかなる公証ゅ必要と せず, 二

た, いかなる 場合に$, 後の出願の日から三 力月の期間内においてはいつで

も, 無料で提出することができる。この騰 本には, 当該 主管庁が交付する出

益 の日付を証明する書面及び訳文 ) の 添付を要求 することができる。

(4〕) 出腺の際〈り9) に おける優先 権の申立てに ついては, 他の手続を要求す

ることはできないぷり。 各同 盟国は , この条に 定める手続 がされ なかった場合

の 効果 を定める ものと する。 ただしレしその効果は, 優先権の窒失を限度としな

ければならないC)。

(5) 出願の後においては"), 他の証拠書類を要求 することができる。

最初 の出願に基づいて優先 権を主張する 者は, 当該 最初の出願の番号を明

示しなければぱば ならない。この番号 は, (2 うに 定める 方 法で公表される"*"ず)。

9) 1883 年の条約 の原文には , いつどのようにして優先 権を主張する かと

いう問題 に つい ての規定が 含まれ ていな か った。 これは 満足 すべきものでは

1. Actes de Lisbonne, p.333.
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なかった。というのは圏内法令で優先権を後の段階，たとえば特貯または商

標登録の無効が裁判所で主張された時に主張することを認めることができる

からである。この優先権主張は，その存在を知らずにその積りで行動してき

た第3者をおどろかせることになる。さらに同盟の各国において優先の権主

張について多種多様な方法が存在し得るし，事実存在したのであふ

1911年のワシγ トγ改正会議で，いつどのようにして優先権を主張しうる

かということを定める規定の本質が条約に導入された。かなり細かい改良が
3 4 ~ 

続<1925年のへーグ. 1934年のロ γ ドンおよび1部8年の 9スボγ各改正会議

で採択された。

(0) 優先権主張のための強行的な形式要件は，優先権主張の基礎となった

先の出願の日付とこの出願のなされた国との明示である。 1部8年のリスtf.';/

改正会議でこの要件に先の出願の番号を加えたが，それは他の文脈において

であり，かつ必らずしも同じ効果をもたらすものではない〈後記(7)参照〉

出願あるいは少なくとも優先権主張を実体について審査しない固において

は，上記事項の明示で充分であり，それらが正当であるか否かの審査をしな

いで記録され公表される。その問題は，裁判所が後に判断することができる

だけである。優先権の主彊を実体について審査できるようにするために〈た

1. See Ladas: The International Protection of Industrial Property， p. 286 ~照。

2. Actes de Washington， pp. 45/6， 227 (proposals)， 91， 95， 115 (observations)， 

275/6 (report of Sb.Committee) 307/8 (report to Plenary Committee)， 248 

(ad<司~tion in Third Plenary Session). 

3. Actes de La Haye， pp. 230/1， 233 (propo叫)， 326 (observations). 428/9 

(report o( se∞nd Sub.Commit同)， 518 (report of Geoeral Commit慨)，538/9 

(report oC DraCting Committee)， 572 (adoption in Second Plenary 鳥羽on).

4. Actes de Londres， pp. 251/2 (proposa}s)， 365/6 (report of Second Sub. 

Committee)， 453/4 (re卯 rtof Draf出 gCommiロee)，513 (discussion and ado. 

pti句 inS屯condPI句 arySession). 

5. Actes de Lisbonne， pp. 460/1 :(proposal)， ~465/70 (observations)， 471什B

(discussion in Second Committee)， 532/3 (report of Second Committee)， 99 

(adoption in Second Plenary Session)， 115 (General Report). 

.ぜ・
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なかった。というのは固内法令で慢先笑を 後の段 階 , たとえば特許または商

療 登 録の無効が殻判所で主張された時に主張 することを 認め ることとができる

からである。とこの項先 権主張は。その存在を知らずにその積りで行動し てき

た 第 3 者をおどろかせることにたなる。さらに同 釧の各国において優先の 権記

肘 について多種多様 な方法が 存在し 得るし , 事実 存在したのである。

1911年のワシントン改正 会議で , いつどのょうにして銀 先 極を主張しうる

かということを 定める 規定の本 質が条約にと導入された。かなり細かい改衣が

続く 1925 年 のヘーク, 1934年の q ンドンおよび 1958年 のラスボン各 救正会議

で採択 された。
G) 優先 権主張のための強行 的な形式要件 は, 優先析主 張の基礎 となった

先 の出珠の目付ととの出願 のなされた 国との明示である 。1968年のリスボン

改正 会談 でこの机 件に 先の出願の番号を 加えた が, それは他の文脈において

であり , かっつ必 らちらずしゃ同じ 効果ををもたらすものではないて後記7)参照)

出願 あるいは 少なくと も佑先 権主張を実体について審査 しない 国において

は, 上記事 項の明示で 売分であり, それらが正当であるか理 かの審査 をした

いで記 女され公表される。その問題は, 裁判 所が後に判断すると とができる

だけである。 優先 権の主張を実体について審査 できる ように するために (た

1. See Ladas: The Tnternational Protection of Industrial Property, p. 286 参照。
2. Actes de Washington, pp、45/6, 227 (proposals), 91, 95, 115 (obseryation5),

27576 (report of Sb-Committee) 307/8 (report to Plenary Committee》, 2
(adoption in Third Plenary Session)、

3. Actes de La Haye, pp. 230/71, 233 (proposaD), 326 observations), 428/79
(eport ol Second Sub-Committse), 518 (report of General Committee), 53879
(report of Drafting Comauttec), 572 (adoption in Second Plenary Session)。

4. Actcs de Londres, pp. 251/2 proposals), 365/6 (eport oc Second Sub-
Committee), 453/4 (report of Drafting Committee), 513 (discussion and ado・
ption in Second Plcnary Session). 、

5。 Actes de Lisbonne, pp. 460/71 (proposaD, 7465770 (observations), 471779
(diacussion in Second Committee), 53273 Creport of Second Committee), 99
(adoption jn Second Plenary Session), 115 (General ReporDり。 %
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とえば，優先権の主張の基礎となった出願がその対象についての最初の出願

であるかどうかあるいは最初の出願と後の出願とで対象の同一性があるかど

うかなど)，さらに他の方式一一この条D(3)参照一ーを規定したいと思う国

もあるだろう。

付 申立の様式は，当該国の圏内法令で規定することができる。

的優先権の主張の方式要件で加盟国に強行的なものもある。これは，第

3者が後にこの主張について知る必要があるからである〈この条D(2)参照λ

したがって同盟国はこの要件に反することを認められない。これがみたされ

ないときには，優先権は有効に主張されたものとは認められない。

制すべての加盟国にとって優先の権主張の基礎となった先の出願につい

ての上記事項を含む申立てをすべき最終日を定めることは義務である。この

申立を，優先権の主張をした出願をするのと共にしなければならないと定め

ることもできる。また，優先権の主張をし易〈しようとするならば，この申立

を後で，後の出願後ある一定の期間内に，することを認めることもできる。も

っとも，後の出願後に申立てをする期間は，この条D(2)によって申立を含む

事項を公告する義務を当該国が果すことができるように定めなければならな

し、。

付条約に規定された優先権は特許出願ばかりでな〈実用新案，意匠およ

び商標の登録出願にも適用されることを想起すべきであるく第4条A(l))。

同盟国の所管官庁の発行するこれらの出願についてのすべての刊行物におい

て，第3者ができるだけ早くそれらを知るために優先権に関する所定の要件

が掲載されなければならない。もっとも，この公告がなかったとしても優先
1 

権が無効にされることはない。

(め既に{ロYで指摘したように同盟国は特定の事項を含む単なる申立以外の

方式を優先権主張のために規定することができる。この追加的方式になりう

るものが，この(3)に列挙されている。最初の出願のなされた官庁の認証し

1. Actes de Washington， p. 307. 
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と えばば, 優先 権の主張の基礎 となった出 顕がその対象 につい ての最初の出願

であるかどうかあるいは最初の出願と 後の出願とで対象 の同一性があるかど

うかなどう) ,  さらに他の 方式 一-この条 D(3人 参照一一を規定したいと思 うぅ甘

もあるだろう。
6》 申立の様式は, 当該 国の国内法令 で規定することと ができる。

ピ〇 優先 権の主張の方式要 件で加盟 国た強行的たも のもある。 とれは , 第

3 者が 後にこの主張 角ついて知る必要があるからである (この条D(2)参照)。

したがって同盟国はこの要件に反することを 認められない。これがみたされ

ないと きには , 優先 権は有効 に主張された ものとは 認められない。
お すべての加盟 国 にとって 優先の挫 主張の基礎 となった 先の出 頸につい

ての上記事項を 含む申立てをすべき最 終日を定めることは 義務 である。 この

甲 立を, 和人先 権の主張をした出願をするのと 共にしなければならないと定め

ることゃもできる。 また, 優先 権の主張をし 見くし ようと するならぱば, この申立

を 後 で, 後の出願 後ある一定の 期間 内とに, することを 認めること もで きる。 るも

っと も , 後の出顕 後に中 立てをする 期間 は, この条D(2によって申立を含な

事項を公告する義務を当表 国が 果すこと ができるように 定めなければならたな

いいse
6 条約に規定 された 優先 権は特許 出願ば かりでなく 実 用新案, 意匠およ

び商 標の登録出頭にも適用されることを 想起 すべきである (第 4 条 A①)。

同盟 国の所管宮 庁の発行するとれらの出願 についてのすべての刊行 物におい

て, 第 3 考が できるだけ 早く それら を 知るために 優先挫に 関する所定の要件

が 掲載 されなければなら ない。 もるもっとも, この公告 がなかったとしても代先

権 が 無効 しとされること はない。

( け 既にで 指摘したょ >に同盟 還は特定 の事項を含む単なる申立 以外の

方 式を協先 権主張のためと 規定 すると とができる。とこの 追加的 方式とな りう

る ものが, この (3に列挙 きれている。 最初 の出類のなされた 官庁の認証 し

1。 Actes de Washington, p. 307.
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た，優先継の主張の基礎となった先の出願の謄本の提出であり，また必要に

応じて，出願日を示す同一官庁による証明書および翻訳の提出であってもよ

い。これらの要件に関する詳細は圏内法令で定めうる。もっともこの園内法

令もこの条項にある他の要件を遵守しなければならない。すなわち当初の出

顕の認証勝本の公証を要求することができないことと後の出願から長低3ヵ

月の期間はその謄本を無料で提出するために認めなければならないことであ

る。この最低期間後の上記謄本の提出には料金を定めることができる。

制 優先権の主張された国の国内法令の要求する訳文は，当然にその国の

公用語または公用語の一つへの翻訳である。

(リ) ここで検討している(1)-(3)の規定は，優先権の主張された出願の出願

時より後の段階における書類の提出を認めているので， この出'願の際 (at

the time of filing)の語は，優先権が主張でき，それに関する書類の提出

ができる出願の期間中の意味に解しなければならない。後の段階ーベ5)，前

段参照一ーでは，たとえば優先権を認めて既に付与された権利または登録に

ついて無効が主張されたときには，さらに優先撲の存在の立証を求めること

ができる。たとえば，最初の出願と後の出願との対象の同一性に関してであ

る。

同 この規定は，要求することのできる方式を限定しており，恒先権の主

強を容易にするために各同盟聞に強行的なものである。

川 との規定は，この条に規定する方式を満たさななったときの結果を取

担っている。これは強行的であるばかりでなく随意的な方式についても言及

していると解すべきである。これらの方式を満たさなかった結果は国内法令

によって定められるが，優先権の喪失を超えることはできない。したがって決

1. Actes de La Haye， pp. 429，鈴8;Actes de Londres， p. 513， 

2. Actes de Londres， p. 513. 

3. Actes de Washington， pp. 307/8. 

4. Cf. in Fr8nce: Cour de P8ris， 10/1/1967， Ann. 1967， p. 23. 
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た, 叙先 権の主張の基礎 となった先の出願 の勝本の提出であり, また必要に

応じて, 出 吾日を示す同一 官庁にょる証果 書おおよび翻 駅の提出であってもよょ

い。これらの要件を 関する詳細は国内 法令で定めうる。もっと もこの国内法

令 もこの条項にある他の要件 を遊守しなければならない。すなわち当初 の出

巴 の認証 勝本の公証を要求 することができないこと と 後の出放 か ら最低 3 ヵ

月 の期間はその 勝本を無料で提出 するた めに 認めなければならないことであ

る。この最低 期間後の上記騰本の提出 には料金を定めるとと ができる。
急 優先析の 主張された国の国内法令の要求する訳文 は, 当然 にその国の

公用 語ずたは公用 器 の 一つへの午 訳である。
0) ここで 検討 している(①⑪ー(3)の規定 は, 優先 権の主張された出願の出

時 より 後の 段階と ける 書類の提出 を 認めているので , とこの出 順の了共 Cat

the time of fling) の語は, 優先権が主張でき, それに 関 する書類の提出

ができる出 頼の期間中の意味に 解しなければならない。後 の段階 一一(5, 前
段 参照 一一で は , たとえば優 移権を認めて既に 付与された 権利 または登録に

ついて 無効 が主張されたときには, さらに 優先 権の存在の立証 を求めるとと

ができる。たとえばぱば, 最初の出願 と 後の出 願との対象の同一性に 関してであ
る。

29 この規定 は, 要求 することのできる々方式を限定 しており , 優先格の主

張 を容易にするためをた各同盟国と強行的なもゃのである。
9 ことの規定 は , この条を規定する方 式を満たさな なったと きの結 果を取

扱っ ている。とれは 雄 行的であるばかり でな く 随 意 的な 方式とつい ても 言及

していると 解すべきである。これらの 方 式を満たさなかった結果は国内法令

によって 定められるが, 優先 権の喪失を 超えることはできない。したがって。

1. Actes de La Haye, pp. 429, 588: Actes de Londres。p. 513,
2.。 Actes de Londres, p. 513,

3. Actes de Washington, pp. 30778.
4.。 Cf. in France: Cour de Paris, 107171967, Ann. 1967, p, 23、
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これらの方式を満たさないことそれ自体でそれに関する特許，実用新案，意

匠または荷標を無効にすることはできない。もっとも，たとえば，優先権が

ないために特許などが，第三者などによる発明の公表または登録または商標

の使用によって先行されてしまえば，優先権の喪失の結果として特許などの

権利の喪失を生ずることもある。

この規定は，方式を満たさなかったこと以外の優先権主張に対する異議，

たとえば，優先権の主張が同盟の一国における最初の出願に基づくものでは

ない，あるいは優先権の主張の基礎となった出願と優先権を主張した出願と

の間に対象の同一性がないなどという異議に関するものではない。同盟国は

自由に国内法令で優先権の主張についてのこのような異議の結果を定めるこ

とができる。

(到首liJ記注釈(リ)参照。

(功 この(5)の後段は，優先権の主張について与えられるべき情報を補充す

るために1958年のリスボ γ改正会議で加えられた。優先権の基礎となった先

の出願の番号を明示することは，ここで検討している(1)で要求している事項

を完全にするものであり， (2)に規定する公告に含まなければならないが，こ

の番号を明示する義務は， (1)には含められなかった。その理由は，これを明

示することが常に可能とは限らないことと，この番号の明示がないことまた

はその誤記が圏内法令で自動的な樺先権の喪失とつながらないからである。

第4条 E(イ)

E(1)いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主彊

1. Cf. Schricker:“Fragen dec Unionsprioritat in Patentrecht，" G. R. U. R. 

Int.， 1967， p. 85 (English tcanslation in I. P.， 1967， p. 113). 

2. Actes de Lisbonne， pp. 460{1. 

3. Actes de Lisbonne， pp. 465 (obsecvation of Federal Republic of Germany) 

471， 478， 532. 
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これら の方 式を満たさな い こと それ自体 でをそれに関する特許, 実用新案, 意

謀 または商標 を無効 とする ことはできない。 もっと も , たと ぇえば, 優先権が

ないために特許などかが, 第 三者などによる発明の公表または登録 または商標

の 使用によって先行 されてしまえば, 優先権の吉失の結果として特許などの

棒 利の表失を 生ずること もある。

と の規定は, 方 式を満たさなかったこと 以外の優先 秩主張に 対する暴議,

たとえば, 優先 権の主張が同盟 の 一 還に おける 最初 の田とに基づくものでは

ない, あるいは人優先 権の主張の基礎 となった出 と 優先権を主張 した出願と

の間に 対 象の同一性がないなどという 異議に 関する ものではない。同盟国は

自由に 国内技令で優先 権の主張に ついてのこのようりな嘩 議の結果を定めるこ

と ができる。

較 前記注 釈 0) 参照。

の この(5 の後段は, 箇先 権の主張について 与えられるべき人情報を捕充す

るために 1958年のりリスポン故正 会議で加えられた。優先権の基礎となった先

の出願の番号を明示 する ことは, ここで 検討 している(1で要求 している事項

を完全にするもので あり, (2に 規定する公告 に含まなければならないが , こ

の番号を明示する義務は, (1)には 含められな か った。その 理由は, これを明

示することが 常に可能 とは 限らないこと と, この番号の明示がな いことまた

はその誤記 が国内法令で自動 的な衛 先権の静失と つながちないかちらである。

第 4条。到 ( 7 )

戸 Cり いずれかの同盟国において実用新案 登録出願に基づく公先権を主天

1、 Cf. Schricker: "Fragen der Unionsprioritat in Patentrecht GR.  . R.

Tnt., 1967。p. 85 (English tranmslationm in TI. P.  1967, p. 113).

2.。 人誠Actes de Lisbonne, pp、46071.

3. Actes de Lisbonne, pp. 465 observation of Federal Repablic of Germany)

471, 478, 532.
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して意匠量録出願をした場合(ロ)の優先期間は， 意匠について定められた優

先期間とするい〉。

(2) なお，いずれかの同盟国において，特許出願に基づく優先権を主彊し

て実用新案登録出願をすることもでき，また実用新案畳録出願に基づく優先

権を主廻して特許出願をすることもできる臼〉。

4イ) この条約は1911年のワシントン改正会議まで実用新案を取扱ってはい

なかった。その会践でこの概念が第 2条，第4条AおよびC，第11条および

第12条に導入されたが最終議定書には今の第4条E(l)の内容が含まれてい

た。現在のEの規定は1925年へーグ改正会議で加えられ，zそれ以来形式が修

正されただけである。

同意匠と実用新案が同一対象に関するということは殆んど起らない。と

いうのは原則として前者は工業物品の装飾面に関するものであるのに対し，

後者は技術的新規性に関するからである。しかし，この対象を定めるのは園

内法令の問題であるので，重複する場合も起り得る。このような場合には，

対象の同一性が維持される限り異った形式の保護を得るために優先権を主張

することができる。この規定は，最初の出願が実用新案出願であり，後にそ

の出願を基礎とじた優先権を主張する意匠登録出願の場合だけを取扱ってい

る。逆の場合は明示されていないが，含まれているものとすることができ

る。

付 この規定で取扱われる場合，優先期聞は意匠のために定められている

期間，すなわち6カ月となる。この条C(I)からみると，最初の出願が意匠に関

1. Actes de Wasbington， pp. 42/3， 46， '22.7 (pr叩osals)，275 (report of co・
mmittee)， 248/9 (adoption in Tbird Plenary Session). 

2. Actes de La Haye， pp. 231/3 (propo誌 1)，429/30 (report of Second Sub. 

Committee)， 518 (report of General Cowmitte)， 539 (report of Drafting Co. 

mmittee)， 572 (adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de La Haye， pp. 231， 233， 429/30， 495， 518. Federal Republic oe Ge. 

rmany: Bundesdatentgericbt 10/11/1967， G. R. U、R.Int.， 1968， p. 204. 
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して意諾登録出願をした場合"n) の優先 期間 は, 意 諾について 定められた優

先 期間とする〈^) 。

(2) なお, いずれかの同型国において, 特許 出願に基づく優先権を主張し

て実用新宗 登録出絹をすること もでき , また実用新案 登録出 叶に基づく優先

和権を主張して特許 出願をすることもゎもできる )。
①⑪ この条約 は1911 年 のワシント ン改正 会議まで実用 新案を取扱 ってはい

なかった。その会 議でこの概念が第 2 条, 第 4 条Aおよび C, 第11 条および

第12 条と導入されたが最終議定書には 今の第 4条E() の内 容が 含まれてい

た。現在 のEEの規定は1925 年 ヘーグ改正 会議で 加をられ, それ以来 形式が修

正 された だけである。

加 意匠と 実用 新案が 同一対象に関するということは 殆んど 起ら な い。と

いう のは 原則として 前 者は工業 物品の装飾 面に関す るも のであるのに 対し ,

後者は技術的 新規栖に関する からで ある。 しかし, この対象 を定めるのは陣

内 水 令 の問題であるので, 重複する場合も 起り得る 。このような場合には,

対象の同一 性が維持 される 碑り 異 った 形式の保護 を 得るために 優先権を主張

することができる。 とこの規定 は, 最初の出願が 実用新案出願で あり, 後にそ

の出願を基礎とした優先 権を主根する意芝登録出の 場合だけを取扱 ってい

る。 逆の 場合は明示 され ていないが, 含ま れているものとすると と が で き

る。

Q この規定で取扱 われる 場合, 優先 期間は意匠 のために 定められている

期間, すなたなわち 6ヵ月 となる。この条 C() からみみると , 最初 の出願が意 匹に関

1.。 Actcs de Washington, pp.4273, 46, 227 (pcoposals), 275 Ceport of Co-
mimittee), 248/79 (adoption jp Third Plenary Session)。

2. Actes de La Haye, pp. 231/3 (proposaD, 429730 (report of Second Sub.
Committee), 518 (report of General Coummitte), 539 (report of Drafting Co、
mamittee), 572 (8doption in Second Plenary Session)、

3. Actes de Le Haye, pp. 231, 233, 429/30, 495, 518. Federeal Republic oe G&

rmany: Bundesdatentgericht 10711/1967, G、R、 URL Tnt., 1968, p, 204.
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しての出願であり，それを基礎として実用新案のために優先権の主彊をする

逆の場合にも，問ーの優先期闘がとられる。

同 との規定には他言を要しない。優先期聞は特許についても実用新案に

ついても同一 (12か月〉であるので，優先期間はここでは問題にならない。

第4条 F(イ〉

F いずれの同盟国も，特許出願人がニ以上の優先権〈ロ)(二以上の国にお

いてされた出願に基づくもの{吋を含む〉を主張することを理由として，又は

優先権を主張して行なった特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含ま

れていなかった構成部分を含む(=】ことを理由として，当震優先権を否寵し，

文は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし，当骸

同盟国の注令上発明の単一性がある場合に限る(ホ〉。

優先権の主彊の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については

通常の条件の下においては，後の出願によって優先権を生ずるい〉。

Lイ) この項においても，また後のGおよびHにおいてもこの条Aに列記し

たすべての工業所有権の優先権を取扱っておらず，特許出願に関する優先権

だけを取担っている。 F項は複数優先権および部分優先権に関するものであ

り， G項は優先権の主張を伴う出願の分割の問題を扱っている。この規定の

一部は1925年のへーグ改正会議で条約に導入された。その後の1934年のロン

1. Cf. in Federal RepubHc of germ釦 y:Bundespatent.gericht 10/11/1967， G. 
R. U. R. Int.， 1968， p. 206. 

2. Cf. for its history: Actes de La Haye， pp. 231/2. 
3. このこ主は，同盟国が他の工業所有織に同一原則を適用すること。た之えば意
匠の複合出閉または異な唖た商品についての問ー商標の場合における複数優先権
または部分優先権を認めることができないことを意味するものではないが， そう
する義務はないのである。

4. Cf. Schricker: "Fragen der Unionsprioritat im Patentrecht，" G. R. U. R. 

Int.， 1967， p. 85 (English Translation in 1， P.， 1967， p_ 113). 

5- Actes de La Haye， pp_ 337 (proposal of France)， 430 (report of Second 

Sub-Committee)， 518/9 (report of Ganeral Committee)， 539 (report of Dra. 

fting Committee)， 572 (adoption in Second Plenary Session). 
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しての出願 で あり, それを基礎として 実用 新守のために 盤 先権の主張をする

逆 の場合にも。 同一の和角先 期間がと られる。

思 この規定 には他 言を要しない。優先 期間は 特許についても実用 新案に

ついて も同一  (12 か 月う であるので, 優先 期間はこと では間 題にならない。

第 4 条。也くう

FE いずれの同盟国ゎ, 特許 出願人が二和以上の優先 権 ( )  て二 座上の 国にお

いてされた出 選に 基づくもの{ ハ̂ ) を 含む)を主張 することを理由として, 又は

優先 権を主張して 行なった特許 出願が 優先権の主張の基礎となる出願に含ま

れていなかった宰成 部分を含む人に)ことを 理由として, 当該優先的を否認し,

又は当該特許出願に ついて拒絶 の処分をすることができない。 ただし , 当該

同盟 国の法令上 発明の 単 一性がある場合に 限る* ま)。

優先 権の主張の基礎となる出願に合まれていなかった横 成各分につい ては

通常の条件の下においては , 後の出願 によって 優先 権を生ずるへ)。

7) この項たおいても, また 後の人および有H に おおいてもこの条 A に区記し

たすべての工業所有 権の幸先 権を取扱 っておらず, 特許 出願に関する優先秩

だけを取扱っている。 F 項は複数紅先 反 よび部分 優先権と関する ものであ

り, G 項は優先 槍の主張を伴う出願 の分割の問題を扱っている。 との規定の

一 部は 1925 年 の ペーク改正 会議で条約に導入された。 その後の1934年のヒン

1、 Cf in Federal RepabHc of _germany: Bundespatent-gericht 10/11/1967,
以. . R. nt. 1968, p. 206.

2. Cf. for its history: Actes de La Haye, pp, 231/2.
3. と のと とは , 同盟 国が他の工業 所有李に 同一 原釘 を 適用する こと。 たとえば意

匠の 複合 出願または 異なった商品 についてらの 同一商標の場合における視数 優先権
または部 分 傑先権を有税めること ができないこととを意味 するものではないが, そう

する 義務はないのである。
4 でCf. Schncker: “Fragen der Unionsprioritat fm Patentrecht GR .

TnL。1967. p. 85 (Enghsh Tranalation in,  PP 1967, p. 113)。
5. Actes dc La Haye, pp. 337 Cproposal of France), 430 (report of Sccond

Sub-Committee), 518朋 (report of Ganeral Committee), 539 (report of Dra-
fting Committee), 572 (adoption in Second Plenary Session).
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ドン改正会議， 1958年のりスボγ改正会議で，これらのものが明確に分離さ

れその規定が改良された。(下記G項の注釈付}参照〉

{吋発明が直ちには完成されず，したがってその特許出願がされてからで

も改良発明または追加発明がされ， それが他の特許出願の対象となること

は，しばしば起ることである。条約では，同盟の他の固における一つでかつ

同ーの後の出願において，発明の異なった部分についての別々の〈複数の〉

懐先摘を，その各部分についてされたいろいろな最初の出願を基礎として，

主張することを認めている。ただし，当然のことながらこの各出願は最初の

出願日から起算した優先期間内に出願されたものでなければならなし、。発明

の単一性の問題に関しては注釈的参照。

付 19畔の !J.7.1f-:/紅会議で導入された追加l規定によると!上記の手

続きは，集った部分に関する最初の出願が異った固にされたときでも認めら

れている。

同 19弱年のりスボン改正会議でされた第2の追加規ふ，部分優先権の

可能性に関するものである。最初の特許出願がされてから，最初の出願のと

きには存在せず，複数優先権が主張できるまでには別の特許出願がされてい

なかったかまた別個の特許出願にもされない(たとえば，追加要紫それ自体

では発明的性絡を有しない〉ような発明の要素が，最初の出願の恒先権を主

~した同ーの発明に関する後の出願に含まれることがしばしば起る。条約に

おいては，との後の出願において追加された事項は最初の出願に既に存在し

ていた発明の他の要素について優先権を認める妨げとはならない。優先権。

1. Actes de Lisbonne， pp. 342/3 (proposals of Belgium and Netherlands). 345. 

16， 348 (discussion in Second Committee)， 524/5 (report of Second Commi~ 

ttee) ， 1∞(adoption in Se∞nd Plenary Session)， 115 (General Report). 

2. Actes de Lisbonne， pp. 340/4 (proposal and observations)， 345/8 (di釘 ussi・

on in Second Committee)， 524/5 (report of Second Committee)， 1∞(adop-

iton in Second Plenary S哩ssion)，115 (General Report). 
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ドン 改正 会 議 , 1958 年 のリスボン改正会議で, これらのものが明確 に分離さ

れその規 定が 改良された。 (て下記 G 項の注釈(参照)

0 発明が直ちには完成 されず, したがってその特許 出願がされ てからでせで

$ 改良 発明または追加 発明がされ, それが他の特許 出願の対象となる こと

はは,。 しばしば 起るにとである。条約では, 同加の他の 国における 一つでか

同一 の後の出願に おいて , 発明 の異なった 部 分に つい ての 別々の (複数のう

優先槽を, その各部 分 につい てされた いろいろな最初の出願を基礎として ,

素 張するととを 認めている。ただし , 当然 のとこと ながらこの各出記は 最初み

出 曜日みから起 算した 優先 期間内と 出願 されたも のでなければならない。発明

の 単 一性 の問題 と 関し ては注釈付 参照。
Q 1958 年 のりスポン避 正会議で 導入された追加 規定によると, 上記の竹

続きは, 異 った 部 分に関する最初 の出願が 異 った国にされたときでも認めら

れている。
づら 1958 年 のリスポン改正会議できれた第 2 の追加規定は , 者分 優先権み

可能 性と関する ものである。 最初の特許出頭がされてから, 最初の出題のと

きとは存在せなず, 複数 優先権が主張できるまでには 別の特許出願がされてい

なかったかまた別個の特許出願と もされない てたとえば, 追加要素それ自体

では発明的 性格を有しないう よう な発明の要素が, 最初の出 の 優先権を主

張 した同一の発明に 関する後の出題に含まれるととが しばしば起る。条約に

おいては, との 後の出願とおいて 追加された事項は最初の出頼に 既に存在し

ていた発明の他の要素について優先 権を認める妨げとはならない。震 先権み

1. Actes de Lisbonne, pp. 34273 (proposals of Belgium and Netherlands). 945.
76, 348 (discussion in Second Committee), 524/75 Greport of Second Commi・
t tee), 100 (adoption in Second Plenary Session), 115 (Gencral Report)-

2. Acics dc Lisbonne, pp, 340/4 (proposal snd observations), 34578 (diacusgi-
oa in Second Comrmittee), 524/5 (report of Second Committee), 100 (mdop-
等on in Second Plenary Session), 115 (General Report).
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主張されている後の出願において，発明の異なった部分について別々の最初

の出願を基にした複数優先権が主張され，しかも優先権の主張されていない

新しい要素がさらに加えられているならば，部分優先権を併合させることも

可能である。

発明に加えられた要素てつ最初の出願には含まれていなかったため後の出願

で優先権の主張されていないものは，勿論，それが始めて導入された出願を

基礎として新しい優先権を生ずることができる。この後段の文章はそのこと

を明らかにしたものである。

制 特許出願は 1発明にのみ関するものであることを規定する圏内法令は

多い。この規定は複数優先権または部分優先権の場合にも遵守されなければ

ならなL、。優先権の主聾された国の法律によると，復数優先権および〈また

は〉部分優先権の主張された出願において発明の単一性がない場合には，こ

の条Gによって出願を分割してもよいし分割しなければ痕絶されることが

ある。

村 上記注釈悼の後段参照。

第 4条 G(-{)

G(t)審査(ロ}によって特許出願がニ以ょの発明〔ハ〉 を包含することが明ら

かとなったときは，特許出願人は，その特許出願をニ以上の出願に分割する

ことができる。この場合において，特許出願人は，その分割された各出願の

日付としてもとの出願の日付を用いることができ，かつ，優先権の利益があ

るときは，これを保有する位、

(2)特許出願人は，また，自己の発意により(ホ)，特許出願を分割すること

ができる。この場合においても特許出願人は，その分割された各出願の日

1. Actes de Lisbonne， pp. 346/8 

0似 N1S.h.T削 MONRIALEf
LA内 ".0["1"ItT己 1下J~:::~LtvIU" L.'"

@ ~~ wi U 
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主張 されている 後の出願にお いて, 発明の 異なった 部分に ついて 別々の最初

の出題 を基とした 複数 優先権が 主張され, し か も和鐵先 権の主張さきされ ていない

新しい要素 がさらに 加えられて いるならば , 部分 優先権を併合させること も

可能である。

発明に加えられた要素 で最初 の出願には含まれていな か ったため 後の出誠

で 優先 権の主張され ていないものは,。 勿論  , それが 始めて導入された出題を

基礎として 新しい優先 権を生ずること ができる。 この後段 の文章はそのこと

を 明らかに したものである 。

奄 特許 出願は 1 発明にのみ 関する ものであることを 規定する国内法令は

多い。この規定は複数 優先権または部分 優死権の場合にも遊守さ れなければ

ならない。優先 権の主張された 国の法律 によると, 復数 優先権および てまた

は 部分 優先棒の主張きれた出願 に おいて発明の 単 一性が な い 場 合 には, こ

の 条Gによって出願 を分割して もよいし, 分 割しなければ指 維されることが

ある。
上記往 釈ヴの後段参照。

第 4条。(の

G(1) 審査 '5)によって特許出願が二 以上の発明い) を包含 することが明ら

かとなったときは, 特許 出願人 は, その特許出題を二 以上の出販に分 割する

ことができる。この場合において, 特許出大人は, その分 割された各出 願の

晴 付としてもとの出馬の日付を用いること ができ, かつ , 優先権の利益があ

るとききは,  これを保有する (=)。

(2) 特許 出願人 は, また, 自己の発意によりを),  特許出願 を分割すること

ができる。この場合 じにおいても, 特許 出人 は, その分 割された各出願の日

1 Actea de Lisbonne, pp, 346/8
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付としてもとの出願の日付を用いることができ，かつ，優先権の利益がある

ときは，これを保有する。各同盟国は，この分割を認める場合の条件を定め

る権利を有するい〉。

い) 既に述べたように一一第4条Fに関する注釈い)重量照一一特許出願の分

割の可能性に関するこの項(1)の原則は1担5年のへーグ改正会議で導入され

た。 1934年のロ ンドン改正会議でこの項の正文は現在のF項から分離され改

良された。一方(めは1958年の Pスボン会議で加えられた。

(ロ) この規定は，特許出願の審査を行って出願が2以上の発明を含んでい

るかどうかを確かめることのできる国にのみ適用される。これは，恐らく特

許出願が方式についてだけ審査される国ではないだろう。

付条約の訳文に優先する(第29条(l)(c))真正のフランス語正本による

と，この規定は審査によって特許出願が fcomplexeJでるることが切らか

になった場合に適用される。条約の公の英訳文おいては，この fcomplexeJ

という語が f2以上の発明を包含する (contains more than one inventi・

on)Jと翻訳されている (訳注 ;日本語においても事情は同じである〉。この

ことは完全に正確であるとはいえない。というのは審査国の法令によって発

明の単一性以外の理由で特許出願が複合 (complex)と認められることがあ

1. pfanner:“Die Teilung von Patentanmeldungen，" G. R. U. R. Int・， 1966， 

p.262.参照.

2. Actes de La Haye， pp. 337ωrorosal of France)， 430 (report of Second 

Sub.Committee)， 518/9 (report of General Committee)， 539 (report of Draf・

ting CommiUee)， 572 (adoption in se∞nd Plenary Session). 

3. Actes de Londres， pp. 170， 173 (proposa.l)，お5 (observations)， 367/9 (re 

port of se∞nd Sub・Committee)，454/5 (report of Drafting Committee); 5131 

4 (adoption in Second Plenary se吋 on).

4. Actes de Lishonne， pp. 501 (proposal of U. Kふ印2/5(discussion in Se. 

cond Committee)， 534 (report of Second Committee)， 1叩 (adoptionin Seco・

nd Plenary Session)， 115 (General Report). 
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付 としてもとの出願 の日付を用いること ができ, かつ, 優先権の利益がある

ときは, これを保全する。各還盟 国は, この分 割を認める 場合の条件 を定め

る権利を有するへ)。

① 既にと 述べたように一 一第 4 条Fに 関する注釈り参照一 一特許出 頸の分

観 の可能 性に関するこの項() の原則は1925 年 の ヘータ改 正 会議で導入 きれ

た 1934 年 の ロンドン改正 会議 でとの項の正文 は現在のF ド 項か ら分 離され政

良さ れた< 一 方(のは1958 年 のリスボン会 議 で加えられた。

(0 この規定 は, 特許 出願の審査を 行っ て出願が 2 以上の 発明を 含んでい

る かどうかを 確か めることと のできる 恒にのみ 適 用される。これは, 恐らく特

許 出 願が方式と つい てだけ審 査される国では ない だろ う。

3 条約 の訳文に優先する (第 29条(<)) 真正 のフランス語 正 本にょ る

と, この規定は審査 によって特許 出願が「complexe」 である ことが明らか

になった 場合にと 適用される。条 約の公の英訳 文おいては, この 「complexe」

という 語 が「 タ 妨上の発明を包含 する (contains more than one inventt-

on)」 と翻訳 されている (訳注 : 日 本語 におあいて も事情は同じであるう。この

こと は 完全に正確 であるとはいえ ない。というのは審査 図の法令によって発

明の単 一性以外の理由で特許 出願が 複合(complex) と 認められるこ とがあ

1. Pfanner: "Die Teilung von Patecntanmceldungen GR、U, R. Int.。 1966,

np, 262. 参内。

2. Actes de La Haye, pp.337 (prorosal of France), 430 (report of Second

Sub.Comtmittee), 518/9 (report of Gencral Committee), 539 (cport of Draf、
ting Comrmittee), 572 《adopntion in Secomd Pkcnary Session).

3. Actes de Londres, pp. 170, 173 (proposal), 255 observations), 36779 (re

port of Second Sub.Committee), 454/5 (report of Drzaftipg Committee):513/

4 (adoption in Secopd Plenary Session)、

4.。 Actes de Lisbopne, pp. 501 (proposal of . K.), 50275 (discussion in Se

cond Committee), 534 (report of Second Committee), 100 (adoption in Seco-

nd Flenary Session), 115 (General Report).
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り得るからである。たとえば，同ーの発明の製造と用途についての請求の範

囲の組合せが禁止されている場合である。このような場合にも，この規定が

適用される。もっとも 2以上の発明を含む出願に用いられることの方がはる

かに多いであろう。

同審査によって発明の複合性が切らかになった場合には，出願人はある

数の分割出願に分割することにより，この規定に定める分割に伴なう効果を

うける。この規定は優先権に関する第4条におかれており，通常は，特許出

願の分割に優先権がからみ，分割にもかかわらず優先権を保有するのであ

る。しかしながら. r優先権の利益があるときは (ofthe right of priority 

if any)Jという表現をとっていることは，この規定が，優先権の主張のない

場合にも適用されるものであることを示している。

制 この規定は，審査によって複合が明らかになる前に出願人に自己の発

意によってその特許出願を分割する可能性を聞いており， 1958年のりスポン

改正会議において導入された。この規定は広範なもので，発明の単一性の欠
z 

如または複合以外の理由によって特務出願を分割することを含む。さらに，

優先権の主張されていない場合一一上記注釈与惨照一ーをも含み，特許が方
s 

式だけしか審査されない固にも適用される。特許出額が分割されたあとで，

個々の部分にそれぞれ，特許が付与されるためには，特許付与の法律上の要

件を満たさなければならないことは勿論である。

(吋 出願人の発意によって特許出願を分割する可能性が条約で認められた

ので，この権利を行使する条件ーたとえば行使すべき期間ーは国内法令で定
4 

められるこ とになった。

1. Actes de La Haye， p. 337. この規定を霞ける原因となったフラγス提案は，

発明の単一位の内での複合性，すなわち複数優先権をその目的としてレた。

2. Actes de Lisbonne， pp.印3/4.

3. Actes de Lisbonne， p.印4.

4. Cf. in Federal Republic of Germany: Bundespatentgerieht， 25/7/1967， G. 

R. U.R目 1nt.，1968. p. 132. 
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り 得るか らである。たと をえば, 同一の 発明の製造と用 途に つい ての請求の範

旦の 組合せが禁 止され ている場合 である。このようりな 場合 と も, この規定 が

適用され る。もっとゃも 2 以上の発明を 含む出願に用いられるこ との 方がはる

かに 多いであろ うg。
審査 によって 発明の複合 性が 明らかにたなった 秀 合には, 出願 人はある

数 の分 割出願と分割 することに より, この規定 に定める分割に伴なう 効果を

ゥける。この規定は 優先権に 関する第4 条にお かれており , 通常 は, 特許由

題 の分割に 優先 挫がかから ,  分 割にもかか わらず随 先 権 を保有 するの であ

る。しかしながら ,  「 優 先権の利益があるときは Cof the right of priority

聞 a n y )」 というゥ表現 を と っ ていることは, この規定が, 優先李の 主張のない

場合 も 適用され るものであることを示している。
9 この規定 は, 審査 によって複合が明らかになる 前に出願 人に自己の発

意 によってその特許出願を分 割する可能 性を開いており, 1958年のサスボン

改正 会議に おいて導入された。 この規定は広範 なもので, 発明の単一竹の欠

如 または複合 以外の 理由によって特許 出願を分割することを 含む。ざらに ,
優先 権の主張されて いない 場合一一上記 注釈つら参照一-をも 含み 特許が方

式 だけしか 容 査されない 国にも 適用される。特許 出顎が 分割 された あとで ,
個々の部 分にそれぞれ, 特許が 付与 されるためには , 特許 付与の広律上の要

件 を満たさなければならないとことは勿論である。
〇 出願 人の発 意 によって特許 出願 を分割する可能 性が条約 で認められた

ので, との権 利を 行使する条件一たとえば行使 すべき 期 間 一は国内法令で定

められることになったゅ

1. Actes de La Haye, p. 337。 この規定 を 設ける 原因 となっ たフラ ンス提 索は,

発明の 単 一性 の内での接合 性 , すなわち複数優先極をその旦 的と していた。
2。 Actes de Lisbonne, pp. 50374.
3。 廊ctes de Lisbonne, p。 504.

4。 Cf. in Federal Republic of Germany: Bundespatentgerieht, 257771967, G.
R. U. R. Int.… 1968, p、 132.
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第4条 H(イ〉

日優先纏は，発明の構成部分で当議優先権の主彊に係るもの{ロ)が最初の

出願において特許請求の範囲{ハ〉 内のものとして配臆されていないことを理

由としては，否認することができない。ただし最初の出願に係る出願書類

の全体により当該情成部分が明らかにされている場合に限る包}。

ゆ との規定~t， 19泊年のロンドン改正会議で条約に導入されたJ
(ロ) この規定は，特許出願に関して擾先権を主張する場合にのみ適用され

るものであることを明示してはいないが，それがこの規定の範閣であること

を「発明」という語が舟いられていることで明らかにしている。この点につ

いて特許出願が特別に扱われる理由は次の通りである。

前に述べたように一一第4条A(l)の注釈(リ)一一優先権の行使には，優先権

の基礎となった最初の出願と優先権の主張された後の出願との聞に対象の同

一性が必要である。この対象の同一性は，意匠，商標の登録出願およびある

程度までは実用新案登録出願においては，保持しかっ確立するのが容易であ

る。対象の同一位を特許出顕について保持，確立することは困難である。と

いうのは何が特許され何が特許されなし、かということくたとえば生産物およ

び製造方法および各技術分野における応用〉および発明の詳細な説明および

諦求の範囲の記載方法に関して各国内法令が大きく異なっているからであ

る。したがって，ある発明について最初の特許出願を行い，他の聞における

後の出願に優先権を主張するときには，後の出願をその国の圏内要件に適合

させることが必要になるのはしばしばである。このような場合に優先権が害

われるとしたら正当ではないであろう。したがって，特許出願の場合には，

対象の同一性の要件に多少の柔軟性が認められている。

1. Actes de Londres， pp. 170/3 (proposal)， 255/6 (observations)， 369 (70) 

(report of Second Sub-Committee)， 455 (report of Drafting Committee)， 514 

(adoption in Second Plenary Session). 
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第 4条 所( 7

中 優先権は, 発明の措 成部分で当該 優先格の主張に係るもの(が 最初の

出願 において特許 請求の細 国い) 内のものとして記載 されていないことを理

由 としては, 否認することができない。ただし, 最初の出願に係る出願表類

の全体により当該 構成部分が明らかにされている 場合に隈る( ぽ )。

() とこの規定は , 1984 年 のコンドン改正 会議で条約に導入された。

この規定 は, 特許 出願に関して優先 権を主張する 場合にのみ 適用され

る ものであることを明示 し てはいな いが, それがこの規定の騙 囲 であること

を 発明 」と いう語が 用いられて いることで 明らかし ている。 とこの点につ

いて特許出願が 特別に扱われる理由は次の通りである。

前に述べたようを一一第 4 条 A(1)の壮 釈り一一人先 権の行使には, 優先権

の基礎となった最初 の出願と優先 撫の主張きれた 後の了出願との間に対 象の同

一 性が必要である。この対象の同一竹は, 意匠, 商標の登録出願およびある

程度 までは実用新案 登録出願に おいては, 保持しかご 確立 す るのが容易であ

る。 対象 の同一性を特許出顎に ついて保持, 確立 することは困難である。と

いう のは 何が特許され何が 特許されないかと いうこと (てたとえば生産物おょ

び製 造方法および各技術 分野における応用 および発明の詳細な 説明および

請求 の範還の記載 方法に関して各国内 沙令が 大きく 異なっている からであ

る。したがって, ある 発明について最初の特許出天を 行い, 他の 国における

後の出 願に優先権を主張するときには, 後の出 を その国の国内要件に 適信

させることが必要になるのはしばしばである。 このょ うたな場 合に 優先 権が害

われると したら正 当ではな いであろ 5。 したがって, 符許 出願の場合には,

対象の同一 性の要件に多少の地軟 性が認められている <

1. Actes de Londres, pp. 17073 (proposaD, 25576 (observations)。 369 (70)

(report of Second Sub-Committec), 455 (report of Drafting Committee), 514

(adoption in Second Plenary Session).
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け特許による保護を求める対象を特許出願の 1以上の請求の範囲におい

て明らかにすることを求める国内法令は多いが，この請求の範囲が非常に詳

しくなければならぬ国もあり，他方発明の原則を示すだけで充分の国もあ

る。この相違を考えて，優先権の基礎となった出願の請求の範囲に現われな

かった発明の構成部分についても優先権を認めなければならないのである。

的後の特許出願で優先権を主張するためには，優先権の主張された発明

の構成部分が，先の出願書類全体として〈発明の詳細な説明，図面(若しあ

れば)，図表などを含んで)，はっきりと開示されていれば充分である。優先

権の主張された国の行政機関または司法機関は，この条件が満たされている
2 

かどうかを判断する。

もっとも，との規定は，二方向に働かなければならない。一方では先の出

願の全体によりはっきりと開示された発明のすべての構成部分について，先

の出願を基礎とした優先権が認められるということである。他方， より先の

出願の全体によりこれらの鱗成部分が既にはっきりと開示されているときに

は，その出願は最初の出願とみなされ，前にあげた出願を基礎とした優先権

は認められない。

第 4条 1cイ〉

1 (1)出願人が，その選択により特許または発明者註(ロ〉の出願をすること

ができる固において提出された発明者庄の出願〈川は，特許出願と同憾な条件

に基づき，かつ，問機な効力をもって，この条に規定する優先権を生ずるに}。

(2)発明者証の出願人は，出願人がその選択により特許または発明者涯の

出願をすることができる固においては，特許出願についてのこの条の規定に

1. Acte s de Londres， pp. 171， 455. 

2. Actes de Londres， p. 455. Zutrauen:“Zur Frage de Identitat Zwischen Vor 

und Nachanmeldung bic Beanspruchung der Union.sprioritat，" G. R. U. R. 

Int.， 1960， p. 498 
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9 特許による保護 を求める対象を特許 出願の 1 以上の請求 の範囲におい

て明らかに することを 求める国内 法令は多いが, この請求 の範囲が非常に詳

しくなければならちぬ 国 もあり , 他方発明の原則を示すだけで充分 の 国もあ

る。 この相 佑を 考えて, 優先権の基礎 となった出上の 請求の範囲にと 現われな

かった発明の構成 部分に ついても二先 権を認めなければならないのである。

づら 後の特許出願 で優先権を主張するためには , 優先 権の主張された 発明

の構成部分が, 先の出願書類全体 として (発明の詳細な説明, 図面 ( 若しあ

れば) ,  図表などを 含んで) ,  はっきり と 開示 され ていれば 充分 である。優先

権 の主張された国の行政 機関または司法 機関は, この条件が 満たされている

かどうかを 判断する5

ゃもっと も, この規定 は, 二方 向と 働かなければならない。一 方では先の出

顧 の全体によりはっきり と開示された 発明のすべての構成 部分に ついて , 先

の出願を基礎とした筑先 権が 認められると いうこと である。他方 , より先の

出願 の全体に よりこれらの構成 部分が既に はっきり と 開示 され ていると きに

は, その出願は最初の出願とみなされ, 前にあげた出願を基礎とした 優先権

は 認められない。

第 4 条 1⑦

IT(1) 出願 人が, その選択により特許 または発明者 証 ( ロ5)の出 原をすること

ができる 国に おいて失 出された発明者証の出願 ") は, 特許出願と同様な条件

に基づき , かつ , 同様な効力をもって, この条に規定する優先権を生ずる()。

(2) 発明者 証の出願 人は, 出願 人がその選択により特許または発明者 証の

出版 をすることができる 固においてでは, 特許 出原につい てのこの条の規定に

1. 和信ctes de Londres, pp  171, 455.

2. Actes de Londres, p, 455. utrauen: “Zur Frage de Identitat Zwischen Vor

und Nachanmeidung bic Beanspruchung der Union-spr ior i tat  G. R. . R.

Tnt.。 1960, p. 498
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従い， 特許， 実用新案， または発明者証の出願に基づく優先績を享有す

る《章、

μ) この項は1967年のストックホノレム会議において条約に加えられた。そ

の動慢は，園内法令により，発明について出願人の選択で特許または発明者

証を得ることのできる加盟国が二三あるという事実である:この発明者証と

は発明の実施化権が閣に属する代りに発明者は国から報償をうけるという法

的書類である。

この規定の目的は，特許の付与の代りに発明者証を付与するという園内法

令の規定を持つ同盟国における発明者証の出願人を，条約第4条の優先権に

関する特許出願人と同一地位におくことにある。

{ロ) その国の国民でなく営業所も住所も持たない者にとって発明者証は，

特許よりも一般に有用性が少ないものと信じられているので，発切について

発明者証を付与するだけで特許を付与しない国は，その国の国民に特許を付

与する他の国の国民の保護について充分な相互主義を与えないものと考えら

れる。したがって，発明者証の出願人に優先権を認めているこの規定は.出

願人がその選択で特許または発明者証を出願する権利を持つ固に出願された

発明者証出願だけに適用される。

付同盟国は，その圏内法令で発明者証の意味を自由に定めることができ

る。

同前述の場合において，発明者証の出願は特許出願と同じ効果，同じ条

1. Cf. BIRPI publication， Study Group on Certilicates of Authorship， contai・
ning surveys of the legi.slation of Bulgaria， poland， Rumania and U. S. S. 

R.， 19臼:・

2. Cf. Report of Main Committee m of the 1ntellectual property Conference 
of Stockholm， 1. P.， 1967， p. 217， paragroph 4. 

3. Mast:“Die Einfuhrung der Erfinderscheine in die pariser Verbandsuberei. 

nkunft，“G. R. U. R. 1nt.， 1967， p. 462. 
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従い, 特許, 実用新家 , または発明者証 の出 舌に基づく優先権を事有す

る (ね。
0 この 項は1967 年の スト ックホルム 会 議において条約 に加えられた。そをそ

の動機 は, 国内 法令により , 発明について出 顕人の層 択で特許または 発明者

証 を 得る ととのできる加盟 還が 二 三あるという事実 である。 この 発明考証と

は 発明の実施化 権が国と 属する代りと 発明 者は国から 報 條をうけるという法

的 書類である。
とこの規定の目的は, 特許 の付与の代りに発明 者証を付与する という回内法

令の規定を持つ同盟国における発明者 誕の出願人を, 条約第 4 条の優先権に

関する特許 出願人と同一 地位におく こと にある。

何 _その国の国民でなく営 業所も住所 も持たな い 者にとって発明者 征は ,

特許 よりも一 般に有用 性が 少ないものと 信じられているので 発明について

発明者 証を付与するだけで特許 を付与したない国 は, その個の国民と 特許を付

与 する他の国の国民の保護とについて充分な相互 主義を与えないものと 考えら

れる。したがって , 発明者 誕の出願 人に優先権を認め ているこの規定は, 出

願 人がその選択で特許 または発明者 証を出願する権利 を 持つ 国にと出 応された

発明者 証出題だけに 適用される。

9 同 略 は, その国内法令で発明考証 の意味を自由に 定め ること ができ

るs。
前 述の場合とおいて, 発明考証の出願は特許 出原と同じ効果, 同じ条

41. Cf. BIRPI pubhcation, Study Gronp on Certihicates of Authorship, contai-
ning surveys of the jcgisjation of Bulgaria, Poland, Rumania and . S. 8S.
玉. ,  1954.

2、 てCf. Report of Main Committee 和胃 of the tntellectgal property Conference
of Stockhojm, TI. P., 1967, p. 217, paragroph 4.

3. Mast: "ae Einfiihrung der Erhnderscheine in i e  pariser Verbandsubereti
nkunit, "GR UIn t .  1967. p, 462.
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件で優先権を生じる。これは，最初の発明者証出願を基礎として，同盟の他

の固において同じ対象に関する特許出願に優先権を主張できることを意味す

る。第4条A，B. C， D， E(2)， F， GおよびHのすべての規定がこの場

合に適用される。

的 この規定の(2)は，逆の場合すなわち，出願人が自己の選択で特許また

は発明者証を出願する権利を有する固に優先権を主張する可能性を考慮して

いる。もし出願人が他の国の最初の特許出願または発明者証出願に基づいた

優先権を主張して特許出願をしたときは，これは既にAないし 1(1)項で手当

されている。しかし，優先権を主張した出願が発明者証についてされたとき

には，出願人が，同盟の他の国にした特許，実用新案 (E(2)項〉または発明

者証についての最初の出願に基づいて優先権を主張できることを保証するの

はこの規定である。

発明について発明者証だけで特許を付与しない固には，この I項のいずれ

の規定も適用きれない。このような国に出願された発明者証出願は同盟の他

の固で優先権を享受しないし，他の閤における最初の出願に基づいてこの発

明者証出願に優先権を主張することもできない。

第 4条の2(イ)

(1)各同盟国における出願に係る同盟国の国民(ロ}の特許権{吋は， 同ーの

発明〈ニ〉について他の国〈同盟国であるとないとを関わない悼>)において取得

した特許権から独立したものとする。

(2) (1)の規定は，厳格に解釈するものとし，特に，優先期間(吋中の出願に

係る特許権が，無効又は消漏の理由についても，また，通常の存続期間付)に

ついても，独立のものであるという意味に解釈しなければならなL、
(3) (1)の規定は，その効力の発生の際に存するすべての特許権について適

用する伊〉。

(4) (1)の規定は，新たに加盟する国がある場合には，その加入の際に加入

国又はその他の固に存する特許権についても，同様に適用する(リ)。

S6 第 4革一2

件 で 優先権を生じる。これは , 最初の発明者証出題を基 諾として, 同盟の他

の 国において同じ 対象に 関する特許 出願に 優先権を主張できることを 意味す

る。第 4 条 A, B, C, D,  E(2②⑳の, F ,  G および の すべての 規定 がとの場

倉芝 適用される。

3 この 規定 の(2は, 逆の 場合すなわち, 出願 人が自己の選択 で特許また

は 発明者 証を出願する権利を有する国に 優先 権を主張する可能 性を考慮して

いる。 もし出願 人が他の 国の最初 の特許 出願または発明者証出 願に基づいた

優先穫を主張 して特許 出願をしたときは, これは 既にAな いし 1 (D項で手当

されている。しかし, 優先 権を主張した出願が発明 者証についてされたと き

には, 出願 人が, 同盟 の他の 国にした特許, 実用 新案CE(2 )項)または発明

者 託に ついての最初の出願 に基づいて 優先 権を主張できるとことを保証するの

はこの 規定 である。

発明について発明 者証だけで特許 を付与しない 国 には, この { 1  項のいずれ

の 規定 も適用さきされない。このより な瑞に出願 された 発明者 証出願は同盟の他

の 国で 優先 権を享受し ないし, 他の 国における 最初の出願に基づいて この発

明 者証出 願に優先 権を主張すること もできない。

第 4条の 2

(?) 各上同盟国における出 原に 係る同盟 国の国民 ' )  の特許 権パ) は, 同一の

発明こ )について他の国 (同盟 国であるとないとを 問わないおうにおいて取得

した特入 権から独立したものとする。

(2) (の 規定 は, 厳格 に解釈するものとし, 特に, 優先 期間い ) 中の出願に

係る特許 権が, 無効又は消江の 理由に つい ても, また, 通常の存続期間<に

ついてあも, 独立のも のであるという意味 に解釈しなければならない。
(3) (】の規定は, その効力の発生の附に胡 するすべての特許権について適

用 する(お)。 了

(の (の 規定 は, 新たに加 昭する国がある 場合には , その加入の際に加入

国 又はその他の 国に 郁する特許 析に ついても, 同様に適用する(びり)。
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1 (5)優先惜の利益により取得された特許権については，各同盟国におい

て，優先織の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認めら

れる存続期間と同ーの存続期周が毘められるほ}。

(1) この条(lX3)および(4)にあらわされた各同盟国における同ーの発明につ

いて得られた特許の相互独立性の原則は， 19∞年のプラッセル改正会議で採

択された迫加条約に噂入された。 1911年のワシントンおよび1934年のロンド

シ各改正会議で第2項と第 5項がそれぞれ加えられた。

(ロ) 第3条の規定によって条約の利益をうける者は，この国の国民に準ず

る。

例改良特許や追加特許を含んで， r正常な」特跨と，現存する外国特許

に基づいてのみ付与されるだけの「異常なJ特許とは区別しなければならな

い。このような特許(第1条(4)の注釈付参照〉は，輸入特許'.導入確認ま

たは再確認と呼ばれる。この種の特許は，それを認めている固において，特

許出願時に新規性を喪失してしまい，したがって普通にはもはや特許させな

い発明に付与される。しかしながら，これらの特許は，現存する外国特許に

基づき，輸入特待の付与される国において発明が実施化されるのを期待して

付与されるのでるる。このような場合には，輪入特許の期聞は，輸入特許の

付与の基礎である外国特許の期聞に従属させることができる。

同独立性は， r同ーの発明Jについて得られた特許に関してだけ規定さ

れている。もっとも，同一でない発明について得られた特許に関して，独立

1. Actes de Bruxel1s， pp. 41/2 (propo叫)， 181/3. 311， 331/3 (disc凶 sions組 d

adoption in Plenary註ssion).

2. Actes de Washington， pp. 47， 228 (Proposa1s)， 222 (observation)， 276/7 

(report o( Committee)， 249/51， 259向。 (discussions)nd a均 tionin Third 

and Fourth Plenary Sessions)， Actes de Londres， pp. 257/8 (proposals)， '570 

(Report 01 Second Sub.Committee)， 455/6 (report 01 Dra(ting Committee)， 

514 (discussion and adoption in Second Plenary Session). 

3. Cf. Actes de Washington， pp. 249/51， 259. 
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3 (5) 優先権の利益により取得された特許捨 については, 各癌明 国におい

て, 佐先覆の利益 なしに特許 出 項がされ又は特許が与えられた 場合に認めゆら

れる存続期間と同一の存続期間が 認められるぱ )。

① この条(1(3 おょび( のにあらわされた人各同盟 国における同一の発明につ

いて得られた特許の相互独立 性の原好は, 1900 年 のプブラッセル改正会議で採

択 された追加条約と導入された。1911年のワシント ンおよょよび 1934年のロンド

ン各改正 会議で第 2 項と第 5 項がそれぞれ加えられたゥ

第 3 条の規定 によって条約 の利益をうける 者は。 との国の国 長に信ず

る。

の 改良 特許や追加特許を含ん で, 「正 常な」特 許と, 現存する外国特許

に基づいてのみみ付与されるだけの 「暴 常な」 特許とは区別しなければならな

い。このょ うなな特許 (第 1 条(④の注釈〇参照  ) は, 輸入特許 , 攻入, 確認ま

たは再 確認と呼ばれる。 この衝の 特許は, それを 認め ている国において , 特

許 出 願 時に新規 性を喪失し てしまい, し たがって普通には もはや特許 させな

い発明に 付己され る。し か しながら, これらの特許は, 現存する外国特許に

基づき, 輸入 特許の付与される国 において発明が実施 化されるのを 期待して

付 さ れるのである。このょ うたな場合には, 輸入 特許の期間は, 輸入特許の

付与の基礎である旭国 特許の期間に 従属させることができる。

らら 独立 性は , 「 倍 一の発明」について 得られた特許 に関してだけ失定さ

れている。 もっとも, 同一で ない 発明について 得られた特許 に関し て, 独立

1。 Actcs de Bruxelk, pp. 4172 (proposa), 18173, 31f。331/3 (diacusstops and
adoption in Plepary Scssion).

2. Actes de Washington, pp. 47, 228 (Proposals), 222 (observatiom)。27677
(report_of Commsttee), 249/5t, 259/760 (discussions 'and adoption in Third
and Fourth Plenary Sessiops), Actes de Londres, pp. 25778 (proposals), 370
(Report of Second Sub.Committee), 455/6 (report of Drafting Committee),
514 ( 由scussion and edoption in Second Picnary Sessionp)、

3. Cf. Actes de Waghington, pp. 249/51, 259.
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性は当然に適用される。

制 この規定によって，同盟国は，その閏の特許権を，たとえ同ーの発明

についての他の特許が同盟に属さない固において付与されていても，他の特

許権から独立したものと認めることを義務づけられている。

付 この規定の意味は，優先期間中に出願され，優先権が認められた特許

権であっても，優先権の基礎である出願に付与された特許権から独立である

ということである。優先期間中に出願きれなかった特許権または優先権の主

聾されなかった特許権については，この条(1)からみて同ーの原則が適用され

る。

(ト) 同ーの発明について付与された特許権の独立性は，通常の存続期間お

よびそれよりも早期の消践の可能性に関するものである。消減または無効の

場合だけでなく，特許権の存続料金が納付されなかったときにもこの可能性

がある。
Z 

伺 この規定は，この規定の発効したとき (1901年 9月14日)に存在して

いた特許のすべてが現在までに消波してしまったので，その意義を失った経

過規定である。

(リ) この規定には付言を要しなL、。

(5t) 1934年のロンドン改正会議でこの条に加えられたこの規定の目的は，

優先権の利益を得た特許権の存続期聞を，優先権の認められない特許権の存

続期間の起算点となる日とは異なった良から起算することができないことを

1. 1911年のワシントγ改正会議においてこの問題について幾分かの混乱があった

ように思われる。との会議で本当に論議の的になったのは輸入特許だけであヲた。

2. Cf. Article 3 of the Additional Act of Brussels， 19∞， and Actes de Wa-

shington， pp. 13/4. 
3. Actes dd Londres， pp. 257/8 (proposa)s of France， Germany， U. S. A. and 

several other countries)， 370 (report of Second Sub.Committee)， 455/6 (re-

port of Drafting Committee)， 514 (discussion and adoption in Second Plena. 

ry Session). 
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性 は当然 に適用される。

3 この規定 によって, 同盟 国は , その国の特許権を, たと えぇ同一の発明

についての他の特許 が同盟に 属さ ない 国に おいて 付与 され ていても, 他の特

許 析から 独 立し たものと 認めることを 義務づけられている。
この 規定の意味は, 優先 期間 中に出願 され, 優先横が認められた特許

秩 であっても, 優先 権の基礎である出題 に付与された特許 権から 独立である

と いう と と である。 優先 期間中に出願 されな かった特許 権ま たは優先 権の主

張 さ れ なかった特許 権に つい ては, との条(1) か らろみて同一の原別が 適用され

る<

(9 同一 の発明に ついて 付与 された特許 権の独立 性 は, 通常の存続期間お

ょびそれよょりき 早期の消 減の可能 性に 関する ものである。消 城または無効の

場合 だけでなく, 特許 権の存続 料金が納付され なか った と きにもこの可能性

が ある。

要 との 規定 は , この規定 の発効したとき (1901年 9月14昌 ) に 存在して

いた特許 のすべてが現在 までに消滅 してしまったので, その意義を失った経

過 規 定 である。

0⑨⑲ と の 規定 には付 言を要しない。
2⑳ 1934 年 の ロンドン直正 会議でとの条に 加えられたこの規定の目的は,

優先 権の利益を 得た特許 権の存続 期間 を, 優先権の認められない特 許橋の存

続 期間の起算 点となる 日とは 異なった 日から起 算する ことができないことを

1. 1911年のワシントン改正 会議において との問題 に ついて弟分 か の混乱があった

より に思われる。との会 評で本当に論議 の的に なったのは 輸入 特許 だけであった 。

2、 CE _Article 3 of the Additional Act of Brussels, 1900, and Actes de Wa-

shington, pp. 1374.
3.、 Actes dd Londres, pp. 25778 (proposats of France, Germany リ. S. A. and

several_other countries), 370 (report of Second Sub.Committee), 455/6 (re・
nort of Drafting Committee), 514 (discussion and adoption in Second Plena-

ェゼ Session).
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切らかにしようとするものである。

第 4条の3

発明者は，特許証に発明者として記蔵される権利を有する(.()(則。

い) この規定は.同盟のすべての国において自己の発明に付与された特許

に発明者として配蔵される発明者の人格権 (moralright) と一般に呼ばれ

るものに関するもので，凶年のロンドン改正会接で条約に導入された:

(吋 発明者のこの権利行使の手続きは，各同盟国の国内法令によって定め

られる。発明者は特許証に記載される権利を有するだけなので.園内法令が

それに反する規定をしない限り発明者は，この権利を放棄することができ

る。この規定の当初の提案ではこの規定に反する契約は無効である旨の条項

が含まれていたが，受け入れられなかった。したがって，この問題は圏内法

令の問題である。

第 4条の4<イ)(ロ〉

物の発明におけるその物の販売又は物を生産する方注の発明におけるその

方注により生産した物の販売(川が国内法上の制限(=)を受けることを理由と

しては，これらの発明について特許を拒絶し又はこれらの発明についての

特許を鯨効とすることができない。

い) この規定は. 1958年のリスボン改正会議において条約に加えられT二

1. Actes de Londres. pp. 259/60 (proposals of Denmark， Mexico， Netherlands 

and several other countries)， 370/3 (r句ortof Second Sub.Committee)， 456 

(report of Drafting Committee). 514 (discussion and adoption in Second Ple-

nary Session). 

2. Actes de Lisbonne， pp. 508/9 (proposals of Denmark， Netherlands and se. 

veral other Countries)， 510/3(discussion in Second and General Committees)， 

534/5 (report of Secoud Committee)， 1∞(adoption in Second Plenary Sessi-

on)， 115 (General Report). 
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明らかに しょうと するものである。

策4 条の3

発明者は, 特許証に発明者として記載される格 利を有する (1〉(5) 。

(0り この規定 は, 同 只のすべての 国に おいて自己 の 発明に 付与された特許

に発明 者として記載される 発明 者の人格権(moral right) と一 般に呼ばれ

る ものに 関す るもので , 1934 年のロンドン下正 会議で条約に導入された。

休 発明者 のこの失利 行使の手続きは, 各同盟 国の国内 法令によって定め

られる。 発明 者は特許 証に記載される 権利を有するだけなので , 国内 法令が

それに反する規定 をしない限り 発 明者 は , この棒 利を放 棄する  ことができ

る。この規定の当初の提案ではこの規定に反する契約は無効 である言の条項

が 含まれていたが, 受け入れられ なか った。 したがって , この問題は国内法

令の問題である。
人筑 4 条の4 くつ( 5

物 の発明におけるその物の販売又は物を生産する方 法の発明におけるその

方 法により生 益 した 物の販売 * ハ^) が国内 法上の投限 =) を 受けることを理由と

しては, これらの 発明に ついて特許を拒 給し, 又はこれらの 発明についての

特許 を無効とすること ができない。
7) この規定 は, 1958 年 のリスボン改正 会議において条約に加えられた

1. Actes de しondres, pp, 259/60 (proposals of Denmark, Mexico, Netherlands

and several other countries), 370/3 (report of Second Sub.Committee), 456

(report of Drafting Committee), 514 (discussion and adoption in Seccond Ple-

nary Session).

2. Actes de Lisbonne。pp. 508/79 (proposals of Denmark, Netherlands and se-
veral otbsr Countries), 51073 (市scussion in Second and General Committees),
5434/5 (report of Secoud Commnittee), 100 (adoption in Second Plenary Sessi-

on), 115 (General Report).
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わ) この規定の提案された理由は次の通りである。発明が，国防や品質など

の点でその国の圏内法令の要件をみたさない生産物を製造するようになるこ

のとが時々起る。また，その国家が公法人または私法人に，そのような生産

物の製造または販売の専売または独占権を付与したため，このような製造や

販売が制限される場合がある。しかし，このような発明に関する特許を拒絶

したり無効にしたりすることは正当ではない。前者の場合に，その発明によ

って生産物の肢売を禁止した法令の要件が時代後れのものであることが判る

かも知れない。そのときには法律は改正されるか廃止されて，発明を実施で

きるようになるだろう。後者の場合に，専売権者は，発明の許諾実施権また

は強制j実施権を得ることができるので特許は正当化される。したがって，こ

の規定は，これらの場合に特許が拒絶されたり無効にされないことを定めて

し、る。

付 この規定は，特許された生産物の服売または特許された方法によって

得られた生産物が園内法令で制限をうける場合だけに言及していて，その生

産物の製造または特許された方法自体の使用が同じような制限をうける場合

については言及していない。したがって，このような場合を律するのは園内

法令の問題である。その場合，この規定に述べられた場合と同様に解決をす

るのが当然であろう。

伺 この規定は，生産物の販売がその園の圏内法令による制限をうける場

合を取扱っている。この飯売が完全に禁止されている場合もこの規定の適用

をうけるかどうかという問題は未解決であるが，この規定の目的からみれば，

肯定的に答えるべきである。その発明が公の秩序または善良の風俗に反する

ときは，あらゆる場合に特許を拒絶したり無効にする可能性がなければなら

ない。も っとも，発明の実施が法律または規則で禁止されている.あるいは

制限されているからというだけでは認められないが，その国の基本的な法的

1. Cf. in Austria: Patentant (Division of Appeals)， 21/10/19ω" Oesterreichis・
ches Patentblatt， 1961， p. 46; G. R. U. R. Ent.， 1961， p. 483. 
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⑤ この規定の提案された 理由は 次の 通りである。発明が, 国防や品質など

の 点でその国の国内法令の要件 をみたさない生産物を製造  するようになるこ

のとが時々 起る。また, その国家 が公法 人または 私 法人 に。 そのような生産

物 の製造 または販売 の専売 ぶたは独占 権を付与したた め, こと のよう な 製造や

販売が 制限される 場合がある しかし。 とこのよ うな和発明た 関する特許を拓夫

したりぉ無効 としたりすることは正当ではない。 前 者の場合と, その発明によ

って生産 物の販売 を禁止した 法令の要件が時代 後 れのものであることが 判る

か $ ゃ知れない。そのときには法律 は改正されるか 廃止 されて , 発明を実施で

きる よう になるだろう。後者の場合に, 専売権考は, 発明の許諾 実施権また

は強制 実施権を 得ることができるので特許は正当 化さ れる。 した がって , こ

の規定 は , これらの 場合に特許が拒絶 されたり 無 効にされないことを 定めそて

いるcs
3 この規定 は , 特許された生産 物の販売 または特許された 方 法 によって

得 られた生産 物が国内 法令で制限 をうける 場合 だ けに 言肥し ていて, その生

産物 の製造または特許 された 方 法自体の使用が 同じような 製限 をうける場合

については 堂 及し ていな い 。 したがって, このような 場合を律するのは国内

法令の問題である。その場合 , との規定に述べられた 場合と同様に解決をす

るのが当然であろう。

暫 この規定 は, 生産 物の販売 がぶその国の国内 法令とよる 制限 をうける 場

合を取扱 っている。この販売が 完全に 禁止 され ている 場合 もとの規定の適用

をうけるかどうかという問題は未 解決であるが, との規定の目的からみれぱば,
背 定的に答え るべきである。その 発明が公の秩序 または立 良の風俗 に反する

ときは, あらゆる 場合に特許を拒絶 したり 無 効 にする可能 性がなければなら

ない。 もっとゃも , 発明の実施が 法律または規 期 で禁止されている, あるいは

制限 されているからと いうだけでは 認められないが, その国の基本的な法的

1. CE in Austria: Patentant (Division of Appceals), 21/1071960, Oesterreichis-
ches Patentblatt, 1961, p. 46: G. R. . R._ Ent… 1961, p、483.
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いは社会的観念に反するときだけ認められる。

第5条 A(イ}

. A(1)特許権は，特許織者〈ロ3がその特許権を取得した国!こいずれかの同盟

国{吟で製造された当霞特許権に係る物{司を輸入する場合にも，消濡しな

L、(*)。

(2)各同盟国は，特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊

害hhたとえば実施がされないことn)を防止するため，実施権の強制的憧

定(刊について規定する立法措置を執ることができる。

(3)特許織の消滅〈リ)は，位Mこ規定する弊害ほ}を防止するために実施織の

強制的殴定では+分でない場合に醍り，規定することができる。特許惜の消

誠又は特許の取消しのための手続きは，実施権の費量初の強制的世定の白から

二年の鰐潤が満了する前には，することができない仏、

(4)実施織の強制的置定は，実施がされず又は実施が十分でないこと〈ヲ}を

理由とじては，特許出願の白から四年の期間文は特許が与えられた白から三

年の期間のうちいずれかおそく満了するもの{引が満了する前には，情求する

ことができず，また，特許権者がその不作為につきそれが正当であることを

明らかにした場合には，拒絶される{カ〉。強制的に股定された実施織は，排他

的であってはならず，また，企業又は営業の構成部分のうち当舷実施権を行

使するものとともに蹟遣する場合を除くほか，当館実施憧に基づく実施機の

許踏の形式によっても，題避することができない伺}。

(5) (l)から(4)までの規定は，実用新実に準用するけ}。

付) この項の(1)は，特許権に係る物の輪入に関するもので， 1883年の条約

の当初の正文に導入された。それ以来，形式が多少修正されただけで変更さ

れていない。

1. Actes de Paris， 1， pp. 27 (proposal for Article 4). 56/8. 64/70. 132 (discu・
ssions and adoption). 
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いは社会 的観念にと反するときだけ委め られる。

第 5 条 AAぴの

・ る( 1  特許権は, 特許 権者 (9 がその特許筐を取得 した国にいずれかの同盟

国パ) で製造された当該特許権に係る 物に ) を 輸入 する場合にも, 消滅しな

いて お*)。

(2) 各同朋 国は, 特許に基づく排他的 権利の行使 から生ずることがある弊

審 (やの, たとえば実施 がされないこと ( ! )  を防止 するため, 実施権の強制的設

定 ぽ ) について規定する立法措置を執ることができる。

(3) 特許柏の消滅(り)は, ②に規定する弊費'(ぇ) を 防止するために実施模の

強制 的設定では十分で ない 場 合に 限り, 規定 することができる。 特許格の消

減 又は特許の取消しのための手 続きは, 実施 権の最初の強制的設定の日から

二 年の期間が 満了する前 に は, することができない (《ん)。

(4) 実施指の強制的 般定は, 実施がされず又は実施が 十分でないこと (を

理由 とし ては, 特許出器の日 から四 年の期間又は特許が与えられた 日から三

年 の期間のうちいずれかおそく 満了するもの(⑦  が 満了する前には, 請求する

ことができず, また, 特許 権者がその不作為につきそれが正当 であることを

明らかにした 場合には, 拒絶 される(か。 強制的に設定された実施 権は, 排他

的 であってはならず, また, 企業 又は営業の構成部分のうち当凌 実施権を行

使 するものととあゎに放流する場合を 除くほか, 当該実施権に若づく 実施格の

許諾の形式によっても, 計波 すること ができない (《ヨ )。

(5) (1から(4 までの規定は, 実用新案に 準用する(をタ)。

①すこの項の(1)は, 特許 権に係る物の輸入 に関するもので, 1883年の条約

の当初の正文に導入された。それ以来, 形式が多少修正されただけで変更さ

れていないs。

1}。 Actes de Paris, Tpp .  27 (proposal for Article 4) ,  5678, 64770, 132 (dscn-
ssions and sdoption)、
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この項(2X3)およ似)ぴは，特許権の与えられた固における発明の実施義務，

およびより一般的に特許権によって与えられた独占権の実施によって生じる

ことがある弊害 (abuses)を取扱っている。 1槌3年の条約の当初の正文は，

特許権に係る物の輸入の場合に，特許権者がその物を輸入した国の国内法令

にしたがってその特許を実施する義務が存する旨を述べた規定を含んでいる

にすぎなかった。 1釦O年のプラ ッセル改正会議で特許の不実施に関するより

一般的な規定がプラッセルで採択された追加条約第2条が加えられた。この

規定は，続くワシントン(1911年)， ヘーグ (1925年)，ロンドγ(1934年〉

およびりスボン(1958年〉の各改正会議でさらに練り上げられた。へーグ会

議でこの規定は特許権によって与えられた独占権から生ずることがある弊害

を防止するための法令措置の規定を含むように拡彊され，弊害の例として不

実施をあげた。一方，この会議，さらに続くロンドンおよびリスボンの各会

議において，それらの場合における法令指置や制裁の可能性を減縮した:

当初においては，これらを律する規定が自己執行的と認めることができる

かどうか一一この可能性の認められる固において〈前記第E章3および4参

照〉一一，すなわち，園内法令が存在しない場合や園内法令が臭った規定を

持っときでも，当事者は当該国の行政機関または司法機関に対して直接にこ

1. Cf. for this subject， Akerman: L'obligation d'exploiter et la Iicence obli・

gatoire en matiere de brevets d'invention， 1936. 
2. Actes de Bruxelles， pp. 82/7， 316/27， 383/8. 

3. Actes de La Haye， pp. 234/7 (proposal)， 337/8 (observations)， 431/4 (re・

port of Drafting Committee)， 573/6 (discussion and adoption in Second Ple. 

nary S鰯 ion).

4. Actes de Londres， pp. 173/5， 179 (proposal)， 261/3 (observations)， 377/80 

(report of Second 臼b.Committee)，458/60 (report of Drafting Committee)， 

515 (adoption in Second Plenary Session); Actes de Lisbonne， pp. 389/93 

(proposals)， 395/407 (observations) ， 411/25 (discussion in Second Committee)， 

526/9 (report of Second Committ田)， 1∞/1 (adoption in Second Plenary Se. 

ssion)， 116 (General Report). 
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この項(27(3)およ (④ぴは, 特許 権の与えられた 周における 発明の実施義務。

およびぴよょより一 般 的に特許 権とよって 与えられた 独占和権の実施によって生じる

ことがある散害(abauses) を取扱 っている。 1883 年の条約の当初の正文は,

特許 権に 係る 物の輸入 の場合 に, 特許 権者がその物を 輸入 した 国の略内法令

にしたがってその特許を 実施する装務が 存する旨を 述べた 規定 を含んでいる

補 すぎなかった。1900 年 のブラ ッセル改正 会談で特許の不実 施に関する より

一 般 的な規定 がブラッセルんで 採択 きれた 追加条約 第2 条が 加えられた。 この

規定 は, 続くワシント ン (1911 年》】ヘークグ (1925年う センドン (1934年う

およびぴびリ スポボン (1958年うの各改正 会衣 できらに 練り上げら れた。ヘーグダ会

誠 でとの規定は特許 推 によって 与えられた独占権 から生ずること がある弊害

を 防止 するための雇令措 置の規定を含むように拡張され, 幕 害の例 として不

実施 をあげた。 ーー方,  この会 議 ,さら たに続く ロンドンおよびリスボンの各会

議 において , それらの疹 合 とおける法令 措盾や捉 康の可能件を減給 した。

当初 においては, これらを 律する規定が自己 執行的と認めるとと ができる

かどう かー 一この可能 性の認められる 国において (前 記第基 章3および 4 参

照 け一 一,すなわち, 国内法令が 存在しない場合や国内法令が 異 った規定を

持つときでも, 当事者は当該国の行夏機関きたは富法 機関と 対して直接にこ

31、 でCf. for this subject, Akerman: L'obligation dexpioiter et la licence obli-
gatoire en matiere de brevets dinvention, 3936.、

2. Actes de Bruxelles, pp. 8277. 316727, 383/8.
3. Actes de La Haye, pp. 23477 (proposal), 33778 (observations), 43174 (re-

port of Draftung Committee), 573/6 (discussion and adoption jn Second Ple-
ary Session)、

4, Actes de Londres, pp. 173/5, 179 (proposal), 26173 (observations), 377/80
(report of Second Sub-Committee), 458760 Ceportt of Drafting Committee),
515 (adoption in Second Plenary Session): Actes de Liabonne, pp. 389/93
(proposalas), 395/407(observations), 411725 (discussion in Second Committee),
526/9 (report of Second Committee), 100/1 (adoption in Second Plenary Se-
saion)) 115 (General Report).
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の規定の適用を主彊できるかどうかについて疑問が残っていた。 この項の(2)

は，依黙として同盟国に法令措置をとる権利を与えただけの規定であり，自

己執行的性格を持たない規定である。他方，この項の(1)，(3)および(4)は，特

にロンドン (1934年〉およびリスポン (1958年〉の改正会識の後では，自己

執行の可能性を認める固においては，明確に自己執行的であるように表現さ

れている。

この項の(5)は， 1934年のロ γ ドシ改正会議で加えられた。

(ロ) この規定は，特許権を取得した国への特許権者による特許権に係る物

の輸入に関するもので，そのような輸入が特許権の消滅をもたらすか否かと

いう問題が激しく討議されたときに条約に加えられた。それ以来，特許権

に係る物それ自体の輸入について国内法令がゆるやかになってきたので.こ

の問題の重要性は殆んどなくなってしまった。この規定はかなり狭く表現さ

れており，同盟国は， この規定に述べているのとは違った方法でまた違った

状態において特許権に係る物の輸入を自由に律することができる。

付 この規定はいずれかの同盟国において製造された物を輸入した場合

にのみ適用され，この物がどこかよそで製造され，それらのー固から輸入さ

れた場合には適用されない。

同 「製造された物」は「特許権に基づいて製造された物」を意味すべき

であり，第4条の4にあげられた両者，すなわち，物自体が特許権の対象で

ある物および特許された方法によって製造された物の両者を含む。

1. たとえばフラゾスにおいては判例法および ChavanneAnn. 1963. p. 263に，

および Roubierが Ann.1954. p. 257， 1957， p. 367に引用した文献，および

Cour de Cassation (Chambres reunies)， 16/11/1966， Ann.， 1967， p. 117，ベル

ギーにおいては， Conseil d'zfat. 9/5/1958. Ing. Conseil， 1958， p. 172;イタ リ

ーにおいては， Court of Appeals of Turin， 15/10/1965， G. R. U. R. Int.. 1957. 

p. 361 (German translation). 

2. Actes de Londres. pp. 379/80 (proposal of poland)， 459/60 (report of Dra. 

fting Committee)， 515 (adoption in Second Plenary Session). 
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の 規定 の適用を主張できるかど うぅかについて穫問が 残っていた。 この項の(2

は, 依 然として同盟 国に法令措置 をとる権利を与えただけの規定で あり, 自

己 執行釣人性格を振たない規 定である。他方 , と の 項 の①, (3 おょび(④9は, 特

にロン ドン (3934年 ) およびリス ボン (1958年) の改正会議の後では, 自己

執行の可能 性を認める国に おいては , 明確に自己 執行的 でもるように表現さ

れている。
この 項 の(5)は, 1934 年 のロンドン改正 会議で加えられた

この規定は, 特許 権を取得 した 国への特許 権者による特許権に 係る物

の 輸入に 関する もので, そのような 輸入が特許 権の消滅 を&もたらすか 否 かと

いう問題が 激しく討議されたときに, 条約に加えられた。それ以 来, 特許権

に 係る物それ自体 の輸入について国内 法令がゆるやか になってきたので, こ

の間 散の重要 性は 殖んどなく なっ てしまった。 この規定 はかなり 狭く表現さ

れており, 同盟国は, この規定に述べ ている のとは 違った 方 法でまた違った

状態と おいて特許 権に係る物の輸入を自由に 律することができる。

パパ この規定は, いずれかの同盟 国に おいて製造 された 物を 輸入した場合

にのみみ適 用され, この 物がどこか ょそで製造 され, それらの一 男から 輸 入さ

れた 場合とは 適用されない。
らヨ 「 製 造された 物」は「 特許 権に基づいて 製造 された 物」を意味 すべき

であり  , 第 4 条の4 にあげられた両者 ,すなわち, 物 自体が特許 棒の対象で

ある 物事よび特 許された方 法 によって 製造された物の両者 を 含む。

1. たとえば フランス においては 判 他法および Chavannc Ann。 1963.p. 263 に ,

およょよび Roubier が Ann. 1954.p. 257. 1957. p, 367 に引用 した文寺, および

Cour de Cassstion (Chambres reunies), 16/1171966, Ann.。1967, p. 117, ベル

ギー お いては, Conseil dzfat, 9/75/1958, ing. Conseil, 1958, p, 172: イタリ

ーにおいてはは, でCourt of Appeals of Turin, 15/10/1965, G. R, U、R。 Int.。1957
np. 361 (German transiation).

2. Actes de Londres, pp. 379/80 (proposal of Poland), 459/60 (report of Dra・
fting Committee), 515 (adoption in Second Plenary Session),
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的 この規定は，指摘されている輪入が特許権の消滅をもたらさないこと

だけを規定している。もっとも，消滅 (forfeifure)という表現はすべての

同盟国で使われてはいなL、。この規定の目的からみて，特許権を終了させる

措置が消滅，廃止，取り消しまたは無効と呼ばれているかどうかとは無関係

に，特許権者による特許権に係る物の輸入を理由として特許権を終了させる

すべての措置に適用すべきである。

付 この規定は特許によって与えられる独占機の行使から生ずることのあ

る弊害に関するもので，特許法の非常に重大な問題に関連する。特許は，そ

の実施を離れても他の発明を誘発する発明を公開するので工業に有益である

と考えられ，その期間満了後は公共のものになるのであるが，多くの国にお

いては，それを正当化するためには，特許は，特許権の与えられた固におい

て特併発明を実施するために用いられるべきであり..単に他人が実施するこ

とを防いだり，輸入を制限するための排他権としてのみ使用されるべきでは

ないと信じられている。他方，その発明に特許権を与えたすべての固におい

て同一発明を直ちに実施することは一般的に不可能であるので，それらの国

において，特許権者自身または実施権者による実施を計画するために充分な

時間を特許権者に与えねばならない。

この規定の狙いとするところは，これらの配慮の均衡をとろうとすること

にある。各同盟国は，特許に基づく独占権の行使から生ずることがある弊

害，たとえば実施されないことを防止するため立法措置をとる権利が与えら

れているが，それは，この条の(のおよびμ)の規定が遵守されてという条件に

おいてである。

(2)の規定， したがって，その適用の原則を定めた(3)および(4)の規定は，こ

こに述べた弊害を防止することを目的としたもの以外の措置を取扱ってはい

ない。したがって，同盟国は，公共の利益からそのような措置を必要とする

とみなされる他の場合には.(4)に示されたもの以外の条件での強制実施権の

ような類似あるいは臭った措置をとることは自由である。これは，特許が国

防あるいは公衆衛生の分野における国家の重大な利害に関する場合や，いわ

84 人 5 条一A

8 この 規定 は, 指摘 きれている 輸入 が特許覆の 消滅をもたらさないこと

だけを規定 している。 もっと も , 消 減(forfteifure) と いう表現 はすべて の

同名 国で使われては いない。とこの捉 定の目的 からうて, 特許権を終了させる

措曰が消減, 廃止 , 取り 消し または 無効 と呼ばれている か どう かとは無関係

に, 特許 権者 による特許 権に 係る 物の輸入を 理由として特許槍を 終了させる

すべての措置 に適用すべきである。

との 規定 は特許によって 与えられる独占 権の行使から生ずるととのあ

る弊害に関す るもので, 特許 法 の非常に重大な問題 に関連する。特許は, そ

の実施を郊れても$他の 発明を誘発する 発明を公開するので工業に有益である

と 考えられ, その期間満了 後は公共のものになるのであるが, 多く の 国にお

いては, それを正当 化するた めには , 特許は, 特許 権の与えられた 国におい

て特許 発明を実施 するために 用いられるべきであり  , . 単 に他人が実施 するこ

とを 防いだり, 輸入を制限 するための 排 他権としての用 使用きれるべきでは

ないと信じられている。 他方 , その発明に特許 権を与えたすべての国におい

て同一 発明を直ちに実施 することは一 般 的と 不可 能であるので, それらの国

において, 特許権者自身 または実施権者による 実施 を計画 するために充分な

時 間を 特許 権者に与えねばならない。
との規定の狙 いとするところは, とことれらの配 号の抱衡をとろうと すること

とにある。 各同 盟 国 は, 特許に基づく独占 権の行使から生ずる こととが ある幣

害 , たとえば実施 されないことを 防止 するため立法措置をとる 権利が 与えら

れているが, それは, との条の(3 および(のの規定が 遵守されてといらゥ条件に

おいてであるos。

(2⑳の規定 , したがって, その届 用の原則を 定めた3③および(④の規定は, こ

と 述べた 幣 害を防止 するととを目的 と したもの以外の措置を取扱 ってはい

ない。 しレしたがって, 同盟国は, 公共の利益からそのような措置を必要とする

と みなされる他の 場合とに は, (9に 示されたもの以外の条件での強制 実施権の

よう たな類似 あるいは 異った措置 をとるこ とは自由 である。 これは, 特許が国

防 あるいは公衆 箱 生の分 野とにおける国家の外大な 利害に 関する 場合や , いわ
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2 
ゆる利用特許の場合などである。それらの場合にはこの条(3)およびμ)の原則

が適用されないので，同盟国には，立法措置をとる自由がある。

この条の規定が適用される場合，すなわち圏内法令が特許権に基づく独占

権の行使から生ずるととがある弊害を防止するためのものである場合には，

(ゆおよびωに定められた原則は， 同盟国にとって強行的なものであり，その

可能性の認められている固においては，利害関係者は直接にこの原則を主張

することができる。

ここに述べられた弊害のうち，特許発明の不実施が，これはμ)によると不

充分な実施を含むのであるが，例としてあげられている。このような弊筈の

他の例としては，特許権者が，その国で特許を実施しているが正当な条件で

の実施権を設定することを拒否したり，あるいは充分な品質を持つ特許晶を

園内市場に供給しなかったり，その製品に過度の価格を要求したりする場合

がるる。同盟国はそれらの弊害や他の弊害を自由に定めることができる。

(1-) 同盟国は，また「実施のきれないこと」とは何を意味するかを定める

のも自由である。一般には，発明の実施とは工業的に実施すること，すなわ

ち，特併された物を大規模に製造すること (manufacture) によりあるいは

特許された方法の工業的利用によって実施することと理解されている。した

がって，特許された物や特許された方法で製造された物の輸入または販売

は，一般には発明の「実施」とはみなされていない。

同盟の国家 (state)は，関連の国 (country)における特許の不実施の場

合に既に立法措置がとれるのか，あるいは，この不実施が 1以上の他の国

(∞untri回)を含む広範な領域に生じたときにだけ立法措置がとれるのか

1. 英聞においては， House of Lords， 11/3/1954， 71， R. P. C. 169 (1954).およ
ぴ Actesde Lisbonne pp. 393/5，407/10. 421/2におけるこの問題についての
討議を多照.

2. r利用特貯」主は，同時に先の特許または先の出願あるいは優先権に基づいた
特許を利用しなければ実施できない特許である。

3. Actes de La Haye， p. 434. 

4. Actes de Londres. p. 174. 
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ゆる利用特許の場合 などである。それらの場合 と はこの条(3)および(4)の原即

が 適用されないので, 同盟国には, 立法措置 をとる 自由がある。

この条の規定が 適用される 場合 , すなわち国内 法令が特許棒に基づく独占

権の行使 から 生ずること がある油 害を防止するた めのものである 場合 には ,

(3 あおょよび(のに 定められた原則は, 同盟国にとって強行的たものであり, その

可能作の認めちらちれている国においては , 利害 関係者は直接にこの原則を主張

することができる。

と とこに人述べられた幣 害 のうち, 特許発明の不実施が, とこれは(に よると不

充分な 実施を含むのであるが, 例 とし てあげられている。このょうな幣害の

凶の 例としては , 特許 権者が , その国で特許を 実施しているが正当な条件で

の実施権を設定することを拒否したり, ある いは充分な品質 を 持つ特許 品を

国内市 場に供給しなか ったり , その製品にと 過度 の価格を要求 し たりする場合

がある。向 明国はそれらの吉害や他の英 害を自由 に定めること ができる。

(NM 同盟国は, また 「 実 施 のされ ないとと」 とは 何を諾 味するかを 定める

のも自由である。一 般には, 発明の実施 とは工業 的に 実施 する こと, すなわ

ち, 特許された 物を大規模に 製造 すること 〈manufacture) によりあるいは

特許された方法の工業 的利用とよって実施 することと理解 されている。 した

がって , 特許 された物やや 特許された方 法で製造された物の輸入 または販売

は, 一 般 には 発明の「実 施」 とはみなされていない。
同盟の国家 Cstate) は, 関連 の国(country) におけ る特許の不実施の場

含に 既に立法 措置がと れるのか, あるいは, との不実 施が1 玉上の他の図

(countries) を 含む広範な企 域に生じしたときにだけ立法 措置がとれるのか

1. 英国 においては, House of Lords, 1173/71954, 71, R. F.C. 169 (1954). およ
び Actes de Lisbonne pp. 39375, 407710, 42372 におけるこの問題 と つい ての

討誠を人参照。
2. 「和用特衝 とは, 同時 に 先の特許または 先の出題 あろるいは城先概に基づいた
特許 を利用しなければ 実施 できない時 許である。

3. Actes de La Baye。p. 434、
4. Actes de Londres, p, 174。
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についても定める自由を持っている。

明 この規定に示された弊害の防止に関して，圏内法令では，強制実施権

の設定を規定する立法措置をとることができるだけのように思われる。しか

しながら， (3)において特許権の消滅がとりうる他の措置であることを明らか

にしているので，このことは正しくはない。これらの措置の適用される順序

は， (3)および(4)に規定されている。

(リ) この条の(3)は.(2)で認められた立法措置の内容に関する強行要件を含

む2つの規定(3)および(4)のうち最初のものである。 (3)は，特許権に基づく独

占権の行使から生ずることがあるすべての弊害を防止するための措置に関す

るものであり， ωは，それに反して，不実施または不充分な実施に基づく強

制実施権にのみ適用される。

「消滅」という表現については，上記注釈同参照。そこにあげた解釈は，

この(3)の後段によって確認できる。

とえ) 特許権の消滅についての第 1の必要条件は，その弊害を防止するため

に強制実施権の設定が充分でないときにのみ同盟国の園内法令で，その弊害

を理由とする消滅が，可能になるということである。このことは(3)の後段の

規定から， 1以上の強制実施権が設定されたあとで，それらの強制実施権，

さらには別の強制実施権の設定によってその弊害を改めるのに充分でないか

どうかを検討しなければならないことを意味する。

ω 前記弊害に基づく特許権の消滅についての第2の必要条件は，最初の

強制実施権の設定から 2年経過する前にはその消滅のための手続きをすすめ

ることができないということである。したがって特許権の消滅は，副次的な

措置であって，少なくともひとつの強制j実施権が設定され，この弊害を防止

1. Article 5 of the Treaty between Germany and Switzerland of 13/4/1892， 

amended 26/5/1902， Blum-pedrazzini， Das schweizerische Patentrecht， n， .p. 

印9，and Article 136 of the Draft Treaty regarding a European Patent.参

照.

1. Actes de Lisbonne， pp. 416/7， 527， 116‘ 

やも5 儲 5 殺一A

について も 定める自由を 持っている。
思 との規定に 示された 幣 害の防止 に関して, 国内 法令では, 強制 実施権

の設定を規定する立法 措置 をと ることができる だけのように思われる。 しか

しながら, (3 において特許 権の消 城が とりう る他の措置 であることを明らか

に し ているので, このととは 正しくはない。 これらの措置 の適用される 順序

は。(3 )および(のに 規定 されている。

0) この条の(9は, (2で 認められた立法措置 の内 容に 関する強行要件を含

む 2 つの規定(9 および(9 のうち 最初 のも のである。( 3は, 特許権に基づく独

古 権の行使から生ずること がある すべての弊害 を防止 するための措 置に関す

る ものであり, (は , それに反して, 不実 施または不 充分な 実施に基づく草
制 実施権にのみ 適用される。

「消 減 」 という表現 については, 上記 柱 釈⑧参 照 。 そ こにあげた 解釈は ,

この (3) の 後段 によって 確認 できる。

6⑳ 特許 権の消滅 に つい ての第 1 の必要条件 は , その間 害 を防止するため

と 強制 実施権の設定が 充分でないぃときにの和み同 属 の還内 法令 で , その弊害

を理由 とする減 が, 可能になると いう ことである。このことは (9の後段の
規定 から, 1 以上の強制 実施権が 設定され たあとで, それらの強制実施権,
さらには 別の強制 実施権の設定によってその弊害 を改 めるのに 充分 でないか

どう かを 検討 しなけれぽばならないこ とを意味する。
の 前記 弊害に基づく特許 権の消滅に つい ての 第 2 の必要条件は, 最初の

強制実施権の設定から 2 年 経過する 前にはその背 滅のための手 続きをすすめ

る こと ができないと いう ことである。したがって特許 権の消滅 は, 副 次 的な

措置 であって, 少な く ともひとつの強制 実施権が 設定され, との弊害を防止

1, Article 5 of the Treaty between Germany and Switzerland of 13/471892,
amended 267571902, Blum-pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, II, p.
609, and Article 135 of the Draft Treaty regarding as European Patent. 参
照。

1. Actces de Lisbonne, pp. 416/7, 527, 116.
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するのに強制実施継の設定だけでは充分でないということが決まってからの

み可能なのである。

これらの規定は，強制実施権を法定していない固においては，その弊害を

理由として特許健を消滅させることができないことを明らかにしている。

掛既に述べたように，この規定は，特許権の不実施または不充分な実施

の場合に適用される強制実施権にのみ適用されるもので，独占織の他の弊害
2 

の場合には適用されない。

り) ことに規定された期聞は，特許出願の実体についての審査をして，ま

たは審査をしないで特許を付与することを定めているいろいろな同盟国の圏

内法令を考慮している。このような審査がされない固においては，特許出原

後1年以内に特許が付与されることは，非常に起り易い。出願人にその特許

権の実施を計画するために充分の時間を与えようとすれば，出願の目から4

年経過した後にはじめて強制実施権が適用できる。しかし，たとえば，出願

の実体についての審査に要した期間があるために出願後 1年以上たってから

特許が付与されると，特許の与えられた日から3年経過するまでは強制実施

権が適用きれない。

いずれか遅〈満了するほうの期間の満了後は，不実施または不充分な実施

を理由とする強制実施権が認められる。また特許権が存続する限り，特許権

がその固で実施されていた期間後であっても，その実施が中止されたり，不

充分となったときには後になっても強制実施権が認められる。

同不実施または不充分な実施を理由とする強制実施権は，特許権者がそ

の不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には拒否されなけ

れぽならなし、。このような理由として，その固における特許縫の実施または

一層強力な実施をするのに法律的，経済的または技術的な障害があったこと

1. Cf. in France: Cour de Cassation (Chambres reunies). 16/11/1966. Annゅ

1967. p. 117. 

2. Actes de Lisbonne. pp. 416/7， 527. 116. 
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するのに強制 実施権の設定だけ では充分 でないということが 決まってからのみの

みみ可能なのである。
とこれらの規定は, 強制 実施権を法定していない 国と おいては, その身害を

理由として特許 権を消滅させ ることとができないと とを明らかにしている。<

既に述べたょように, この規定は, 特許 権の不実 施さたは不 充分な実施

の場合 に適用される強制 実施棒にのみ 適用されるもので , 独占権の他の貞害

の 場合とは 適用されない。

の ことに規定 された期間は, 特許 出願の実体と つい ての審査 をして, ま

たは 審査 をし ないで特許 を付与 するととを 定めているいろいろたな同盟 国の国

内 法令 を考温し ている。このような 審査 がされない 国においては , 特許出誤

後 4 年 以内に特許が 付与されるとことは, 非常に起り易い。出願 人にその特許

権の実施を計画するためと 充分の時間 を与えよらとすれば, 出願の日 から4

年 経過した 後に はじめて強制 実施権が 店用できる。しかし, たとぇえば, 出顕

の 実体 につい ての審査に要 した 期間がなあるためとに出願後 1 年以上 たってから

特許が付与されると, 特許の与えられた 日か ら 3 年 経過するまでは強制 実施

権が適用されない。
いずれか 運く 満了するほうの 期間の満了 後は, 不実 施または不 充分な実施

を 理由とする部制 実施権が 認められる。また特許 権が 存続する 限り, 特許析

がその国で実施 され ていた期間後 であっても, その実施が中正さ れたり, 不

充分 と な ったときには 後になってゃも強制 実施権が 認められる。

の 不実施ま たは不 充分な実施を 理由とする強制実施析は, 特許棒者がそ

の不作為につきそれが正当であるととを明らかにした 場合には拒否されなは

ればならない。 このょような理由 として, その 国 における特許稀の 実施または.

ー層強力 な実施をするのに法律 的, 経済的または技術 的な障害があった こと

1. Cf. in France: Cour de Cassation (Chambres reunieas), 16/1171966, Ann.、

1967, p. 117.
2, Actes de Lisbonne, pp. 416/7, 527, 116.
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があげられる。関係所管庁がこの問題を判断することになる:

(3) この規定は， 1958年のりスポン改正会議で加えられたもので，不実施

または不充分な実施を理由とした強制実施権者が実施権の目的で， すなわ

ち，その国で発明を実施する可能性を設けるため正当とされる以上の一層強

聞な地位を得るのを防止しようとするものである。圏内法令で，企業または

当該実施権を実施する企業または営業の構成部分と共に，強制実施権を譲渡

する方法を定めることができる。
2 

tめ この規定は， 1934年のロンドン改正会議で加えられたもので，以上の

規定の適用を実用新案にら拡張するものである。実用新案の存続期間が比較

的短かL、こととその重要性が限られていることのために，その適用は恐らく

まれであろう。

第5条B<イ)

B 意匠の保謹は，当言葉意匠の実施をしないことにより{ロ)又は保護される

意匠に係る物品を輸入する(川ことによっては，消波しない<=)0

い) この規定は，意匠にのみ関するものである。意匠に係る物品の輸入を

理由とする保護の消減に関して1925年のへーグ改正会議において条約に導入
4 

された。不実施に関しては1934年のロ γ ドγ改正会議で補充された。

(ロ) 同盟国における意匠の不実施は意匠の保護の消誠を生じない。もっと

1. Cf. Actes de Bruxelles， pp. 316/7， 322/3， 325/6， 387/8 

2. Actes de Londres， pp. 379/80 (proposal of Poland)， 459/60 (report of Dra・

fting Committee)， 515 (adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de La Haye， pp. 339 (戸oposalsof Germany and several other countri. 

es)， 497/8 (discussion in Sixth Sub.Committee)， 519/20 (report of General 

Committee)， 540/1 (report of Drafting Committee)， 576 (adoption in Second 

Plenary Session). 

4. Actes de Londres， pp. 175/6， 179 (proposal)， 263/4 (obs釘 vations)，380(re・

port of Second Sub.Committee)， 460 (report of Drafting Committee)， 515 

(adoption in Second Plenary Sessin). 

68 第5和象一是

があげられる。関係 所管庁がこの問題 を判断することになる。

選 この規定 は, 1958年のリスボン改正会譜で加えられたもので, 不実施

または不充分な 実施を理由とした強制 実施権者が 実施権 の 目的で, すなわ

ち, その固で発明を 実施する可能 性を設けるため 正 当とされる 以上の一 周強

周な地位 を 得るのを防止 しようと するものである。 国内法令 で, 企業 または

当該 実施権を実施する企業 または営業の構成 部分と共にと, 強制 実施権を談渡

する方法を定めるこ とができる。
②の この規定は, 1934 年 のロンドン牙正 会議で加えをちれたもので, 現上の

規定 の適用を実用 新案にも 拡張 する ものである。実用 新案の存続 期間が比較

的 短かい と ととその重要 柏が 限られ ていること のために, その適用は 恐らく

まれであろう。
第5条包<?)

記 写匠の保護は, 当該意席の実施をしないことにより ( 5  又は保護される

意匠に 係る物品を軸 入する" )  こ とによっては, 消滅 しない〈)。

①すこの規定 は, 意匠にのみ 関する ものである。 意匠に 係る物品の輸入を

理由 とする保護の消滅に 関して1925年のヘーク改正 会議にお いて打約に導入

された 不実 施に関し ては1934 年の= ンドン改正 会議で補充 きれたゥ

⑧ 同 翌略にぉける意匠の不実 施は意匠の保護の消滅を生じしない。 もっと

1, Cf. Actes de Bruxelles, pp. 31677, 32273, 32576, 38778.

2. Actes de Londres, pp. 379/80 (proposal of Poland), 459/60 (Teport of Dra-
fting Committee), 515 (adoption in Second Plenary Session).

3。 Actes de La Haye, pp. 339 (proposals of Germany and several other coupntti-

es5), 497/8 (discussion in Sixth Sub-Committee), 519/20 (report of General
Committee), 540和1 (eport of Drafting Committee), 576 (adoption in Secopd
Plenary Session)、

4, Actes de Londres, pp. 175/76, 179 (proposaD, 263/4 (observations), 380(re-
port of Second Sub-Committee), 460 (report of Drafting Committee), 515
(adoption in Second Plenary Sessin)、
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も同盟国は，不実施の場合に園内法令で強制実施権を定めることは自由であ

る。また同盟国は 「不実施」の意味するところを自由に定めることができ

る。 r実絡Jは一般には，意匠を現わした物または意匠を含んだ物の製造を

意味するものとして理解されている。

付 その君、匠が保護されている国への意匠に係る物品の輸入に関して，こ

の規定は特許に関する対応する規定 (A(l)項〉より広範なものである。意匠

の場合には，輸入が意匠棺者によってなされたか否か，および輸入が同盟の

一国あるいはそのほかのところでその物品が製造されたか否かという問題と

は無関係に，どのような輸入であっても消滅をもたらさない。

同既に述べたよう K.--第5条Aの注釈榊および同参照一一「消滅」の

語は，廃止，取消しまたは無効などという名称が何であっても.ここに言及

する理由によって意匠の保護を停止する他の措置をも含むものと解しなけれ

ばならない。

第5条 c<イ}

C(l)量録商標の使用を義君事づけている〈ロ}同盟国においては，相当の泊予

期間が経過し〈ハ】，かつ，当事者がその不作為につきそれが正当であることを

明らかにしない掲合にのみ{ZL当言葉商標の畳録を取り消すことができる(刷。

(2)商標傷者{へ〉が織成部分を変更した形態でその商標を使用した場合に

も，その変更がいずれかの同盟国〈刊に登録されたときの形態における商標の

要留に及ばないものであるときは，当霞商標の登録は，取り消されず〈列， ま

た，当陵商標に対して与えられる保謹は，縮減されない〈リ}。

(3)傑聾が要求される〈約 国の圏内議令の規定により商標の所有者と毘め

られるこ以上の工業よの又は商業ょの営業所が同一文は頭似の商品について

同ーの商標を問符に使用〈ル}しても.いずれかの同盟国において〈引， その商

1. Cf. Actes de Londres， pp. 380， 460. 515. 
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ゃ同盟国は, 不実 施の場合に 国内法令で強制 実施権を定めることは自由であ

る。 また同盟 国は「 不 実施」の意味するところを自由に 定める ことがで き

る。 実施 」は一 般には, 意 匹を現わした 物または人意匠を 含んだ物の 製造を

意味 する ものとして理解 されている。

3 その意史が保護され ている 国への意匠に 係る物品の輸入に 関し て, こ

の規定は特許 に関する対応する規定 〈A① 項 ) より広 筋なゃのである。 意尼

の 場合には, 輸入が意記棋 者によっ てなされたか 知か, および輸入 が同盟の

ー 国あるいはそのほかのと ころでその物品が 製造 されたか 寄か という 問題と

は 無関係に, どのような 輸入であっても消滅 をもた らさない。
所 に 述べ たように一一第 5 条 A の壮 夕(おおょよび(2参恨 「芝需」の

語は, 廃止 ,取消しまたは無効なたどという名 称が何であっても, ここに言及

する理由によって意 の保護を 停止する他の措置 をも含むものと 解しなけれ

"ばぱばならない。

第 5条 GC7の

C(1) 登録 商標の使用を義務 づけて いる ( "同盟 国においては , 相当の洗予

期間が経過し"), かつ , 当事者がその不作為につきそれが正当であることを

明らかにしない 場合にのみこ), 当該 商標の登録を取り消すことができるぷ)。

(2) 商 極権者 い) が構成 部分を変更した形態でその商概を 使用した場合に

も, その変更がいずれかの回盟 国 <*りに 登録され たときの形 態における商標の

要 部に及ば ないもぉのであるときは , 当該商頂の登録は, 取り 消されずぴぱ ),  ま

た, 当該商標に対しで与えられる保護は, 縮 涯されない(")。

(8) 保護 が要求 される〈ぷヌ) 国の国内 法令の規 宏により商標の所有春と認め

られる二 以上の工業上の又は商業上の 営業 所が同一 又は天似の商品について

周一の商硬を 同時に 使用し ても, いずれかの同盟国において(5) ,  その商

1. Cf. Actes de Londres, pp, 380, 460, 515、
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標の登録が拒絶され，又はその商標に対して与えられる保護が鐙滅されるこ

とはない。ただし，その使用が公索を誤らせる結果とならず，かつ，公共の

利益にEしないことを条件とするの〉。

切) この項は商標の使用に関連するいろいろな問題に関する。この項の(1)

は1925年のへーグ改正会議で条約に導入され.10)と(3)は1934年のロンドン改

正会識で加えられζ。

この規定をサービスマークにも適用することは正当であるが，この規定は

1958年のりスポン改正会議でサーピスマークが導入される前から存在してお

り，閉会議では条約全体を通じてサーピスマークを商標に準じた扱いをする

ことを拒否したので，そのようにする義務はなし、。

(ロ)商品が特定の商標で原売されるか否かということは原則として重要で

はないことなので，一国における特許の実施は公共の利益であるが，その国

における商標の使用については必ずしも同じであると.:1:1，、えない。それにも

かかわらず，不使用商標であって使用されているかあるいは使用を意図して

いる同ーまたは類似の商標の有効な登録を妨げるものによって商標登録原簿

がうずまってしまうのを防ぐために商標の使用を圏内法令で要求している国

は多い。こうした登録商標の使用が園内法令で規定されることがしばしばで

あり，商擦の使用とは，その商標を付した商品の服売を意味するものと一般

に理解されている。

しかし，特許の場合におけるように，登録商標権者は，その商標の登録が

1. ACleS de La Haye， pp. 338/9 (proposals of Germany， U. K. and other co・
untries)， 439/42 (report of Third Sub-Committee)， 576 (adoptioロ inSecond 

Plenary Session). 

2. Actes de Londr白.pp. 178/9， 281 (proposals)， 264/5 (observations)， 386/90 

(report of Third Sub-Committee)， 460/1 (report of Drafting Committee)， 

515 (adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de Lisbonne， pp. 624 (proposal of U. S. Aふ628/33 (discussion in 

Third Committee)， 755/7 (report of Third Committee). 

4. Cf. Actes de La Haye， pp. 441/2. 541. 
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衝の登録が拒絶され, 又はその商李に 対して与えられる保護が縮減 されるこ

とはない。ただし, その使用が公 索を 器らせる結果 とならず, かつ, 公共の

利益に 反し ないこと を条件 とする ("?。

び) との 項は商標 の使用に 関連するいろ いろな問題 に関す る。との 項のQ①)

は1925 年 の ヘーダ避正 会議で条約に導入され。 (2 と (3 は1934年のロンドン改

正 会議で加をられた。

との 規定 をサービスマータクにも 適用することは正当 であるが, この 規定は

1958 年 のリスボン改正会議でサービスマータクが 講 入される 前 から 存 在してお

り, 同 会議 では条約 全体を 通して サービスマークタクを商標 に 準した 扱いをする

と とを拒否 したので, そのよ うにする 義務はない。

⑮ 商品が 特定の商 振で販売 さきれるか 理かということ は 原則として重要で

はないこ と なので, 一 国における 特許の実施は公共の 利益であるが, その国

における商標 の使用に つい ては必ずしも 同じであるとは いえぇない。それにも

かかわらず, 不 使用 商標であって 使用されねて いるかあるいなは使用を意図して

いる同一 または類似 の商標の有効な 登録を妨げ るものによって商 栗登録原踏

が 5らず まってしまう のを 防ぐために商標 の使用を国内 法令で要 求している国

は 多い。と うし た 登録 商標の使用が国内 法令で規定きれ ること がしばしばで

あり, 商標の使用 とは, その商標を 付した 商品の販売 を意味するものと一般

に 理解 されている。

しかし, 特許 の場合におけるよらうに, 登録 商標権考は 。 その商標の登録が

1. Actes de La Haye, pp. 338/9 (proposals of Germany。UK.  and other co-
untries), 439742 (report of Third Sub-Committee), 576 (adoption im Second
Plenary Session).

2, Actes de Londres, pp. 17879, 281 (proposals), 2647/5 (obseryations), 386/90
(eport of Third Sub-Committee), 46071 (eport of Drafting _Committee),
515 (adoption in Second Plenary Sessinn).

3. Actes de Lisbonne, pp, 624 (proposal of U .S  A.)」 628/33 (discnssion jn
Third Committee)。 75577 (report of Third Committse).

4 Cf Actes de La Haye, pp. 441/2, 541.
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不使用の理由て制裁をうける前に数ヵ国でその商標を使用するための合理的

な時間と機会とを与えられなければならなL、。この規定には，そのための規

定が含まれている。

村 園内法令で，相当な期間の意義を明らかにすることができる。それが

なされないときには，当該国の所管官庁は特定の案件毎に相当な期聞を定め

ることになる。

(=:.) その固における商標の不使用を理由とする商標登録の取り消しは，登

録権者がその不作為についてそれが正当であることを明らかにしない場合に

のみ可能である。園内法令は，これをさらに明確にできるが，それがなされ

ない場合には，所管官庁は，正当であることの主張を判断する。ある商品の

輸入が禁止されたり戦争によって妨げられたりあるいはその商品についての

市場がない場合など，その固における商標の使用が，法律的または経済的条

件で妨げられたときには，通常は正当であることになろう。

的 との規定は，登録商標の不使用という理由で，登録が取り消される条

件を規定しているだけである。したがって，国内法令によると，商標権はそ

の〈最初の〉使用により生じ，登録とは無関係であるとする閏における重要

性は限られたものになる。このような場合には，この規定は登録が取消され

ることを防ぐものではあるけれどもその権利は不使用の理由で消滅する。

付 この項は，商標が登録されたのとは本質的に変らない形態で商標を使

用することを認めており，それが商標権者によってなされた場合のそのよう

な使用にのみ適用される。商標権者以外の者，特に実施権者による商標の正

当な使用の場合にも適用することは当然である。

(ト} この規定は，同盟のー固に登録されたのとは異なった形態での高標の

使用を取扱っている。この規定の目的は，たとえばその使用のための適応ま

たはある構成部分の翻訳の場合のように，商標の登録された形態と使用され

1. Cf. in Netherlands; Supreme Court， 5/1/1940， Bijblad bij de lndustri昼le

Eigendom， 1940， p. 124. 
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不 使用の理由で 制裁をうけはる 前に 数 カ国でその商 雇を 使用するための合理的

な時間と機会 とを与えられなければならない。 この規定に は, そのための規

定 が 含まれている。

つ 国内法令で, 相当な 期間の意義 を 明らかにする ことがで きる。それが

なされないときには, 当該民の所 管官庁は特定の案件 毎に相当な 期間を定め

る と とになる。

づら その 固における商標の不 使用を理由とする商和株登録の 取り 消しは, 谷

録 権者がその小作 為 についてそれが 正当であることを明ち かにしない場 合に

の用可能 である。 国内 法令は , とこれをさらに明確 にできるが, それがなされ

ない明 合には。所 管官庁は, 正当 であることの主張 を判断する。ある商品の

輸入が禁止 されたり 戦 争 によって 妨げられた りあるいはその商品に つい ての

市 場がない場 合など, その 国における商標 の使用が, 法律 的または衝六的条

件 で妨げられたときには, 通常は正当であること になろう。

お この規定は, 登録 商標の不 使用という理由で, 登録が取り 消きれる条

件 を規定しているだけはである。 したがって, 国内法令 によると , 商標 権はそ

の (最初 の) 使用により 生じ, 登録 とは無関係 であるとする国とおける重要

性 は限られ たものになる。このよう な場合には, この失定は登録が取消きれ

る とことを 防ぐゃものではあるけれどもその 権利は不 使用の理由で消滅する <

NN この質は, 商標が 登録 きれたのとは本質 的に変らない形態で商標を使

用 することを 認めており, それが商標 権者によっ てなされた場合 のそのょ う

な使用にのみ適 用される。 商 標 権考以 外の者, 特に実施 権者 による商標の正

当な 使用の場合とゃも適用することは当然 である。
(NN この規定 は, 同盟の 一国に 登録 きれたのとは 異なった形態での商標の

使用を取扱 っている。 この規定の且 的は , たとをえばその 使用のための 適応ま

たはある和醒 成部分の翻訳の場合のょうに, 商標 の登録 きれた形態と 使用され

1, Cf. in Netherlands:Supreme Court, 5/1/71940, Biiblad bii de Industriele
Eigendom, 1940, p、 124.
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る形態との問の本質的でない変更を認めようとするものである。これは，原

登録の固において使用されている商標の形態の同様な変更にも適用される。

形態の変更は，商標の要部 (distinctivecharacter)を変えるものであって

はならない。商標が変更された形態で使用されている国の所管官庁はこの要

件が満たされているかどうかを判断する。

明 この形態の変更は登録の取り消しを生じないが，これは他言を要しま

し、。

(リ) この形態の変更は，商標に与えられた保護を減縮するものではない。

このことは，登録された形態の商標が第5条 C(I)によって使用されなかった

ものとみなすことができないばかりでなく，第3者による商標の侵害があっ

た場合に，そのもとの形態で使用されているとみなさなければならないこと

を意味する。商標が現実に使用された変更形態が考慮、に入れられるかどうか

は，その国の国内法令による。

~) 現在のままでは，同ーまたは類似の商品について同一商標が同時に使

用されることが，商標の保護が要求される国の国内法令により商標の共有者

と認められる企業によってなされた場合だけを扱っているので，この規定の

範囲は非常に狭い。この規定は，二三の固の園内法令の下で，この点に関し

て起った問題を解消することを意図したものであって，他の多くの固におい

ては殆んど重要性のないものである。

同 この規定は，あいにく殆んどの国においてはるかに重要な二三の企業

による商標の正当な同時使用，すなわち.実施権者と実施権設定者とによる

同時使用といったものは取扱っていなL、。これをも含ませようとする試みは

1. Cf. Actes de Londres， p. 178. 
2. Cf. in France; Tribunal civil de Marseille， 14/12/1954， Ann.， 1955， p. 43. 
3. Actes de Londres， p. 460. 
4. Cf. Heydt: "Gleichzeitige Blnutzung derselben Marke durch mehrerg Per. 

sonen und Marken von Inhabern ohne Gesc凶 ftsbetrieb，"“G.R. U. R. Int.， 
1958， p. 457; Toth;“L'emploi simultane， de la marque， "P. 1.， 1961， p. 241; 
Beier:“Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventions-

rechllicher Sicht，" in Die Warenzeichenlizenz， 1963， p. 555. 
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る 形態 と の間の本質 的でない 変更を認め ようと するものである < これは, 原

登録 の国において 使用されている商標の形態の同様 な変更にも 適用される。
形態の変更は, 商条の要部(distinctive character) を 変え るも のであって

はならない。 商標が 変更された 形態 で使用されている 国の所管 官庁はこの要

件 が満たされ ているかどうかを 判断する。

急 この形態 の変更は登録の 取り 消しを 生じしな い が, これは他 言を要しま

い。

(0) この形態の変更は, 商標に与えられた急護 を減縮するものではない。
このことは , 登録 された 形態の商標が 第 5 条 C( )によって 使用されなかった

ものとみなすこと ができないばぱばかりでなく , 第 3 者による商標の侵害があっ

た 場合 に , そのもとの形態 で使用さきれ ていると みなさなければならないこ と

を意味する。商標が現実に使用された変更 形態が考上忠に 入れられる かどうか

は, その国の国内 渉令による。

図 現在 のままでは, 同一 または類似の商品に ついて同一 商標が同時に使

用 されるとことが, 商標の保護が要求 さきれる国の国内 法令により商標 の共有者

と 認められる企業によってなされた場合 だけを 扱っている ので, この規定の

功 囲は非常に狭い。この規定 は , 二 三の国の国内革 令の下 で , この点に関し

て 起った新 題を解消すると とを意図 し たも のであって , 他 の多くの国におい

ては 殆 んどと重要 性のないものである 。

69 とこの規定 は , あいに く 殆んどの 国においてはるかに重要な二 三の企業

ととよる 商標 の 正当な同時 使用 ,すなわち. 実施 権 者と実施 権設定者とによる

同時 使用といった ものは取扱 っていない。 と れをも 含ませよりうとする 試みは

CI[. Actes de Londres, p. 178.
Cf. in France: Tribunal civil de Marseille, 14712/1954」 Ann.) 1955, p. 43.
Actes de Londres, p. 460.
C I  Heydt: “Gleichzeitige Blnutzung derselben Marke durch metrerg Per・-

sonen_nnd Marken von Inhabern ohne Geschaftsbetrieb "GR.  U. R. Int. .
1958, p. 4577 Toth: "Lemploi simultane@, de ia maraue, fP. TL, 1951, p. 241:
Beier : "Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventions-
rechllicher Srcbt in Die Warenzeichenlizenz, 1963, p. 555.
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1蜘年のリスボン会議でされたが，失敗に終った:

伊} この規定は，その同時使用の場合に，商標登録が妨げられることがな

い旨，およびその保護が縮減されることがない旨規定している。後者の規定

は，登録がそれを理由として無効にされないという要件を含んでいると考え

られる。

切 圏内法令でこのただし穫をさらに明らかにすることは自由である。そ

れがなされない場合には，その国の所管官庁は，商標の同時使用が公衆を誤

らせる結果となる，あるいは公共の利益に反するという理由でこの規定を適

用するかどうかを判断する。このような場合には，同ーの商標で販売される

商品の出所に関して商標の向時使用が公衆を誤らせるときあるいは商標の共

有者が同時に販売する商品の品質が異なるときに起りうる。さらに，公共の

利益に反する泌合については下記第7条の 2注釈(リ}参照のこと。

.5条 D【イ}

D i思量を受ける権利の存在を認講させるためには，特許の記号若しくは

標E又は実用新家，商樺若しくは意匠の登録のE号若しくは樺配(ロ}を産品に

附することを要しないい〉。

(1) この規定は，意匠に関する限り，1925年のへーグ改正会議で導入され

1419U年のロンドン改正会議で他の工業所有権にまで拡強された:

伊}産品が特税実用新案または意匠の登録によって保護されている，ま

1. Actes de Lisbonne， pp. 544/64， 746ffiJ. 

2. Actes de La Haye， pp. 339 (proposal of Germany). 496/7 (report of Sixth 

Sub.Committee)， 520 (report of General Committee)， 540/1 (report of Draf. 

ting Committee)， 576 (discussion and adoption in Second Plenary Session). 
3. Actes de Londres. pp. 176/8， 179 (proposal)， 265 (observations)， 380 (re. 

port of Sec叩 dSub.Committee). 461 (report ~of Drafting ，Committee)， 515 
(adoption in Second plenary Session). 
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1958 年 の リスボン会 議でされたが, 笑敗に終った。

名 との規定は, その局時 使用の場合 に, 商標 登録が妨げられるととがな

い綿, およびその保護が縮 滅されること がない旨 規定している。後者の規定

は, 登録 がそれを理由として 無効 にされ ないという要件 を含ん でいると考え

られる。
の 国内 法令でこのただし 書をさらに明らかにすることは自由 である。そを

れがなされない場 合には , その国の所管 官庁は, 商標 の同時 使用が公衆を認

らせる結果となる, あるいは 会共の 利益に反するという 運 由でこの規定を適

用 するか どうかを 判断する。このような場合 は, 同一の商標で販売 される

商品 の出所に 関して商標の同時 使用が公衆を 誤らちせるときあるいは商標の共

胡 者が同時に販売する商品の品質が異なたるときに 起りうる。さらに , 公共の

利益 に反する場合 と つい ては下記第 7 条の 2 直釈(0参照 のこと。

第 5条 D”

D 保 購を 受ける格利の奉 在を認 議させるためには, 特許の記号 若しくは

標記又は実用新案, 商標 若しくは意匠の登録の記号 若しくは凛記 (を 産品に

明 することを要しない( ぺ。
G① この規定 は, 意匠に 関する 限り, 1925年のヘークジ改正会議で講入され

だ。1994年 のロンドン改正 会議で他の工業所有析にまで拡張 された。
(9) 産品が特許, 実用新察または意匠の旨 録によって 係 話され ている, ま

1. Actes de Lisbonne, pp. 544764, 746/50.
2. Actes de La Haye, pp. 339 (proposal of Germany), 49577 (report of Sizth

Sub-Committee), 520 (report of Generali Committee), 540/1 (report of Drat-
ting Committcc), 576 (discussion and adoption in Second Plenary Session).

3. Actes dc Londrcs。pp. 176/8, 179 (Proposaり, 265 (observations), 380 (me
port of Second Sub+-Committee), 461 (rcport rof _Drafting fCommittee), 515
(adoption in Second plenay Session).
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たは産品に付されている商標が登録が保護されているという趣旨から，産品

に表示あるいは標記することは，第3者にこの保護を知らせたり，それによ

ってその権利侵害の警告をするために有益である。したがって，少くともあ

る種の工業所有権についてはこの表示または標記を規定している国がある。

付 しかしながら，この表示または標記の存在を保護をうける権利の条件

とすることはできない。とれは，この表示または標記を怠ったことで権利者

を厳しく罰しすぎるからである。もっとも，同盟国が，この表示または標記

を怠ったことによる他の効果を園内法令で定めることは自由である。たとえ

ば，とれを怠ったことを刑事軽罪とすることもできるし，これを怠った場合

に一一保護をうける権利は存在するけれども一一，このような表示または標

記がなかったにもかかわらず侵害者が権利の存在を知っていたことを立証し

たときにのみ侵害の損害賠償が請求できると規定するとともできる。

第 5条の 2(イ〉

(1)工業所有権の存続〈ロ〉のために定められる料金の納付については，少な

くとも六カ月〈ハ〉の猶予期間を認めるものとする。ただし，園内法令が割増料

金を納付すべきものと定めているときは，それが納付されることを条件とす

る。

(2)同盟国は，料金の不納により消滅した特許権の回復位〉について定める

ことができる。

い) この条の第1項は， 1925年のへーグ改正会議で導入されたが，猶予期
2 

間として定められた最低期聞は当時は 3カ月であった。この最低期聞は，

1. Actes de La Haye， pp. 496/7. 
2. Actes de La Haye， pp. 338， 354 (proposals of U. S. A. and U. Kふ必4/5

(report of Second Sub-Committee)， 520/1 (report of General Committee)， 
541 (report of Drafting Committee)， 576/7 (discussion and adoption in Seco・
nd Session). 
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たは 産品に付きれ ている商標が登録が 保護され ていると いう?ぅ 趣軸から, 産品

に表示あるいは 標記 することは, 第 3 者にとの保護を知らせたり, それ よ

ってその権利 侵害の警告をするために有益 である。したがって, 少くともあ

る 種の工業所有 権に つい てはとこの表示または 標記を規定 している 国がある。

3 し か しながら, との表示 または 標記の存在を保護 をうける 権利の条件

と することとはできない。これは, との表示または 梗 記を 怠っ たことで権利者

を 厳しく 劉しすぎるからである。 もっとも,  同避 同が, との家 示または標記

を 師 っ たととによる他の 効果を国内 法令で定めることは自 出である。 たとえ

ばぱば, とこれを 怠ったことを 刑事 軽罪とすることともできるし , これを 怠った場合

にーー一保護 をうける 権利 は存在するけれどもゃー一- , このような表示または標

記 がな か ったにもかかわらず侵害 者が権利の存在を知っていたことを立証 し

た と きにのみ件 害の損害賠償が 詩 求できると 規定 することとゃできる 。

第 5 条の2

《1) 工業 所有 権の存続 (5 のために 定められる料金の納付につい ては , 少な

くとゅぁ六力朋< のの用予期間を認めるものとする。 ただし , 国内法令が割増料

金 を納付すべきものと 定めているときは, それが納付 されることを条件とす

るs。
( 2  同盟国は, 料金の不結により消 減した特許 権の回 復こについて 定める

ことができる。
の この条の第 1 項は, 1925 年 のヘージ改正 会議で導入されたが, 洗子期

間として 定められた最低 期間は当時は 3 カ月であった< とこの最低 期間は ,

1}, Actes de La Haye, pp. 49677.
2, Actes de La Haye, pp. 338, 354 (proposals of U .S .  A, and . KK.), 43475

(report of Second Sub-Committee), 52071 (report of General Comimittee),
541 (report of Drafting Committee), 57677 (discussion and adoption 誠 Seco-
nd Session)。
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19畔のリスボγ改正会議で6カ月に延長された;

この条の第2項は，へーグ改正会議で違った形で導入され， リスボン改正

会識で修正された:

わ) 多くの固において工業所有権の存続料金〈一般には年金であるが〉の

納付を条件としている。この料金の納付の遅れたときに直ちに消滅させて権

利者を罰することのないように， この規定では，その納付のための猶予期闘

を与えている。この猶予期聞は，園内法令でそれより長い期聞を認めない限

り6カ月間である。この猶予期間中は，その工業所有権は暫定的に有効であ
4 

るとみなされねばならない。 料金がこの期間内に納付されないときには権利

は消滅する。園内法令でこのような場合には権利はそ及して消滅する，すな

わち料金の納付期限から消滅すると定めることは自由である。

付 この規定は，工業所有権の存続のために規定された料金の納付にのみ

関する。権利の取得のために必要とされる料金の納付には適用されない。こ

の規定を工業所有権の存続のためではなく ，更新のための料金の納付に適用

する意義は存在しない。

同 この条第l項で，すべての工業所有権の存続料金の納付に認められる

猶予期間を律しているに対し， 第2項は，料金の不納によって， (たとえ

ば存続料金が期日までにまたは猶予期間中に納付されないとき〉既に消滅し

てしまった紡合における特許だけに関する。 1925年のへーグ改正会識で採択

された正文によると，特許の場合には，当時一般には3カ月と定められてい

た猶予期聞を6ヵ月に延長するかまたは科金の不納によって消滅した特許権

1. Actes de Lisbonne，即・ 426/7(pr句俗aJ)， 427/435 (ob詑 rvations)，436/46 

(disc凶 sionin Second Committee)， 529/531 (report of Second Committee)， 

101 (adoption in Second Plenary Session)， 116 (General R句。rt). 

2. 前頁脚注①参照

3. 脚注①参照

4. Cf. Actes de Lisbonne， pp. 440/1. 

5. Actes de La Haye， p. 576; Actes de Lisbonne， p. 426. 
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1958 年 のリスボン改正 会議で6 ヵ月に 延長された。

との条の第 2 項は , ヘーク改正 会議で邊った形で 導入され リスポン改正

会 議で修正された<
多くの 固において工業所有科の存続 料金一般には年 金であるが) の

納付を条件 とし ている。この料金 の納付の遅れたときに直ちに消滅きせて権

利 者を避すること のないように, この赴 定で は , その納付のための美 予期間

を 与えている。 この猫巴 期間は, 国内 法令でそれょより長い 期問を認めない限

り 6 カ月 間である。 この 予 期間中は, その工業所有牧は暫定 的に有効であ

ると みなされねばならない。料金 がこの期間 内に 納付されないときには権利

は消滅する。国内 法令でこのような 場合には 権利はそ及して消滅 する, すな

わち料金の納付 期限から消 比 すると 定めるととは 自由である<

の この規定 は, 工業所有 権の存続 のた めとに規定 された料金の納付にのみ

関する。権利の取得のために必要とされる料金 の納付には 適用されない。 と

の規定を工業所有 権の存続のためではなく , 更新のための料 金の納付に適用

する意義は 存在しない。

己 との条第 1 項 で , すべての工業所有権の存続料金の納付に認められる

用巴 期間を 律しているに 対し, 第 2 項は, 料金の不納 によって, (たとぁゃ

ば存統料 金が 期日までにまたは藩巴 期間 中に 納付きれ ないとき ) 既に消奴し

てしまった 場合とおける特許だ けに 関する 。1925年のヘータク上正 会議で採択

された正文 によると, 特許の場合とは, 当時一般には 3 ヵ月 と 定められてい

た 猫 巴期間を 6ヵ月 に 延長するか または料金 の不納によって消 減した特許梅

1、 Actes de Lisbonne, pp、425/77 〈proposaり, 4277435 (obssrvations), 436/46

(discussion in Second Committee), 529/531 (report of Second Committee),

101 (agoption i p  Second Plenary Session), 116 (Genera] Report).

前頁 脚往 ⑦ 参照

有野往 ⑦ 参照

Cf. Actes de Lisbonne, pp. 440/1.
Actes de La はaye, p. 576: Actes de Lisbonne, p. 426。

の
 
記
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の回復を規定することを同盟国が誓約した。この代案の前者の部分は， 1958 

年のリスボン会議で猶予期聞を6カ月に一斉に延長したことによってとって

代られた。この問題についての見解が非常に異なるところから，この Pスポ

ン会議では， 料金の不納によって消減した特許権の回復について同盟国が

立法措置をとる権利を単に認識することで代案の後半をおきかえてしまっ

た

第5条の3(イ〕

次のことは，各同盟国において，特許権者の権利を侵害するものとは罷め

られない〈ロ)。

1. 他の同盟国{吋の船舶(=)が一時的に又は偶発的体}に自国の領水(へ)Iこ

入った場合に，当鼓船舶の船体〈り及び機械，船具，装備その他の蹄属物〈チ〉

に関する当該特許権者の特許権の対象である発明〈り〉を当該船舶内でもっぱ

らその船舶の必要のため【幻に使用〈叫すること。

2. 他の同盟国の航空機文は車両が一時的に文は偶発的に自国に入った場

合に，当量航空機若しくは車両〈ヲ〕又はこれらの附属物の構造又は機能(ワ}に

関する当量特許権者の特許権の対象である発明を使用すること。

tイ) この規定は特許にのみ関する。これは1925年のへーグ改正会議で導入

されて以来，形式が多少修正された以外は変更されていない。

(吋 この条では，特許権に基づく独占権の行使が輸送の自由を維持する点

で公共の利益をあまりにも害なうことになる場合にはその独占権にある制限

を加えることを規定している。その趣旨は，原則として船舶，航空機または

車輔が一時的に他国に入ったとしても，その所有者がその国において有効な

1. Actes de Lisbonne， pp. 427/46. 

2. Actes de La Haye， pp. 339 (proposal of France)， 435/6 (report of Second 

Sub-Committee). 521 (report of General Committee)， 541/2 (report of Draf. 

ting Committee)， 577 (adoption in島condPlenary Session). 

?6 第 5条の3

の回 復を規定することを同盟 国が匠 約した。この代案の前 者の部 分 は, 1958

年 のリスポン会 議で疾子 期間を 6 ヵ月に一 斉に 延長したと とによっ てとって

代 らちられた。 この問題 に つい ての見 解が非常に異な る ところから , この リスお

ン会 議では, 料金の不納 によって 消滅 した 特許 権の回 復とついて 同盟国が

立 計措置 をとる 権利 を 単に認識 することで代案 の後半 を おきかをえてし まっ

た。
第 5 条の 3 で)

次 のことは, 各同 盟国において , 特許 権考の権利を優害するものとは認め

られない(5o

1. 他の同盟 国い ) の船舶*=) が一 時 的に又は介発 的 ) に自国 の領水へぺ) に

入った場合に, 当該般舶の船体(*) 及び機械, 船長 , 装備その他の肉属 物ぼぽ )

に 関する当該 特許権者の特許 権の対象である発明 * り) を当該船舶内でもっぱ

らその角租の必要 のためぱ ) に 使用すること 。 .

2 他の同盟 国の航空機又は車両が一 時的に又は偶発的に自国に 入った場

合に, 当該 航空機若し くは車両 <?) 又はこれらの附属 物の措造 又は機能<9) に

関する当該特許 権者の特許 権の対象である発明を 使用すること。

すり この規定は特許にのみみ関する。これは 1925 年 の ページア改正 会議で導入

されて以来形式 が多少 診正された以外は 変更され ていない。
合 この条では, 特許権に基づく独占権の行使が輸送 の自由を維持する点

で公共の 利益をあまりにも 害 な らことになる 場合 とはその独占 権にある制限

を 加えることを規定 している。その趣思は, 原則として船舶, 航空機または

事 連が一 時 的た他国に入っ た としても, その所有 者がその 国において有効な

1, Actes de Lisbonne, pp. 427746.

2, Actes de La Haye, pp. 339 (proposal of France), 43576 (report of Second

Sub-Comimittee)。 521 (report of Generali Committee), 541/2 (report of Draf-
ting Committee), 577 (adoption in Second Plenary Session).



翁5条の3 77 

特許権の侵害をさけるためにその特許権の実施機を取得することを要求され

ないというものである。

付 各同盟国において，との規定は同盟の他の国の船舶，すなわち他国の

国旗をかかげる船舶にのみ適用されるので，自国の紛紛がどこか他に根拠港

をもち，一時的または偶発的にのみその固に入った場合でも自国の鉛舶には

適用されない。

同 同盟国の国内官庁は「船舶」の意味の解釈は自由にできる。この表現

には，恐らく掘削周の浮遊島などは含まれないだろう。

制 使用の自由は，外国の領水に一時的または偶発的に入ったときにのみ

適用される。一時的入国には周期的入国も含まれる。偶発的入国は不注意ま

たは難波によって起りうる。後者の場合，外国の領水内に存在することが一

時的でなくても，鉛舶は特許権を畏害しない。

付 a 外閣の領水 (water)とは，その領海 (territorialwater)およびすべ

ての内水路およびはとばをも会めた港湾を包含する。

(ト) 特許を使用する自由は，まず第 1に船舶の船体自体に使用することに

適用される。

明 この自由は船舶の附属物に特許発明を使用することを含み， その機

械，船具，装備が例としてあげられている。この附属物には航海計器，荷積

み器機，荷おろし捺械および船舶の性格に応じた多くの他のものが含まれ

る。下記注釈伺重量照。

(リ}発明 (device)は，それ自体で特許になるか特許された方法がそれを

動かすのに用いられるという理由で特許の対象となりうる。

同使用の自由は，もっぱらその船舶の必要のためにその特許された発明

を使用することに限られる。この必要はかなり変化するもので，病院鉛，科

学調査船，軍艦および客船には切らかに非常に違った必要があるからであ

1. Actes de Ln Haye， p. 435. 

節 5 条の 3 77

特許 権 の侵害をさけるた めにその特許 権の実施 権を取得 することを要求 され

ないと いう ものである。

0》 各上盟 国に おいて , との規定は同盟 の他の国の角 期 ,すなわち他末の

国旗 をかかげる 船舶にのみみ適用されるので , 自国 の船船がどこか他に根拠港

をもち, 一 時 的まさたは偶発 的にのみその 国に入った 場合でも自国の船名には

適用されない。

ら 同 牙因の国内 官庁は「船 舶] の意味 の解釈は自由にできる。 この表現

には, 恐らく拠削用の浮遊島などは 含まれない だろ う。
価 使用の自由は, 外国 の領木 に 一時的または偶発 的に 入ったときにのみ

適用 される。 一時前入 国 には周期 的入国も 含まれる< 偶発的入国は不注意ま

たは 難 疲によって 起りうる。 後者の場合 , 外国の領 木内に存在することが一

時 的で なくても, 船舶は特許 権を瞬 害しない。
いい・ 外型の領水(water) とは, その撤海(territorial water) およびすべ

ての内水路およびはとばをも 含めた港准を包含する。

(り 特許を 使用する自由 は, まず 第 1 に 船舶 の船体自体に使用することに

適用される。

切 との自由は船和の附属 物に特許 発明を 使用することを 含み, その機

械, 船 具, 装備が例とし てあげられている。 この附属 物 には航海計器, 荷積

みみ邦 機 , 荷おろし 露械おおよび船舶 の性格に 応した 多くの 他 のものが 含まれ

る。下 斑 釈較参照。

) 発明 device) は , それ自体 で特許になるか 特許 された 方法がそれを

動か す のに 用いられるという 理由で特許の対象 と なりう る。

9 使用の自由は, も っぱらその船舶の必要 のためにその特許された発明

を 使用 すること をを 限られる。 この必要は かなり 変 化するもので , 病院船, 科

学 調査般, 軍艦 おょび客 船とは 明らかに 非常に 違った必要があるから で あ

1, Actes de La Haye, p.435、
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る。

制 この規定は，特許された発明の使用にだけ及ぶので，船内での物品の

製造には及ばないし，特許された物または特許された方法によって得られた

物の公衆への販売にも及ばなL、。

伊) 同盟国の圏内官庁は，疑義が生じたときには航空機および車両の意義

を解釈する。

(坊 この規定の第 2号は，船舶でなく航空機および車両に関するもので，

このような航空機もしくは車両またはこれらの付属物の構造または機能に関

する特許の対象となった発明の使用に適用される。したがってこの構造また

は機能に関係のない機内物の使用は特許権の侵害からまぬがれない。

第5条の 4(イ)

ある物の製造方法の発明について特許権が現に設定されている同盟国にそ

の物が輸入された場合には，特許権者は，輸入国で製造された物に関して当

該特許権に基づきその国の法令により与えられるすべての権利を，当該輸入

物に関して享有する〈ロ)。
2 

(i) この条は， 1958年のリスボγ改正会議で条約に導入された。この会議

の前においては，条約では特許権を侵害する第3者の行為を園内法令で定め

ることについて同盟国に完全な自由を与えていた。リスポン会議において，

製造方法に係る特許権の侵害について，他国でその製造方法によって得られ

た物を輸入したり，販売したりまたは使用したりするとその特許権を侵害す

ることになる旨を条約に規定するという当時の状態をかなり激しく変更しよ

うとかする提案がなされた。この提案は認められず，採択された条文の範囲

1. Actes de La Haye， pp. 435， 541/2. 

2. Actes de Lisbonne， pp. 514 (proposal of Switzerland)， 515/9 (discussion in 

Second Committee)， 535 (report of Second Committee)， 101 (adoption in 

Second Plenary Session)， 116 (General Report). 

78 人節5 条の 4

る o

09 との規定は, 特許 された 発明の 使用にだけ及 . ぶので, 船内での物品の

製造 には及ばないし, 特許 された 物または特許 された 方 法 によって 得られた

物の公衆への販売 にも及ばない。

伊 同朋国の国内 官庁 は, 箕有が 生じした ときには航空 機おおよび車両の意義

を 解釈する。

人 この規定の第 2 号は, 船 醤 でなく 航 空換および車両に関するもので ,

と のようりな航空失 もし くは車両 また はこれらの付属 物の構造または機能に関

する特許 の対象と なった 発明の使用に 適用され る。したがってとの 構 造また

は 機能に 関係のない 内 物の 使用は特許 権の侵害 からまぬがれない。

第 5条の4

ある 物の製造方法の発明について特 特権が 現に般定されでている同明 国にそ

の 物が 輸入された 場合には, 特許反考は, 輸入 国で製造 された物に 関して当

該 特許権に基づきその国の法令 により 与えられるすべての 権利 を, 当該輸入

物 に 関して吾有する《5)。

① この条は, 1958 年 のスポボン表正 会 談で条約に導入された。 こめの会議

の 前においては, 条約 では特許秩を侵害する第 3 者の行為 を国内法令 で定め

ること にについて同盟 国に 完全 な自市を与え ていた。 リスボン 会 議において ,

製造 方法に 係る特許 権の侵害に ついて , 他国 でその製造方法とょって 得られ

た 物を 輸入したり, 販売 した りまたは使用 したりするとその特許権を侵害す

ることになる 官を条約に 規定 するという当時の状態 をかなり 毅しく 変 更しょ

5 とかする提案がなされた。この提案は認められず, 採択 された条文の範囲

1. Actes de La Haye, pp. 435, 541/2.
2、 Actes de Lisbonne, pp. 514 (proposal of Switzerland), 515/79 (discussion in

Second Committee), 535 (renport of Second Committee), 101 (adoption in
Second Plenary Session), 116 (General Report).
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は，なり狭いものである。

伊}ニ三の国の法令によると，特許が方法のみに与えられたとき，この特

許継の効果はその方法で得られる物または直接に得られる物にまで及ぶ旨の

規定をしている。これは，方法の使用ばかりでなく，それとは無関係にその

生産物の販売または使用も特許権の侵害を構成することを意味する。この規

定では，この方式を採用した固においては，その国自体で特許方法により製

造された物に対し，方法特許に基づいて当該国の法令が与えられる権利のす

べてを，その物が他国でその方法によって製造された窃合に，また当骸他国

においてはその方法が特許されていないときであっても，その物の輸入の場

合にも適用しなければならないことを定めている。

第5条の5(イ〉

意匠は，すべての同盟国において保護される{ロ}。

併) この粂は， 1958年のりスボン改正会議で条約に導入された。この点、に

ついて会議に提出された提案は野心的なものであり，意匠を保護する義務だ

けではなく，意匠の定義，新規性の認定に関する規定や意匠権の最低存続期

間の要件をも含んでいた。あとの3提案は認められなかったので，これらの

問題は引続き同盟国の園内法令に委されている。

(ロ) この条約に挿入されたのは，同盟国が意匠を保護するという義務だけ

である。この保護を定める措置については何もいわれていないので， 各国

は，芳、匠保護の特別法令によるだけではなく，その著作権に関する法律，あ

るいは不正競争防止の規定によるなどて曹、匠を保護することで，この規定を

満たすことができる。必要でありかつ同時に充分なのは，たとえば向盟国自

1. Actes de Lisbonne， pp.邸5/7(pro伊 sa1)，867/74 (observations)， 874/9(dis・

cussion in Fifth Committee)，ω9/10 (report of Fifth Committee)， 101 (ado. 

ption in Second Plenary Session)， 116/7 (General Report). 

2. Cf. in Belgium: Cour de Cassation， 20/12/1954， Ing. Conseil， 1955， p. 35. 
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は, なり 狭 いものである。
) 二三の国の 法令によると , 特許が 方法のみに 与えら れたとき , との特

許 梅の効果はその方 法で 得られる 物または直接に 掛られる 物 にまで及ぶ則の

規定 をし ている。これは, 方 法の使用ばかりでなく , それとは無関係 にその

生産物の販売または使用も特許 権の侵害を構成 するととを 意味 する。この規

定 では, との 方式を 採用した 国に おいては, その国 自体で特許 方法 により和製

人造された物 に対し, 方 法特許に基づいて当該 国の法令が与えられる棒利のす

べてを, その物が他国でその方 法とょって製造された場合と, また当玉他国

においてはその方 法が 特許され ていないときであっても, その物の輸入の場

合 にも 適用しなければたならないこ とを 定めている。

第 5 条の5 (7 )

意匠は, すべての同盟 国において保護 される〈n。

) この条は, 1958 年 のリスボン改正 会誤で条約に導入 された。この点に

ついて会 議に提出 された提案は野心的 たゃのであり , 意匠を保護する義務だ

けではなく , 意区の定義, 新規 性の認定 に関する規定や意匠 権の最低存続基

間の要件をも 含んでいた。あとの 3 提案は 認められな か ったので, これらの
問題 は引続き同 頭国の国内法令に 秀されている。

) との条約に 挿入さきれたのは, 同明還 が意匠を保護 するという義務だけ

である。とこの保護 を 定める措置 につい ては 何もい われて いないの で, 各国

は, 意匠保護の特別皮令 によょるだけではなく , その著作的に 関する法律,あ
るいは不正競争 訪止の規定によるなどで意匹を保護 することで, この親 史を

満た すとと ができる。必要であり かつ同 時に 充分なのは, たと をえば同軸国邊

1。 Actes de Lisbopne。pp. 86577 (propoeal), 867774 (observatons), 87479(dis-
cussion_ in Fif th Committee), 909710 (report df Fifth Committee), 101 (ado・

ption in Second Plenary Session), 11677 (General Report)、

2、 Cft. in Belgium: Cour de Cassation, 20/712/1954 Tng. じ onseil, 1955, p、35。
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体または国際的に意匠として登録するために，同盟国の所管官庁が「意匠j

であるとして対象を認識または定めた場合には，ある形式での保護が与えら

れるということである。

このような状況において， ζの規定が同盟国に立法措置をとることを義務

づけただけではなく.同盟国の司法機関に向けていっているものと認められ

るので，この規定は，自己執行的一一この可能性が認められる固においては

一ーと考えることができ，その結果，利害関係者は裁判所でこの規定を直接

に主張できる。

第6条〈イ}

(1)商標の畳録出願及び量録の条件は，各同盟国において圏内法令で定め

る〈ロ〉。

(2)もっとも，同盟国の国民〈川がいずれかの同盟国に霊録出願をした商

標については，本国で量録出願，畳録又は存続期間の更新がされていないこ

とを理由として量録が拒絶され文は無効とされることはない位、

(3)いずれかの同盟国に正規に畳録された商標は，他の同盟国(本国を含

む〉に登録された商標から独立したものとする情}。

(目) 1883年の当初の条約は商標の登録に関して 2つの原則を含んでいた。

一つは一ー第6条においてーーこの条に定めるように本固に正規に出願され

た商標はすべて他の同盟の固において出願を認めもとの形で保護しなければ

ならない旨を述べており，他方ーー最終議定書第4においてー一一上記の規定

は商標の形態のみに関する例外であるが一般には各国は商標の出願に国内法

令を適用する旨を述べていた。こうして，条約の一般原則は関係国における

1. By virtuure of the Hague Agreement Concerning the International Deposit 

of Industrial D関 igns，concluded at The Hague in 1925， revised at London 

in 1934. 

2. 上記第E章 4参照.

級 第 5 条

体 または国際 的に意匠として登録 するために, 同盟国の所管官庁が『意匠」

であるとして対象を認識 または定めた 場合とは, ある 形式での保護が 与えら

れるという ことである。

このよう た状況において, この規定 が同盟 国に立法措置 をと ることを義務

づけただけではなく , 同盟国の司法 機関と向けていっているものと 認められ

るので, この規定は , 自己 執行的一この可能 性が 認めあられる 国に おいては

ー一と 考え ること ができ, その結果, 利害 関係者は裁判所でこの規定を直接

主 張できる。

第 6条(?つ

(1) 商標の登録 出願及び登録の条件 は, 各同盟国において国内法令 で定め

る 5)。

(2) もっとあ , 同盟国の国民(^) がいずれかの同盟 国に登録出願をした商

祝 については, 本国で登録出願, 登録 又は在続 期間の更新 がされていないこ

とを理由と して登録が拒和絡され又は 無効とされ ることはない *=)。

(3) いずれかの同盟 国に正規に 登録された商 擦 は, 他の同盟国(本国を含

む) に登録 された商 極から独 立したものとする ()。

(1883 年の当初の条約は商 標の登録に関して 2つの原則を 含ん でいた。

ーつは一一第 6 条にお いて 一 一この条に 定め るように本 国に正規区出願され

た商標 はすべて他の同盟 の国において出願 を認めもゃとの形で保護し なければ

ならない旨を 述べており, 他方ー一最終 議定書第 4 に おいて 一 一上記の規定

は商近の形態のた 関する例外 であるが一 般 には各国は商標の出願に国内法

令 を 適用する 皿 を 述べ ていた。 と うし て , 条約の一 般 原則は関係 国世おおける

1. By virtuure of the Haguce Agreement Concerning the International Deposit

of _ Industrial Designs, concluded at The Hague in 1925, revised at London

in 1934.

2. 上記第【 章 4 参照。



• 8条 8:t 

すべての商標登録に関して国内法令を適用するということであり，条約で

は，他の同盟国においても認められるために本固に最初に出願することを出

願人に強制してはいなかった。もっとも，出願人がそのような出願をした場

合には，条約は他の同盟国にもとの形でその商標を認めかつ保護するとと

を要求する権利を出願人に与えていた。この規定は，ワシントン (1911年)，

へーグ (1担5年〉およびロンドン (1934年〉の改正会議で修正され，各国に

おける同一商標の登録および出願の独立の原則一一独立性は=三の国の園内

法令で否定されてい1Jーと，本国における現存する登録に基づいてもとの

形で商標を認め保護することを他の同盟国で主強できる例外的状態との間の・

関係が徐々に不明確になっていった。このような混乱に終止符をうつため，

19日年のリスポン改正会議では上記の規定を 2か条に拡げるととを決めヰ

同盟国における商標の出願と登録の独立の正常状態を定める第6条と，前記・

の例外的状態を定める第6条の 5とである。したがって第6条は， リスボン

会謹の前には現在の第6条の5で律されている対象の大部分を含んでいた

が，現在では商標の独立の原則にのみ関するもので，特許について同一事項

を扱った第4条の2と対比することができる。

伊)第 1項に述べられた原則は，いいかえると，商標の登録出願および登

録について，出願人は条約第2条および第3条の内国民待遇を要求できるこ

とを意味する。この規定は商標のみについて述べ，サーベスマークについて

は述べていないが，第1， 2および 3条によりサーピスマークにも内国民待

遇の原則が働らくので，同様に取扱われるだろう。

1. Actes de Paris， 1， pp. 70/9， 132/5， 138/42; L pp. 24/33. 

2. Cf. Ladas: The International Protection of Industrial Property， p. 541. 

3. Actes de Lisbonne， pp. 578/9， 581/2 (prodosals)， 582/99 (observations)， 

601/2， 616/7 (discussion in Third Committee)， 750/5 (report oC Third Co-

mmittee)， 617/20 (discussion in General Committee)， 101， 106 (adoption in. 

Second Plenary S匂 sion)，117/8 (General Report). 

第 6 条 8E

すべての商 参 登録に関して国内法令 を適用するということ で あり, 条約で

は, 他の同盟国にとにおいても 認められるために本国に最初に出願するととを出

主 人に強制 してはいな か った。 もっとゃも , 出上株人がそのょうな出題 をした短

合とは, 条約は他の同盟国ともとの 形 でその商標 を認めかつ保 護 するとと

を要求する権利を出願 人に与えていた。この規定 は , ワウシントン (13911年),

ヘーク (1925年) およびロン ドン  (1934年) の改正 会 議で修正され, 各国に

おける同一商標 の登録ねよび出願の独立の原則一 一独立性は二 三の国の国内

法令で宮 定され ていたー一と, 本 国における現存する登録と基づいてもとの

形 で商標を認め保護 するととを他の同 爵国で主張できる例外的 状態との間の.

関係が 徐々に不明 確にな っ ていった。このょ うな混乱に終止社をうつため ,

1958年のリスボン改正会 議では上記の科 定を 2 か 条に 拡げることを 決めた。

同 里国における商標の出願と登録の独立の正常 状態を定める第 6 条と, 前記

の例外的状態を定める 第 6 条 の5 とである。 し たがって第6条は, リス ボン

会 議の前 には現在 の第 6 条の5 で 徐されている対象の大 部分を 含んでいた

が, 規 在 では商標の独立 の原則にのみみ関するもので , 特許について同一事項

を 扱っ た 第 4 条の2 と対比するととができる。

局 第 1 項に 述べられた原則は, いいかえると , 商標の登録出願および登

録 について, 出頭人は条約第 2 条おょび第 3 条の内国民 待肖を要求 できるこ

とを意味 する。この規定は商標 のみみについて 述べ, サー ベスマークについて

は 述べていないが。 第 1, 2 おょよび 3 条 により サービスマークにをも内国民待

時の原則が 働らくので , 同様に 取扱われるだろう。

1. Actes de Paris。 1 。pp、7079, 13275。138/421 H, pp. 24733.
2. Cf.、 Ladsas: The fnternational Protection of industrial Property, p、541.

3. Actes dc Lisbonne, pp, 578/79, 58172 (prodosals), 582799 (observations),
50172, 61677 (discnssion in Third Committee), 750/5 (report of Thrd Co-
mmittee), 617720 (discussion in General Committee), 101, 106 (adoption in
Second Plenary Seesion), 1177B (General Reportり.



82 第S条の2

付 「同盟国の国民」という表現は，条約の第3条からみて，第3条によ

り条約の適用を主張できる同盟外の国民をも含むものと考えられる。

伺各国における商標の登録出願および登録は，他国における同ーの商標

についての類似の行為，さらに第6条の5A(2)に定める商標の本国における

それらの行為とは無関係である。このことは，第4条による最初の出願に基

づく優先権の承認のための場合は当然の例外となるが，その出原のなされた

国以外の他の国における商標の出願，登録または更新が必要とされることが

ないことを意味する。第6条の5の規定の適用を主張するため本国での登録

が求められる例外的場合は，その条に譲ることにする。

制 同盟国でー且登録された商標は，強立に存続し，本国を含んで他の固

における類似の登録の運命には影響されない。

第6条の2(-i) 

(1)ーの商標が，他の商標〈ロ}で，この条約の利益を受ける者。、)の商標と

して，及び同一又は類似の商品(=)について使用されているものとして自国

において広〈認識されている〈柑量録国文は使用国の権限のある当局が認め

るものの紛らわしい複製，模倣又は翻訳である場合にはいh 同盟国は， そ

の圏内誌令が許すときは強権をもって，又は利害関傑人の請求により，当該

ーの商標〈ト}の登録を拒絶し又は無効とし，及びその使用を禁止することを

約束する(チ}。ーの商標の要部が， 広く認識されている他の商標の複製であ

り，又は当該他の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も，同糠とす

る〈リ)。

(2)前記のーの商標の豊録を無効とすることの請求については，登録の日

から少なくとも五年の期間を認めなければならない。(同同盟国は，そのよう

な商標の使用の禁止を請求することができる期閣を定めることができる(川。

(3)悪意で量録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は世用を禁

止することの請求については，期聞を定めないものとする{ヲ)。

82 第 6 象の2

の 「同胃 国 の国民! という 表坦は, 条約 の 第3条 か らみて, 第3条によ

り条 約の適用を主張できる同盟外の国民をも 含む ものと 考えられる。
伯 各国における商標の登録 出願 および登録 は , 他国における同一の商振

についての類似の行為 , さらに 第 6 条の5 A(2)に 定める 商標の本国における

それらの行為 とは無関係 である。このことは , 第 4 条による最初の出願に基

づく 優先 権の承認のための場 合は当然 の例外となるが, その出願 のなされた

国 以外の他の 国における商標の出願, 登録 または更新が必要 とされることが

ないこ とを意味する。 第 6 条の5 の規定 の適用を主張するため本 国での登録

が 求められる例外的 場合は。 その条に 譲ると とにする。

則 同盟 国 で一旦 登録きれた商標 は, 独立に存続し, 本 国を 倉んで他の国

における 類似の 登録の運命には 影響 さきされない。

第 6条の2

(1) 一の商 榎が, 他の商標 (で,  この条約 の利益を受ける 者 ") の商振と

して , 及び同一 又は類師の商品(=こ ) について 使用されているものと して自国

において広く認識され ているぱ *) 登録国又は使用国の権限のある当局が認め

るものの夫ら わしい複 製 , 模 令又は翻訳である 場合にはい ) ,  同盟園は, そ

の 国内 法令が許すときは了騰 挫 をもって, 又は利害 関係人の請求に より, 当該

ーの 標 ( )  の登録を拒絶し又は無効とし, 及び その使用を禁止することを

約束するぽ)。 一 の曽打の要 部が, 広く認識され ている他の商標 の複製であ

り, 又は当該他の商 探と混同を 生じさせやすい赤 像である場合も, 同様とす

ろ ( り 9。

(2) 前 記 の 一の商標 の登録を無効とすることの請求 につい ては , 登録の日

から 少 なくとゃ五 年の期間を認めなければぱばならない。ヌ) 同盟国は , そのよう

な商科の 使用の禁止を請求することができる 期間を定めることができるぷり)。
(3) 悪意 で登録を受け又は使用された商李の登録を無効とし 又は使用を禁

止 することの請求 につい ては , 期間を定めないものとすずする")。
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モイ) この条は， 1925年のへーグ改正会議で条約に導入され， 1934年のロン

ド3および1958年リスボンの各改正会議で修正されA。後者の会議で，この

条は徹底的に検討され，前には当該国で広く認識されている商標と抵触する

( conflicting)商標の登録の拒絶または無効にのみ関するものであった適用

範囲を，後者・の商標の使用禁止まで広げることになった。

(0) r商標 (mark)JJという語自体は，周知のサービスマーグについて

も保護を拡げることを排除するものではないが，第 1項前段の前半に現れる

「悶ーまたは顛似の商品について使用されているJという表現で，この規定

の及ぶ範囲が周知商標だけであることを明らかにしている。もっとも，同盟

国は，サービスマークについても同様な状況の下で同一原則を適用すること

は自由である。

村 周知商標は，当然，それがこの条約の利益をうける者，すなわち第2

条または第3条により条約の適用を主張できる自然人または法人に属する場

合にのみ，この条によって保護される。しかし.この規定は，それ以上に進

んで保護されるためには，その商標は， r既にその者の商標であるとしてJ

広〈認識されていなければならないと述べている。しかし，との規定の沿革

からみてfその商標が，その国において商業よある企業に属す商標として広

く認識されていれば充分であって，その企業が条約の利益を受ける者である

1. Actes de La Haye， pp. 241/2， 246 (proposal)， 341/3 (observations)， 453/6 

(r句ortof Third Sub-Committee)， 523 (report of General Committee)，543/4 
(report of Drafting Committee)， 5n (adoption in Second Plenary Session). 

2. Actes de Londres， pp. 187 (prop銅 1)，275/6 (observations)， 398/4∞(repo・

rt of Third Sub-Committee)， 464 (report ，of Drafting Committee)， 516 (ado. 
ption in Second Plenary Session). 

3. Actes de Lisbonne， pp. 637/40 (prop侭 als)，640/56 (observations)，日6/66

(discussion in Third Committee)， 157/9 (report of Third Committee)， 666/8 
(discussion in General Committee)， 101/2 (adoption in Second Plenary Sessi・

on)， 117 (General Report). 

4. Actes de La Haye， pp. 456， 543; Actes de Lisbonne， p. 637. 

5. Actes de La Haye， p. 543. 
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(7) この条は, 1925 年 の ヘーク改正 会議で条約に導入 され, 1934年の5 ン
ドンおよび 1958 年リスポンの各改正 会 議で修正 された。後者の会議で, この

条は徹底 的に 検討され, 前 には当該司で 広く認識 されている商標と穫 触する

(confiicting) 黄 標の登録の拒絶または無効 にの 関す るものであった 適用

範 妃を, 後者の商 擦の使用 禁止まで広げる ことになった。

名 「商 標Cmark)]」 という語自体は, 周知 のサービスマークについて

ゃ保護を拡げるととを排除 する ものではないが。 第 1 項 前段の前 半に 現れる

「 同 一または類似の商品と ついて 使用きれ ている」 という表現 で , との規定

の 及ぶお範囲が周知 座標 だけであることを 半 らちかにしている。ゃもっと%ぁ , 同盟

国 は, サー ビスマークについてふゃ同様な状況の下で同一 原則を 適用すること

は自由である。

N 周知 商標は, 当然  , それがこの条約 の利益をうける 者 ,すなわち第 2

条 または 第 3 条により条約 の適用を主張 できる自然 人をたは 法人に 属する坦

合 にのみみ , との条也よって保 諾される。 しかし, との規定 は, それ 以上に進

んで保護 されるためには。 その商標 は , 「 寿 にその者の商標 であると して」

広く 認識されていなければならないと 述べている。 しかし, この規定の沿革

からみて , その商標 が , その 国に おいて商業上ある企業に属す商標 として広

く 認 識され ていれば充分 であって, その企業が条約 の利益を受ける 者である

+.。 Actes de La Hayc, pp. 24172, 246 (proposal), 341/3 (observations), 453/6
(eport of Third Sunb-Committee), 523 (report of General Committee), 543/4
(eport of Draftng Committee), 577 (adoption in Second Plcnary Session),

2., Actes de Londres, pp. 187 《proposal), 275/6 (observations), 3987400 Gepo-
rt of Third Sub-Committee), 464 (eportいor Drafting Committec), 516 (ado-
ption in Second Plenary Session)。

3. Actes de Lisbonne, pp. 637/40 《proposals), 640756 (obseryations), 656/766
(discussion jn hird Committee), 75779 (eport of Third Committee), 66678
(discussion in Generai Committee), 10172 (adoption in Second Penary Sessi-
on), 117 (Gencral Renport.

4.。 Actes de La Haye, pp. 456, 543 : Actes de Lisbonne, p、637.

5。 Actes de La Haye, p.。 543.
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ことがさらに認識されていることは必要ではない。抵触する登録を出願した

者，登録を得た者または抵触する商僚を使用する者が，それを知っていたこ

とは必要ではないし，それを立証する必要もない。

同 この規定による周知商標の保護は，同ーまたは類似の商品について出

額，登録または使用された他の商標についてのみ適用される。この条件が満

されたか否かは，その保護の求められた国の行政機関または司法機関が判断

する。

制 商標はその国で登録がなされる前に周知になることがあり，また他国
2 

における宜伝の霊長響で，その国で使用される前にも周知になることがある。

高標がその国で周知であるか否かは所管の行政機関または司法機関が判断す

る。 1958年のりスポン改正会議では，保護の求められた固における周知商標

の使用は，その保護のためには必らずしも必要ではないという提案がなされ

たが拒否された。これは，同盟国はその領域内で使用されていない周知商標

を保護することを義務づけられないが，そうするのは自由であるということ

を意味する。自スポン会議における投票からみて，大多数の国が恐らくそう

するであろう。

1. フラγスにおいて:Cour de Riom， 1/4/57， Ann.， 1959， p. 32， Cour de Pむis，

8/12/1962， Ann.， 1963， p. 147および Dusolierによる注。非常に有名な商擦のあ

る重量のものについては少なくとも， 非類似の商品についても保護を拡げるべきFで

はないかという問題がリスポγ改正会議で討議されたが， 肯定的な結論は得られ

なかった。 Actesde Lisbonne， pp. 6回1/4，705/24，および MIOSGA:Internati・

onaler Marken und Herkunftsschutz. pp. 49/50これには他の文献が引用されて

いる.

2. Actes de Lisbonne， pp. 659， 667， Brazil: Supremo Tribunal Federal， 26/4/ 

1963， G. R. U. R. Int.， 1964， p. 318 (german translation) . 

.3. Actes de Lisbonne， pp. 659， 666/7. 
4. Actes de Lisbonne， p. 668 . 

.5. 上記提案は25カ国が賛成したが僅か2カ国によって却下された。 Actesde Lis-

bonne， pp. 666{7. 
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ことがさらに認識 され ていることは必要 ではない。算 触する登録 を出願した

潮, 登録を 得た者または算和触する商標 を使用する 者が, それを 知っ ていたこ

とは必要ではないし, それを立証する必要もない。
ヴヨ この規定による周知次 標の保護 は, 同一 または類似 の商品とついて出

額 , 登録 または 使用された他の商 擦にた つい てのみろみ 適用される。この条件が満

されたか 否かは, その保護 の求めあめられた国の行政 機関 または司法擬 関が判断

する。
お 商標 はその国で登録 がなされる 前に周知になる ことがあり, また他国

における宣伝 の 影響で, その 国で 使用される 前にも周知 になること がある。

導 標がその国で 周知であるか 千かは所管の行政 機関または司法 機関が判断す

る。 1958 年 のリスボン改正 会議 では, 保護 の求められた 国における周知 商療

の 使用 は , その 応護のた めには必 らちずしゃも必要 ではないという 5 提案 がなされ

たが拒否された< これは, 周 刷国はその領域内で使用されて いたない周知商標

を保護 することを 義務 づけられないが, そうするのは自由であるということ

を 奄 味する。 リス ポボン会 議における投票 から和みて, 大多数の国が恐らくそう

するであろ うぅse

41, ブラ ンスにおいて : Cour de Riom, 1/4/57, Ann., 1959, p, 32, Cour de Paris,
8712/1962, Ann., 1963, p.147 および Dousolier による下。 非 常に有名な商標 のあ

る 種 のも のについては 少なくと も , 非 類夏の商品 について も保護を 拡げるべきで

はないかという問題 がりスポン到正会 験で討 誤されたが, 和崩定 的な結論は 得られ

なかった 。Actes de Lisbonne, pp_ 660/4, 705/24 および MIOSGA: Iateraati-

onaler Marken und Herkunftsschutz. pp. 49750 これには他の 献 が引用されて
いる。

2., Actes de Lisbonne, pp. 659, 667, Brazil: Supremo Tribunal Federal 26/4/
1963, で G,R. り. R. Tnt, 1964, p. 318 (german translation).

3. Actes de Lisbonne, pp. 659, 666/7,
4. Actes de Lisbonne, p. 668.

5. 上記 歓 案は25 ヵ 国が 成 したが 位か 2 ヵ国 によって 孝下された。 Actess de Lis-

bonne, pp. 66677.
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付 この規定の目的は，既に広く認識されている商標と紛らわしい商標の

登録または使用をその国において防ごうとするもので，これは，その周知商

標が，登録されていれば通常は抵触する商標の登録または使用は妨げられる

のであるが，その登録がその屈になされていなかったとしても，上記のよう

な保護をしようとするものである。紛らわしい類似商標の登録または使用は

多くの場合不正続争の行為になるし，それを誤認するものの利益を害なうと

も考えられるのでこの周知商標の例外的な保護は正当であると考えられてい

る。商標が周知商標と混同を生じ易いかどうかは，その国の所管官庁が判断

するが，そうすることによって，所管官庁はその商標の付されている商品の

消費者の立場からこの問題を検討することになる。この規定では，この混同

が生じるのは，周知商僚の復製.模倣または翻訳である場合，さらに一一第

1項後段怠照一一商標の要部だけが周知商標の複製，模倣または翻訳である

場合であることを明らかにしている。

(!-) この規定は商標に言及しているだけでサーピスマークについては言及

していない。したがって，同盟国は，サービスマークにも適用することを義

務づけられないが，類似の状況においてそうするのは自由である。

明 この条文についての問題の一つに，これが自己執行的であると考える

ことができるかどうか，一ーその可能性が認められている闘においてである

が一一，その結果として利害関係者は，関係国の行政機関または司法機関に

この条の規定の適用を直接主張できるかということがある。これについて次

のような考えを述べる。

この条は「同盟国は・・…約束するJと規定されているので，直接に当事者

1. Cf. Ladas:“International Protection of Well.known Trademarks，" Trade-

mark Reporter， 1951， p. 661; Troller:“La marque de haute renommee，" P. 

L， 1953， p. 73; Blum: "La marque de haute renommee，" P. L， 1954， p. 110. 

2. Actes de La Haye， p. 455. 

3. Ibidem， pp. 453/4. 

4. lbidem， pp. 453/4. 
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N この規定の目的は, 既に 広く認 議されて いる商標と 紛らわしい商師の

登録 または 使用をその 国において 防 ごうとするもので, これは, その周知商

標 が, 登録 きれていれば通常は械 触する商標 の登録または使用 は妨げられる

のであるが, その登録 がその同になされ ていな か ったとしても, 上記のょ よう

な保護をしょうと するものである。 紛らわしい 類似 商標の例 録または使用は

多くの場合不正 競争の行為 になるし, それを誤認 するものの利益を害な5と

も 考えられるのでこの周知 商標の億外的な保護は 正当であると 考えられてい

る。 商標が周知商標と混同を 生じ易い かどうかは, その図の所 菅官庁が判断

するが, そうすること にょよって, 所管 官庁はその商標の付さきれている商品の

消旨 考の立場 からこの問題を検討 する ことになる< この 規定 で は, この混合

が 生じしるのは, 周知商標の撫般, 模 信まきたは 翻訳 である 場合 , さらに一一第

4 項 後役参照一一商標の要 部だけが周知商近の 複製 , 模 佑きたは 磐 訳 である

更 合であることを 明らかにしている。

(りり この 規定は商標 に言及し ているだけでサービスマー クについては滞及

し ていない。したがって ,  同盟固は, サービスマークに も 適 足することを義

和 務づけられないが, 類似の状況 においてそうするのは 自由である。

の この条文 につい ての問題 の 一つ に , これが自己 執行的であると 考える

ことができるかどう か, 一 一その可能人性が 認められている 國にお いてである

がーー 一, その結果として 利害 関係者は, 関係国の行政機関きたは本法 機関に

この条の規定の奥用を直接 主張できるか ということがある。これについて次

のような 考えを 述べる。

との条は「同 盟国 は ……約束する」 と上規定きれているので , 直接に当事者

1、 Cf. Ladas: *'jnternational Protection of Well-known Trademarks," Trade-
mark Reporter, 1951, p, 661: Troller: "La marque de haute_ renommee"' P.

LT, 1953, p, 73: Blum "La marque de haute_ renommee PT 1954, p、110.
2. Actes de La Haye, p. 455.

3. Tbidem, pp. 453/4.

4、 ITbidem, pp,453/4、
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の権利または義務に言及した〈たとえば第2条，第3条，第4条，第4条の

3，第5条の 2，第5条の3，第5条の 4，第6条，第6条の 7など〉また

は直接問題の事態を律している(たとえば，第4条，第5条A(l)，(のないし

(5)， B. C， D.第 6条の 4，第6条の 5，第7条など〉条約の他の条文の

多くとは違った作成がなされている。他方，この第6条の 2は，第10条の 3

や第11条の場合におけるように，単に特定の事項について同盟国が立法措置

をとることだけを約束したものではない。したがって，この条は国内法令に

ある程度の自由度は残しているが(第 1項「その圏内法令が許すときはJ，

第 2項「少なくとも 5年の期聞を認めねばならないJ，r同盟国は期聞を定め

ることができるJ)，同盟国にこの問題について立法措置をとることを義務づ

けただけではなく，一一若しその憲法制度で認められるならば一一この条の

規定を当事者の要求によって実施すべきその国の行政機関または司法機関の

代ってなした約束をも含んでいると考えられる。

(リ)上記注釈伺終段参照

的周知商標の所有者が抵触する商標の登録に対処するのに充分な時聞を

得るため，この規定では，その登録の無効を要求し得るために少なくとも 5

年聞の期間がなければならない旨を明らかにしている。この最低期聞は1958

年の Pスポン改正会議までは3年間であった。 r少なくとも」という語は，

期間の設定は， 5年間よりは短かくないという条件で，同盟国の圏内法令あ

るいは行政機関や司法機関にまかされていることを示している。

同 同盟国は，抵触する商標の使用を禁止を請求すべき期闘をも自由に定

めることができる。この期間については最低限は示されていない。

勿) 周知商標の保護が要求された国の行政機関または可法機関は，抵触す

る商標が悪意で登録または使用されたか否かを判断する。その場合，訴追の

ための期間はない。抵触する商標を登録または使用する者が，周知商標を知

1. Actes de Lisbonne， pp. 665. 758. 
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の 権利 または義務に 言及した 《〈てたとえば第2 条, 第 3 条, 第4 条, 第 4条の

3, 第 5 条の2, 第 5 条の3, 第 5 条の4, 第 6休, 第 6 条 の 7など) また

は直接問題 の事態を律している (た とぁ&えば,  第 4 条 , 第5 条 A⑪), ( 3ないし

(⑤, B,  で C, D, 第 6 条の4, 第 6 条の5, 第 7 条など) 条約の他の条文の

多く とは 違った作成 がなされている。 他方 , この第 6 条の2 は, 第 10条の3

や第 11条の 場合と おけるように , 単に特定 の事項に ついて同押国立 法措置

をとること だけを約束 した ものではない。 したがって, この条は国内法令に

ある 程度 の自由度は残し ているが (第 1 項「 その国内 法令が 許すときは上し

第 2 項「 少なくと も 5 年 の期間を認めねばならない 」|「同 盟国は期間を定め

る こと かができる出, 同盟 国にこの問題 に ついて立 技 措軟をとるととを 義務づ

けただけではなく, 一 一若しその憲法制度で認めあられるならばー 一この条の

規定を当事者の要求 よって 実施 すべきその国の行政 機関きたは司法揚 関の

代 ってなした 約束 をも 含んでいると 考えちられる。

(79 上記注 竹 終段 参照

較 周知 商標の所有考が算秋する商標の登録にと 対処するのに充分な時間を

得る ため, とこの規定で は, その登録 の無効を要求し 得るために 少なくと も 5

年 間の期間ななければならない牟を 明ちかにし ている。 との最低期間は1958

年 のリスボン故 正 会議までは 3 年 間であった。 「 少な くとも」 という語は,

期間の設定は, 5 年 間よ りは 短 かくな いという条件で, 同盟国の国内法令あ

るいは行政 機関や司法 機関とにまかされているとこととを 示している。

09 同盟国は, 算 触する商標 の使用を禁止を請求すべき 期間をも 自由と定

める こと がで きる。 この 期間とに つい ては最低 限は示され ていたない。
周知商標の保護が要求 さきれた 国の行政 機関きたは司法 機関は, 算 触す

る商標が悪意で登録 または 使用きれたか 否 か を 判断 する。その場合, 訴追の

ための 期 間 はない。自 触する商 擦を 登録 または 使用する者が, 周知商振を知

1, Actes de Lisbonne, pp. 665, 758.
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り，周知商標と自己の登録または使用する商標との問で混同が生じ利益を得

ることを意図していると認められるときには，一般には悪意があることにな

る。

第6条の3 (1)および(2)<00

(1) (a)同盟国は，同盟国tロ〉の園の故章，旗章その他の記.<川， 同盟国

が採用するい}監督用及び笹明用{木〉の公の記号及び印愈並びに鮫章学上tへ}そ

れらの機倣と蹄められるものの商標又はその構成部分0)としての登録を拒

絶し，又は無効とし，また，権限のある官庁{刊の許可を受けずにこれらを

商標又はその様成部分として使用することを適当な方法によって禁止するこ

とに同窓する〈的。

(b) (a)の規定は，ー又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機

関は〉の紘章，旗宣伝その他の記章，略称及び名称についても，問機に適用す

る。ただし，すでにこれらの保謹を保障するための現行の国際協定の規定の

対象となっている舷窓.旗愈その他の記章，略称及び名称については，この

躍りでない{ル}。

(c) いずれの同盟国も，この条約が当該同盟国において効力を生ずる前

に普意で散得した商標植に係る商標権者の利益を書して(b)の規定を適用す

ることを要しない円)0(a ) に規定する使用又は登録が，当~園際機関と

当骸敏憲，旗章，配_，略称若しくは名称との聞に関係があると公衆に暗示

するようなものでない場合又は当誌使用者と当該国際機関との聞に関係があ

ると公衆に患って，信じさせるようなものと認められない場合には，同盟国

は，(b)の規定を適用することを要しない円〉。

位)監督用及び涯明用の公の記号及び印章の使用の禁止に闘する規定は，

当該記号又は印章を含む商標が当量産記号又は印章の用いられている商品と同

一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り，適用するω }。

い) 現在のこの条帥の一部は， 1883年の原条約と一体をなす最終議定書に

噂入されており，修正された形で1911年の ワシン トン改正会議において最終

第6条の 3 87

り, 周知 商標と自己の登録または使用する商標 との間で先 山が生じし利益を得

ることを意図 していると 認められるときには, 一 般にとは感 意があることにたな

るs。

第 6 条の3 (1 および 23

(D (a う同貼 国 は, 同盟 国"") の国の教 章, 旗 音その他の記事("), 同盟国

が 採用するに ) 監督用及び証明用〈 あの公の記号及び印軍 並びに紋事単上へ) そ

れらの醒 偽と 認められるものの商標 又はその構成 部分 ' りとしての登録を拒

紛し, 又は無効とし , また, 権限のある官庁 ば ) の許可 を受けずにこれらを

商標又はその模成部分として 使用することを 適当な 方法によって禁止 するこ

とに同意する⑦)。

〈(b) (ssうの規定は, 一 又は二上上の同 器国が加盟し ている政府間国際機

関 (の 孝 章, 旗 理その他の記章, 略称 及び名称につい ても , 同様に適用す

る。ただし, すでにこれらの任護を保 謗するための現 行の国際協定の規定の

対象となっでいる示章, 旗 章その他の記章, 略称 及び名称につい ては , この

本り でな いん)。

(< )  いずれの同明国も, この条約が当該 同事国において 効力を生ずる前

に鞭 意で販得 した商標 権に係る商標 権者の利益を 害して〈b うの規定を 適用す

ることを要しないう 5。(a) に規定する使用 又は登録が, 当該国際 機関と

当該孝章, 旗宣, 記事, 略称 若しくは名 称との間に関 係があると公衆 に暗示

するよう なものでない場 合又は当該 使用者と当該国只機関 との 問に 関係があ

ると公衆に誤っで, 信じさせるよう なあのと 認められない場 合には, 局明展

は, (てb) の規定 を適用することを要レしない *〈?)。

(2) 監督 用及び証明用の公の記号及び印章の 使用の 禁止に関する規定は ,

当該 記号又は印事を 合わむ商標が当該 記号又は印帯の用いられてでいる商品と同

ーー又は 類似の商品について 使用されるものである場合に陣り, 適用する〈かが。

@) 現在 のこの条09の一 部 は, 1883 年の原条約 と 一体をなす最終議定書に

導入されており, 修正 された 形で1911年 のワシ ントン政正 会議と おいて最終
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議定書中に残されていたが，これは当時の条約第6条〈修正された形ではあ

るが現在の第6条の 5)との関連においてであった。第6条の3自体は1925

年のへーグ改正会議で導入された。 1934年のロンドン改正会議で形式に多少

の修正が加えられfm58年のリスポン改正会議で徹底的な改正がなさA，そ

こでは，特に第 1項(砂および(c)が加えられ，他に重要な二三の修正がなされ

た。

(ロ) 閏の紋章に与えられる保護は，同盟国の国の紋章に限られる。この条

の規定を同盟に属さない国の紋章にまで拡げることは，この条(3)の規定から

みて不可能であるが，同盟国が，それを商標に含ませることが公の秩序に反

するとみなすなど，他の適切な措置によって，それらの他の紋章を保護する

ことは自由である。

付 この規定の目的は，国の記章 CStateemblem) と同ーまたはある類

似性を示す商標の登録または使用を排除しようとするものであり，この表現

は「他の」とし、う語からみて，その国の紋章 Carmorialbearing) および旗
6 7 

章 (flag) をも含むものである。この理由は，そのような登録または使用

1. Cf. the history of the Article in Actes de Lisbonne， pp. 127 et seq. 

2. Actes de La Haye， pp. 243/5， 247 (proposals for Article 6 quater)， 343/5 

(observations)， 457/67 (report of Third Sub-Committee)， 523/5 (report of 

General Committee)， 544/5 (report of Drafting Committee)， 577 (adoption 

in Second Plenary Session). 

3. Actes de Londres， pp. 188/9 (proposal)， 276/7 (observations)， 4叩 (report

of Third Sub.Committee)， 465/6 (report of Drafting Committee)， 516 (adopt. 

ion in Second Plenary Session). 

4. Actes de Lisbonne， pp. 127/33 (proposals)， 134/9 (observations)， 139/45 

(discussion in First Committee)， 295/8 (report of First Committee)， 145/7 

(discussion in General Committee)， 102/3 (adoption in Second Plenary Sessi・

on)， 117 (General Report). 

5. Actes de Lisbonne， p. 140. 
6. たとえばこの条の(7)および(8)のように， この表現が単独で使用される場合もで

ある。

7. Actes de La Haye，即.243/4. 
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議定書中に残され ていたが, これは当時の条約第 6 条 て 惨正された 形ではあ

るが現在の第6 条の5) との関連においてであった。第 6 条の 3 自体は1925

年 の ヘーク改正 会議で導入された 1934 年 の モンドン改正 会 議で形式に多少

の修正が加えられ 1958 年のり スポボン改正 会議で徹底 的な改正がなされ , そ

ことでは , 特に第 1 項(りおよび(c) が加をられ, 他に重要な二 三の牙 正がなされ

たs。
G) 国の絞 章に与えられる保護は, 同盟 国 の国の紋章に 限られる。 との人条

の 規定を同盟にと 属さな い 国の絞 章にまで 拡げば るととは, この条(3)の規定から

みて不可能であるが, 同盟 国が , それを商標に含ませることが公の秩序に反

する とみなすなど, 他の 適切な措置 に よって, それらの他の 紋章を保護する

とことは自由である。

3 この規定の目的は, 国の記事 (State emblem) と 同一  たはある類

似人性を示す商標 の登録 または使用 を排除し ようと するものであり , この表現

なは「他 の」 という 語 からみて, その国の紋章 (armorial bearing) および旗

章 (fiagう を も 含む ものである。この理由は , そのよう な 登録 ま たは 使用

1. Cf . the history of the AArticle in 人Actes de Lisbanne, pp ,  127 et seq.

2. Actes de La Haye, pp, 24375, 247 《proposals for Article 6 duater), 34375

observations), 457/67 (eport of Third Sub-Committee), 523/5 eport of
General Committee), 544/5 (eport of Drafting_ Committee), 577 《〈adoption
in Second Plenary Session).

3., Actes de Londres, pp. 18879 (proposa), 276/77 (observations), 400 (eport

of Third Sub-Committee), 46576 (eport of Drafting Committee), 5t16 (adopt-
ion_in Second Plenary Session).

4.。 Actes de Lisbonne, pp. 127733 (proposals), 13479 (observations)。 139745

(discussion in First Committee), 295/8 eport of First Committee)。 14577

(discussion in General Committee), 10273 (adoption in Second Plenary Sessi
on), 117 (General Report).

8. Actes de Lisbonne, p. 140.
6. たとえばこの条の(0)および(9 のょように, この表現が 単強で 使用さきれる場合 もで

ある。

7. Actes de La Hayce, pp, 243/4.
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が，主権の象徴の使用を管理する国家の権利を侵すものであり，さらにその

ような商標の付された商品の出所に関して公衆を誤認させるかもしれないか

らである。この固の記事には，統治王室の盾形絞地および同盟に加盟してい
Z 

る連邦に含まれる州の記章をも含ませようとするのが， 1925年のへーグ改正

会識の意向であった。しかし，同盟国の地方や市のような下位の公共団体の

記章は含まれない。

村監督用および証明用の公の記号および印章が，この規定で保護される

のは，それが同盟国自体によって採用されているときだけであって，同盟国の

下位の公共団体または公法上の団体によって採用されている場合ではない。

的監督用および証明用の公の記号および印章は，バター，チーズ，肉な

どの生産物や貴金属について，二三の固において存在する。

付 この規定が及んでいる箆の記章，公の記号および印章は，それと同ー

である商標または商標の構成部分としてそれを含んでいる商標の登録および

使用から保護されているばかりでなく， r紋章学上Jのそれらの模倣が商標

に含まれることからも保護されている。このように禁止された模倣は，通常

商標間で認められないと考えられている模倣の幅よりは狭くなっている。そ

の理由は，国の記主主が，ライオン，熊，太陽などのそれ自体ありふれてお

り，記章の模倣が記章を相互に識別する紋章学的特徴に関するものでないか

ぎり，商標中に自由に使わせなければならないような表象を含むことが多い
4 

からである。もっとも同盟国が国の記章を一層広く保護することは自由であ
5 

る。

1. Actes de La Haye pp. 459， 464， 544. 

2. Ibidem， pp. 343/4， 464， 544. 

3. Ibidem， p. 245. 

4. Ibidem， p. 245， Actes de Lisbonne， pp. 129/31， 139/40.参照.

5. Cf. in Austria: Patent Office (Division of Appea)s)， 8/5/1959. G. R. U. R. 

Int.， 19飢 p.73.

健 8 人名の 3 ]

が, 主権 の象徴の使用を管理する国家の 権利を侵す&ぁものであり , さらにその

よう な 商標 の付きされた商品の出所に 関して公衆を誤認 させ るか もし れないか

らである。との国の記章には, 統治 王蜜の財形 紋地おょよび阿明に加盟してい

る條邦 に含まれる 州の記章をもゃ含ませょ ようと するのが, 1925年のヘージグ改正

会 談の意向であった。 しかし , 同盟国の地方やも市のよらな下位の公共団体の

記章は 合ま れない。

ら) 監督 用および証明用の公の記号おょび印 意が, この規定で保護される

のは, それが同盟 国自体によって 採用さきされ ているときだけであって , 同盟国の

下位 の公共 団体 または公計上の団体 によって 採用され ている得 合ではない。
3 監督 用および証明 用 の公の記号および印章 は , ペター, チーダ, 肉な

どの生産 物や次 金属に ついて , 二 三の 図において存在する。
Q この規定が 及んでいる国の記章, 公の記号および印章は, それと同一

である商標 きたは商標の構成部分とし てそれを 含ん でいる商標 の登録および

使用から 扱 護され ているばかりでなく , 「紋 意学上」のそれらの模位 が商標

を 含まれること からゃ保護されている。このように禁止 された模偽は, 通常

商標 問で認めあめられないと 考えられている模信の 幅 よ りは 狭く なっている。 そ

の理由は, 国の記痢が, ライオン, 熊 , 太陽 などのそれ自体 ありふれてお

り, 記章の模 偽が記章を相互に識別する紋章学 的特徴に関するも のでないか

ぎり, 商標 中に 自由に 使わせなければならないよょようたな表象を含むことが多い

からである。 もっと も同盟 国が 国の記章を一 層広く保護 することは自由 であ

るes

Acites de La Hayc pp、459, 464, 544、

TIbidem, pp、 343/4, 464, 544.

TIbidem, p、245.
Tbidem, p, 245, Actes de Lisbonne, pp、 129/31, 139740. 参照。

。 Cf. in Austria: Patent Office (Division of Appeals), 8/571959, G.R, U, R。

Int.。 1960, np, 7S,
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的 この条は，商標だけに関するものでサーピスマーグに関するものでは

ない。したがって同盟国はこの条をサービスマーグにも適用することを義務

づけられるものではないが，サービスマークにも類似の原則を適用すること

は自由であり，この条の毘的からみて恐らくそうするであろう。

開 ここに述べている権限のある官庁とは，記宣言，公の記号および印章の

関係する園の権限のある官庁である。この官庁は，これらの記章，記号また

は印章を，ある商標に，多分その国民の商標に使用することを認めることが

できる。その許可の効果についてはこの条例多照。

(リ) この条の規定は商標に関するものであるが，その目的は，工業所有権

の対象としての保護というよりは，特定の状況の下ではそのような対象とな

ることから排除しようというものである。

ここにもまた，この条の規定が自己執行的であると考えることができるか

どうか一ーその可能性の認められている国において一一，その結果利害関係

者(国家，政府間国際機関およびこの条の規定を侵す商標を抑制することに

刺客 係を持つ第3者〉が当該国の行政機関または司法機関にその適用を直

接要求出来るかどうかあるいはまた当該固において立法措置をとることがこ

の条の規定を実施するのに必要かどうかという問題が起る。この点に関して

前に検討した第6条の2(該条の註釈(ロ)参照〉と類似した状態にあり，上記

可能性を認める国は，その行政機関または司法機関によるこの条の適用に同

意したとみなされるので，そのような国においては，この条の規定は自己執

行的である。

同 1958年のリスポン改正会議では，この条の適用を以上の同盟国が加盟

している政府問機関の紋章，旗章および他の記主主だけではなく， 名称および

略称にも，拡張した。若干の制限があるが，それについては後述する。これ

1. Cf. Ladas; The International Protection of Industrial Property， p. 566. 

2. Cf. Ronga:“Der Schutz von Kennzeichen zwischenstaat1icher Organisatio-

nen，' G. R. U. R. Int.， 1966， p. 148. 
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(NM この条は, 商 培だけた関す る も の でサービスマークに 関す るものでは

ない。 したがって同盟 固はと の条 をサービスマークにも 適用することを 義務

づけられる ものではないが, サー ビスマータクに も 類似の原則を 適用すること

は自由 であり, この条の目的 からみて 恐らくそう するであろ う。

人切 ことに 述べている 権限 のある 官庁とは, 記事 , 会の記号おょよび印意の

関係 する国の反 限のある 官庁である。この 官庁 は , ことこれらの記章 , 記号また

は印章 を , ある商標 に, 多分その国民の商標 選使用することを 認めることが

できる。その 許可の 効果と つい てはこの条(8人参照。

0) この条の規定は商標と関するも のであるが, その目的 は, 工業所有権

の対象 としての保護 というよりは , 特定 の状況の下ではそのよう な対象 とな

ることから 排 除しよう というものである。

ここにもまた, この条の規定が自己 執行的であると 考え ること ができるか

どう かかー  一その可能 性の認められている 国に おいて 一 。その結果利害関係

者 (国家 , 政府問国葵提 関 よびとの条の 規定 を侵す商標を了孝制することに

莉央 係 を持つ第 3 者) が当該 回の行政 機関または司計機 関 にその適用を直

接要 求出来 る かどう か ある いはまた当該 国において立法措置 をと る ことがと

の条の規定 を実施するのに必要 か どう かという敵 題が起る。この 点に 関して

前に 検討した第6 条の2 ( 該条の詩 釈参照  ) と類似 した状態 ににあり, 上記

可能性を認める国は, その行政 機関または司法 機関にたよるこの条の 適用に同

意 し たと みなされるので, そのよう たな 国においては, この条の規定は自己幸

行 的である

鐘 1958 年 のリスポン改正会議では, この条の 適用を以上の同盟 国が加盟

し ている政府間機 関の紋 章, 旗 章および他の記章 だけではなく , 名称選よび

略称にも, 拡張 した。 若干 の制限があるが, それについては後述する 。 とこれ

1. Cf. Ladas: The International Protection of Industrial Property, p. 566.

2 Cf. Ronga: "Der Schutz von Kennzeichen swischenstaatlicher (Organisatio-

nen G. 玉, U. R. Int. 1966, p_ 148.
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らの略称の例としては， ALALC， BIRPI， CERN， EFTA， FAO， ILO， 

Interfund， OAMPI， UNO， Unesco， WHO， UPUなどがあげられる。

制 1958年のリスポン改正会議では，それらの保護を保障するため既に現

行の国際協定の規定の対象となっている政府問機関の記章，名称および略称

をこの条による保護から除いた。これを除いた理由は説明されていないが，

1949年 8月12日の軍隊における傷病者の条件を改良するためのジa ネープ

条約， (その第44条で白地に赤十字の記章， r赤十字 (RedCross)Jまたは

rGeneva CrossJの語，および類似の記章を保護している〉のような条約

によって機関の記章や名称が既に保護されている場合には，保護が相互に重

復したり，さらには矛盾したりすることをきけようとしたものである。

tヲ) この条に規定されている政府問機関の記章，名称および略称の保護の

第2の例外は，強制的ではないが，同盟国の自由に，この規定を含む条約，

すなわちリスポンまたはストクグホJレムで改正された条約が，当該同盟国で

効力を生ずる前に善意で取得した商標権者の利益を害してまで，そのような

保護を与えることをしなくてもよいということである。この例外が適用され

るためには，単にどこかでというのではなく，その固においてその権利が得

られていることが多分必要であろう。この保護の発効に関する他の規定は，

この条の(5)，(6)および(7)にあげられている。

(坊 政府問機関の記章，名称および略称の保護に関する第3の例外も強行

的ではなく，同盟国の自由裁量でなしうるものである。前記の保護がその商

標に対して主張されており，その商標の登録または使用が，記章などを含ん

でいる商標と当該国際機関との関連性が暗示されない場合，あるいは，その

ような使用または登録が，使用者と当該国際機関との聞に関係があると公衆

1. Actes de Lisbonne， pp. 14.2 (proposal of U. S. A.)， 143 (vote in First Co. 

mmittee). 

2. Actes de Llsbonne， p. 142 (proposal of U. S. A.)， 143 (vote in First Co-

mmittee). 
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らの略称の例とし ては, ALALC, BIRPI, CERN, EFTA, FAQ, ILOQ,

Interfund, OAMPI, UNO, Unesco, WHO, UPU などがあげられる。

の 1958 年 のリスボン故正 会議では, それらの保護を 保障するため 既に現

行 の国際協 定の規定の対象と なって いる政府間擬 関の記事, 名 称および申称

をこの条による保護から 除い た。これを 除いた理由は 説明され ていないが,
1949年 8 月12Bの軍隊における 竹 病者の条件を改良 する ためのジュ ネー プ

条約 , てその第 44 条で白地に赤十字の記章,「 赤十字(Red Cross)」 または

「Geneva Cross」 の語, および類似の記章を保護 し ている ) の ょうな条約

によって 機関の記 奄や名 称が 既に保護 され ている場合 には, 保護が相互に重

複 したり, さらには考 盾し たりす ることをさけよう と した ものである。
と の条に 規定 されている 政府間 機関の記 章 , 名 称 おょび史 称の保護の

第 2の例外は, 強制的ではないが, 同中 国 の自由に, この規定を 含む条約,
すなわちリスポンまたはスト ッ クホルムで改正 された条約 が, 当該同廊還で

効力 を生ずる前に 善意で取得した商標 権者の利益 を 害し てまで, そのような

保護 を与える ととをしなく てもよいと いうこと である。とこの例外が 適用され
る ためには, 単に どこか でと いう のではなく , その 国にお いてその枯 利 が得

られていることが多分 必要であろう。との保護の発効 関する他の規定は ,
この条の(5  (⑳ および(のにあげられている。
けけ 攻府間 機関の記章, 名秋および略 称の保護に 関する第 3 の例外も強行

的 ではなく, 同盟 国の自由 裁量でな しうる ものである。前記の保護がその商

標 に 対して主張 されており , その商標の 登録または使用が, 記章などを含ん

でいる商標と当薩国共 機関との 関連 性が暗示 されない 場 合 ,ある いは, その

よう な 使用 または 登録 が, 使用者と当該国際 機関との 問に関係 があると公衆

1#。 Actes de Lisbonne, pp、142 (proposal of り. SL. A.), 143 (yote in Firat Co・
mnittee)、

2, Actes de LLbonne, p. 142 (propoaal of U .S  AA), 143 (vote in First Co-
mimittee).
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に誤って信じさせるようなものと認められない場合には，同盟国は保護を与

えることを要しなし、。この規定の反対解釈として，商標に政府問機関の記章

ではなく国の記章〈この条(1)(a))が含まれている場合には，このようなこの

条を適用する制限が存在しないので，国の記章の保護は絶対的であり，商標

と記章との聞の関係を時示するか否かにはよらないということになる。国の

紋主主の保護はこの条例でさらに拡張されているが，それについては後述す

る。

(jJ) この規定には，監替用および証明用の国の公の記号および印章の保護

について他の制限が含まれている。この保護は，公の記号などを含む商標

が，その公の記号または印章の用いられている商品と同ーまたは類似の商品

に使用しようとする場合にのみ適用される。そうであるか否かは，保護が要

求された国の所管官庁の判断する問題である。

第6条の3 (3)および(4)(イ〉

(3)( a )(1)及び(2)の規定を適用するため，同盟国は，固の記章並びに監督

用及び証明用の公の記号及び印章で各国が絶対的に又は一定の限度までこの

条の規定に基づく保護の下に置くことを現に希望し又は将来希望することが

あるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を，

国際事務局を通じて，相互に通知することを同意する{ロ〉。各同盟国は， 通

知された一覧表を適宜公衆の利用に供しなければならないい)。もっとも，

前記の通知は，国の旗章に関しては義務的でない{ニ)。

(b) (1) (b)の規定は，政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に

通知した当該国詰国際機関の紋章，旗章その他の記尊l.略称及び名称につい

てのみ適用する(ホ〉。

1. Actes de Lisbonne， p. 142 (proposal of U. S. A.)， 143 (vote in First Co・

mmittee). 

2. Actes de La Hllye， pp. 245， 247， 460/1. 
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こと誤って信じさせるよう なものと 認められない場 合には, 同盟国は保護を与

をることを 要しない。 と の規定の反対 解釈として, 商標に政府則 機関の記章

ではなく 国 の記章 てこの条(1(a) が 含ま れている 場合にとは, この よりうなこの

条を 適用する制限が 存在しない ので , 国の記章の保護は絶対的で あり, 商標

と記章との問の関係を暗示するか 千かにはよら ないという ことにたなる。 国の

紋章の保護 はこの条(9) でさらに拡張 されているが, それについて は 後述す

るs。
の この 規定 には, 監督 用および証明 用の国の会の記号および色章 の保護

について他の制限が 含まれ ている。 この保護は, 公の記号 など を 含む商標

が, その公の記号 または印章の用 いられている商品 と同一または上 類似の商品

に 使用し ようとする 場合とのみみ適用される。 そう であるか和否かは, 保護が要

求 さきれた国の所菅 官庁の判断する問題 である。

第 6 条の3 (3 ) および(47(?)

(37C(a ( 1 ) 及び C2) の規定を適用するため , 同盟国は, 国の記章並びに監督

用 及び証明用の 会の記号及び印章で各国が給 対的に又は一 定の限度 までこの

条の規定に基づく保護 の下に 置くことを 現に希記し 又は青 来希望することが

ある %ぃものの一 覧 表並びにこの一 覧表に加えられるその 後 のすべての変更を ,

国際事務 局を通じて, 相互に通知することを同意する (5)。  各同 盟国 は, 通

知 された一 覧表を適宜 公索 の利用に 供し なけ れ ばならない(。 中っと中:

前 記の通知は, 国の旗 硬に 関しては義務的で ないこ )。

cb) (1) て b) の規定は, 政府間国際機関が国際事務 局を 通じて同盟 国に

通知した当該国訪国際 機関の級 章 , 旗 章その他の記事, 路 称及び名 称につい

てのみ 適用する(お。
1.。 Actes de Lisbonne, p。142 (proposal of U.S. AA), 143 (vote in First Co-

imimittee).

2. Actea de La Hayce, pp. 245, 247, 46071.
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(の すべての同盟国は，異種がある場合には，(3)の通知を受領した日か

ら12カ月の期間内においては，当該異誼を国際司医務局を通じて関係国文は関

係政府間国陣織聞に通報することができるい)。

い) この規定は，国の紋掌，公の記号および印章に関する限り， 1925年の

へーグ改正会識で条約に湾入された。 1958年のりスボン改正会議では，国の

旗Z容を通知の義務から免除し，政府問機関の記章などに関する(3)ら)の規定を

加えた。

(ロ) 同盟国は保磁を受けることを希望する国の記章，公の記号，および印

主主を国際事務局に通知し，国際事務局はこの通知を他の同盟国に伝達する。

記怠などの一覧表に変更があった場合にも同様の手続きがとられ，通知され

る。これは，たとえば同盟国が，いずれかの記章などの保護の要求を取下げ

るかあるいはそのいくつかを他のもので置換える場合である。この規定の言

い回しは，政府問機関の記章などの通知に関するら)の類似規定ほどは厳しい

ものではない。後者の場合，その保護は前記通知に依存することは明らかで

あるが，前者の場合には，この通知は，同盟国相互間の合意によ り規定され

るだけである。前者については，さらにこの条でも定めている。

付 へーグ改正会舗で，一時，保護の対象となる記章などのー覧表を同盟

国が公告することにしようと考えられたことがあった。しかし，この公告の

費用をさけるために，この義務は変更されて，この一覧表を公衆の利用に供

する，すなわち，公衆の閲覧に付することになった。もっとも，この一覧表

1. Actes de La Haye， pp. 247 (proposal)， 344/5 (observations)， 4ω/2， 4臼

(report of Third Sub心ommittee)，523/5 (report of General Committee)， 544/ 
5 (report of Drafting Committee)， 577 (adoption in Second Plenary Sessi・

on). 

2. Actes de Lisbonne， pp. 132/3 (pro戸 5al)，143/5 (discussion in First Co・

mmittee)， 295/8 (report of First Committee)， 102/3 (adoption in se∞nd 

Plenary Session)， 117 (General Report). 

3. Actes de La Haye， pp. 523/4. 
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(4) すべての問盟 国 は, 異議がある場合には, (3) の 通知を受領した 日か

ら 12カ月 の期間内に おいては , 当酸 異議を国際事務 局を 通じて関係 国又は関

係数府癌国際機関に通拉することができる <へ)。

(0 この規定 は, 国 の弘章, 公の記号および印章に 関する 限り, 1925年の

ヘー改正 会で条約と導入された。1958年のリスボン改正会譜では, 国の

旗 章を通知の義務か ら 免 除 し, 政府間 機関の記章などに 関する( 3 ) の規定を

加えた

名 同 製国は保護 を受け ることを希望 する 国の記章, 公の記号 , おょび印

章 を国際事務 局に 通知し, 国際事務局はこの通知を他の同盟弄に 伝達する

記章などの一 覧 表に 変更があった場合にも同様の手統きがとられ, 通知され

る。o これは, たとぇば同盟国が, いずれ かの記章などの保護の要求を取下げ

る かあるいはそのいくつかを 他のもので 置換える 場合である。 との規定の言

い 回 しはなは, 政府間機 関の妨意などの通知に 関する(b) の類似 規定はどは 峨しい

ゃものではない。後者の場合 , その保護は前記 通知に依存することは明らかで

あるが, 前 者の場合とは, この通知は, 同抽国相互間の合意により規定され

るだけである。 前 者に つい ては, さらにこの 条でも 定めている 。

の ヘーダグ改正会 議 で, 一時, 保護の対象 となる記章などの一 覧奏を同盟

国 が公告 するとことにしょうと 考え られたと と があった。 しかし, との公告の

費用をさけるために, この義務は 変更されて, この一 覧表を公衆 の利用に供

する, すなわち, 公衆の間覧に付することになった。 もっとも, この一 覧胡

1. Actes de La Faye、pp. 247 《proposal), 34475 (observatiops), 460/2, 464
Geport of Third Sub-Commuttee), 52375 (report of General Committee), 5447

5 (report of Drefting Committee), 577 (adoption in Second Plenary Sessi-

on)、

2. Actes de Lisbonne, pp. 132/73 《proposal), 14375 ( 出scossion in First Co

mamittee), 29578 Cceport of First Committee), 10273 (adoption ipn Second

Plenary Seasion), 117 (Genceral Report)、

3, Acteg de La Hayc, pp. 523/4
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を公告している国もある。当初は，国際事務局もそれを公告しようとした

が，実際には，各同盟国への通知以外には公衆の閲覧に付しているだけであ

る。

判 19回年のりスポシ改正会議以来，国の旗章は通知を免除されたが，多

分これらの旗宣言は充分周知であると考えられたためであろう。同盟国が，希

望するならば，その旗章を通知することは自由である。

制既に述べたように，政府問機関の記章，名称および略称の保護は，そ

れらの通知に依存する。さらにはこの条(め参照。

付 同 盟 国は， 12か月の期間内に，要求された保護についての異議を通報

することができる。この異議は，たとえばば保護の要求された対象が，固ま

たは政府問機関の記章ではない，あるいは監督用および証明用の国の記号お

よび印章でないという理由，または記章が既にその国自身の記章である，あ

るいは他の国の記章として既に通知されているという理由，または当該固に

おいては公共の財産になってしまっているという理由に基づくものでもよ

し、。

国際事務局は，この異議を，記章なと・の係る固または政府問機関に通報す

る。これらの異議に関して，異なる見解を解決するための特別の手続きは規

定されていないが，s条約の第28条の規定が当該同盟国聞に適用される場合に

は，その紛争を第28条によって解決することができる。異議が存在する限

札異議を述べた国は，当該記章などを保護する義務を負わない。

第6条の3 (5)(6)および(7)<イ)(ロ〉

(5) (1)の規定は，国の旗章に関しては， 1925年11月6日後に登録された

商標についてのみ適用する。

1. Actes de La Haye， p. 524 

2. Actes de Lisbonne， pp. 141. 143/4， 147. 

3. Cf. Actes de La Haye， pp. 344/5 (proposal of U. K.)， 462. 
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を公告 している 国もある。当初は, 国論事務 局もそれを公告 し よらと し た

が 実際とは, 各滞懇 国 への通知 以外 には公衆の両 覧に付しているだけであ

る。
ヴヅ〇 1958年のリスボン改正会議和以来, 国の旗 章は 通知を免除されたが, 和久

分 これらの旗 章は充分 周知であると 考えられた ためであろ > 同 只国な, 項

望 するならば, その施写を通知することは 自由である。

昌 既に述べたょうに, 政府間 機関の記章, 名 称おおよび路称の保護 は, そ

れらの通知に修 存する。さ らにはこの衝 ( 6 )参照。

同 器国 は, 12 か月の 期間内に, 要求 された保護についての異議を通報

する こと がで きる。 この異議 は , たとえばば保護の要求 さきれた 対象 が, 国ま

たは政府間擬 個の記章 では ない, あるいは 監督 用および証明 用の 国の記号お

ょよび印 章でないという 理由 , または記章が 既にその国 自身の記 章 である, あ

るいは他の国の記章として 既に 通知さきされているという 理由, または当該国に

おいては 会共の財産 にた っ てしまっている という 理由に基づく も の で も よ

いs

国際 事務 局は , この胃 議 を, 記章 などの 係る国または政府間揚 関に通報す

る。 とれらの人員議 に関し て, 答なる見 解を 解決するための特 別の手続 きは規

定 きされていないが , 条約の第 28条の規定が当該 同盟国間に 適用される 場合に

は, その紛争を第 28 条によって 解只する ことができる 。 距議 が存在 する限

り, 暴 議を述べた 国は, 当該 記章など を名護する義務を負わないs。

第6条の3 (52 (6 )うおよび(72(7(5)

(5) ( 1 )の規定は, 国の旗 章に関しては, 1925年1 月6 日 後に登録された

商 祝につい てのみみ適用する。

1。 Actes de La Haye, p. 524
2. Actes de Lisbonne, pp, 141, 143/4, 147。

3。 Cf. Actes de La Hayc, pp. 344/5 (proposal of U, KK), 462,
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(6)これらの規定は，同盟国の国の記章〈旗章を除く〉 公の配号及び印章

並びに政府間国瞭機関の紋筆，旗章その他の記司r，略称及び名称に関しで

は，(3)の通知を受領した日から2カ月を経過した後に量録された商標につ

いてのみ適用する。

(7)各同盟国は，国のEヨr，記号又は印章を含む商標で1925年11月6目前

に登録されたものについても，その登録出願が悪意でされたものである場合

には，当蹟登録を無効とすることができる。

モイ) この条の規定に従うべき時点に関して， 1925年のへーグ改正会議で

は，周知の国の記章と，周知でない国の記章とを区別した。この区別は，

1958年のリスボン改正会議で，廃止されたが，そのときに作成した正文から

みて別の区別を守らねばならない。

{ロ) この規定の底を流れる一般原則は，遡及効果をさけようとすることで

あるい刊に関して，一方帽の騨，他方では，蜘以外の国の記章，

公の記号および印盟主ならびに政府問機関の旗章を含んだ記章，名称および略

称の聞で区別をしなければならない。前者においては，この規定は1舵5年11

月6J3，すなわちへーグで改正された条約正本の署名の日後に登録された商

標にのみ適用される。後者のものにおいては，国際事務局の通知を受領した

白から 2か月を経過した後に登録された商標にのみ適用される。さらにこの

条(1)(c)前段の規定によれば政府問機関の記章などについては，同盟国はリス

ボン条約またはストックホルム条約が当該国において効力を生ずる前に替意

で取得した商標織に係る商標権者の利益を害してまで保護する義務はない，

1. Cf. Act匂 deLa Haye. pp. 465 (discussion in Third Sub.Committee)， 5231 

5 (report of General Committee)，臼4/5(report of Drafting Committee)， 577 

(adoption in Second Plenary S俗 sion).

2. Actes de Lisbonne， pp. 145， 147. 

3. Actes de La Haye， pp. 462/3. 465/3. 524， 544.この点に関して，商僚がある

時点以前に受録されており.その時点以降の更新は新規な登録に準じるものでは

ないことが飽められてレた。 ibidem.p. 544. 
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(6) これらの規定は, 同盟国の国の記事 ( 放章 を 除く) 会の記号及び印章

並びに政府問国際 機関の紋間, 旗 章その他の記章, 略称 及び名 称に 関して

は, (3 )の 通知 を受令し た日から2 旋 月を経過した 後に償 録された商 擦につ

いてのみ 適 用する。

(7  各和同盟国は, 国の記事, 記号 又は印者を 含む商 徴 で1925 年11 月 6日前

に 登録 されたものについても, その登録 出原が 悪意でされたものである場合

には, 当該 登録を無効とすることができる。

) この条の規定 に従うべき時点に 関し て, 1925年のページグ改正会議で

は, 周知の困の記意と, 周知 でな い 属の記事とを区 列 した。この区 別は ,

1958 年 のリスポボン改正会議で, 廃止 されたが , そのときに作成 した 正文から

るて 別の区 別を守ら ねばならない。
名 この規定 の底を流れる一 般原貼 は, 遡及効果をさけようと することで

ある < この点と 関して, 一 方は属の旗章, 他方では, 旗意 以外の 国の記章,

公の記号および印章 ならびた政府間租 関 の旗 章 を含んだ記章, 名 称 若よび略

称 の間で区 別をしなければならない。前 者に おいては, との規定は1925年1

月 6 日, すなわちヘーグで改正 された条約 正本の署名の日 後に登録きれた商

禁にの和み問 用される。後者 のゃのにおいては, 国共事務 局の通知を受領 した

日 から2 か月を経過した後に 登録きれた商標にの 適用さきれる。さらにこの

条(1c) 前 段の規定によれば政府間 機関の記章などについては, 同中民 は リス

ボン条約 さ たは ストッ ク ホルム 条約 が当 藤 国に おいて効力を 生ずる前 に百 意

で取得した商標 権に 係る商標 権者の利益を害してまで保護する義務はない,

1。 Cf. Actes dc La Haye, pp. 465 (discussion in Third SubCommittee)。5237

5 (report of General Committee), 544/5 Geport of Drafting Committec),577

(adoption in Second Plenary Session).

2, Actcs dc Lisbonne, pp. 145, 147.
3, Actes de La Hayc, pp、462/3, 46573, 524, 544. この点に 関して, 商標 がある

時 点 以前に登録 されており , その時 点以 降の旧 新は新規 な登録に准 し るものでは

ないと とが 認められていた 。3ibidem, p, 544.
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またこの権利を得た商標権が，保護を要求する通知を受領した日から2か月

を経過した後に登録されたとしてもそうであることに留意すべきである。

悪意による場合は，一般的な例外であり，同盟国は，国の記章，記号およ

び印章を含んで. 1925年11月6日以前に登録された商標を無効にすることも

できる。当該記章，記号および印章を含んでいることを知って商標が登録さ

れた場合には，恐らく悪意が存するとされることになる。

m6~誌の 3 (8)(9)および(10)(イ〉

(8)各同盟国の国民であって自国の国の記..記号文は印章の使用を許可

された<bのは，当震記章，記号文は印章が他の同盟国の国の記章，記号又は

印章と類似するものである場合にも，これらを使用することができる(c)o

(9)同盟国は，他の同盟国の国の紋章について，その車引ょの使用が商品

の原産地の誤認を生じさせるようなものである揚会には，許可を受けないで

これを使用することを禁止することを約束する〈川。

(10) (1)から(9)までの規定は，各同盟国が，箇の敏章，旗章その他の記

章， 同盟国により採用された公の記号及び印章並びに (1)に規定する政府間

国際機関の欝別記号を許可を受けないで使用している商標について，第6条

の5B (3)の規定に基づき，その畳録を拒絶し，又は無効とすることを妨げ

ない(:.)。

い) 第6条の3の最後の 3項は. 1925年のへーグ改正会議以降のもので，

そのときにはじめて条約に導入された。 1958年のりスボ γ改正会議では，二

三の点についてこれらを修正したが，特に~qから「勲章」の語が削除され，
z 

問項に政府問機関の記号が加えられた。

{ロ) この項には他言を要しない。

村 この規定~ì. 第 1項の対象となっている商標としての使用以外に，国

1. Actes de La Haye. pp. 247. 344/5. ，(64. 466. 524/5. 544/5. 577. 

2. Actes de Lisbonne. pp. 133. 147. 
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またこの 権利を得た商標権が, 保護を要求する通知を受領した日 から2 か月

を 経過した 後に登録されたと してもそうであることたとに留意 すべをである。

悪意による場合 は, 一 般的な例外であり , 同盟国は, 国の記章, 記号およ

び印 章を含んで, 1925年1 月6 日 以前に 登録 された商標 を無効 とにするとと も

できる。当該 記章, 坊 号 および印章 を含んでいることを 知って商標が登録

れた場合とには, 恐らく遇人意が存するとされると とになる。

第6 条の3 (8 ) (9 )9および(107(?

(8  各同 盟国の国民であって自国 の国の記意, 記号 又は印章の使用を許可

されたものは, 当該 記事, 記号 又は印守が他の同 副国の較の記章, 記号 又は

印 意と 類似する ものである 場合に も, これらを 使用すること ができる (5  。

(9) 同避 国は, 他の同 憎図の国の 赦章に ついて, その取引上の使用が商品

の原産地の誤 度を 生じさせるよう なものである 場合 には, 許可を受けないで

これを 使用することを禁止 することを約束 するの)。

(10) (1)うから( 9 ) までの規定は, 各同 盟国が, 投の紋章, 旗その他の記

寧, 同盟国(により 採用された公の記号及び印章並びに(1) に規定する政府間

国際 機関の座別記号 を許可を受けないで使用し ている交 標について, 第 6 条

の 5B (3) の規定に基づき, その登録を拒絡し, 又は 無効とすることを妨げ

な い (=)。

70 第 6 条の3 の最後の 3 項は, 1925 年 の ヘーク改正会 議以降のもので,

そのときにはじめて条約に攻入された。1958 年 のリスボン改正会議では, 二

三 の点についてとこれらを修正したが, 特にた09から「夫章」の語が削除され,

同 項に政府問 機関の記 号が加をられた。

この 項には他 言を要しない。
6 この規定 は, 第 1 項の 対象とな っている商標 としての使用以外に, 国

1. Actes de Le Haye, pp. 247, 34475。464, 466, 524/5, 544/5, 577.
2. Actes de Lisbonne, pp. 133, 147、
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の紋~を使用することにもこの条の保護を拡張しようとするものである。こ

の規定では，国の敏章の使用が商品の出所を誤認させるような性質のもので

ある場合には，許可をうけないでそれを取引き上使用することを禁止する旨

定めている。商標としてでなく勲章として使用されるような場合など，国の

紋章には一層広範な保護が与えられている。

与) この条第10項は， 1883年の原条約と一体をなす最終撮定書に既になさ

れた留保を維持しているものである。この留保は，条約の当時の第6条，現

在の第6条の 4の適用に関するものである。この規定は，第6条の3に定め

る義務の他に，同盟国は第6条の5が主張された場合に，その商僚が善良の

風俗，公の秩序に反するもの，特に公衆を歎くようなものである ときには，

〈第6条の 5B(3))その記章などを含む商標の登録を拒絶または無効にする

ことができる旨を述べている。

第6条の4(イ}

(1)標章の撞混同}が，同盟国の法令により【吋， その商標が属する企業又

は営業の移転と同時に行なわれるときにのみ有効とされている場合におい

て，商標の檀遁が有効と毘められるためには，語適された商標を附した商品

を当骸同盟国において創造し又は販売する排他的権利とともに，企業又は営

業(=)の術成部分であって当霞同盟国に存在するものを箇受人に移転すれば

足りる体〉。

(2) (1)の規定は，障壁人による商標の使用が，特に当~商標を附した商

品の原産地，性質又は品位について事実上公祭を讃らせるようなものである

場合に，その商標の檀遁を有効と毘める竃務を同盟国に聾するものではな

L、(へ〉。

1. Actes de LB Haye， pp. 345 (proposal of Switz釘 land)，457/60. 463. 466. 

524. 544. 
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の絞章を 使用すること にもこの条の保護を 拡張しようとするものである。 こ

の規定では, 国の紋章の合用が商品 の出所を認 認さきせるような性質 のもので

ある 場合 記は, 許可 をうけな いでそれを取引き上 使用することとを 禁止する連

定め ている。商標 として でなく 勲 章として使用されるような 場合など, 国の

紋章には一 層広 範な保護が与えられている。
( この人打第10 項は, 1883 年の原 条約と一 体をなす最終 識定妊に 既になさ

れた留 係を維持 しているものである。 この 留保 は, 条約の当時の第6条., 現

在の第 6 殺の 4 の 適用に 関する ものである。 この規定 は, 第 6 条の 3 定め

る義務の他にに, 同盟国は第 6 条の5 が主張 された 場合 とに, その商標が凌良の

風俗 , 公の秩序に反するもの, 特に公衆を 欺くようなものであるときには ,

(第 6 条の5 B3)) その記 意などを 含む商 櫻の登録を拒絶または無効 にする

こと ができる 斬を 述べ ている。

第 6 条の 4(ぱ

(1) 標香の 譲渡 (5) が, 同盟国の法令により (^), その商 模が属する企業又

は営業の移転と同時に 行なわれるときにのみ有 効とされている場合におい

て, 商 覇の話渡が有効と められ るためには , 譲渡された商楓を 附した商品

を当該 同目国に おいて製造し又は販売する排他的 権利とと ゅに, 企業又は営

業 )〉の構成概分であって当該 同盟国に存在するものを 語妥人に移転すれば

足り る * も。
(2) ( 1 )の焼定は, 鍋 受人による商標の使用が, 特に当該 商標を 附した商

品の原産地, 性 質又は品衝について事実上公 索を 誤ら せるよう なものである

場合に, その商標の峡 注を有効と部める 蓋務を同 器臣に課するものではな

い*へ。

1、 Actes de La Haye, pp, 345 (proposagl of Switzerland), 457760, 4643, 466,

524, 544.
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Lイ) この条は1934年のロ γ ドン改正会議で導入され， それ以来形式が僅か

修正されただけである。

伊r) r譲渡」の語は，圏内法令で規定されているときには， 他の移転方法

をも含むものと解することができる。「標章J(marめ という語自体からは，

この規定をサービスマーグにも適用することができるけれども，第1項後段

および第2項では，そのような解釈が排除されている。したがって，同盟国

はサーピスマークにも類也l規定を適用する義務はないが，そうすることは自

由でありこの規定の目的からみて，恐らくそうするであろう。

付 第6条で認められているように，同一商標について別々の国で得られ

る権利の独立という点から，これらの権利も各国毎に独立して移転または譲

渡することが望ましいと考えられることが多い。このような移転または譲渡

は，国際私法の一般原則による。しかし，商標の譲渡に関する各国の園内法

令に重大な相違があり，多くの国の法令では，商標の属する企業の同時ある

いは対応する移転をすることなく，商標を譲渡することを認めているが，商

標の譲渡の有効性がその企業の同時あるいは対応する移転に依存するとする
3 

ところもある。さらに，商標の譲渡の狙いとする企業の織成部分以外の部分

がその国に存在するときであっても，企業全体の移転が必要であると，対応

する企業の移転要件を解する固さえある。このような場合には.企業全体を

最初の譲渡と共に移転しなければならないので，このような他国においては

企業に属する同一商標を独立に譲渡することは不可能になる。

この規定は，後者のような同盟国の法令に言及している。この規定の底に

1. Actes de Londres， pp. 189/91 (proposal)， 277/9 (observations)， 4∞15 (re・

port of Thirt Sub-Committee)， 466/7 (report of DraIting Committee)， 517 

(discussion and adoption in Second Plenary Session). 

2. Cf. in Federal Republic of Germany: Bundesgerichtsbof， 21/10/1964， G. R 

U. R. Int.， 1965， p. 504. 

3. CιMartin-Achard: La cession libre de la marque， 1946; D. Reimar:“La 

cession libre de la marque"， P. 1.， 19臼， pp. 162， 181. 
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①⑪ とこの条は1934年のロンドン改正 会議で導入され , それ以来形式が僅か

修 正され ただけである 。

過 「競 渡」の 語は, 国内半令 で規定され ているときには, 他の移転方法

を も 含む ものと 解することとができる 。「標 章」Cmark) と いう語 自体か らは ,

この 規定 をサービスマータにも 適才すること ができるけれ ども, 第 1 項後段

および 第 2 項で は , そのような 解釈が排除 され ている。したがって , 同副国

は サー ビスマー クタにもゃも類似 規定を 適用する義務は ない が, そう することは自

出 でありこの規定の目的からみて , 恐らく  そう するであろ う。

63 第 6 人条で 認められて いるよう に, 同一 商標に つい て 別々の 国で 得られ

る 権 衝の独立 という点から, これらの族利も各還毎 に独立して移転 または請

落することが因 ましいと 考えられることが多い。このよう な移転 または譲渡

は , 国内 私 法 の一般 原則による。 しかし, 商標の譲渡に 関する各国の国内法

令に 重大な相違 があり , 多く の 国の法令では, 商標の属する 企業 の同時ある

いは 対応する移転 をする ことなく, 商標を琵渡 することを 認め ているが , 商

標 の譲渡の有効 手がその企業 の局時ある いは対応する移転 に依存するとする

と ころ もある < さらとに, 商標の衣濾の用いとする企業の構成 部分以外の部分

がその国に 存在するときであっても, 企業全体の移転が必要であると, 対応

する企業 の移転要件 を解する国さえあ る。こ のよう な場合 は,。企業全体を

最初 の譲 落と共に移転 したなければなら ないので, とこのよう な他国においては

企業を 属する同一 商灯を 独立に 譲渡 することは不可能になる。

この 規定 は, 後者 のょような同 青国の法令に言及し ている。 この規定の底に

1, Actes de Londres, pp, 189791 (proposaD, 27779 (observations), 40075 (re-
port of Thirt Sub-Committee), 46677 (report of Drafting Committee), 517

(discussion and adoption in Second Plenary Session).
2. Cf in Fedcral Republic of Germany: Eundesgerichtshof, 2171071964. G. RL
プU. R. Tnt, 1965, p. 504.

3, C f  Martin・Achard: La cession libre de la marque, 1946: DD, Re imar :  "1.a
cessiton libre ds la maraue", P. 1954, pp. 162, 181.
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ある原則は，同盟国が，商標の譲渡を有効とするために，その商標の属する

企業の同時移転を求めることは自由であるけれども，この要件は他国に存在

している企業の構成部分には及ばない旨を規定している。

判 「企業または営業 (businessor goodwill)Jの話は，この条約に導

入されたときになされた区別に言及したものである。ある固における商標を

所有する事業 (enterprise)は， その固において工業上または商業上の営業

所という意味で企業を有するかもしれないし，また， どこか他所に活動の突

質的基盤を持つけれども当該国の消費者層という形で営業を有するかもしれ

ない。このおのおのの湯合において，商標の譲渡It，当該国に存在する企業

または営業の構成部分が商標と共に移転されれば有効である。

制 この項後段の規定は，ここて弓考えている場合において譲渡が有効とさ

れるためには，商品についての商標の独占権がその固に存在する企業または

営業の構成部分と共に践渡きれなければならないことだけを意味する。した

がって，穣渡人はその譲渡がなされた限りにおいて，その国で腹渡人自身が

商標の使用を続けることも，第3者に譲渡または実施権を設定することもで

きないことになる。

付 この条の(2)~t， 願受人による商標の使用が公衆を誤らせるようなも

の，特にその商標の付されている商品の重要な特徴に関して公衆を誤らせる

ようなものである湯合には，企業の関連構成部分を伴った商標の蹟渡た無効

と認める自由を同盟国に残している。この自由は，たとえば，商標がそれの

付されている商品の一部だけについて譲渡されるとか，あるいはその商品が
2 

商標の槙渡されていない他の商品に類似のものである場合に行使される。こ

のような場合には，譲渡人と穣受人とが独立に付する類似商品の出所または

本質的品質について公衆が誤認することになる。

1. Actes de Londres， p. 190. 

2. Ibidem， p. 517. 
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ある上原則は, 同盟国が, 商標 の評 臣を有効 とするた めに, その商 像の属する

企業の同時移転を求めることは自由 であるけれども , この要件は他国に存在

している企業の構成 部分には及ばない 汽を規定している。

づら 「企 業または営業(business or goodw骨うう」 の語は, ことの条約に導

入 されたと きになされた区 別に 言及し たものである。c ある 図における商標 を

所有する事藤 enterprise) は , その国において 工業 上または商業上の営業

所 と いう意味 で企業を有するかもしれないし, また, どこ か他所に活動の実

質 的基盤を持つけれども当該 国の消費 者層という形で 営業を有するかもしれ

ない。 このおのおのの 場合に おいて, 商標の譲渡は, 当談 国に 存在する企業

または営業の構成 部分が商 停と共に移転 され れば有効 である。

この項 後段の規定は, ことで 考えている 場合 とにおいて譲渡 が有効とさ

れるためには, 商品に つい ての商信の独占権がその国に 存在する企業 または

営業の構成 部 分と共にと請 渡されなければなら ないと とだけを意味 する。した

がって , 短 渡人はその議 渡が なされた 限りにおいて, その財で 譲渡 人自身が

商標 の使用を続けることも, 第 3 者に 譲渡 または実施 格を疫定すること もで

きないことになる。

Q この条の(②は, 談 受人による商標 の使用が公衆 を 誤ら せるよう な も

の, 特にその痢 標の付さきれ ている商品の重要な特徴に関して公衆を 誤らせる

ょ うな ものである 場合 には, 企業の関連構成 部分を 件った商標の議濾を無効

と 認める自由を同盟 国と 残している。 この自由は, たとえば, 商標 がそれの

付き されている商品 の 一部だけとについて譜 渡されると か, あるいはその商品が

商標 の譲流され ていない他の商品に雪 似 のものである更 合に行使 される。 こ

のよう な 場合とは, 恋 湾人と 談 受 人とかが独立に付する頻似 商品の出所または

本 質的 品質に ついて公衆が誤認 するととになる。

1、 Actes de Londres, p、190.

2、 Tbidem, p、517
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第 6条の5 A (-{) 

A(1)本国(ロ】で正規に登録された〈川商標(=)は，この条で特に規定する場

合を除くほか〈ホ)，他の同盟国においても，そのまま{吋その商標を認めら

れ，かつ，保護される。当諒他の同盟国は，確定的な登録をする前に，本国

における畳録の証明書で権限のある当局が交付したものを提出させることが

できる。その証明書には， ~、かなる公置も必要としな~，U)。

(2)出願人が同盟国に現実かつ真正の工業よ文は商業よの営業所を有する

場合〈チ〉にはその同盟国を，出願人が同盟国にそのような営業所を有しない

場合にはその住所〈仰がある同盟国を，出願人が同盟国の国民であって同盟

国に住所を有しない場合にはその国籍〈幻がある置を本国〈川とする。

併) この条の一部は，既に1883年の当初の条約第6条に含まれており，条

約と一体を構成する最終議定書第 4で説明がされていた。この当初の第6

条は， ワシントン (1911年)，へーグ (1925年)，およびロンドγ (1934年)

1. Actes de Paris， 1， pp. 27 (proposal for Article 5)， 70/9， 132/5， 138/42; n， 

pp. 24/7， 31/3. 

2. Actes de Washington， pp. 49/51， 229片o(proposals)， 92/3， 95/6， 107，110/1 

113， 224 (ωobs臼er刊va猷叫t“io叩ns吟)， 2却96/何3ω01(οre句por托t0“f Subト-Commi比tt股ee吋)， 308/9 (report 

to Plenary Committee)， 252/3 (discussion and adoption in Third Plenary Se-

ssion). 

3. Actes de La Haye， pp. 237/41， 245/6 (proposal)， 340/1， (observations)， 

442/52 (report of Third Sub-Committee)， 521/3 (report of General Commi-

ttee) ，日2/3(report of Drafting Committee)， 577 (discussion and adoption in 

Second Plenary Session). 

4. Actes de Londres， pp. 179/87 (proposal)， 267/74 (observations)， 390/8 (re・

port of Third Sub-Committee)， 461/4 (report of Drafting Committee)， 516 

(discussion and adoption in Second Plenary Session). 

S. Actes de Lisbonne， pp. 565/82 (proposals)， 582/99 (observations)， 氏淘/16

(discu凶 ionin Third Committee)， 751/5 (report of Third Committee)， 617/ 

20 (discussion in General Committee)， 106 (adoption in Second Plenary Se. 

ssion)， 117/8 (G喧neralReport). 
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人る( 1  本国") で正規に 登録された商標  (=) は, この条で特に規定する場

合 を除くほか( ま), 他の同盟同においても, そのままへ) その商 格 を 認めら

れ, かつ , 保護 される。当 該他の同盟國は, 確定的な登録 をする前に, 本国

における登録の是明書で 権限のある当局が 交付したものを提出 させることが

できる。その証明書には, いかなる公証必要としない{!。

(2) 出願 人が同盟 国に現実 かつっ真正の工業 上又は商業上の営業 所を有するろる

場合 にはその同明国を, 出 顧人が同盟国にその ような営業所を有しない

場合 にはその住所が ある 同盟国を, 出願人が同衣国 の国民であって同盟

国に 住所を有しない 場合にはその国籍 * ) がある国を本 国 ) とする。

tf) この条の一部は, 既に1883 年の当初の条約第 6 条に 含まれておおり , 条

約と一 体を構成する最終議定書第 4 で 説明なされ て いた。と の当初の系 6

条は, ワシント ン (911  年 う ヘージグ (1925 年》 所 よび =ロンドン Cl934 年)

1. Actes de Paris, IT, pp. 27 (proposal for Article 5), 7079, 132/75, 1387421 T,
pp、2477, 3173.

2. Actes de Washington, pp. 49/751, 229730 (proposals), 9273, 9576, 107, 11071
113, 224 observations), 296/301 (report of Sub-Committee), 308/9 (report
to Plenary Committee), 252/73 ( 由scussion and adoption in Third Plenary Se-
ssion)。

3. Actes de La Haye, pp. 237741, 24576 (proposa), 340/1, (observations),
442752 (report of Third Sub-Committee), 52173 (report of General Commi-
ttee), 54273 (report ot Drafting Committee), 577 (discussion and adoption in
Second Plenary Session).

4、 Actes de Londres, pp. 179787 (proposal), 267774 (observations), 39078 (re・-
port of Third Sub-Committee), 46174 (report of Drafting _Committee), 516

(discussion and adoption in Second Plenary Session).
5。 Actes de Lisbonne, pp. 565/82 proposals), 582799 (observations), 600/16

(diacussion in Third Committee), 75175 (report of Third Committee), 6177
20 (d由scussion in General Committee), 106 (adoption in Second Plenary Se・
ssiom》, 117/78 (General Report)、
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の各改正会議で，いろいろな点が修正された。既に述べたように一一第6条

についての註釈刊参照一ーリスポン〈四四年〉改正会議では，新しい第6条

を採択し，同盟国における商標の出顕および登録の独立性の原則を明らかに

し，第6条に含まれていた内容のかなりの部分を.二三の修正を加えて，こ

の第6条の5に移した。

例 この条の規定を適用するための第 1条件は，この条Aの(2)に定めるよ

うに，当政商標が本国において適切に (properly)登録されなければならな

いことである。この定義は後で検討するが，ここでは，定められた本固にお

ける先の登録が規定されているのは，登録を得るのが特に容易な国を出願人

が自由に選択することを防ごうとするためであることをここでは述べるだけ

にする。

付 この条の規定を適用するための第2条件は，当骸商標が本国において

正規に (duly)登録されなければならないということである。したがって本

国における商標の単なる適切な出願では，充分でなく，単なる使用はいうま

でもなし、。いずれかの同盟国における出願は，第4条による優先権の主張の

ためには充分である〈第6条の 5Fにおけるこの可能性への官及を多照〉

が，第6条の5の規定の適用には充分ではない。本国における登録の証明書

を本項中段の規定によって要求することができる。

伺既に述べたように←ー第6条についての注釈μ)重量照一一第6条の 5は

例外的場合に関するものである。第6条，第2条および第3条に示された条

約の正常の原則は，同盟国がその圏内法令によって商療の出願および登録の

条件を定め(第6条)， 第2条または第3条により条約の利益を享受するこ

とのできる外国人の登録出願人は「内国人待遇Jの原則 〈第 2条〉の下でそ

の圏内法令の適用を要求することである。もっとも，この単純な方法では，

一方では商標登録に関する同盟国の園内法令聞の重要な相違.他方ではいろ

いろな固で同一商品に同一商標を付すことにおける商標の所有者と公衆との

利益を充分に考慮していない。単純な数字または文字，姓または地理的名

称，ある官悟または文字で書かれあるいは書かれない言業，三次元対象，調
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の各改正 会議で , いろいろたな点が修正された。 既にと述べたように一一第 6 条

についての主 釈(0 参照一ニーリスボン (1958 年) 改正会誤では, 新しい第6 条

を 採択 し, 同器 国をおける商標の出 顕および登録の独立 性の 原則を明らかに

し, 第 6 条に 含まれ ていた内 容のかなりの部 分 を, 二三の修正を加えて, こ

の第6 和休の5 に 移した。
この条の規定 を適用するための第 1条件は, この条 A の(2)に 定めるよ

5うに, 当該 商標が本国において 適切に(properly) 登録 きれなければならな

いことである。 ことこの定義は 後で検討 するが, ここでは, 定められた本四にお

ける 先の登録が 規定きれているのは , 登録を得るのが特に容易な 国を出願人

が自由に選択 することを 防 ごう と する ためであることをここでは 述べるだけ

にする。

6 この条の規定 を適用するための第 2 条件は, 当逆商標 が本国において

正規と (duly) 登録 されなければならないという こと である。 したがって本

国 における商標の単なる適切な出 頼では, 充分 でなく, 単なる 使用はいうま

でもない。いずれかの同盟 国 にあける出願 は, 第 4 条とによる優先 権の主張の

ためには充分 である (第 6 条の5Fに けるこの可能 性への 言及を参照)

が, 第 6 条の5 の 規定 の適用には 充分ではない。本国おける 登録の証明書

を本項中 段の規定によって要求 する ことができる。

ピ 既に 述べたようにー 一第 6 条に ついての注導 ) 参照一一 第 6 条の5 は

例外的場合に関する ものである。第 6 条, 第2条および第 3条に 示された提

約 の正常の原則は, 同 器国がその国内 法令によって商標の出上および登録の

条件を定め (第 6条) ,  第 2 条 または 第 3 条により条約 の利益を享受するこ

と のできる外国人の登録出願 人は「内国人待遇」の原則 (第 2条)う の 下でそ

の天内 法令の適用を要求 することである。もっとも, この単純な 方法では ,

ーー方 では商栗 登録に関する同盟民の国内法令 問の重要な相違, 他方ではいろ

いろたな国で同一商品と 同一 商標を 付すことにおける商標 の所有者と公衆との

利益を充分 に考慮 していな い。 単純な数字ま たは文字, 姓 または地理的名

称 , ある言語または文字で書かれあるいは 書かれない言 葉, 三次元対象調

ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROFPAIETE INTELLEご(UELLS

に 隊衝

ba
B l IBL IOTHEさQUE



102 篇 6.の5-A

ベを示す楽鰭などが，ある園の法令では認められており，他の国の法令では

認められていないことがあるところから，国内法令の相違が同一商標を一様

に採用することを妨げている。商標の登録に対するこれらの相違の影響を少

くするために，本国において正規に登録された商標は，この条でさらに定め

られた条件に従って，他の同盟国においても，そのままその登録を認められ

かつ保護されるという原則をこの規定は述べている。条約の規定が自己執行

的性格を有することを認めない同盟国は，この原則を圏内法令に具現化する

ことを義務づけられる。他の固においては，本国で既に登録された商標の登

録が，国内法令を普通に適用すると認められない一一例外的一一場合にはこ

の条の規定の適用を直接に主張することができる。このよう な場合には，出

額人は後者の登録を利用でき，その園内法令による内国民待遇以上を主張で

きる。出願人は，第6条の 5の特別規定の適用を主張できるのでるる。

サービスマークを条約に導入した1958年のリスボン改正会議が，条約全体

を通じてサービスマークを商標も同じに扱うことを拒否した事実を考える

と，この条で商標という語が使用されていることは，同盟国がこの規定をサ

ービスマークにも適用することを義務づけられていないことを示している。

もっとも，同盟国がそれを望んで，そのようにすることは自由でるる。

制本固において正規に登録された商標を「そのまま」すなわち，それが

構成する記号について，認める義務は，この条 (BおよびC)に示す留保を

条件としている。この留保は，制限列挙として示された拒絶または無効の理

由である。本国で正規に登録されたと認められないるるいは登録に対する異

議がその構成する記号についてではないという理由で，この条が適用されな

1. そのものの画像とは区別すべきで為る.その画像自体は，当骸法令の要件を満

たせば他の画像と同様に登録される。

2. 画像の形における楽諮と区別すべきである。その場合，この画像は楽譜に示さ

れた調べとしてではなく登録の対象となる.

3. Actes de Lisbonne， pp. 624 (proposal of U. S. Aふ 628/33 (discussion in 

Third Committee)， 755/7 (report of Third Committee). 
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べを示す 楽 肉など が, ある 国の潜 令 では 趣 められておおり, 他の国の上広令 では

認められていないことがあると と ろから , 国内法令の相違が同一商標を一 様

に 採用するととを妨げている。 商標 の登録に対するこれらの相違 の影響を少

くするために, 本 国において正規に 登録 きれた商 擦は , この条でさきさらに定め
られた条件に従って, 他の同盟還においても, そのままその登録を認められ

かつ保 護されるという原則をとの規定は述べている。和打約の規定が自己執行

的 性格を有することを 認めない同 盟 国は , この原則を国内 凌 令に具現 化する

こと を義務づけられる。 他の国 世 おいては, 本 国で 既に登録 された商標の登

録 が, 国内法令を普通 に適用すると 認められないー 一例外的一 一場合とはこ

の条の 規定 の適用を直接選 主張すること ができる。 このようりな場合 には, 出

顕 人は後者 の登録を利用でき, その国内 法令 による内国民待 過以上を主張で

きる。出 頼人は, 第 6 条の5 の特別 規定の適用を主張できるのである。

サービスマークを条約に導入した1958 年 のリスボン改正会衣が, 条約全体

を 通じて サービスマークを商標 も同しに 扱らととを 拒否 した 事実 を 考える

と この条で商標 という語が 使用きれ ている ことは , 同明 国がこの失 定をサ

ービスマークにゃ 適用することを 義務づけらちれていないこ とを示しているo

もっとも ,  同盟国 がそれを 望んで, そのよら ゅにすることは自由である。

抽 本 国記おいて正規に 登録 さきされた商 震 を「 その まま」 すなわち, それが

措 成する記号 について, 認める義務は, この条 CBおよびでC) に示す留保を

条件 とし ている。とこの留保 は, 制限列挙 として 示された指 絶または無効の理

貼 である。 本国で正規に 登録 きれたと 認められ ないあるいは登録 に対する異

議 がその構成 する記号に ついてではないというゥ理由 で, この条が 適用されな

1. そのものの画像 とは区 別す べきである。 その画像 自体 は」当該法令の要件を満

たせば他の 像と同様と登録される。
2. 画像 の 形における 楽器と区 別す べきである 。 その 場合 , この岡 像は楽器に示さ

れた 主さこ としてではなく愛 緑の対 象となる。

3.、 訪ctes de Lisbonne, pp. 624 (proposal of U.S.  A.), 628/33 (dscussion in

Third Committee), 755/77 (report of Third Commnittee).
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い商標に同ーの理由一ーまた他の理由一ーが適用される。

付前記〈注釈伊}および付に示す〉条件をみたす商標は，この条で特に規

定する場合を除いて，他の同盟国においてもそのままくasis)一一条約のフ

ランス語正本では rtellequelleJ -ー認められかつ保護される。この規定

の適用されるべき範囲を示したと考えられる rtellequelleJの語の意味は

多くの法学研究および判例法をもたらし込

この規定の沿革をみると，始めには明確な状態があったことが判る。 1883

年の原条約第6条の表現は， r本国において正規に出願された商標はすべて，

他の同盟国においてそのまま (inits original form，フランス語では“telle

quelle" )保護されるJであっTこ。条約の一部と考えられる最終議定書〈そ

の第7による〉の第4は次の通りである。

「第6条第 1項は，いかなる商標もそれが本国の法律の要件をみたすもの

であり，本国に適切に出願されたときには，商標を構成する記号に関して，

それが他の同盟国における法律の要件をみたさないことのみを理由としてそ

の国の保護を妨げられることはないという意味に解する。商標の形だけに関

するこの例外および条約の他の条文に規定する場合を除き各国はその園内法

を適用する」

1911年のワシント ン改正会議で，この規定を適する基礎が本国における先

1. たとえば:"A propos de l'Arlicle 6 de )a Convenlion d'Union，" P. 1.， 19臼，

p. 110; Masson: La prolection "telle quelle" des marques de fabrique et de 

commerce selon I'article 6 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 

1883， 1956; Favert: La marque "telle quelle" el I'interprelalion deI' article 

6 de la Convention d'Union， Etudes sur )a propriete industrielle， litteraire， 

arti試ique，Melanges Marcel Plaisant， 1958， p. 71: Munzinger :“Ruckwirkungen 

des “lelle quelIe" Prinzips auf des nationale M・rkenrecht，"G. R. U. R. Int.， 
1958， p. 464;副 rich:Die Klausel“teIle quelle" und ihre Ausgestaltung in 

der Rechlsprechung der Verlragslander der Pariser Union. 1962 ; "Les res. 

trictions nalionales a I'application de rarticle 6 quinquiぉ dela Con venlion 

d'Union de Paris (marque “lelle queIle")"， R. 1. P. 1. A.， 1966. p. 220. 
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い商 標に同一の 理直一 一また他の理由一が 適用される。

前記て注釈0 およびのに示す 条件をみたす商 標は, この条で特に規

定 する場合を除いて, 他の同盟固においてもそのまま (as js) 一一条約のフ

ランス諸 正本では「telle quetiej」 一 一認められ かごつ 保護される。 この 規定

の 適用されるべき範囲を 示したと 考えられる 「telle quelle」 の 語の意味は

多く の諸学 研究おょび 判例上法を もたら した。

とこの規定の沿革をみると, 始めには明確な状態 なかあったことが 判る。1883

年の原条約第 6 条の表現は, 「 本 国において正規に出願 された商標はすべて。
他の同盟 属においてそのまさざま (in its original form, フランス語では “telle

quelle。) 保護 され る」であった。条約の一部と 考え られる 最終議定書 ( そ

の 第 7による) の 第 4は 次の 通りである。

「第 6条第 1項 は, いかなる商標 もそれが本国の法律の要件 を みたすもの

であり  , 本 国に 適切に出願 された ときには, 商標 を構成する記号 に 関して,

それが他の同盟 国における法律の要件 をみたさな い こと のみを 理由 としてを

の 国の保護 を妨げられることはないという 意史に 解する。商標の形だけ 関

することこの例外おょよび条約 の他の条文 に規定する場合を 除き各国はその国内法

を 適用する」

2911 年 のワシ ントン改 正 会 議で , この規定 を 適する基礎が本 国における先

1. たと をえば: “A pronos de LArticle 6 de la Convention dUnion記 P. TL 1950,
np. 110: Maason: La nrotection “tellc qucelle" des marques de fabriaue ct de
commerce lon  Particle 6 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars

1883, 1956: Favert:  La marque "telle quclle" ct Intcrpretation del' article

6 de ja Conventiion のUnion。Etudes sur la proprict6 industrielic。 traire,

mrtistique, Melanges Marcel Plaisanし 1958, pn. 71 : Munzinger Ruckwirkungen
des tel le guclle" Prinzips auf des nationale Markenrecht。“GR Uり. R. Int.,

1958, p、464? Edrich: Die Klansel "telle quelle" und inre Ausgcstaltung in
der Rechtsprechung der Vertragslander der Pariser Union, 1962 1 Les  res・

tctions_nationalcs A TI'application de Tarticle 6 auinquies de la Con vention
ポポUnion de Paris (marque “telle guel leのウの R. TP .L  A., 1966, p. 220.
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の出願から本国における先の登録に変更されたが，これはこの条の適用範

囲に関するものではない。この問題に関して最終議定書における関連規定を

削除し，との規定が「それを構成する記号に関して」商標に適用されるとい

う原則を条約自体に導入することが提案された。同盟国からこの提案に対す

る反対は出なかったけれども，最終的には議定書の規定が削除され，対応す

る規定は条約自体に導入されなかった。この決定から，この規定の適用範囲

が異なるという合意に到したと結論することは出来ない。それとは逆に， ワ

シントン会議の第2総会でなされた留保によって，この規定は商標を構成す

る記号一一当時は視覚的，記号だけが考慮されていたーーにのみ関するもの

であることを継続することおよび同盟国は圏内法令によって解される商標以

外のものまでを商標と解する義務を負わないことが明らかにされた。

このことから次の結論が導かれる。

商標が本国で正規に登録されたときはいつでも，他の同盟国はそれを認め

保護することを義務づけられる。これは，この条に設けられた追加規定，特

にその個々の価値を考慮した商標の拒絶または無効の理由の場合を除き，商

標が，その形に関して，すなわちそれを構成する記号に関して，国内法令の

要件を滋たしていなかったとしてもそうである。したがってこの原則は，数

字，文字，姓，地理的名称，ある言語または文字で脅かれあるいは害かれな

い言葉，および商標を構成する他の記号からなる商標に適用される。

1. Actes de Washington， pp. 50/1. 

2. Actes de Washington， pp. 92/3， 95/6， 107， 110/1. 113， 224 (ohservations)， 

308/9 (report to Plenary Committee)， 252/3 (discussion in Third Plenary Se. 

ssion). 

3. Actes de Washington， pp. 252/3， Actes de Lisbonne， pp. 568， 573/6，紙XJ/l.

4. Cf. in Italy: Corte di Cassazione， 18/3/1958， G. R. U. R. Int.， 1958. p.58O 

(German Translation)， holding also that the protection does not apply to tra. 

demarks which are mereIy used in the country where protection is c1aimed. 

5. Cf. in Morocco: Cour de Rabat， 316/47， Ann.， 1949. pp. 271 (n). 283. 
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の出題 から 本 国における 先の登録 に 変更 されたが, これはこの 条 の 章用 範

囲 に関する も の ではない。 この問題 に関して最終 議定書における 関連規定を

削除し, この規定が「 それを措 成する記号選関して」 商 標に適用きれるとい

5 原則を条約自体 講 入することが提案された。同盟国からこの提案に対す

る反対は 出な か ったけれどもぁも, 最終 的 には議定書の規定が削除され, 対応すす

る 規定 は殺約 自体に導入 されな か った。 この決定 から, この規定の適用範鐵

が 異なるという合意に到したと 結論するこ とは出来ない。それとは逆に, ワ

シン トン 会 議の第 2 総会 でなされた 留保によって, この規定は商標 を 構成す

る記号 一 一当時は視覚 前 , 記号だけが考 刻されていた一 一にのみ 関するもの

である と とを継続 することとおよび同盟 国は国内 法令 によって 解きれる商標雪

外 のものまでを商標と 解する義務を 負わちないこ とが明ら かにされた。

このとことから 次の結論が導かれる。

商標が本国で正規 に登録 きれ たとき はいつでも, 他の同避 国はそれを 認めぬ

保護 することを 義務 づけられる。 これは, この条に 設けられた 追加規定, 特

にその 個々の価値 を考慮した商標の拒絶 または無効の理由の場合を 除き, 商

標 が, その 形に 関して, すなわちそれを 構成 する記号に 関して, 國内法令の

要件 を着たし ていなかったと して もそうである5 し たがってこの原則は, 雪

字, 文字, 竹, 地理的名称, ある言語 または文字 で書かれあるいは和書かれな

い言 葉 , および商標を搭 成する他の記号 からなる商標 に適用される。

1、 Actes de Washington, pp 50/1.

2. Actes de Washington, pp. 92/3, 9576, 107, 110/1, 113, 224 (observations),

308/9 (report to Plenary Committee), 25275 (discussion in Third Plenary Se
Ssion)。

3. Actes de Washgngton。pp. 25273, Actes de Lisbonne, pp. 568, 573/5, 60071.
4. Cf. in I ta iy :  Corte 市 Cassazione, 18/371958, G. R. U. R. Int 1958, p.580

(German Translation), holding also that the protection does not apply to tra-

demarks which are mereiy used in the country where protection is claimed.

5. Cf. in Morocco: Cour de Rabat, 316/47, Ann., 1949, pp. 271 (IT)。, 283.
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もっとも，同盟国には.圏内法令とは異なった商標の焼念の解釈をする義

務はない。したがって三次元対象自体またはテーマ音楽が本国においては商

標として登録され，それが他国では商標と認められない場合には，この後者

の国には，これらの対象を登録し保護する裳務はない:同盟国は，第6条の

5の規定にもかかわらず，商標を構成する記号に闘しない他の圏内法の規

定，たとえば，商標の先の使用の要ばまたは出願人が工業上または商業上の

営業所を持たなければならないという要件を商標出額に適用することは同様
S 

に自由である。

(刊 この項の中段および後段の規定は，本国における商標の登録について

同盟国が要求できる証明書に関する。これには他言を要しないものと思われ，

条約第4条D(3)による優先権の主張に関する類似の規定とも比肢できる。

明 まず第 1に，本国は，出願人が現実かつ真正の工業上または商業上の

営業所を有する国であると考えられる。この営業所がその主たる営業所であ

る必要はない。この規定で用いられた表現は条約第3条に用いられたものと

同ーであり，同様に解しなければならない〈第3条注釈伺参照〉

(リ) 出願人が上記の営業所を同盟のー固に有しない〈どこかほかに有する

かも知れない〉場合にのみ，本国は出願人が住所を有する固となる。この表

現はまた第3条に用いられたのと同じであり，同様に解しなければならない

(第3条注釈付参照〉

的 出願人が同盟のー固に前記の営業所も住所をも有しない場合にのみ，

本国はその国籍のある国となる〈国籍の基準について第2条(1)注釈わ)参照〉。

この本国の基準の優先順位の効果は，出顕人が同盟国に営業所を有する場

1. For a wider interpretation. in Federal Republic of Germany: Bundespatent-

gericht， 29/4/1965. G. R. U. R. Int.. 1965， p.田8.参照。

2. Cf. in U. S. A: Commissionむ ofPatents， 20/3/1963. 137 U. S. P. Q. 69 

(1963). 

3. Cf. in opposite sense in Austria: patent Office (Division of Appeals). 29/ 

11/1961. G. R. U. R. Int.， 1963， p. 107. Article 7 bis (1) in fine. 
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ゃっと も , 同盟国にとは, 国内上法令とは 異なった商標の概念の解釈をする義

和 務はな い 。した がって三次 元対象 正体また はテーマ音 楽が 本国においては商

標 として登録 きれ, それが他 図 では商標と認められない 場 合と は,  この後者

の 国には , これらの対象 を 登録し保護する義務はない。同盟国は, 第 6 条の
5 の規定にもかかわらず, 商標を構成 する記号 た関しない凶の国内法 の規

定 , たとえばぱぽ, 商標 の先の 使用の要件または出願 人が工業上または商業上の

営業 所を持たなければならないという? 世 件を商標 出頭に眉用することには同様

に自由 である。

( り とこの項の中 段 および後段 の規定は, 本 国における商標の登録 について

同型 国が要求 できる証明 書に 関する。これには凶 言を区し ないものと 思われ ,

条約第 4 条D(3)による優先 権の主張に関する類似の規定とも比較できる。

の まず第 1 に, 本 国は, 出願 人が現実かつ真正の工業上または商業上の

営業所を有する国であると 考えられる。この営業 所がその 主たる営業 所であ

る必要はない。この規定 で用いられた表現は条約第 3 条に 用いられたものと

人同一で あり, 同様に 解しなければならない (第 3 条注 釈参照)

0 出馬人が上記の営業所を同盟 の 一国に有しない 《〈てどこか はかに有する

かゃ知れないう場合とのみ, 本国は出題 人が 住所を有する 国となる。 この表

現 はまた第 3 条に用いられたのと 同じしであり , 同様に 解 したなければならない

(第 3 条注 釈パ参照

鐘 出願 人が同盟 の 一図に 前記の営業所も 住所 をも有しない 場 合とのみ ,

本 国はその国籍 のある 国となる (国籍の基準について第 2 条() 注 釈加参照)。

との本図の基準の優先 順位の効果 は, 出題人が同盟 国に 営業所を有する場

1、 For ga wider interpretation。in Federal Republic of Ge rmany* Bundespacent・
ericht, 29/4/1965, G, R, りり, R. nt., 1965, p. 508. 参各。

2. CC.in U.S. AL: Commissioner of Patents, 20/3/1963。137 . S. P. Q. 69

(1963).

3. Cf. in opposite sense in Austria: patent Ofice (Division of Appeals), 29/

11/1961, G. R. U, R, fnt ,  1963 p. 107, Article 7 bis ( 1 ) in Emne.
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合には，営業所を有しない国で登録された商標についてこの条の規定の適用

を要求できないことである。同じ¥，同盟国に営業所を持たないが住所を持

っている者は，住所を持っている国で登録した商標についてのみこの条の規

定の適用が主張できる。また同盟の領域内に，営業所も住所も持たない場合

には，国籍のある国の高標登録だけがこの条の規定の適用をうける権利を与

えることになる。

同本国の定義は，その国に正規に登録された商標だけがこの条の適用を

受けることになるので重要である。保護の基礎となった登録が，高標の所有

者が何らかの関係を持つ国になされたのであって，登録が特に容易な法令で

あるからという理由で商標の所有者が自由に選んだ固になされたものではな

い場合にのみ，この条に設けられた商標の例外的保護が正当化されるという

のがその理由だからである。 1883年の条約の原文では，本国は，まず出額人

が主たる営業所を有する国であるとまで定められていた。 1911年のワシント

ンおよび1抱5年のへーグの各改正会議で，この規定を拡張したので，現在で

は第2条および第3条により条約の利益を主張できる者はすべてこの条の規

定の適用を要求できることになった。現在の規定は，第2条および第3条で

採用されたのと同じ国籍，住所および営業所の基準を適用するが，この基準

のなかで違った優先順位を設けている。

106 第 5 箱 の 5 一A

合 には, 営業 所を有しない 略で登録 された商標 についてこの条の規定の適用

を要求 できないことである。 同じく, 同盟 国と 営業 所を持たな いが 住所を持

っている考は, 住所 を 持っている国で 登録した商標に つい てのみこの条の規

定 の適用が 主張で きる。また同盟の領域内に, 営業所も 住所も 持たない場合

には, 国籍 のある国の商標 登録 だけがこの条の 規定 の適用をうける 権利を与

える とことにたなるco ・

0) 本国の定義 は, その国に正規に 登録 さきれた商標 だけがとの条の 適用を

受け ること とになるので重要である。 保護の基礎となった登録 か, 商標の所有

者 が 何らちかの関係 を持つ国に なされた のであって , 登録 が 特に容易な上技令で

あるからというぅ 理由で商標の所有 者が自由に選んだ 属になされた ものではな

い場 合との放, この条に 設けられた商標の例外的保護が正当化さ れるという?

のがその理 店だからである。 1883 年の条約の原文 で は, 本 国は, まず出馬人

が 主たる営業 所を有する 国であるとまで 定められていた。1911年のワシ ント

ンおよび 1925年のペーグの各よ改正会誤で, この規定を 拡張し たので, 現在で

は第 2 条おおよび第3 条により条約 の利益を主還で きる者はすべてこの条の規

定 の適用を要求 できることになった。現在の規定は, 第 2条および第3 条で

採用 されたのと 同じ国籍, 住所おょび営 業所の基党を 適用するが, この基準

のなかで 違った優先 順位を設けている。
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第 S条の5 B およびC (.()

B この条に規定する商標は〈ロ}， ;欠の喝合を除くほか，その量録を拒絶

され，文は無効とされることはない〈川。

1 当主菱商標が，保護が要求される国における第5者の既得権を害するよ

うなものである場合位}

2 当最高標が，なんらの特別顕著な性質を有しないものである場合{粉

又は商品の種類，品質，数量，用途，価格，原産地若しくは生産の時期を示

すため取引よ使用されることがある記号若しくは表示のみをもって〈へ). 若

しくは保謹が要求される固の取引ょの通用語において若しくはその国の公正

なかっ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表

示のみをもって情成されている場合り}

5 当霊安高揮が..良の風俗又は公の秩序にEするもの{判，特に， 公祭

を欺くようなものである場合円}。 ただし，商標に関する法令の規定 〈公の

秩序に関するものを除く。〉に適合しないことを唯一の理由として，当窓商標

を公の秩序にEするものと認めてはならない臼〉。 もっとも第10条の2の規

定の適用は妨げられない(ル}。

C (1) 商標が保誼を受けるに適したものであるかどうかを判断するに

当たっては(ヲ). すべての事情， 特に，当骸商標の使用の期聞を考慮しなけ

ればならない〈ワ)。

(2) 本国において保聾されている商標の術成部分を変更した商標は，当

態度更が.本国に登録されたときの形態における商揮の要部に及ぼず，か

つ，商標の同一性をそこなわない場合には，他の同盟国において，当慈変更

を唯一の理由としては畳録を拒絶されることはない肋〉。

府) 1邸3年の当初の条約においては，この条に規定する商標の登録の拒絶

または無効の唯一の原因は，請求された対象が善良の風俗または公の秩序に

反すると認められる場合にはその出願を拒絶することができるという規定

〈当時の第6条第4項〉のなかに含まれていんヮシソトン改正会議 (1911

人委 6 条の5 一昌ーG 107

信 6 条 の5 B およびCGC)

B この条に規定する商標 は ' 員, 次 の場合を 除く ほか, その登録を拒絶

され, 又は 無効とされ ることはない《^)。

1 当該商横が, 保護が要求 される 国に おける第 5 者の既得 権を害するよ

うなむものである場合に)
2 当該 商標が, なんらの特別 題著な性 質を有しな いあのである 場合(お

又は商品の積 類, 品質 , 数 量, 用途, 価格, 原産地若しくは生産の時 期を示

すため取引上 使用され ることがある記号 若しくは表示 のみをもって〈 パぷ, 著

しくは保護 が要求 される 国の取引上の通用語において 若しくはその図の公正

なかつ確 立した商慣習において 常用され るようになっている記号 若しくは表

示 のみを もゎって 構成 されている場合わり .

3 当該 商標が, 堆 良の展 傘又は公の秩序に反するもの<⑦), 特に, 公衆

を 欺く ようなゎぁのである 場合 りり。 ただし , 商 概に 関する法令の規定 ( 公の

秩序 に関するものを 除く。に 適合しないことを陰 一の理由として., 当該商雷

を公の秩序に反するものと 認めてはならない(ヌ)。 あっと も第10条の 2 の規

定 の適用は妨げられないれ)。

C (て 1) 挫 標が保護 を受けるに 適したものであるかどうかを判断 するに

当たっては"③),。すべての事情, 特に, 当該 商極の使用の期間を考慮し なけ

ればならないび")。

( 2 ) 本 国において保護 され ている商標の横 成部分を変更した商標は, 当

赴 変更が, 本 国に 登録され たときの形 態における商標の要 部に及ばず, か

つ, 商 桂の同一性をそこなわない 場 合には, 他の同盟国において, 当該 変更

を唯一の理由としては登録を拒絶 される ことはない〈)。

(のり 1883 年の当初 の条約にお いては, この条に 規定する商標の登録の拒格

または 無効の唯一 の 原因は, 請求 された 対象が 養良の風俗または 会の秩序に

反すると 認められる 場合と はその出願を拒絶 することができると いう 規定

(当時の第 6 条第 4 項う のなかに 含まれ ていた。 ワシント ン改正 会議(1911
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年〉では，拒絶または無効の原因を著しく拡大よさらに続くへーグ (1邸

年)， ロンドン (1934年)，およびリスポン (1958年〉の各改正会議でさらに

この原因を展開した。

(ロ1) rこの条に規定する商標」とは，本国において正規に登録され，かっ

それを構成する記号に関して，出願として受理され，しかもここで検討して

いる規定を条件として保護されなければならない商標である。

付 1958年のリスポン会議におけるこの規定の改正で，この規定に示され

ている登録の拒絶または無効の原因が制限的列挙であ主ことが以前よりは明

確になった。もちろん，この条約の他の規定，たとえば，第5条C(l)，第6

条の 2，第6条の3および第6条の 7も同様に適用するということは了解し

た上でのことである。したがって，同盟国は，この条に規定する商標登録の

拒絶または無効の他の原因を自由に適用することは出来ない。同盟国の所管

官庁がなす唯一の作業は，拒絶または無効の原因のいずれかを適用するかど

うかを定めることである。

伺 この条に規定する商標の拒絶または無効の第 1に認められた原因は，

当該商標が，保護の要求された国における第3者の既得権を侵害する場合で

1. Actes de Paris 1. pp. 73/4， 138 
2. Actes de Washington， pp. 50/1， 230 (proposals)， 93， 96， 107， 113， 224 

(observations)， 297/300 (report of Sub.Committee)， 308/9 (report to Plenary 

Committee)， 252/3(discussion and adoption in Third Plenary Session)， 

3. Actes de la Haye， pp. 241， 245/6 (proposal)， 340/1 (observations) 445/50 

(report of third Sub.Committee)， 521/2 (report of General Committee)， 5421 

3 (report of Drafting Committee)， 577 discssion and adoption in Second 

Plenary Session); Actes de Londres， pp. 183/6 (proposal)， 269/72 (observa-

tions)， 393/6 (report of Third Sub.Committee)， 462/3(report of Drafting 

Committee)， 516 (adoption in Second Plenary Session; Actes de Lisbonne， 

pp. 569/21， 576/8， 580/1 (proposal)， 582/99 (observations)， 601/2， 603/& 

(discussion in Third Committee)， 752/5 (report of Third Committee)， 618 
(discssion in General Committee)， 106 (adoption in Second Plenary Session). 

118 (General Repo同).

4. Actes de Lisbonne， pp.ω3， 610， 614， 618， 619 
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年 ) では, 拒絡または無効 の 原因を 著しく拡大し, さら に 続くヘーグ (1925
年 》 ロンドン (1934年 う), および リス ポン (17958年) の各改正 会議できらに

この原因を展開 した。

本との条を 規定 する商標  | とは, 本 国とおいて正規に 登録 きれ, か

それを 構成 する記号に 関して, 出願 として受理 され, しかもここで検討 して

いる規定を条件として保護 されなければならない商 標である。

0 2958 年 のリスボン会 議におけるこの規定の改正 で , この規定に示され

ている人録の拒絶 または無効 の 原因が 制限的列挙であることが以前よりは明

確 になった。もちろん, この条約の他の規定  , たとえば, 第5 条 C(U, 第 6

条の2 ,  第 6 条の3 および第 6 条の7 ゃも同様 に適用するということは了解し

た上でのこと である。 したがって , 同盟 国は , この条和に規定する商標 登録の

手 絶または無効 の他の原因を自由に 適用することは出来 ない。同盟国の所管

官庁がなす唯一の作業は, 拒 約 または無効の原因のいずれかを 適用するかど

5 かを 定める ことである。

らら この条とに規定する商標 の拒和絡または無効 の第 1 に 認められた 原因は ,

当該 商標が, 保護の要求 された 国における 第 3 者の既得 権を侵害する 場合で

1. Actes de Paris 1 pp. 73/4。 138
2. Actes de Washington, pp. 5071」 230 (proposals)。 93, 96, 107, 113, 224

{observations), 297/300 (report of Sub-Committee), 30879 (report to Plenary
Committee), 25273(discussion and adoption in Third Plenary Session),

3. Actes de la Haye, pp, 241, 245/76 (proposal), 340/1 (observations) 445750
(report of third Sub-Committee), 52172 (report of General Committee), 5427
3 (report of Drafting じCommittee), 577 discssion and adoption in Second
Plenary Session): Actes de Londres, pp. 183/6 (proposaD, 269772 (observa-
tions), 393/6 (report of Third SubCommittee), 462/73(report of Drafting
Committee), 516 (adontion in Second Pilenary Sessioni Actes de Lisbonne,
pp、569/21, 576/8。 580/71 (proposal), 582799 (observations), 60172, 603/ら

(discussion in Third Committee), 75275 (report of Third Committee), 618
(discssion in General むommittee), 106 (adoption in Second Plenary Session),

118 (General Report).
4.。 Actes de Lisbonne, pp. 603, 610, 614, 618, 619
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ある。これらの徳利は，当該国で既に保護されている商原による権利である

かまたは他の権利，たとえば商号または著作権についての権利で，図柄また

は創造語からなる商標がその権利を侵害する場合である。この規定は，商標

が億人のプライバシーの権利を侵す場合，たとえば，許可なく，その氏名や

肖像を含んでいる場合にも適用される。

帥 この条に規定する商標の拒絶または無効の原因として第2に認められ

ているものには3つの可能性がある。すなわち，保護の求められた固におい

て，それが(1)特別顕著な性質を有しない，または(め説明的である，または(3)

一般名称であるような商標に適用される。この 3つの可能性を別個に考慮す

べきであるということがへーグ(1925年〉およびロンドソ (1934年〉の各改

正会議で示された。そこではこれらをある程度統合しようとする提案は拒否

された。

これら 3つの可能性について，商標はその個別的特徴について考慮しなけ

ればならない。この条の主要規定から考えると，もし商標が本固において正

規に登録されている場合には，それが姓または地理的名称，数字または文字

だけから成るが，それが個別的特徴を考えたときに特別顕著な性質を有する

か，または，たとえば原産地の単なる説明であるか，または一般名称である

か，あるいは一一注釈(1))参照一一非説明的でないまたは誤認を生じさせるも

のであると認められ，したがって公の秩序に反するという理由だけで登録ま

たは保護を拒否することはできない。

このような場合においては，当該商標が，その僧別的特徴を考慮して，た

とえば，それが非常に簡単な場合(一つの星，王冠または文字〉または複雑

すぎる場合〈当該商品の装飾であるとの印象を与えるか，当骸商品の購買ま

たは使用を奨めるスローガンだけである)，または当該記号が説明あるいは

一般名称だけからなっているのではないが，他の要繁を加えてもある企業の

1. Actes de la Haye， pp. 241， 246， 446/F; Actes de Londres， pp. 183/4， 186. 

393/4 
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ある。これらの机 利 は, 当該 国で既に保護 され ている商標 による 権利である

かまたは他の 権利 , たとえば鹿 号または著作李に ついての覆和で, 図柄また

往 創造語からなる商標 がその権利を侵害する場合である。この規定は, 商天

が 個人のプラ イベシーの権利を侵す 場合 , たと えば, 許可なく, その氏名中

導 像を含んでいる 場合とも適用される。

礁 この条に規定する商標 の拒絶ぽまたは無効の原因として第 2 に 認められ

ている ものには 3 つの可能人性がある。すなわち , 保護 の求められた 国とにおい

て, それが (1 特別 題著な性 質を有しない, または(2各明 的である, または(3

一般名 称であるょ うらな商標 に適用きれ る。この 3 つの可能人性を別個に考慮す

べきであるということ がヘーグ て1925年) およびロンドン (1934年) の各改

正 会議で示さ れた。そこではこれらをある 程 度統合し ようとする提案は拒否

にれた5。

とこれら 3 つの可能性について, 商標 はその個別 的特徴について考 工しなけ

ればならない。この条の主要規定 から考えると, もし商標が本国 とおいて正

規に傘 録され ている場合 と は , それが 姓または地理 的名 称 , 数 字または文字

だけから 成るが, それが個別 的特徴を考えたときに特別 顕著な手 質を有する

か, または, たとえば原産 地の単なる 説明であるか, または一 般 名称である

か, ある いは一一壮 釈0) 参照一 一非 説明的でないまたは誤認を生しさせるも

のであると 認められ, したがって会の秩序に反するという理由だけで登録ま

たは保護を拒否することはできない。
このような場合においては, 当該 商標が , その個別 的特徴を考慮し て, た

とえば, それが非常た価 単な場合 (一 つの是, 王冠または文字う)または複雑

すぎる 場合(当該商品の装和であるとの印象を与えるか, 当 商 品の 購質ま

たは 使用を奨め るスロー ガンだけである) , または当玉記号が 説明あるいは

一 般名称だけか らなっているのではないが, 他の東 泰を加えてもある企業の

1. Actes de le Haye, pp. 241。246, 446/F:i Actes de Londreg, pp. 183/4, 186,。
39374
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商品と他の企業の商品とを識別することができない場合には，その商標の登

録または保護は，まず第ーに拒否できる。

付 当該商標が，単なる説明である場合，すなわち，保護の求められた国

において，この規定に示されたように，当該商品の詳細を指示するために用

いられる表示だけからなる場合にも，登録を拒絶または無効にすることがで

きる。説明自体が公衆に知られておらず，したがって当該商標が，特別顕著

な性質を有しないとはいえない場合でも，それが公共の権利に属すべきであ

るという理由で，拒絶または無効にされることがある。この規定における記

号または表示が書かれた説明ばかりではなく図形の形の説明をも含むという

ことを守らなければならなし、。

(ゆ 当該商標が一般名称からなる場合，すなわち保護の求められている固

における当該商品について慣用されている指称である場合には拒絶さ九あ

るいは無効にされることがある。これは，当該国において確立された商慣習

および善意によって定めなければならない。

例 この条に規定する商壊の拒絶または無効の原因として認められる第3

のものは，その商標が，その個別的特徴を考えて，保護の求められている国

においては善良の風俗または公の秩序に反する場合である。善良の風俗に反

する商標とは，たとえば，わいせつな図を含む商標である。公の秩序に反す

る商標とは， 当該国の法律や社会の基本観念に反するものであろう。そのよ

うな商標の例として，宗教的象徴を含む荷標，禁止された政治団体の紋章を

合む商標，あるいは公共団体の紋章を含む商標で，この公共団体の紋章が，

この条約の第6条の 3によって保護されていないものであってもそうである

〈同条のωおよびそれについての注釈同参照〉。

(リ) 1934年のロ Y ドン改正会議では， この規定に，養良の風俗または公の

秩序に反する商標の特別のものとして，公衆を欺くような商標を加えた。こ

1. Cf. EGGER:“La Protection de La marque 'telle quelle' et l'ordre publi-

que" Schw. Mitt.， 1960， pp. 38 
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商品と他の企業の商品とを識別 することができたない 場 合 にとには, その商標の登

鍵 または保護は, まず 第 一に 指 否できる。

6 当該 商標が, 単なる説明である場合 ,すなわち, 保護の求められた国

入おおいて, この規定に示された ように, 当該 商品の 詳細を 指示 するために用

いられる表示だけからなる 場合にも , 登録 を拒絶または無効 とするととがで

きる。 閲明 自体が 会衆にた 知られておちず, した がって当該商標が, 特別頭著

な性 質を有しな いとはいえない 場 合 で も , それが公共の 権利に属すべきであ

る という2 理由で, 拒絶 または無効 なにされる ことがある。 この現 定 における記

号 または表示 が 書かれた 説明ばか りではな く 図 形の形の 説明をも 含む という

ことを 守らなければならない。
(D 当該 商標が一 般名称 からなる 場合 , すなわち保護 の求められている国

和紀おける当該 商品に ついぃいて慣用されている指 称である 場合 には拒絶 され。あ

るいは無効 たされる ことがある。 これは, 当該 国において 確立 された商慣習

および六意 によって 定めなければぼばならない。
プ この条に規定する商療の拒絶 または無効の原因として 認めあられる第 3

のものは, その商標 が , その個別 的特徴を考えて, 保護の求められている国

に おいては医長の風俗 または公の 秩序に 反する 場合である。療 長の風俗に反

する商標 と は , たと えば, わいせつたな図 を 含む商標である。公の秩序に反す

る商久と は, 当該 国の法律や社会の基本 観念に反する ものであろ う。そのよ

ゥな商標の例として, 宗教 的象徴を含む商標 , 禁止 された政治 団体の紋章を

含む商標 , あるいは公共団体の紋章 を 含む商 模で , この公共団体の紋章が,
この条約 の第 6 条 の 3によって保護 され ていないものであってもそう である

( 同条の 0⑩およびそれについての壮 釈参照)。

0 1934 年 のロンドン改正 会議では, この規定 に, 善 長の風座または公の

秩 庁に 反する商標 の特別のものとして , 公衆 を欺くような商標を加和た。こ

1、 Cf. EGGER: "La Protection de La marque *telle quelle' ct Iordre publi-
due Schw, Mitt., 1960, pp, 38 ~
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の追加をした目的は，当該商品が，存在しない品質や不当な報酬を持っか，

あるいは特許による保護についての不当な表現があるようにみえる商標を拒

絶または無効にすることを，各同盟国ができるようにしようとするものであ

った。この規定は，地理的産地について誤認をもたらすような表示を含む商

標にも適用されふ

(ヌ) 1911年のワシント γ改正会議で改正された条約の一部をなす最終議定

容においては，すでに，商擦が保護の求められている閣の法令の規定に適合

しないということだけでは，その規定自体が公の秩序に関するものである場

合を除き，公の秩序に反すると認めるのに充分な理由ではないことを明らか

にしていた。この規定は. 1925年のへーグ改正会議て・条約自体に移され;こ。

この規定の必要性は明らかである。というのは，主幹に園内法令に適合しない

というだけで，同盟国が公の秩序の理由で商標の登録を拒絶または無効にす

ることができるとするならば，出願人に，もし必要ならば，通常の内国民待

遇以上を要求できるようにしたこの条の目的が完全に崩れてしまうからであ

る〈この条のA(1)の注釈(ロ)参照)。

同 この規定の後段は，へーグ (1925年〉およびロンドン (1934年〉の各

改正会議て・類似の提案が失敗したのち. 1958年の Pンポン改正会議で加えら

れた。この規定は，同盟国が，この条で既に述べた以外の理由でーーたとえ

ば，第3者の権利の侵害または商標の歎騎的性格ーーその登録が不正競争の

行為を構成するときには，商標登録を拒絶または無効にすることができるよ

うにしたものである。このような場合としては，たとえば，競争相手の所在

1. Actes de Londres. pp. 184/5. 

2. Cf in Switzerland: Bunde Sgericht. 11/2/1963. G. R. U. R. Iut. 1963. p.印9.

3. Actes de Washington. pp. 297/8. お3.

4. Actes de La Haye. pp. 246. 447. 542. 

5. Actes de Lisbonne. pp. 5叩. 594(proposals of Netherlands and Switzerland. 

的4/5，610. 613， 614， 618/20 (discussions in Third Committee and General 

Committee)， 753， 755 (report of Third Committee)， (adoption in Second 

Plenary Session)， 118 (Gcneral Report). 
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の過 加多した目的は。 当該 商品が, 存在し ない 品質や不当な 報酬 を 持つか,

あるいは特許による保護 と ついての不当な表現があるようにみえぇる商打を振

覆 または 無効 にとすることを, 各上同 盟国が できるよう にしよう と するものであ

った。 この規定 は, 地理的 産地と ついて誤認 をもた らすよう たな家示を 含む商

擦 にも 適用される。

の 1911年のリシントン 正 会議で改正された条約 の 一部をなす最終誠定

書 においては, すでに, 商標が保護 の求められている 国の法令の規定に適合

し ないと いう こと だけでは, その規定 自体が公の秩序に 関するものである場

合を除き, 全の秩序に反すると 認めるのに充分 な理由ではな いことを明らか

をたしていた。とこの規定 は, 1925 年 のヘージ改正 会 議で条約 自体 と 移された。

との規定の必要 件は 明らかである。 というのは, 単に国内 法令に適合しない

というだけで, 同盟 国が公の秩序の理由で商標 の登録を 拒 または無効 にす

ること ができるとするならばぽ, 出願 人に, もし必要ならば, 通常の内国民待

過 以上を要求 できるよう にしたこの条の目的 が 完全に 崩れ てしまう からであ

る (この 条の AQ⑪の注釈員参 照^

ぽり この規定の後段 は, ヘージグ (1925年) およびロン ドン (1934年) の各

改正 会議で舞似の提案が失敗し たのち, 1958 年 のリンポン改正会評で加えら

れた。 との規 定は, 同盟国 が , この条で 既に 述べた以外の理由で一 一たとえ

ばば, 第 3 者の 権利の侵害または商標の其障 的性 格 一一その登録が不正競争の

行為 を構成 するときをには, 商標 登録を拓 絶または無効 とする ことができるょよ

うに し た ものである。このようたな場合 とし ては, たとえば, 競争 相手の所在

Actes de Londres, pp. 18475.
Cf in Switzerland : Bunde Sgericht, 11/2/1953, 呈.R. り. R. j u  1963.p. 608.
Actes de Washington, pp. 297/8, 253.
Actes de La Haye, pp. 246, 447, 542.
Actes de Lisbonne, pp. 590, 594(proposals of Netherlands and Switzerland,

604リ5 ,  610, 613, 614, 618/20 (dscussions in Third Committec and General
Committee)) 753, 755 (report of Third Committee), (adoption in Second

Plepary Session), 11B (General Report).

の
 

の
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ら
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地のある周知の建物の図を使用して商標がその建物との混聞を生じさせるよ

うなものである場合，または商標が競争相手の商品との不名誉舎な比較を含ん

でいる場合があげられる。

。，) 1925年のへーグ改正会議以後1958年のリスボン改正会議までは，この

条には，商標の特別顕著な性質を定めるために，すべての事情，特に使用の

期聞を考慮に入れなければならないという規定が含まれていた。りスボン改

正会議では，この原則をより一般化して，商標が保護をうけるに適したもの

であるか否かという問題，すなわち第6条の5Bに規定する商標の拒絶また
2 

は無効のすべての可能性に適用することにした。

切たとえば， 2つの非常に類似していないとはいえない商標が，長い間

併行して使用されている間に，混同を生じたことがなく，したがってそのう

ち一方の登録が他方の権利を侵害しないという事情があるかもしれない。あ

るいは，当初は顕著て'なかった商標が，長い間には使用によって，それを顕

著とするような「第2の意義」を獲得したという事情もあるかも知れない。

あるいは，事情によっては，欺くような内容を含むようにみえる商標が，実

際には，全く歎摘を生ぜず，したがって，それを公衆を欺くものとしてとら
s 

えてはならないこともあるかも知れない。

商標の保護が求められた国の権限のある官庁は，この種の結論を他の国に

おいて生じた事情からも導き出すことができる。

制 この条項の第2項は， 1934年のロンドン改正会議で条約に加えられ
4 
-/...。

1. Actes de Londes， p. 185 

2. Actes de Lisbonne， pp. 577， 581， 605/6， 610， 614， 618， 620， 753， 755， 

106， 118 
3. Actes de Lisbonne， pp. 606， 753， See in Switzer)and Bundesgericht， 15/61 

1955 G. R. U. R. Int. 1956， p.58. 

4. Actes de Lodres， pp. 393(proposal 01 Poland and Discussion in Third Sub-

Committee)， 462/3 (report of Drahing Committee)， 516 (discussion and 

adoption in Second Plenary Session) 
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地のある 周知 の建物の図を使用して商標 がその建物との吾 同を 生世させるよょ

うな ものである 場合 , または商標が競争 相手の商品との不 名替な比較を含ん

でいる 場合 があげられる。
1925 年 の ヘージ改正会 議以後1988年 のリスボン改正会誠までは, との

条 は, 商標の特別 顕著な 考質を定めるために, すべての事 貸, 特に 使用の

期間を考慮に入れなければななら ないという 規定 が含まれていた。 リスポン改

正 会議では, この原則をより 一 般化して, 商標が保護 をうらけるに 適し たゃの

であるか和 否かという 問題 , すなわち邊 6 条の5 B に 規定する商標の拒 細 また

は無効 のすべての可能 手に 適用することにした。

の たとぇば, 2 つの非常に類似していないとはいえない商 標が, 長い章

併行  して使用され ている間に , 同 を生した ことがなく , したがってそのう?

も一 方の登録 が他方 の権利を長害しないという5 事情 があるか もしれない。あ

るいは , 当初 は顕著でなか った商標が, 長い間には 使用に よって , それを 顕

著 とする ような 「 第 2 の意義」を 獲得 し たという事情 もあるかゃ 知れない。
あるいは, 事情によっては, 欺 くような内 容 を含むょようにみえる商 棟が, 実

夫には, 全く 時央を 生ぜず, し たがって, それを公衆を最 くものとしてとらち

えてはならないと と もあるかも 知れない。

雇 標の保護が 求めあられた 国の権限 のある 官庁 は , との 種の結論を他の国た

おいて生じた 事 捕か らも導き 出すことができる。
の この条項の第2 項は, 1934 年 の ロンドン改正 会議で 条約に加えられ

*
た。
1. Actes de Londes, p. 185

2. Actes de Lisbonne, pp .  577, 581, 60576, 610, 614, 618, 620, 753」 755,
106, 118

3、 Actes de Lisbonne, pp. 606, 753, See in Switzerland Bundesgericht, 15/67

1955 G.R.U.R.Tnt, 1956, p.58,

4.。 人誠ctes de しodres, pp. 393(proposal of Poiand and Discussion mn Third Sub-

Committee), 46273 (report of Drafting Committee), 516 (dscussion and

adoption in Second Plenary Session)
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この規定は.前に検討した第5条C(2)に類似している〈特に問項の注釈(時参

照〉。この後者の規定では，同盟のー固において登録されたのとは本質的に

変った形態ではない形態で商標権者が商標を使用することが商標の保護を減

ずるものでないことを述べている。とこで検討している規定では，本国での

先の登録を基礎として商標のそのままの形での登録が同盟の他国で求められ

る場合に同ーの原則を適用するものである。本国で登録された商標と保護の

求められた固に出願された商標との本質的でない変更は，後者の固における

登録の義務を減ずるものではない。それだけではなく，この規定には明記さ

れてはいないが，以上のような変更によって登録の無効を惹起するこ ともな

い。この点で本質的でない変更とは，商標の特別顕著な性質を変えず.本国

において登録された形態の同一性をそこなわない要素からなるものである。

このような変更の例として，本国以外の国における登録のために荷標のある

要素を翻訳または適応させた場合があげられる。商標の保護の求められた匿

の所管官庁は，そのような変更が本質的であるか否かを定める。

第 5条の5 一 晴一C 0ド]

この規定は, 前に換 討した第 5 条 C(2に類似 している (特に同 項の注釈(り参

有) 。との後者の規定では, 同盟の一 国において登録 きれたのとは本質的に

変った形態ではない形 態で商標 接 者が商標 を使用することとが前振の保護を汰

ずるものでないことを 述べている。 ここで 検討 している規定 では, 本 国での

先 の登録を基礎として商標 のを のままの 形での登録が 同盟の他国で求められ .

る 場合と上一の原即 を適用するものである。本国で 登録 さきれた商標と保護の

求め られた国を出題 された商標 との本質 的でない 変更は, 後者の回における.

登録 の義務を 減ずる ものではな い 。それだけではなく, この規定には明記さ

れてはいないが, 以上のような 変更 によって 登録 の無効を攻 起する とともな

い。 この点で本質 的でない 変更とは, 商標の特別下著な 性質を変えず, 本国

において登録 きれた 形態 の同一性をそこなわない要 素 からなるものである。

とこのような変更の例として, 本国 以外の国 における 登録 のために商標 のある

要大を 稔 訳または意 応させた 場合があげばられる。 商標の保護の求められた思

の所管 官庁は。そのような変更が本質 的であるか 千かを 定める。
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第 6条の5 D， EおよびF(イ)

D いかなる者も，保護を要求している商標が本国に登録されていない場

合には，この条の規定による利益を受けることができない{ロ)。

E もっとも，いかなる場合にも，本国における商標の量録の更新は，そ

の商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるもの

ではない(1九

F 第4条に定める優先期間内にされた商標の畳録出願は，本国における

堂録が当該期間の満了後にされた場合にも，優先権の利益を失わない(=)。

付) この条項の最初の 2つは，この条によって本国での登録に基づいて得

られた商標登録の依存性に関する。 D項は，ロンドン改正会議 (1934年〉で

援択された他の規定とおきかえるために， リスボン改正会議 (1958年〉で事

入された。 E項はへーグ改正会議 (1925年〉からのものである。 F項は，へ

ーグ改正会議で条約に準入されたものであり，第6条の 5の規定と優先権に

関する第4条の規定との関係に関するものである。

(ロ) 同盟の各国において同ーの商標の登録の従属性または独立性の問題に

関して混乱がしばしば起るのは遺憾なことである。この混乱の原因は，その

1. Actes de Londres， pp. 179{83， 186 (proposal)， 272{3 (observations)， 396{8 

(report of Third Sub.Committee)， 463 (report of Drafting Committee)， 516 

(adoption in Second Plenary Session). 

2. Actes de Lisbonne， pp. 578{9， 581 (proposal)， 502{3， 610， 613， 614{6， (discus. 

sion in Third Committee)， 750， 753{5 (report of Third Committee)， 617{8 

(discussion in General Committee)，106 (adoption in Second Plenary Session)， 
118 (General Report). 

3. Actes de la Haye， pp. 340 (proposal of U. K. )， 450/1 (report of Third 

Sub-Committee)， 522{3 (report of General Committee)， 542{3， (report of 

Drafting Committee)， 577 (adoption in Second Plenary Session). 

-4. Ibidem pp. 451 (proposal of Belgium)， 451{2 (report of Third Committee)， 
522 (report of General Cominittee)， 542 (report of Drafting Committee)， 
577 (adoption in Second Plenary Session). 
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革 6 条の5 D, 記およびF (⑳

D いかなる 者中, 保護を要求 している商聞が本 国に登録 されていない場

合 には, この条の規定 による利益を受けることができない ( "中。

取 もっとも, いかなる 場合にも, 本 国における商標 の登録の更新は, そ

の商標が登録 された他の同盟国における登録 の更新の壮 務を 生じさせるもの

ではないり。

了 第 4 条に 定める優先 期間内にされた机標の登録出願は , 本国における

登録 が当該 期間の満了後にされた場合にも, 優先 権 の利益を 失わもない ( う )。

(の との条項の最初 の 2 つは, この条によって本 国での登録に基づいて得

られた商標 登録の依存竹に 関する。D 項は , ロンドン 政正会識 Cd934 年) で

採択 きれた 他の 規定 とおきかえるために, リスボン改正会議 195 年) で莉

入 された。 包 項はヘージグ改正 会議(1925年) からのものである 。 F 項 は, へ

ー ジ改正 会 議で条約に攻 入されたもぁぉのであり  , 第 6 条の5 の規定と震先 権に

関する第 4 条の規定との関係と関する ものである。

3 同避の各国において同一の商標 の登録の従属手または独立 性 の問題に

抽して混乱 がしばしば 起る のは遺和僅た ことである。 この理 乱の原因は, その

1.。 Actes de Londres, pp. 179/83, 186 (proposaD, 272/3 (observations)。 39678

(report of Third Sub-.Committee), 463 (report of Drafting Committee)。 516
(adoption in Second Plenary Session)〉.

2. Actes de Lisbonne, pp. 57879, 581(proposal),602/3, 610,813, 81476, (discus・
sion in Third Committee)。 750, 753/75 (report of Third Committee)。61778

(discussion in General Committee),106 (mdoption in Second Plenary Session),

118(General Report.
3.、 人訪ctes de la Haye, pp. 340 (proposal of U 食.), 45071 (report of Third

Sub-Committee), 52273 (report of General Commattee), 54273, (report of
Drafting Comrittee)。 577 (adoption in Second Plenary Session).

4. b idem pp. 451 (proposal of Belgium), 45172 (report of Third Committee),
522 (report of General Committee), 542 (report of Drafting _Committee),

577 (adoption in Second Plenary Session).
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商標が各国において出願の「内国民待遇」の通常規定によって登録された場

合と，他方，本国で正規に登録された商療を，それが構成する記号に関して

他の国の園内法令に適合しないときに，同盟の他の固においてそのまま認め

られなければならない例外的な場合との間で充分な区別がなされていないこ

とにある。 1958年のリスボン改正会議では，これらの場合の明確な区別に到

達した。前者の場合については，商標登録の完全な独立性が第6条において

認められた。後者の場合，第6条の5で規定する例外的場合については，本

国の登録に対する登録の完全従属性を規定する正反対の原則が採用さ止た。

このことは，本国の登録を基にして，それを構成する記号に関して，商標の

保護が求められたときには，当該国の圏内法令にもかかわらず，本固におけ

る登録がその間に取消され，無効にされ、取り下げられ，あるいは他の理由

で消滅したときにはそのような登録が拒絶され，または取消され、あるいは

保護が拒否されうることを意味する。

付 E項は，本国における商標の登録とそれに基づいたこの条の適用によ

る他の登録とが，同ーの存続期聞を持たない場合に言及している。本聞にお

ける存続期聞が短かく，その国での登録が更新きれないときには，それに基

づく他国での登録は取消されうるく上記注釈(吟参照〉。もっと も，本固にお

ける登録が適当に更新されたとき，その事実は，他国における登録の通常の

存続期聞が未だ満了していないのに，他国での対応する登録の更新を必要と

するものではない。それに反して，本固における登録が他国における対応す

る登録より後に満了するときには，他国における登録は本国における更新の

前に独立に更新されなければならない。

的 第6条の 5の適用は，第4条で認められた優先権に影響を与えない。

とれらの条文の関係は次の通りである。

同盟国における商標登録の最初の出願を基礎として，他の国に. 6か月の

1. Actes de Lisbonne， pp. 602/3， 613， 614/6， 617/8， 7日， 7臼/5，1師， 118 

2. Ibidem， p.伺8.
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商標が各国におあいて出願の「内国民待央] の通常 規定によって 登録 された得

合と, 他方 , 本同で正規に 登録された商標 を , それが 構成 する記号に 関して

他の国の属内 法令に適合しないときに, 同了胃の他の 国においてそのまま 認め

られなければならない例外 的な場合と の間で充分な区別がなされていないこ

とにある。1958 年 のリスボン改正会議では, と れらの場合の明確な区列に記

達した。前 考の場合とついては, 商標 登録の完全な独立 性が外 6 条において

認められた。後 者の場合 , 第 6 条の5 で規定する例外的 場合と つい ては , 本

国 の人終 録に 対する 登録の完全 従属性を規定する正反対の原則が 採用された。

とこのと と には, 本国の登録を基にして, それを措 成する記号 に関し て, 商標の

保護が求められたときには, 当該 国の国内 法令にもかかわらず , 本国におは

る 登録 がその間に取 消され, 無効 なだされ, 取り 下げられ あるいは他の理由

で消滅 したときにはそのより な人須押が拒絶され, または取消され,。あるいはには

保護が拓 否されりらることを意味するs。

69 EE 項 は, 本 国における商標 の登録とそれに基づいたこの条の 適用にょ

る他の倒 録とが, 同一の存続 期間を 持たな い 場合に 言及し ている。本国に半

ける存続期間が短かく, その山での登録が 更新されないときには, それに基

づく他同での登録は取消 きれうる て上記注 釈(り 参照 ) 。もっと も, 本国にお

ける登録が 適当に更新されたとき, その事実 は, 他国をおける 登録の通常み

存続期間が末だ満了レていないのに, 他国での対応する登録の更新を必要と

するものではない。 それに反して , 本 国における 登録 が他国に おける対応す

る 登録 より 後に満了するときには, 他国における 登録は本国における更新み

前 に独立に 更新されなければならない。
づら 第 6 条の5 の 適用は, 第4 条で 認められた 優先 権に影響を与えない。

これらの条文 の関係は次の 通りである。

同盟 弄における商標 登録の最初の出頭を基礎として, 他の国にと, 6 か月み

1. Actes de Lisbonpe, pp. 602/3, 613, 614/6。 617/8, 750, 753/75, 106, 118
2 Iibidcm, p. 608.
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間，同様な出願のために第4条によって優先権が認められる。その優先権で

は，この最初の出願は，それがされた固において登録にまで到達するか否か

ということは重要ではない(第4条A3)。しかしながら，第6条の5A(2) 

に定める本国における最初の，または他の任意の出願がその国で登録された

ときには，その商標tえ期間の制限なく，他の同盟国において出願を受理さ

れ，かっそのまま保護されなければならない。しかし，その登録に対する優

先権の承認は第4条によるのである。

これらの規定は一般には別備に働くが，本国における最初の出願のあと 6

か月以内に他の同盟国に同様な出願がされ，かつ他国において出願の受理に

ついての決定がされる前に本国において最初の出願が適法に登録されたとき

には，両者を結合することができる。このような場合には，第6条の5によ

って，商標はそのまま受理され，かつ優先権は，最初の出願の日から，第4

条によりてその登録のために承認されなければならない。

第 6条の 6<イ}

同盟国は，サービス・マークを保護することを約束する〈白}。 同盟国は，

サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない〈吋。

(1) この条は， 1958年のリスポン改正会議で，はじめて取入れられたもの

て'ある。すでにみたようにリスポシ改正会議は，この条約の全体にわたっ

て，サービス・マークを商標と一体的にあっかおうとする， より野心的な提

案を受け入れなかった。採択されたものは，サービス・マークを保護する義

務を課するものではあるが，サーピス・マークを登録する義務を課するもの

ではない。

1. Actes de Lisbonne， pp. 624， 626/7 (proposals of U. S. A and Sweden)， 

628/33 (discussion in Third Cpmmittee)， 755/7(report of Third Committee)， 
634/6 (discussion in General Committee)， 99， 103 (adoption in Second 

Plenary)， 114， 118 (General Report). 

2. Ibidem， pp.624 (proposal of U. S. A.)， 628/33 (discussion in Third Com. 

mittee)， 755/7 (report of Third Committee). 
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手 , 同様な出願 のために 第 4 条によって 優先 権が 認められる。その授 先権で

は, との最初の出願は, それがされた 図において 登録 にまで到達 するか 耕か

と いう ことは 蛍 要ではない (第 4 条A 3) 。レしか しながら, 第 6 条の5A(9

定め る本国における最初の, または他の 任意の出願がその国で 登録された

と きにには, その商標は, 期間の制限なく, 他の同盟 国 において出願を受理さ

れ, かつそのまま保護 されなければならない。 しかし, その登録に対する優

先 権の承認は第4 条 によるのである。

ことこれらの規定は一 般には 別個に 働くが, 本 国における 最初 の出頼のあと 86

か月 以内に他の同盟 国に同様な出願 がされ, かつつ他国 において出願の受理に

ついての決定 がされる前に本 国において最初の出央が 適法に登録されたとき

には, 両者を結合することとがで きる。 このよう たな場合には, 第 6 条の5 によ

って , 商標 はそのまま受理 され, かつ優 先権 は, 最初の出願の日 から, 第 4

条によってその登録 のために承認 さ れなければならない。

第5条の6

同 憎国は , サービス・ マークを保護 することを 約束する(5。 同 器 国は,

サービス・マークの登録 につい て規定 を設けることを要しない (。
0 この殺は, 1958 年 のりリスポン改正会議で, はじめて取入れられたもの

である 。すでにみたようにリス ボン改正 会議は , この条約の全体 にわたっ

て, サービス ・ マー タを商標と一 体的にあつ か おうと する, より 野心 的な提
|

案 を受け入れ なかった。採択 されたものは, サービス・ マー クを保護する義

和務を 課す るものではあるが, サービス・ マー クを登録 する義務を課するもの

ではたない。

1、 Actes de Liabonne, pp. 624, 626/77 (proposals of U .S .A  and Sweden),

628733 (dscussion in Third Cpmmittee), 755/7(report of Third Committee),

634/6 ( 証 scussion in General Committee)。 99, 103 (adopuon in Second

Plenary)。 114。 118 (General Report)、
2. Tbidem, pp、524 (proposal of U .S .A . ) ,  628/33 (discussion in Thrd Com・

mittee), 75577 (report of Third Committee)-
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伺 この条の規定によtu'!，同盟国は「サービスペーλ保護すること

を約束(undertaketo prot民 tservice m紅 ks)Jしている。これは次のよう

な問題を生ずる。すなわち，同盟国は，サービス・マークの保護について立

法することを義務づけられているものかどうか，あるいは，サービス・マー

クを保護する直接の襲務を，この規定が定めているものかどうか，その結果

サービス・マークを保護できるものと認める国においては，園内法令の制定

をまたずに，当然にとの規定が適用され，したがって利害関係人は，その国

における権限を有する機関に対し，この規定の適用を誼接に情求できること

になるのかどうかという問題である。(なお，これに類する問題に関して

は，第5条の5の注釈刷，第6条の 2の注釈明および第6条の3の注釈(1))を

参照〉。

第6条の6の場合については， リスポン改正会議における討議でこの点は

明らかになった。すなわち，この規定は，同盟国に対し，サーピス・マーグ

について，明文によって立法することを義務づけるものではない。したがっ

て，同盟国は， 自国の法令の中に，サーピス・マーグの保護に関する特別の

措置を設けた場合だけでなく，その他の措置，たとえば，不正競争に対する
z 

国内法令によってサーピス ・マークの保護を認める場合にも，この規定の要

求を満たすこととなる。

以上のように，との規定は，立法を行なう義務を含まない。しかし，保護

を与える義務を含んでいる。そして，同盟国内における権限を有する機関

は，その保護の要求を満たす義務を課されているものとみなされなければな

らない。それ放に，サービス・マークを保護できるものと認める固において

は，利害関係人は，利用できるるらゆる法的措置によって，サーピス・マー

1. See， for the notion of service marke， observation (g) on Article 1， paragoph 

(2)， above， and further， MASCARENAS "La morque de service，" P.I.， 

1959， p. 137 (English tronslation in 1. P. Q.， July 1960， p.l0); FROSCHMA・

IER : Der Schutz von Dienstleistungszeichen. 1959; DUSOLIER: La marque 

de service，" R. 1. P. 1. A，. 1965， p. 181 

2. Actes de Lisbonne， pp. 633， 634， 635， 756{7， 118. 
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0⑲ この条の規定 によれば, 同骨 国は「 サービス・ マークを 保護すること

をを約束Cundeztake to protect sercvice marks)」 して いる。 これは次のょよう

な問題を生ずる。すなわち。 同盟 同は, サービス・ マー クの保護について立

茸 することを 義務 づけられているものかどうか, あるいは, サービス・ マー

クを保護する直接の装 務 を, この規定が定めているもの かどうりか,。その結果

サー ビス ・ マー クを保護 できるものと 認める 国においては , 国内 法令の制定

をまたずに, 当然 にこの規定が適用さきされ, したがって利害関係人は , その国

における 権限を有する揚 関に 対し, この規定 の適用を直 挨と請求 できること

に なるのかどう かという問題 である。 (なお, これに 類する問題に 関して

なは, 第 5 条の5 の注釈 , 第6 条の 2 の注釈のおよび第 6 条の 3 の注釈0を

参照)。
第 6 条の6 の 場合 につい ては,。リス ポン改正 会 議における詩 議でこの点は

太らかになった。すなわち, この規定 は, 同 器国に 対し , サービス・ マー ク

たついて , 明文 によって 立法 することを 義務づけるものではない。したがっ

て, 同盟回は, 自国の皮令の中に, サービス・ マー クの保穫に 関する特別の

措置 を設けた 場合だけいでなく , その他の措置 , たと えば, 不正遂争に対する

国内 法令によってサービス・ マー クの保護 を認める 場合と も, との規定の要

求 を満たすこととなる。
以上のょうに, この規定 は, 立法 を行なう義務を 含まない。しかし, 保護

を 与える義務を 含んでいる。そして, 同盟 国内における 棒限 を有する機関

なは, その保護の要求を 淡たす義務を 課され ているものと みなされなければな

らない。 それ 故に , サービス・ マー クを保護 できるものと 認める較に おいて

は, 利害関係人 は, 利用できるあらゆる計的措置 によって, サー ビス・ マー

1。  See for the Botion of service marke, observation(g) on Article 1, paragaph
(2 ) ,  above, and further, MASCARENAS "La maraue de service PT
1959, p. 137 (Enpglish translation in TI.P.Q。 July 1960, p.102) FROSCHMA-

TER : Der Schuts von Dienstieistungsseichen, 1959 :DUSOLIER: La maraue
de 。 service 以 .T. PT  A,, 1965, p, 481

2. Actes de Lisbopne, pp. 633, 634, 635, 75677, 118、
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クを保護するようその国における権限を有する機関に対し，直接に請求でき

る効力を有する自己執行的規定と，この規定をみなさなければならない。

付 同盟国は，サービス・マークの保護について立法を行なう義務を課き

れいるているものではないから，論理的には，同盟国は，サーピス・マーク

の登録，とくに特別の法令に基づいてのみできるような登録に関する規定を

設けることを要求されない。

第6条の7<イ〉

(1) 同盟の1固における標章の所有者{ロ〉の代理人または代表者{叫がそ

の所有者の許諾【司を得ないで， 1または2以上の同盟国において〈対その標

章について自己の名義で霊録出願をした場合には，その所有者は，その出願

についての畳録に対し， 登録異議の申立てをし〈吋， またはその登録の取消

し〈り若しくは， その固の法令が許すときは，その登録による権利を自己に

移転するよう請求することができる伸〉。ただし， 当露代理人または代表者

がその行為についてそれが正当であることを明らかにしたときは，この躍り

でない〈リ〕。

(2) 標章の所有者は， (1)の規定に従うことを条件として但〉さらにその

許諾を得ないでその代理人または代表者が標章を使用することを差止める権

利を有する〈川。

(3) 標章の所有者が，この条に規定する権利を行使できる相当の期間

は，圏内法令で定めることができる円〉。

(イ) この条は， 1958年にりスポン改正会議ではじめて取り入れられたもの

である。

(ロ) この規定の適用が必要となっている国の当該機関によって審査されな

1. Actes de Lisbonne， pp. 6剖/2 (proposal)， 682/6 (observations)， 687/92 

(discussion in Third Committee)， 7曲/l(reportof Third Committee)， 692/3 
(discussion in General Committee)， 103/4 (adoption in Second Plenary Ses-

sion)， 118 (General Report). 
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クを保護 するよう その 国 における 板 限を有する 機関と 対し, 直反に請求 でき

る 効力を有する自己 執行的規定 と , この規定をみな さなければならない。
69 同盟 国は, サービス・ マー クの保護について立法 を 行なう義務を課さ

れいるている ものではないから , 論理的には, 同盟 国は, サービス・ マー ク

の登録 , とくに特別の法令に基づいてのみできるよう な登録に 関する規定を

設けることを要求 されない。

第 6 条の了ず7 )

( 1 )  同盟の1 国における標 章の所有者 (5 の代理 人または代表 者") がそ

の所有 者の許諾ここ) を 得ないで, 1 または 2 以上の同盟国において(お  その横

章 に ついて正己の名義で登録出願をした 場合には, その所有者は, その出願

についての登録に対し, 登録異議の申立てを しへい)。 またはその登録の取消

し'【)  著しくは, その国の法令が許すと きは, その登録 による権利を自己に

移転 するよう請求 することができる(お。ただし, 当該 代理人または代朋者

がその行為 についてそれが正当であることを明らかにしたときは, この限り

でない ( り5。

( 2  概章の所 有者 は, (の 規定 に従うことを条件 として ) さらにその

許諾 を得ないでその代理 人または代表 者が禁 章を使用することを 差止める権

利 を有する3?。

($#) 標 章の所有 者 が , この条に規定する反利 を行使できる相当の 期間

は, 国内 法令で定めることができる " ヲ )。
07) この条は, 1958 年 にリスボン改正 会議ではじめて取り 入れられたるのみ

である。
5 との規定 の適用が必要 とな っている 国の当該 機較 によって審査 されな

1. 信ctes de Lisbonne, pp. 680/2 (proposal), 682/6 (observations)。 687792

(discussion in Thrd Committee), 76071(report of Third Committee), 69273
(discussion in General Committee)》。103/4 (adoption in Second Plenary Ses-
sion), 118 (General Report)。
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ければならない問題点の 1つt丸その標章の登録出願が，同盟の 1固におけ

る標章の所有者の代理人または代表者によってされているかどうかというこ

とである。本国に関したとえば，第6条の5A但)では定載しているけれど

も，この規定にはそのような定義は何ら存在しないから， この規定は，標章

の所有者がその代理人または代表者がその標章について出願をしまたは登

録を受けた国を含む同盟のいずれかの固におけるその康章の所有者である場

合に適用される。掠Jiiの所有者の固とその代理人または代表者が出願をした

固または畳録を受けた固とが同じくなるのは，その国が笠録出願について既

登録と抵触するかどうかに関して審査をしない場合や最初に使用したことに

よってのみ標章の所有権を取得できるとする場合であろう。

同盟の 1固における標章の所有者は，だれか他人が他の同盟国においてそ

の標章の所有者となっており，自分が所有者でない場合でも，その代理人ま

たは代表者がその登録出願をしたことを条件として，この規定の適用を求め

ることヵ:て・きる。

ある人が同盟の 1聞における標章の所有者であるかどうかは，その閏の圏

内法令に従い決定しなければならない。

付 この条は，特別な関係，すなわち，標章の所有者とその代理人または

代表者によるその標章の使用または登録に関する両者の関係を取り扱ってい

る。このような関係は，多くの場合，契約によって十分に規制されるであろ

うが，他面，契約が存在しない場合や契約があっても，そのような問題につ

いて触れていない場合，あるいは不十分である場合などもあろう。また，と

きには，この条は，標章の所有者にとって利益となる場合もある。すなわ

ち，所定の固におけるその代理人または代表者が，ユーザーの要請を考慮し

て，自発的巳その標章の登録および使用により，その標撃を保護するに必

要な措置を講じた場合において，その標章を使用する独占植に関してきわめ

て重要な問題が生じたとき，あるいはその当事者の特別の関係が終了した場

1. ACles dc Lisbonne， pp. 688/9， 760. 
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ければならない問 題点 の 1 つ は, その標章の登録 出願が, 同選の 1 国におけ

る 標之の所有考の代理 人または代表 考によってされて いる かどうかというこ

と である。 本國に 関し 、たとをば, 第 6 条の5 A(2) では定義 し ているけれど

$, この規定にはそのような定義は 何ら存在しないから, この規定は, 禁章

の所有考 がその代理 人または代表 考がその標 章に ついて出願 を し , または登

録 を 受けた国を含 同 盟のいずれかの 国におけるその標 意の所有 者である場

合 造 用きれる。 標 章の記有 考の国とその代理 人または代 実 者が出願をした

国 または登録を受けた 国とが 同じし くな るのは, その国 が有究録 出願に ついて既

登録と算 触するかどうかに 関して審査 をしない場 合や最初に 使用したととに

よってのみ標章の所有 権を取得 できるとする 場合 であろ う2。

同盟の 1 国における 標 章の所有 者は , だれか他人が他の阿 盟国に おいてそ

の 標 章の所有 者と なっており , 自分が記有 者でない 場合で も, その代理人ま

たは代表 者がその登録出呈をしたことを条件 とし て, この規定の 適用を求め

ることができる。

ある人が同盟の 1 国とおける 標 之の所有 者であるか どうかは, その国の国

内上法令に従い決定しなければならない。
9 この和殺は, 特別な関係 , すなわち, 標 章の所有有 者とその代理 人または

代表 者によるそらの標 章の使用または登録 に関する両者 の関係を取り 扱っ てい

る。 とこのよう なな関係 は, 多く の 場合 , 契約 によって十分に規制 されるであろ

うが, 他面, 契約が 存在しない 場合や契約があっても, その ようたな問題につ

いて触れていない場合, あるいは不 十分である 場合 よな どもあろるう。 また, と

きには, この条は, 標 章の所有 者 にとって利益 となる場合  %ある。すなわ

もち, 所 定の国 におけるその代理 人または代表者がかが, ユーザーの要請 を考慮し

て, 邊 発 的に, その禁章の登録 および 使用に より, その標斉を孫 護するに必

要な措置 を 講じた 場合と おいて, その禁 章を使用する独占 権に関してきわめ

て 重要な問題が生じした とき, ある い はその当事者の特別の 関係が終了した場

1。 Actes de Lisbonne, pp、688/9, 760.
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会である。

同盟の 1固において，この規定の適用が必要となった場合は，その国にお

ける権限のある機関は，まずその固において自己の名義でその標章の登録出

願をしている者が，同盟の 1国におけるその標章の所有者の代理人または代

表者であるとみなすことができるかどうかについて判断しなければならな

い。この規定の目的を割酌すれば，代理人または代表者の語は，おそらく法

的に狭い意味のものであるとは解釈されないであろうから，この規定は，そ

の標撃を付した商品の特約庖および自己の名義でその標章の登録出願をして

いる者にも適用されるであろう〈ただし， リスポン改正会欝では「代表者」

の次に「顧客Jの語を追加しようとする提案を否決している。〉。

この規定の成立過程においては，サーピス・マークについては何ら言及し

ていなL、。しかし，この条約にサーピス・マークについて規定したのにあわ

せて「標章」の語を用いていることは，この規定が商標だけでなく，サーピ

ス・マークにも適用されることを認めているものである。

同 この規定は，代理人または代表者が，その標章の所有者の許諾を得な

いで，その標章の登録出顕をした場合に限り適用される。許諾をする場合に

は，その契約は，当事者聞の関係， とくにその特別の関係が終了した場合に

関して規定しなければならない。

的 この規定は，同盟の l国における標章の所有者の代理人または代表者

が，自己の名義で，同盟の 1国において，その標章について登録出願した場

合に適用できる。 この規定は，この規定の目的にかんがみ，また，代理人ま

たは代表者が登録出願した標章が，当該所有者の標章と伺ーではないが類似

するものである場合にも適用できる。

付 その標章の所有者は，代理人若しくは代表者によって出願された標章

の登録に対し畳録異議の申立てをすることができるかどうかまたは登録後に

1. Actes de Lisbonne， p. 690， 760. 
2. Actes de Lisbonne， p. 681 
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合 である。
同盟の1 国において, この規定 の適用が必要 となった 場合 は , その国にお

ける権限 のある機関は, まずその国衝おいて自己の名 義 でその標章の登録出

願 をしている者が, 同罰の 1 国におけるその標章の所有者の代理 人または代

表 者であるとみなすこと ができるかどうか ついて 判断 しなければなら な

い。この規定の目的を損 札すれば, 代理 人または代表者の 語 は, おそらく款

的 に 狭い意味のも のであるとは 解釈 され ないであろうか らち, この規定 は, そ

の 標 章を 付した 商品の特約 店 および自己の名 義でその標意の登録出顎をして

いる 者にゃ 適用され るであろう (て(ただし, リスボン改正会議では「 代表者」

の 次に 「康 客」の 語を追加しょう とする提案を癌 決している。)。

この 規定の成立過程におおいては, サー ビス ・ マー クについては 何ら 言及し

ていない。 しかし ,  とこの条約 にサービス・ マー クについて 規定 した のにあわ

せて 「標 章」の 語を用いていることは, この規定が商 組だけ でなく , サー ビ

ス・ マー クにゃ 適用きれることを 認めているものである 。

ヴ この規定 は, 代理 人または代表 者が, その標 章の所有者の許諾 を 得な

いで, その振 章の登録出顎をした場合に 限ぉ適用きれる。許諾をする場合に

は, その契約 は, 当事者問の関係 , と くにその特別の関係が終了した場合に

器 して規定しなければならない。
奄 この規定 は, 同盟の 1 国 における 標 章の所有 考の代理 人または代表者

が, 自己の名義で, 同盟の 1 国にお いて, その標 章について 登録 出願した最

合に 適用できる。この規定は, この規定の目的 にかんがみ, また, 代理人ま

たは代表 者が登録 出願した 標章が, 当該所有者の標章 と同一ではないが類伯

するものである 規 合にも届 用できる。
9 その栖 章の所有 者 は, 代理 人 若しくは代表 者によって出 さ れた 標章

の 登録に 対し登録 異議の中立てを すること ができる かどう かまたは登録後に

1. Actes de Lisbonne, p. 690, 760。

タク.。 c tes  de  Lisbonne, 人 8B1
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その登録の取消しのみ若しくは登録の取消しをも請求することができるかど

うかは，との規定の適用を求められている闘の圏内法令に番ねられている。

{ゆ登録出願に対するこの規定に規定する条件に基づく登録異議の申立て

は，その期聞を登録前に制限することができるものであるから，標章の所有

者にその標i;!の登録の取消しの請求が認められていることは，とくに重要な

ことである。

例標章の所有者に与えられた第3番目の手段は，その国の法令が許す場

合には，代理人または代表者が取得したその登録による権利を自己に移転す

るよう請求することができることである。この移転は，標i;!の所有者がこの

移転によってより早い出願に基づく登録による権利を取得するものであるか

ら，代理人または代表者による登録を取消し，かつそのうえ自己の名義で登

録をやり直さなければならない場合よりも標章の所有者を有利な地位におく

ことができる。また，これは，第三者の権利との関係では重要なことであ

る。

(リ) リスボン改正会議は，代理人または代表者がその標章についての自己

の登録出願を正当化できる余地を与えることによって，この規定をあまりき

びしすぎないようにしようとした。その正当化できるのは，たとえば，僚主誌

の所有者がその代理人または代表者をして，その標章を放楽したことまたは

その固においてはその標章について権利を取得する関心がないことを信じさ

せたような場合である。

~) 同盟の 1固における標章の所有者に与えられるもう一つの権利は，そ

の許諾を得ないでその代理人または代表者がその標章を使用することを限止

する権利である。この権利は， この条第 1項の規定に従うことを条件と して

与えられている。すなわち，この権利は， (1)の規定により，標章の所有者に

J与えられる拡引!と同ーの条件のもとにおいてのみ存在しかっ，その代理人

または代表者は，その許諾を得ないでその標章を使用することを正当化する

1. Actes de Lisbonne， pp. 689， 691， 760. 
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その登録の取消しのみ 若しくは登録の取消しをも請求 するととができるかど

うかは, この規定 の適用を求められている国の国内法令に 委ねられている。
(DB 登録出願と対するとこの規定に規定する条件に基づく登録異評の申立て

は, その期間を登録 前に制限するととができる ものであるから , 標 章の所有

者 にその標 章の登録の取消しの請求が認められ ていることは, とくに還要な

ことである。

お 標 章の所有考 に与えられた第 3 番目の手段 は 。その国の法令が許す場

合 には, 代理人まきたは代表者が取得 したその登録 による格 利 を自己に移転す

るよょう 請 求することとができることである。 この移転 は, 標友の所有 者がこの

移転 によってより 早い出 頼に基づく登録 による権利を取得する ものであるか

ら, 代理 人または代表 者にょる 登録を取消 し , かつその 2うぇ自己の名義で登

録 をやり直 さな ければならない場 合 よりも標 章の所有者を有利な地位に おおく

こと ができる。ずまた, とれは, 第三 者の権利との関係では重要なことであ

る。

⑩y リスポン改正会議は, 代理人または代表 者がその標 章に つい ての自己

の登録 出願を正当化 できる余地を 与え るととにによって, この規定 をあまりき

びしすぎないようにしょ う とした。その正当化できるのは, たとえば, 標章

の所有 者がその代理 人をきたは代表 者をして, その標章を放 研し たこと または

その 図においてはその標 意に ついて策和を取得する関心 がないことを 信じさ

せたょ うな場合である。
凶 同盟の 1 国における 標 章の所有者に与えられるもう 一つの枯 利 は, そ

の 許諾 を得ないでその代理 人まぽたは代表 者がその標 章を使用することとを 阻目

する 権利 である。 この権利 は , この条第 1 項の振 定に 箕らことを条件として

与えられている。すなわち, この権利 は, () の規定にょより, 標 章の所有者に

与えられる 権利と同一の条件のもとにおいてのみ存 在し, かつ, その代理人

または代表者は, その許諾 を得ないでその標 章を使用することを正当化する

1、 Actes de Lisbonne, pp、689, 691。 760,
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伺様な余地がある。

例その代理人または代表者がその許諾を得ないでその標章を使用するこ

とを閉止する権利は，その代理人または代表者がその標章について登録出顕

をしているかどうか，あるいはそれについて登録による権利を取得している

かどうかとは無関係に存在する。

。)法的に不安定な状態が不当に長引くのを避けるため，同盟国は，標章

の所有者が，この条に規定する権利を行使することのでをる相当の期聞を規

定することができる。そのような規定を何ら殻けていない国には，そのよう

な期限はないとととなる。

ロスボン改正会議においては，代理人または代表者が登録を受け，または

使用した標章がその国において周知のものである場合には，パリ条約第6条

の2の規定も適用されるものと了解された。

第7条{イ〉

商標が付される商品の性質は，いかなる場合にもその商標の登録の妨げと

はならない〈ロ〉。

(1) この条は，すでに1883年の条約の最初の正文においてみられるもので

あるが，そこでは商標の出願について規定し，商標の登録については規定し

ていなかった。後者の点については，ヘーグ改正会議で修正が加えられた。

(ロ) この条は，ある面では，特許に関する第4条の4の規定と対比するこ

とができる。これらの条の白的は，工業所有権の保護が及ぶ商品がその固に

おいて販売することができるものかできないものかとは無関係に工業所有権

を保護することにある。たとえば，ある国における権限を有する機関が，医

1. Actes de Lisbonne. pp. 691， 761. 
2. Actes de Paris 1. pp. 27 (proposal). 89 (explanation of motives)，97， 143 

(discussion and adoption). 

3. Actes de La Haye， pp. 525 (report of General Committee)， 545 (report of 

Drafting Committee)， 577 (adoption in Second Plenary Session). 
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同様な余地がある。

9 その代理 人または代表 者かその許諾 を得ないでその標 章を使用するこ

と を明上正する 権利は, その代理 人または代表 者がその標 章について 登録出顕

を して いるかどら か, あるいはそれについて登録による 権利を取得 している

かどらうらかとは無関係に存在する。

作法 的に不安 定な状態が 不当に 長引くのを避けるため, 同盟国は, 標章

の所有 者が, この条に 規定する権利 を行使するととのできる相当の期間を規

定 することとができる。その よらうな規定 を 何ら設けていない 国 には, その よう

な 期限はないとととなる。

リ メボン改 正 会議と おいては , 代理 人または代表 者が登録を 受け , または

使用 した 標 章がその 国において 周知 のものである 場合 には, パリ条約第6条

の 2 の規定も 適用されるものと了解 された。

第 了す条 >

容 標が付される商品の性 質 は , いかなる 場合にもその商標 の登録の妨げと

はならないび "中。

(の この条は, すでに 1883 年の条約の最初 の正方に おいてみられるもので

あるが, そこでは商標の出 評に ついて 規定 し, 商標 の登録 につい ては 規定し

ていなかった。後者の点については, ヘー改正 会議で修正 が加えちられた。

(この 条は, ある 面では, 特許に 関する 第4 条の4 の規定 と 対比するこ

と ができる。これらの条の目的は, 工業 所有権の保護が及ぶ商品がその国に

おいて販売 することとができる ものかできたないものかとは無関係に工業 所有枚

を保護 することにある。たとえば, ある 国における 権限を有する 機関 が, 医

1. Actes de Lisbonne, pp, 691。 761.
2. Actes de Paris [, pp 27 (proposal), 89 (expJanation_ of motives),97, 143

(discussion and adoption).
3、 Actes de La Haye, pp. 525 (report of General Committee), 545 (report of

Drafting Committee), 577 (adoption in Second Plenary Session).
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薬品として承認していないものであり，したがって，その底売が許されてい

ないものについて商標を使用しようとする場合に，その商療の登録を拒絶に

いたらしめてはならない。なぜなら，その商標の所有者は，万一，自己のそ

の製品の販売が後日許可になった場合にそなえて，その商擦について権利を

確保しておく利益を有するからであふこの条は，また，あらゆる部門の商

品について商僚の使用が禁止されている場合，あるいは商品の販売が専売ま

たは免許のもとにおかれている場合にも適用される。

1958年のリスボγ改正会識で，この規定を広く，すなわち，登録の更新や

商標を使用する独占権の期間にも適用しようとする提案が否決されたときに

明らかにされたように，この条の適用範囲はむしろ狭いものである。

第7条の2【.f)

(1) 同盟国は， 本国の法令に遣Eしないで存在する団体〈ロ〉に属する〈川

団体標章〈紛の出願を受理し， かっ， 保護することを約束する。その団体が

工業よまたは商集よの営業所を有しない場合も，同様とするい〉。

(2) 各同盟国tct，団体標章の保謹について特別の条件を定めるものとし

{刊かつ，公共の利益lこEする{チ〉団体標章についてはその保護(リ〉を拒絶す

ることができる。

(3) もっとも，本国の法令に違Eしないほ〉で存在する団体に対しては，

保置が要求される同盟国において設立されていないこと〈川または〈別 保連が

要求される同盟国の法令に従って構成されていないことを理由としては，当

霊団体に属する団体標章の保護(引を拒絶することができない。

モ() この条の団体標章に関する重要な部分は， 1911年のワシソト γ改正会
3 

議で取り入れられた。この条は，1934年のロンドン改正会詣で，さらに精巧

1. Actes de Paris， 1， p. 89. 

2. Actes de Lisbonne， pp.694/704， 761/3. 

3. Actes de Washington， pp. 51/2， 230/1 (pro卯田Is)，93， 96， 107， 223(obse・

rvations)， 304/5 (report of Sub.Committee)， 309 (report to Plenary Commi. 

ttee) ， 253/4 (discussion and adoption in Third Plenary Session). 
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示 品として承認していないものであり。 したがって , その販売が許されてい

ないゃものについて商標 を使用しようとする 場合 に , その商標 の登録を拒穫に

いたちらしめてはならない。なぜなら, その商標の世有者は, 万 一, 肖 己のそ

の 製品の販売が 後日許可になった 場合とにそなえて, その商標について楓利を

確保 しておく利益を有するからである。 とこの条は, また, あらゆるる部門の商

品 に ついて商標 の使用が 禁止されている場合 , あるいは商品の販売が専売ま

たは 免許 のもとにおかれている場合にも 適用きれる。

1958 年 のリスボン改正会議で, との規定を広く, すなわち, 全録の更新や

商標 を使用する独占棒の 期間とゃ 適用しようとする提案 が各 決されたと きらに

明 ちかにされたょうとに, この条の適用 範囲はなしろ 狭いものである。

第 了条の2" )

(1 )  周 顕国は, 本略の法令に遣反し ないで 存在する団体 <のに 属する ( パ

軌 体 標要<*$〉の出願 を受理し , かつ, 保護することを約束 する。その団打が

工業 上または商業上の営業 所を有しない場 合ゎ, 同様 とするへ”。

( 2 )  各同 盟国 は, 団体 標章の保護に ついて特別の条件を定めるものと し

CDり。 かつ , 公共の 利益に反するぱ ) 団体 概衣に ついてはその保護(9?)を拒絶す

ることができる。
(て3) もっとも ,  本国の法令に違反し ない ②)  で存在する団体に対しでは ,

保護が机 求 される同盟国において設立 されていないこと または<) 保護が

要求 される同盟 国の法令に 従って 構成されていないことを字由としては , 当

該 団体に人属する団体 標宮の保護(?)を 拒絶することができない。
ぴり この条の団体禁斉に 関する重要な部分は, 1911年のクワシントン改正会

議 で取り 入れられた。この条は, 1934 年 の ょンドン孝正 会誤 で , さらに精巧

1、 Actes de Paris。1。p. 89。

2. Actes de Lisbopne, pp. 6947704。76173、
3. Actces de Washington, pp, 51/2, 230/1(proposals), 93。 96。 107, 223(obse-

rvations)。304/5 (report of Sub-Committee), 309 (report to Plenary Commi-

tee), 253/4 《discussion and adoption in Third Plenary Sessionp).
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なものとなった。

(ロ) 団体の団体標章は，その団体の存在が「本国の法令に反しないJ場合

にのみ，この条の規定により保護される。本国をどう解釈するかは明らかで

ない。この点に関しては，第6条の 5A(2)の本国の定義を援用していない

し，また，第7条の 2(1)の後段の規定からみて，その定義における第1の基

準は必ずしも適用できなL、から，第7条の 2における「本国」は，第6条の

5 A(2)による標章の本国を意味するのではなく，当該団体の本国を意味する
2 

とするのが妥当であるう。

この規定が適用できるためには，団体標撃が属する団体の存在が本国の法

令に違反してはならない。この規定もあまり明瞭ではなし、。しかし，それは

おそらく当該団体がその本国の法令に従っているものであることを証明する

必要がないことを意味するものである。しかしその団体の存在が，それに

関する法令に違反することが判明した場合には，その団体標章の登録および

保護を拒絶できる。

付 この条t丸 「団体に属する」団体標章のみを含むものでるる。そし

て，その団体は，一般には，特定の国若しくは地按で生産された商品または

特定の共通する特徴若しくは品質を有する商品の製造業者または販売業者の

団体であろう。国若しくはその他の公共団体の団体標章は，この規定には

含まれていない。この点に関し，団体の範囲を拡張する提案は1934年のロン

ドン改正会議では受け入れられなかった。しかし，国やその他の公共団体の

団体標章は， しばしば，条約第2条に示されている「内国民待遇」の規定，

さらには国家の団体標章が同時に監督用および証明用の官の標識である場合

には第6条の3の規定によっても保護される。

1. Actes de Londres， pp. 193/5(proposal)，281/3 (observations)， 407/9 (report 

of Third Sub-Committee)， 467 (report of Drafting Committee). 517 (discu-

ssion and adoption in Second Plenary Session). 

2. Cf. TROLLER: Die mehrseitigen volkerrechtichen Vertrage im intemat-

ionalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. p.55. 

3. Actes de Londres. pp. 193/4， 4ω， 467， 517. 
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なるのとなった。
(5 団体の団体標胡は, その団体の存在が「 本 国の法令に 反しない」 場合

にの必, この条の規定 により保護される。 本国をどう 解釈 するかは明らかで

ない。 この点に 関しては, 第 6 条の5 A(2 の本国の定義を 援用 し ていない

し, また, 第 7 条の 2 )  の後段の規定から和みて, その定義における 第 1 の基

区は 必ずしも 適用でき ない から, 第 7 条の 2 における 「本 国 」は, 第 6 条の

5 A2 ) にょる禁 章の本 国を意味 するの ではなく , 当該 団体の本 国を意味する

とするのが妥当であろう。

この 規定が 適用できるためには , 軸体 標斉が 属する 団体 の存在が本国の芸

令 に税 反し てはならない。 この規定 もあまり明 瞭 ではない。 し か し, それは

おおそらく 当 該 団体がその本国の法令に 従っているものであることを証明する

必要がないことを意味 するものである。 し か し, その団体 の存在が, それに

関する技 令に 違反することが 判明した 場合とは, その団体 標章の登録および

保護を拒絶できる。

9 この条は, 「団 体に属する」 団 体擦前のみを 含 せも のである。そし

て, その団体 は, 一 般には, 特定の国 若し くは地域 で生産 された 商品 または

特定の共通する特徴 若しくは品質を有する商品の製造業者または販売 業者の

団体 であろうぅ。国 若しくはその他の 会共団 体の団 体 標 章は, この規定 には

含ま れていない。 この点に関し , 固体 の範囲を拡張する提案 は1934 年 のビン

ドン改正会 議 では 受け入れられなかった。 しかし, 国やその他の 会共 団体の

団体標章は, しばしば , 条約第 2 条に示さきれている「内国民 待遇」の規定 ,

さら には国家の団体 硝章が同時に 壁 督用おょび証明用の 官の培 識である場合

には 第 6 条の3 の規定 によっても保護される。

1 人 ctes de Londres, pp. 193/75(proposal),281/3 (observations), 40779 (《report
of Third Sub-Committee), 467 (report of Drafting Committee), 517 (discu-
ssion and adoption in Second Plenary Session)。.

2. Cf. TROLLER: Die mehrseitigen volkerrechtichen Vertr lge im intermat-

ionalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, p. 55.
3. Actes de Londres, pp. 19374, 409, 467, 517.
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判 この条は， r団体標章」に関するものである。団体標章は，各国の国

内法令により，一様には定義されていない。しかし，大ざっばには，次のよ

うにいうととができる。すなわ~，ある企業と他の企業との商品またはザー

ピスを識別するために用いる標識ではなく，団体標章の所有者の監督のもと

に，その団体標章を使用する異なる企業の商品またはサーピスについての地

理的原産地またはその他共通の特徴を識別するために用いる標酷である。団

体標識は一般には特定の品質の保障を含むものである。同盟国は，この条の

諸規定に従い，団体標章を登録のために受理し，かつ，保護を与える義務を

負う。

制 「同盟国は約束する(undertakingof the countries of the Union)J 

の用語から， また次の問題を生ずる。すなわち，団体標章の保護を認める国

においては，利害関係人は，その国における行政機関または司法機関に対

しこの条の適用を直接に請求できる自己執行的規定と，この条をみなすこ

とができるかどうかということである。この点に関するこの条の問題は，第

6条の2の場合に頬するものでるり，それ放に第6条の 2の注釈例を引用す

ることができる。ここで，結論をくりかえすと，この条は，同盟国の行政機

関または司法機関の側からもその保護を約することを合むものでるり，それ

らの機関は，利害関係人の請求により，この条の規定を直接に有効にならし

めなければならないということである。このことは，たとえば，その国の圏

内法制度が団体棋章の登録や保護に関し特別の規定を設けていない場合であ

っても，その聞の権限を有する機関は，団体標章を登録し，かつ保護する義

務を負うことを意味する。反面，同盟国が団体様掌に関し特別の制度を有す

る場合には，その制度は， この条に規定する他の規定を考慮して，この条約

第2条および第3条により外国の団体標章に適用される。

付条約第2条(2)からも推澱できるように「内国民待遇」の原則に関して

は，その保護を求める固における住所も営業所も何ら要求されない。この規

1. Cf. PAHUD: La marque collective en Suisse et !I. 1活tranger，1938; 

EGGER : "A propos de la marque colloctive，" Schw. Mitt.， 1962， p.1∞. 
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らヴ ことこの条は, 「団体標章」 に 関するものである。団体標斉は, 各国の国

内 法令に より, 一 様には定義 され ていな い。 しかし, 大 ざっぱには, 次 のょよ

5 に いらうらこと がで きる。 すなわも , ある企業と他の企業との商品 またはサー

ビスを識別 するために用いる標識ではなく , 団体 標章の所有考 の監督のもと

に, その団体閣 章を使用する 異なる企業 の商品またはサービスについての地

理 的原産 地またはその他共通の特徴を識別 するために用 いる標識 である。団

体 標 譜は一 般 には特定の品質の保障 を含むものである。 賠盟 固は , この条の

賭 規定に従い, 団体 標章を登録のために 受理 し , かつ, 保護を与える葬務を

負ら5。
0 「同 盟 国は約束する Cundertaking of the countziea of the Union)」

の用 語 か ら, また次の問題を生ずる。すなわち, 団体 概章の保護 を認める国

においては, 利害関係人は。その 国における行政 機関たは司法機関に対

し, この条の適用を直事に請求できる自己執行 的 規定と, この条をみなすこ

と ができる かどうかといゥらこ と である。 この 点に 関す るこの条の問題 は, 第

6 条の2 の 場合と正す るものであり, それ故に 第 6 条の2 の注釈を 引用す

ることがで きる。 ここで, 結論 をくり かえすと , との条は, 同盟国の行政機

関 または剖法 機関の働 からもその保護 を約す ることを 含むも ので あり, それ

らの機関 は, 利害関係人の請求により, この条の規定を商接に有効 ならし

めなければな らな いという5と と である。 このとこととは, たとえばぱば, その国の国

内皮 制 度が団体 振章の登録や保護に 関し特別の規定を設けていない場 合であ

っても, その国の携 限を有する機関 は, 団体標章を登録し, かつ保護する義

務を 負うことを意味する。反面 , 同盟 国が団体 標章に 関し 特別の 制度を有す

る 場合に は, その制度 は ,。 この条に規定する他の規定 を考慮し て, この条約

第 2 条おょび第 3 条により 外肖の団体 標 章と 適用される。

条約 第2条(2 からも推測 できる よぅに「内図民 待遇の原則に関して

は, その選護 を求める国における 住所も営業所も何ら要求 されない。との規

1.。 Cf. PAHUD : La marque collective en Suisse et 各 Tetranger, 1938』
EGGER 1: “A propos de la marque colloctive, Schw, Mitt。1962, p.100.
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定の後段は，さらに，団体に属する団体標章の登録および保護に関しては，

その団体はいずこにも工業的または商業的営業所を有することを要求されな

い旨を規定している。いL、換えれば，これらの団体は，自らは工業的または

商業的営業所を何ら有することなしに，他人が団体標章を使用するのを監督

するだけである。そして，この場合の他人は，その団体標章を使用する商品

またはサービスについての営業所を有する。

(ト) 向盟国は，団体標章の保護を認める場合に従うべき特別の条件を自由

に設けまたは適用することができる。その場合には，国内の団体標章および

この条約により保護される団体標章の双方に適用する。この特別の条件は，

その事項に闘して一般的規定を設けること，あるいは団体標章の保護を求め

ている各標章に関して決定することのいずれかにより行なうことができら。

保護の条件は，保護を求めている団体の性格と結びつけることができ，ま

た，たとえば，その団体が自ら工業的または商業的営業所を有することを排

除するととができる。その条件は，団体標章の性格およびその団体標章のそ

のものの使用に関して当該団体により与えられる保証と結びつけることもで

きる。同盟国は.たとえば，団体標章の移転を禁止することも自由であ2。

約 同盟国は，とくに団体標章の保護が公共の利益に反する場合には，そ

の保護を拒絶することができる。公共の利益〈第5条C(めの最後参照〉は，

第6条の 5B(3)に規定する公の秩序と混同をしてはならない。公の秩序は，

当該国の法律や社会の基本観念についての表現である。公共の利益は非常に

広い概念であり，一般的に品質の保証を示す団体標章によって指示される特

定の商品またはザーピスの共通の特設を判断するにあたっての，公衆の利益

1. Actes de Washington. p. 309. 

2. See in Federal Republic of Germany: Bundespatentgericht.4/8/1966. G. R. 

U. R. Int.， 1967， p. 72. 

3. Actes de Londres. pp. 408， 517. 

4. Actes de Washington. pp. 304， 309， 254. 

5. Actes de Londres. p. 194. 
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定の後段は, さらに, 財 体に属する了財体 標章の登録おおよび保護に 関しては ,

その団体 はいずこにゃも工業 的または商業 的 営業所を有することを要求 されな

い旨を 規定している。 いい換えれ ば ぱば, これらの了二 体 は, 自らは工業的または

商業的 営業所を何ら有すること なしに, 他人が財体 標を 使用するのを葉督

するだけである。そして, この場合の他人は, その了卸体 採章を 使用する商品

またはサー ビスについての営業 所を有する。

(り 同盟国は, 団体 標章の保護 を 認めぬる場合に 従うべき特別の条件を自由

に 設けまたは 適用することとがで きる。その場合とは, 国内の団体大 章および

とこの条約により保護される陸体 標 章の双方 に適用する。この特別の条件は,

その事項に 関して一 般 的規定を設ける こと, あるいは帆体 標 章の保護 を求め

ている人各標 章に 関して決定する こと のいずれかにより 行なろうことができる。

保護の条件は, 保護を求めている団体の性格と 結びつけるこ とができ , ま

た, たと ぇえば, その団体が自ら工業的または商業的 営業所を有することを排

除 するとと ができる。 その条件 は, 団体近章 の性格 ぶよびその団体 標章のそ

のものの使用に 関して当該 団体により 与えられる保証 と 結びつけること もで

きる。同盟 国 は , たとえば, 団体 標の移転を禁止することも自由 である。
還 同盟 国 は , とくに 了団体 標章の保護が公共の 利益に反する場合とは, そ

の保護を拒絶 することと ができる。公共の利益 (第 5 条 C(3)の最後参照) は,

第 6条の 5B(3)に 規定する 会の秩序 と 湯同をし てはならない。全の秩序は,

当該 国の法律や社会の基本 観念に つい ての表現 である。 公共の利益は非常に

広いぃ概念 であり, 一 般 的に品質の保証を示す団体 標章によって指示される特

定の商品またはサービスの共通 の特徴 を判断するにあたっての, 会 衆の利益

1. Actes de Washington, p- 309.
2. See in Federal Renpublic of Germany: Bundespatentgericht, 47871956。G. R.

ババ.R民 Int 1967, p. 72、
3. Actes de Londres, pp. 408, 517.
4. Actes de Washington, pp、304, 309, 254。
5.。 Actes de Londres, p. 194.
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に関するものである。その団体標章の保護が，そのような公共の利益に反す

るものである場合には，その登録および保護は拒絶される。

(1)) r保護されるJおよび「保護」の語は，前項の冒頭の語からみて，出

願および登録のための団体標章の受理も含むものとみなされなければならな

L、。

(ヌ，) (3)のこの部分は， (1)ですでに述べていることの単なるくり返しにすぎ

ないが，この規定をより正確なものにしている。

制 団体標章の保護を求めている団体の存在が本国の法令に反しない場合

には，その団体が，その保護を求めている聞において設立されているもので

はないことを理由として，その登録および保護を拒絶することはできない。

この原則は，条約第 2条(2)で定められている一般原則と一致している。

(ヲ) 保護を求めている団体が，保護を求めている国の法令に従って構成さ

れていないことを理由としても，団体標章を拒絶することはできない。

(ワ) ここでも，また， r保護jの語は，出願および登録のための受理を含

むものとみなされなければならなL、。

第8条〈イ}

商号{ロ〉は，商標の一部(ハ)であるかどうかにかかわらず， 〈=}畳Eの申請ま

たは畳記が行われていることを必要としないで，すべての同盟国において

〈粉保護される。

引) この条は，すでに1邸3年の条約の最初の正文に含まれていL。1925年

のへーグ改正会議は，条約の他の規定との統ーをはかるため，一つの点につ

いて用語の改正をした。

(吟 すでに考察したようにぐ第 1条(2)の注釈(防護参照)，商号とは何かの概

1. Actes de Washington， pp. 107， 304; Actes de Londres， pp. 282， 4伺 .

2. Actes de washington， p. 309. 

3. Actes de Paris， 1， pp. 21(pro伊 sal)， 97/1∞， 143(discussions and adoption). 

4. Actes de La Haye， pp. 525 (report of General Committee)， 545 (report of 

Drafting Committee)， 577 (adoption in Second Plenary Session). 
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科 関するものである。その団体 標章の保護が, そのようたな公共の利益に反す

る ものである場合 とは, その登録および保護は拒絶 される。
(⑦) 「保 護されるおょび「保護」の語は, 前 項の留頭の語からみて, 出

副 および  登録 のための団 体標章の受理 $ 含むものとるみなされなければならな

いぃ。
の (3 のこの部 分は, () ですでに 述べ ている ことの 単なるくり 返しにすぎ

ないが, この規定をより正確 なも のにしている。

69 団体 禁 章の手 謗を求めている団体 の存在が 本 国の法令 に 反しない場合

にには, その団体 が , その保護 を求め ている 国において 投 立され ているもので

はないことを理 由として , その登録および保護を拒絶することはできたない。
この原好は, 条約第 2 条( 2 )  で定められている一 般 原冊 と 一致している。

フ 保護 を求めている団体 が, 保護 を求 あている国の法令 に 従って構成さ

れていないこ とを理由としても, 団体 標奄を拒絶 することはできたない。
人 とここでも, また, 「保 護」の 語は, 出願 おょび登 録のための受 理を含

ずすずものと 名なされなければたならたない。
第8 条〈イ

商号<は, 商 横 の 一部" )  であるか どう かにかかわらず , <) 登記の申請ま

たは 登記が行われていることを必要としないで, すべての同盟 國に おいて

*お保護される。

( り この 条は。すでとに 1883 年の条約 の最初 の正文と含まれていた。1925年
のヘージグ改正会談は, 条約の他の規定 との統一 をはか るため, 一つの点につ
いて用語の改正 をした。

() すでに考宗した ように (第 1 条(2)の注釈(参照) , 商号とは何かの概

Actes de Washington, pp. 107, 304: Actes de Londres, pp. 282, 409.
Actes de washington, p, 309.
Actes de Paris,【, pp, 27(proposal)。977400, 143(discuasiona and adoption).

Actes de La Haye, pp. 525 (report of General Commuittee), 545 (report cf
Drafting Commiittee), 577 (adoption in Second Plenary Sesasaion).

を
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念は，同盟国が異なるごとに異なっている。保護を求めている名称が「商

号」であるかどうかは，保護の求められている固において解決しなければな

らない保護の要件の問題である。

この条は，一般的に規定されているけれども，この条による商号の保護

は，第2条または第3条の規定に従い，条約による利益を受けることができ

る者だけが求めることができる。

付 この条の規定による蕗号の保護は，その商号が商標として使用されま

たは商標の一部となっているかどうか，またその蕗標が保護されているかど

うかの問題とは無関係でなければならなL、。もしも，たとんば，商号を含む

商標が放楽され，一般公衆のものとなっている場合にも，その商号の保護は
3 

影響を受けない。

付高号は，この条の規定に従い，登記の申請または登記が行なわれてい

ることを要することなしに保護される。このことは，保護を求められている

固においては，たとえその国において登記が義務となっている場合でも，自

国においてもまた他の固においてもとくに商号の本国においても，その商号

についての登記の申請または登記を要求することができないことを意味す

る。ある国の法令が登記を条件として内国商号を保護する こととしている場

合には，この規定は，外国の商号の利益のために登記の義務を免除すること

を意味するであろう。このような事態は，第2条(2)の規定に関して生ずるも

のに類する (2条(2)の注釈(ロ)参照〉。

的 この条は，商号は保護されるべき旨を定めているふ，その保護の方法

1. See “Protection du nom commercial en France en divers autres pays，" R. 

I.P. I.Aリ 1962，p. 145. 

2. Actes de Paris， 1， pp. 98/1∞， 143. 

3. Actes de Paris， 1， p. 97. 

4. Cf. CONTE:“La protection du nom commercial et J'article 8 de la Conv-

ention d'Union，" P.I.， 1931， p. 2∞; SAINT.GAL : "Protection du nom com. 

mercial sur le plan intemationaJ，" R. 1. P. 1. A吋 1962，p. 189; 1964， p. 92; and 

"Der internationale Schutz des Handelsnamens，" G. R. U. R. Int.， 1964， p. 289. 
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念 は。同了国が 異な るごとに 異なっている。保護を求めて いる名称 が「商

号 』であるかどうかは , 保護 の求められている国において 解決 しなければな

らない人 狂護の要件 の問題 である。

この条は, 一 般 的に 規定されているけれども, この条による商号の保護

は, 第 2 条 または 第 3 条の規定 に 従い, 条約による利益を受ける ことができ

る 者 だけが 求め ること ができる 。

69 この条の規定による商号の保護は, その商号が商標 として 使用されま

たは商 塚 の 一部と なって いるかどう か, またその商標が保護 され ているかど

うかの韻 題とは無関係 でなければならない。 もしゃ, たとえばぱば, 商号を含芋

商標が放華され, 一 般公抄 のも のとなっている 場合 とも, その商号の保護は

影響を受けない。

商号は, この条の規定に従い, 登記 の申請または登記が 行なわれてい

る ことを 末すること なしにに保護 される。このことは , 保護を求められている

国 においては, たとえその 国 に おいて登記が義務 となっている 場合でも, 自

国 に おいてもまた他の 国にお いてもと くに商号の本 国 に おいても , その商号

についての 登記の申請 または 登記を要求 することができないこと を 意味すす

る。 ある国の計令が登記を条件 として内外商号を保護することと している到

合には, この規定 は, 外国 の商号の利益のために 登記の義務を 免除すること

を意味 するであろう。このようりな事態 は, 第 2 条(2 の規定 に関して生ずるも

のに 類する て 2 条(2)の注釈同参照) 。

この条は, 商号は保護されるべき を 定めているが, その保護の方法

1. See “Protection du nom commercial en France en divers antres pays" R。

TP TA.。 1962, p. 145。
2. 人Actes de Paris, T, pp. 987100, 143.
3. Actes de Paris, T, p, 97。
4 CfL CONTE: “La protection du nom commercial et 了farhcle 8 de la Conv-

ention 中Union P . I  1931, p. 200 : SATNT-GAL: “Protectian du nom com・-
mercial sur le plan intemationalP_ R.1.P.1I.A.) 1962, p. 189: 1964, p. 92: and
"Der internationale Schutz des Handelsnamens G.R. UR In t .  1964, p. 289.
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についての詳細を定めていない〈第9条および第10条の3をも多照〉。向盟

国は，特別の立法，不正競争に対する立法またはその他適正な猪置のいずれ

かによってその保護を規制するかは自由である。その保護は，たとえば，そ

の商号に対し向ーの商号，混同する程度に類似している商号または類似する

商号の使用が公衆の聞で混同を生ぜしめることに対し責任がある場合に，そ

のような使用をしている第三者の不法行為に対して与えられるのが一般であ

ろう。各国は，同姓を商号として使用する場合の特別の措置を規定すること

ができる。

外国の商号に対して与えられる保護は， この条約第2条において示されて

いる内国民待遇の原則の観点から，国内の商号に与えられる保護とひとしく

なければならなL、。しかし，ある国がその固において登録されている商号に

対する保護と登録されていない商号に対する保護とが異なっている場合に

は，当該国において登録されていない外国の商号に対し登録されていない
2 

内国の商号よりも厚い保護を与える必要はない。もしも，いずれかの国で，

公衆の間での混同の蓋然性をもって，ある商号を他の商号あるいは標章から

保護する基棋としている場合には，そのような国は，外国の商号が保護され

るためには，その国において，ある範囲にわたって使用され，あるいは知ら

れるにいたっていることを要求することができる。そうでなければ混同のお

それはないからである。

}. Cf. in France: Cour de Paris， 13/6/1961， Ann.， 1962. p. 54; id.， 8/12/1962 

Ann.. 1963， p. 147. 
2. Cf. in Austria: Oberster Gerichtshof， 2/9/1958， G. R. U. R. Int.， 1959， pぷぬ;

id句 21/11/1961，G. R. U. R. Int.， 1962， p. 251; in Switzerland: Bundesgericht， 

4/5/1964， G. R. U. R. Int.， 1966， p・ 95;id.， 6/10/1964， ibidem， 1965， p. 513. 

3. Cf. in Federal Republic of Germany: Bundesgerichtshof， 4/11/19部， G.R. 

U. R.lnt.， 1967， p. 396， and in Austria and Switzerland the decisions referred 

to in the preceding footnote. 
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についての詳細 を定めていない (第  9 条および第10 条 の3をも 参照 ) 。同盟

国 は。特別の立法, 不正 競争に対する 立法 またはその他適 正な措置 のいずれ

かによってその保護を規制 するかは自由 である。その保護 は, た とえば, そ

の商号に 対し同一の商号, 時 同する程度に類似し ている商号 または類似する
商号 の使用が公衆の間で混同を生ぜしめることに 対し責任 がある場合 と, そ
のょうな 使用 をしている第 三 者の不法 行為に対して与えられるのが一般であ
ろう。各周は, 局姓を商号 として 使用する場合の特別の措置を規定 すること

ができる。
外国の商号 と 対して与えられる保護は, この条約 第 2 条にお いて示されて

いる内回民 待遇の原則の観点から, 国内の商号に与えられる保護 とひとし く

なければなるらない。しかし, ある 型がその国において登録 されている商号に

対する保護と 登録され ていない商号に 対する保護 とが 異なっている場合 に
は, 当該 國において 登録 きれ ていない外 国の商号に 対し, 登録 きれていない
内回の商号ょり も厚い保護 を与える必要はない 。もしゃ, いずれかの国で
公衆 の 問での 混同の蓋 然価を ゃって , ある商号を他の 商号 あるいは 標 章から

保護する基 進とし ている場合と は , そのようたな国は, 外国の商号が保護され

るためには, その固において, ある入 囲にわたって 使用きれ,あるいは知ら

れるにいたっている と とを要求 すると とができる 。そ う でなければ混同 のお
それはないからである <

1. Cf. in France: Cour de Pagis, 13/6/1961, Ann. 1962. p. 54: 8/1271962
Ann。 1963, p- 47、

2. てCf. in Austria: Oberster Gerichtshof, 2/7971958, 全, R, . R. n t  1959, p.300:

id。 2171171961, G.R. U .  RInt.) 1962, p. 251: in Switzerland: Bundesgericht,

47571964, G. R. U.R.  Int .  1966, p. 95: i 過, 671071964, ibidem, 1965, p. 513.

3. Cf. jn Federal Republic of Germany: Bundcsgcrichtshof。 471171966。 G.R.

U.R、fTnt, 1967, p. 396, and in Austria and Switzerland the decisions referred
to in thc preceding footnote。
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第9条〈イ〉

(1) 不法に商標または商号を附したすべての商品は，その商標または商

号について法律上の保護を受ける権利を有する同盟国に輸入される際に差押

えられる{ロ〉。

(2) 差押えは，また，不法に商標若しくは商号を附する行為が行なわれ

た同盟国またはその商品が輸入された同盟国の園内においても行なわれる

(1、〉。

(3) 差押えは，検察官その他の権限のある当局または利害関係人〈自然

人であると法人であるとを問わない。〉の請求により，各国内法令に従って行

なわれる(=)。

(4) 当局は，通過の場合には，差押えを行なうことを要しない悼)。

(5) 同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めないときは，この差

押えの代りに，輸入禁止または国内における差押えが行なわれるい〉。

(6) 同盟国の法令が輸入の擦における差押え，輸入策止および圏内にお

ける差押えを認めないときは，その法令が，そのための改正を受けるまでの

間(1-)， これらの措置の代りに， その同盟国の法令が同様の場合に，内国民

に保障する訴訟その他の手続きが認められる。

ω) この条は，すでに1883年の条約の最初の正文に含まれている。 1卯O年

のブラッセル改正会議で採択された改正条約により，項を追加する修正がな

され，また1911年のワシントン改正会議でさらに改正が行なわれた。 1925年

1. Actes de Paris， 1， pp.27 (proposa1 for Article 6)， 79/89， 91/7， 142/3 

(discussions and adoption). 

2. Actes de Bruxl1es， pp. 45/6 (proposa1)， 246/9， 255/6， 311/2(discussons and 

adoption). 

3. Actes de Washington， pp. 97 (prop郎 a1of France)， 302/3 (report of 

Committee)， 309 (report to Plenary Committee)， 245/5 (discussion and 

adoption in Third P1enary Session). 
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第9条(7)

(1 )  不法に商標 または商号を 府したすべての商品は, その商 榎または商

号 について法律上の保護 を 受ける棒利を有する同 盟 国に 輸入される際に 差押

えられる (5"。

( 2 )  差押えは, また, 不法に商標 若しくは商号 を附する 行為が行なわれ

た同 聖司ま たはその商品が軸 入された同 器 国の国内においても 行なわもれる

【 9

(3 )  差押えは, 検索 宮その他の 権限のある当局 または利害 関係人《(自名

人であると 法人 であるとを 問わもないうの請求 により , 各国内 法令に 従って行

なわれる=)。

( 4 )  当局は, 通過の場合には, 差押えを 行なうことを要しないあ *)。

( 5 )  同 器国の法令が 輸入の際における 差押えを 認めないときは, この差

押えの代りに, 輸入 禁止または 国内における差押えが 行なわれるいつ)。

( 6 う) 同盟 国の法令が 輸入の際における 差押え, 輸入 禁止および国内にお

ける 差押えを 認めないときは, その法令 が , そのための故 正を受けるまでの

間( ) ,  これらの措置 の代りに, その同了器国の法令が同様 の場合 に, 内国民

に保障する訴訟その他の手続 きが 認められる。

1
(0り との条は, すでに1883 年の条約の最初 の正文に含まれている 。1900年

のブラ ッセル 改 正 会議で 採択された改正 条約に より, 項を 追加する直 正 がな
3

され, また 1911年のワシントン故正 会談 でさらに改正が 行なわねわれた 。1925年

1. Actes de Paris, I, pp.27 (proposal for Article 6)。 79789。 9177, 14273
(discussions and adoption).

2., Actes de Bruxiles, pp. 45/6 (proposa), 246/9, 25576, 31172(discussons and
adoption).

3, Actes de Washington, pp., 97 (proposal of France), 30273 (report of

Committee), 309 (cport to Plenary Committee), 24575 《discussion and
adoption in Third Plenary Session).
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のへーグの改正会識は，種々の面にわたる改正を採択しん

(ロ) いくつかの場合については，この条約は，工業所有権の特定の侵害の

場合に講ずることができる措置を定めているけれども〈第5条の4.第6条

の2，第6条の7怠照).侵害に対し同盟国の国内法令が規定すべき制裁そ

の他の救済手続の問題については，一般的には触れていない。輸入国におい

て保護されている商標または商号を不法に附した商品の輸入の窃合における

特定の制裁を条約に規定しようとする試みは，あまりにも野心的であること

がわかった。この条の現在の表現は， とくに(1). (2)， (3)および(6)は，表面的

には非常に厳格であるけれども， この条約による利益を受ける権利を有する

者に対し，すべての同盟国において，それらの国の工業所有権の侵害の場合

における制裁その他の救済を含む内国民待遇を保障するこの条約第2条およ

び第3条において示されている一般原則に実際上附加されているものはほと

んどなし、。

商標または商号についての権利の侵害の場合に，その商標または商号を附

した商品の輸入の際における差押え，輸入禁止または国内における差押えを

規定した後で，第6項において，それらの措置を認めない同盟国は，それら

の措置に代えて，その国における法令が同様な場合に内国民に保障する訴訟

その他の手続きをもって代えることができることを規定しているのがこの条

の効果である。こうして，内国民待遇の原則は，商標および商号についての

権利の侵害に関する制裁その他の救済に適用され、また，充分に考慮される

であろう。

このようなわけで，この条で重要なことは，商標および商号についての権

利を保護するために相当と認められる一連の措置を示唆することおよび圏内

法令がそれらの措置を設けているときには，この条約の適用のある事件につ

1. Actes de La Haye.即 .249向。 ωorposal)，346)observations). 469!70(report 

of Fourth Sub.Committee). 525 (report of General Committee). 545/6 

(report of Drafting Committee). 577 (adoption in Second Plenary Session). 
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のヘーグの改正会議は, 種々の 面にわたる改正を採択 した。

(0) いく つかの 場合とついては, この条約は, 工業所有有 権の特定の侵害の

場合 に詳ずること ができる措置 を定めているけれども (第 5条の4, 第 6 条

の 2, 第6条の 7 参照 ) , 侵害に 対し同 玩 国の国内 法令が規定すべき 制雪そ

の他の 救 手 続の問題 につい ては, 一 般的とは 触れ ていない。輸入国におい

て名 護されている商標 または商号を不法に附 した商品 の 輸入の 場合とおける

特定の制久を条約に規定 し ようとする試みは,。あま りにも野心 的であること
がわかった。 この条の現在の表現は, とくに ①, (⑳ (8および(5)は, 表面的

には 非常 に厳格であるけれども, この条約 による利益を受ける 権利を有する

考 に 対し , すべての同明 国とにおいて, それらの国の工業所有権の侵害の場合

における 制 教その他の 教 済を 含む内国民 待遇を保障 するとの条約第 2 条およ

び 第3 条とお いて示されている一般原則と 実際上附 加されて いるものは と

んどない。 |

商標 または商号に ついての 権利の侵害 の場合とに, をの商標 または商号を附
した商品 の輸入の際におけ る 落押え, 輸入 禁止または国内 における 差押をを

規定した後で, 第 6 項に あいて , それらの措置 を認め な い 同 盟図は,それら
の措置 に代えて, その 同における 法令が同様 な場合と内国民た保障する訴訟

その他の導 続きを もって 代えること ができる とことを 規定 しているのがこの人条

の効果 である。こうして ,  内国民待遇の原則は, 商標 および商号に つい ての

権利の公害に 関する 制裁その他の教 済に適用され。また, 完 分に考慮 される
であろうぅ。
このようなわけで, との条で重要なことは, 商標 および商号 についての権

利 を保護するために相当と 認められる 一 連の措置を示 竣 すること および国内

法令 がそれらの措 響を設けているときには, この条約 の造用のある事件につ

1. Actes de La Haye, pp, 249/50 (porposal)。 346)obseryations)。469/770 eport

of Fourth Sub.Committee), 525 Ceport of Generael Committes), 54576

(report of Drafting Committee), 577 (adoption in Second Plenary Session),
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いて，それらの適用の義務づけを強調していることだけである。

この条(1)の規定の履行は，当該国の国内法令および行政または司法手続き

に完全に委ねられている。

付 この条(2)は，次のことを指摘している。すなわち，当該国の国内法令

がそのように規定している場合には，不法に商標または商号を附した商品の

差押えは，その商品にその商標または商号が附された国並びにその輸入国に

おいても行なわれる。

科 当該国の国内法令は，その請求により，差押えが行なわれることを定

めるであろう。 r自然人または法人Jの語は，それだけで利害関係人の連合

体または団体による請求を認めることの義務づけを意味するものではない

〈この問題に関しては第10条の 2参照〕。

'-N この規定は，自明であり，説明するまでもない。

付 この規定は，自明であり，説明するまでもない。

(砂 「法令がそのための改正をするまでの間Jの語句は， 1925年のへーグ

の改正会議で加入されたものであるo この語句は，同盟国に対し，この条の

先行する各項の規定に従って法令を制定することを単に勧告するにすぎない

ものであると解釈されるべきであるが， この勧告は何らの義務，道義上の義
a 

務さえも課するものではないことが明らかに了解されていた。

1. Actes de Wsahington_ pp. 302/3， 3凹. See also in France: Cour de Paris， 

29/6/1962， Ann.， 1965， p.201. 

2. Actes de La Haye， pp.470. 545. 
3. Ibidem， pp. 470， 525， 545. 
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いて , それらの 適用の義務つけを 強調 していることだけである。

この条(1)の規定 の履行は, 当該国の国内法令および行政 または司法 手続き

に完全た委ねられている。

6》 この条(2は, 次 のこととを指摘している。すなわち, 当該国の国内法令

が そのよう を穫 規 定し ている電 合 とは, 不法に商標 または商号 を 附した商品の

差押えは, その商品にその商標 または商号が 附された国 並びにその輸入 国に

おいても 行なわれる。
拍 当該 国の国内法令は, その請求 に より, 差押えが 行なわれることを定

めるであろう。 「自 然人または 法人」の 語 は , それだけで利害 関係人の連合

体 または団体とよる請求を認めあることの義務づけを意味するものではない

(この問題に 関しては第10条の 2 参照 ) 。

人 この規定 は, 自明であり, 説明するまでもない。

9 この規定 は, 自明で あり, 説明 するまでもない。

① 「 法 令がそのための改 正を するまでの間」 の語句は, 1925年のヘページ

の改正 会議で加入 された ものである。この語句は, 同盟国に対し, この条の

先行 する各項の規定に 従って持 令を制定 するととを 単に 勧告するにすぎない

ものであると 解釈 されるべきであるが, この勧告は何らの義務, 道義上の義

務 さえも 課す るものではないこ とが明らかに了解 され ていた。

1。 Actes de Wsahington. pp、302/73, 309. See also in France: Cour de Paris,
297671962。 Ann.。 1965。 p.201.

2. 人Actes de La Haye, pp. 470, 545.、
3 lbidem。nn. 470, 525, 545.
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第叩条〈イ}

(1) 前条の規定は，産品の原産地〈ロ}または生産者， 製造者若しくは販

売人(叫に関し， 直緩または間接に}に虚偽の表示が行なわれている場合につ

いて適用する(粉。

(2)， (わの産品の生産，製造または販売に従事する生産者，製造者または

販売人であって，原産地として偽って表示されている土地，その土地の所在

する地方，偽って表示されている固または原産地の虚偽の表示が行なわれて

いる固に住所を有するものは，自然人であると法人であるとを関わず，すべ

ての場合において利害関係人と認められるい}。

θ) この条の基本的部分は，すでに1邸3年の条約の正文に含まれていた。

しかし，その際の規定は，特定の地域の名称を原産地の表示として.虚偽に

附した産品に対し，かつ，その表示が詐欺の意思をもって恒設の商号に附加

され，または使用された場合にのみ適用されるものであった。また，その際

の第2項の規定も現在よりも極めて制限されたものであった。 19∞年のプ

ラッセル， 1910年のワシントン， 1925年のへーグ， 1934年のロンドン並びに

1. Actes de Paris， 1， pp.27 (proposal for ArtcJe 6)， 91， 1∞/4， 144/5 (discu・

ssions and adoption). 

2. Actes de Bruxelles， pp. 46 (proposal)， 1∞， 167 (observations)， 249/ω 

(discussion and adoption). 

3. Actes de Washington， pp. 97， 104 (proposals of France and U. K.). 302/3 

(report of Committee)， 310 (report to Plenary Committee)， 254/5 (adop. 

tion in Third Plenary Session). 

4. Actes de La Haye， pp.250/2(proposal)， 347/8 (observations) ， 470/2(r句 ort

of Fourth Sub.Committee)， 525 (report of Gen吃ralCommittee)， 546 (report 

of Drafting Committee)， 577/8 (discussion and adoption泊SecondPlenary 

h鈴 ion).

5. Actes de Londres， pp. 195/7 (prop矧 1)，283/7 (observations)， 411/7 

(report of Fourth Sub.Committee)， 468/9 (report of Drafting Committee)， 

517/9 (discussion and adoption in se∞nd Plenary Session). 
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侍10条<
( 1 )  前条の規定は, 産品の原産地〈"* または生産者, 照造者若しくは販

売 人いりに関し, 直後 または間接に) に下偽の表示が行なわれている 場合につ

いて 適用する (お。

(2), (の 産品の生産 , 製造 または取 売に 従事する生産 考, 製造者または

駆 売人であって, 原産地として 偽って表示 されている土地, その土地の所在

する地方 , 偽って表示 されている 国または原産地の虚偽の表示が 行なわれて

いる国に 住所を有するあのは , 自然 人であると 法人であるとを 問わねず, すべ

ての 場合において利害関係人と認められる ぺ。
ぴ① この条の基本的 部 分は , すでにに 1883 年の条約の正文に含まされ ていた。

しかし, その匠の規定は, 特定の地域 の 名称を原産 地の家 示として , 虚偽に

鈴 した産品に 対し , かつ, その表示が詐 其の意思をもって 仮設の商号に畔加

され, または 使用された 場合にのみ 適用され るものであった。また, その隊

の第 2 項の規定も, 現在 よりも 極めて制限され たものであった。1900 年のプ

ラ ッ セルん, 1910 年 のクシントシン , 1925 年 のヘーク , 1984 年 のロンドン 並びに

1。 Acitea de Paris, 1, pp.27 (proposal for Artcle 6), 91, 10074, 1445 (discn-
ssions and adoption)、

2. Actes de Bruxcelles, pp. 46 (proposaD, 100, 167 (observations), 249/50
(discussion and adoption).

3. Actes de Washington, pp. 97, 104 Cpropossls of France and U .K . ) .  30273
(report of Comaittee)」 310 (report to Plenary Committee)」 25475 (adop-
tion in Third Plenary Session).

4. Actes de La Haye, pp.250/2(proposaD)り, 347/78(obaervations), 470/2Creport

of Fourth Sab.Committee), 525 (report of Genceral Comnuttee), 546 (report
of Draftipng Committee), 57778 (discussion and adoption in Second Pitenary
Session)。、

5. Actes de Londres, pp. 195/77 (proposaD, 28377 (observations), 41177
(report of Fourth Sub.Committee), 468/9 (report of Drafting Commuittce),
51779 (discnussion and adoption in Second Plenary Session),
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l関8年のリスボンの改正会議は，種々の点、にわたってこの条を全面的に改正

した。しかし， リスポン会議は，それよりも前に行なわれた改正に比し，非

常に広範囲にわたってこの条を改正することに成功した。この条は，現在の

ところ，産品の原産地について，直接または間接に塵偽の表示を行なってい

るすべての場合に適用しその表示が特定の地名若しくは国名であるか，詐

歎の意思をもって仮設若しくは傍用の商号に附加し，または使用しているも

のであるかを間わない。また，この規定は，産品の生産者，製造者または販

売人について直接または間接に虚偽の表示が行なわれているすべての場合に

も及ぶものであり，この点において，不正競争の禁止に関する第10条の2の

規定と同種のものである。

(ロ) 1958年のりスポン会議で改正されてからは，この条が適用されるの

は，特定の地名または国名を産品の原産地とする虚偽の表示，すなわち，地

理的原産地名の虚偽の表示には限定されない。それ故，この規定は，産品の

原産地が地理的表示以外のもの，たとえば，手製品として虚偽の表示をする

場合にも適用される(また，第10条の2(3)の3号をも参照〉。 しかし，この

規定が今後とも主に適用されるのは，原産地名称を含む地理的原産地の虚偽

の表示であろう。この見解に関しては，第1条(2)についての注釈例および(り)

並びにその考察において言及している1891年のマドリッドおよび1958年のり

スポンの特別の取極めを参照。

原産地の表示および原産地名称に伴う困難なものの一つは， 1以上の国で

何をもって原産地表示または原産地名称とみなし，ときには，他の国で特

定の原産地の産品に限定されない一般名称であるとみなしている

1. Actes de Lisbonne， pp. 776/9 (proposal)， 779/84 (observations)， 784/7 

(discussion in Fourth Committee)， 85012 (report of Fourth Committee)， 788 

(discussion Committee)， 104 (adoption in Second Plenary Session)， 118 
(Generat Report). 

2. See EIER: "Tauschende Reklame und Schutz der geographischen Herkun. 

ftsangaben，" G.R. U.R.lnt.， 1966， p. 197. 

、
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1958 年のり スポボンの改正 会 識は。 竹 の々 点にわたってこの条を全面 的に改正

し た。 しかし, リス ポン会 議は ,それより も 前に 行なわれた改正 に 比し, 非

常に広範 還にとわたってこの条を 改正 することに 成功 した。この条は, 現在の

と ころ, 産品の原産 地にとについて, 直接 または間接に 虚偽の 表示を 行なってい

るすべての場合 に 適用し, その表示が特定の地名 若しくは国名であるか, 詐

欺 の次思をもって 仮設 若しくは借用の商号にと 附加 し , または使用しているも

のであるかを問わない。また, この規定 は, 産品の生産者, 製造者または販

売 人について直接 または間接に 虚 徐の表示が 行なわちれ ているすべての 場合に

も 及ぢものであり, この点において, 不正 競争の禁止と関する第10 条の2 の

規定と同 往 のものである。
(⑨ 1958 年 のリスボン会 議で改正されてか らは, ことの条が 適用 されるの

は, 特定の地名または国名を 産品の原産 地とする虚偽の表示, すなわち, 地

理的原産 地名の 慮 偽の表示には限定 されない。それ故, この規定 は, 産品の

原産 地が地理 的表示 以外のもぁもの, たとえば, 手製 品として虚偽の表示をする

場合にゃ適用される (また, 第10条の2(3)の3 号をも参照う)。 しか し, との

規定が今後 とも 主に 適用されるのは , 原産地名称 を含地 理的原産地の虎分

の表示であろうら。 こらの見 解にと 関しては, 第 1 条 (2) に つい ての壮 駅お ょよび)

並びにその考察 に おいて 言及し ている 1891年のマドリッ ドおよび 1958年のリ

スポボンの特別 の取 極めを参照。

原産地の表示および原産地名 称に伴う困難 なものの 一つは, 1 以上の国で

何 をぁもって原産 地表示または原産 地名 称とみみな し , と きには, 他の国で特

定 の原産地の 産品に限定 されない一般 名 称 であるとみなしている

1. Actes de Lisbonne, pp. 776/9 (proposaD, 779/84 (observations)。 78477
(discussion in Fourth Committee)。850/72 (report of Fourth Committee), 788
(discussion じCommittee)。104 (adoption in Second Plenary Session), 118

(General Report).
2.。 See EIER : "Tauschende Reklame und Schutz der geographischen Herkun-

ftsangaben," G.R. り .R.Int.… 1966, p. 197.
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かということである。リスポン会議では，その難聞は保護が求められている

国の法令または司法上の決定で解決しなければならないだろうとの説明がさ

れた。

付 1958年のりスポン会議で改正されてからは，この規定は，生産者，製

造者または販売人について直接または間接に虚偽の表示が行なわれた場合に

も適用できる。上で考察したように(注釈伊)を参照〕これは，次のことを意

味する。すなわち，その場合にも，同盟国の圏内法令が適用され，第9条で

指摘したように，その法令が，そのような虚偽の表示を附している産品の輸

入の際の差押えその他の措置を規定しているときは，この条の規定に骸当す

る事件について，それらの措置を適用することを義務づけられる。

おそらく同盟国の圏内法令は， 生産者，製造者または販売人についての虚

偽の表示の禁止を不正競争の防止の特別の場合として取扱うであろう。同姓

名の場合については特別の考慮を払うこととなろう。

仲原産地について直接に虚偽の表示を行なうのは，原産地を表示する言

葉をそのまま用いる場合である。間接にその虚偽の表示を行なうのは， たと

えば，その原産地に関して虚偽の宣伝をした後に， 原産地の表示なしに産品

を引き渡す場合あるいはその原産地を示唆する絵をもって原産地を表示して

いる場合である。

制すでに考察したように(第9条の注釈(吟多照)，第9条の規定を適用

することは，次のことを意味する。すなわち，原産地または生産者等の虚偽

表示の場合においても，保護の求められている闘の園内法令が適用さ九第

9条で指摘したように，その法令が，そのような虚偽の表示を附している産

品の輸入の擦の差押え，その他の措置を規定しているときはこの条の規定

に骸当する事件について，それらの措置を適用することを裳務づけられる。

1. Eltamples given at the Conference of Paris in 沼田 were"eau de Cologne，" 

“cuir de Russie" and "velours d'Uuecht"j cl: Actes de Paris， r， p.88. 

2. Actes de Lisbonne， p. 778. 
3. Ibidem， p. 786. 

第 10 和殺 135

かと いうこと である。 リスボン会 議では, その訓 問は保護が 求められている

国 の法令まさたは司法上の決定で 解決しなければならないだろうとの説明がさ

れた。
9 1958 年 のリスボン会 議で改正されてからは, との規定 は, 生産者, 製

造 者または 版売人に ついて直反または間接に中偽の表示が 行なわれた場合に

も 適用できる。上で考察 した ように (注釈(りを参照 )これは, 次 のととを意

味 する。すなわち, その場合にも, 同盟 国 の国内 法令が 適用され, 第 9 条で

指摘したように, その上法令が, そのような劇 偽の表示を 附している産品の輸

入の共の 差押えその他の搭 置を規定 しているときは,。 との条の規定に 該当す

る事件について, それらの措置 を適用することを義務づけられる。

おそらく同 盟 国の国内法令 は, 生産者, 製造者または販売 人に つい ての上庶

偽の表示の禁止を不正 先争の防止の特別 の場合として取扱 うらであろう。同姓

名の 場合と ついてなは特別の考慮を 払5らこととなろうぅ 。

ら 原産 地に ついて直接に虚偽の表示を 行ならのは, 原産地を表示する言

工 をそのまま用いる場合 である。間接にその虎倫の表示を 行なら のは, たと

をえば, その原産地に 関して虚偽の宮 伝をした 後に, 原産 地の表 示なしに産品

を 引き渡す 場合あるいはその原産 地を示唆する 絵をもって原産 地を表示して

いる 場合 である。

お すでに考察 したよらに (第 9 条の注釈人参 照 ) , 第 9梨の規定を適用

すること なは, 次 のこととを意味する。 すなわち, 原産 地または生産 者等の虚論

表示の場合とおいても, 保護の求めあられている国の国内皮令が 適用され第

9 条で指摘したよりうに, その法令 が , そのような 虚 稚の表示を 附し ている産

品の輸入の際の療 押え, その他の措置 を規定しているときは, この条の規定

に 該当する事件について, それらの措置 を適用することを義務づけられる。

1. Exampics given at the Conference of Paris in 1880 were feau de Cologne,
7cuir_de Rusasie" and 7velours ゆずUtrecht cf : Actes de Paris, TI, p.88.

2.。 Actes de Lisbonne, p.778.

3. ITbidem, p.786、
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付 この条(2)は，土地，地方または国が，産品の原産地として虚偽に表示

されている場合に関するものであり，したがって，鹿偽の地理的表示に対し

てのみ適用される。これらの場合について困難なことは，地理的表示は，一

般には個人的所有に属するものではなく，したがって，商標，商号並びに生

産者等の虚偽の表示に関して説示する場合の事情とは正反対であるというけ

とである。すなわち，このような場合には，鹿偽の地理的表示の使用に反対

するについて，正当な権限を明らかに有する所有者その他の者がL、ないこと

である。そこで， この規定は，その権限を定め，当該産品の生産，製造また

は販売に従事する生産者，製造者または販売人であって，原産地として偽っ

て表示されている土地若しくは国，その土地の所在する地方または原産地の

虚偽の使用が行なわれている固に住所を有するものを利害関係人と認めてい

る。

第 1の範時に属するその生産者等は，その居住する土地，地方または国に

ついての虚偽の表示により筈を受けるであろうから，直接に利害関係を有す

ることは明らかである。さらに，第2の範噂に属する生産者等は，原産地の

虚偽の表示がいずれかの国で行なわれることは，一種の不正競争行為とみら

れるので，間接的に利害関係を有するものとみなされることができる。第2

の範障の生産者等は，よりすみやかに虚偽表示の阻止に介入できるであろう

と考えられていた。

この条(2)は，その利害関係人にそれを認める固においては権限を有する行

政機関および司法接関がそれを直接に適用しなければならないように規定さ

れている。 言い換えれば， r自己執行的規定Jである。

1. Actes de Londres， pp. 416/7 (proposal of Cuba)， 468/9. 
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ヅ この条(⑳は, 土地 , 地方 または 国が, 産品の原産地として冊 偽に表示

されている 場合 に関するもので あり, した がって , 虚偽の地理 的表示とに 対し

ての示 適用きれる。これらの 場合 と ついて困難 な ことは, 地理的表示は, 一

般 には個人的所有に 属する ものではなく , したがって, 商標 , 商号 並びに生

産 者等の 虎徐の表示に 関して 説 示する場合 の事情とは正反対であるという り

とである。すなわち, このような場合には, 虚偽の地埋的 表示の使用に反対

するについて, 正当な 権限 を 明らかに有する所有 者その他の 者がいないこと

である。そとで , とこの規定 は, その権限 を 定め, 当該 産品の生産 , 製造 また

は販売に 従事する生産 者 , 製造 者または販売 人であって, 原産 地として偽っ

て表示されている土地 若しくは国 , その土地の所 在する地方 または原産地の

過 偽の 使用が 行なゎもれて いる国に 住所を有するものを利害 関係人と 認めてい

るso

第 1 の箇叶に 属するその生産 者等 は , その居住する土地, 地方 または国に

ついての虚除の表示により 害 を受ける であろうから , 直接に利害 関係を有す

ることは 明らかである。 さらに, 第2の 範 崎に 属する生産 者等 は, 原産地の

虚偽の 表示がいずれかの国 で行なわれることなは, 一 種の不正 競争行為とみら

れるので, 間接 的に利害関係を有するものと みなされる ことができる 。第2

の 範財の生産者等は, よりすみやかに虚偽表示の 阻止に介入 できるであろう5

と 考えられていた。

この条(2は, その利害 関係人にそれを 認める国にお いては権限を有する行

牙 機関および可法 機関 がそれを直接に 適用しなければならないよょうに 規定さ

れている。 言い 換えれば, 「自己 執行的規定」である。

1. Acites de Londres, pp. 41677 (proposal of Cuba), 46879.
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第10条の2<イ〉

(1) 各同盟国は， 同盟国の国民を不正競争〈ロ}から有効に保謹しなけれ

4まならないい)。

(2) 工業上または商業ょの公正な慣習にEするすべての競争行為は，不

正競争行為を構成する位〉。

(3) 特に次の行為，主聾及び表示は，禁止されなければならない悼)。

1. ~、かなる方法によるかを問わず，競争者の営業所，産品または工業よ

若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為い〉

2. 競争者の営業所，産品または工業上若しくは商業ょの活動に関する信

用を容するような取引上の虚偽の主彊{り

3. 産品の性質，製造方法，特徴，用途または数量について公衆を韻らせ

るような股引上の表示または主彊(チ}

(-{) 1883年の最初の条約は，不正競争の防止に関する特定の条項は何ら含

んでいなかった。条約による利益を受ける権利を有する者に対して保障しな

ければならない「内国民待遇」に関する工業所有権の対象の中に不正競争の

防止が列挙すらされていなかった事実にかんがみ，19∞年のプラッセル改正

会議で採択された改正条約は，新たに第10条の2の規定を加え，不正競争に

関する後者の原則を導入した。 1911年のワシントンの改正会識は，さらに一

歩を進め，すべての同盟国に対し，同盟国の国民を不正競争から有効に保護
2 

しなければならない義務を同条に規定した。 1925年のへーグの改正会議は，

その重量務全強化するとともに，同条に不正鏡争行為の定義および例示的列挙

1. Actes de Bruxelles， pp. 164 (propωal of France)， 187/8. 310; 382/3 (dis， 

cussions and adoption). 

2. Actes de Washington， pp. 53(proposal)， 105. 224 (obser刊 tions)，305 (report 

of Committee)， 310 (report to Plenary Committee). 255 (discussion and 

adoption in Third Plenary Session). 
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第10条の 2?)
( 1 )  各隔器 国は, 了局骨 国の国民を不正 競争 5)  から有有効に保護し なけれ

ばならないいの )。

( 2 )  工業 上または商業上の公正な慣習に反するすべてでの競争 行為 は, 不

正 競争 行為を 構成 するご)。

(3 )  特に次の行為 ,主張及び表示は, 禁止 されなければならない ( )o

1. いかなる方 法によるかを 問わず, 競争者の常業所, 産品または工業上

若しくは商業上の活動との 涯同を生じさせるよう なすべての行為い)

2?. 争 者の覚業所, 産品または工業上若しくは商業上の活動に関する民

用を 害するような取引上の和良偽の主張(り

3. 産品の性賀, 製造方法 , 特徴 , 用 途または数 明に ついて公衆 を 誤らせ

るような取引上の表示または主 散ぽ

(7) 1883 年の最初の条約は, 不正 競争の防止に関する特定の条項は 何ら含

んでいなかった。条約による利益 を 受ける 権利を有する 者に 対して保障しな

ければならない 「内国民 待遇」 に 関する工業所有 権の対象の 中に不正競争の

肪 止が 列挙すら されて いなかった事実 と かんがみ, 1900年 のプラッセル改正

会 議で採択 された改正条約は, 新たに第10条の 2 の規定を加え 不正 競争に

関する 後者の原則を導入 した。1911年のワシ ント ンの改正会議は, さらに一

歩 を進め , すべての同盟国に対し, 同盟 国の国民を不正競争か ら有効に保護

し なければたならない義 務を同条に規定 した< 1925 年 の ヘーグの改正 会 議は,

その義務を前 化するとと もに , 同条に不正 競争 行為の定義および例示的列挙

1. Actes de Bruxelles, pp.164 (proposmi of France), 18778, 310! 38273 (中s・
cussionS and adoption)。

2. Actes de Washington, pp.53(proposal), 105, 224(observatiops), 305 (report
of Committee)。 310 (report to Plenary Committee), 255 (discussion and
adoption in Third Plenary Session).
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2 
を含ませた。 1934年のロ γドン改正会議は，これらの規定を改善し，また，

1958年のりスボン改正会議は，不正競争行為の例をさらに追加した〈第3項

第3号〉。

(吟 「不正競争」とは何かの解釈について同盟国の聞で異った概念が存在

している。多くの国では，種々の行為を不正競争行為?であるとみなしている

が，他の国ではそうではなかったり，特別な情況のもとにおいてのみ不正競

争行為があるとみなしたりしている。不正競争行為に対して有効な保護を与

えるにあたっては，各国はどの行為が不正競争行為に該当するかを自ら決定

することができる。しかし，この条(2)および(3)の規定を満たしている場合に

限られる。

付 この条(1)は，一つの側面を， (2)および(3)は他の側面を定めたものであ

り，異なった性格をもっている。

(1)は，単に同盟国に対し， (他の〉同盟国の国民一一および第3条に基づ

き同様に扱われるものーーを不正競争から有効に保護しなければならない義

務を規定したにすぎない。

多くの国では，法令以外の措置によって不正競争から有効に保護すること

1. Actes de La Haye， pp. 252/5 (proposal)， 348/51 (observations)， 472/8 

(report of Fourth Sub.Committee)， 525 (report of General Committee)， 546 

17 (report of Drafting Committee)， 578/81 (discussion and adoption in 

Second Plenary Session). 

2. Actes de Londres， PP.197/8 (proposal)， '287/90 (observations)， 417/22 

(report of Fourth Sub.Committee)， 469/70 (report of Drafting Committee)， 
519 (adoption in Second Plenary Session). 

3. Actes de Lisbonne， pp.725(proposal of Austria)，725/6(discussion in Third 

Committee)， 789/90 (discussion in Fourth Committee)， 852 (report of Fourth 

Committee). 726/7， 790 (discussion in General Committee)， 106 (adoption 

in Second Plenary Session)， 118 (General Report). 

4. See， for example， ULMER c. s.， Das Recht des unlatueren Wettbewerbs in 

den Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 1965. and for 

other countries， G. R. U. R. Int.， 1959， p. 517(U. S. A.); 1964， PP.233(Norway)， 

3∞(Denmark)，お8(Finland) and 443 (U. K.). 
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を 含ませた。 1934 年 の ビンドン改正 会 議は, とこれらの規定を改善し。 また,

1958 年 のリスボン改正会議は, 不正競争 行為の例をさら にた道加した (第 3 項

第 3 号 )。

⑩ 「款正競争 」 とは 何かの 解釈に ついて同 悦 国 の間で 異 った概念が存在

し ている。 多くの 国 では, 格 の々行為を不正競争 行為であると うろなしている

が, 他の 国では そうではなかったり , 特別な情 現のも とにおいての凛不正競

争 行為があるとみなしたり している。不正 競争行為に 対して有効な保護を与

えるにあたっては, 各国はどの行為が不正新争 行為に該当するかを自ら決定

することができる。 しかし ,  とこの条(2 および(8 の 規定 を満たし ている場合に

限られる。

69 この条( ) りは,  一つの側面 を, (9 および 3は他の 側面を定め たものであ

り , 異な った 性 格をも って いる 。
( りは, 単に同 翌国にと 対し, ( 他の ) 同明還の 国民一一おょび第 3 条に基づ

き同 様に扱われるもの一一を不正競争から有 効に 保護しなければならない義

務を規定 したにすぎたない。
多く の国 では, 広令 以外の措置 によって不正 競争 か ら有 効に保護 するとと

1.。 Actes de La Haye, pp. 252/75 (proposal), 348/51 (observations)。 47278

(report of Fourth Sub.Committee), 525 (eport ot General Committee)」 546

77 Geport of Drafting Committee), 578/81 (discussion and adoption in

Second Plenary Session).

2. 人為ctes de Londres, pp.197/8 (proposal)。 '287/90 {observations)) 417722

(eport of Fourth Sub.Committee), 469770 (report of Dratting Committee),
519 (adoption in Second Plenary Session}.

3. Actes de Lisbonne, pp. 725(proposal of Austria),72576(discussion in Third

Committee), 789/90 (discussion im Fourth Committee), 852 (report of Fourth

Committee), 726/久 790 (discussion in General Committee), 106 (adoption

in Second Plenary Session), 118 (General Report).

4. See, for example, ULMER c.s., Das Recht des unlatueren Wettbewerbs in
den Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, 1965. and for
other countries, G.R, , R. Int.) 1959, p . 517て U.S. A., ): 1964,) pp、233(INorway),
300 (Denmark),358 {Finland) and 443 (UL. 玉. ) .
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はしないであろう。しかし.各改正会議は，同盟国は，自国の現存する一教

法令，ーたとえば，不法行為に対する民法の規定またはコモ ンローの原則ー

が不正鏡争から有効に保護するに充分であると きは，このために特別の立法

をする義務を負うものではないことを認めている。

他方(2)および(3)には，直接適用できる形において，何が不正鏡争を構成す

る行為であるかの定豊富，およびとくに禁止されなければならない行為の例が

合まれている。これらの規定は，その可能性を認める国においては， r自

己執行的規定」とみなさなければならず，また，それ放に，不正競争に対す

る保護が求められている国の可法機関または行政機関は，その規定を直接に

適用しなければならない。これらの点についてのこれ以上の考察は以下に述

べるところにゆずる。

判 この規定は，不正践争行為を工業上または商業上の公正な慣習に反す

る行為として定義している。

「続争Jをどのように理解するかは，各国がその概念に従い決定する。そ

して，各国は狭量産すなわち産業または取引の部門を同じくする範囲内におけ

る鶴争行為でない行為であるが，他の産業または取引の部門において確立し

た名声による利益を不当に受けるもので，かつ，それにより，その名声を低

める行為にまで不正腕争行為の概念を拡張することができる。

工業上または商業上の公正な慣習に反する競争行為;主，不正なものとみな

1. Actes de Washington， pp.305， 255; Actes de La Haye，押・472，578. 

2. Cf. in Mexico: ]uez Primero de Dimero en Materia Administrativa en el 

Disl.rito Federal， 28/8/1963， Rev. Mex. P.l.， 1963， p.340， G. R. U. R. Int.， 

1967， p.29 (German translation). 

3. Cf. SAINT.GAL: "Concurrence deloyale et conωrrence parasitaire，" R.I.P 

I.A， 1956， p.19 j and "Unlauterer und parasitllrer Wettbewerb，" G. R. U. R. 

Int.， 1956， p.202j 1957， pp.7， 410; 1958， p.399. 

4. Cf. in Italy: Corte di Cassazione， 31/7/1957， G.R. U. R. Int.， 1958， p. 535 

(No. 1837) (German abstract). 
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はし ないであろ ヶク。 しかし , 各避正 会 議は, 同盟国は, 自国の現存する一般

上法令, 一 たとえば, 不諸 行為に対する民法 の規定また はュっモン ョーの応則一

が不 現 争から 効 に保護するに 充分であるときは, このために特別の立法

をする逆務 を 負うものではないことを 認めている。

他方(322および(3) こには, 直接 適用できる 形において, 何が不正競争を構成す

る行為 であるかの定義, およびとくに 禁止 されなければならない行 為の 例が

含ま れている。ことこれらの規定は, その可能性を認める 国 に おいては, 「自

己 執行的規定 」とみみ なさなければならず, また, それ上故に, 不正競争に対す

る保護が求みられている国の司法 機関きたは行政 機関は その規定を直接に

適用したなければならない。 これらの 点に つい てのと れ以上の考察 は以下に述

べると ころにゆずる。

づ この規定 は, 不正毅争 行為を工業上または商業上の公正な償習に反す

る 行為 として定義している。
「競 争】 をどのように理解 するかは, 各国がその概念に従い決定 する。そを

して , 各国は多義 すなわち産業または 取引の部 門を同じくする 範囲内におけ

る競争 行為でない 行為であるが, 他の 産業 または取引の部 門において確立し

た名 声による利益を不当に 受けるもので, かつ, それだをだより, その名声を低

める行 泡 にまで不正競争 行為の概念 を拡張すること ができるs。

工業上または商業上の公正な 棋習に反する競争行為は, 不正 なぁものとみな

1. Aces Washington, pp.305, 255? Actes de La Haye, pp. 472, 578.
2. Cf an Mcxico: Jues Primcero dc Dimcro en Matcrie Administrativa cn el

Disteito Federal, 28/8/1963, Rey. Mex. PT  19643, p.340。G._R. .R. int,
1967。 np.29 (German translatton)。

3, Cf SAINT.GAL: **Concurrence de6loyale et concurrence parasitaire," REP
LA., 1956, p,19) and "Unlauterer und parasitarer Wettbewerb,” G.R. .R.
角し, 1956」 p .202> 1957。 pp.7, 410: 1958, p.399.

4. Cf  in Ttely: Corte 由 Cassazione, 317771957, CR。り. ス。I n  1958, np. 535
(No. 1837) (German abstracD.
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されなければならない。この基準となる慣習は，不正競争に対して保護を求

められている固に存在する公正な慣習に制限されない。それ放に，その国の

司法機関または行政機関は，国際取引において確立されている公正な慣習も

考慮しなければならない。

保護が求められている国の司法機関または行政機関は，被疑行為が工業ま

たは商業上の公正な慣習に反するものであることを確認したときは，その行

為は不正競争行為であるとの判決をしなければならず，かつ，圏内法令が定

める制裁その他の救済規定を適用しなければならない。多方面にわたる種々

の行為も上記の基準に対応して判断することができる。

帥 この条(3)は，とくに不正読争とみなされるべきであり，したがって禁

止されなければならない行為を例示的に列挙している。この規定は，また，

すべての同盟国に対して共通の法令としての意味をもち，各国の圏内法令の

一部として受け入れられるか，あるいは各国の司法機関若しくは行政機闘が

直接に適用しなければならないものである。この不正鏡争行為の列挙は，制

限的ではなく，最小限の例を定めたにすぎない。

付不正競争行為とみなされなければならない行為の最初の例は，いかな

る方法によるかを問わず，麓争者の営業所，産品または工業上若しくは商業

上の活動と混同を生じさせるようなすべての行為に関する。その混同は，同

一若しくは類似の商標または商号の使用によって生じさせることができる。

そこで，そのような混同は， しばしば商標や商号に関する特別の法令により

禁止されている。もしも，そのような法令がない場合には，それらの行為に

より混同を生ぜしめる行為は，不正鏡争行為として禁止されなければならな

1. 前前頁の脚注4にあけた文献および BIRPI'sModel Law for Developing 

Countries on Marks， Trade Names， and Acts of Unfair Competition， 1967， 

p.78.参照， See"alω" for example， in Austria: Oberster Gerichtshof， 9/101 

1957， G. R. U. R. lnt.， 1959， p.397 

2. Actes de La Haye， pp.472， 475/7， 546/7. 

3. Ibidem， p.547. 
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されなければならない。 この基準となる慣習は, 不正 競争に 対して保護を求

められている 国に 存在する 会正な 慣習に制限 きれな い 。 それ 故 に, その国の

司法 機関きたは行政擬 関は, 国際取引において 確立 されている公正な償習も

考慮 しなければぼばならない。

保護が求められている国の司法 機関えたは行政 機関は, 質終 行為が工業ま

たは商業上の公正な尼習 に反するものである ことを 確認 し たときは, その行

為 は不正競争行為 であるとの 判決 をとし なければならず, かつ, 国内法令が定

める 制裁その他の救済 規定を韻用し なければならない。多 方 面 にわたる 種さ

の行為 も上記の基準 に対応して 判断することとができる。

め この条3) は, とくに不正衣 争とみみなされるべきで あり, したがって禁

止 さきれなければならない 行 為を例示的に列 閥し ている。 この規定 は , また,

すべての同盟 国に 対して共通の 法令としての意味をももち。 各国の国内法令の

一 部として 受け入れられるか, あるいは各国の司法 機関苦しくは行政 機関が

直接に 適用し なければならないゃものである。 この不正 競争 行為の列挙 は, 制

限 和的ではなく , 最小 刀の鏡を 定めたにすぎない。
の 不正先 争行為と太なされなければならない行 為の最初の飲は, いかな

る 方 法 によるかを問わず, 競争者の営業所, 産品 または工業 上若しくは商業

上の活動 と 混同を 生しさせるよう なすべての行為に関する。その課同は, 同

一 若しくは類似の商標 または商号 の使用によって生じさせることができる。

そこで, そのよらうな混同 は , しばしば商標 や商号に関する特別 の法令に より

禁止 されている。もしも, そのような法令がない場合とには, それらの行為に

より混同 を生ぜしめる行為は, 不正飲争行為 として禁止 されなければならな

1, 前 前 頁の 脚和4 にあけた 文献 おょび BIRPI 's  Model Law for Devceiloping

Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfarr Competition, 1957,
np.78.。参 答, See also, for example, in Aus t ra :  Obcrster Gerchtshof, 97107

1957。馬 .R.U.R.  Int 1959, p.397
2.。 信ctes de La Haye, pp.472, 47577, 54677:

3.。 Tbidem, p,847.
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z 
い。このことは，包装の形態，周知の名称，企業の所在地その他の特徴など

のように混同を生ぜしめることができる他の手段についてもあてはまる。こ

れらの行為が善意で行なわれたことは，制裁の適用にあたっては影響を与え

るかも知れないが，この規定の適用とは無関係である。

(的不正観争行為とみなさなければならない第2の例は，競争者の営業

所，産品または工業上若しくは商業上の活動に関する信用を書するような取

引上の虚偽の主張に関する。競争者の営業，商品またはサーピスの信用を害

する虚偽の主強によって競争者の信用を害する事実だけで，たとえ虚偽の主

張をする者の側において加害の意思がない場合でも，この規定を適用するに

充分であふ厳密には虚偽でないが信用を害する主張が，どんな情況のもと

で不正蹴争行為を構成するかどうかは各国の園内法令または判例法に委ね

られている。

制不正麓争行為の第3 の倒は，公衆を誤まらせる主~に関する。しか

しこの場合，その主張は，とくに競争者の商品に関するものではなく，

〈これは，前号の規定に一般的に含まれている〉その主張をしている者の商

品に関するものである。この規定は，当該産品の性質，製造方法，特徴，用

途または数量について公衆を誤らせるような取引上のすべての褒示および主

張に適用される。産品の原産地名称，原産地表示，または生産者，その営業

所若しくはその工業上若しくは商業上の活動に関する類似の表示または主張

に関するものではなL、。それらの行為に闘しては，この条約第10条に該当し

ない限L，国内法令または判例法は，それらの行為が工業上または商業上の

1. Actes de La Haye， P.476. 

2. Actes de Londres， p. 198. 

3. Actes de La Haye， PP.476/7， 581-

4. lbidem， p.477. 

5. Actes de Londres， p.418 

6. Actes de Lisbonne， pp.726， 790. 
7. lbidem， p.789. 
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い。このことは , 包装の形態, 周知の名称, 企業の所在地その他の特徴など

のように混 岡を生ゼしめること ができる他の手段 につい て$%あては まる。 こ

れらちの行為が医 意で 行なわ れたことは , 制裁の適用たあたっては 影響を 与え

るかも知れないが, この規定の届用とは無関係である。

( り 不正競争行為とみな さなければならない第 2 の 例は, 競争 者の営業

所, 産品 または 工業上若しくは商業上の活動 に関する信朋を 害するような取

引上の居偽の主張に 関する。葛 争者の営業, 商品 さたはサービスの信用を害

する虚偽の主張によって競争 者の信用を 害する事実 だけ で, たとぇ虚偽の主

張 をする者の 側にぬいて加害の意思がない 場合 で も, この規定を適用するに

充分である。厳密 には 成偽でないが信用を 害する主張が, どんな情況のもと

で不正競争 行為を措 成 するか どうかは各国の国内計 令または判例法に委ね

られている。

の 不正競争 行為の第 8 の 例 は, 公衆を誤さをらせる主張に 関する。 しか

し, この 場合 , その主張 は, と くに六 争 者の商品に関する ものではなく ,

《 てとれは, 前 号の規定に一 般的に 含まされている) その主張 をしている者の商

品に 関するも のである。 この規定 は, 当該 産品の性 質 , 製造 方法 , 特徴, 用

途 または数 母について公衆 を 誤ら せるような取引上のすべての表示および記

張に 適用きれる。 産品の原産地名称, 原産好表示. または生産者, その営業

| 所 若しくはその工業 上 若しくは商業上の活動に関する類人選の表示または主張

に 関す るも の ではない。 それらの行為に関し ては, この条約 第10条に該当し

ない限り, 国内 法令さたは判例法は , それらの行為が工業上または商業上の

Actcs de La Haye, p.476.
Actes de Londres, p.198.
Actes dc La Haye, pp. 476/77, 581.
Ibidem、p. 477.
Actes de Londres。p 418
Actcs de Ligbonnec, pp  726, 790.

TIbidem, p.789.こ
の
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公正な慣習に反する行為かどうかを決定し，それにより不正競争行為でるる

とみなされなければならない。

142 第10 条の2

公正な慣習た反する行為 かどうかを決定し。それにより不正競争行為である

と みなされなければならちらない。
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第10条の3<イ}

(1) 同盟国は，第g条，第10条および第10条の2に規定するすべての行

為を有効に防止するための適切な法律上の救済手段を他の同盟国の国民に与

えることを約束する何〉。

(2) 同盟国は，さらに，利害関係を有する生産者，製造者または販売人

を代表する組合または団体で本昌において適法に存在するものが，保聾が求

められる同盟国の法令により内国の組合または団体に留められている限度に

おいて，第9条，第10条および第1臓の2に規定する行為を防止するため司

法的手段に訴えまたは行政機関に申立てをすることができることとなるよう

に措置を講ずることを約束するい)。

ω) この条は， 1925年のへーグの改正会議で導入された。その表現は.

1934年のロンドン改正会議でわずか修正された。

(吟 この条(1)は，第9条，第10条および第10条の2に規定するすべての行

為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民一一

および第3条により同様に扱われるもの一一与えることをすべての同盟国

に義務づけている。これは，①当該国において保護を受ける権利がある商標

または商号を不法に附した商品の取引をすること，①産品の原産地または生

産者，製造者若しくは販売人に関する虚偽の表示を行なうことおよび，③不

正競争行為を有効に防止するための法令を制定し，完備しまたは維持するこ

とを同盟国に対し義務づけているにすぎないものと理解されるべきである。

最後の義務〈①に基づくもの〉は，第10条の2(1)にも規定されている。その

1. Actes de La Haye， pp.252/5 (prop偲 a1concerning Article lObis)， 349/51 

(observations)， 478/00 (report of Four山 Sub.Committee)，525/6 (report of 

General Committee)， 547 (rφort of Drafting Committee)， 581 (discussion 

and adoption in Second P1enary Session). 

2. Actes de Londres， pp.422 (proposa1 of U. K. and report of Fourth Sub. 

Committee)， 470 (report of Drafting Committee)， 519 (adoption in Second 

Plenary Session). 
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艇10 条の8きび?
( 1 )  同盟 国 は, 第 9 条, 第10 条および第10 条の 2 に示 定するすべての人行

為 を有効 に防止するための 適 切な法律上の救済手段を他の同盟 国の国民に上

えることを約束する<中。
( 2 )  同 憎園は , さらに, 利害関係を有する生産 者 , 出 造者または販売人

を代表する組合 または団体で本国において適法に胡 在するものが , 保護が球

められる同盟国の法令により内 国の組合 または団体に認められて いる限度に

おいでてで, 第9 条, 第10 条および第10条の 2 に 規定する行 山を防止するため司

法 的手箕に訴えまたは人行政 機関に申立てをすること ができることとなるよう

に措置を講ずることを約束 する(の )。

( )  この条は, 1925年 の ヘーグの改正 会議で導入 きれた。そ の表 列は。
1934 年 の ンド ン改正 会議でわずか修正された。

(9 この条(Dは, 第 9条, 第10条および第10 条の 2 に規定するすべての行

為 を有効に防止 するための 適 当な法律上の救済 手段を他の同盟 国 の国民一一
および 第 3 条により 同様 に扱われるもの一一写え ることをすべて の同箇国
と 義務づけている。これは, ①当 該同において戻 護を 受ける 権利 がある商標

または商号を不法 に 附した商品の取引をすること, ⑨ 族 品の原産地 または生

産 者, 製造者若しくは 販売 人に 関する虚偽の表示を 行なうらことと および, ⑨不
正 競争行為を有効 に防止 するための法令を仙 定 し, 完 代しまたは維持 するこ

とを同盟国に 対し義務つけているにすぎないものと理解 されるべきである。
最後の義務 (⑧に基づく もの) は, 第10 条の2() にも規定 され ている。 その

1. Actes de La Haye, pp.252/75 (proposal concerning Artickte 10bis), 349751
(observations), 478780 (report of Fourth Sub.Committtee), 9525/6 (report cf
Generat Committee), 547 (report of Drafting Committee), 581 (discussion
and adoption in Second Plenary Session).

2. 人Actea de Londres, pp.422 (proposal of リリ. 表. and report of Fourth Sub.

Committee), 470 (report of Drafting Committee)。 519 (adoption in Second
Hienary Session)。
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規定に対し，この条の規定は，適当な法律上の教済手段の規定を設けなけれ

ばならないことを附言しているにとどまる。最初のこつの義務(①および②

に基づくもの〉に関しては，この条の規定は，第10条の規定によっても適用

される第9条(6)の規定を補足しているものである。なぜなら，第9条例は，

これらの場合に訴訟その他の救済手段が保障されなければならない旨を定め

ているからである。

ヘーグ改正会議では，園内の法令は，第9条，第10条および第 10条の2

に規定されている行為を有効に阻止するための規定を設けるにあたっては，

損害賠償の請求を許す規定と制裁される行為に対する差止めを定める規定と

の聞で差異を設けることができることが了解された。善意で行なわれた行為

に関して損害賠償を認めないことはできるが，反対に差止請求には，同様の

ことは適用されない。

付 この条(2)は，また，向車国が「約束する (undertaking)Jことを定め

ている。この語句は，第6条の 2，第6条の6および第7条の 2でも使用さ

れているが， ここで使用されているものは，それらの場合とは異った内容を

もっている。それらの条の規定によれば，各国は，ある対象を拒絶し，無効

にし保護しまたは受理することを約束している。そして，それは，そのよ

うな可能性を認める固においては，その国の行政機関または司法機関に直接

義務づけているものと解釈される。それに対し，との条の規定によれば，各

同盟国は……等のできる措置を規定することを約束し，それは立法にのみ関

するものと理解される。

このような法令の内容は，利害関係を有する生産者，製造者または販売人

に，第9条，第10条および知0の2に規定する行為が行なわれた場合に，訴

訟ができるようにするものでなければならなし、。組合または団体にそのよう

な権限を認めるについては二つの条件がある。第ーは，組合または団体の存

在が本国において適法に存在するものでなければならないことである(第7

1. Actes de La Haye， p. 581. 
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規定に対し , との条の規定は, 適当な計 律上の教 済手段の規定を設けなけれ

ばならないことを附 言しているにと どまる。最初 の二つの義務 《(①おょび ⑨ぷ

に 基づく もの ) に 関して は, この条の規定は, 第10条の規定 によっても 適用

される第 9 条(6)の規定を補足 しているものである。 たなぜなら, 第 9 条(@は ,

これらの場合 に訴訟その他の救済 手段が 保障されなければたならない胃を 定め

ているからである。

ヘージグ改正会議では, 国内の法令は, 第 9条, 第10 条および第10 条の 2

に規定 されている 行為を有効 に阻止するための 規 定を設けるにあたっては ,

損害賠償の請求を許す規定 と 制裁される 行為に対する 差止めを定める規定と

の肖で 差異を設ける ことができることが了解 された。凌 意で行なわれた行為

に 関して損害賠償を 認めないことはできるが, 反対に 差 止請求には, 同様の

ことは 適用されない。
6 この条(2 は, また, 同盟 国が「約 束する (undertaking)』 ことを 定め

ている。 この話 包は, 第 6 条の2, 第 6 条 の6 および第 7 条の2 でも使用さ

れているが, ここ とで 使用さきれ ているものは, それらの 場合 とは 異 った内 容を

もっている。 それらの条の規定 によれば, 各国は, ある対象を拒絶し, 無効

にし, 保護 しまたは受理 することを 約束 している。そして ,  それは, そのよ

うな可能 性を 認める国に おいては, その国の行政 機関 きたは司法 機関と直接

義務づけているものと 解釈 される。それただ 対し, との条の規定 によれば, 各

同盟国 は ……等 のできる措置 を規定することを 約束 し , それは立計にのみ関

するものと 理解 される。

この ようたな誌 令の内 容は, 利害 関係を有する生産 者 , 製造 考または販売人

に, 第 9条, 第10 条および第10の 2 に 規定する行為が行なわれた 場合に, 訴

訟 がで きるようにする ものでなければ たならない。 組合 または団体 にその よう

な権限 を認めるについては二つの条件 がある。 第 一 は, 組合 または団体の存

在 が本 国に おいて適計に 存在するも の でなければならないことである (第 7

1. 人Actes de La Haye, p. 581.
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条の2の注釈伊)を参照〉。そして，第二は，その訴訟は，その保護が求めら

れている国の法令が，その国の組合または団体に対L，その訴訟を認めてい

る範聞においてのみ提起できるということである。

1. Cf. in Italy: Tribunale di MiJano， 11/1/1964， G. R. U. R. Int.， 1965， p.253 

(German translation). 

OP~Iü"I<;"'ON 1'v'(l~!I" iÌL~ DE 

IUELl~ 

二uuiP1 
818L10THEョue

第 t0条の3 145

条 の 2 の注釈を 参照 co そして, 第二は, その訴訟 は , その係 護が 求めら

れている同の法令が, その国の組合 または団体に 対し, その訴訟を認めてい

る範囲においてのみ 観 起できるということである。

1. Cf. in Italy: Tibunalc di Milano, 117171964, GR.  U.R. Int,。1965, p.25S
(German translation)。
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146 第 11条

第n条【イ〉

(1) 同盟国は，いずれかの同盟国の領域内〈ロ)で開催される公のまたは

公に罷められた国際博覧会(時に出品される産品に闘し， 圏内法令に従って

<=>，特許を受けることができる尭明，実用新案，意匠および商標{ホ〉に仮保

護(へ}を与える。

(2) (1)の仮保護は，第4条に定める優先期聞を延長するものではな

い。後に優先権が主聾される場合には，各同盟国の主管官庁は，その産品を

博覧会に掘入した白から置先期間が開始するものとすることができる〈り。

(3) 各同盟国は，当該産品が畢示された事実および掻入の日付を証明す

るために必要と認める証拠書類を要求することができる{チ〉。

(イ) 国際博覧会での工業所有権の保護の欠如ないし不充分が，この条約の

締結を促進した理由の一つであったのだから，この仮保護の原則が，すでに

1883年の条約のE文に含まれていたのは当然である。そのとき，それは，同

盟国に，その趣旨にそって必要な立法上の措置を講ずるよう義務づけること

を意図するものであったが，その目的を達するための方法および手段は各国

の自由に委ねるものであった。この原則は1卯O年のプラッセル改正会議で確

認され，そこで，その会議で採択された議定書により同条に「各国の圏内法

令に従って」の語句が挿入された。 1925年のへーグ改E会議では，同条に非

常に詳細な内容を規定しようとする野心的な提案がされたが， (2)および(3)の

規定を追加することができるにとどまった。

1. Cf. LADAS: The International Protection of lndustrial Property， pp. 73 et 

seq.， 347/8. 
2. Actes de Paris， 1， pp.幻 (proposalfor Article 9)， 104/8 (discussion)， 145 

(adoption); 11， pp.22， 31， 33/4 (discussion). 

3. lbidem， 1， pp.105/7. 

4. Actes de Bruxelles， pp. 47/8 (pr句>osal)，185/6(discussion)， 312 (adoption). 

5. Actes de La Haye. PP.255/62ωroposal)， 351/2 (observations)， 436/7(report 

。fSec∞d Sub.Committee)， 526 (report 01 General Commi肘 e)，547 (report 

of Drafting Committee)， 581 (adoption in Second Plenary Session). 
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第計条)

( 1 )  同盟財は, いずれかの 同盟国の領域内<n) で開催される 公のまたは

公に 認められた国 隙博覧会ぷ) に出品される 産品に関し, 国内 法令に従って

3)。 特許を受けることができる 発明, 実用新案, 意匠および商林ま) に仮保

衣( ぺ)を 与える。
( 2 )  て 1 うの 仮保護は, 第 4 条に 定める優先 期間を延長するもの ではな

い。後に 優先権が主張される 場合には, 各同盟還の 主管官序は , その産品を

主 覧会に搬入した日から優 先期間が 開始するも のとすることができる  ({)。

( 3 )  各同骨国は, 当該 産品が 展示された事実 および接入の日 付を証明す

るために必要と 認める証拠書類を要求 することができる でざぱ )。

17) 国際博覧 会 での工業 所有 権の保護の欠如ないし不 充分が , この条約の
1

締結を促進 した 理由の 一つので あった のだから, この仮保護の原則が, すで
クタ

1883 年の条約の正文に含まれて いたのは当然 である。そのとき, それは, 同

民国 と , その趣旨に そって必要な立法上の措置を講ずるよう義務づけること
3

を 意図 する ものであっ た が, その目的 を達するための方 法および手段 は各国

の自由に委ねるものであった。 この原則は1900年 のブラッセル改正会議で確
る

認 され, そこで, その会議で 採択された議定書により同 条に「各国の国内法

令 底従って」 の語句が 挿入された。1925 年 の ヘーダ改正 会議 では, 同 条に非

常にと詳細な内 容を規定し ょうらと する野心 的な提案 がされたが, ( 2 )および(8)の
5

規定 を追加すること ができるにとどまった。c。
1, Cf. LADAS: The fnternational Protection of Industrial Property, pp. 73 et

sed。 34778.
2。 Actes de Paris, 1, pp. 27 (proposal for Article 9), 10478 (discussion), 145

(adoption): 衝, pp.22, 31。 33/4 (discussion)。
3. bidem, 1) pp. 10577.
4.。 Actes de Bruxelies, pp. 4778 (proposal), 18576 (d由scussion), 312 (adoption).

号。 Actes de La Haye, pp.255/62(proposal), 351/2 (observations), 436/77(report
of Second Sub-Committee), 526 (report ot General Committee), 547 (report
of Drafting Committee)。581 (adoption in Second Plenary Session)。
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(ロ) 同盟国は，その園内法令において，自国の領峨内において開催される

国際博覧会についてのみ仮保護を与えてはならない。いずれかの同盟国の領

域内で開催される博覧会のすべてにその仮保護を及ぼさなければならない。

このことは，その国内法令によって与えられる仮保護は，この条約による利

益を受ける徳利を有する者が，その固において定められている条件のもとに

出品された産品に関してのみではなく，他の同盟国において定められている

条件のもとに出品された産品に関しても，主張できることを意味するもので

ある。

付 この規定は，公のまたは公に認められた博覧会に出品された産品につ

いての発明等の仮保護だけに適用される。この条件が満されているかどうか

の問題は，仮保護が求められている国の行政機関または司法機闘が決定す

る。これは，上記の注釈(ロ)でも述べたように，博覧会が開催された固と同じ

国である必要はない。

上記の諸機関は，博覧会が固またはその他の公的機関によって組織されて

いるものであるときは，その博覧会は公の博覧会と認めるであろう。また，

博覧会が固またはその他の公的機関によってそのように承認されているもの

であるときは，公に認められた博覧会と認めるであろう。さらに，その博覧

会は国際的なものでなければならない。そしてこれは 博覧会の出品物の中

に，外国からの出品を含まなければならないことを意味する。

これらの定義は，あいまいな面を残しているので，いくつかの国は，国際

事務局に対し，この規定が適用されるととを望む博覧会について通告し，そ

の後にその事務局はその通告を印刷公表する。他の国は，公のまたは公に認

1. r公のまたは公に留められた簿覧会Jの定義は1928年11月28日パリで調印され

た国際条約に示されている。しかしこの条の目的とその条約の目的とが全く異な

るので，この定義をこの条に適用することはできない。
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同盟 国は, その国内 法令 において , 自国の領域内とおいて開催される

国共 博覧会に つい ての尺仮 保護を与えてはならない。いずれかの同盟国の領

葉内で開催される 捕 寛会 のすべてにその仮保護 を及ぼばさなければならたなたい。

このととは。, その国内 法令によって 与えられる仮名護は, この条約に よる利

益 を 受ける 権利を有する 者が, その国において定め られている条件 のもとに

出品 された産品とに関しての人交ではなく , 他の同朋 国に おいて 定められている

条件 のもとに出品 された 産品に関しても, 主張 できることを 意味 するもので

ある。
6 この規定 は, 公 のまたは公に認められた博覧会に出品された 産品につ

いての発明 等の仮 保護だけに 適用される。この条件が 席され ている かどうか

の商 題 は, 仮 保護が 求められている国の生政 機関または司法  機関かが決定す

る。 とこれは, 上記の注 ( でも 述べたように, 博覧  会が 開催された 国と同じ

思である必要はない。
上記の諸 機関 は, 博覧会が国またはその他の公的 機関にょって 組織 されて

いる ものであると きは, その博覧 会は公の博覧 会と 認め るであろう。 また ,

博覧 会が国またはその他の公的 機関とよってそのように二 認され ているもの

であるときは, 公に 認められた博覧 会と認める であろう。さらに, その博覧

会 は国際 的なも のでなければならない。そしてこれは 博覧 会 の出品の中

に, 外国からの出品 を含またければならないことを意味する。

これらの定義は, あいまいな 面を 残しているので, いくつかの国は。 国共

事務局に対し, この規定かが適用されることを 望な博覧会 について通告 し , そ

の 後にその事務 局はその通告を印刷公表する。他の思は, 会のまたは公に認

1。 「 公 のまたは公に 認められた持 覧会」の定 装は1928 年 1 月28日 バリで調印され

た国炭条約に 示さきれ ている。 しかしことの条の目的 とその条約の目的 とが全く 異な

るので, この定義をこの条に間 用すると とはできない。
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められた国際博覧会を公報に公告する。そのような通告や公告は，この条の

規定に従い，保護を求められている園の関係機関を拘束するものではない

が，その決定に根拠を与える。

同盟国は，圏内法令により，この条の規定が意図している博覧会以外の博

覧会についても仮保護を自由に与えることができることはL、うまでもなL、。

的 この条は，従来どおり，同盟国に対し特定の博覧会に出品された産品

について列挙されている工業所有権の対象を仮に保護するための法令を制定

し，維持する義務を課しているだけである。その仮保護を与える方法は，同

盟国の国内法令の選択に委ねられている。

的 この条の規定により保護を与えなければならない工業所有権の対象

は，特許を受けることができる発明，実用新案，意匠および商標である。こ

の規定は，サービス・マーグや商号のような工業所有権の他の対象について

は言及していない。それ放，同盟国は，これらの対象物に仮保護を与える義

務は負わないのはもとより，その固が望む場合に仮保護を与えることも自由

である。

付 列挙されている工業所有権の対象についての国内法令による仮保護

は，種々の方法で規定することができる。画内法令は，出品されている対象

物に保護を与えるために，たとえば，この条約第4条で認められている優先

権に類した優先権を与えることができる。その権利は，当該対象物が惇覧会

主こ搬入された日から一定の期間にわたって与えられる。優先権によるその保

護は仮のものである。なぜなら，その権利は，所定の期間内に行使されない

ときは，その限度において消滅するものだからである。また，その仮保護は

他の方法によることもできる。すなわち，たとえば特許を受けることができ

る発明を出品した場合において，その博覧会は，一定の期間，その発明の新

規性を喪失させないことおよびその発明の出品者は，また，その発明につい

ての第三者の冒認から保護される旨の規定を設けるという方法により，仮保

護を与えることができる。なお，その他の保護として考えられる方法は，第

三者が権利を取得した場合に，その権利に対して博覧会の出品者に先使用権
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めあられた国際博覧 会を公報に公告 する。そのよう たな通告や公告は, この条の

規定に従い。 保護 を求められている国の関係 揚関を拘束する ものではな い

が, その決定に 根拠 を与える。

同盟国は, 国内 法令に より, この条の規定が意図 している博覧 会以外の博

忠 会 についても$ 仮 保護 を自由に 与え ること とがで きる こと はいり まで もな い。
。この条は, 従来どおり , 同盟 国に対し特定の博覧 会に出品された 産品

たについて列挙 され ている工業 所有 権 の対象 を 仮に保護するための法令を側定

し, 維持する義務 を 課し ているだけである。その仮 保護を 与える 方 法は, 同
胃 国 の国内 法令の選択に委ねられている。

介 この条の規定により 保護 を与をなければならない 工業 所 有有 権の対象

は, 特許 を受ける ことができる 発明, 実用新守, 意匠および商信 である。こ

の 規定 は , サービス ・ マー クや 商号 のよう な 工業所有 権 の他の 対象について

は言及していない。それ硫, 同盟国は , これらの対象 物に仮 保護を 与える義

務は 負わな い のはもと より, その国が萌む場合に仮名護 を与え るとと も自由

である。

人 列挙 され ている工業 所有 権の対象 に つい ての 国内法 令による仮保護

はほ。 竹々の 方 法で規定 すること ができる 。国内 法令 は, 出品 されている 対象

物に保護を与える ために , たとえばぱ, この条約 第4 条で 認められている 優先

権に 類した 優先権を与えることができる。その権利 は, 当該対象物が博覧会

と 撤 入された 日から一定の 期間とわたって 与えられる。優 先権 によるその係

護 は 仮 のきものである。なぜなら, その権利 は, 所 定の期間 内に 行使 されない

ときは, その限度において消滅 するも のだ からである。ずまた, その仮保護は

他の 方 法によること もできる。すなわち, たとえば特許 を受けることができ

る発明を出品 した 場合において, その博覧 会 は, 一定の期間 , その発明の新

規 性を表 失させな いこと およびその欧 明の出品者 は , また, その発明につい

ての第 三者の冒認から 保護 される連の 規定 を設け るというぅ 方法 により , 仮保

謗 を 与えることができる。なおお, その他の保護 として 考えられる 方 法は, 第
三 者が権利を取得 した利 合に, その権利に 対して博覧 会の出品 者に先使用権
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を認めることからなるものである。

(ゆ この条(2)は，この条によって与えられるべき仮保護と条約第4条によ

って与えられる優先権との関係を定めている。とくに，この条により意図さ

れている仮保護が他の優先権の形態で与えられている場合には〈上記注釈付

参照〉その権利と第4条による優先権とは，前者に後者が積み上げられた形

で保護されるのかどうかの問題を生ずる。積み上げ的保護は，たとえば，

利容関係人は，まず，博覧会の日から開始する優先期間内に，同盟の 1固に

おける優先権を伴って当骸対象物の保護のための出願をし，その後に，この

最初の出願を基礎として，第4条に基づき与えられる優先権の新たな期間内

に，博覧会による優先権を伴って，他の同盟国における保護のための出願を

することができることを意味する。

との項の前段の規定は，第4条に規定する優先権の期間を延長するもので

はないことを定めることにより，優先権の積み上げはできないことを示して

し、る。しかし，この項の後段の規定札この条による保護および優先権が主

張されている国の主管官庁にある程度自由の余地を残している。ある対象物

に係る博覧会が，その対象物の保護についての最初の出願よりも先に開催さ

れているときは，第4条に基づく優先期間は，延長されることなく，その博

覧会に産品を搬入した日から起算できる。

例 国際博覧会に出品された特定の対象物の仮保護に関する圏内法令を適

用するため，各同盟国は，その証拠書頬の方式のいかんを問わず，当骸産品

が展示された事実および鍛入の日付の双方を証明するために必要と認める証

拠書類を要求することができる。その証拠書類は，たとえば.上記の事実お

よび鍛入の日付の双方に関する証明書であって，当骸博覧会若しくは当該博

覧会が開催された国の権限のある接聞によって発行されたものからなる。

1. Actes de La Haye， p.526. 

2. lbidem， P.437. 
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をを認めること か らなるものである。

( り この条(3)は。 との条によって 与えられるべき仮 保護と条約 第4 条によ

って 与えちられる 震 先 権との 関係を定めている。とくに ,  この条により 意図さ

れている 仮 保護が他の人先 権の形態で与えられている 場合 には (上記往釈9

参照  その権利 と第 4 条による優先権とは, 前 者に後者が病ろ上げられた形

で保護 されるのかどうかの問題を生ずる。 積和上げ 的保護は, たとえばぱば,

利害 関係人は , まず, 博覧会 の日から開始する優先 期間内に, 同 留の1 国に

おける侵先権を伴って当該 対象 物の保護 のための出 願を し, その後に, ことの

最初の出を 基礎として, 第 4 条に基づき与えられる傍 先格の新たな 期間内

に, 博覧 会による麻 先権を 伴って, 他の同盟 国における保護 のための出 題を

するととができることを意味する。

この 項の前 段の規定は, 第4条に規定する優先和格の 期間を延長するもので

は な いことを 定め ること に より, 優先 権の積ふ上 げはできないこと を示して

いる。しかし ,  とこの項の後段 の規定は, この 条による保護および角先 権が主

張 されている略の主管官庁にある 程度自由の人奈地を 残している。ある対象物

に 係る博覧会が , その対象 物の保護に つい ての最初 の出願 エうも先に開催さ

れているときは, 第 4 条に基づく 優先 期間は, 延長 されるととなく, その博

窟 会に産品を搬入した日かちら起算できる。

0 国共博覧 会に出品された特定の対象 物の仮保護に 関する国内 法令を適

用 するため , 各同 盟国 は , その証拠 書類の方式 のいかんを問わず, 当該産品

が展示された 事実 および搬入の日 付の双方を証明 するために必要と 認める証

拠 書 類を要求 することができる。 その証拠 書類は , たとえば, 上記の事実お

よび搬入の 日 付の双方に関する証明書 であって , 当融博 寛会若しくは当該時

覧 会が開催された国の棒 限 のある機関によって 発行 されたも のからなる。

1。 Actes de La Haye, p.526.
2。 Tbjdem, p.437。
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第叩条〈イ}

(1) 各同盟国は，工業所有権に関する特別の部局並びに【ロ}特許発明，

実用新案， 意匠および商標を公案に知らせるための 〈川中央資料館を置置す

ることを約束する。

(2) (1)の部局は， fz}定期的な公報を発行し， (ホ}次に掲げるものを定

期的に公示する。

(a) 特許権者の民名およびその特許発明の簡潔な表示

(b) 霊録された商標の複製

付) この条(1)の基本的事項は，すでに1883年の条約の正文に含まれてい

る。その条約の必須の一部を構成する最終議定書は，その第5において工業

所有権に関する特別の部局の業務には，できる限り，各同盟国において定期的

な公報の発行を含む旨の規定を付加した。 1911年のワシントン改正会議は，

公衆に知らせる対象に実用新案を加え，またその規定を議定書から条約自体

に移行した。 1925年のへーグ改正会議は，定期的な公報の発行を義務とし，

また， 1934年のロンドン改正会議は，定期的に公示すべき対象を明定した。

(ロ) この条がねらっている管理機関は，特許発明，実用新案，意匠および

商標を公衆に知らせるために設置きれなければならない。工業所有権の他の

1. Actes de Paris， 1. pp. 27/8 (pro伊 sal)，108， 145 (adoption). 

2. Ibidem， pp.151/2. 

3. Actes de Wぉh泊.gton，pp.55 (proposal)， 97， 224(observations)， 310(report 

to Plenary Committee)， 255 (adoption in Third Plenary Session). 

4. Actes de La Haye， p. 263 (pro伊鎚1)，353 (observation)， 415/6 (report of 

First Sub.Committee)， 526 (report of General Committee)， 547/8 (re伊 rtof 

Drafting Committee)， 581 (adoption in Seωnd Plenary Session). 

5. Actes de Londres， pp.198/9 (pro伊 sal)，344/5 (re伊 rtof First Sub.Com. 

mittee)， 470/1 (report of Drafting Committee)， 519 (adoption in Second 
Plenary Session). 
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征12 条 7

( 1 )  各同 盟国は, 工業所有 権に関する特別の部 局並びに( 5  特許発明,

実用 新案, 間匠および商穫を公衆に知らせるための 〈パ中央資料 館を設芽す

ることを約束する。
( 2 )  て 1) の部 局は, っ) 定期的な会報を発行し , 次 に 掲げるものを定

期 的に公示する。

( )  特許 権者の氏名およびその特許 発明の簡深な表示

(np) 登録 された商短の複負

げ) との条( うの基本的 事項 は , すでに1883 年の条約の正文に 含まれてい

る。その条約の必須の一部を構成 する最終 識定書 は, その第 5 に おいて工業

所有権と 関する特別の部 局の業務には , できる 限り , 各同盟 国において定期的

な公報の発行を 含む紀の 規定を付加した。 1911年のワシ ントン才正 会 談は,

公衆に 知らせる対象に 実用新案を加えを, またその規定を議定書 か ら条約自体

に 移行 した。 1925 年 の ペーダ改正 会 議は, 定期的な会報の発行を義務と し

また, 1934 年 の ロンドン故正 会 議は, 定期 的に公示すべき対 象を明 定した。

この条がねらっている管理 機関は, 特許 発明, 実用 新案, 意匠および

商標 を公衆 に 知らせるために設 軒されなければならない。工業所有権の他の

1.。 Actes de Paris, T. pp. 2778 (proposal》}, 108, 145 (adoption).

2. JIbidem. pp.15172.

3. Actes de Washington, pp,55 (proposa)。97。 224(observations), 3S10(report

to Plenary Committee)。 255 (adoption in h i rd Pienary Session).

4. Actes de La Haye, p.263 (proposal), 453 {observation)。 415/75 (report of
First Sub-Committee)。 526 (report of General Committee)), 547/78 (report of

Drafting Committee), 581 (adoption jn Second Penary Session).
5. Actes de Londres, pp. 198/9 (proposal)。 44475 (report of First Sub.Com・

mittee)」 470/1 (report of Draftin& Committse), 519 (adopuon in Second
Plenary Session).
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対象については言及していないので，それらの対象を公衆に知らせるかどう

か，その方法をどうするかは，同盟国が自由に決定できる。

付工業所有権の保護，とくにその国際的保護は当該権利を登録し，かっ

それらの権利を公衆に知らせる居内の管理機関なしに，行なうことができな

いことは明らかである。そこで，この条約は各同盟国に中央資料館を設置す

ることを義務づけている。この条約第13条(3)(ゆで示しているように，同盟国

は，工業所有権に関する特別の圏内部局の性絡を有する共通官庁を設置する

特別の取極めを締結することもできる。 その共通官庁の一例は，アフリカ ・

マダコザスカル工業所有権庁である。これは， 1962年9月13日付の関係国聞の

協定によりユアンダ〈カメルーン〉に設置されている。

村 1舵5年のへーグ改正会議で義務づけられている各国内管理機関による

定期的公報の発行は，工業所有権の付与を公衆に知らせるための最も実際的

な方法て・ある。

的各国内管理機聞は，とくに工業所有縫の最も重要な対象すなわち特許

発明および商標に関する基本的資料を定期的に公示しなければならない。こ

れらの資料は，特許権者の氏名およびその特許発明の簡潔な表示並びに登録

された商標の複製である。また主張されている優先権に関する資料も公示

しなければならない〈第4条D(2)および(5)を参照)。

管理機関は，特許若しくは登録の資料，出願の資料，実用新案，意匠，サ

ービス・マークおよびこの条約第6条の3の規定による出願(第6条の 3(3) 

(a)参照〉等に関する同様の資料の非常に多くのものを公示することができ，

通常はそうしている。
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対象 につい ては 言及 し ていな いので, それらの対象を公衆に 知らせるか どう

か, その 方 法を どうするかは, 同盟 国が自由に決定 できる。

の 工業所有権の採藤, と くにその国際的保護は当表権利 を 登録し, かつ

それらの権利を公衆 に 知らせる国内の管理 機関 なし に。行なう らことができな

いこ とは明らかである。そとで, この条約は各同串還に中央 資料館を 設置す
ることを義務づけている。との条約 第13 条(3Xb)で 示し ているように , 同盟国

は, 工業所有 権に 関する特別の国内 部 局の性 格を有する共通 官庁を設胃する

特別の取 極めを締結 すること もできる。その共通官庁の一例は, アフ リカ ・

マダガスカル工業所有机 庁である。これは, 1962年9 月13昌 付 の関係 国間の

協定 によりユアンダ (カメルーン) に設置 されている。
6) 1925 年 の ペーク改正 会議で 義務づけられている各国内 管理機関による

定期的公報の発行は, 工業所有 権の付与を公衆に知らせるための 最も実際的

な 方 法 である。
骨 各国内管理機関は, とくに工業所有 権 の最も重要な対象 すなわち特許

発明および商標 に関する基本的 資料を定期的に公示 しなければならない。とこ

れらの資料は, 特許 梅者の氏名およびその特許 発明の簡潔な表示 並びに登録

された商標 の複製である。また, 主張 され ている震 先 権と関する間 料も公示

し なければぱばならない  (第 4 条 D(2 および(5)を参照) 。
管理 機関は, 特許 若しくは登録の資料,出願の次料実用新軍, 意匠, サ

ービス ・ マー ク よびこの条約 第6 条の3 の規定 による出 顧 (第 6 条の3(3

(0) 参照) 等に 関する同様 の資料の非常に 多くのものを公示することができ,
通常 はそら し ている。
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第13条〈イ)

(1) (3) 同盟は，第13条から第17条{ロ)までの規定に拘束される同盟国で徳成

される総会{ハ〉を設置する。

(b) 各国政府は，一人の代表によって代表され，その代表は，代表代理，

顧問及び専門家の補佐を受けることができる。

(c) 各代表団の費用は，その代表守を佳命した政府が負担する。

(2) (3) 総会は，次のことを行なうものとする。

( i ) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての事項を

処理すること(=)。

(ii) 世界知的所有権健闘〈以下「機関Jという。〉 を設立する条約に規

定する知的所有権国際事務局〈以下「国際事務局体)Jという。〉に対し，第

13条から第17，条(へ〉までの規定に拘束されない同盟国の意見をも考慮して，

改正会議の準備に関する指示を与えること{ト}。

Oii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し， 及び承認

し，並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項に関し必要なすべての指示を

与えること伊〉。

(iv) 総会の執行委員会の棒成国を選出すること。

(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し，及び承認し並びに同委員会に

対し指示を与えること。

(vi) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択すること並びにその決

算を承認すること円、

(vii) 同盟の財政規則を採択することは〉。

( viii)同盟の目的を達成するのに適当とみられる専門委員会及び作業部会

を設置すること。

Cix) 同盟の加盟国でないいずれの国並びに政府問機関及び非政府国際機

関が総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるかを決定す

ること。

(x) 第13条から第17条までの規定の改正を採択すること(則。
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第 13 条<
(1) (a) 同盟は, 第13 条から 第17 条 {までの規定に 拘束 される同盟 国で構成

される益 会<を 績 屋する。

(⑪) 各国 政府は , 一人の代表によって代表され, その代表は, 代表代理,

康 開及び専門家の補居を 受けることができる。
(c) 各代表 団の旨用 は, その代表 を任命した政府が負担する。

(2) (a) 総会は, 次のことを 行なうもあのとする。

( i )  同盟の維持及び発展並びにこの条約の 実施に関するすべての事項を

処理すること(=)。

( i i )  世界知的所有権機 関 (以下「 機関」】という  を設立する条約に規

定 する知的所有権国際事務局(以下 「 国際事務 局(<) という。に 対し, 第

13 条から第17 条へ) までの規定 に拘束されない同盟 国の意見をゅ考慮して ,

改正 会議の準備に関する指示 を与えること (!【)。

( i i )  機関 の事務 局長の同盟に関する報告及び活動を検討し, 及び承認

し, 並びに事務 局長に 対し同盟の権限内の事項に 関し必要なすべての指示を

写 えることぴぽ)。

( iv) 総会の執行委員 会の構成国を選出すること。

( y )  執行委員 会の報告及び活動 を検討し , 及び承認 し並びに同委員 会に

対し 指示を与えること。

(vi)  同盟の事業計画 を決定し及び三 年予算を採択すること 並びにその決

算 を承認することの)。

( v i )  同盟の財政 規則を 採択 することば)。

(yi i i )  同盟の目的 を達成 する のに 適当とみられる 専門委員 会及び作業部会

を設置 すること。
(ix) 同盟 の加盟園でないいずれの国 並びに政府間機 関及び非政府国際機

関 が 総会の会合にオブザーバーと して出 門することを 認められるかを決定す

ること 。

( x )  第13 条から第17 条までの規定の改正 を採択することの)。
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(xi) 同盟の目的を達成するのに適切なその他の猪置をとること。

(xii) この条約に基づく他の適切な任滋を行なうこと円、
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(xiii)総会の承認を留保して，纏開設立条約において与えられる権利を行

使すること円〉。

(紛総会は，機関が管理する伎の諸同盟にも利害のある事項に関しては，

機関の調整委員会の助言を得たうえで決定するゆ)。

(3) (a) (b)に規定する場合を除き，一人の代表は，一国のみを代表すること

ができる。

(ゆ 第12条に規定する工業所有権に関する特別の圏内の部局の性絡を有す

る共通官斤を維持するために特別の取極にあたる協定のもとに結集した同盟

国は，討識に関し，その結集国の一国を共同の代表とすることができる旬、

(4) (a) 総会を構成する各国は，一個の設察権を有する。

(b) 総会の構成国の2分の 1をもって定足数とする。

(c) 総会は，(b)の規定にかかわらず，代表を出した国の数が総会の嫌成国

の2分の 1に満たないが3分の 1以よである場合には，いずれの会期におい

ても，総会自体の手続に関する決定を除き.決定することができ，この決定

は次に規定する条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。園瞭事務局は，

代表を出さなかった総会の梅成田に対し，前記の決定を通知し，かつ，その

通知の日から 3カ月以内に投票するか文は棄権するかを・面により表明する

よう要請するものとする。この期聞が経過した時において，投票するか又は

棄権するかを表明した国の数がその会期の定足数の不足分を満たす場合に

は，その決定は，同時に必要な多数決が得られた場合に限り，効力を生ず

るけ)。

(d) 第17条 (2)に規定する場合を除き，総会の決定は，投票の3分の2の

多数決を必要とする。

(e) 棄悔は，投漢とみなさない。

(5) (a) 次の(ωに規定する場合を除き，一人の代表は一国の名においてのみ

投察することができる。
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Cxi) 間 の目的を轄 成する のに 適切なその凶の措雪 をとることぃ。

Cii け この条約 に其づく 他の適切な任務を行なうこと {?ヲ )。

Cxiii) 総会の承中を錯 保して, 機関設立条約において与えられる失利を行

使 することの")。

() 総会は, 機関が和香理する凶の諸 同盟にも利害のある事項に 周しては,

機関 の山整委員会の助言を得たうえで決定する( ヵ )。

(3) (a) ⑪に灯 定する場合を除き, 一人の代表は, 一 田のみを代表すること

ができる。
(b) 第12 条に規定する工業所有 権に関する特別 の 国内の部 局の性 格を有す

る共通 庁 を維持するために特別の取 極にあたる協定 のもとに結集した同盟

国は, 討論に 関し , その結集国 の 一国を共同の代表 と することができる〈ヨ )。

(4) (a) 総会を構成する各国は, 一 償の投票 棒を有する。

(b) 総会 の構成国の 2 分 の 1 をもって定足数とする。

(c) 総会は, (の規定にかかわらず, 代表を 出した 国の 数が 総会の構成国

の 2 分の1 に 満たないが 3 分の 1 以上である 場合には , いずれの会 期におい

ても , 総会自体の手続に関する決定 を 除き, 決定 することができ, この決定

は 次に 定 する条件が 満たされた 場合にこのみ効力を生ずる。 国際事務局は ,

代表を 出さなかった訟 会の構成国に 対し, 前記の決定を通知し, か つ, その

通知 の日から3 旋月 以内に投票 するか 又は秦 権するかを書面 により表明する

よう机 請する ものとする。この 期間が 経過した時において , 投票 するか又は

捧 するかを表明した国 の 数がその会 期の定足数の 不足 分を満たす 場合に

は, その決定は, 同時に必要な 多数 決が 得られた場合に暇り, 効力 を 生ず

る(2。

Gd 第17 条 (2) に 規定する場合を除き, 絵 会の決定は, 投票 の3 分の2の

多数決を必要とする。

(cs) 秦格は, 投票とみなさない。

(5) (ea) 次の(に 更 定する場合を 除き, 一人の代表は一 国の名においてのみ

投票 することができる。
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(b) (3Xb) Iこ規定する同盟の諸国は，総会の会期には，原則として，自国の

代表を派遣するように努めなければならなL、。ただし，そのいずれかの国が

例外的理由のために，自国の代表を派遣することができないときは，その国

の名において投票する権限を当言葉他の園.の代表に与えることができる。た

だし，各代表は，一国のみの代理投襲をすることができるものとする。この

代理投票の権限は，国の元首又は権限を有する大臣が署名している書面によ

って与えられなければならないル)。

(6)総会の構成田でない同盟国は，総会の会合にオブザーバーとして出席す

ることができる。

(7) (a) 総会は，事務局長!の招集により， 3 ~手に 1 回通常会期として会合

し，例外的事情がないときは，機関の一般総会と同一期間中に同ーの場所で

聞かれる{ソ〉。

(b) 総会は，執行委員会の要請又は総会の権威国の4分の 1以上の要請が

あったときは，事務局長の招集により，臨時会期として会合する。

(8)総会は，その手続規則を採択する。

仔) 第E章1においてすでに考察したように，第13条および同条以下の数

カ条の規定は，この条約の規定の中で同盟国の権利および義務並びにこの条

約によって形成される同盟の内部機関を規定する国際公法の規定並びに管理

的性格の規定を含むものである。これらの条の一部そしてそのうちのあるも

のは完全な形で，この条約の先行する正文の中にすでに存在していたもので

あるが，後者の部分は， 1部 7年のスト ックホルム改正会議ですべて整理し

直され，それと同時に多くの重要な規定が追加されたものである。

この条約のこの部分の規定は，非常に広い意味においては管理的性絡の規

1. See， for a comparison between the Lisbon text of the Convention and the 

proposaJs for the StockhoJm Conference， pro伊 saJswhich were to a Jarge 

extent accepted: doument s/3 Prepared for the StokhoJm Conference， pp. 
14/6. 
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(b) ⑧(b)に規定する同盟の諸国 は, 総会の会期には, 原則として , 自国の

代表を泊 遺するように 努めなければな らな い。ただし, そのいずれかの国が

例外的理由のために, 自国の代表を 派遣することができないときは, その国

の名において投票する権限を当該他の国'の代表に 与えることができる。た

だし, 各代表は, 一 国 のみの代理 投票をすることができるものとする。この

代理 投票の権限は, 国の元首 又は権限を有する大 臣が 姓名している書面によ

って 与えられ なければぱばならない (し)。

(6) 総会 の構成国でない同 盟国 は, 朝会の会合にオブザーバーと して出席す

ることができる。
(わり (3 総会は, 事務詞長"の招集により, 3 年に 1 回通常会 期として会合

し, 例外的 事情がないときは , 機関 の 一般交 会と同一 期間中に 同一の場所で

開かれる { ?
(b) 総会は, 執行委員会の要 器又は総会の構成国の 4 分の 1 及上の要 諸が

あったときは, 事務局長の招集 により , 臨時 会期として 会合する。

(8〉 冷 会は , その手続 規則を 採択する。

(すり 第可 章 1ととお いてすでに考察 し た ように, 第18条および同条和以下の数

ヵ条の規定は, との条約の規定 の中で同帳国の 権利および義務 並びとこの条

約 によって形成 される同器の内部 機関を規定する回際公法の規定並びに管理

的 性格の規定を含むも のである。 これらの条の 一 部そしてそのうちのある も

のは 完全な形で, との条約の先行する正文の中にすでに座 在していたもので

あるが, 後者の部分は, 1967年の ストックホルム 改正 会議 ですべて 整理し

直され それと同時に多くの重要な規定が追加きれた ものである。

と の上打 約 のとの部 分の規定は, 非常に広い意味に おいては管理的件格の規

1。 See, for a comparison between the Lisbon text of the Convention and the
proposajs for the Stockholm Confcerence, proposals which were to ga large
extent  accepted: doument s/3 Prepared for the Stokholm Conference, pp.-
1476.
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定とみなすことができるものであるが，また他の観点からみても，先行する

部分の規定とは違っている。まず第lに，後者は，極めて詳細に規定してい

るので，先行する部分に比しほとんど注釈を必要としなL、。つまり，その規

定の多くは，説明を要しない。第2にこの条約の管理的部分は， 1967年に

スットグホルムでパリ条約の改正と同時に締結された他の条約，すなわち，

世界知的所有権機関 CWorldIntellectual Property Organization，以下 fW

1 POJという。〉 を設立する1967年7月14日の条約をあわせて考慮するこ

となしには，完全には理解できない。

この新条約およびパリ条約は，互に大部分は独立である。そして各国は，

ー一一一つの重要な例外がある。 W IPO条約第14条(2)多照ー一一これらの条約

の一方に加入しまたは脱退することなしに，他方に加入しまたは脱退するこ

とができる。それにもかかわらず，両条約は L、くつかの点において相互に

引用し，補足し合うことが予定されている。さらに必要なことは，パリ条約

の管理規定について注釈を加える前に世界知的所有権機関の目的および様成

について簡潔に説明することである。

世界知的所有権機関の目的は次のとおりである CWIPO条約第3条およ

び第2条を多照)。

( i ) 踏国聞の協力により，および必要な場合には他の国際機関との協力

により，世界的に知的所有権〈パリ条約第l条で定義している工業所有権並

ひ・に著作権を含む。〉の保護を促進すること

(ii) 同盟関心{J)条約により形成される同盟，その同盟に関して形成さ

れる特別同盟および協定〈パP条約第四条を参照)，1886年9月6日の文学的

および美術的著作物の保護に関する条約により形成されるベルヌ同盟並びに

WI  POによって管理される知的所有権の保護の促進を目的とするその他の

1. See the text of this Convention in 1. P.， 1967， p. 155. 

2. Krieger and Rogge. "Dieneue Verwaltungsstruktar der Pariser und Berner 

Union und die neue Weltorganisation fur geistiges Eigentum，" G. R. U. R. 

Int.， 1967， pp. 462 et seq. 
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定 とふみふなすこと ができる ものであるが, また他の観点からみても, 先行する

部 分の規定 とは 違っ ている。まず第 1に, 後者は, 極めて詳細に 規定し てい

るので, 先行する痢 分に比しなとんど庄 釈を必要としない。つ まり, その規

定 の多くは, 説明を要しない。第 2に, この条約の管理 的部分 は, 1967年に

スッ トク ホルムでペラリ条約の改正と同時に締結 された 他の条約 ,すなわち,

世界 知 的所有権機関 (World Intellectual Propezty Organization, 以下「W

IPO」 という  を設立する1967年7 月14 日の条約 をあわせて考慮 するこ

と なしには, 完全には理解 できない。

とこの新人条約およびバリ条約は, 互に大 部分は独立である。そして各国は,

ー 一一つの重要な例外 がある。 WI  PO 条約 第14 条(2) 参照 一一これらの条約

の一 方にと加入 しまたは脱退 することなしをに, 他方 と加入 し または脱退するこ

と ができる。それに も かかわらず , 両 条約は, いくつかの 点において相互

引用し, 補足し 合らことが務 定きれ ている。さらに必要なことは, パリ条約

の管理 規定に ついて注釈 を加をる 前に世界 知的所有析 機関 の目的 および構成

について簡潔に 説明するととである。

世界 知的所有枯機 関ら目的は次 のとおりである (WI  PO 条約 第3 条およ

び第 2 条を参照)。

( i ) 諸国間の協力に より, および必要な 場合には他の回共機 関との協力

より ,  世界的に知的所有 権 (さり 条約第 1 条で定義している工業所有権並

びに著作権を含む。) の保護を促進すること

( i i )  賠明間 (てベリ条約により形成 さきれる同盟, その同盟に 関して形成き

れる特別 同盟および協定 てペリ条約 第19条を参照),1886 年9 月 6 日の支学的

および美術 的著作物の保護 に関する条約により 形成 されるベルヌ同盟 並びに

WIPO によって管理 される知的所有析の搬 の促進を目的とするその他の

1、 See the text of this Conyention in 1.P.) 1967, p. 155.

2. Krieger and Rogge. "Dieneue Verwaltungsstruktar der Pariaer und Berner
Union und die neue Weltorganisation fGr geistiges Eigentum' G.R. バ .R.
Jnt.。 1967, pp, 462 et sea.
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国際協定〉の管理運営上の協力を確保すること。

WI POの加盟国の地位は，これらの同盟のいずれかの加盟国である固に

開放される。また， WI POの加盟国の地位は，いずれの同盟の加盟国でも

ない聞に対しても，次の条件のもとに，同様に開放される。

( i ) 国際連合，国際連合と連携関係を有する専門機関若しくは国際原子

力機関の加盟国または国際可法裁判所規程の当事国であること。

(ii) WI POの一般総会によりその機関を設立する条約の当事国となる

よう招請された固であること。

WI POは，いくつかの内部機関を有する。まず第1は，一般総会であ

る。これは，いずれかの同盟たとえばパリ同盟の同盟国でもあるWIPO条

約の当事国により構成される。さらにいずれの同盟の同盟国であるかどうか

にかかわらずWIPO条約の当事国のすべてからなる会議がある。

一般総会は， WI:POの最高機関である。会議はより限定された任務をも

ち，主として同盟の権限および自主性を尊重して知的所有権の分野における

一般的利害に関する事項について，勧告を採択できることを考慮して討議す

るととおよび構成固または機関に対し知的所有権の分野において法律的およ

び技術的援助の計画を策定することに限られる。

WI POは，またパリ同盟の執行委員会(パリ条約第14条参照〉若しくは

ベルヌ同盟の執行委員会の構成国または双方の構成固であるWIPO条約の

当事国から構成される調整委員会を有する。調整委員会の任務の一つは， 2 

以上の同盟または1若しくは2以上の同盟と機関とに共通の利害のあるすべ

ての管理上，財政上およびその他の事項について， とくに同盟の共通経費の

予算〈第四条の注釈(ロ)を参照)について同盟の内部機関，一般総会，会議等

に助言を与えることである。

WI POは，その目的を達成するため，種々の職務たとえば，世界的に知

的所有権の有効な保護を助長し，およびこの分野における国内法令を調和す

るための措ιを推進すること並びにパ P同盟とその他の同盟との管理業務の

遂行を十分に果さなければならない。このために機関は事務局を有する。こ
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国共協定 ) の管理 運営上の協力 を確保すること。

WIPO の放盟 国の地位 は , これらちらの同軸のいずれかの加明 国である国に

開放さきれる。また, WI  PO の加固 国の地位 は , いずれ の同盟の加田 国でも

ない国に 対しても, 次の条件のもととに, 同様に開放される。
( 1 う) 国際連合, 国際連合と連携関係を有する専門 機関大し くは国府原子

力 機関の加盟国または国際司法 裁判所規程の当事国であること。

( i i う WIPO の一 般 総会によりその機関を設立する条約の当事 国となる

よう招請された 国であること 。

WIPO は, いくつかの内前 機関を有する。 まず第 1は, 一 般総会であ

る。これは, いずれ かの同 虹たとえばペリ同盟の同避 国 でもある WTIPO和打

約の当 事国により構成 される。さらにいずれの同盟の同盟国であるか どうか

にかかわらずWI  PO 条約の当 事国 のすべ てか らちらなる会 議がある。

一 般 絶会 は , WI  PO の最高 擬関 である。会 識はより限定された在務をも

ち, 主として 同盟の権限および自主 性を尊重して知 的所有 権 の分野 における

一 般的利害に 関する事項に ついて , 勧告 を採択 できることを考直して討議す

ることおよび構成 国または 機関と対し知 的所有 権の分野をおいて法律 的およ

び技術的 援助の計画 を策定することに 限られる。

WIPO は, またペリ同盟の執行委員 会 て (ベリ条約第14 条参照 )若しくは

ペルミヌ同盟の執行委員 会の構成国ま たは双方の構成 回であるW TI P O条約の

当 事 国から 構成される調整委員会を有する。 調整委員 会の任務 の 一つは, 2

以上の同盟または1 若しくは 2 以上の同盟と反 関とに共通 の利害のあるすべ

ての管理 上, 財政 上おょよびその他の事項に つい て, と くに同盟 の共通経費の

馬算 (第 16条の注釈のを 参照 ) と ついて了同盟の内部 機関 , 一 般絶 会 , 会 議等

区 助言を与えるととである。

WIPO は, その目的を 達成するため, 種々の 職務たとえば, 世界的に知

的 所有 権の有効な保護 を助長し , およびこの分 野における国内法令を調和す

るための措條を 推進 すること 並び にバリ同 田とその他の同盟との管理業務の

遂行 を十分にと 条さきなければならない。 このために機関は事務 局を有する。 こ
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れは，知的所有権国際事務局と称されている。これは， BIRPIの名称で

知られ，パリ同盟およびベJレヌ同盟の合同事務局の継続である。国際事務局

は事務局長によって管理されている。

WI POは， 二つの別個の予算を有する。それは，同盟聞の共通経費の予

算と会議の予算である。同盟聞の共通経費の予 は，諸同盟の利容に関する

経費をまかなうための準備金を含んでいる。この予算は，とくに各同盟の総

会がその共通経費について有する利害を考慮して決定する分担金を財源とし

て制連される。会臨の予算は，会議の経費並びに法律的および技術的援助計

画の費用をまかなうための準備金を含んでいる。この予算は， とくにいずれ

の同盟にも加盟していないWIPOの当事国の分担金および各同盟の総会に

よる自主的な決定に従い，その同盟の提供する資金を財源として調達され

る。

WI PO条約の経過規定に基づき，機関の初代の事務局長が就任するまで

は，その条約において国際事務局または事務局長とあるのは，それぞれ， B 

IRPIまたはその事務局長とみなされる。

パリ条約およびWIPO条約は，種々の点において相互に関係づけられて

いるものであるととは，すでに考察したことから明らかであろう。さらに，

この関係については，パリ条約の管理規定についての注釈において言及す

る。

('a) ストッグホJレム改正会議は，全く異なったこつの対象，すなわち一方

では発明者証に関する優先権の規定く第4条I(1)および(2))をバ り条約に導

入し，他方では条約の管理規定の完全な改正を行なったので，同盟国に対し

改正の一つの群に属するもののみ，または他の群に属するものよりも早〈一

つの群のみを受諾できる途を聞いた。これらの各群についての各同盟国にお

ける受諾は，異なった考慮に依存することがあり，また異なった法的手続を

要請されるかも知れないので，このようになったものである。この事実から，

ストックホルム条約第20条(1)は，すでに同盟に加盟してる国は，ストックホ

ルム条約を批准しまたはそれに加入するときに，関係の外交文書においてそ
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れは , 知的所有栓国際事務 局と 称され ている。 これは, BIRPI の名称で

知られ, ベリ同盟およびベルヌ同 盟の合同事務局の 継続である。 図際事務局

は事務局長 によって 管理 され ている。

WI POは, 二つの別個 の予算を有する。それは , 同盟間の共通経費の子

算と 会 議の予算である。 同盟間の共通 桁絡の 子 *は, 諸同盟の 利害に 関する

経費 をまかなうらための人準備金を含んでいる。この 予算 は , とくに 各同 盟の総

会 がその共通 経旨に ついて有する利害を考上凍して決定する分 担金を財源とし

て調達 される。 会 議の予算は, 会 議の経費到びに法律 的おおよび技術的援基計

画 の費用 をまかなう ための 準 備金を 含んでいる。 この子 算 は , と くにいずれ

の同盟にも 加盟していない W IT PO の当事 国の分揚 金および各同盟の絵 会に

よる自主 的な決定に 従い , その同民の提供する殴 金を財 規として調達 され

るs

WiPO 条 約の経過規定に基づき, 撲 関の初代の事務局長が 就任するまで

は, その条約において国際事務 局または事務 局長と あるのは, それぞれ, B

IRPTIT またはその事務局長と みなされる。
ペリ条約およびWI  PO 条約 は, 種々の点において相互 に関係づけられて

いる ものであることは, すでに考宗した ととから明 らか であろりらうら。 さらにたに,

この関係 については, パリ条約の管理規定に つい ての 注 釈 に おいて言及す

る。
スト ッ クホルム改正会議は, 全く 異なった二つの 対象 ,すなわち一方

では発明者 証に 関する優先 権の規定 (第 4 条 T(りおよび (2) をバリ条約に攻

入し, 他方 では条約の管理 規定の完全な改正を行なったので, 同盟国に対し

改 正の 一つの 群に 属するもののみ, または他の 群に属するもの よりる$早く一

つの和群の交を受諾できる途を 閉いた。とこれらの各 群に ついての各上同盟国にお

ける受諾 は, 異なった考慮 に依存するととがあり , また 異な った 対的手続を

要請 されるかも 知れない ので, このようになった ものである。 この事実から,

スト ッ クホルム条約 第 20条() りは, すでに同盟了加 盟してる 国 は, ストッ ク ホ

ルム条約を 批准しまたはそれに加入するときた, 関係の外交 文書においてそ
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の批准または加入は次に掲げる各項には適用きれないことを宣言することが

できる旨を定めている。

( i ) 第 l条から第12条まで〈新たに規定された第4条 1(1)および(2)を

含む。〉

(ii) 第13条から第17条まで(改正された管理制度を内包している。〉

ストッグホJレム条約の受諾にあたって第13条から第17条までの規定を除外

せず， したがって改正された管理規定に拘束される同盟国のみが，新しく設

置される総会の構成田となる。改正された管理規定に拘束されない同盟国

は，総会の会合にオブザーバーとして出席することができる (第13条(6))，

これに反し，同盟国でない国は，オブザーパーとなることが許されるだけで

ある。(第13条(2)(a)(ix)。しかし，この規定は，経過規定〈第30条(2))によ

って弱められている。すなわち，その規定は，同盟国であって，ス トジクホ

ルム条約第13条から第17条までの規定に拘束されていないものに対し，その

国が望む場合にはWIPO条約の発効後5年を経過するまでの間，第13条か

ら第17条までの規定に拘束されていると同様にそれらの規定に基づく権利を

行使することを認めている。これは，とくに，この条件のもとでかっその期

間内は，それらの園は総会の構成固とみなされることを意味している。

第21条によれば，ストッグホJレム条約に加入するまで同盟国でなかった国

は，その加入に当ってその条約のいかなる部分も排除することができない。

それ故に，これらの国は，加入を行うと，常に改正された管理規定に拘束さ

れるとともに，自動的に総会の構成固となる。

付 1958年の担スボγ改正会議までは，パリ条約は，改正会議(1911年の

ワシントン条約第14条(1)， (2)， (3)およびω， すでに部分的には先行の条約

にも存在しておりかつ1925年のへーグ， 1934年のロンドンおよび1968年のり

スポンの各改正会議でも改正きれなかった。〉 の形におけるものを除き，同

盟国が参加している内部機闘を何んら有していなかった。この改正会議は，

比較的まれでありまた不定期の間隔において開催されていた。リスボ γの改

正会議は，第14条(5)において，改正会議と改正会議との間においては，すベ
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の 批准 または加入は次に 掲げる各 項には 適用されな いことを宣言 することが

できる 汽を 定めている。

( i i )  第1 条から第12 条まで (新たに規定された第4 条 I ( 1 ) )および(2を
含おうつ

( i i )  第13 条から 第17 条までて改正された管理 制度を内 名し ている

スト ックホルム条約の受諾と あたって第13 条から 第17 条までの規定を除外

せず, した がって改正 された管理 規定に拘束 される同盟 国 のみみが, 新しく設

置 される総会の 構成国となる。 改 正された 管理 規定に拘束きれない同 虹国

は, 総会 の会合と オブザーベーと して出 病することができる (第 13条(6,

これに反し, 同盟国でない国は, オプザーバーとなることが 許されるだけで

ある。 (第 13 条(27(a)Cixう。しかし, この規定 は, 経過規定 (て第30条(2) によ

って 弱められている。すなわち, その規定は, 同盟 国であって, ストッ クホ

ルム条約 第13 条か ら 第17 条までの規定に 拘束されていないものに 対し, その

国 が 望む場合とはW I PO 条約 の発効 後 5 年を経過するまでの間, 第13条か

ら 第17 和旬までの規 定に 拘束 きれ ていると同 接にそれらの規定に 基づく権利を

行使 することとを認めている。これは, と くに, この条件 の もとで か つその期

間 内は, それらの国は総会 の構成回と みなされるとことを 意味 し ている。

第 21 条 によれば, ストッ クホルム条約 に加入するまで同盟 国でなか った国

は, その加入に 当ってその条約 のいかなる部 分も排除する ことができない。s

それ 故にと, これらの国は, 加入を 行うと , 常に改正 された管理 規定に拘束さ

れるとともに, 百 動 的に 総会の構成国となるco

0 1958 年 の リスボン改正 会議までは, バリ条約 は, 求正 会議(1911年の

ワシ ント ンソン条約 第14条(りり, ( 2」  3)および (4す, すでに部 分的 には先行 の条約

にも 存在 しておりかごつご 1925 年 の ペーダグ, 1934 年 の ロンドンおよび 1968年のり

スポボンの各改正 会議でも改正 されなかったうり の 形におけるものを 除き, 同

盟 国が参加 し ている内部 機関を何 んら有して いな かった。この改正会議は,

比較的まれでありまた不定 期 の間隔において音 催され ていた。 リスボンの改

正 会議 は, 第14条(5 において , 改正 会議と改正 会議と の間においては, すべ
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ての同盟国が多加する代表者会議は，3年ごとまたはそれよりも短い期間内

に会合すべき旨を規定した。しかしこの代表者会議は限られた権限しか与

えられていない。すなわち，代表者会議は， (i)それぞれ次の三年の期間に

ついて予想される国際事務局の経費に関して報告書を作成すること， (ii)同

盟の維持および発展に関する問題を審議することおよび(iii)全権大使の会議

として会合することの条件のもとでかつ全会一致の決定により， 国際事務局

の経費の最高年額を改正することができるだけある。最後の点を除き，代表

者会識には何んら決定権は与えられていない。何故ならば，国際事務局の組

織，事務の遂行および経理の監督は，スイス連邦政府に認さねられているから

である〈リスボン条約第13条(1)および帥，これらの規定は，すでに先行のす

べての条約に実質的には含まれていた。〉。

1967年のストックホルム改正会議は， 同盟の最高機関としての総会を設

け，それにすべての政策決定権および監督権を与えることによってその制度

を完全に改正した。

悼 との規定は，同盟に関する政策決定権を総会に与えている。条約にお

いて「実施Jとしみのは，同盟国の立法府，行政府または裁判所による条約

の適用を表現しようとしているものではない。なぜなら，総会は事務局その

他の同盟の内部機関による実施に関するものを除き，主権国家に関してこの

対象についていかなる管務権ももつことができないからである。

制 1883年のパリ条約の最初の正文は，すでに工業所有般の保護に関する

同盟の国際事務局の名称のもとに国際事務局を設置していた。それは，同盟

に関する管理的業務を託されていた〈パリ条約第13条および最終議定書第6

条〉。 この事務局は，後に文学的および美術的著作物の保護に関する同盟の

対応する事務局と統合された。この統合された事務局はBIRPIというー

1. cf.loas Report of Main Committee IV of the 5tockholm Conference I.P. 

1967. p. 220， Paragraph 7. 
2. cf. document 5/3 Prepared for the 5tockholm Conference， P. 20， Paragraph 

56. 
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ての同盟 国が参加する代表者 会議 は, 3 年ごと またはそれ よりるもる短い期間内

に 会 合すべき旨を 規定 し た。し かし, この代表 者会 議は 限られた 権限 しか三

をられていない。すなわち, 代表者会譜は, (1 ) それぞれ次の三 年の 期間に

ついて子 想される国際事務局の経費に 関して報告 書を作成 する こと, ( i i )同
皿 の維持および 発展 に関する問題を審議 することおよびCH 全権 大使の会議

と して 会 合す ることの条件 の もとでかつ全会 一致の決定 に より, 国際事務局

の 経費の最高 年燥を改正する ことができる だけある。最後の点を除き, 代表

者 会議には 何んら 決定 権は与えられ ていない。何故 ならば。, 国際事務局の組

織, 事務の衣 行よび 経理 の監督は , スイス連邦 政府に委ねられているから

である (リス ボン条約 第13条( りぉよび69, これらの規定は, すでに先行 のす
べての条約に実質 的には 含まれ ていた。

1967 年 の スト ッ クホルム改正 会 議 は, 同思の最高 機関としての 総会を設
け, それにすべての牙 筑決定 権および監督 権を与える ことによってその製護

を完全に改正した。
この 規定は, 同盟に 関する政策決定 権を総会に与えている。条約にお

いて 「実 施』と いら のは, 同盟国の立法府, 行政 府または 裁判 所による条約

の適用を表下 しょうと しているものではない。なぜなら, 総会は事務局その
他の同明の内部 撲関 にょる 実施に関するものを 除き, 主権国家に 関し てこの
対象 に つい ていかなる 管轄 橋もも つこと ができないから である。

69 1883 年 のペリ条約 の最初 の正文は , すでに工業所有 権の保護に 関する

同盟の同際事務 局の名 称 のもとに国際事務 局を設 時し ていた。それは, 同明
に 関する 管理 的業務を 託され ていた (バリ条約 第13条および最終職定番第 6
条う。この事務 局は, 後に 文学的おおよび美術 的著作物の保護に 関する同所の

対応する事務局と 統合 された。この統合 された事務 局は BTRP 1 と いう 一

1.。 cf.ioas Report of Main Committee IV  of ihe Stockhojm Conference TLP
1967. p. 220, Paragraph 7.

2, Cf.document S/3 Prepared for the Stockholm Conference, P, 20, Paragraph

56.
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般的名称のもとに知られている。

1967年のストックホルム改正会議は，その事務局を新しく設置された知的

所有権国際事務局にぎき換えた。これは， WI POの事務局となる。すでに

考察したように，この国際事務局は， BIRPIを引きつぐことになる(第

15条(1)判)。 なお第30条(1)，(3)および仏)の経過規定を参照。

約 条約の改正は，すべての同盟国に関するもので，新しい管理規定を受

諾して第13条から第17条までに拘束されている同盟国のみに関するものでは

ないので，改正会議の準備においてはこれらの規定の拘束をいまだ受けてい

ない同盟国の意見をも適正に考慮しなければならない旨を定めている。

国際事務局が改正会議を準備するにあたっては執行委員会と協力し，また

政府問機関および非政府国際機関と協議することができる〈第四条(7)らnこ

とは，すでに考察してきた。このことは，疑もなくしばしば生ずるであろ

う。というのは，国際機関とくに民間関係団体との協力が工業所有権の国際

的保護の発展に相当の影響を与えることができるものであることを過去の経

験が示しているからである。

(め パ D条約の目的の一つは，時折，条約を改正に付することにより工業

所有権の国際的保護制度をたえす.改善することである(第四条を参照)01911 

年のワシントン改正会議から1967年のスドックホノレム改正会議までは，改正

会議の準備は，会議が開催される国の主管庁が国際事務局の協力を得て行な

うものとされていたくワシントン，へーグ， ロンド ンおよびりスポン条約第

14条(3))。このやり方は，改正会議の主催国の主管庁に重荷を課すると共に改

正会議の準備についてすべての同盟国に平等の影響を与なかった。さらに，

それは，改正の計画は同盟国に意見書のためだけに付託されていて，会議の

開催前にそれ以上議論されていないので改正会議における同盟国間の合意を

困難にした。

1. cf document S/3 Prepared for the Stockholm Conference， pp.l0/n， Para. 

graph 28， p.2O， Paragraph 57. 
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般的名称のもとに 知られている。

1967 年 の スト ックホルム 政正 会談 は , その事務 局を 新しく設置 された知的

所有権還際 事務 局にき 換 えた。これは, WIPO の事務局となる。すでに

考察 したように, この国共事務 局は , B I  RP {1 を引きつぐことになる (第

15 条(17(8))。 なお第30 条(1), (3)おょよび (④の経過規定を参照。

Q 条約の改正は, すべての同盟 國に 関するもので , 新しい管理 規定を受

詳して第13 条から 第17 条までに 拘束 されている同盟 国のに 関す るものでは

ないので, 改正 会議の挙備に あいてはこれらの規定の拘束 をいまだ 受けてい

ない同 盟 国の意見をも適正に 考慮しなければならない連を 定めている。

国共事務 局が改正 会議を準備するに あたっては執行委員 会と 協力し, また

政府 間 機関 ねょび非 政府国際擬 関と 協議するとと ができる (第 15条(の(5)) こ

とは, すでに考察 し てきた。このことことは, 疑 もなくしばしば生ずる であろ

う。 というのは, 国際 機関とくに民間関係団体との協力が工業所有権の国共

的 保護の 発展に相当の 影響を与え ることとができる $ものである こと を過去 の経

験 が 示し ている か らである。

(D) ベリ条約の目的 の 一つは, 時折, 条約を改正 と付する ことにより工業

所有 権の国際的保護制度をたえず改善 するとと である (第 18条を参照 )。1911

年 のワシンントン 政正 会議から1967年のスト ッ クホルム改正 会議ま では, 政正

会 議の準備は, 会 譜が開催 される国の主管 庁が国共事務局の協力 を得て 行な

ぁゅものと されて いた (てワシントン ,  ヘー ダ, ロン ドンおよびリス ポン条約 第

14条(3))。 このやり 方は, 政正 会 議の主催 国の主管庁に重荷を課すると共に改

正 会議の進備にとつい てすべての同盟 国に 平等の影枚を与なか った。 さら に ,

それは, 改正の計画は同虹国に意見 書のた めだけに付 話されていて , 会 議の

開催 前 にそれ以上議論され ていないので改正 会議における同盟 国間の合意を

困難にした。
1. cf document S73 Prepared for the Stockholm Conference, pp. 10711, Para-

graph 28, p.20, Paragraph 57.
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1967年のスト y クホJレム改正会議は，その方法を改め，改正会議の準備に

関し事務局に指示を与える任務を総会に委ねた。したがって，改正会議の準

備は，同盟国が一体となって管理するこ とになる。事務局と執行委員会 〈第

15条(1Xa))，および同盟国の代表からなる専門番員会若しくは作業部会並び

に関係の国際機関との協力は，さらに改正会議の十分な準備のために寄与す

るであろう(第13条(2)(a) (viii)並びに第15条(1Xa)および(b))。

(姉 この規定は，パリ同盟に関する活動の範囲内において事務局の監督を

総会に委ねている。

(リ) この規定によれば，総会は，同盟の事業計画および予算を決定および

監督し並びに決算を監査する権限を有する。総会は通常は， 3年ごとに一度

会合するだけであるので，総会が承認するものは三年予算である。その事業

計画および3年予算の範囲内において，事務局が年次予算および年次事業計

画を準備し，それを執行委員会が承認する。また年次収支計算について報告

する〈第14条(6)(iii)および(iv))。執行委員会は，第13条(2Xa)(v)の規定によ

り総会によって監督される。

~) 総会によって採択される財政規則は，予算，報告書および収支計算に

関する細目その他同盟の財政管理に関するすべての事項を含むことができ

る。

川 ストックホノレム改正会議前は，改正会議だけが条約の規定を改正する

ことができた。また，確立した慣行によれば，その会議に参加している同盟-

国の全会一致の表決によってのみ改正することができた〈第18条を多照〉。

この方法は，私人の利益および制限された範囲を除けば同盟国の利益にも影+

響を及ぼさない管理規定の改正にとっては厄介すぎるものと考えられた。こ

のため，ストックホルム改正会議は，実体法についての規定並びに同盟国に

よる条約の受諾および廃棄，発効，同盟国聞の紛争解決等に関する条約の改正

1. See document S/3 Prepared for the Stockholm Conference， P.40， Paragraph. 

119. 
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1967 年 の ストックホルム改正会議は, その方 法を改め, 改正会議の準備に

関し事務 局に 指示 を与える任務を総会に委ねた。したがって, 改正会議の準

備は, 同盟 国が 一体となって管理 するととになる。 事務局と執行委員会(第

15条(7a)) , および同 盟国の代表か らなる専門妥員会 若しくは作業部会並び

に関係の四際 後 関との協力は, さらに改正 会誤の十分な準備のために寄与 す

るであろう (第13 条 (2) (vi 並びに第15条(7のりおおよび (⑪)。

銀 この規定 は , ペリ同盟に 関する活動 の範囲内とおいて事務 局の 監此を

総会に委ねている。
0⑪ この規定 によれば , 総会は, 同 田の事業計画および子 算を決定おおよび

和督 し並びに決算 を監査する権限を有する。総会は通常は, 3 年 ごとに一 鹿

会 合するだけであるので , 総会が承認するものは三年 予算である。その事業

計画 および 3 年 子 算の範囲内と おいて , 事務 局が年 次子算および年次事業計

を 準備し, それを執行委員 会が 承認する。また年次 収支計算に ついて報告

する (第 14 条(6)Giう よび Civう)。 執行委員 会 は, 第13 条(2a)Cv) の規定によ

り 総 会 によって監督 される。

9 総会 によって採択 される財政規則は, 子算, 報告書下よび収 支計 算に .

関す る細目その他同明の財政 管理に関するすべての事 項 を 含むこととができ.

る。

9 ストック ホルム改正会 識前 は, 避正 会評だはが条約の規定 を改正する

こと ができた。 また, 確立した慣行だよれば, その会 議に参加し ている 同馴

出 の全会 一致の表決 に よってのみ改 正する ことができた (第 18 条を参照)。
との方 法 は, 私人の弄 益および 制限された 範囲を除けば同盟 国の利益にも影-

狼 を及ぼさない管理 規定の改正にとっては厄介 すぎる ものと 考えちられた。 こ

のため, ストッ ク ホルム改正会議は, 実体法に つい ての規定 並びに同咽還に

よる条約の受諾および廃棄, 発効, 同盟 国間の紛争 解決等に関する条約の改正

1、 See document S/3 Prepared for the Stockholm Conferencc, P. 40, Paragraph.

119、
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と第13条から第17条までの規定の改正との聞に差違を設けた。実体規定等の

改正は，引き続きそのために招集された改正会議の専権に属する〈第18条〉。

それに対し第13条から第17条までの規定の改正は，そのために総会に権限が

与えられている単純な手続により採択するととができる(第17条〉。

切) この規定は，総会は前号までに明示的に規定している任務以外のもの

についても同様に行使できることを示している。たとえば，第14条(S)(c)の規

定に従い，総会は，執行委員会の構成国の選出および再任に関する詳細な規

則を定めるであろう。

り) 上記付の注釈ですで‘に述べたように，ストックホノレムの改正会議は，

パリ条約とWIPO条約との聞の密接な関連を考えていた。その条約の双方

は，互いに補い合うことを予定していた。この関連の側面の一つは， WI P 

Oの条約において特定の権限がパリ条約の総会に与えられていることである

〈たとえばWIPO条約第6条(3)倖)，第11条(2)(b)(i)， (3)(b)( ii)および(8)(b)，

並びに第17条(2)を参照〉。 この規定はこれらの規制について言及しているも

のである。

f;J:;) パリ同盟の内部機関によって処理されるべき諸種の事項は，また他の

同盟にとって利害のあるものもあろう， というのは事務局，本部および費用

の事項には，共通するものがあろうということである(第16条を参照〉。これ

らの場合においては，総会は，調整委員会の助言を得たうえで決定する。調

整委員会はWIPOの内部機関の 1つであることは前に述べている。 この助

言を得た後はその決定は同盟の最高機関である総会が行なうこととなる。

(ヨ) この規定は，第12条に規定する工業所有権の国内官庁または特別の部

局に代る共通官庁のための協定を締結した同盟国の特別の事情を考慮してい

る。その共通官庁の 1倒は， 1962年9月13日付の関係国聞の協定によりユア

ンダ〈カメルーン〉に設立されたアフりカ・マダガスカル工業所有権庁であ

る(第12条の注釈を参照〉。

その協定の当事国は，一代表は一国のみを代表できる〈第13条(1)(砂および

{3)(a))という一般規則を取りはずして，総会における討議に関し同じ一人の
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と 第 13条から 第17 条までの規定の改正 と の間に 差 違を 設けた。 実体 規定 等の

改正 は, 引き 続きそのために招集 された政正 会議の専権に属する(第 18 条)。

それと 対し第13 条から 第17 条までの規定 の改正は , そのために 総会に 権限が

与え られている 単純な手続 により採択 するととができる (第 17 条)。

づ との規定は, 総会は前号までに明示的に規定し ている任務 以外のもの

についても同様に行使できることを示している。 たとえば, 第 14 条(5)(<)の規

定に 従い, 総会 は, 執行委員 会の構成国の選出 および再任に 関する詳細な規

則を 定めるであろう?。

の 上記 03 の注 科ですでに 述べ たように, スト ックホルムの改正 会 識は ,

パリ 条約 とWI PO 条約との間の密接な 関連を考えていた。その条約の有双方

はは, 互いに補い合うらことを 子 定していた。この 関連の側面の一つは, W IP

O の条約 において特定の権限 がペリ条約 の 総会に与えられ ていること である

(た とをばWI  PO 条約第 6 条(3(9, 第11 条(2(b)C1う, ( 3b )C1うおよび(8(b),

並びに 第17 条(2)を参照 )。 この規定 はこれらの規制 に ついて 言 及し ているも

のである。
人 バリ 同盟の内部 機関 と よって 処理 されるべき諸 種の事項 は , また季の

同盟 にとって利害のある も のもあろ りう, と いうのは事務局, 本 部および費用

の事項には, 共通するものがあろうと いらうらことである (第16 条を参照)。これ

らの場合 においては, 総会 は, 調整委員 会の助言を得たらえで決定する。 調

整 委員 会はWI PO の内部 機関 ら 1 っであるとことは 前に 述べている。 この助

言 を 得た 後はその決定は同盟の最高 機関である総会が行なうこととなるo

避 この 規定 は, 第12 条に 規定する工業 所有 権の国内 官庁または特別の部

局 に 代る共通 官 店のための協定を締結した同 現 国の特別 の事情を 考片し てい

る。 その共通 官庁の 1 例 は, 1962 年 9 月13 日付の関係国問の協定 によりユア

ンダ (て(カメルーン) に設立 されたアフリカ・ マダガスカル工業 所有 権 庁で あ

る 第 12条の注釈を参照う。

その協定の当事国は, 一 代表は 一国のみを代表できる (第 13 条(1)(b)および

3(a)) と いう一 般 規則を 取りはずして , 総会における 討 評に 関し同セ 一人の
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代表によって共同して代表されることができる。しかし，投票に関しては，

より厳格な規則が第13条(訪仏)の規定に表明されている(次の(レ〉の注釈を参

照)。

tタ)総会の構成国〈第13条(sXa)および(b)の規定に従い投棄権を有するも

の。〉 の2分の 1は，決定するに必要な定足数ではあるけれども，定足数に

至らない場合において決定をするための特別規則が与えられている。この規

則は，複雑ではあるけれども，説明を要しないで明らかであると思われる。

必要な場合には，総会が第13条(8)の規定に従い決める手続の規則においてさ

らに精確に定められるであろう。

(ゆ この規定は，当該各国にとって工業所有権の圏内官庁または特別の部

局の性絡を有する共通官庁に関する特別の取極のもとに，すなわち，上記悼

の注釈で述べている事情のもとに結集した同盟国による投票に関する特別の

規則を含んでいる。その当事国の各代表は，その当事国の他の一国のため代

理投票をすることができる。この方法は，一面では総会に対する各代表は自

国のためのみに投票できるという一般的に受け入れられている慣行を考慮

し，他面では工業所有権の内国官庁を有しないで共通官庁のみを有する同盟

国にとっては総会の会合ではいつも十分に代表を出席させることが困難であ

ることを考慮して，その妥協として採択された。

UJ この規定は，またパリ同盟とWIPOとの管理業務の執行は互に補い

合うであろうことの意識から発している。

1. cl. Report of Main Committee IV of the Stockholm Conference， 1. P. 1967. 

p.22O， Paragraph 9. 

第 13 条 168

代表によって共同して代表 されること ができる。 しかし , 投票に関しては,

より 厳格な規則が第13 条(5XG) の 規定に表明されている (次 の( レうの注釈を参

肌)。 .

のの) 総会の構成国 (第 13条(5Xa)およびG) の規定に 従い投票権を有するも

の の 2 分の1 は, 決定 するに必要な定足数ではあるけれども, 定足数に

季 らない 場 合と おいて決定 を するための特 別 規 則が 与えられて いる。との規

則は, 複雑 ではあるけれども , 説明を要しな いで明らかであると思われる。

必要な場合は, 総会が第13条(8)の規定 に従い 決める手続 の規則においてさ

らに精確 に定められるであろう。

0 この規定 は, 当該 各国をと って工業 所有権の国内 官庁または特別の部

局 の性 格を有する共通 官庁に関する特別の取 極 のもゃとに, すなわち, 上記己

の注釈 で述べ ている事情 のもゃとに 結集 した 同明 国による投票に関する特別の

規則を 含んでいる。その当事 国の各代 表は。その当事 国の他の一 国 のため代

理 投票をすると とがで きる。 この方 法 は, 一 面では総会に対する各代表は自

国 のためのみに投 票 できるという一 般 的 に受け入れられている償 行を考慮

し, 他 面では工業所有 権の内国 官庁を有しないで共通 官計のみを有する同盟

国 に とっては給 会の会合ではいつも十分に代表を出席させることが困難であ

ると とを考 方して , その妥協として採択 された。

いり この規定は , またペリ同盟とWIPO との管理業務の 執行は互と補い

合う 5であろうこ との意識 か ら 発している。

1. cf, Report of Main Committee IV  of the Stockholm Conference, . P, 1967、
p,220, Paragraph 9。
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第14条[イ〉

(1)総会は，執行委員会を設置する(ロ)。

(2) (a) 執行委員会は，総会の構成国の中から総会によって選出された国を

もって梅成する{ハ}。機関の本部を領土内に有する国は，第16条(7)(ωに規定

する場合を除き，執行委員会に麗権ょの謡席を有する(=)。

(ゆ執行委員会を構成する各国政府は，一人の代表によって代表され，そ

の代表は，代表代理，顧問及び専門家の補佐を受けることができる。

(c) 各代表団の費用は，その代表団を缶命した政府が負担する。

(3)執行委員会の構成国の数は，総会の構成国の4分の1に相当する教とす

る。満たされるべき議席の散の決定にあたっては. 4で除した余りの散は，

考慮しない。

(4)総会は，執行委員会の構成国の選出にあたっては，均衡のとれた地理的

分布及び同盟との関係において締結された特別の取極の当事国が執行委員会

の構成富のうちに入っていることの必要性に対し適正な考慮を払わなければ

ならない。〈ホ〉

(5) (a) 執行委員会の各機成国は，その選出が行なわれた総会の会期の終7

時から総会の次回の通常会期の終了時まで在任する。

(b) 執行委員会の構成国は，その3分の2を限度としてのみ，再任される

ことができるい)。

(c) 総会は，執行委員会の構成聞の選出及び再告を認める場合の再缶に関

する規則の詳細を定める【ト)。

(6) (a) 執行委員会は，次のことを行なうものとする伊}。

( i ) 総会の議事日程の草案を作成すること。

(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び三年予算案を総会に提出

すること。

(iii) 事業計画及び三年予算の範囲内において，事務局長が作成した特定

の年次予算及び年次事業計画を承認すること。

(iv) 事務局長の定期報告及び収支計算についての年次会計監査報告を，
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第14 条7 )

(1) 夫 会 は, 執行委員 会を設置する〈5)。

て2) (a) 執行委員 会は, 総会の構成国の中から 総 会によって選出された国を

あって構成 するの)。機関の本 部を領土内に有する国は, 第16条(7) (b) に規定

する 場合 を 除き, 執行委員 会に職 挫上の講 訪を有する (=)。

(b) 執行委員 会を構成する各国 政府は , 一人の代表によって代表され, そ

の代表は, 代表代理, 願 問及び専門家の補 佐を受けること ができる。
(e) 各代表 団の貫用は, その代表 団を任命 した政府が負担する。

(3) 執行委員 会の構成国の数 は, 総 会の横 成国の 4 分の 1 に相当する数とす

る。 満たされるべき議席 の数の決定にあたっては, 4 で 除した 余りの数は,

考慮 しない。
( 4  総会は, 執行委員 会の構成国の選出にあたっては, 均衡 のとれた地理的

分 布及び同 盟との関係 において締結 された特別の取 極の当事 国が執行委員会

の構成国のうちに 入っ ていることの必要 性に対し 適正な考慮を払わなければ

ならない 。()
(5) (a) 執行委員 会の各構 成還は, その選出が 行なわれた癒 会の会 期の終了

時 から 総 会の次回の通常 会期の終了時まで在任する。
(b) 執行委員 会の措 成国は , その 3 分の 2 を限度 としてのみ, 再任される

ことができるへ)。
(9 総会は, 執行委員 会の描 成国の選出 及び再任を認める 場合の再任に関

する 規則の詳細 を 定める(けり。

(6) GG) 執行委員会は , 次のことを 行なう ものとする")。

( 1 )  総会の護事日程の草案を作成 すること。
( i i う 事務局長が作成した同盟の事業計画 案及び三 年予算案を 総会に提出

すること 。

( i i う 事業計画及び三 年予算の範囲内において , 事務 局長が作成した特定

の和寿次予算及び年次事業計天を承認すること。

( iv) 事務局長の定期 報告及び収支計算についての在次会計監 査報告を,
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適当な意見を付して，総会に提出すること。

(v) 総会の決定に従い，かつ，総会の二つの通常会期の間に発生する事

態を考慮して，事務局長が行なう同盟の事業計画の執行を確保するために必

要なすべての措置をとること。

(vi) 二の条約により執行委員会に付託されたその他の任務を遂行するこ

と円、

(b) 執行委員会は，機関が管理する他の同盟にも利害のある事項に関して

は，機関の調整委員会の助言を得たうえで決定するほ)。

(7) (a) 執行委員会は，事務局長の招集により，毎年1回通常会期として会合

し，なるべく機関の調整委員会と同ーの期間中に，岡ーの場所で開かれる{川。

(ω 執行委員会は， 司医務局長の発意に基づき又は執行委員会の議長若しく

は構成田の4分の 1以ょの要詰があったときは， 事務局長の招集により，臨

時会期として会合する。

(8)似} 執行委員会の各織成園は，一個の投票権を有する。

(b)執行委員会の梅成国の2分の 1をもって定足数とする円、

(c) 決定は，投襲の単純多数決によって行なう。

ω) 棄権は，投棄とみなさない。

(e) 一人の代表は.一国のみを代表し，かつ，その固の名においてのみ設

現することができる円)。

(9)執行委員会の稽成園でない同盟国は，執行委員会の会合にオブザーバー

として出席することができる〈的。

(10) 執行委員会は，その手館規則を採択する。

μ) この条は.1967年のストックホルム改正会議て母入された。

(ロ) ストックホルムの改正会議までは，パり条約は，執行委員会に関する

いかなる規定も含んでいなかった。パ P同盟のすべての加盟国の代表者会議

は，第13条の注釈(ハ〉で言及したように，その定めた手続についての規則に従

い，執行委員会を創設した。しかし，この条約では，執行委員会には，伺等

の権限も与えられていないし，また代表者会識の檎限が極めて限定されてい
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遮当な意見を付して, 総会に提出すること。
CY) 夫 会 の決定に従い, かつ, 総会のこつっの通常会期の 間に 発生する事

交を考 嘩しでて, 事務局長が行なう同 憧の事業計画 の執行を確集するために必

要 なすべての挫 置をとること。

(vi) この条約により執行委員会に付託されたその他の任務を遂行 するこ

と ( り)。

(b) 執行委員 会 は, 機関が管理する他の同盟にも利害 のある事項に 関して

は, 機関の調整委員会の助言を得 たうえで決定する〈ヌ )。

(7) (a 執行委員 会は, 事務 局長の招集により , 毎年 1 回通常 会期として会合

し, なるべく機関の調整委員 会と同一 の期間中に, 同一 の場所で開かれる〈ル )。

⑪) 執行委員 会は, 事務局長の発 意に基づき又は才行大員 会の主 長若しく

は構成国の 4 分の 1 以上の要 記があったときは , 事務局長の招集に こより, 臨

時 会 期として会 含する。

(8) 色 執 行委員会の各 構成国 は, 一個の投票権を有する。

(b) 執行委員 会の構成 還の 2 分 の 1 をあって定足数とする(?〉。

(c) 決定は, 投票の 巣純多数決によって 行なう。

9) 径 権は, 投票 とみなさない。
(ce) 一人の代家は, 一 国のみを代表し, かつ, その 国の名においてのみ投

本 することができる〈?)。

(9) 執行委員 会の構成国でない同明 国 は, 執行委員 会の低合にオブザーパー

と して出席 することができるが*が )。

(10) 執行委員会は , その手続 規骨を 採択する。

7⑰ この条は。1967 年 の スト ッ ク ホルム 改正 会誤で 王入された。

( スト ッ ク ホ ルムの改正 会議までは, ペリ 条約 は, 執行委員 会に 関する

いかなる規定 も含んでいなか った。 バリ 同盟のすべての加盟 国の代表者会語

は, 第13条の注釈いで 言及し たように, その 定めた手続 についての規則に簡

い, 執行秋員 会を創設した。し かし, この条約 では, 執行員 会には, 何等

の権限も与えられ ていないし, また代表者 会譜の 権限が 韻めて限定 さきれてい
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たので，執行委員会は，助言的職務を行なうすることができるだけて・あった。

ストッグホルム改正会議は，執行委員会を設置し， この条約に諸種の職

務を規定した。同盟の総会は，しばしば会合する会議体としては大きすぎる

ので，執行委員会は，同盟の内部機関としてより小さいものとすることが意

因されている。そして，執行委員会は，総会の会合の準備をしく第14条(ゆ(a)

( i )および(ii))， 総会が定める事業計画および3年予算の範囲内において

年次予算および年次事業計画を策定し並びに年次収支計算に関する報告をし

(第14条(6){a)(iii)および(iv)並びに事業計画の執行を確保するに必要なすべ

ての措置をとる〈第14条例(a)(吋〉。すでに考察したように，執行委員会は，

第13条(2)(a)作)の規定に従い，総会によって監督される。

付執行委員会は，総会の構成国の中から総会によって選出された固をも

って構成する。これらの固には，ストッグホルム会議によりこの条約第13条

から第17条までの規定において定められている新しい管理制度をいまだ受諾

はしていないが第30条(2)に規定する通告を行なっているために総会の構成固

とみなされる国を包含する。しかし，これらの国は， WI PO条約の発効か

ら5カ年を経過するまでの期間に限り，総会の構成田とみなされるにすぎな

い。これらの国は，その 5カ年の期闘を経過した後にも，なおストックホJレ

ム条約の第13条から第17条までの規定に拘束されていないときは，執行委員

会の構成固でなくなる。いうまでもなしこのことは，この条約を廃棄し，

その廃棄が第26条(3)の規定に従い効力を生じた場合におけるその廃棄をした

国についても同様である。

付 ストッグホJレム条約の正文第15条は，同盟の管理業務はWIPOの事

務局である国際事務局によって遂行される旨を規定している〈パり条約第

13条(2)(a)(ii)およびWIPO条約第9条容照)0 W 1 PO条約第10条の規定

1. See document S/3 Prepared for the Stokholm Conference， P. 58. Paragra-

ph 175. 

2. See document S/3 Prepared for the Stockholm Conference， P. 38. Paragra・

ph 114. 
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たので , 吉 行委員 会は, 助言 的職務を 行なう すること ができる だけであった。

スト ッ クホルム改正会議 は, 執行委員 会を 設置し, この条約 に諸 種の職

務を規定 した。同盟の総会は, しばしば 会 合する 会 識体とし ては大きす ぎる

のごで, 勢 行委員会は, 同盟の内部撲関とし てより小さ いもゃものとすることが意

図 きされている。そして, 地 行委員会は, 総会 の会合の堆 備をし て第14 条(6)(a)

(1 うおよびてCi うう), 総会が定める事業 計画および3 年 子算の 範囲内と おいて

年 次子算および年 次事業計画を策定 し 並びに年次 収支計算と 関する報告をし

(第 14 条(6()Ci うおよび Civ) 並びに 事業 計画の執行を確保す るに必要なすべ

ての措置 をとる (第 14 条(9)(a)(v))。 すでに考察 し たように , 執行委員会は,

第 13 条(27(ayv)の規定に従い, 総会 によって監督 される。

て9 執行委員 会 は, 総会の構成還の中から 総 会 によって選出された国をも

って構成 する。これらの国には, ストックホルム会 議により この条約第13条

から 第 17  条までの規定にお いて 定められている 新しい 管理制度 をいまだ受諾

はしていないが第 30条( 2 ) に規定する通告を 行なっているために 総会の持成国

と みなされる 国を包含 する。し かし, これらの国は, WT PO 条約の発効か

ら5 カヵ年を経過するまでの 期間に 限り, 総合の構成国と みなされるにすぎな

い。 これらの国は, その 5 ヵ年 の 期間を経過した 後ににも, なお ストックホル

ムる条約の第13条から 第17 条までの規定に 拘束され ていないと きは, 熟 行胡只

会の構成国でなくなる。いう まで もなく , ことの ことは, この条約を廃朱し,

その論 楽が第 26条 (3)の規定に 従い効力を 生じた 場合とにおけるその 廃棄をした

国 について も同様 である。
らら スト ッ クホルム条約 の正文 第15 条は, 同朋の 管理 業務はWT PO の事

務 局である国共事務 局 によって遂行 される旨 を規定 している (バリ 条約第

13 条(2 (a )C1うおおよびWTI PO 条約 第9条参 照う。WT PO条約第10条の規定

1. See documcent S73 Prepared for the Stokholm Conferencc, P. 58. Paragra-

ph 175.
2. Sece documcent S/3 Prepared for the Stockholm Conference, P. 38. Paragra-

ph 114.
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によれば，機関の本部，したがって国際事務局の本部は. (スイス〉のジュ

ネーグに設置される。ただし，本部が他の市に移転された場合はこの限りで

ない。また設けられた機関の運転資金が不十分である場合にはその国が機関

に対しその資金を立替えるものとする旨の規定をWIPO条約は，その領土

内に機関の本部を置く国との聞で締結される本部に関する協定に設けるべき

ことを定めている。同盟の運転資金の立替えに関しては，類似の規定が第16

条(7)に含まれている。同盟に対し立替えを約束する国は，必要な場合には，

その立替えの義務を有する限札 予算およひ・財政の管理を行なう要員会であ

る同盟の執行委員会に恒久的に関与できるとすることは，合理的なことであ

る。これは，第16条(7)(a)および(b)との関連において第14条(2Xa)の後段によっ

て保証されている。

帥 この規定は，総会は執行委員会の構成田の選出にあたっては，二つの

要件について適正に考慮しなければならない旨を定めている。その 1つは，

その構成国は均衝のとれた地理的分布を代表することである。これについて

は説明するまでもなく明らかである。他の要件は，同盟との関係において締

結された特別の取極めの当事国が執行委員会の構成固に入っていることで

ある。

第 2の要件に関しては，パリ条約第四条に言及しなければならない。同条

は，同盟国に「この条約の規定に抵触しない限り，別に相互聞で工換所有権

の保護に関する特別の取極めを行なうことJを認めている。

そのような協定は，締結されているが，いくつかの範噂に区別する必要が

ある。

第一の範曙に属するものは，パリ同盟の国際事務局によって穆備される協

定からなるものである。これは，パり条約そのものと同時に締結され，同じ

方法でまたしばしば同じ会議で改正されている。また，それは国際事務局に

よって管理されている。これらの協定のいくつかは，すでにいままでに述べ

ている。 1筑)()年にプラッセノレで.1911年にワシントンで.1925年にへーグで，

1934年にロンドンで. 1957年にニースでおよび1967年にストックホルムで改
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によればぱば, 機関 の本部, したがって国際事務 局の本 部 は, (スイ ス) のジェ

ネーヴに設置 される。ただし , 本 部が他の 市に移転 された 場合はこの 限りで

ない。さまた設けられた擬 関の守転 資金が不十分である 場合とはその国 が機関

に 対しその資金を立替 えるものとする宮の規 定をW I PO 条約 は , その領土

内に擬 関の本部を攻く 因との間で 締結 される本 部に関する協定に 設けるべき

と とを 定めている。 同盟の運転 資金の立替えと 関し ては, 類似の規定が第16

条(7) に含まれている。 同盟に 対し立替えを 約束する 国 は, 必要な場合には,

その立替えの義務を有する 限り, 子 算および財政 の 管理を行なう委員会であ

る同器の熱 行委員 会に人恒久 的に関与できると することは , 合理航たことであ

る。これは, 第 16 条 ( 7 お ょよび ⑪ との関連 において第14 条(2Xa) の後段 によっ

て保証されている。
倫 この 規定は, 総会 は執行委員 会の構成国の思 出にあたっては, 二つの

要件 に ついて 適正に 考慮したなければならない暫を 定めている。その 1 つは ,

その構成 国は均衝 のとれた地理 的分布を代表するとと である。これについて

は 説明 するまでもなく 明 らちかである。 他の要伴は, 同角との関係において締

結 された特別の取 極めの当宮還が執行委員 会の構成 図に入っていることで

あるs
第 2 の要件に関しては, バリ条約 第19条に 言及しなければたならない。同条

は, 同 租国に「 この条約 の規定に算 触したい 限り, 別に相互間で工業所有権

の保護に関する特別の取 極めを行 なりらことと」 を認めている。

そのょ うな協定 は, 締結 されているが, いく つかの範相に区別する必要か

ある。
第 一の範 隊に 属するものは, パリ同盟の国府事務 局によって 準備される協

定からなるものである。これは, ペリ条約 そのものと同時に 締結され, 同セ

方 法でまきたしばしば同じ 会議で 改正され ている。また, それは国隊事務局に

ょ って管理 されている。 これらの協定 のいくつかは。 すでにいま までに人述べ

ている 。1900 年 たブラッ セルで ,1911 年 にワシント ンで , 1925 年 に ヘーグで ,
1934年にロンドンで, 1957 年に ュー スでおよび 1967 年に スト ッ クタホルムで改
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正された標章の国際登録に関するマドリッド協定.1911年にワシントンで，

1925年にへーグで.1934年にロ γ ドγでおよび1958年にリスポ γで改正 さ

れ. 1鉛7年のストックホルムの追加規程を有する虚偽のまたは誤認を生じさ

せる原産地表示の防止に関する1891年のマドリッド協定;1934年にロンドン

でおよび1960年にへーグで改正され.1961年のモナコの追加規程および1967

年のストックホルムの補足規程を有する工業的意匠の国際寄託に関する1925

年のへ}グ協定. 1967年にストックホルムで改正された標章の登録のための

商品およびサービスの国際分類に関する1957年の=ース協定，並びに1967年

にストックホルムで改正された原産地名称の保護およびその国際登録に関す

る1958年のリスボγ協定がそれぞれこの範噂に属する。

上述した特別の取極めの第二の範時は，パ リ同盟以外の国際機関およびそ

の事務局の援助ないし管理のもとに締結された協定からなっている。この種

の協定は，たとえばヨーロッパ理事会により， ヨーロッバ条約の形式で作成

されている。すなわち，特許出願の方式に関する1953年12月13日のヨーロッ

パ条約，発明特許の国際分類に関する1954年12月四日のヨーロッパ条約およ

び発明特許についての実体法の一部統ーに関する1963年11月?:1日のヨーロッ

パ条約である。これらの条約は，すべてその当時のパリ条約第15条，現在の

第四条の特別の取極めにあたるものであることを明言している。

この種の協定の他の例は，ハーグ(オラ γダ〉にある国際特許協会(II

B)を設立した1947年 6月6日の協定およびすでにしばしば言及したもので

あるがアフ Pカ・マダカスカル工業所有権庁の創設に関する1962年9月13日

の協定である。後者の協定の署名の際には，その関係国は，同盟国ではなか

ったし，またバリ同盟の構成固となったこともなかったけれども，その協定

においてバリ同盟に加入することを約しており，したがってそれを予想して

1. 1960年へーグで改正されれた条約は，未だ発効していなL、。

2. 1967年にストヲクホルムで改正されまたは設けられた条約に関しては. 1. P. 

1967年.2叩.291. 298. 335. 339頁を参照。

3. この条約は未だ発効していない。
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正 された概可の国際登録に関する マドリッ ド協定 , 1911年にウンントンで ,

1925年にヘージグで, 1934 年 に 5ンドンでおよょび 1958年にリスボンで 改正 さ

れ, 1967 年 のスト ッ クタホルムの 追加規程を有する民 偽のまたは誤認 を生じさ

せる原産地表示の防止に関する1891 年 の マドリッ ド協定! 1934 年 にヒョンドン

でおよび 1960 年に ヘーグで改正され , 1961 年 のモナュの追加規程 および1967

年 のメストック ホルムの補足 規程を有する工業的 意匠の国際寄託に関する1925

年 のヘージグ協定 , 1967 年 に スト ッ クホルムで改正 されたな標斉の 登録 のための

商品およびサービスの国府 分類に関する1957 年 のニース協定, 並びた1967年

にに ストック ホルムで改正 された原産 地名 称の保護お よびその回論 登録に関す

る 1958 年 のリスボン協 定がそれぞれこの箇 噂に 属する。

上人 述した特別の取 極めあの第二の和館 崎は, ベリ同盟 以外の国共機関 ねよびそ

の事務局の 援助 ないし管理 のもとに締結 された協定 から なっている。 この種

の 協定 は , たと えばョラーロ ップでペ理 事会により, ヨーロッパパ条 約の形式で作成

されている。すなわち, 特許出願 の方式に 関する1953 年12 月18有日のラー ロッ

べべ条約, 発明 特許の国際分 類に 関する1954 年12 月19 昌 のデーロッパ条約およ

び 発 明特許に つい ての実体 法の一 部 統一に関する1963 年11 月27日 のヌーロッ

条約 である。 これらの条約は, すべてその当時 のペリ条約 第15条, 現在の

第 19条の特別の取 極めにあたるものであること を明言 し ている。

との種の協定 の他の 例 は , ヘーグ (オランダ )  にある国際特許協会 1 I

B) を設立した1947年 6月6 日 の協定おょよびすでにしばしば 言及し たもので

あるがプアプアフリカ ・ マダカスカル工業所有権 庁の創設に関する1962年 9 月13日

の協定である。 後者の協定の署名の只には, その関係国 は, 同盟国ではなか

ったし, またバリ同盟の 構成回と な ったこと もな か ったけれども , その協定

においてバリラリ同胃に 加入 することを 約しており , し たがってそれをを予想して

1. 1960年ヘーグで改正 されれた条約は, 未だ 発効していない。
2, 1967 年に スト ッ クホルムで改正され または 設けはられた条約 に関し ては, PP.

1967年.290, 291, 298, 335, 339貞を人昭。

3. この条約 は未だ 発効していない。
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パリ条約の第15条〈現在の第19条〉の特別の取極めとして締結されることを

宜明していた。

バリ条約第四条に規定する特別の取極めの第三の範囲奪は，工業所有権の対

象に関しまたはそれを含んだ国家間の双務協定からなっている。このような

協定は，しばしば存在する。このような協定は，商業の一般的諸条約の一部

となり，あるいは原産地名称の保護のように特定の対象に関するものである。

同盟との関係において締結された特別の取極めの当事聞が執行委員会にお

いて代表することに関して規定しているパリ条約第14条(4)の規定は上記の諸

種の協定のうち第1の範暗に属する協定についてのみ定めているものである

ことは疑を容れない。なぜなら，それ以外の協定の管理は，バり同盟の諸積

の内部機関とは全く無関係であるからである。

付第14条(5)(a)の規定は，執行委員会の各構成国は，その閏が執行委員会

を脱退した場合または上記付の注釈で説明した場合を除くことはいうまでも

ないが，総会の会期の終了時から次回の通常会期の終了時まで，すなわちお

よそ3年の期間にわたって在任する旨を定めている。第14条(5Xb)の規定によ

れば，執行要員会のすべての構成国は，再任されることができる。ただし，

その構成国の3分の2までだけである。これは，執行委員会の構成聞につい

て最小限の輸祷制を確保して，総会のすべての構成固に執行委員会に従事す

る機会を与えようとする規定である。総会は，執行委員会の 3分の 1以上を

改任する義務を負わないがそのようにすることを要請することができる。他

方，執行委員会の構成国は，その3分の2の最大限に遣するまで手専任される

ことができる旨を定めているこの規定は，再任された固は一度だけでなく何

度でも再任されることができることを意味している。したがって，執行委員

会に在席している闘でとくに望まれているとみられるものは，適正な期間に

1. Cf. DEVLtUAN: 1. P吋 1968，pp. 110/1 ; KRIEGER:“Zur Auslegung der 
%weiseitigen Abkommen uber den Schutz geohraphischr Bezeichnungen，" G， 
R. U. R. 1nt.， 19臼，p.499，and“Der deutsch.schweizerische Vertrag uber den 
Schusz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen，" 
G. R. U. R. Int.， 1967， p.334. 
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バリ条約の第15条〈 現 在の 第19条う の特別の取極めあとして締結されることを

宣明していた。
ベリ条約 第19条に規定する特別の取 極めの第 三の範 剛は, 工業所有権の対

象に 関しまたはそれを 含んだ国家間の双務協定 から なって いる。このような

協定 は, しばしば存在 する。とのような協定 は, 商業の一 般 的諸条 約の一 部

となり , あるいは原産地名称の保護のように特定の対象に関する ものである。

同盟との関係 において締結 された特別の取 極めの当事 同が執行委員 会にお

いて代表することに 関して規定しているバリ条約 第14条(の 規定は上記の諸

種 の協定のうち第 1 の範崎に 属する協定 についての 定め ているものである

ことは箕を 容れない。なぜなら, それ以外の協定 の管理は , バリ同盟の諸種

の内部 機関とは全く無関係でもるからである。
〇 第14条( 5Xa )の規定は, 執行委員 会の各措 成國は , その国 が執行委員会

を 税 退した場合または上記69 の甘 釈で説明した 場合を除くことはいうまでも

ないかが, 総会 の会期の終了時から次 回の通常 会期の終了時まで, すなわちお

よそ 3 年の 期間と わたって在任する旨を 定めている。 第 14和旬(57() の規定によ

れば, 執行委員会 のすべての構成国 は , 再任される ことがで きる。 ただし ,

その構成回の3 分の 2 までだけである。これは, 執行笑員 会の構成国につい

て最小限の輪番 制を確保して, 絵 会 のすべての構成 国と執行委員 会に人従事す

る揚 会を与えよう とする規定である。 総会は, 執行委員会の3 分 の 1 以上を

避 任する義務を 負わな いがそのよらりらにすることを要請 すること ができる。他

方 , 執行委員 会の構成還は 。 その3 分の2 の最大 限に 達するまで再任 される

ことがで きる四を 定めているこの規定は, 再任さきれた 国は一 度だけでなく何

度 でも再任 される ことがで きることを意味 している。したがって, 執行委員

会に在 民し ている 国でとくに望まれていると みちられるものは, 適正な期間に

1. Cf、DEVLEIIAN: 1,P., 1968, pp.110/71: KRIEGER: "Zur Auslegung der
zweiseitigen Abkommen tber den Schutz geohraphischr Bezeichnupgen G,
R.UU、肥。Int.。1964,p. 499, and "Der deutsch-schweizerische Verirag uber den
Schuss von Herkunftsangaben und anderen geographischecn Bezeichnungen,"
G.R.U. ,R.  In t  1967, p.334.
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わたって在任することができる。

(内 総会ti，執行委員会の構成田の選出および再任を認める場合の再任に

関する規則の詳細を定ある。その規則の予想される内容は，ストッグホルム

会議中に指示されてL品。

制執行委員会の主要な任務は，すでに上記(吋の注釈で要約されている。

それらは，説明するまでもなく明らかである。

(的執行委員会に付託されたその他の任務は，たとえば，改正会議の準備

における国際事務局との協力〈第四条(7)(0))， および第13条から第17条まで

の規定を改正する提案権(第17条(1))である。

~) この規定は，総会に関する第13条(2Xb)の規定に類するものである(第

13条の注釈紛)を参照〉。

。ゆ この規定は，総会に関する第13条(7)(0)に類するものである〈第13条の

注釈ωを重量照〉。

{ヲ) 有効な決定をするために必要な定足数は，総会の定足数と同様に構成

田の2分の lである。執行委員会は，総会よりも非常に小さいので，そのす

べての会合において定足数に達する蓋然性は総会の場合よりも高いものと考

えられる。したがって，定足数に達しない場合において決定を得るため総会

に与えられているような特別の規則〈第四条(4)(c))は，執行委員会には規定

されていない。

(坊執行委員会は，総会よりも非常に小さいので，その会合に闘し 1人

の代表による 1カ国以上の名における代表または投票については何ら特別の

規則は規定されていない。〈総会に関しては，第四条(3Xb)および(SXb)を参照〉。

闘すべての同盟国は，いまだ総会の構成固でない場合でも，執行委員会

の会合にオブザーバーとして出席することができる。同盟国でない固または

政府間後関若しくは非政府国際機関が執行委員会へ出席することに関する規

定は存在しない。(総会に関しては，第13条(2Xo)(ix)を多照)。

1. See document S/3 Prepared for the Stockho)m Couference， P. 26， Parag. 
roph 83(c). 
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わたって在任 するととができる。

( り 総会は, 執行委員会の 構成国の選出 および再任 を認める 場合の再任に

関す る規則の詳細 を定め る。その規唱の 予想される内 容は 。 スト ックホルム

会 議中に 指示されていた。

執行 委員 会の主要な任務は, すでに上記(0の赴 釈で要約されている。

それらは, 説明するまでもなく 明らかである。
() 執行委員 会に付託されたその他の任務は, たと ぇえば, 改正会議の準備

におおける国共事務 局との協力 (第15 条(7)(s)), おょび第13 条か ら 第17条 まで

の上規定を改正する提案権 (て第17条(1) である。

(の この規定は, 総会に関する第13 条(2Xb)の規定に類するものである (第
13 条の注釈のを参照)。

09 との規定は, 総会に関する第13条 (7(9りに 類するものである ( 代13条の

壮 釈(のを参照)。

鐘 有効な決定をするために必要な定足数は, 総会の定足数と同様に構成

国 の 2 分の 1 である。 執行委員 会 は, 総会 よりも非常に小さいので, そのす

べての会 合に おいて定足数に 達する蓋 然竹は総会の場合よりも 高いものと考

えられる。 したがって, 定足数に 達しない 場合と おいて決定 を 得るため総会

に 与えられているような特別の規則 (第13条(の(c)) は, 執行秀員会には規定

されていたない。

(の 執行委員会 は, 稔 会よりも非常に小さいので, その会合と関し, 1 人

の代表による 1 ヵ国 以上の 名における代表または和投票 については何ら特別 の

規則は規定 されていないs。( 絵 会に関しては, 第 13 条 (37()および (5Mb)を参照)。
の すべての同由 国は 。いまだ絵 会の構成国でない 場合でも, 執行委員会

の 会 合 ヒにオプザーバーと して出席 すること ができる。同盟国でない国または

政府間機関震 しくは非政府国府拉 関が 執行委只 会へ由 席することに 関する規

定 は存在 しない。 (総会に関しては, 第13 条(27a)Cix)を参照)。

1、 See document S/3 Prepared for the Stockhojm Couference, P, 26, Parag・
rgph 83《c ,
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第同条{イ〉

(1) (a) 同盟に蘭する管理業務〈ロ〉は，文挙的及び羨術的著作物の保謹に関す

る国際条約によって並立された同盟の事務局と合同した同盟の穆務局の継続

込ある国際穆務局によって行なわれる。

(防 特に，国際事務局は，同盟の諸機関の事務局となるい}

(c) 機関の事務局長は， 同盟の首席行政官であり， かつ，同盟を代表す

る(=)。

(2)国陳毒事務局は， 工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表す

る情〉。 各同盟国は，工業所有権の保謹に関するすべての新法及び公文書を

すみやかに国際事務局に通知し，かつ，工業所有権の保護に直接関係ある自

国工業所有権部局の刊行物であって国際事務局がその業務に関して有益であ

ると罷めるすべてのものを国際事務局に提供しなければならないい〉。

(3)国際司E務局l丸月刊の定期刊行物を発行するり}。

(4)国際司E務局は，請求により，工業所有権の保謹に関する事項についての

情報を同盟国に提供する伊}。

(5)国際事務局は， 工業所有権の保謹を助長するため，研究を行ない，か

っ，役務を提供する(1))。

(6)取鵠局長及びその指名する膿買は，総会，執行委員会，及びその他の専

門委員会文は作業部会のすべての会合に投襲慣を有しないで出席する。事務

局長又はその指名する 1人の藤員は，これらの内部機関の灘梅上の事筋眉と

なる。

(7) (a) 国際.務局は，総会の指示に従い，かつ，執行委員会と協力して，

第13条から第17条までの規定以外の条約の規定の改正会議を準備するほ}。

(b) 国際事務局は，敬正会議の準備に関して政府問機関及び非政府国際機

関と協議することができる仏〉。

(c) 穆務局長及びその指名する者は，投耳障権を有しないで，それらの会自信

の肘障に重量加する{守}。

(8)国願者復務局は，付征されたその他のすべての業務を遂行する。
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第5条( イ7)

(1) (9) 同盟に 潤する管理業務は,  文学的及び美術的著作 物の保護に 関す

る四際条約によって設立された同盟の事務 局と 合司した局器の事務 局の継続

う -ある耳際事務届によって 行なわれる。
(b) 特に, 国際事務 局 は, 同盟の諸 機関の事務局となるぷ )

() 機関の事務局長は, 同盟の首間行政官 であり, かつ , 同盟を代表す

る 〈ラ )。

〈2)〉 画隙事務選は, 工業 所有折 の 保護に 関する情報 を収集し及び公表す

る(。  各同 盟画 は, 工業所有 権の保護に関するすべての新法及び公文書を

すみやかに国原 事務 局に 通知し , かつ, 葉 所有 権の保護に直接 関係ある自

国 工業所有 格部局の刊行物であって国共事務局がその業務に 関して有益であ

ると 認め るすべてのあのを国謙事 務 局に提供し なければならない (^)。

(3) 国際事務局は, 月 刊の定期刊行物を発行する( り。
(4) 国匠事務局は, 請求により, 工業所有権の保護に際 する事項についての

情報 を同盟国に提供するぽ )。

(5) 因際事務属は, 工業 所有 権 の 保護を 助長するため, 研究を行ない, か

つ, 役表を提供する( り〉。

(6) 事務局長 及びその指名する職員は, 総会 , 執行委員 会 , 及びその他の専

門 委員 会又は作業 部会 のすべての会 合に投票 権を有しないで出席する。事務

局長又はその指名する 1 人の謙 員は, これらの内部 機関の職権上の事務局と

なる。
(7) (Ga) 国際事務 局 は, 総会の指示に従い, かつ, 執行委員 会と協力して,

人 ! 3  条から系17 条までの規定 以外の条約の規定の改正会 議を準備する ( ヌ)。

(b) 国際事務 局 は, 改正 会議の準備に関して政府問村問及び非政府国呈機

関と協議することができる()。

(c) 事務層長 及びその指名する者は, 投票梅を有しないで, それらの会議

の討議に参加する( ラ)。

(8) 国訂憲務 局 は, 付託 されたその他 のすべての業務多避 行する。
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げ) すでに考察したように一一第13条の注釈付を参照一一1883年の最初の

条約は，すでに工業所有権の保護に関する同盟の国際事務局の名のもとに国

際事務局を設置していた。その国際事務局は，同盟に関する管理業務を託さ

れていた。この事務局は，後に文学的および美術的著作物の保護に関する同

盟の対応する事務局と統合され，との統合された事務局はBIRPIの一般

的名称のもとに知られている。

1967年のストックホノレムの改正会議は， WI POの事務局である知的所有

権の国際事務局を新たに創設してその機関を置き変えた。この国際事務局は

BIRPIを継続するものである。(ストッグホルムで改正されたパリ条約

第15条(l)(a)および第13条(2)(a)(ii).並びに第30条(1)，(吟および(4)を参照)。

(ロ) 国際事務局によって遂行されるべき管理業務は，この条約に定められ

ている。その業務は， BIRPIが先行する条約に基づき遂行しなければな

らなかった業務と実質的には異なるものではなL、。しかしながら，諸種の規

定は先行の条約に規定されていたものをより明確にしている(リスボン条約

第13条(2)(a)および(b)とロンドγ条約第13条(2)と比較して参照〉が国際事務局

によって使用されるべき言語の問題は，現在WIPOの一般総会の決定に委

ねられている。そして，それは，国際連合の慣行を考慮、に入れるであろう

CWI PO条約第6条(2)(vii))。

付国際事務局は，とくにWIPOだけでなく (WIPO条約第9条(1))

パリ同盟の諸種の内部機関の事務局として行動する。これらの内部機関とい

うのは，総会，執行委員会，並びに第13条(2)(a)(viii)の規定に従い総会が設

置する専門委員会および作業部会である。

同 国際事務局は同盟の事務局であるので，その長すなわちWIPOの事

務局長は，また同盟の首席行政官であり，かつ同盟を代表する。

体) すでに.1883年の最初の条約下で， 国際事務局は，工業所有権の保護

1. See Repors of Main Committee IV of the Stokholm Conference， 1. P.， 

1967. p. 221， paragraph 11. 
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(7 すでに考 泰したょように一一第13条の 釈 9を参照一 一1883 年の最初の

条約は, すでに工業 所有権の保護に 関する同盟の国際事務 局の名 のもゃとに国

共 事務局を設置 していた。その国共事務 局は, 同盟に 関する管理 業務を 託さ

れていた。この事務 局は, 後に文学 的おょび美 術的著作 物の保護に 関する同

了の 対応する事務局と 統合さきされ, この統合 された事務 局は BIRP1 の一 般

的 名称 のもゃ とに 知られている。
1967 年 のストック ホルムの胡正 会議は , WI  PO の事務 局である知的所有

権 の国 議事 務 局を 新たに 創設 してその擬 関を 貫き 変えた。こ の国際 事務 局は.

BIRP1 を継続するものである。(スト ッ ク ホルムで改正された ペリ人条紛

第15 条(1(a)および第 13 条(2(9(ii)。 並びに 第 30 条(), (3 および (4) を参照)。
⑩ 国共事務 局によって遂行 されるべき管理 業務は, この条約に定められ

ている。その業務は, BIRP1 が先行 する条約に基づき遂行 しなければな

らなかった業務と 実質的 とは 異なる ものではない。し か しながら , 諸 種の規

定 は先行の条約に 規定され ていたものを より 骨季にして いる (リス ボン人条約

第13 条(2(a)および(と ロン ドン条約 第13条(2)と比較して参照 ) が国際事務局

によって 使用されるべき言語 の問題 は, 現在 W 1 P0 の一 般 総会の決定に雪

ねられている。そして, それは, 国際連合の慣行を考慮に入れる で あろ うら

(W i  PO 条約第 6 条(2)CviD)。

3 国際事務 局は , と くに WI POだけでなく (W iPO条約第9条(1)

ペリ同盟の諸 種の内部 機関の事務 局として行動 する。とこれらの内部 機関とい

うらのは, 総会 , 執行委員 会 , 並びに第 13 条(27a)Cviii) の規定に 従い総会が設

志する専門委員 会 および作業 部会 である。

らら 四共事務 局は同器の事務局であるので, その 長すなわちWI PO の事

務局 長 は , また同盟の背席 行政官であり, かつ同 盟を代表する。

員 すでに, 1883 年の最初の条約下で, 国際事務 局は, 工業所有権の保護

1. See Repors of Main Committee IV of the Stokholm Conference, TI.P.、

1967, p. 221, paragraph 11.
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に関するあらゆる種類の情報を収集する業務を託されていた。この事務局

は，最初は，その情報を一般的統計表の形で園内行政庁に配布することを義

務づけられていただけでるった。しかし1児5年のへーグの改正会議は，この

義務をそのような情報を印刷刊行することに置きかえた。この義務は，その

後の改正条約によっても維持されており，かつ1967年のストックホルム改正

会議でも変更されなかった。

付 しかしながら，ストッグホルム改正会識は，同盟国にそれに対応する

義務を課することによって国際事務局の義務を補足した。ここで課された義

務は，ニつの点からなうている。第1は，各同盟国は，工業所有権の保護に

関するすべての新法および公文書を国際事務局に通告しなければならないこ

とである。第2は，自国の工業所有権部局のすべての刊行物を国際事務局に

提供することて・ある。ただその刊行物は，工業所有権の保護に直接関係する

範囲においてまた国際事務局がその業務に関して有益であると認めた場合に

はその範囲のものだけである。したがって，たとえば，圏内官庁への訪問者

の案内または当該国の園内産業界に対しその国内官庁が提供する発明の利用

性に関する情報はこの規定に該当しない。しかし，国際事務局は，いつで

も，工業所有権の保護に直接関係する園内官庁の刊行物を受領することを利

益であると指示することができる。

(め 国際事務局は，毎月，英語およびフランス語で， 日ndustrialPrope-

rtyjおよび fLaPropriete indus仕iellejを，また3カ月ごとにスベイン語

で fLaPropiedad Intelectullejを同様に刊行している。

最初から1967年のストックホルム改正会議までは，この条約は，各同盟国

に国際事務局の定期刊行物その他の刊行物を無料で数部配布することを規定

していた (1部8年のリスポン条約第13条(4))。 ストックホノレム改正会惑はこ

の問題を総会の決定に委ねた。

明 この規定は，国際事務局に，同盟国すなわちその国の政府または工業

所有権庁の請求により，工業所有権の保護に関する情報を提供することを義

務づけている。その情報は，たとえば，他の同盟国の法令あるいは運営上の
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関す るあらゆる 種類の情報 を収集する業務を 託されていた。 こ の 事務 局

は, 最初 は, その貸 報を一 般的 統計表の形で国内行政 庁に 配布するととを義

務づけられて いただけであった。しかし 1925年のヘーグの改正会議は, この

装 務をそのような情報を印刷 刊行 するととに 置きかをた。 この義務は, その

袋 の改正 条約に よっても 維持 されて大り , かつ1967年のスト ッ クホルム故正

会 議でも 変更 されなかった。

の し か しな がら , スト ッ クホルム改正 会 議は, 同盟 国にそれに 対応する

義務を 課す ることとによって国共事務局の義務を補足し た。とここで 課された義

務は, 二つの 点からなっている。第 1は, 各同盟 国 は, 工業所有権の保護に

関す るすべての新 款および公文 書を国際事務 局に 通告しなければならないこ

と である。 第 2は, 自 國の工業 所有権 部局 のすべての 刊行 物を国共事務局に

提供するととである。ただその刊行 多は, 工業毛 権の保護に直接 関係する

範囲 にぶいてまた国際事務 局がその業務に 関して有益 であると認めた場合に

はその 範囲 のも のだけである 。 したがって, たと えぇぱぽ, 国内 官庁への訪問者

の 案内 または当該 国の国内 産業界に 対しその国内 定 庁が提供する発明の利用

性に 関する情報 はとの規定に豚 当し ない。しかし, 周共事務 局は, いつで

も, 工業 所有権の保護に直接 関係する国内 官庁の刊行 物を受領 するととを利

益 であると 指示 するとと ができる。
()  国共 事務 局は, 毎月 , 英語 およびフランス 語 で, 「lndustrial Prope-

fty」 および TLa Propriete industrielle」を , また 3 カ月 ごとにスペイン話

で「La Fopiedad fntelectulie」を同様 に刊行している。

最初 から1967 年のスト ックホルム改正 会談ま では, この条約 は, 各同盟居

とに国際 事務局の定期 利行物その他の 刊行多を 無料で数部 配布 するととを 規定

していた (1958 年 のリスボン条約 第13 条( )。  スト ッ クホルム改正 会 誤はこ

の問題 を総会の決定に委ねた。
軌 と の 規定 は, 国際事務局たに, 同盟国すなわちその各の 政府 または工葉

所有 権庁の請求 により, 工業 所有 権の保護に 関する情報を提供 すす ることを義

季 づけている。 その情報 は たとえば, 他の賠盟 国の法令あるいは運営 上の
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実務慣行に関するものであろう。それは，また当該国におけるこの条約の適

用に関するものであろう。しかしながら，他の同盟国におけるこの条約の解

釈または適用に関する議論についての見解は，それらの国の申請がある場合

でなければ， とることはできなL、。なぜなら，国際事務局は，そのような問

題について宣告する権限を有しなし、からでるる。この条約の解釈または適用

に関する同盟国間の紛争は，第28条の規定に従い国際司法裁判所に提訴する

ことができる。

国際事務局は，同盟国以外の固に情報を提供する義務を負わない。

(リ) この種の義務は，工業所有権の国際的保護のため，たとえば特許協力

条約 (PCT)の確立によって果される。それらは，また世界の色々の部面

で工業所有権の保護の審査または改善のために果される。その場合には， し

ばしば会議，セミナー，シソポジュームまたは専門委員会が組織される。

ここに規定している役務の提供は，工業所有権およびそれに関連する権利

の分野において専門化されている図書館を公衆の自由に委ねることによって

行なわれる。その役務は，またたとえば明orldPatent IndJ を作成す

ることにおいても果すことができる。他の役務は，第14条の注釈帥において

述べた多くの特別の取極めに基づき国際事務局によって遂行される。

収) 国際事務局の主要な業務の一つは， 改正会識を準備することである

〈第四条〉。すでに考察したように一一第四条の注釈(ゆを参照一一国際事務局

は，総会の指示に従いかつ執行委員会と協力してこの任務を遂行する。

1. See 1. P.， 1967. pp. 58， 161， 301. 
2. lbidem， 1963， pp. 191 (African Seminar on Industrial Property)， 234 (Com-
mittee of Experts to Study lndustrial Property Problems of lndustrially Less 
Developed Countries); 1964， pp. 164 (Industrial Property Congress for Latin 
America)， 235(Committee of Experts to Study a Model Law for Developing 
Countries on lnventions and Technical Know.How); 1966， pp. 54 (Asian Se-
miner on lndustrial Property)， 271 (BIRPI East.West lndustrial Property 
Symposium)， 274 (Comrnittee of Experts to Study a Model Law for Develo・

ping Countries on Marks， Trade Names， lndications of Source， and Unfair 
Competition). 

3. Ibidern， 1964， p. 209; 1965， p. 75; 1966， p. 58. 
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実務 慣行に関する ものであろう。それは, また 当該 国におけるこの洒 約の適

用に 関する ものであろうら。 しもしかしながら, の同盟国におはけるとこの条約の解

夕 または 適用に 関する議論に つい ての見 解は , それらの国の四 請かある場合

でなければぱば, とることはできない。 なぜなら , 国共事務 局は , そのような間

題 について宣告 する権限を有しないからである。この条約 の 解釈 または適用

に 関する同盟国導の紛争は, 第 28条の規定に第 い 国際司法 裁判 所に提訴する

ことができる。
国際 事務 局は, 同盟 国以外 の国に情報を提供する義務を 負わない。
(り との 種の義務は, 工業所有 権の国際的保護のため, たとぇば特許協力

条約 CPCT)  の 確立 によって果される。それらは, また世界の色々の部面

で工業 所有 権の保護の審査 または改善 のた めに 舟される。その場合 とは, も

ばしば会 議 , モミナー, シンン ボジュー スまたは専門 委員 会が 組織される。

ことに 規 定している人私務の提供 は, 工業 所有 権 およびそれに関連する禁利

の分 野において専門 化さ れている 図書 館を公衆 の自由に 委ねることによって

行なわれる。その役務は, またたとえば “World Patent Index を作成す

る ことにおいて も 果すこと ができる。 他の役務は, 第14条の注釈に おいて

述べた多くの特別の取 極めに基づき国際事務 局によって遂行 される。

(2の 国際 事務 局の 主要な業務の 一 つは, 改正 会議を 進 備すること である

《 第18条う。すでに考察 したように 一一第13 条の注釈 (けを参照一一国共事務局

は, 総会の指示に 従いか つ和執行委員 会と 協力してこの任務 を遂行 する。

1 See TP .  1967. pp 58B, 161, 301.
2. ITbidem, 1963, np. 191 (African Seminar on Indgustrial Property),234 (Com-

mittee of Experts ta Study Industrial Property Problems of Industrially Less
Developed Countries): 1964, pp. 164 (Endustrial Property Congress for Latin
America), 235(Comimittee nf Experts ta Study a Model Law for Developing
Countries on fnventions and Technical Knaw・How): 1966, pp. 54 (Asian Se-
miner on ndustrial Property), 271 (BIRPI East.WWest Industrial Property
Symposium), 274 (Committee of Expcrts to Study a Model Law for Devcela-
ping Cauntries on Marks, Trade Names, Endications of Source, and Unfair
Compctition)、

3 1bidem, 1964, p. 209: 1965, p. 75: 1966, p. 58,
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例国際事務局は上記の任務の遂行にあたり，政府問機関および非政府国

際機関とも協議することができる。そのような協議は，過去において大いに

価値を示してきており，それ故に，疑いもなく今後もしばしば行なわれるで

あろう。

tヲ) この規定は，実質的にはすでに1911年のワシントンの改正会議によっ

てこの条約に導入された。 1967年のストックホルム改正会識は，その範囲を

拡大し，事務局長に改正会議に参加する者を指名する権限を認めている。そ

の指名の対象となる者は，国際事務局の職員であるのが一般的であるう〈第

15条(6))が，国際事務局以外からの顧問であってもよし、。
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0) 国内事務 局は上記の任務の遂行 にあたり , 政府間 機関 おねょび非政府国

共 機 関とも協議するととができる。そのよょうな協議は, 過去にとおいて大いたに

価億を示し てきており, それ故に, 疑いもなく 今 後もしば しば 行なわれるで

あろうo
との提定 は。 実質的にはすでに 1911 年 のワシ ントンの改正会議によっ

てこの条約に導入された。1967 年 の スト ックホルム改正会 議は, その範囲を

拡大し, 事務局長に改正 会議に参加する者を指名する権限を認めている。そ

の指名の対象となる者は, 国際事務 局の職員であるのが一 般的であろう (第
15条(6)) が, 国際事務局 以外か らの吾間 で あっ てもよい。
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第四条(イ〉

(1)(a) 同盟は，予算を有する{ロ〉。

(b) 同盟の予算は， 同盟に固有の収入(ハ〕及び支出， 同盟聞の共通経

費の予算に対する分担金並びに機関の会議の予算に提供できることとされて

いる資金を含むものとする(=>0

(c) 同盟にもっぱら属するものではないが機関によって管理される 1

又は2以上の他の同盟又は機関自体にも属する経費は，同盟聞の共通経費と

みなされる。その共通経費についての同盟の分担の割合は，同盟が当該共通

経費中に占める利益に比例する。

(2) 同盟の予算は，機関によって管理される他の同盟の予算との調整よ

の要請について適正な考慮を払って決定する悼)。

(3) 同盟の予算は，次の財重要から調達する(へ}。

( i ) 同盟国の分担金

(ii) 同盟に関して国際事務局が行なう役務に対して支払われる手数料

〈出〉 同盟に関する国際事務局の出版物の販売代金又はその出版物に関す

る権利の使用料

(fv) 贈与，遺贈及び補助金

(v) 賃貸料，利子及びその他の雑収入

(4)(a) 各同盟国は，予算に対する分担額を定めるため，次の等訟の一つ

に属し〈刊 かっ， 次の一定単位教を基礎としてその年次分担額を支払わな

ければならなL、。

1等級 25 2等紐 20 3等韻 15 

4等紐 10 5等級 5 6等級 3 

7等甑 1 

(b) 各国は，すでにその指定をしている場合を除き，批准書又は加入

書の寄託の際に，自国が属することを希望する等級を指定する。いずれの園

もその等級を変更することができる。より低位の等紐へ変更する場合には，

当該国は，総会の通常会期でその変更をすることを宣明しなければならな

176 弟 15 条

第5 条7)

(1)Ca) 同盟は, 予算 を有する(5。

( )  同盟の予算は, 同盟に固有の 収入< 及び支出, 同盟間の共通経

維の 予算に対する分 担金並びに機関 の会議の予算に提供 できることと されて

いる 資金を含むおも のとするに

(ec) 同盟 にもっぱら 属する ものではないが 機 関にこよって管理される1

又は 2 以上の他の同盟 又は機関自体にも属する経費は , 同盟問の共通経費と

みなされる。その共通 経績に ついての同盟の分 担 の割合 は, 同盟が当該共通

経費 中に 占める 利益に 比例する。

(2) _ 同了の 予算 は, 機関 によって管理される他の同 昭の予算との調整上

の要請 に ついて 適正な考慮を 払って決定する (お。
(8) _ 同 題の予算は, 次の財源 から調 達する)。

(1 )  同盟国の分担金

( 昔) 同盟に 関して国際事務 局が 行なう役務に 対して 支払われる手数料

( 序 ) 同盟に 関する國際事務 局の出版 物の販売 代金又はその出版 物に 関す

る権利の使用料

( iv) 贈与 ,遺贈及び補助金

(Y) 賃貸料, 利子及びその他の雑 収入

( 4う(Ca) 各問 盟国 は, 予算に対する分 担額を定めるため, 次 の等級 の 一つ

に 属し (りり, かつ, 次の一 定単 位 数を基礎としてその年次分 担額を支払わな

ければぱばならない。
1 等級 25 2 等級 20 3 人等級 。15

4 等級。10 5 等級 5 6 等級 3

7 等級 1
(b) 各国は, すでにその指定 をしている場合を除き, 批准書又は加入

書の寄託の隊に, 自国が属することを希 詞する等級を指定する。いずれの国

あゅその等 級を変更することができる。 より 低位の 等級 へ変更する場合には ,

当該図は, 総会の通常会需でその変更をすることを宣明し なければぱばならな
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い。この変更は，その会期のあった次の暦年の初めに効力を生ずる(チ}。

(c) 各国の年次分担額は，同盟の予算に対してすべての同盟国が分担

すべき総額に対し，分担国の単位教の総和に対する自国の単位散の割合とが

同ーとなる額とする{リ}。

(d) 分担金は，毎年1月1日に支払わなければならない。

(e) 分担金の支払を遅滞している国は，その遅滞金額がその時までのe

2年間にその国が支払うべきであった分担金額に等しいか文はそれを超える

場合には，同盟のいずれの内部機関においても投棄権を有しない。ただし，

同盟のいずれの内部機関も，その支払の遅滞が例外的，かつ，不可避的な事:

情により生じていると認める場合にはその限度において，その国に対しその・

投碩織を引き続き行使することを認めることができる伺〉。

(1) 予算は，新会計年度の初めまでに採択されない場合には，財政規

則の定めるところにより，前年度の予算と同じ規模のものとするω〉。

(5) 同盟に関して国際事務局が行なう役務に対して支払われる手数料め

額は， 事務局長が定め，総会及び執行委員会に報告する円〉。

(6)(8) 同盟は，運転資金を有する。この運転資金は，各同盟国による 1

回分の支払金からなる。この運転資金が+分でなくなった場合には，総会

は，その増額を決定する〈ワ)。

(b) (8)の資金に対する各国の最初の出資額文はその増額分担額は，

運転資金が段けられ文はその増額が決定された年の当G国の分担金に比例す

る。

(c) 出資額の比率及び条件は，事務局長の握案に基づき，かつ，機関・

の調整委員会の助言を求めたうえで総会が定める。

(7)(8) その領土内に機関の本部を置く国との聞に締結される本部に関す

る取極には，運転資金が不十分であるときは，いつでもその園がその資金の

立笛えをしなければならないことを定めるものとする。この立醤えの金額及.

び条件は，その固と機関との聞の別個の取極によってそのつど定める。その，

国は，その立嘗えの聾務を有する限り，執行委員会において強権上の韻席を
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い。この変更 は, その会 期 のねった次 の暦年の初めに効力を 生ずるぴぽ)。

Cc) 各国の年次分担天は, 同 聖の予算に対してすべての同朋表が分担

すべき 勢鈴に 対し, 分 担困の単位数の総和に 対する自国 の単位 数の才 合とが

同一となる守と する"ぷり)。
(d) 分揚 金 は, 毎年1 月 1日に支払 わなければならない。
(e) 分 担 金の支払を遍滞している 固 は, その局滞 金額がその 時までの

2 年 間にその国が 支払 うべきであった分担 金額に等 しいか又はそれを 超える

場合 には, 同盟のいずれの内部 機関においても投票覆を者しない。ただし ,

同 台のいずれの内部 機関も , その支払の遅洛が例外 的 , かつ, 不可店的な事.
情 により 生じ ていると 認める 場合にはその限度において, その国に 対しその

投票 権を引き続き 行使することを 認めることができる<*3)。

Cす) 予算は, 新会 計年度の初めまでに採択 され ない 場合には, 財政規

時の 定めるところにより。, 前 年度の予算と同じ規 様 の ものとする

(5) _ 周骨に 関して国斑事務 局が行なう役務に対 して 支払われる手数 料み

額 は, 事務局長が 定め, 輸 会及び執行委員会に報告するや。
(6)(a) 同盟は, 運転資金を有する。この運転資金 は, 各同 盟国による 1

回 分の支払 金から なる。この運転 資金が十分でなくなった場合 には, 総会

は, その増頃を決定する〈")。

(b) (Aa) の資金に対する各国の最初の出資 閣又はその増額 分担 額は,
運転 資金が設けられ 又はその増額が 決定された 年の当該 国の分 担金に比例す

る。
(ce) 出資 額の比素及び条 件は, 事務 局長の提 索に基づき, かつ, 機関

の訓東委員 会の助言を求めたうえで総会が定める。

(7)(@) その領土 内に機関の本 部を還く 国との 問に締結 される本部に関す

る取 極には, 運転資金が不十分であると きは, いつでもその国がその資金 の

立替え をし なければならないことを 定める ものとする。 この立 喜えの金宅及.

び条 件は, その国と提 関と の間の別個の取 極によってそのつど定める。その・

国 は, その立替えの落務を有する限り , 執行委員会において職権上の議席を
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有する〈カ}。

(b) (a)に規定する国及び機関は，それぞれ書面による通告によ り，

その立替えの懇務を放棄する権利を有する。放棄は，通告が行なわれた年の

終りから3年を経過した時に効力を生ずる。

(8) 会計検査は，財政規則の定めるところにより 1以上の同盟国又は外

部の検査機関が行なう。これらの同盟国及び検査機関は，鷲会がそれらの者

の同意を得て任命する〈封。

(1) ストックホルム改正会議で導入されたこの条は，先行する条約の第13

条の一部を修正した形で維持しているけれども，先行する条約の規定とは異

なった同盟の財政に関する諸規定を設けている。

従来の規定は，同盟の経費は，特定の規則に従い(リスポγ条約第13条(8)

および(9))通常は同盟国が負担する旨を定めていた。そして，そこでは， こ

の経費は特定の額をこえてはならない旨を定めていた〈リスポγ条約第13条

(6)および(7)並びに第14条例(6)，リスポン条約第13条(6)に定めて いる額は，

1967年のストックホルムにおいてバリ同盟の同盟国の代表者会議の全会一致

の決定により改正された。〉。さらに，また，スイス連邦政府は国際事務局の

支出および経費を監督する ζ と並びに国際事務局の年次計算書は単に他の内

国の官庁に送付されるにすぎないことを定めていた。

従来の制度のもとでは，スイス政府による経費の監督をし易くするためお

よび3年ごとに会合する代表者会議をしてそれぞれ次の 3年の期聞について

予想される国際事務局の経費に関して報告書を作成できるようにするため

実際上は予算が準備されていたけれども，予算を設けることについては規定

していなかった。(リスポン条約第14条(5)(a))

この制度は， 1967年のスト y クホルム改正会議でより弾力的な制度に置き

かえられた。このもとでは，同盟国の全権委員会議の全会一致の決定によっ

1 Cf. 1. P. 1968， p. 21 

1 色 8 第 15 条

有する*が。
(b) (a) に規 す る国及び機関は , それぞれ書面 による通告 により ,

その立替えの装務を放 す る権利を有する。放棄は, 通告が行なわもわれた 年の

球 りから 3 年 を経過した時に 効力を生ずる。

(8) 会計 検査 は, 財政 規則の定めるところにより 1 以上の同明国 又は外

部の検査 機関が行なう。これらの同盟 千及び検査 機関は, 総 会がそれらの者

の同意を得て任命 する* ヨ)。

の スト ッ ク ホルス改正 会 議 で 導入 されたこの 条は, 先行 する条約の第13
条 の一 部を邊 正した 形で維持し ているけれども , 先行する条約 の規定 とは豊

なった同盟の財政 に関する諸 規定を設けている。
従来の規定は, 同盟の経費は, 特定の規則に従い てリ スポン条約 第13 条(8)

および (9)) 通常は同盟 国が負担 する則を 定めていた。そして ,。そこでは, こ

の経費は 特定の額を こんえてはならない胃を 定めていた (てリスボン条約第13条
(9 および(の 並びに第14 条 (50, リス ボン条約 第13 条(9)に 定め て いる額は,

1967 年 の ストック ホ ルムに おいて バリ同盟の同盟 国の代表者 会議の全会 一致
の決定 により改正された。)。さらに ,  また, スイ ス連邦 政府は同共事務局の

支出 および経費を 監督 すること 並びに国際事務局の年次計算 書は単に他の内

国 の官庁に送付 され るにすぎないことを 定め ていた。

従来の人制度のもとでは, スイ ス政 府 による経費の監督し 易くするためお

ょび 3 年ごとに 会 合する代表 者 会議 をし てそれぞれ 次の 3 年 の期間について

子 想される国際 事務 局の経費に 関して報告書 を 作成 できるようにするため

実際 上は予算が 準備 され ていたけれども ,  子 算を 設け ることについては規定

して いなかった。(リス ボン条約 第 14条(5(a)

この 制度 は, 1967 年 の ストッ クホルム改正 会議 でより 弾力 的な制度 に置き

かぁえられた。このもとでは , 同盟 恨の全権委員 会議の全会 一致の決定 によっ

1 Cf. TP ,  1968, p. 21
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てのみ変更できるような経費の最高額は何んら定めていない。しかし， 3年

予算および年次予算は，同盟国によって構成される内部機関によって採択さ

れる〈総会:第13条(2)(:司令i)，および執行委員会:第14条(6)(a)(iii))。 同盟

の財政制度におけるこの重要な変更は，他の多くの新しい規定により補足さ

れている。その規定のあるものは，バリ条約の改正と同時にストックホルム

会議で創設されたWIPOと密接に関連している。

(ロ) この条約において現在は，すでに考察したように，パリ同盟は 3年予

算および年次予算を有することを規定している。この条約は，また予算の資

金が調達される財源〈第16条(3))および予算に含まれる経費の項目〈第16条

(1)ら))をも定めている。同盟の予算は，その内館蟻関によ って自主的に決定

される。しかし， WI POによって管理される他の同盟の予算との調整上の

要請について適正な考慮を払わなければならない〈下記の注釈伺および耐を

多照〉。

付同盟の予算に含まれるべき収入は，第16条(3)に定めている財源から生

ずる。

同 同盟の予算に含まれるべき経費は，パリ同盟とWIPOとの聞で意図

されている関係から 3種 の異 なったものがある〈第四条の注釈刊を多照〉。

第 1は，同盟に固有の経費である。

第 2は，同盟聞の共通経費の予算に対するこの同盟の分担金であるくとく

にWIPO条約第11条(2)(b)(i )を参照〉。

第3は，WI POの会議の予算に提供できる資金である (WIPO条約第

11条(3)ω(ii))。
同盟に固有の経費は，もつばら同盟に属する業務を事務局が遂行する場合

の経費たとえば同盟に関する研究および役務，改正会議の務備等である。

同盟問の共通経費は，第16条(1)(c)に定義されている。その経費は，事務局

1. Report of Main Committee lV of the Stockholm Conference， 1. P.， 1967 

p. 221， Paragraph 12. 
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てのみ 変 更できるよう な 経費の最高額は何んら 定めていな い 。しかし , 3 年

馬算おょよび年次務 算 は, 同盟国によって構成 される内 部機関にょって上採択さ

れる (総会 : 第13条(2(5Cvi),。 および執行委員 会: 第14条(6Xa)Ciia う)。 同盟

の財政割度におけるこの重要な変更 は , 他の和多くの 新しい規定 により補足さ

れている。 その規定 のあるゎものは, バリ条約の改正 と同時にに ストックホルム

会 議で創設されたWI  PO と 密 接に 関連している。

この条約 に おいて現在 は , すでに考察 したよらに, ベリ同盟は3 年子

算 および年 次予算を有することを規定している。この条約は, また子算の資

金 が調達 きれる財問〈第16条(3)) および子 算に 含まれる経 響の項且 (第16条

(5 )  をも 定めている。 同盟の予算は, その内部 機関にょ っ て自主的に決定

される。 し かし, W IPO によって 管理 される他の同盟の王 算との調整上の

要請 に ついて 適正 な考慮を私わなければならない (下記の六 釈づらおよび抽を

参照)。

0 同盟の子 算に含まれるべき 収入 は, 第 16条 (3) に 定めている財 顔か ら生

ずる。

らら 同盟の子 算に含まれるべき経費 は , ペリ同盟 とWI PO との問で意図

されている 関係 から 3 種 の 異なった ものがある (第 13条の下 釈()を参照)。

第 1は, 岡盟に固有の 経費である。

第 2は, 同盟間の共通 経旨の 予算に対するこの同盟の分 担金である (とく

に WIPO 条約 第11 条(27b)K1 ) を参照)。

第 3は, WI  PO の会 議の子算に提供できる資金 である (てWI  PO 条約第

11 条(8(bCおうう。

同盟に固有の経費は, ゎもっぱら同玉に 暑する 業務を事務 局が 遂行する場合

の 経費 たとぇば同盟に 関する研究および後 務 改正 会議の玲 備等である。

同盟間の共軸経 腎は, 第16 条 (1(O に 定義 され ている。 その 経 球は, 事務局

1. Report of Main Committes ITW_ of the Stockholm Conference, T. P… 1967

p. 221。 Paragraph 12.
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長およびその他の諸職員の給与，財政，人事，醗訳，タイプ並びに本部のピ

Jレの維持のように，もっぱらパリ同盟のみに属するものではなく，機関によ

って管理される他の同盟にも属するもので事務局によってもたらされる経費

である。この共通経費についての同盟の分担割合は，同盟がその共通経費中

に占める利益に比例する。この分担は.WI PO条約に規定されている手続

に従って決定される。その規定によれば，同盟聞の共通経費の 3年予算は，

一般総会が定め CWIPO条約第6条(2)Civ)). 年次予算は調整委員会が定

める(同第8条(3)(iv))。ところが調整委員会は， 同盟の内部機関に対し，

2以上の同盟または 1若しくは2以上の同盟と接関とに共通の利害のあるす

べての管理上，財政上，またはその他の事項について，とくに同盟聞の共通

経費の予算について助言する(同第8条(3)(i ))。パリ同盟の執行委員会の

構成国は，当然に調整委員会の構成国となるものであるから CWIPO条約

第8条(l){a)). この問題に関し困難を生ずるとは思われなし、。しかしながら，

WI PO条約は，また第11条(2){a)(i )で同盟の分担金は，したがってパリ同

盟の分担金も，当該同盟が共通経費に対して有する利益を考慮してその同盟

の総会のみが決定できることを規定している(パリ条約第16条(1)に)後段を参

照〉。

WIPOの会議の予算に対するパリ同盟の分担金は，パり同盟の総会がそ

のように決定した場合にバり同盟の予算に含まれるくバり条約第16条(1)(b)の

最後の部分に相当するWIPO条約第11条(3)(紛(ii))。

制すでに考察したように，同盟の総会は，その3年予算およびその予算

に含まれるべき同盟聞の共通経費に対する分担金を定めるにあたっては自律

的である。この 3年予算の範囲内および総会の監督のもとに執行委員会は年

次予算に関して同様の権限を有するく第14条(6){咲ii))。第四知的は， 同盟

の予算はWIPOによって管理される他の同盟の予算との調整上の要請に適

切な考慮を払って定めなければならないことを指示している。上で言及した

WI POの調整委員会の助言は，この目的を達成するのに必要であろう。

付 同盟の収入の財源は，説明するまでもな く十分に明らかである。同盟
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長 おょよびその他の諸職員の給与 , 財政 , 人事, 二 訳 , タイプ 並びに本 部のど

ルの維持 の ように, もっぱら バリ 同盟のみに 属する ものではな く , 擬 関にょ

って管理 きれる他の同盟にゃ 属するもゃので事務局によっ て もたらされる経費

である。 この共通 経費に つい ての同盟の分 担割合 は, 同 器がその共通経費中

に 占める利益 に比例する。この分 担は, WI  PO 条約に 規定されている手続

に 従って決定される。その規定によれば, 同盟間の共通経費の 3 年 子 算は ,

一 般 総会が定め《WI PO 条約第6 条(2Ctv)), 年次 予算は調整委員会が定

める ( 同 第8条(37Civ))。 ところが調整委員会 は , 同盟の内 部 機関と対し,
2 以上の同盟 または 1 若しくは 2 以上の同盟と 機関 とに共通 の利害のあるすす

べての管理上, 財政上, またはその他の事項にたつい て, と くに同盟間の共通

経 費の子算に ついて 助言する ( 同 第8 条 (8)C て1う )。 ペベリ同 避の 執行委員 会の

構成国は, 当然に調整委員 会の構成国となる ものであるから (WT1I PO 条約

第 8 条(1⑳), この問題に 関し困難 を生ずるとは思われない。し か しながら ,

W IPO 条 約は 。また第11 条(2a( 1 うで同盟の分 担金は, したがってバリ同

骨の分 担金 も, 当該 同盟が共通 経費に対して有する利益を考慮 してその同盟

の 総合のみみが決 定できることを 規定 している (バリ 灯 約 第16条 ( 1 後段 を参

貼うe
WiPO の 会議の 予算に対す る バリ同盟の分 担金は。バリ同盟の総会がそ

のょように決定 した 場合にバリ同盟 の予算に含まれる (バリ条約第16条(Qp)の

最後の部 分に相当する W TI PO 条約 第 11条(8XD)CHううo
6 すでに考察 したょように, 同盟の総会は, その 3 年 子算 およびその子算

に 含まれるべき同盟間の共通 経費に対する分 担金を定めるにあたっては自重

的 である。 この 3 年 予算の範囲内および総合 の監督のも とに 執行奏員 会は年

次子 算に 関して同様 の権限を有する (第 14 条( 6  うう o 第16 条(2)は, 同明

の子 算はW IPO にょって 管理 される他の同盟の子 算との調整 上の要請に適

切な 考慮を払って定めなければならないことを指示している。上で言及した

WIPEO の調整素員 会の助言は, この目的 を達成する のに必要であろう。

同盟 の収入の財 療は, 説明するまでもゃなく十分に 明らかである。同副
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国の分担金に関しては注釈{刊，開および(1J)を重量照。同盟に関して国際事務局

によって提供される料金に関しては第16条(5)を多照。第16条(5)は.WI PO 

条約第11条(2)(b)(ii)と対比されるべきである。

((-) この制度は.それによって同盟の経費に対して同盟国の分担金を定め

るために同盟国をいくつかの等紐に分けており，すでに1883年の最初の条約

に含まれていた(条約の全体の一部をなしている最終議定書第6)。 それ故

に，新たに加入する閣は，自国が位置すべき等級を選ばなければならなかっ

た。そして1911年のワシントンの改正会議はその規定を条約の中に組み入れ

~. ，....。

この制度は.1967年のストヅクホルム改正会議まで維持された。そしてそ

の会議でこの制度が若干改正された。

改正の主要な点は等級の数を6ではなく 7としたことである。これは，第

7番目の等級が一つ加えら柱たことを意味する。これは，より多くまたはよ

り少く発展している国について相対的に貢献できる能力を公正に表わすこと

ができるようにするために行なわれた。 1911年のワシγ トンから1958年のり

スボγまで効力を有していた条約のもとでは，最高の分担金は，最低の分

担金の 8%倍であったにすぎないがス トy クホルム改正会議によって25倍に

なっている。

明 スト y クホノレム改正会議は，各同盟国は自閣が属することを希望する

等級を指定することも，また希望する場合には後にその等級の指定を変更す

ることも完全に自由であるとレ うことを認める制度を維持した。しかし，そ

れに加えて，ストックホノレム条約は，同盟国は以前に指定している分担金の

等級よりも低い等級を指定しようとするときは3年ごとの通常会期で総会に

対しその変更を宜明しなければならず，その場合その変更は当該会期の次の

暦年の初めまでは効力を生じないことを規定している。この規定は.そのよ

1. See document S/3 Prepared for the Stockholm Confernence， p. 36， Paragraph 

107. 
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国の分担 金に関しては注釈 (り, 切おょよび( りを参照。同盟 に 関して国際事務局

志よって提供される 料金 に関しては第 16条 (5 を 参照。第 16 条( 5 は, W I  PO

条約第11条(27b)Ci) と 対比され るべきである。

( り この 制度 は 。そ れによって同盟の経費に 対して同 青 国の分担 金を定め

るために同盟 国を いくつかの 等級 に分けており。すでに1883 年の最初の条約

た 含まれ ていた (条約の全体の一部を なしている最終議定書第 6 )。それ故

, 新たに 加入する国は, 自国が位 す べき和多級 を 選ばなければならなかっ

た。 そして 1911年のワリシン トン の改正 会議はその規定を条約 の 中に 組み入れ

た。
この 制度 は。1967 年 の スト ッ クホルム改正 会 議まで維持 され た。そしてそ

の 会 議 でこの制度が若干 改正された。

改正の主要な 点は等 級の数を6 では なく 7 と し た こと である。これは。 第

7 番目 の等級が 一つ加をられたことを意味 する。これは, より 多くまたはよ

り 少く発展 し ている 国について相対 的に貢献できる 能力を公正と 表わす こと

ができる ょようにするためをに 行なわれた。1911年のワンントンから 1958年のリ

スポボポンまで 効力を有していた条約 のもとでは , 最高の分折金は。最低の分

揚 金の 8 % 倍で あったにすぎないがス トッ クホルム改正会議によって 25倍に

なっている。
全 ストックホルム改正会議は。各同盟 国は自国が属す ることを 項 望する

等 級を指定 することも。 また 希望する 場合とは後にその等 級の指定を変更す

ること ゃ完全に 自由であると いう5ことを 認める 制度を維持し た。しかし, そ

れに 加えて, ストッ クホルム条約は, 同盟 国は以前に指定 している分拒 金の

筆 級 よりも 低い等 級を指定しようとするときは 3 年 ごとの通常会期で総会に

対 しその変更を宣明しなければならず, その場合その 変更は当該会期の次の

層 年の初めまでは 効力を 生じ ないことを規定 している。この規定 は , そのょ

23。 See document S/3 Prepared for the Stockholm Confernence, p, 36, Paragraph

107.
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うにしないと，ある同盟国が自国の等級を下げることは自動的に他の同盟国

の分担金の増加となり，他の同盟国は最近の 3年予算が探択されたときに予

想されていた分担金よりも高い分担金を支払う義務を負うことになるので設

けられたものである。

(lJ) この規定は，すべての同盟国が分担すべき総額に対し各同盟国が分担

すべき割合の計算に関する規則を含んでいる。この規則は，表現は違ってい

るけれども，従前の制度を維持している(リスポン条約第13条(8))。

(9.) この規定は.1967年のストックホルム改正会議で導入され，分担金の

支払の特定の遅滞〈先行する満2年以上の聞に支払うべき分担金額の支払遅

滞〉はその国が構成田となっている同盟のいずれの内部機関における投票権

も失わせる。それは，他の同盟による支払の不足を補うために第16条(り伊)の

規定に基づき支払われる立替金の責任に対して不公平であるので，分担金の

支払を促進するための刺戟が必要であると考えられたからである。当然なが

ら，その遅滞金が支払れた後は，当該国の投票に対する権利は，自動的に回

復する。

しかし，この規定は，さらに当該内部機関〈総会・執行委員会〉はその支

払の遅滞が例外的でしかも避けることができない事情により生じていると認

めるときはその限度においてその規則に対する例外を設けることができるこ

とを定めている。

制 とくに総会に関しては，定足数や必要な多数決(第13条(4)(紛.(c)およ

び(d))が必ずしも得られない場合において，予算が適用されなければならな

い期間の開始までに予算が採択されないときは問題となる。そのような場合

に同盟の活動を中止することは許されないので，ストックホルム改正会議は

1つの規則を採択した。それによりそのような事情のもとでは，予算の規模

は直前の年の予算の規模と同じものとなる。同盟の財政規則 (第 13条(2)(吟

1. See document S/3 Prepared for the Stockholm Conference P. 36. Paragraph 

108. 
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2 にしないと , ある同盟 国が自国の等 級を下げることは自動的に他の同盟医

の分担 金の増加となり , 他の同盟国は最近の 3 年 子算が 採択 された とき層 予

想 されていた分 担金 よりも 高い分担 金を支払う義 務を 負うことになるので設

けられたものである。

人M この規定 は , すべての同盟 国が 分担すべき総額に対し各同明国が分担

すべき 割合の計算に 関する規則を 含んでいる。 この規則は, 表現は違ってい

るけれ ども, 従前 の制度を維持している てリスポン条約第13条(8))。

2の この規定 は, 1967 年 のストックホルム 改正 会議で導入され , 分担 金の

支払の特定の遅北〈 先行す る満 2 年以上 の間に 支 払うべき分拒金 額の支払遅

貴 ) はその国 が構成 国と なっている同盟 のいずれの内部 機関 にねおける投票 枚

ゃも失わせる。それは , 他の同盟による 支払の不足を 補うために第 16 条(77(9の

規定に基づき支払 われる立替 金の責任に 対して不公 平 であるので , 分担 金の

支払を促進 するための刺 示必要であると 考えられた か らである。当然なな

ら, その遅滞 金が支払れた 後 は, 当該 国の投票に対する 利 は, 自動的に回

復 する。
しかし, この規定 は , さらに当該内部機関 総会・ 執行委員会 ) はその支

払の遅間が例外的 でしか ゃ避けること ができない事情 により生じていると説

めるときはその限度 においてその規則に 対する例外 を設ける ことができるこ

とを 定めている。
69 と くに総会に関しては, 定足数や必要な多数決(第13条(4Xb), (お よ

び(d⑪) が必ずしも 得ら れない 場 合に おいて , 子 算が 適用きれなければならな

い 期 間の開始までに子 算が 採択きれ ないときには問題 となる。そのょ ような場合

に同盟の活動を中止することは 許さきれ ない ので, ストッ クホルム改正合議は

1 つの規則を採択 した。それにより そのような 事情 のもとでは , 子算の規模

は直前の 年の務算の規模 と 同じ ものとなる。同 器の財政規則 (第 13 条 (3) (9

1. See document 5/73 Prepared for the Stockholm Conference P. 36.Paragraph

108.
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( vii))は，さらにこの規定に基づき精巧なものとなるであろう。

伊) 同盟の収入財源の 1つは，国際事務局が行なう役務に対して支払われ

る手数料である〈上記注釈付を多照〉。 国際事務局の事務局長は，その手数

料の額を定めるがそれについては総会および執行委員会に綴告する。これ

は，これらの内部機関が望む場合には意見を述べあるいは指示を与えるこ

とができるようにするためのものである(第13条(2)(a)(iii)および第14条(6)(8)

(iv))。
り，) 1967年のストックホルム改正会議によって設けられた新制度の他のも

のは，運転資金の設置に関する規定である(WIPO条約第11条(8)を参照〉。

これは，各同盟国による 1四分の分担金からなる資金であり，通常の分担金

の支払期限〈第16条(4)(d))とその分担金の支払を現実に受領するまでの間の

短い期間中に国際事務局が活動できるようにしようとするものである。この

運転資金に関する規定は説明するまでもなく切らかである。

tカ)運転資金は，特定の事情のもとでは定められた予算および事業計画の

範囲内においては国際事務局がその活動を継続することが十分できないかも

しれないので，ストックホルム改正会議は，その領土内に国際事務局が置か

れている国は，国際事務局に必要な立替え金を与えなければならないことと

い形態を変えて，従来の制度。スボン条約第13条UO)を多照〉を引き継い

だ。この効果に対する規定は.WI PO条約第11条(9)と同様である。すでに

考察したようにー第14条の注釈同を参照ーその領土内に国際事務局が置かれ

ている同盟国は，同盟に対し立替えをすることに合意するものであるが，同

盟に関するすべての財政に関する事項について完全に知らされる立場になけ

ればならず，それ放に執行委員会に職権上の議席を有する(第14条(2)(a))。

第16条(7)(b)に規定するように，その立替えの義務は放棄することができる。

しかし，この放棄は，放棄の通告が行なわれた年の終りから 3カ年を経過す

るまでは効力を生じない。このことは，後の期間中総会は通常会期に会合

し，必要な措置ーたとえば運転資金の増額を決定することーを執ることがで

きることをλ味する。
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( v i う) は。さらにこの規定に基づき精巧 なも のとなるであろう。

同盟 の収入財療の 1 つは, 国際事務 局が 行なう役務に 対して 支払われ
る手数 料である(上記六釈いを参照)。 国際事務 局の事務局長 は, をの手数

料 の額を定めるがそれについては 総会 および執行奏員 会に 報告 する。これ

は, これらの内部 機関が里む場合とは意見 を述べあるいは指示を 与える こ

と ができるようにするためのゃのである (第 13 条( 2 うお よび第14 条(68)

Gvう。
ゆ 1967 年 の ストックホルム改正 会議とよって 設けられた 新制 度の他のも

のは, 運転 資金の設置に関する規定である (WI PO条約 第11 休(8)を参照)。
これは, 各同 盟国 にょる 1 回 分の分 担金 からなる換金 であり, 通常の分担多
の支払 期限(第 16条(4X⑳) とその分 担 金の支払を現実に受領 するまでの問の

短い 期間中に国際 事務 局が活動 できるように し よう と する も のである。この

運転 資金に関する規定は 説明するまでもなく明 ら か である。
の 運転 資金 は, 特定の事情のもと では 定められた隊 算 および事業計画の

範囲 内 と おいては国共 事務 局がその活動 を維続することが 十分 できな い かも

し れないので, スト ッ クホルム改正会議は, その令 土 内に国際事務 局が皿 か

れている国は。国際事務 局に必要な 立替 え金を与えなければならないことと

し, 形態を変えて, 従来の制度 (9 スポン条約 第19 条9 を参照 ) を引き 継い

だ。この 効果に 対する 規定 は, WT PO 条約 第11 条(9)と同様 である。すでに

考察 したように一 第 14条の注釈 を 参照 一その領土 内に国際事務 局が 置かれ

ている同盟 選は, 同盟に対し立替えをすることに 合意 する ものであるが。 同

明に 関するすべての財政に 関する事項に つい て完全に 知らされる立場になけ

ればならず, それ故に 執行委員 会に 職権上の戴 席を有する (第14条(の(a)。

第 16 条 ( 7 に規定 するょうに。その立替えの義務は放 広 することができる。
しかし, この放 抄は, 放 率の通告が行なわれた 年 の 終りか ら 3 ヵ年を経過す

る まで は 効力 を生じない。こ のこととは , 後の期間中 総会は通常 会期に会合

し, 必要な措置 一たと えば運転 資金の増額を決定 すること 一を 執ることがで

きることをみみ味する。
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(ヨ1) 1967年のスト ックホルム改正会議に先行する条約のもとでは，国際事

務局の会計検査は，スイス政府によって編成されており，スイス政府はその

経理を監督していた(リスボγ条約第13条伺〉。 ストックホルム条約のもと

では，スイス政府はこの監督の業務をもはや行なわないのセ，会計検査に関

してはそれを行なおうとする 1若しくは2以上の同盟国または外部の検査機

関〈専門的会計事務所〉で総会が指定したものによって行なわれるべきこと

が規定された。この手続に関する詳細は，同盟の財政規則によって規定され

る (WIPO条約第11条(10)を参照〉。

1. See document S/3 Prepared for the Stockholm Conference， P.38. Paragraph 

115. 
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伺 1967 年の ストッ ク ホルム改正 会評に 先行 する条約 の もとでは , 国共事

務 局の会 計和検査は。スイ ス 政 府 によって 編成 されており , スイ ス 政 府はその

経理を監督していた (リス ボン条約第13条00)。 ストッ クホルム条約 のもと

では, スイスス政府 はこの 監督の業務をもはや 行なわないので, 会計検 査に関

してはそれを 行な おうと する 1 著しくは 2 上上の同盟 国ま たは外部の検査擬

関 (専門的会計事務所 で 総会が指定したものによって 行なわれるべき こと

が規定 きれた。この手続 に関する詳細は, 同盟の財政規則にょって規定され

る (WIPO 条 約第11条 (10)を参照)。

1.。 See documcnt S73 Prepared for the Stockholm Conference, P.38, Paragraph
115. ・



第 17条 185 

第17条 {イ}

(1) 第13条，第14条，第15条，第16条及びこの条の規定加〉を改正する

提案は.総会の情成固のいずれか，執行委員会文は司E務局長が発蹟すること

ができる。この提案は，少なくとも，総会がその審自民を開始する6カ月前

に，事競局長により，総会の構成国に通告されるものとする。

(2) 前項に規定する各条の改正は，総会が採択する(川。採択は投襲の

4分の3を必要とする。ただし，第13条及びこの項の改正は，投襲の 5分の

4の多数決を必要とする{ニ〉。

(3) (1)に規定する各条の改正は，改正を採択した時における総会の構成

田の4分の3から事務局長が各国の憲法よの手続に従い行なわれた受諾を書

面により通告を受けた後 1:カ月を経過した時に，効力を生ずる体)。 このよ

うにして受指されたこれらの条の改正は，改正が効力を生ずる際における総

会の衡感国又はその後に総会を構成するEを拘束する。ただし，同盟国の財

政上の麗坊を場大する改正は.その改正の受諾を通告した国のみを拘束す

る{へ}。

れ) この規定は， 1967年のストックホルム改正会議でごの条約に湾入され

た。上で考察したように，一一第13条の注釈糾を参照一ーストックホノレム会

議前は，改正のためにそれを明示して招集された改正会識の全会一致の決定

によってこの条約の改正が行なわれていた(リスポγ条約第14条， そしてそ

の規定のー部はすでに1883年のこの条約の最初の正文に含まれていた。〉。ス

トックホルム会議は，この方法を改め，一方ではこの条約の第13条から第17

条までの管理規定の改正とそれ以外のこの条約の規定の改正とを区別してい

る。今考察中の第17条は，第13条から第17条までの規定の改正を取り扱って

いる。第 1条から第12条までおよび第四条から第30条までの規定の改正は第

四条が取り扱っている。その取扱い上の差は主として次の点にある。

1. See document S/3 Prepared for the Stockholm Conference， P. 40， Paragraph 

118. 
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第 17 条 (7

( 1  第13条, 第14条、第15条, 第 f6条 及びこの条の規 定〈") を改正する

提 索 は, 夫 会の構成国 のいずれか, 執行委員 会又は事務周 長が発議すること

ができる。この提案は, 少なくとも, 総会がその書議を開始 する 6 力月前

に, 事務局長により, 総会の構成国に通告されるものとする。
(2) 前 項に 規定する各条の改正 は, 総会が採択するの)。採択は投票の

4 分の 3 を必要とする。ただし, 第13 条 及びこの項の改正は, 投票の 5 分の

4 の多数 決を必要とする(に)。

(3) ( 1に規定する各条の改正 は, 改正 を採択した時における夫 会の摘成

国 の 4 分の 3 から事務局長が各国 の一法上の手続 に従い行 なちわれた受諾を書

面 により通告を受けた後 1 力 月を経過した時に, 効力 を生ずる。このよ

うにして受 詳されたこれらの条の改正 は, 改正が効力を生ずる際における総

会 の構成国又はその 後に勢会を構成する国を拘束 する。ただし , 同器 国の財

故 上の義務を 増大する改正 は , その改正の受諾を通告した闘のみを拘束す

る (へ)。

《)  この規定 は, 1967年 のスト ッ クホルム 改正 会議 でこの条約に導入され

た。上で考 集し たょうに , 一一第 13 条の注釈 (9を参照一- ストッ クホルム会

議 前 は, 改正 のためにそれを明示 して招集 された改正会 議の全会 一致の決定

にょってこの条約の改正が行なわれ ていた (てリスボン条約第14条,そしてそ

の規定 の 一部はすでに 1883 年 のこの条約の最初の正文に含まれ ていた。)。 ス

トッ クホルム会 議は。この方法を改め, 一 方ではこの条約の第13条から 第17

条までの管理 規定の改正とそれ以外のこの条約の規定の改正 とを区別してい

る。 今考察中の第17条は。第13 条から 第17 条までの規定の改正を取り 扱って

いる。 第 1 条から 第 12 条までおょび第18 条から 第 30 条までの規定の改正は第

18条が取り 扱っている。その取扱 い上の差は主として次 の 点にある。

1。 See document 5S/3 Prepared for the Stockhojm Conference, P, 40, Paragraph

118.
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前者の改正は総会が討議し採択する。そしてその総会はこの条約第13条か

ら第17条までの規定に拘束される国または第30条(2)の規定により総会の構成

田とみなされる国のみから構成されるo改正を採択するには所要の多数決を

必要とする。しかし，その改正は，採択されかつ受諾された後は，総会のす

べての構成田を拘束する。ただし，財政上の義務を増大する改正は，その改

正を受諾した国のみを拘束するだけである。

他方，後者の改正は，すべての同盟国が改正の対象となっているこの条約

の最も新しい正文に拘束されていない場合でも，すべての同盟国からなる改

正会議で討議され採択される。それらの採択には全会一致が必要である。そ

して，その改正された条約を批准しまたは加入した国のみを拘束する。

第13条から黛17条までの規定の改正に関して特別の手続を設けている理由

は，それ以外の規定の改正に関する方法は単なる管理規定の改正にとっては

厄介すぎるとみられているからである。

(吋 ここに規定する改正についての特別の手続は，この条約第四条から第

17条までの規定の改正に対してのみ適用される。そして，実際上それらの規

定は単なる管理的性格のものである。改正の発議に関する手続は説明するま

でもなく明らかである。

け総会は，改正を採択する権限を有し，総会の構成田でない同盟国の意

見を考慮することすら要請されない〈それに反し，第13条から第17条までの

規定以外の改正に関しては，第13条(2)(的(Ii)後段がある。〉。これは，総会の

構成田でない同盟国は，その管理規定に拘束されず，直接の利害を有しない

からである。しかし，それらの国は総会にオブザーパーとして出席できるの

で〈第13条(6))，それにも拘らず，それらの国の意見を聴くことはできる。

判総会の決定は，通常は投票の 3分の 2の多数決を必要とする〈第13条

(4){d))にすぎないが，この条の規定による改正を採択するにはそれ以上の実

質的な多数決を必要とする。総会の権限を規定している第13条は，この条約

の管理制度の礎石であるとみられている。それ故，同条の改正には，投票の

5分の4の多数決を必要とする。改正に関する条文の改正によってこの多数

186 仙 計条

前 者の改正は 総会が 討議し 採択する 。そしてその 総会 はこの条約 第13条か

ら 第17条までの規定に 拘事きれる 国または第 30条(2 の規定により総会の構記

国 と訪なされる 珈の 交から 構 成される。改正を 採択 するには所要の多数決を

必要とする。しかし, その改正は, 採択 されか つ受 庄された 後 は, 総会 のす

べての構成国を拘束する。ただし, 有財政上の義務を 増大する改正 は , その改

正 を受諾 した 国のみみを 拘束 するだけである。
他方 , 後者の改正は, すべての同軸 国が改正 の 対象と な っ ているこの人条約

の 最もゃ 新しい正文 に 拘束され ていない 場 合で も, すべての同 製国 からなる改

正 会融で討議され採択 さきれる。それらの採択 には全会 一致が必要 で ある。そ

して , その改正 された殺約を批 陰しまたは 加入 した 国 のを 拘束する。
第 13 条か ら 第17 条までの規定の改正に 関して特別の手続 を設け ている理由

は, それ以外の規定の改正に 関する方 法は単なる管理 規定の改正に とっては

厄介すぎるとみられているからである。

ここ に 規定する改正 に つい ての特別の手続 は , この条約第13条から第

17 条までの規定の改正に 対してのみみ適用される。そして , 実際上それらの規

定 は 単なる管理 的考知のものである。 改正の発議に 関する手続は 説明するま

でもなく明 らかである。

6 総会は, 改正 を採択する枢 限を有し , 稔 会の構成園でない同盟 国の意

見を考慮 することすら要請さきされない (それに反し, 第13 条から 第17条までの

規定 以外の改正 に関しては, 第 13 条(3)(a)Ci) 後段 がある。)。これは , 総会の

構成国でない同盟国は, その常 理規定に拘束されず, 直接の利害を有しない

からである。しかし ,  それらの国は 総会にオブザーベーと して出席 できるの

で (第13条(6)), それにゃも拘らず, それらの国の意見を 聴くことはできる。

選) 総会の決定は, 通常は投票の 83 分の 2 の多数 決を必要とする (第 13 条

(9(dD にすぎないが, この条の規定 による改正 を採択 するにはそれ以上の実

質 的な多数 決を必要とする。 総会の権限 を規定し ている第 13 条は, この条約

の管理制度の礎右であると みみられている。それ上故, 同条の改正には, 投票の

5 分の 4 の多数 決を必要とする。改正に 関する条文 の改正にと よってこの多数



第 11条 187 

決を容易には変更できないようにするため，投票の5分の4の多数決は第17

条(2)を改正するのに必要とされている。第14条，第15条，第16条並びに第17

条(1)および(3)の規定の改正には4分の 3の多数決を必要とする。

刷所要の多数決で採択された後は，すべての改正は，効力を生じなけれ

ばならなし、。これには，改正を採択した時における総会の構成固によるその

改正についての受諾の通告を必要とする。その国が，その改正について投票

をしているかどうか，またその場合に賛成の投票をしているか反対の投票を

しているかを問わない。総会の構成層の4分の 3(改正の採択について 5分

の4の多数決を必要とする場合でも〉からその受諾の通告を受領したとき

は，その改正はその受領の後1カ月を経過した時に効力を生ずる。

付 このようにして受諾された改正は，一一唯一の例外はあるが一一総会

の織成固であるかあるいは将来構成固となるすべての同盟国を拘束する。 唯

一の例外は，同盟国の財政上の義務を増大する改正の場合で，それは，その

改正についての受諾の通告をした国だけを拘束することである。この規定は

新たにこの同盟に加入する固には適用しない。そのような固には，現在の財

政上の義務を増大するという問題はないからである。この同盟の加入にあた

っては，その国は定められている財政上の義務を受諾しなければならない。
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茨を容易 には変更 でき ない よう にするため, 投票 の5 分の 4 の多数 決は第17

条(3) を改正 するのに必要とされている。 第 14 条, 第15条, 第16条 並びに第17

条(りおょよび(3 の 規定の改正 には 4 分の3 の和多数決を必要とする。

人 所 監の多数 決で採択 された 後は . すべての改正は, 効力 を生じなけれ

ばなら ない。 とこれには, 改正を採択 した 時における 総会 の槽成国にょよるその

改正 と つい ての受諾の 通告を必要とする。その 国 が, その改正 について投票

を して いるかどらうらか, またその場合に禁 成の投票をし ているか反対 の投票を

し ているかを 問わない。総会の構成固の 4 分の 3 〈 改 正の採択について 5 分

の 4 の多孝 決を必要とする 場合でも) からその受諾の通告 を 受領 したとき

は, その改正はその受領 の後 1 ヵ月を 経過した時に 効力を生ずる。

きり このょうにして受諾された改正 は, 一 一唯一 の例外はあるが一一総会

の構成 皿であるか あるいなは将来 構成国となるろるすべての同盟 国を拘束する。唯

ーの伯外は, 同 製 因の財政上の義務を 増大する改正の得 合で 。それは, その

改正 についての受諾の通告 をした 国だけを 拘束 することである。この規定は

新たにこの同 遇に 加入する 国には 造用しない。そをのょより たな 国 には, 現在の財

致 上の二務を 増大すると いう問題 はないからである。 この科 盟 の加入にあた

っては, その国は定められている財政上の義務を受 諸し なければぱばならない。
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第18条(イ〉

(1) この条約は，同盟の制度を改善するような改正を取り入れるため改

正に付される(ロ〉。

(2) このため，顕次にいずれかの同盟国において同盟国の代表の聞で会

績を行なう。九

(3) 第13条から第17条までの規定の改正は，第17条 (3)の規定に従って

行なわれる位〉。

4イ) この条(1)および(2)は，すでに1883年の条約の最初の正文に含まれてい

た〈第14封。 それは，その後の改正会議で形式に関し臥のわずかな修正

を受けた。

この条(3)は， 1967年のストヅクホルム改正会議で追加されたもので，同会

議で第13条から第17条までの規定の改正とそれら以外の規定の改正とを区別

したときの前者以外の部分についての改正のためのものである(上記第17条

の注釈仰を参照〉。

加) 同盟国は，実際に同盟の制度を改善する改正を自由に決定できる。し

かし，他の問題がある。それは，そのような決定をするにはし、かなる多数決

が要求されるかということである。この条約にはこの原則を明示的には記述

していないけれども，改正会議に参加しているすべての同盟国の投票の全会

一致が一一投票の棄権は投票とはみなされていない〈ストックホノレム条約第

四条(4)(e)および第14条(BH心をも参照)。一一ζの条約のすべての規定の改正
2 

に必要であるものと各改正会議で考えられていた(スト vクホルム条約のも

とで、は，第13条から第17条までの規定について例外がある。第17条を参照〉。

この確立された原則は，同ーの原則のもとで採択される違う規定によって変

更されるまではこの同盟を拘束しているものとみなされなければならなし、。

付 改正会議に参加する同盟国の代表は，各国の憲法または法令の規定に

1. Actes de Paris， 1， pp. 28 (proposal for Article12)， 119/20， 145 (discuss in 

and adoption). 
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第18 条 7

(1) この条約 は, 同盟 の制度を改善するような改正を 取り入れるため改

正 に付さきれる (5)。

( 2 う2 このため, 昭次にいずれかの同盟国において同盟 国の代表の問で会

議 を行なうぴの)。

(3) 第 13 条から 第17 条までの規定の改正は, 第17条(3) の規定に従って

行なわれるで)。

0び) この条(1) および (2) は, すでに 1883 年の条約の最初 の正文に含まれてい

た (第 14 条)う。 それは, その後の改正 会議で形式に関しはんのわずかな修正

を 受けた。
この条(3) は, 1967 年 の スト ックホルム改正 会 議で追加された もので , 同会

議 で第13 条か ら 第17 条までの規 定の改正 とそれら 以外の規定の改正とを区別

したと きの前 者 以外の部 分 に つい ての改正 のためのゎもぉのである (上記人第17条

の注釈を 参照)。

同盟 園は, 実際に同盟 の制度を改 療 する改正を自由に 決定 できる。し

かし, 他の問題 がある。それは, そのような 決定 をするには いかなる多数決

が要求 きれるか と いうこと である。 この条約 にはこの原則を明示 的 には記送

し て いないけはけれども, 改正会識に参加し ているすべての同盟国の投票の全会

ーー致が一一投票の秦 権は投票 とはみみな されて いない (て(ストックホルム条約 第

13 条(4M@)おょよび第 14 条(8) (① をも参照)。一 一この条約のすべての規定の改正

に必 本である ものと各改正 会議で考えられていた (スト ッ クホルム 条約のも

とでは , 第 13 条か ら 第17 条までの規定 に ついて 例外がある。第 17条を参照)。

この確立 された原則は, 同一 の原唱 のゎもとで 採択 される 違う 規定 によって変

更 されるまではこの同盟を拘束 しているものと みなされなければならない s。

9 改正会議に参加する同盟国の代表は, 各国の憲法さまたは法令の規定に

1.。 Actes de Paris, 生 np. 28 (proposal for Article12), 119/20, 145 (discuss in

and adoption).
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従い.この条約の改正を討議し投票するために正当な権限を与えられていな

ければならない。総会において代表し投票することに関係する特別の規則

は，第13条(SXb)および(5){b)に定められているが，改正会議には適用されな

い。改正会識の準備に関しては第13条(2)(的(ii)並びに第四条(7Xa)および(b)を

参照。

糾すでにωで考祭したように，この項は，この条約第13条から第17条ま

での規定の改正とそれ以外の規定の改正とをそれぞれ規律する別個の原則の

残部でるる。

2. See Actes de la Conference de Rome， 1886， pp. 86/7 (the revision then 

adopted never entered into force); Actes de La Haye， pp. 428. 437; Actes 

de Londres， pp. 1制15，294 (prop借aJof Mexico)， 351/2 (discus宮ionand vote 

in First Sub-Committee); Act目 de Lisbonne， pp. 564， 668， 703/4， 731; 
Document S/3 prepared for the Stockholm Conference， p. 10， paragraph 27 
(a)， p. 40， paragraphs 1l8(u)， 119. See also LADAS: The lnternational 

Protection of lndustrial Property， p. 128; ROUBIER : Le droit de la propriete 

industriel!e， 1， p.257; TROLLER; Die mehrseitigen vo!kerrechtlichen Vertr. 
誼geim internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. p. 195; 

RONGA:“La regle de )'unanimite pour la revision des Conventions de Paris 

et de Berne，" R. 1. D. A.， XXXIII(Oct. 1961)， p. 3. 
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従い , この条約の改正 を討議し投票 するために正当な権限を与えられていな

ければならない。絵 会にぶいて代青し 投票することに 関係 する特別の規則

は, 第13 条(3(b)おょび(5)) に 定められ ている が, 改正 会議 には 遺用されな

いc。故正 会議の準備に関しては第13 朱( 9  並びに第 15 条(7X49りおょび⑪ を

参培。

らら すでに0で考察した ょうに, この 項 は, この条約 第13条から 第 17条ま

での規定の改正とそれ以外の規定 の改正とをそれぞれ規律する別個の原則の

残 都である。

2, See Actes de la Conference de Rome, 1886, pp. 86/77 (the revision then

adopted never cntered into force): Actes de La Haye, pp. 428. 437: Actes
de Londres, pp.164/5, 294 (proposal of Mexico), 351/2 (discussion and vote
in First Sub-Commisttee): Actes de Lisbonne, pp, 564。 668, 70374, 73昌
Document S 朋 prepared for the Stockhoim Conference, p. 10, paragraph 27

(a), p. 40, parSgrasphs 118(m), 119. See also LADAS: The jnternational

Protection of fndnstrial Property, p. 128: ROUBIER : Le droit de la propriete
indgstriejle, 1 p.257: TROLLER: Die mehrseitigen volkerrechtlichen Vertr-
gge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, p. 195>
RONGA :"La regle de junanimit6 pour la revision des Conventions de Paris
et de Berneど R.L  D.,A. XXXEEOct. 1961), p. 3.
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第四条〈イ}

同盟国は， この条約の規定に抵触しない限り， 別に相互間(ロ】で工業所有

権の保護に関する特別の取極め(川を行なう権利を留保する(=)。

仔) この条は，すでに1883年の条約の最初の正文に規定されていた。その

後形式に関しほんの少しばかりの修正を受けている。

{吋 同盟国は，工業所有権の保護に関し二国間あるいは多数国間条約の形

式で特別の取極めを行なうことができる。すでに考察したように一一第2条

(1)の注釈帥を多照一ーそのよ うな二国間あるいは多数国間条約の適用は，当

該条約の締約国の国民(およびその国民とみなされる者〉に制限することが

できる。

付 パリ条約のもとで締結された最も重要な特別の取極めは，第14条の注

釈倒で列挙した。 19臼年10月8日にロカルノにいおて署名された工業的意匠

の国際分類を設ける協定や準備中のPCT(特許協力条約〉のように，その

ほかのいくつかの協定が行なわれあるいは行なわれつつある。

併すでに考察したように一一第 2章4の最後を参照一一この条約は，同

盟国に工業所有権の分野においてこの条約によっては扱われていない事項に

ついて法制化する自由を残している。同様な自由は，同盟国聞で特別の取極

めをすることについても存在する。

1. Acles de Paris， 1， pp.28 (Proposal for Article 13)， 120/2， 145 (discussion 
and adoption). 

2. See I. P. 1964， p. 255; 1966， P.I03. 
3. Ibidem， 1967. pp. 58， 161， 301. 
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第19 条7

同盟国は , この条約の規定に抵 触しない 限 り, 別に相互 問 ) で工業所有

権 の保護に 関する特別の取 極めい) を 行なう権利 を留保する ( こ)。

お この条は, すでに 1883 年の条約の最初の正文に規定され ていた。その

後 形 式に 関しほんの 少しば か りの修正 を受け ている。

(同盟国 は, 工業所有権の保護 に 関し二国間あるいは多数国両条約の形

式 で 特別の取 極めを行なら ことができる。すでに考察 したょうらに一一第 2 条

(やの注釈を 参照一一そのような二国間 ある いは多数 国間条 約の適用 は, 当

該 条 約の締約属の 国選 (およびその男民 とみなされる 者) に制限することが

できるo。

9 バリ条約 のもとで締結 された 最も重要な特別の取 極 めは, 第14条の注

釈 当で 列挙した 。1968年10 月 8日 に ロカル ノにいおて 署名された工業的意匠

の国際分 類を設ける協定や準備中のPCT (特許協力条約のように, その

妊 か のいくつかの協定 が行なわれある いは 行なわ れつつあ る。
づつ すでに考察 し たように一一第 2 章4 の最後を参照一-この条約は, 同

盟 国に工業所有 権 の分野においてこの条約 によっては 扱われ ていない事 項に

ついて諸 制化する自由を 残している。同様な自由は, 同盟尋問で特別の取和本

めを することについてゃ存在する。

f. Actes de Paris, pp.28 (Proposal for Artcfe 13)。 12072, 145 (d由seusaion
and adopt ion) .

2. See TP.1964,  p. 255: 1966, P.108.

3. Tbidem, 1967, pp、 58, 161, 301.
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第却条〈イ〉

(1 )(a) 各同盟国〈ロ〉は，この条約に署名したときは批准することがで

き，署名してないときは加入することができるい}。 批准書及び加入奮は，

事務局長に寄征する(=)。

(b) 各同盟国は，批准書文は加入書において，その批准又は加入は次

に掲げる各条には適用されないことを宣言することができる(刻。

( i ) 第 1~条から第12条まで

(ll) 第13条から第17条まで

(c) 各同盟国は， (b)の規定に従い，それに規定する2群のうち 1群

について批准又は加入の効果を生じさせないこととしたときは，その後いつ

でも，その批准又は加入の効果をその群の諸条に盤強することを宣言するこ

とができる。この宣言書は，事務局長に寄託するい)。

(2)(a) 第 1~条から第12条までの規定は， 前項 (b)( I )に基づく宣言を

しないで批准書又は加入書を寄証した最初から第10番固までの同盟国に対し

ては，それらの批准書文は加入書の第10番目のものが寄征された後3カ月を

経過した時に，効力を生ずる(ト)。

(b) 第13条から第17条までの規定は.(1)(b)(箇)に基づく宣言をしな

いで批准書文は加入書を寄託した最初から第10番固までの同盟国に対して

は，それらの批准書文は加入書の第10番目のものが寄託された後3カ月を経

過した時に，効力を生ずる。

(c) (1)(b)(i)及び〈泊〉に規定するこつの群に属する条についての(a)

及び(b)の規定により最初に効力を発生する場合を除き，かつ.(1)(b)に規

定する場合を除き，第 1条から第17条までの規定は， (a)及び (b)に規定す

る同盟国以外で批准書又は加入寄を寄託し又は(1)(c)の規定による宣言・を

寄託した同盟国に対しては，事務局長によるその寄託の通告の後3カ月を経

過した時に，効力を生ずる。ただし，寄託された批准書，加入省又は宣言書

においてその後の日が指定されている場合は，この限りでなL、。この場合に

おいては，この条約は，当数国に対しては，その指定日に効力を生ずる。
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第20条く<7)

(DCS) 各同器国5) は, この条約に緒 名したときは批准 すること がで

を, 書名 し て ないときは 加入 すること ができる〈。 批准書及び加 入 書 は,

事務 局長に宏託する(に)。

( ゎ) 各同盟 国 は, 批准 書又は加入 書に おいて, その入 准又は加入は次

に 掲げる各 条には 適用され ないことを宣言 することができる ()。

(1)  第 1 条 から第12 条まで

( 秋 ) 第13 条から 第17条まで

Ce) 各同盟 国は, (5) の規定に従い, それに規定する 2 群のうち 1{ 群

について批准 又は加入の 効果を生じさせないこと と したときは, その 後いつ

でも, その批准 又は加入の 効果まその 群の諸条に 拡張することを 官 言するこ

と がで きる。 この宣言書は, 事務記長に寄託する( ぷ。
2)(a) 第 1条から 第12 条までの規定 は, 前項 )〈』) に基づく 宣言を

しないで批准書 又は加入 書を寄託した最初から第10 番目までの同量 国に対し

てでは, それらの批准書 又は加入書の第10 番目 のものが密 託された後 3 カ月を

経過した時に, 効力を生ずる〈!。
(や) 第13 条から第17 条までの規定 は, (1 ) )C)  に其づく宜 言をしな

いで批准 書又は加入書を寄託した最初 から第10 番目までの同盟 園に 対 して

は, それらの批准書 又は加入書の第10 番目のものが寄託 された後 3 力月を序

過した時に, 効力を生ずる。
( )  (及び (Hi) に 規定する二つの 群に作する条についてのCa)

及び(b) の上規宅により最初に効力を発生する場合を除き , かつ, て12G)に規

定 する 場合を除き, 第 1 条から第17 条までの規定 は, 〈a) 及び ( ) に規定す

る同盟 国以外で批准 書又は加入 書を寄託し 又は(DCe) の規定による官営書を

寄託 した同盟国に 対しては, 事務 局長によるその寄託の通告 の後 3 力月を経

過した時に, 効力を生ずる。ただし, 寄託 された批准書, 加入 書又は宣言書

においてその後の日が 指定されている 場合は , この 限りでない。この 場合に

おいては, この条約は, 当該国に対しては, その指定日に効力を生ずる。
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(3) 第18条から第30条までの規定は，批准書又は加入書を寄証した各同

盟国に対しては， (1 )(b)に規定するニつの群のうちのいずれかが (2)(a)(b)

又は (c)によってその国に対し効力を生ずる自のうちより早い目に効力を生

ずる。

w この条約の批准またはその加入並びに効力の発生に関する規定は，最

初からこの条約に存在している。それらの規定は.その後の改正会議で完成

され修正されてきたが， 1967年のストックホルム改正会議では，そこで受諾

されたこの条約の管理規定の改正を考慮して全面的に改正された。

伊) 1967年にストックホルムで改正された条約に対しどの閣が当事国とな

るかの問題に関しては，この条約に先行する条約の 1つ以上を受諾している

ためにすでに同盟国となっている固と同盟国となっていない固との間では区

別をしなければならない。前者に属する国の場合の取り援は第20条であり，

後者に属する国の場合の取り設は第21条である。

この区別を設ける主な理由は次のとおりである。

ストックホルム会議は，この条約の改正会議であったので，すでにこの条

約の当事国となっている国のみが投票権を有してその会議に参加することが

できた。またその国のみが改正されれ条約に署名することができた。それ

故，これらの同盟国にと っては二つの可能性がある。すなわち，ス トックホ

ルムで改正されたこの条約に署名したときは.それを批准することができ，

また署名していないときはそれに加入することができる。他方，同盟国でな

い国は，その改正条約に署名することができず，それに加入することだけが

できる。

さらに，すでに上述した理由により一一第13条の注釈けを参照一ーすでに

同盟国となっている国は，ストックホルム条約を批准しまたはそれに加入す

1. Cf. Articls， 16， 18 and 19 of the origina) text of the Convention of 1883. 

2. Cf. document 8/3 prepared Ior the 8tokho)m Conference， p.44， Paragraph 
131. 
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(3) 第 18 条から 第30 条までの規定 は, 批准 書又は加入書を寄託した各同

串 国に対し ては, (17(b うに規定 する 二つの 群 のうち のいずれかが (て2)(a)Cb》

又は (Ce) によってその国に対し 効力を生ずる日のうちょより早い日に効力を生

ずるs。

び) この条約の批准 またはその加入 並びに 効力の発生に 関する規定 は, 最

初 か らこの条約に 存在している。それらの規定は, その後の改正会議で完成

され修正 されてきたが, 1967 年 の スト ックホ ルム改正 会議で は , そこで受諾

されたこの条約 の管理 規定の改正を考慮して全面 的に改正 された。
四 1967 年に スト ックホルムで改正 された条約に 対しどの国が当 事 周とな

るかの問題 に関しては, この条約に先行する条約の 1 つ以上を受 詳し ている

ためにすでに同 骨 国と なって いる国と同明 国と なって いない 国との間では区

別 をしなければならない。 前 者に 属する国の 場合の取り 扱は第20 条であり ,

後者 に属する 国の場合 の取り 扱は 第 21 条である。

この区 別を 設ける 主な 理由は 次 のとおり である。

スト ッ ク ホルム会議は, この条約の改正 会議であった ので,。すでにこの人条

約 の当事国と な っ ている 国のみが投票 権を有してその会 議に 参加することが

できた。 またその 国のみが改 正されれ条約に 署名す る ことができた。それ

故 , とこれらちらの同盟国に とっては二つの可能 人性が ある。すなわち, ストッ ク示

ルム で改正 されたこの条約に 署名し たときは, それを 批 鶴する ことができ ,

また 署名し ていないときはそれに加入 すること ができる。他方 , 同盟国でな

い 盾は, をその改正条約 に署名すること ができず子, それに加入する ことだけが

できる。
さらに, すでに上 述 した 理由により 一一第18条の注釈を 参照一一すでに

同盟 国となっている国は, スト ックホルム条約を批准 しまたはそれに 加入す

1. Cf. Articls, 15, 18 and 19 of the original te r t  of the Convention of 1883.
2. Cf。 document S/3 prepared for the Stokhojm Conference, p. 44, Paragraph

131。
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る際に，その批准または加入は特定の群の諸条には適用されない旨の宣言を

することができる(第20条(b)および(c)並びに下記の注釈制および付を参照〉。

この制限付加入の途は同盟国でなかった固に対しては，ストックホルム条約

に加入するまでは認められない。 何故なら，同盟国でない国は，スト アタホ

ルムで改正された条約全体を受諾しなければならないものと考えられたから

である。

第3は，またストックホルムで‘定められた条約は，現行条約の改正の産物

であったので，スト ックホルム条約の効力の発生に必要な批准および加入の

数は，すでに同盟国となっている国の批准お.よぴ加入のみを考慮し，新たに

同盟国となる固の加入を考慮していない。

付 国際条約に署名している固による批准とその署名をしてない国による

加入とを区別することは，国際公法における慣例である。

伺 この条約に先行する条約のもとでは，しかも1拘7年のストックホルム

改正会議までは，批准書または加入書の寄託の職務は，スイス連邦政府に託

され，かつ遂行されていた。そしてスイス連邦政府は玄た国際事務局を監督

していた。ストックホルム会議は，スイス連邦政府のそのような特別の臓務

(WI POの本部が存在する園の特別な立場とは区別される，第14条(2)(a)お

よび第16条(7)を多照〉を引き伸ばさないで，寄託の職務をWIPOの事務局

長一一同時にパリ同盟の首席行政官でもある(第四条(1)(c)および第30条(1)の

経過規定をも多照〉ーーに移行した。

制すでに考察したように，第13条の注釈付一一1967年のストヲクホルム

改正会識は全く異なったこつの対象を取り扱っている。すなわち，一方では

発明者証に関する置先権(第4条 1(1)および(2))に関する規定のこの条約へ

の導入，他方ではこの条約の管理規定の全面的改正を扱っている。改正され

た条約のこれらの部分のそれぞれについての各同盟国による受諾は， 違った

1. See， for the functions of the depositary of an international treaty: Summary 

of the Practice of the Secretary-General as depositary of multilateral agree-

ments， U. N. document St/Legf7， 1959. 
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る 共に, その批 準または加入は特定 の群の諸 条には 適用きれない則の宣言を

することができる (第 20条(5)およびの〇普びに下記の注釈おおよび を参照)。
この抽 限 付加入の途は同盟 国でなか った 国に 対し ては, スト ッ ク ホルム条約

に 加入 するまでは 認められない。何故 なら, 同盟国でない国は, ストッ クホ

ルムで改正 された条約全体 を受諾しなければならないものと 考えられたから

である。
第 3は, また ストッ ク ホルムで 定められた条約は, 現行 条約の改正の産物

であったので, ストッ クホルス条約 の 効力の発生に必要な 批准および加入の

数 は, すでに同盟 園と なっている国の批 准 お よび 加入のみを考慮 し,新たに

同 翌国と なる 国の加入を考慮 していない。

069 国際条約に署名している国による批准とその 署名をし てない天に よる

加入とを区 別す ることは。 国府公法 における慣例 である。

(3う この条約 に先行する条約のもとでは , しかも 1967年のスト ックホルム

改正 会議ま では, 批 準書または加入書の寄託の職務は, スイス連邦 政府に託

され, かつつ遂行 されていた。そしてスイス連邦 政府 はまた国共事務局を監督

していた。ストックホルム会 議は, スイス連邦 政府のそのような特別の職務

(WI  PO の本 部が存在する国の特別な立場 とは区別きされる, 第14 条(9(9お

ょび第 16 条(7 を参照 ) を引き伸ばさきないで, 寄託の職務をWIPOの事務局

長 一 一同時にバリ同盟の首席 行政官 でもある (第 15 条 (お ょび第 30条 (の

篤過規定をゃ参照) 一一に移行した。
お すでに考察 し たょうに  , 第13条の注釈 一一1967年 の スト ッ ク ホルム

改正 会議は全く 異なった二つの対象を取り 扱っている。すなわち, 一 方では

発 盟者 証に 関する優先権 (第 4条』( および(2⑳) に 関する規定 のこの条約へ

の 姓 入, 他方 ではこの条約 の管理 規定の全面 的改正を 扱っている。 改正され

た条約 のこれらの部 分 のそれぞれについての各同 盟国にょる 受諾 は, 違った

1. See, for the functions of the depositary of an internationml treaty:* Summary

of the Practice of thc Secretary-General as dcpositary of multilateral agree-
ments, り、N、 document SUりLeg/7, 1959.
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考慮に依存できるとともに異なった法律上の手続が必要であるかも知れない

ので，各同盟国に改正されたこれらの部分の一つのみまたは他の部分よりも

一方のみを早く受諾する機会を与えることが決定された。

それ放に同盟国は，ストックホルム条約第1条から第ロ条まで〈新たに導

入された第4条 1(1)および(2)を含むけれども，そのほかは，英語訳に少しの

差異があることを除けば先行のりスポン条約と同じ条項である。)，または第

13条から第17条までの規定〈改正された管理制度を含んでいる〉のいずれか

をその批准書または加入書から少なくともその後に通告するまで，除外する

ことができる。

その批准書または加入書からストックホルム条約第1条から第12条までの

規定を除外した同盟国は，新しい管理規定に拘束され，実体的規定に関する

限り，ストックホルム条約の(部分的〉受諾前に拘束されていた先行の条約

またはそれら先行条約群の第 1条から第12条までの規定に引き続き拘束され

る。最後にその国は，また最終規定を含むスト y クホルム条約第18条から第

30条までの規定に拘束される〈第20条例参照〉。 逆にストックホルム条約第

13条から第17条までの規定をその批准書または加入書から除外した同盟国は

第 1条から第12条まで〈第4条 1(1)および(2)を含む〉の新しい実体的規定お

よび第18条から第30条までの最終規定〈第20条(3))に拘束される。純粋な管

理規定に関する限り，その国は，先行する条約の第13条の規定に引き続き拘
2 

東される。

付 この規定は，同盟国に対しストックホルム条約の最初の批准または加

入の後いつでもその先の批准書または加入書から除外した 1群の規定にその

批准または加入の効果を拡張することの宣言を認めている。その効果は，そ

の国はその時からス トックホルム条約全体に拘束されるようになることであ

る。

}. See document s/3 prepared for the Stokholm Conference， P、46，Paragraph 

134. 

2. Ibidem， p.46， Paragraph 135. 
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考慮に依存できるとともに 異なった法律上の手続が必要 で あるかも 知れない

ので , 各同 盟国に改正され たこれらの部 分 の 一つのみまたは他の部 分 よりも

ーー方 のみを早く受諾する機会を与え ることが決定 された。

それ故に同盟 国は, スト > ックホルム条約第 1 条から 第 12  条まで (新た に工

入された第 4 条 1T(りおよび(9を 含むけれ ども, そのほかは , 英語訳に少しの

差異 があることを 除けば先行 のリスボン条約と同じ条項 である。,  または第

13  条か ら 第 17  条までの規定 (改正 された 管理制度 を含んでいる ) のいずれか

をその批准 書きまたは 加入 書から 少なくともその 後に 通告 するまで , 除外する

こと ができる。
その指 准 書または加入 書か らストッ クホルム条約第 1 条から 第12 条までの

規定 を 除外した同盟 国 は, 新しい管理 規定に拘束され, 実体的規定に関する

限り  ストックホルム 条約の (部 分 的) 受諾 前に 拘束されていた先行の条約

またはそれら先 行条約 君の第 1 条か ら 第12 条までの規定 に引き 続き拘束され

る。最後にその国は, また最終 規定を含む スト ックホルム条約第18条から第

30  条までの規定に 拘束 される (第 20 条(3)  参照)。逝 に スト ックホルム条約 第

13  条から 第 17 条までの 規定 をその批 准書または加入 書から 除 外した同盟 国は

第 1 条 から 第 12  条まで (第  4条T(D)おょよび(9を 含む) の 新しい実体的規定お

ょび第 18 条から 第 30 条までの最終 規定 (第 20条(3) に拘束 される。 純粋な管

理 規定に関する 限り, その 国は, 先行 する条約の第13条の規定に引き続き拘

束される。
S この規定 は, 同盟国に 対し スト ッ クホルム 条約の最初 の批准または加

入 の 後 いつでもその 先の批 準書または 加入 書から 燈 外した 1 群 の規定にその

批准 または 加入の効果を 拡張することの宣言 を認めみている。その 効果 は, そ

の 国はその時 か ら ス トッ ク ホルム条約 全体 に拘束されるようになる こと であ

る。

1。Seedocument S/3 prepared for the Stokholm Conference, P、46。 Paragraph

134.
2. Iibidem, np.46, Paragraph 135.
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(刊 第20条(2)および(3)はスト γ クホルム条約の効力の発生を扱っている。

その効力の発生を支配する原則は， 同盟国にその批准書または加入容からス

トックホルム条約の特定の群の諸条を除外できることとしたため，先行の条

約に存在したものよりも複雑なものとなっている。効力の発生を支配する原

則は，簡単に述べれば次のとおりである。

ストックホルム条約第 1条から第ロ条までの実体的規定および第13条から

第17条までの新しい管理規定の双方は，一一それぞれの場合に応じて別々に

ーーその批准醤または加入書から関係の群の諸条を除外していない同盟国に

よる第10番目の批准書または加入書が寄託された後3カ月を経過した時に効

力を生ずる(第20条(2)(的および(b))。 その効力の発生は，その批准醤または

加入書から関係の群の諸条を除外しなかった同盟国のみを拘束する〈新たに

同盟国となる固に関しては後に注釈する第21条を参照〉。

規定されている諸条の二つの群のいずれかが効力を生ずる日のうちより早

い日に最終規定を含み第18条から第却条までの規定が効力を生ずる〈第20条

(3))。 条約のこの部分は，同盟国がその批准醤または加入書から第1条から

第12条までまたは第13条から第17条までの規定の群の一つを除外している場

合でも，ストックホルム条約を批准しまたはそれに加入しているすべての同

盟国を拘束する。第18条から第30条までの最終規定は，ストックホルム条約

の他の部分の規定とー絡に適用されなければならなL、からである。いうまで

もなく I .終規定のあるものは，その性質からーーたとえば批准魯または加

入容の寄託の場所に関する規定一ーは正式の効力の発生前にも適用される。

これまでに言及されている規定は，ス トッタホルム条約の諾部分の最初の

効力の発生に関してのみ扱っており，最初の10カ国の後にその条約を批准し

または加入する同盟国の状態に関するものではない。最初に記載されている

同盟国は，また第20条(l)(b)および(2Xc)の規定に従L、，その批准密または加入

密から第1条から第四条までまたは第13条から第17条までの規定の諸条の群

の一つを除外できる。それらの国が他の同盟国によって以前に除外されてい

るいずれかの群を除外してないときは，その批准または加入は，関係の群。
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(D 第20 条 (53)および( 8 はよは ストックホルム 条約 の効力の発生を 扱っている。

その 効力 の発生を 支配する原則は, 同思 国にその批准 書または加入 書からス

トッ ク ホルム条約 の特定 の群の 諸条を除外 できること と したため, 先行の条

約 に存在したもの よりも 複雑 なも のとな っている。 効力 の発生を支配する叉

期 は。仙 単に述べれば 次 のとおりである。

スト ッ ク ホルム条約第 1 条か ら 第 12  条までの 実体 的規定 および 第 13 条か ら

系 17 条までの 新しい管理 規定の双方 は, 一 一それぞれの 場合 に 応じて 別々に

ー 一その批准 書または加入 書から 関 係の群の 語条を 除外し ていない回 盟 国に

ょ る第10 番目の批准 書または加入 書が寄託 された 後 3 カ月を経過した時に効

力 を生ずる (第 20条 (9⑳(負および ⑪))。 その 効力の発生は, その批 準書または

加入 書から関 係の群の 路条を 除外しな か った同盟 司の人を 拘束 する (新たに

同 串国となる 国に 関しては 後に注釈する第 21条を参照)a

規定 され ている諸 条の二つごつの群 のいずれかが 効力を生ずる日のらちより早

い日に最終 規定を含み 第18 条か ら 第 30 条ま での規定が 効力を生ずる (第 20打

(3))。 条約 のこの部分は。同盟国がその批准書 または加入書から第 1 条から

第 12 条までまたは 第 13 条から 第17 条までの 規定 の群の 一つを除外 し ている場

合 でも, ストックホルム打 約を批准 しまたはそれに 加入 し ているすべての同

国 を拘束する。第 18 条から 第 30 条までの最終 規定は , スト ックホルム条約

の他の部 分の規定と一 緒に適用されなければならないからである。いう まで

ゃもゃなく, . 終 規定のあるゃのは。その件 質 からー 一たとをば批准書または放

入 書の寄託 の場所に 関する規定一一は正式の効力の発生前にも 適用される。

これ までに 言及 されている 規定 は , ストックホルム条約の諸 部分の最初の

効力 の発生に関してのみ 扱っており , 最初 の10ヵカ国の後にその条約を批准し

または加入する同 器 国の状態に 関するものではない。最初に記載されている

同 喘国 は , また第 20条(お ょび (27@の規定 に従い , その批准書または加入

書か ら 第 1 条から 第 12 条までまたは 第 13 条か ら 第17 条までの規定 の諸条の群

の 一つを除外で きる。それらの国 が他の同盟 国 によって以前 に除外されてい

るいずれかの群を除外し てないときは, その批准 まずまたは加入は, 関係の群の
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諸条の効力の発生に必要な批准または加入の総数10の数に算入される。上記

の諸条の群の 1つが除外される場合を除き第1条から第17条までの規定は.

その批准書または加入書の寄託を事務局長が他の同盟国に通告(第29条(5))

した後3カ月を経過した時にそれらの同盟国に対して効力を生ずる(第20条

(2Xc))。ただし，寄託された批准番，加入書または宣言書において後の日が

指定されている場合はこの限りでなし、。同時に，ストックホルム条約第18条

から第30条までの規定はそのような同盟国に対して効力を生ずる(第20条

(3))。
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諸 条の 効力の発生に必要な批准 または加入の総数 10 の 数に 算入される。上記

の諸 条の群の 1 つが除外される 場合 を 除き第 1 条か ら 第立 条までの規定は、

その 批准 書または加入書の寄託を事務局長が他の同 器 国に 通告(第 29条( 5

した人 後 3 ヵ月を経過した時にそれらの同盟 国に 対して 効力を生ずる (第 20条

(2Xo)。ただし, 寄託 された批礁書。加入 書または宣言 書にお いて 後 の日が

指定 され ている 場合 はこの 限りで ない。o 同時に。ス トッ タホルム条約第18条

から 第 30 条までの規定 はそのよう たな同 器国に 対して 効力を 生ずる (第 20象

(ce
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第21条(イ〉

(1) 同盟国でない園は，この条約に加入し，かつ，これにより同盟国と

なることができる伺〉。 加入書は，事務局長に寄託するい〉。

(2)(a) この条約の規定の効力の発生自の 1カ月以上前に加入寄を寄託し

た同盟国でない固に対しては，この条約は，その加入・においてその後の日

が指定されている場合を除き，第四条(2)(a)又はくb)の規定によってその規

定が効力を生ずる日に，効力を生ずる(=)。ただし，次の条件に従うものとす

る。

(1) 第1条から第20条までの規定がその日に効力を生じていない場合

は，その園は，その規定の効力発生前の暫定期間中は，その規定に代えて，

リスポン条約第1条から第12条までの規定に拘束される。

(H) 第13条から第17条までの規定がその日に効力を生じていない場合

は，その園は，その規定の効力の発生前の暫定期間中は，その規定に代えて，

りスポン条約第叩条並びに第14条(3)，(4)及び(5)の規定に拘束される。

加入.においてその後の日が指定された場合は，その固に対しては，その

指定日に効力を生ずる。

(b) この条約の一つの群の規定の効力の発生の日後又はその固までに 1

カ月に満たない自に加入書を寄託した同盟国でない園に対しては，この条約

は， (a)のただし書に規定する場合を除き，_務局長による加入の通告の後

3カ月を経過した時に，効力を生ずる。ただし，加入書においてその後の日

が指定された場合には，この限りでない。この場合には，この条約は，その

固に対しては，その指定日に効力を生ずる。

(3) この条約の全体としての効力の発生の日後又はその固までに 1カ月

に演たない日に，加入奮を寄証した同盟国でない園に対しては，この条約

は，事務局長による加入の通告の後3カ月を経過した時に，効力を生ずる。

ただし，加入書においてその後の目が指定された渇合には，この限りでな

い。この場合には，この条約は，その聞に対しては，その指定日に効力を生

ずる。
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第21 条( 7

〈1) 周明国 でない国は, この条約に加入し, か つ。これにより同盟司と

なることができる ("D。加入書は, 事務昌 長に寄託 する*ハ)。

(22(a) この条約の現 定の効力の発生日の 1 旋月以上 前に加入和書を害 託し

た同 憧画でない 国に 対しては, この条約 は , その加入 書においてその後の日

が 指定 され ている場合 を除き , 第20条(2)(a)又は(bp) の 規定によってその規

定 が 効力を生ずる日に, 効力を生ずる=)。ただし , 次の条件に従うものとす

る。

(『)》 第 1 条 から 第 20 条までの規定がその日 に効力 生じ てい ない場合

は, その属は, その規定の効力 発生 前の暫定 期間中 は, その規定に代えて,
リスポン条約第 1 条から 第12 条ままでの規定に 拘束される。

(II) 第13 条から 第17 条までの規定がその日に 効力を生じ ていない 場合

は, その国 は, その規定 の効力の発生 前の暫定 期間中 は, その規定に代えて:,

リス ポン条約 第13 条並びに第14 条(3), (及び (5)の現 定に拘束される。

加入 書においてその後 の日が指定 された 場合は , その 画に 対しては, その

指定日に効力を生ずる。

( )  この条約 の 一つの 群の規定 の効力の発生の日 後又はその日までに 1

カカ月に 満た ない 日に加入書を寄託した同盟国でない国に対しては, この条約

は, (a) のただし和書に規定する場合を 除き, 事務 局長による加入の通告の後

3 カ月を経過した時に, 効力を生ずる。 ただし, 加入 書においてその後の日

が指定 された場合には, この 限りでな い。 この 場合 に は, この条約 は, その

国に 対しては, その指定日に効力を生ずる。

(3) この条約の全体 としての 効力の発生の日 後又はその日までに 1 カ月

に 満たない日に, 加入書を寄託した同盟国でない 国に 対 しては, この条約

は, 事務局長による加入の通告の 後 3 カ月を経過した時に, 効力を生ずる。
ただし , 加入 書においてその後の日が指定 された 場合に は, この明り  でな

い。 この場合に は, この条約 は , その国に対しては, その指定日に効力を生

ずる。
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い) この条は，前に同盟国でなかった国のストックホルム条約への加入お

よびそれらの国に対するストッタホルム条約の効力の発生に関するもので.

1967年のストックホノレム改正会議でこの条約に導入された。それは，重要な

修正を加えて，先行する条約の第16条に代るものである。

(ロ)すでに考察したように一一第20条の注釈(ロ)を参照一一1967年のスト ッ

クホルムにおける改正前にこの条約の当事国でなかった国は，ストックホル

ム条約に署名できなかった。したがってそれを批准できなL、。 しかし，その

国はストックホルム条約に加入することができる。さらに考察したように一

一第 l条(1)の注釈同を参照一一この条約は新たに同盟国となることを許され

るための手続を定めていない。しかし，第25条に留意しなければならなL、。

同条は批准書または加入書を寄託する時には，その国は自国の圏内法令に従

いこの条約の規定を実施することができる状態に置かれているものと理解さ

れるべきことを宣言している。また同条はさらにそのような国は自国の憲法

の規定に従いこの条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束

することも規定している。

け この規定は，同盟国に関する第20条(1)(め後段に類するものである

(第20条の注釈悼を参照)0

Lニ) 前に同盟国となっていなかった国は，ストックホルム条約に，その全

体についてのみ加入することができる。その国は特定の群の諸条をその加入

替から除外することを認められていなし、。しかし.同盟国は，ス トックホル

ム条約の批准または加入の際に，特定の群の諸条を除外できるので，ス トγ

クホルム条約の発効は部分的のみまたは最初は部分的であるかも知れな

L、。

それ故に，同盟国でない国に対してスト y クホルム条約の効力の発生に関

し特別の規則を設けることが必要であった。それは.その国は加入書から特

定の群の諸条を除外することは認められていないけれども，同盟国によるそ

のような除外・の効果に対処できるものである。

これらの規則においては， (i)ス トックホルム条約のいずれかの規定が効
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び) この 条 は, 前に同盟 国でなか った 国 の スト ックホルム 条約 への 加入お

よびそれらの国とに対する ストッ ク ホルム 条約の 効力の発生に 関するもので ,

1967 年 の スト ゥ ックホルム才正 会議 でこの条約に導入された。それは, 重要な

診正を加えて, 先行 する条約の第16 条に 代 るもゃのである。
( すでに考察 したように 一 一 第 20条の注 恋のを参照一一1967年の ストッ

クタホルムにおける改正 前にこの条約の当 事国でなか った 国 は , ストッ クホル

ム^打 約に用 名できな か った。 した がってそれを 批准 で きな い。 し か し , その

国 は スト ッ クホルム人打 約に加入 すること がで きる。 さらに考察 したよらに一

一 第 1 条(1) の注釈らを参照一一この条約は 新たに同盟 国と な ることを 許され

るための手 続を定めていな い。 しかし , 第25 条に 留意しなければならない。
賠 条は批准 書または加入書を 寄託する 時には , その国は自国 の国内法令に従

いこの条約 の規定 を実施 すること ができる状態 に置かれているものと理解き

れる べきこと を宣言 している。 また同 条はさら にそのよう たな 国は自国の王寺

の 規定に 従いこの条約 の適用を確保するために必要な措置 をと ることを約束

すること も規定 している。
63 この規定 は, 同盟国に関する 第20人条 ( 9  後段 に 類するものである

(第 20条の注釈ヨを参照

前 に同盟 国と な っていな かった 国 は , ストッ クホルム条約 に , その全

体 に つい てのみみ加入 すること ができる。 その国は特定 の群の諸条をその加入

書から 除 外することを 認められていない。 しかし , 同盟 国 は , ストッタホル

ム条 約の批准 または加入の了共に , 特定 の群の 諸条を除外 できるので, スト ッ

クタホル ム人条約の発効は部分的 のふまたは最初は部 分的 で あるか も知れな

いgo

それ故に, 同盟国でない 国に対して ストッ ク ホルム条約 の効力の発生に関

し特別の規出を 設け ることが必要であった。それは, その国は加入 書から特

定 の 群の諸条を除外 することは 認められ ていないけれどもゃも, 同盟国によるそ

のような除外の効果 に対処できるものである。

これ らの 規則 においては , ( 1 う ストッ ク ホルム 条約 のいずれかの 規定 が効
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力を発生する 1カ月以上前に加入書を寄託した同盟国でない国(第21条(2)

(紛)， (ii)ストックホノレム条約の一つの群の諸条が効力を発生した後または

発生までに 1ヵ月に満たない自に加入書を寄託した同盟国でない国〈第21条

(2)(b)および(iii))，とストックオ、ルム条約が全体について効力を生じた後に

加入書を寄託した同盟国でない国〈第21条(3))との聞で区別をしている。

加入の効力はこれらの三つの場合についてこの規定に定められている。

第一の場合は当骸国はストックホルム条約の最初の効力が発生し，同条約

によって拘束されるまで待たなければならない。その後ストックホルム条約

が効力を生じた場合は当該国は〈後の日を指定している場合を除き〉直ちに

同条約に拘束される。しかし，その時ストックホルム条約が特定の群の諸条

について効力を生じていないときは当該国はその諸条が効力を生ずるまでの

暫定期間中リスポン条約の対応する規定に拘束される。

第二の場合，加入国はストックホルム条約および場合によってリスボγ条

約の同ーの規定に拘束される。しかし，その加入を事務局長が他の同盟国に

通告した日から 3ヵ月を経過した後に限る。ただし，加入書において後の日

を指定しているときはこの限りでなし、。

第三の場合，加入国はストックホルム条約全体に拘束される。ただし，前

項に示されている日と同じ日からである。

ワシントソ (1911年)，へーグ (19お年)，ロンドン (1934年)およびリス

ボγ (19詔年〉の条約第16条の2の規定一ーその条は修正された形でスト v

タホルム条約第24条となっているーーによりこの条約が適用されていたが，

その後国家として独立を得た地援に関してさらに考察を加えることができ

る。その場合には新しい国家は従前の従属的地位においてそれに対し適用さ

れていた条約には最早や拘束されないことはすでに考察一一第 1条(1)の注釈

付を参照一ーした。ただし，その国が明示してこれらの条約に加入するとき

はこの限りでない。パリ条約に関しては，これらの国は，この条約の適用が中

断されないことを望んでおり，新規な加入に限らないのがしばしばである。

しかし，その国は，同盟国であることの確認の宣言若しくは継続性の宣言ま
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力を発生する 1 カ月以上 前に加入番を寄託 した 同 盟 国でない国 (第 21条(2)

(⑳), C iり スト ッ クホルム条約 の 一つの 群の諸 条が 効力を発生した後または

発生までに 1 ヵ月に満たない 日に加入書を寄託 した同盟國 でない独 (第 21条
( 2 お ょび( 測う ) ,  と ストッ クホルム条約が 全体に ついて 効力を生じた 後に

加入 書を寄託 した同盟 国で ない 国 (第24条(3)) との間で区 別 をしている。

加入 の 効力はこれらの 三つの 場合 に つい てこの規定 に定められている。

第 一の 場合は当該 敗は スト ッ ク ホルム条約の最初 の効力が 発生し, 同条約

によって拘束 されるまで 待たなければなら ない。その後 ストックホルム条約

が 効力を 生じた 場合は当該回は ( 後 の日を指定し ている場合 を除き ) 直ちに

固条 約に拘束される。しかし,。 その時 ストッ ク ホルム 条約が特定の 群の諸条

について 効力を 生じていないときは当該 国はその諸 条が 効力を生ずるまでの

暫定 期間中リスポン条約の対応する規定に 拘束される。
第 二の場 合, 加入属は スト ッ クホルム 条約および 場合 にとよってリスボン和打

約 の同一の規定に 拘束さきれる。しかし, その加入を事務局長が他の同盟 国に

通告 した日 から3 カ月を 経過した 後に限る。ただし, 加入 書 において後の日

を 指定 しているときはこの 限りでない。
第 三の場合 , 加入国は スト ッ クホルム条約 全体 に拘束され る。ただし ,  前

項 に 示されている日と 同じ日 からである。

ァ シントン (1911年) , ヘーク (1925年) , ロンドン  (1934年 ) およびリス

ボン て1958年) の条約 第16 条の 2 の規定一一その条は修正 された 形で ストッ

ク ホルム条約第24 条となっ て いる 一一によりうこの条約が適用されて いたが,
そをその後 国家として独立 を 得た地域 に関し てさらに考察 を加える ことが で き

るs。その場合 とは 新しい講家は従前の従属 的地位においてそれに対し 適用さ

れていた条約 には最早や拘束 されないことはすでに考察 一 一第1 条(1)の注釈

を 参照 一し た 。ただし, その国が明示 し てこれらの条約に 加入するとき

はこの限りでない。ペリ 条約 に 関しては, これらの 国は, この条約 の適才が中

断 さ れ ないことを 望んでおり , 新規な加入に 限らない のがしばしばである。
しかし。 その国は, 同盟国であることの 確認の宣言 若しくは継続 性の宜言ま



2∞ 篇 21条

たは通常の形における加入と合せてその宣言をしている。その宣言は，その

固によればこの条約の適用はその国に関し独立した日とその後の加入の日と

の聞で中断されていなかったことを意味する。

新しい国に対しては，そのような宣言はその独立の日に遡及した効力をも

って加入することであると考えることができる。この条約はその手続を規定

していないけれども，それはこの条約をすでに適用している国に対しては受

諾できるであるう。なぜなら，この条約を間断なく適用することは，たとえ

ば優先権一一第4条Aの注釈炉)を参照一一およびその他の多くの規定に関し

て，すべての同盟国にとって利益であるからである。

そのような宣言はストックホルム条約の加入に関しても行なうことができ

る。その効果は，ストックホノレム条約は第21条の規定に従い適用されるもの

であり，それに先行する条約で適用できるものを遡及して適用することであ

る。

1. See， for exarnple， the declarations of Indonesia， P.I.， 19印.P.222; the Ivory 

Coast， the Central African Republic， Chad， Upper Volta and Laos， I，P.，1963， 

p. 214; the Malagasy Republic and Senegal， I.P.， 1963， p. 234; Gabon. 1. P吋

1964， p 23.， Carneroon，I.p.， 1964. p. 66; Niger， I.P.， 1964， p. 118; Trinidad and 

Tobago， I.P.， 1964， p.139; Southern Rhodesia， I.P.， 1965， p. 43; Zarnbia， 1. P.， 

1965， p.43; Malawi， 1. P.，1965. p. 239; Mauritania， I.P.， 1965， p. 43; Dahomey， 

I.P.， 1966. p.270; Togo，I.P.. 1967， p. 196. See also U.N. document AfCN. 
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たは通常の形とおける加入と 合せてその宣言 をし ている。 その宣言 は , その

国 によればこの打 約 の適用はその国 に 関し独立した 日とその後 の加入の日と

の間で中 新され ていな かったことを意味する。
新しい国に対しては。そのようりな宣言 はその独立 の日に遡及 した 効力をも

って加入 すること であると 考えること ができる。 この条約はその手続を規定

し ていないけれどゃも, それはこの条約 をすでに適用し ている 国に 対しては受

諾 できるであろうりう。 なぜなら , この条約 を間断なく 適用することは, たとぇえ

ば優先権一一第 4 条4Aの注 秋還を参照一一およびその他の多くの規定に関し

て, すべての同盟国にとって 利益であるか らである。

そのよう な宣言 は スト ッ クホ ルム条約 の加入に 関し て$ も行ならこと ができ

る。その 効果 は , ストック ホルム条約は第 21条の規定に 従い適用きれるもの

であり , それに先行 する条約 で適用できるものを 遡及して 適用すること であ

る。

1。 See , fo r  exampie, the declarations of Indonesia, P. エ, 1950, P.222: the Ivory

Coast, the Central African Republic, Chad, UJnper Volta and Laos, IP.1963,

pn, 21お the Maiagasy Republic and Senegal, IP  1963, p. 234: Gabon. IT. P.,
1964,np 23.。 Cameroon,I.p., 1964, p. 66) Niger, TP  1964, p, 118: Trinidad and

Tobago, IT.P., 1964, p.139: Southern Rhodesia, IP  1965, p. 43: Zambia, IT. P.,

1965, p. 43: Malawi ,  IT, P,,1965, p. 239: Mauritania, IP  1965, p. 43: Dahomey,
IP  1966, p. 270* Togo,I.P., 1967, p. 196. See also UN. document A/CN.

47200/人Add. 1.
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第22条(イ}

批准又は加入は，鍛O条(1)及び第28条(2)において規定する例外がある渇

会を除き，この条約のすべての条項の受諾及びこの条約によるすべての利益

の享受を当然に伴うものとする何}。

併) この条は1883年の最初の条約の正文に存在していた。しかし，その場

合，その規定は新たに同盟に加入する国のみに関するものであった。その規

定は1967年のスト γ ムホルム改正会議まで各改正会識によって維持されてい

た。スト yクホノレム改正会議は，その規定をすでに同盟国である闘でスト y

クホルム条約を批准しまたは加入するものにも適用できるようにするととも

に第20条(1)ら)および第28条(2)に関する留保を設けている。

{ロ) この条の目的は.2つの例外を除き.スト ックホルム条約を批准しま

たは加入する固による留保のあらゆる可能性を排除することである。可能な

2つの例外を除き.スト ックホルム条約を批准または加入することは，この

条約から生ずるすべての権利および義務を当然に受諾していることを意味す

る。唯一の例外は，第20条(1)(b)の規定に従い，すでに同盟国となっている国

はうえで考察したようにスト γ クホルム条約の批准密または加入脅から第 1

条から第12条までまたは第13条から第17条までの規定のいずれかを除外で

き，それに対し第28条(2)によればすべての国はすでに同盟国となっているか

どうかにかかわらずスト γ クホルム条約を批准しまたは加入する際に第2B条

(1)の管理規定に拘束されることに合意しないことを宣言できることである。

第28条の規定は後に注釈を加える。

1. Actes de Paris， 1， pp.28 (Proposal for Article 14). 122. 145/6 (adoption). 

第 22 条 201

第 22条( ? )

批准又は加入は, 第20 条(1  及び第 28 条 (2)において規定する例外がある場

合 を除き, この条約のすべての条項の受諾 及びこの条約 によるすべての利益

の吉 受を当然に伴うものとする ( "  員。

ぴり この条は1883 年の最初の条約の正文に存在していた。しかし, その場

合 , その規定 は新たに 同盟 に加入する 国の みに 関 するものであった。 その規

定 は1967年のスト ッ ム ホルム改正 会議まで各改正 会議にょって維持 されてい

た。スト ッ クホルム改正会議は, その規定 をすでに同盟 国である 国でス トッ

ク ホルム条約を 批准しまたは加入 するものにもゃ適用できるようにすると と も

に 第 20 条 (1(b)および第 28 条(32) に関する留保を設け ている。
この条の目的 は, 2 つの例外を除き, ストックホルム条約 を批准しま

たは加入する国にょる 留保 のあらゆる可能 性を排除する ことである。 可能な

2 つの例外を除き, ストックホルム条約 を批準または加入 することは, この

条約 から 生ずるすべての 権利 および義務を当然 に受諾し ていることを訪味す

る。唯一の例外は, 第20 条(1b)の規定 に従い , すでに同盟 国と なっている国

は りらぇで考察 したようらに ストッ クホルム条約の批 准書または加入 書から 第 1

条 から 第 12  条までまたは第13 条から 第17 条までの規定 の い ずれ かを除外で

き , それに 対し 第 28条(のによればすべての 国 はすでに岡 盟国と な っ ているか

どうかにかかわらずス トッ クホルム条約 を批准しまたは 加入する共に 第 28条

(1)の管理 規定に拘束されることに合意 し ないことを宣言 できることである。

第 28 条の現 定は後に注釈 を加える。

1. Actes de Paris, 【, pp.28 (Proposal for Article 14), 122, 145/6 (adoption).
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第23条〈イ)

この条約の全体としての効力の発生後はfロ).国はfハ). この条約に先行す

る条約に加入することができなL、o f. 

付) この規定は，凶67年のストックホルム改正会議で，この条約に導入さ

れた。この条約に先行する条約には，このような規定は何等存在しなかっ

た。しかし.1911年のワシントン改正会議以来，この条約に含まれた他の規

定によれば，先行する 1または数個の条約について批准または加入している

が最新の条約について批准または加入していない同盟国間では現に効力を有

する先行の 1また数個の条約が引き続き効力を有することになっていた〈た

とえば，スト γ クホルム条約第?:l条(2)(a)(b)および(c)と対比されるべきりスボ

γ条約第18条(4)，(6)および(6)を参照〉。 これらの規定は，この条約の先行す

る条約は指示された目的のためにのみ引き続き効力を有することができるこ

と，そして，この条約のより新しい改正条約が効力を発生した後には，それ

に対して独立には加入できないことを意味するとするのが伝統的な解釈であ

る。

この条は上記のような伝統的解釈を確認し，将来における議論を避けるた

め，ス トックホルム条約で挿入された。

しかし，この条に規定する条件のもとで，ある国がストッタホルム条約に

加入する場合には，それがスト y タホルム条約についていまだ批准または加

入してないがこの条約の先行する条約に拘束されている他の同盟国を拘束し

ないことを意味するものではないことに注意しなければならない〈この問題

に関しては，第l条(1)の注釈付および第27条の注釈を参照〉。これはある国は

1. Although not without exceptions. See LACIN A:“The Problem of Conv・

entional Relations between Countries according to the different Textsof the 

Paris Convention，" I.P.. 1966， p. 259. 

2. See document 5/3 prepared for the 5tockholm Conference， p. 50， paragraph 

152. 
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第 23条で
この条約の全体 としての 効力の発生後 は (5), 国 はCS, この条約に先行す

る条約に加入することができない。  ・

) この失 定 は, 1967 年 の ストックホルム改正会議で, この条約に導入さ

れた。この条約に先行 する条約 には, このよう な 規定は何等 存在しなかっ

た。 しかし , 1911 年 のワシ ントン改 正会 議以来 , この条約に 含まれた他の規

定 によれば, 先行 する 1 または数 個の条約に ついて 批 浴ま たは加入 している

が最新の条約に ついて 批准 または加入 し ていない了 同盟 国間 では現に 効力を有

する先行の 1 また数 個の条約が引き 続き効力を有することになっていた (た

と えば, ストッ クホルム条約第27条(28(b) および (co)と 対比 されるべきリスまま

ン条 約第18条 (わす, (お よび(⑥のを参照うJ。 これらの規定 は, この条約の先行す

る条約は指示きれた目的 のた めにのみ引き 続き 効力を有すること ができるこ

と , そして, この条約 のより 新しい改正条約が 効力を発生した 後に は, それ

に 対して独立には加入できな い ことを意味 するとするのが伝統 的な 解釈であ

ぁ。
この条は上記のような 伝統 的解釈を確認 し, 将 来における 琶 諭を 悦けるた

め, ストックホルム条約で挿入された。

し かし ,。この条に 規定 する条件 のもとで , ある 国が ストッ クホルム条約に

加入 する 場合 には , それがが ストック ホルム打 約に つい て いまだ 批准 または加

入 し てな い がとこの条約の先行 する条約に 拘束され ている他の同盟国を拘束し

ないこ と を意味 する ものではないこ と たに 往 意しなければなら ない (この 問題

に 関しては, 系 1 条(1}の注釈 いおょび 第 27条の斑 釈を参照う。こ れほある 国は

1, Although not without exceptions. See LACINA: "The Problem of Cony-
cntional Reljations between Countries accord中ng to the 出入erent Textsof the
Paris Conventon TP.。1966, p、259.

2、 See dancument S/3 prepared for the StockhaoIm Conference, p. 50, paragraph
152.
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全体ーーといっても，この条約の異なった改正条約によることは可飽である

一ーとしての同盟にのみ加入(および脱退〉でき，かつ常に他のすべての同

盟国を拘束するものでなければならない結果としてこの条約の当事国は，こ

の条約のその後の条約と一体である同盟を形成しているからである。

わ) この規定は，スト ックホルム条約の全体としての効力が発生した後に

のみ適用され，第20条(1)(ω(i )および(ii)に規定する諸条の 1群を除外して

その効力が発生した場合には適用されなL、。後者の場合には，各国は，なお

りスポン条約に加入することができる。

村 この規定は，すでに同盟国となっている国および新たに加入する国の

双方に適用する。すでに同盟国となっている固にとっては，この規定は.へ

ーグ(1925年〉またはロンドγ(1934年〉の条約よりも新しい条約について

批准または加入してない国は，示されている条件のもとでは，ストックホル

ム条約 (1967年〉についてのみ批准または加入することができ， リスポン条

約 (1958年〉については批准も加入もできないことを意味する。その条約が

その同盟国と他の同盟国との関係を支配する問題は，第27条を考察する場合

に検討する。

新たに加入する固に関してはこの規定は，その国は示されている条件のも

とでは，ストックホルム条約にのみ加入することができ.すべての先行する

条約に加入することができない。他の同盟国との関係に闘しては後に検討す

べき第27条(3)を多照。

伺過去においてはいくつかの国は，この条約の最新の条約だけでなく，

すでに改正されており，かっそのすべての改正に関してなお効力を有する条

約にも加入した。この条のために，この慣行は，ストックホルム条約には引

1. Report of Main Committee IV of the Stockholm Conference， I.P.， 1967， 

p. 222， paT8graph 17. 
2. See， for example， the accssion of U. S. S. R.， I.P.， 1965， p. 74; of Uganda， 

I.P.， 1965， p. 98; of Algeria， I.P.， 1965， p. 239. 
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全体 一-といっても, この条約 の異なった改正 条約によることは可能 である

ー 一と しての同盟にのみみ加入 て(および脱退 ) で き, かつ常に他のすべての内

明 国を拘束 する ものでなければならない 結 果としてこの条約の当事国は, こ

の条約のその後の条 約と一 体である同田を 形成しているか らである。

⑤ この 規定 は 。ス トッ クホルム条約の全体と しての 効力が 発生した後に

のみ 適 用され, 第 20条 ()G⑪C 1 ) および(Ci) に規定する諸条の 1 群 を 除外して

その 効力が発生 した 場合には 適用されない。後 者の場合とは, 各国は, なお

リス ボン条約 に加入 すること ができる。
9 この 規定 は , すでに同盟 国と なって いる国おょよび新たに加入する国の

双方に適用する。すでを同盟 国と な っている 国 に とっては, この規定 は, へ

ーグ (1925年)またはロンドン (1934年) の条約 よりも 新しい条約に ついて

批 準または加入 し てない 国 は。示されている条件 の もとでは, ストッ クホル

ム条約(1967年) につい てのみ拡 准さ たは加入 することができ。 リスボン条

約 〈<1958年) に つい ては 批准 も放 入もで きな い ことを意味 する。その人条約が

その同盟 国と他の同盟 国との 関係を支配する問題 は, 第 27条を考察 する場合

に 検討 する。

新たに 加入する国 に 関してはこの規定 は, その国は 示されている条件のも

と では, ストッ クホルム条約 にのみ加 入す ることができ , すべての先行 する

条約に加入 すること ができない。他の同盟国との関 括に 関しては後に検討す

べき第 27 条(3)を参照。

らら 過去 に おいては いくつかの 国は, この条約 の最新の条約だけでなく ,

すでに改正 されており , かつそのすべての改正 に 関してなお 効力を有する条

約 にも加入した。この 条 のために。 この尼 行 は , ストッ クホルム条約には引

1。 Report of Main Committee IV of the Stockholm Conference, TP 1967,
jp 222, Paragrasph 17.

2、 Sece, for exsmple, the accssion of U.S.S.R., TP  1965, p. 74 : of Uganda,
LP.、 1965。p. 98: of Algcria, I.P,。1965, p. 239.
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き継がれなL、。もしも，それを継続すると，批准書または加入書においてこ

の条約に先行する条約の援用は無視されなければならない。スト γ クホルム

条約について批准または加入した国はどの条約に拘束されるか，または他の

同盟国に関して適用されるのはどの条約かの問題は，第27条を考察する場合

に検討する。

3. 5ee document 5/3 prepared for the 5tockholm Conference， p. 51: proposal 

for Article 16quater， corrected by document 5/3 corr. 1; the latter proposal 

was畠doptedby the Conference. 
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3
き継 がれない。も しゃ。 それを継続 すると, 批 準書ま たは加入 書に おいてこ

の条約に 先行する条約の援用は無視されなければならない。 ズ ストックホルム

条約 について批 準または 加入 した 国はどの条約に拘束 され るか,。または他の

同盟国に 関して適用さきれるのはどの条約かの問題は, 第27条を考察する場合

に 検討する。

3. See document S/3 prepared for the Stockholm Conference, p, 51: proposal

for Article 16quater, corrected by document S/3 corr. 1: the latter proposal
was adopted by the Conference.



第 24条 2缶

第24条 ({)

〈わ いずれの国も，この条約は，自国が対外関係に関して責任を有し.

かっ.宣言書文は通告・において指定した領域の全部又は一部について適用

されることを，その批准書若しくは加入書において宣言し，又はその後はい

つでも書面によって恵務局長に通告することができる伺}。

(2) その宣言又は通告をした国は，いつでも，この条約はその領繊の全

部又は一部について適用されなくなることを，事務局長に通告することがで

きるい〉。

(3)(a) (1)の規定によりされた宣言は，その宣言を含む批准文は加入と

向ーの自に効力を生じ，かっ，問項の規定によりされた通告は，司E君臨局長

による通告の後3カ月を経過した時に，効力を生ずる。

(b) (2)の規定によりされた通告は，司E務局長によるその受舗の後12

カ月を経過した時に，効力を生ずる。

({) 同盟国をして自国の植民地その他の属領のためにもこの条約に加入す

ることができるようにするこの規定は， 1911年のワシント γ改正会議長この

条約に導入された。その時は，これらの規定は第16条の2に定められてい

た。そしてその条はその後のへーグ (1925年)，ロ γ ドン (1934年〉 および

リスボγ (1958年〉の改正会議で細目的事項に関してのみ改正された。 1967

年のストッタホノレム改正会議は，自国が対外関係に関して責任を有する領域

について適用できることをこの条で宣明して，現代的用語の規定を採択し

た。ス トックホルム会識は，また同会議で採択された新しい管理制度に照し

てその条を修正した。

(吋 指定した領壊に対しこの条約を適用できるようにする宣言は，二重の

効果を有する。一方においては，その宣言が効力を生じた後は同盟国の国民

1. Actes de Washington， pp. 57， 68， 2回 (pr句 osals)，221/2(observations)， 311 
(roport to Plenary Commitee)， 256/7 (discussion in Third Plenary Session)， 

2的 (discussionand adoption in Fourth Plenary Session). 
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第 24 条( 7

( 1  いずれの国ゅも, この条約は, 自国が対外 関係に関して責任 をし ,

かつ , 宣言 書又は通告 書 (ににおいて指定した 領域の全部又は一部について適用

されることを, その批准 書若しくは加入和書ににおいて宣革し , 又はその 後はい

つでも書面 によって事務局長に通告することができる ("。

(2) その宣言 又は通告をした国は ,いつでも, この条約はその領域の全

部 又は一部について 適用されなくなることを , 事務局長に通告することがで

千るの)。
(3Ca) (1)の規定によりされた宣言 は , その宣言 を含む批 准又は加入と

同一 の日に 効力を 生じ, かつ, 同項の 規定によりされた通告 は, 事務央長

による通告 の後 3 カ月を軽過した時に。, 効力を生ずる。

(b) (2)うの 規定によりされた通告は, 事務 局長によるその党 領の後12

カ月を 経過した時に。効力を生ずる。
0) 同盟 国 をして自 居の 植民 地その他の 属 据のた めにもこの条約に加入す

ることができるよう にする この規定は, 1911 年 のテウシン トン 政正 会王でこの

条約に導入された。 その時は, これらの規定は第16 条の 2 に 定められてい

た。 そしてその条はその 後のヘー グ (1925 年う , 5 ンドン (1934年) おょび

リスボン (1958年) の改正 会 議で細目的事項 と 関してのみ改 正さ れた 。1962?

年 のスト ックボホルム改正 会誤は, 自国が対外 関係に関して責任 を有する領域

放つ いて 適用できることをこの条で宣明して , 現穫的用語の規定を採択し

た。スト ッ クボルム低 議は また同 会議で 採択された 新しい管理 側 度に用し

てその条を柳 正した。

名 指定 した 領域に 対しこの条約 を適用できるようにする宣言 は, 二 重の

効果 を有する。 一 方に おいては, その宣言 が効力を生 じた 後は同盟 国の国民

1. Actes de Washington, pp、57, 6B, 208 (proposals), 22172(observations), 311
(roport to Plenary Commitee), 25677 (discussion in Third Pienary Session),
260 (discussion and adonption in Fourth Plenary Session)、
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およびその国民と同視される者はその領域においてこの条約の適用を求める

ことができる。他方ではその領域の国民およびこの条約第3条によりその国

民とみなされる者は他のすべての同盟国においてこの条約の適用を求めるこ

とができる(第2条(1)の注釈(ロ)を参照〉。

付 この条のこの規定および残部の規定は説明するまでもなく現らかであ

る。

206 第 24 条

およびその国民と 同視 される 者はその領域と おいてこの人条約 の適用を求める

ことができる。 他方 ではその領域 の国民およびこの条約 第 3 条 によりその国

角 と みなされる 者は 他 のすべての同盟 国に おいてこの条約 の適用を 求めるこ

と ができる (第 2 条(1) の注釈のを 参照)。

4 この 条のこの規定および残部の規定は 説明するまでもなく明 らちか であ

る s
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第25条 〈イ〉

(1) この条約のいずれの当事国も，自国の憲法の規定に従い，この条約

の適用を確保するため必要な措置をとることを約束する{ロ}。

(2) 批准・又は加入書を寄征する際には，その国は，自国の圏内法令に

従い，この条約の規定を実絡することができる我態になければならないもの

とするい}。

い)1883年の条約の最初の正文に設けられていた〈第17条)規定によれ

ば，この条約に含まれている相互的約束の履行は，必要があるときは，同盟

国の憲法で定められた手続および規則の実行を前提としていた。これに.同

盟国はこの国の憲法によって約束の履行をしなければならない旨の規定を追

加した。そして，同盟国はできるだけすみやかにその履行をすることを約し

た。この規定は， 1958年のリスポγ改正会議まではそれまでの改正会議では

形式に関してわずかな修正を受けただけであった。リスポン改正会議では，

その規定を，形式に関するわずかな修正を除き，修正することなく現在のス

トックホルム条約第25条の規定に置き代えた。

伊) この条約は，同盟国がこの条約への加入の際に受諾した義務を腫行し

なければ，その目的を達成しないことは明らかであるo この畿務は，当骸同

盟国の憲法制度に従い異なるであろう。

その国がこの条約の特定の「自己執行的」性絡の規定一一第E章 3および

第E章 4 を参照一ーを受諾すると.その国の行政機関および司法機関~ì，そ

れらの規定を直接適用しなければならない。さらに，その国は，この条約が

要求する法令のすべてについてこの条約と合致する法令を採択しかっ維持す

1. Actes de paris， 1， pp. 145/6 (adoption: the Acts do not show how the 

pravision came into being). 

2. Actes de Lisbonne， pp. 292 (proposal of U. S. A. and discussion in First 

Committee)， 304 (report of First Committee)， 109 (adoption in Second 

Session). 120 (General Re伊 rt).
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第25条7?)

(1) この条約のいずれの当事 国も, 自国の吾 法の規定に従い, この条約

の 適用を確保するため必要な措置 をとることを約束する(5)。

(2) 批准 書又は加入書を寄託する 際には , その国は, 自国の国内法令に

袋 い, この条約の規定 を実施することができる状態 になければならないあの

とするぴ)。

① 1883 年の条約の最初 の正文に受けられていた (第 17 条 ) 規定 によれ

ぜば, この条約 に含まれている相互 的約束の履行 は。必要があるときは, 周拓

国 の憲法で定められた手続 および規則の 実行 を前 提とし ていた。 これに, 同

器 国はこの国の憲法によって約束の央 行 をしなければならない錠の 規定を追

加 した。そして , 同盟 国はで きるだけすみやかにその 左 行 をすることを 約し

た。この規定 は。1958 年 のリスボン改正 会議まではそれまでの故正会 議 では

形式 に関してわずかな修正 を受けただけであった。 リスボン改正会議では,

その規定を, 形式に関するわずかな修正 を 除き, 修正することなく現 在のス

トック ホルム条 約 第25条の規定に計き 代えた。

人 この条約 は, 同盟国 がこの条約への加入の共に受諾 した 義務を履行し

なければ。,。その昌的を信成 したないことは 明らかである。 この義務は。 当該岡

押必の憲法 制度に従い異なるであろう。

その国がこの条約の特定の「自己執行的」 性 格の規定一 一第邊 章 3および

第 租軍4 を 参照一一を受諾 すると , その国の行政 機関ねよび司法 機関は , そ

れらの規定を和寅接 適用しなければならない。 さらにに, その因は, この条約 が

要求する法令のすべてについてこの人朱約と合致する技令を 採択しか つ維持す

4。 Actes dc Paris, 【, pp. 145/6 (adoption: the Acts do not show how the

provision came into being)。
2、 Actes dc Lisbonne, pp. 292 Cproposal of り.S.A.amnd discussion in Firat

Committee), 304 (report of Firat Committee), 109 (adoption in Second

Sesaion)。 120 (General Report)、
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る義務を負う。また，行政上の分野においてもその義務を履行しなければな

らなL、。

その園の憲法または憲法制度により国際条約の“自己執行的"性格の規定

を受諾できない国はその義務に基づき圏内法令の中に同犠の効果を有する規

定を導入すべきである。しかしその他の義務は上述の場合と同じである。

実際には，同盟国がとくにこの条約と合致しない法令を維持していたた

めに，この条約に基づく義務を履行できなかったかまたは少なくともしばら

くの問屋行できなかった例はし、くつかある。

この条約の最初から1958年の Pスボン改正会議まで存在した第17条は，そ

のような実務に対する非常にはげしい反動は許していなかった。なぜなら，

同盟国の憲法によって定められた手続および規制の実行について最初に言及

しているように，その条はこれらの同盟国は“できるだけすみやか"にこの

条約を実施することのみを義務づけられていることを宣明していたからであ

る。

これは， リスポン会議で新第17条〈現在の第25条〉の導入により変更され

Tこ。

この規定に基づき，同盟国の第 1の義務は，自国の憲法の規定に従いこの

条約の適用を確保するに必要な措置をとることである。その措置は，まず第

1はこの条約の義務を履行するために必要な立法的措置であり，第2はその

法令または当該同盟国において“自己執行的"とみられるこの条約の規定に

関して必要な行政的措置である。

付 この条により同盟国に課される 2番目の義務はこの条約についての批

准または加入の際に関するものである。その際に同盟国は自国の圏内法令に

従いこの条約を実施できる状態になければならない。このことは，その際に

上記注釈わ)で記述したすべての措置がすでにとられていなければならないこ

とを意味する。この規定は，時折同盟国によって侵犯されてきた。しかし，

1967年のスト yクホルム改正会議まではそのような侵犯を正式に決定する機

関は何等存在しなかった。ストックホルム改正会議は，この条約の解釈また
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る義務を負う。また, 行政上の分 野にだおいてもその義務を履行 しなければな

らない。

その国の憲法 さまたは定法 制度により国共条約の “自己 執行 的 " 性 格の規定

を 受 庄できない 国はその義務に基づき 国内 法令の中と同様 の効果を有する規

定 を導入 すべきである。 しかしその他の義務は上述の 場合と 同じである。

実際とは, 同盟 国がと くにこの条約と 合致 しない半 令を維持 していたた

めに, この条約に基づく義務を履行 できなか っ た か または 少な くともしばら

くの間 履行 できなか った 例 はいくつかある。

この条約の最初 から1958 年 のリスボン改正 会 議まで存在 した第17 条は, そ

のよう な 実務に 対する非常にはげしい反 動は 許していなか った。 なぜなら ,

同盟国の憲法によって定められた手続 および規制の実行について最初 に言及

し ているよう に, その条はこれらの同明 国は“で きるだけすみやか” と この

条約 を実施することのみを義務づけられて いることを宣明 し ていたからであ

るeo

これは, リスボン会議で新 第17条て《現 在の第 25条) の導入により 変更され

た。
この規定に基づき, 同盟 国 の第 1 の義務は, 自国の憲皮の規定 に従いこの

条約 の適用を確保するに必要な措置 をと ること である。その措四は, まず第

1 はこの条約 の義務を履行 するために必要な立法的 措置であり, 第 2 はその

広 令さまたは当該 同盟国に おいて “自己 執行的” とみられるこの条約の規定に

関して必要な行政的 措置である。
69 この条により同盟国に課される 2 番且の義務はこの条約 に ついての拓

准 または加入の共に関するも のである。その共に同盟 国は自司の国内法令に

従いこの条約を実施できる状態 になければならない。とのことは, その了共に

上記注 釈 (つうで記述 したすべての措 皿がすでにとられていなければならないこ

とを切 味する。この規定 は, 肝折同明 国 によって侵犯 されてきた。しかし,

1967 年 の スト ッ クホルム改正 会議まではそのようたな侵犯を正式に決定する機

関 は何等 存在しなか った。 ストッ ク ホルム改正会談は, この条約の解釈さた
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は適用に関する同盟国間の紛争解決に関し第28条をこの条約に取り入れてそ

のような事態を改めた。この司法的条項は，すべての同盟国を拘束する。た

だし，その国がスト vクホルム条約についての署名，批准または加入の時に

その規定に自由が拘束されることを認ない旨を宣言した場合は，この限りで

ない。その規定は，その規定に拘束される同盟国がこの条約第25条に従わな

い場合にその問題を国際司法裁判所に提起することができるようにする。解

決について交渉その他の方法により同条の規定に従っているときはこの限り

でなL、。
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は 適用に 関する同盟 国間の紛争 解欧に関し第28 条をこの条約に 取り入れてそ

のような事 杉を改めた。この司法的条項は, すべての同盟 国を拘束する。た

だし, その 国が スト ッ クホルム条約 に ついての寺 名, 批准 または加入の時に

その規定に自国が拘束されることを 認 ない旨を宣言した 場合は 。この 限りで

ない。その規定 は , その規定に拘束される同明 国がこの条約第25条に 従わな

い 場 合とその問題を国際司法 裁判所に提起 する ことがで きるようにする。解

世について変間その他の方 法により同 条の規定に従っているときはとこの限り

でない。
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第26条(イ}

(1) この条約は，無期限に効力を有する{ロ〉。

(2) いずれの国も，事務局長にあてた通告により，この条約を廃棄する

ことができるか九 この廃棄は， この条約に先行するすべての条約の廃棄と

なり〈司， かつ， その廃棄をした固に対してのみ効力を生ずるものとし，他

の同盟国については，この条約は，引き続き完全な効力を有する体、

(3) 廃棄は，事務局長がその通告を受領した自の後 1年を経過した時

に，効力を生ずる(へ〉。

(4) この条に規定する廃棄権は，いずれの国も，同盟国となった日から

5年の期間の経過前には，行使することができない{ト〕。

Lイ} この条は，部分的にこの条約の存続期間にいての規定並びに同盟国が

この条約を廃棄する場合およびその効果についての規定を有している。そし

て，これはすでに1883年のこの条約の最初の正文に存在していた〈その時は

第18条であったがワシントンの改正会議以降は第17条の 2)0 1967年のスト

y クホルム改正会議は，以下に述べるように種々の改正を行なっている。

(0) この条約は無期限にわたって締結されることおよび同盟国が廃棄した

場合の廃棄はその固についてのみ効力を生じ他の同盟国には効力を生じない

でこの条約は引き続き完全な効力を有するとの原則は， この条約には最初か

ら含まれていた。

付廃棄は， ζの条約の被寄託者にあててしなければならなL、。 1967年の

ストックホルム改正会議までは，これはスイス連邦政府であった。ストック

ホルム条約によれば，管理制度に変更を加えられたのに従L、それはWIP 

Oの事務局長である。

伺すでに何度も考察したように一一第1条(1)の注釈付および第23条の注

釈仰を多照一ーその構成田が同盟を形成する条約としてのパリ条約の法律的

構成の効果の一つは，各国は全体としての同盟にのみ加入および脱退するこ

とができることである。それ故，同盟国はたとえばこの条約の最新の条約ま

210 第 26 名

第26条(7
(1) この条約は, 無期限に効力を有する(〈員。

(2) いずれの国も, 事務 局長にあてた通告 により, この条約を廃棄する

ことができる(" ぷ。この廃棄 は , この条約 に先行するすべての条約 の 廃棄と

なり =), か つっつ, その 廃棄をした国に 対してのみ 効力を生ずるものと し , 他

の同盟国については, この条約 は, 引き 続き完全な効力を有する ( ぷ。
(3) 廃 楽は, 事務 局長がその通告 を受領した 日の後 1 年を 経過した時

に, 効力を生ずるぐい)。

(4) この条に規定する廃楽 覆は , いずれの国も, 同盟国となった日 から

5 年の期間の経過 前 には, 行使 することができない (「)。

お この 条は, 部 分的にこの条約 の存続 期間にいての規定 並びに同盟 国が

この条約 を 廃楽する場合おょびその 効果に ついての規定を有している。そし

て, これはすでに 1883 年 のこの条約の最初の正文に存在していた てその時は

第 18 条 であったがワシ ントキン の改正会 議以降は第17 条の 2 )。 1967 年の スト

ッ クホルム 故正 会融 は, 以下に述べるように 種々の改正 を行なっている。
中 ” この条約は無期 限に わたって 締結 され ることおょよび同盟 国が 廃棄 した

場合 の廃棄はその国に つい てのみ 効力を生じ他の同 劉国にな 効力を 生じない

でこの条約 は引き続き完全な 効力を有するとの 原則は, この条約には最初か

ら 含まれていた。
3 廃棄は, この条約の被 寄託者にあて てしなければぱば ならない。1967 年の

スト ッ ク ホルム 改正 会議ま では, これはスイ ス連 邦 政府であった。ストック

ホルム条 約 にょよれば , 管理制度に 変更を加えられたのに 従い, それはWT P

0 の事務局長である。
己 すでに何度も考察したよらにビー一第 1 条 ( の注釈 および第 23条の圭

釈 りを参照一一その構成 国が同 器を形成する条約 としてのペリ条約の法律的

構成 の効果の一つは, 各国は全体 と しての同盟 にのみみ加入および脱退するこ

と ができる こと である。それ故 , 同 製国は たとえばこの条約 の最新の条約ま
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たはそれに先行する条約を廃棄して他の条約に引き続き拘束されることはで

きなL、。ある同盟国がスト 7 クホルム条約を廃棄した場合は，これはまた先

行するすべての条約をも廃棄したことになる。

制上記注釈(ロ)を参照

付 ストックホルム条約のもとに規定されている他の諸通告で同盟国によ

って行なわれるものは，WI POの事務局長によるその通告の後に効力を生

ずる〈第20条(2)(C).第21条(2)(防および(3)並びに第24条(3)(a)を多照〉。 しかし

廃奈は事務局長が関係の通告を受領した日の後 1年を経過した時に効力を生

ずる。なぜなら，廃楽の効果は他の同盟国へのその送遣のための遅延により

遅らせてはならないからである。同様な事態に関しては，第24条(3)(b)さらに

は第17条(3)および第30条(2)を参照。

{ト) 信頼のもてる経験をつむに十分な長さの期間にわたって同盟に属して

いなかった固によりこの条約の廃棄を早計に決定されることを避けるため，

この規定は，1967年のスト ックホルム改正会議でこの条に加入された。この

5年の期間はストックホルム条約についての批准または加入の日からではな

く当敵国が同盟国となった日〈この条約のその後の改正条約のいずれかにつ

いて加入した日〉から起算されることに注目されるべきである。

1. See document S/3 prepared for the Stockholm Conference， p.54， paragraph 

162. 
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たはそれに先行する条約を廃棄 して他の条約 に引き続き 拘束されることはで

きない。ある同明 国が スト ッ クホルム条約を廃 楽した場合は。これはまた先

行 するすべての条約をも 廃棄 したことになる。

5 上記注 釈中を参照

Q スト ッ ク ホルム条約 のもとに 規定 されて いる他の 講 通告で同青国によ

って 行なわれる$のは, WT PO の事務局長とよるその通告 の後に効力を生

ずる (第 20条(3 の9, 第 21 条(2(Dりおよび (8 )  並びに第 24 条(9879を 参照 J。 し かし

廃 友は事務局長が 関係の通告を受領 した 日の後 1 年を経過した時に 効力を生

ずる。なぜなら, 廃 楽の効果は他の同 器国 へのその送達 のための 遅 延に より

遅らせてはならな いからである。同様な事態に関しては, 第24 条 (37(b)さらに

は第17 条(お よび 第 30条 (2)を参照。

(0 信頼のもてる 経験 をつむに十分 な 長さの 期間にわたって同盟に 属して

いなかった名により この条約の廃棄を早計に決定 され ることを 避けるため。

この規定 は, 1967年 の ストッ クホルム改正 会議 でこの条に加入された。 この

5 年の期間は スト ッ クホルム 条約 に つい ての 批准 または 加入の 日から ではな

く当 該 国が同 翌国と なった 日 (この条約のその後の改正条 約のいずれかにつ

いて加入した日》 から 起 算さ れることに注目され るべきである。

1。 See documept S/3 prepared for the Stockholm Conference, p.54, Paragraph

162、
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第27条{イ}

(1) この条約は，それが適用される同盟国の間の関係及びそれが適用さ

れる範囲に関しては， 1883年3月20自のパリ条約及びその後に改正された条

約に代るものとする{ロ)。

(2)(a) この条約は適用されないか又は全体としては適用されないが1958

年10月31日のりスポン条約が適用される国に関しては，同条約がその全体に

おいて又は(1)の規定によりこの条約が同条約に代わらない範囲において引

き続さ効力を有するい)。

(b) 同様に，この条約も，この条約の一部も， リスポン条約も適用さ

れない国に関しては， 1934年 6月2自のロンドン条約がその全体において

又は(1)の規定によりこの条約が同条約に代わらない範囲において引き続き

効力を有する。

(c) 両様に，この条約も，この条約の一部も，りスポン条約も，ロン

ドン条約も適用されない固に関しては， 1925年11月6日のへーグ条約がその

全体において又は(1)の規定によりこの条約が同条約に代わらない範圏にお

いて引き続き効力を有する。

(3) この条約の当事国となる同盟国でない国は，この条約の当事国でな

い同盟国又はこの条約の当事国ではあるが第却条(1 )( b)( i )の規定により

宣言をしている同盟国との関係においては，この条約を適用する。これらの

国は，当霞同盟国はそれらとの関係においては自国が当事固となっている最

新の条約の規定を適用できることを承認する(=)。

付) この条は，ストックホルム条約が一一全体的にか部分的にか一一効力

を発生した後すべての同盟国が全体としてのストックホルム条約について批

准または加入する時までにおけるこの条約の先行する条約の適用について規

定している。先行する条約のそのような適用に関しては，スト γ クホルム条

212 第 27 菜

第 27 条{ 7

(1) この条約 は , それが 適用される同盟国の間の関係 及びそれが 適用さ

れる 範囲に関しては, 1883 年 3 月20日のパリ条約 及びその後に改正された条

約 に代る ものとする〈"a

(22(a) この条約は 適用され ないか又は全体 とし ては 適用され ないが1958

年 10 月31日 のリスボン条約が 適用される 国に 関しては, 同条 約がその全体に

おいて 又は CD) の規定によりこの条約が同条約に代ねもらない 範 固において引

き 続き 効力を有する (。

(b) 同様に, この条約 も , この条約の一部も, リスボン条約も適用さ

れない国に 関しては, 1934年6 月2日 のロンドン条約がその 全体に おいて

又は (1) の規定によりこの条約が同条約に代ねらない人範囲において引き続き

効力を有する。
(ce) 同様に この条約 も, この条約の一部も, リスボン条約 も , ロン

ドン条約 も適用されない国に 関しては, 1925年11月 6 日 のヘーグ条 約がその

全体において又は (1) の規定に よりこの条約が同条 約に代わもらない人範囲にお

いて引き 続き効力を有する。
(3) この条約の当 事国となる同盟国でない国は , この条約の当事 国でな

い同盟 国又はこの条約の当事 国ではあるが第 20 条( 1)う(て b )う(1 うの規定により

宜 言をしている同盟 国との関係 においては, この条約を適用する。これらの

国 は, 当該 同盟国はそれらとの関係 においては自国が当 事国と なって いる最

新 の条約 の規定を適用できることを承認する"=)。

0 この人条は, ストッ クホルム作 約が一一 全体的にか 部 分的にカー  一効力

を 発生 した後すべての同盟鉛が全体 としての ストッ ク ホルム条約について批

准 または加入する時までにおけるこの条約 の先行 する条約 の適用に ついて規

定 している。 先行 する条約のそのような 適用に 関して は , ストック ホルム人条
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約は， 1911年のワシγ トγの改正会議でこの条約に導入され，その後の改正

会議で必要な修正を加えて引き続き効力を有していた方法を維持している。

しかしストックホルム条約は修正を加えている。まず第1は第20条(1)(防のた

めにストックホノレム条約が部分的に，すなわち，諸条の特定の群を除外して

効力を発生するであろう事実を考患しなければならなかったからである。ま

た第2は，その場合にストックホルム条約に加入する前は同盟国でなかった

固に関するこの条約の先行する条約の適用に関するZ主要な規定〈第27条(8))

を追加した。

伊} この規定は.ストックホルム条約が適用される国の聞の関係は，それ

らの鼠は同条約を批准しているかあるいは同条約に加入しているので，もっ

ぱら同条約に支配されること.および久ト γ クホルム条約はそれらの国の関

係に関する限りすべての先行する条約に代るものであることを定めている。

しかし.そのような国がストザクホルム条約第1条から第12条までまたは第

13条から第17条までのいずれかの諸条をその批准書または加入密から除外し

ていたときは，ストックホJレム条約の他の諸条のみが適用される。したがっ

て除外されている諸条に代る諸条は，この条の他の項の規定に従い引き続き

適用される。

り この条の(2)(め， (b)および(c)は，7-、ト γ クホルム条約が部分的に効力を

発生する場合を考慮していることを除き，ワシント γの改正会議 (1911年〉

で採択され，その後の改正会議によって引き継がれているこの条約の先行す

る条約の適用に関する方法を維持している。不孝にして，この方法は種々の

1. Actes de Washington， pp. 232 (pro戸 salfor Article 27 bis)， 311 (report 
to Plenary Committee). 260/1 (adoption in Fourth Plenary Session). 

2. Actes de La Haye. pp.お6(proposal). 424 (report of First Sub.Commi. 

ttee); 526 (report o( General Committ目)， 549/50 (report o( Drafting 

Committee). 581 (adoption in Plenary Session); Actes de Londres. pp. 474 

(report of Drafting Committee). 519 (adoption in Second PlenarySession). 

Actes de Lisbonne， p. 109 (discussion and adoption in Second Plenary 

Session). 
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約は, 1911年のワシン トンの改正 会議 でこの条約に導入され , その後の改正

会 議で必要な修正 を加えて引き 続き 効力を有していた方款を維持している。
し か し ストックホルム作 約は政 正を加えている。 まず第 1 は第 20条 (90(9 のた

めに ストッ クホルム条約 が部 分的 しに,すなわち, 諸条の特定 の群を除外して

効力 を発生するであろう5? 事 実を考慮しなければなら なかったからである。さま

た 第 2 は, その 場合 とにストック ホルム条 約に加入する前は同盟国でなか った

国 に 関す るこの条約の先行 する条約 の適用に関する重要な規定  (第 27条( 8

を 追加した。
( この 規定 は 。 スト ックホルム条約が 適表される 国の間の関係 は それ

らの軸は同条約を抵 准し ている か あるいは同 条約 に加入し ている ので, もっ

ばぱばら弓 条 約に 配 されること , おょよび ストッ ク ホルム条約 はそれらの国の関

係に関する限りすべての先行する条約に代る ものであることを 定めている。
しかし, そのょうな 敗がスト ッ クホルム条約第1 条 から 第 12  条までまたは第

13 条 から 第 17  条ままでのいずれかの諸 条をその批 準書ま たは加入 書から除外し

ていたと ききは, ストックホルム 休 約の他の諸 条 のみが 適用さきれる。 したがっ

て 除外 きれている諸 条に 代る諸 条 は, この条の他の 項の規定 に従い引き続き

適 下される。

3 この殺の(3⑳(g, お ょよび ) は,  ストッ ク ホルム条約が部 分的に 効力を

発生する場合を考慮 していることを 除き, ワウシントンの改正会譜(1911年)

で採択 され, その後の改正 会議 こよょよって 引き 継がれ ているこの条約の先行す

る条約 の適用に 関する方 法を維持している。不幸にし て, この方法は種々の

1. Acltes de Washington, pp. 232 (proposai for Article 27 bis), 311 (report

to Pjcnary Committee), 26071(adoption in Foumrth Pknary Session)》.

2.。 人誠ctes de La Hayce, pp、266 (proposal), 424 ( repor t  of Firasat Sub.Commi-

t tee) : 526 (report of General Committee), 549750 (report of Drzafting

Committee), 581 (adoption in Plenary Sesston)> 人Actes de Londrcs, pp. 474
(report of Drafting Committee), 519 (adoption in Second PlcnarySession),
人Actes de Lisbonne, p。 109 (discussion and adoption in Second Plenary

Session)、
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問題を生じているけれども，それらの改正会議のいずれにおいてもそれは説

明も論評もされなかった。 1967年のスト y クホルム改正会議はその事態をあ

る程度まで明らかにしている。というのは，その会議ではるらかじめ同盟国

となることなしにストックホノレム条約に加入する固に関するこの条約の先行

する条約の適用に関し新しい規定〈第2:l条(3))を採択したので，この条約の

先行する条約への加入とその条約の適用とを区別しなければならないことが

考察されたからである。

以上の経過を考慮して，この条約の先行する条約の適用に関する状態は次

のように述べることができる。

ストックホルム条約に加入するまでは同盟国でなかった固に関しては，第

27条(3)が適用される。そのような国はスト γ クホルム条約の適用を受ける。

そして，これは，いうまでもなく，ストックホルム条約についてすでに批准

または加入している同盟国との関係だけでなく，いまだ同条約について批准

も加入もしてない国あるいは同条約第 l条から第12条までの規定を除外して

同条約について批准または加入している固との関係においても同じである。

この規定はそのように述べてはいないけれども，同様な解決法はストックホ

ルム条約第13条から第17条までの規定を除外して同条約について批准または

加入している同盟国との関係についても適用される。その国は古い管理制度

に引き続き拘束されるが新たに加入した国はストヲクホルム条約の新しい管

理制度にのみ拘束される。

他方，新たに加入する国は，他の同盟国が自国が当事国となっている最新

1. See， for the situation before the Revision Conference of Stockholrn in 1967: 

"A propos de !'application sirnultanee des telltes succssifs de la Convention 

d'union，" P.I.， 1936， p. 99， and LACINA "The Problern of Conventional Relations 

between Countries according to the different Texts of the Paris Convention，" 

I.P.， 1966， p. 257. See also BIRPI Lecture Course on Industrial Property， 

1965， p. 11. 

2. Report of Main Cornrnittee IV of the Stockholm Conference， I.P.， 1967， p. 

222， paragaph 18. 
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問題 を 生じ ているけれども。 それらの改正 会誤のいずれにお いてもそれは 説

明も論評 もされなかったc。 1967 年 の スト ッ クホルム改正 会議はその事態をあ

る程度まで明らかにしている。というのは, その会 議ではあら かじめ同 盟国

と な ること なしにに ストックホルム 条約に加入する国に 関す るとの条約の先行

する条約の適用に 関し 新しい規定(第 27条(8)) を 採択 したので, この条約 の

先行 する条約 への加入とその条約 の適用とを区 別しなければならないことが

考察 きれたか らである。
以上の経過を考慮 して, この条約の先行 する条約 の適用に 関する状態は次

のょように 述べ る ことができる 。

スト ッ クホルム条約 に加入するまでは同盟 国でなか った国に 関しては, 第

27 条(3が 敵 用さきれる。そのょ うな国は スト ッ クホルム条約 の適用を 受ける。
そして , これは, いうまでもなく , ストッ クホルム条約 に つい てすでに批準

または加入している同明 国との関係 だけでなく , いまだ同 条 約について批 準

も 加入 もし てない 国あるいは同条約第 1 条か ら 第12 条までの規定を除外して

同 条約に ついて 批 準または加入 し ている国との関係においても 同じである。

この 規定はそのように 述べ てはいないけれども , 同様な解決上法は ストッ クホホ

ルム条約 第13 条から 第 17  条までの 規定を論外して同 条 約に ついて 批 礁ま たは

加入している同器国との 関係についても 適用きれる。その国は古い管理制度

に引き 続き拘束 されるが 新たに 加入 した 国は ストッ クホルム条約 の 新しい管

理 制度にのみみ拘束 される。

他方 , 新たに 加入する国は , 他の同盟 国が 自国が当 事国と なっている最新

1. See,for the situation before the Revision Conference of Stockholm in 1967:
" 欠 _propos de Papnplication simultanee des textes 5uccssifts de la Convention
dunion記PT. 1936, p. 99, and LACINA "The Problem of Conventional Relations

between Conuntries according to the 由fferent Texts of the Paris Convention

TP  1966, p, 257. See also BIRPI Lecture Course on industrial Property,

1965, p. 11.
2, Report of Masin Committee IVY of the Stockholm Conference, IP.  1967。 p.

222, paragaph 18.
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の条約の規定をその固との聞の関係においては適用できることを承認しなけ

ればならなし、。この場合の「できるjの語は，そのような他の同盟国は新た

に加入する固との聞の関係においてはストックホルム条約を適用できること

をも示している。その国はいまだストアクホルム条約に加入していないけれ

ども，同条約を適用できる。 また新たに加入する国はそれに不服を述べるこ

とができなし、。スト γ クホルム条約はそれが受諾した条約そのものどおりで

あるからである。

その事情はすでに同盟国となっている国ではあるがスト pクホルム条約に

ついて批准も加入も(第1条から第12条までまたは第13条から第17条までの

諸条の群の 1つを除外する場合がある) してない固に対してはさらに複雑で

ある。

そのような国はいうまでもなくス トックホルム条約を受諾した〈その範囲

で〉他の同盟国との関係ではストックホルム条約〈同条約を受諾した範囲で〉

を適用するであろう。

そのようにしてない〈その範囲で)固に関してはこの条はこの条約の先行

する条約が引き続き効力を有する旨を規定している ((2)(札 (b)および(c))。

それにもかかわらず，ストックホルム条約について批准または加入してい

る同盟国は，同条約について批准または加入しててない同盟国に対しも同条

約を適用する一一およびそれに従い園内法令を改正しているのでそうするよ

う求める一一・ことができる。新たに加入する国がしなければならないことを

同盟国がするのを禁ずる理由はないのだから，そのとおりである。しかし，

最初に記述した同盟国は，他の同盟国に関しては最新の共通の条約を適用で

き，また，いずれにしてもそのような他の同盟国がそれに関してこの規定に

より引き続き効力を有する最新の共通の条約を適用することを受諾しなけれ

ばならなし、。

}. とれば，との条約の実体t去を規定している部分に関してで， 管怒規定の適用は第

30条(2)に規定されている。
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の条約 の規定をその 国との間の関係とにおいては 適用できることを 承認しなけ

ればならない。この 場合 の「で きる」 の 語 は , そのよう な他の同 国 は新た

に 加入する 国との間の関係 においては ストッ クホルム条約 を適用できること

を も示している。その 国 はないまだ ストッ クホルム条約に加入し ていないけれ

ども, 周条約 を適用できる。また 新たに加入する 国はそれに 不服を述べるこ

と ができない。 ス トック ホルム条 約はそれが受諾 した 条約そのものどおりで

あるからである。

その 事情 はすでに同盟 国と な っている 国ではあるが ストッ ク ホルム条約に

ついて批准も加入も (系 1 条 から 第 12  条まで または系 13 作から 第17 条までの

諸 条の群らの 1 つを除外する場合 がある) してない国に 対してはさらに 複雑で

あるos。
そのよう な 国はいうまでもな く ス トッ ク ホルム条約を受諾した (その 範凍

で) 他の同百 国との 関係では スト ッ ク ホルム人条約( 同条約を受諾 した 範囲で

を 適用するであろう。

そのよう にしてない (その 血 囲で) 国 に関して はこの条はこの旧約 の先行

する条約が引き 続き 効力を有する旨を規定 している ((⑳(5, (9 および(ce)〉。

それにも かかわらず, スト ッ クホルよょ条約 に ついて 批 浴または 加入してい

る同盟国は, 同和条約に ついて 批 準または加入 して てない岡 盟国に 対しも同条

約 を適用する一一およびそれに 従い国内法令 を改正 しているのでそうするよ

うぅう求めるーー ことができる。 新たに加入する国がしなければぱばならないことを

同盟 国が するのを 禁ずる 理由はないのだから, そのと おり である。 しかし ,

最初に記述 した同 難国 は, 他の同盟国に 関しては最新の共通の条約 を 適用で

き , また , いずれにしてもそのよう な他の同罰 司がそれに 関し てこの規定に

より 引き 続き 効力を有する最新の共通の条約 を適用することを 受 諸しなけれ

ばならない。

1. とれは, とこの条約 の実体 法を規定 している部 分に関してで, 和汽理 規定の 適用は第

30条(2) に規定 さきされている。
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しかし，そのような最新の共通の条約がない場合，たとえば，ある同盟国

がりスボン条約 (1958年)にのみ加入した後にストックホルム条約を批准し

たのに対し他の同盟国がロンドン条約(1934年〉またはへーグ条約 (1925年〉

よりも新しい条約について批准も加入もしてない場合はどうか? この場合

において，ストックホノレム条約について批准または加入している同盟国は，

その他の同盟国との聞の関係においてなお同条約を適用できる。しかしなが

ら，その国はまた公式には拘束されていないけれども他の同盟国が当事国と

なっている最新の条約を適用することもできる。それは，他の同盟国はより

新しい条約について批准または加入をしていないのでその主張できる全てで

ある。ストックホルム条約について批准または加入をした同盟国は，いずれ

にしても他の同盟国が当事国となっている最新の条約であってこの条(2)(a)，

(b)および(c)の規定により引き続き効力を有する条約を適用することを受諾し

なければならなL、。

この条には不明確な点が残されていることを考慮して，同盟国は特定の状

況のもとで適用できる条約に関して宣言することが最も有益である。

同考察したように，この規定は.ストックホルム条約に加入するまでは

同盟国ではなかった国に対してのみ適用される。この規定についてはすでに

上で注釈を加えた。

1. Cf. Report of Main Committee N of the Stockholm Conference. I.P.， 1967 

p. 222， paragraph 18. which， however， erroneously refers to newly acceding 

States， which are bound by Article 27(3) and therefore cannot makeSuch 

declaration. 
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し かし , そのよう な最新の共通の条約 がない 場 合 , たとぇえば, ある同盟国

が リス ボン条約 (1958年 ) にこのみ 加入した 後にに ストックホルム条約を批准し

たのに 対し他の同盟国 がロンドン条約C1934 年 )うまたはヘーグ 術 (1925年)

より も 新しい条約に ついて批 浴も加入 もし てない 場 合よどうか"この 場合

ににおおいて ,  スト ッ クホルム 条約 に ついて 擬 准または加入 している同盟 国は ,

その他の同盟 国と の間の関係においてなお同 条約 を適用できる。しかしなが

ら, その 国はまた公式 には拘束 きれ ていないけれども他の同盟 国が当事国と

なっている最新の条約 を適用すること もで きる。それは, 他の同盟国はより

新しい条約 に ついて 批 礁または加入 をし ていな い のでその主張できる 全てで

ある。 スト ッ クホルム条約 に つい て 批准 または加入をした同盟 は , いずれ

にして も他の同盟 国が当 事国と なっている最新の条約で あってこの条(2)(a),

(5)および(のの規定により 引き 続き効力を有する条約を 適用することを 受諾し

なければたならない。
この条には不明 確な点が 残さきれていることを考慮 して, 同盟国は特定の状

況 のもとで 適用できる条約に関して宣言 することが 最も有益である。

ら 考察 したように,。この失 定は ストック ホルム条 約に加入 するまでは

同盟 国 ではな か った 珂に 対してのみ 適用きれる。この 規定 に つい てはすでに

上で症 釈を加えた。

1. Cf. Report of Main Committee IV of the Stockholm Conference, TP 1967
D.、222, paragraph 18, which, hawever, erroneously refers to newIty acceding
States, which are bound by Article 27(3) and therefore cgnnot  makeSuch
declaration。
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第28条{イ}

(1) この条約の解釈文は適用に関する 2以上の同盟国聞の紛争は，交渉

により解決できないときは，紛争当事国の 1国は国際司法哉判所規程に従っ

た請求により，国際司法裁判所へ提起することができる。ただし，当設国が

他の何らかの解決方法について合意しているときは，この限りでない{口、

紛争を国際司法載判所へ提起した固は国際事務局に通知し，国際事務局は他

の同盟国に対しその恵件について注意をうながさなければならないい】。

(2) 各国は，この条約の署名又は批准.若しくは加入書の寄艇の障に.

前項の規定は自国を拘束しないことを宣言することができる。その宣言をし

た固と他の同盟国との聞の紛争に関しては， (1)の規定は，適用しない同}。

(3) (2)の規定に従い宣言をした国は，いつでも，事務局長にあてた通

告によってその宣言を描因することができる悼}。

い) この条は，司法的条項を含み，かっその受諾を拒否する立宮に服すこ

とができるものではあるが，1967年のストックホルム改正会議でこの条約に

導入された。そのような条項を導入する試みは， 早くから，へーグ(1925年〉

ロγドγ(1934年〉およびリスポン(19珂年〉の改正会識で行なわれたが失

敗に終った。

伊) この規定は，この条約の解釈または適用に関する 2以上の同盟国間の

すべての紛争についての決定権を国際司法哉判所に与えている。いうまでも

なしその紛争が交渉により解決している場合または当該国が他の解決方法

1. Actes de La Haye， pp. 353/4 (proposa1 of U.Kふ 420/4(report of First 

Sub.Committee); Actes de Londres， p. 293 (proposa1s of Mexico， NetherJands 

and Switzerland; see a1so pp. 162/4 for副 intendedproposa1 of the Interna. 

tional Bureau)， 349/51 (report of First Sub.Committee)， 472/3 (report of 

Drafting Committee); Actes de Lisbonne， pp. 192/8 (proposal)， 199/201 

(observations)， 202 (discussion in First Committee)， 300/1 (report of First 

Committee). 
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(CD この条約 の解訳又は避用に関する 2 以上の周明国間の紛争 は, 交渉

により解決できないときは , 紛争当事国の1 国は国際選法 裁判所規程に 従っ

た請求 により, 国簡司法 裁判所へ提起すること ができる。ただし, 当該国が

他の 何らかの解決 方法について合意しているときは, この 限りでないび5)。

奮 争を国際害法 裁判所へ提起 し た国は国際事務 局に 通知 し, 国際事務 局は他

の同 器 国に対しその事件について注意 をうながさなければならない(^。

(2) 各国は, この条約 の署名又は批准 書若し くは加入書の寄託 の隙に,

前 項の 規定は自国 を拘束しないことを 官 言することができる。その宣言をし

た 国と 他の同盟 国との間の紛争に関しては, 〈て1) の規定は, 適用 し な い )=)。

(3) 〈2 )の規定に 従い皿言をした国は ,いつでも, 事務局長にあてた通

告 によってその宣言を猫回することができる  (お 。

0① この条は, 司法的条項を含み, かつっつその受諾を拒否する宣言に服すこ

と ができる ものではあるが , 1967 年 の スト ッ ク ホルム改正 会議でこの条約に

導入された。そのようたな条項を導入する 試みは, 早くか ら, ヘーグズて 19295年う
ロン ドン (1934年) およびリスボン 〈1958年) の改正会 議で行なわ れたが失

敢に 終った。

⑰すこの規定 は , この条約 の解釈または 適用に関する 2 以上の同盟国間の

すべての紛争 に つい ての茨 定 権を国際司法 裁判所に与えている。 いうまでも

なく, その紛争が交歩により 解決し ている場合 または当入上略が他の解決 方法

1. Actes de La Haye。pp. 35374 (proposal of .K う, 42074 (report of fF千 st
Sub.Committce): Actcs de Londres, p. 293 (proposals of Mexico, Netherlands
and Switzerland: sec also pp. 162/74 for an intended proposal of +he Tnterna・
tional Bureeu)。349/51 (report of Frrst Sub-Committee), 47273 (report of
Drafting Committec): Actes de Lisbonne, pp. 19278 (proposael), 199/201
(observations), 202 (discussion in irst Committee), 300/1 (report of First
Oommittee).
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たとえば国際仲教について合意している場合は除かれる。そのような紛争は

国際司法我判所規程に従った請求により国際司法毅判所へ提起することがで

きる。国際司法我判所は，ハーグ(オランダ〉に設置されており，国際連合

の総会および安全保障理事会によって 9年間にわたって選任される15名の裁

判官によって構成されている。国際司法裁判所は紛争当事国の国籍を有する

裁判官をもって補充することができる。国際司法裁判所は当事者が付託する

すべての事件および現に効力を有する諸条約にとくに規定するすべての事項

を処理する権限を有する(国際司法就判所規程第36条第1項〉。 国際司法裁

判所に対する事件では，国のみが当事者となることができる(同規程第34条

第1項〉。

付紛争を国際司法哉判所へ提起する園は国際事務局に通知しなければな

らないことが規定されている。国際司法哉判所自身はその規則で定める条件

でWIPOのような公の国際接関に対し係属している事件に関連する情報を

請求することができる。また，そのような機関が自発的に提供するそのよう

な情報を受領する。さらに，条約〈バリ条約のような〉の解釈が国際司法裁

判所に係属する事件で問題となっているときは.いつでも.当該国際機関は

開設判所における手続に関するすべての書面の写しを受領する(国際司法裁

判所規程第34条第2項および第3項〉。

この規定においては，さらに国際事務局は他の同盟国に対し国際司法裁判

所の事件について注意をうながさなければならない旨を規定している。この

ことは.その事件の裁判により影響を受けるであろう法律的性質について利

害関係があると考えている国をしてその裁判所に対し参加の許可の申請をす

ることができるようにする〈同規程第62条〉。 その事件の当事者として関与

している国以外の国が当事国である条約の解釈が問題となっているときは，

いつでも，その国は参加する権利を有する。しかし，その権利を行使した場

合には，その裁判によって与えられた解釈はそれらの国を拘束する(同規程

第63条)。

糾すでに考察したように一一第22条の注釈(ロ)ーース トy クホルム条約
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たとえぇば国際 仲裁に ついて合意し ている場合 は除か れる。そのような紛争は

男論司法 裁判所規程に反った 請求により国際司法裁判 所へ提起 することがで

きる。 国際司法 裁判所 は , ヘーダグ (オラ ンダ) に設置 きれておおり, 国際連合

の総会 および安全保障 理事会 によって 9 年 間にわたって選任 される15 名の裁

判官 によって構成 されている。 国際司法 裁判所は紛争当事 国の国籍を 有する

裁判放をもって補充する ことができる。 国際司法 裁判所は当事者が 付託する

すべての事件および現に 効力を有する諸条 約 にとくに規定 するすべての事項

を処理する権限を有する (国際司法吉判所規程 第 36条第 1 項)。 国際司法裁

判 所に 対する事件 では, 国のみみが当事者とな ること ができる (同規程第34条
第 1 項 )。

CS 紛争を国際司法 裁判所へ提起する国は国共事務 局に 通知しなければな

ら ないことが規定 さきされている。国際司法 裁判所自身はその規出 で定める条件

で WI PO のようりな 会の国共機関に対し 係属している事件に 関連する情報を

請求 することがができる。また ,  そのよう な機関が自発 的に提供 するその よう

な捕 報を受領する。さらに, 条約 (ベリ条約 のよりな) の解釈が国共司法坊

判 所に係属する事件で問題 と な っているときは, いつでも, 当該国際 機関は

山 裁判所における手続 に関する すべての 書面 の 写しを 受領 する (国際 司法 裁

判 所規程第34条第 2 項および第 3 項 )。

この規定においては, さら に国際事務 局は他の同骨 国に対し国際司法 裁判

所の事件 に ついて注意 をうながさなければならない旨を規定 している。この

ことは。 その事件の裁判により 影響を受けるであろうら法律 的性質に ついて利

害 関係があると 考えている国 をしてその芝 判所に対し参加の許可の申請をす

ることができるようりうにする ( 語規 程第62 条)。 その事件の当事考として関与

している国 以外の 国が当 事国である条約 の解釈が問題 と な っているときは ,

いつでも, その国は参加する権利を有する。 しかし, その権利を 行使した 場

合には, その裁判によって 与えられた 解釈 はそれらの国を拘束 する ( 語規程

第 63 条)。
らら すでに考 宗し たように 一一第22条の 注釈 ーー一 ストックホルム条約
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は，同盟国に留保すなわち2つの点についてだけこの条約の規定の適用を除

外することを許している。そのうちの 1つは，司法的条項の適用の可能性に

ついてである。すべての国は，ストックホルム条約について署名，批准また

は加入の時に自国は司法的条項の規定に拘束されるものとは認めないことを

宣宮できる。そしてその場合にはその条項は当該国と他の同盟国との聞では

適用されなし、。

制司法的規定についての非適用に関する宜言はいつでも撤回することが

できる。この規定は説明するまでもなく明らかである。

1. ストヲクホルム条約の調印の療にこの留保をした園は次の通りである.

(cf. I.P.，1968， p. 33): AIgeria， Bulgaria， Indonesia， Poland， Rumani and 

U.S.S.R. 
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は, 同盟 国に 留保すなわち 2 つの 点に つい てだけこの人旬約の規定 の適用を除

外することを 許している。そをそのうちの 1 つは , 本法的条項 の適用の可能 性に

ついてである。すべての国は, スト ッ クホルム条約 に ついて署名, 批 準また

は加入の時に自国は司法的条項 の規定に拘束され るものとは 認めないことを

宣言 できる。そしてその場合にはその条項は当該 國と他の同盟 国との間では

適用されない。

明 本法 的 規定につい ての非 適用に 関する 宣旨はいつでも撤回 することが

できる。この規定は説明するまでもなく明 らちかである。

1. ストッ クホルム条約の魏 印 の際にこの 留保 をした 図は次の 通りである。

(ef. 1LP.,1968, p. 33) : Aljgeria, Bulgaria, Indonesia, Poland, Rumani and
ザ ,S.S,
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第29条{イ)

(1)(a) この条約の署名は.フランス語による本書 1通についてするもの

とし{ロ入 本・はスイス政府に宅専任する。

(b) 公の正文は，英語， ドイツ語， イタリア語.ポルトガル語，ロシ

ア語及びスペイン語並びに総会が指定するその他の言語により，事務局長が

関係国政府と協醤のうえ作成するい〉。

(c) 詰正文の解釈について意見の相違があるときは，フランス語の正

文が有効である(=)。

(2) この条約は， 1968年 1月13固まで，署名のためストックホルムに開

捜しておく体〉。

(3) 司E務局長は，スウェーデン政府により露註されたこの条約の署名さ

れた正文2通をすべての同盟国政府に対し，また，要請があるときは他の国

の政府に対し，送付するい〉。

(4) 司18局長は，この条約を国際連合の事務局に登録する(吋。

(5) 事務局長は，すべての同盟国政府に対し，署名，批准書若しくは加

入奮の寄任及び批濃書若しくは加入書に含まれているすべての宣言又は第

20条 (1)(c)によりされた宣言， この条約のすべての規定の効力の発生，廃

棄の通告並びに第24条の規定による通告を通知する{チ}。

('i) 1911年のワシントン改正会議以来，この条約は，その後のそれぞれの

条約の署名およびそれらの条約の認証謄本の同盟国への交付に関する規定を

設けていた〈第四条)01958年のリスポン改正会議は，この条約には条約の本

書に用いる宮語およびその訳文に用いる言語に関する規定を追加した。これ

らの規定は，ストックホルム改正会議による新しい管理制度のため，この条

約の現在の第29条のものに修正され，採択された。

(ロ) ストックホルム条約は，条約の本書1通についてのみ署名するという

従来の方法を維持している。そしてその条約はフランス語で作成される。

付 リスボン条約はフランス語によるこの条約の本書についての署名と離
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第 29 条 <

Ca)  この条約の署名は, フランス 語による本書 1 骨に つい てするもの

と し (5 ,  本 書はスイス政 府に寄託する。
(bh) 公の正文 は, 英語 , ドイツ 語 、イタリア語,ポル ト ガル邑, ロシ

ア 語 及びスペイン語 並びに総会が指定 するその他の言語 により. 事務局長が

関係 国政府と 協議 のうえ作成 するの )。

Cc) 議正 文の解釈について意見の相違があるときは, フランス語の正
文 が有効 であるつう。

(2) この条約は, 1968年 1 月13日まで, 夫 名のた めストッ ク ホルムに了開

放してお くも。
(3) 事務 局長 は , スウェー デン 政 府により 認証 されたこの条約 の 署名さ

れた正文 2 衣 をすべての同盟国政 府に対し ,また, 要 講があるときは他の国

の政府に対し, 送付するぷ。
(4) 事務 局長は , この条約 を園際連 合の事務 局に 登録する(いり。
(5) 事務 局長は , すべての同盟国政 府に 対し, 民名, 批准書若しくは加

入 書の寄託及び批准 書 若しくは加入 書に含まれているすべての宣言 又は刈

20 条 て(1)てCc ) に よりされた寛言, この条約のすべての規定 の効力の 発生, 府
素 の通告並びに第24条の規定 による過 告を通知するの)。

ぴ 1911 年 のテウシン トン改正 会識以来 , この条約は。その 後のそれぞれの

条約 の署名およびそれらの打 約の認証 騰本の同盟 国 への交付に 関する規定を

設けていた(第 19条 )。1958年のリスポン政正 会議 は , この条約には条約の本

書 に 用いる言語 おょよびその訳文に 用いる言語に 関する規定を追加した。これ

らの規定は, スト > ックホルム改正会議にょる 新しい管理制度のため, この人条

約の現在 の第29 条 のものに修正され, 採択された。

スト ッ ク ホルム条約 は, 条約の本書 1 通に つい てのみ 署 名するという

従来の方法を維持している。そしてその条約はフランス 語で作成 される。

9 リスボン条約 はフランス 語にょ るこの条約の本 書に つい ての 署名と離
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れて諸種の言語によるその条約の公の訳文についての規定を設けていたのに

対し.ストックホノレム条約は公の正文は一一単なる訳文ではないーーそのよ

うな他の言語で作成するものとすると規定している。他の言語による正文の

状態は.これにより改善されている。

同 しかしながら，異なった言語によるいくつかの正文は違った解釈を生

むことになるかも知れないので，解釈に違いがある場合にはフランス語の正

文が有効である旨を規定している。

制 リスポン条約の場合と同様に，ストックホルム条約は.改正会識が終

った後もなお署名できる期聞を設け，引き続き開放していたので，同盟国政

府はなお署名について再考することができた。 1968年1月13日の署名の閉鎖

自において.ストックホJレム条約は46カ国によって署名されていた。

付 この規定は説明するまでもなく明らかである。

(ト) この規定は国際連合憲章第 102条第 1項に基づく義務の履行である。

それは. rこの〈国連〉憲章が効力を生じた後に国際連合の加盟国が加入す

るすべての条約およびすべての国際協定はなるべくすみやかに〈国連〉事務

局に登録されかっその事務局によって公表されなければならなL、」と規定し

ている。

例 この規定もまた脱明するまでもなく明らかである。

1. See I.P.， 1968， V， 33. 
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れて諸 種の言語とょよるその洒 約の公の 訳文に つい ての規定 を設けていたのに

対し  , ストックホ ルム条約は公の正文は一 一単なる 訳文では ない 一 一そのょ

うな他の 言語で作成 するものとすると規定している。 他の言語による正文の

状態 は, これにより 改 響され ている。

し かしながら , 異なった言語による いくつかの正文は 違った 解釈を生

せこと になるかゃ 知れな い ので , 解釈に違いがある 場合と はフランス語の正

文 が有効 である箇を 規定し ている。
リスボン条約 の 場合と同様 に , ストッ ク ホルム条約 は, 改正会衣が終

った 後もなお 署名できる期間 を設け, 引き 続き開放し ていたので , 同 嫌国政

府 はなお 署名に ついて再考 することができた。 1968年 1 月13日の署名の閉絆

日 において。ス トック ホルム条 約は46カ国によって 署名されていた。
の この規定は 説明するまでもなく 明 ちかである。
(9り この規定は国際之合憲章第102 条第1 項に基づく 竣務の履行である。

それは, 「 この (国連) 一 章が 効力を 生じた 後に国際連合 の加盟 国が加入すす

るすべての条約 およびすべての国際 協定はたるべくすみやかに (国連) 事務

局に 登録 きれか つその事務 局によって公表 されなければならない」 と 規定し

ている。

の この規定 もまた説明 するまでゃもなく 明らかである。

1. See TP., 1968, b, 33.
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第30条fイ}

(1)初代の事務局長が就任するまでは，この条約において機関の国際事

務局又は事務局長とあるのは，それぞれ，同盟の事務局又はその事務局長と

みなす(ロ)

(2) 第13条から第n条までの規定に拘束されない同盟国は，望む場合に

は，機関を設立する条約の効力の発生後5カ年を経過するまでは，第悶条か

ら第17条までの規定に拘束されていると同様にこれらの規定に基づく権刺を

行使することができる。これらの権利を行使しようとする国は，事務局長に

対しその旨を書面により通告しなければならず，この通告は，その受舗の白

から効力を生ずるものとする。その国は，上記期聞が経過するまでは，総会

の構成国とみなされるいJ。

(3) 機関の構成田でない同盟国に関する限り，機関の国際事務局は，同

盟の事務局の任務を遂行し，また寧務局長は同盟の事務局長の任務を遂行す

る(=)。

(4) すべての同盟国が機関の構成固となったときは，同盟の事務局の権

利，義務並びに財産は，機関の国際事務局が承継する伸、

い) この条は，経過規定を含んでおり， 1967年のストックホルム改正会議

でこの条約に導入された。これは，この条約の管理規定の重要な改正がスト

ックホルム改正会議で採択されたことから必要で、あった。 この条の(1)から(3)

までの規定は， 3つの異なった期間および異なった問題を扱っている。

(1)は， WIPOの初代の事務局長が就任する時まで経過する期間に関し，

その期間中，この条約においてその機関のその事務局長または国際事務局と

称されているものを取り扱っている。

(2)は， WIPO条約の効力の発生した後5カ年聞に関するもので，その期

間中に，同盟国が新しい管理制度によって与えられている権利を行使できる

1. See document 5/3 prepared for the 5tockholm Conference， p. 58. paragraph 

173. 
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第 30 条 7)

(1) 初代の事務 局長が 就任するまでは, この条約において揚還の国際事

務局 又は事務 局長とある のは , それぞれ, 同盟の事務 局又はその事務局長と

みなす(")
(2) 第13 条から 第17 条までの規定に拘束 されない同 盟国 は, 挙 も 場合に

は , 楓 関を設立する条約 の効力の発生後 5 力 年を経過するまでは , 第13条か

ら 第17 条ままでの規定に拘束 され ていると同様 にこれらの規定に基づく権利を

行使 することができる。 これらの権利を 行使しようとする国は, 事務局長に

対しその則を書面 により通告 しなければならず, この通告 は , その受額の日

から 効力を生ずるものとする。その国は, 上記 期間が 経過するまでは , 玩会

の簡 成回とみなされるぴぷ )。

(3) 撮 関の構成国でない同 盟国に関する 限り, 機関の国際事務局は, 同

盟 の事務 局の任務を遂行 し , また事務局長は同盟の事務局長の任務を遂行す

るぷ )。

(4) すべての同盟 固が 機関の構成還と な ったときは , 同盟の事務局の搭

利, 義務並びに財産は, 機関の国際事務 局が承継 する{お。
① この条は , 経過 規定を含んでおり , 1967年の ストックホルム改正 会議

でこの条約に導入 された。これは, この条約の管理 規定の重要な改正が スト

ッ クホルム故正 会議で 採択 さきれたことから必 要であった。 この条の(か ら( 3

までの規定 は, 3 つの異なった 期間および 異なった問題 を 扱っている。

(は , WIPEO の 初代の事務局長が 就任する時まで経過する期間に 関し,

その 期間 中, この条約 に おいてその機関 のその事務局長 または国共事務局と

称 きされ ているものを 取り 拓 っ ている。

(94は, WIPO 条 約の効力の発生した 後 5ヵ年間に関する もので, その期

間 中に , 同盟 国が 新しい管理制度に よっ て与えられている老 利を行使 できる

1, See document S/3 prepared for the Stockholm Conference, p. 58。 paragraph

1738。
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途を開いていることを扱っている。

(3)は，すべての同盟国がWIPOの構成固となった場合に終了する期間に

関し，その期間中の国際事務局およびその事務局長の任務を取り扱ってい

る。それに対し(4)はその期聞が満了した後に生ずる特定の結果について規定

している。

これらのすべての規定に関しては，パリ同盟とWIPOとの聞で予定され

ている密接な関係に留意しなければならない〈第13条の注釈仰を診照〉。

(ロ} 初代の事務局長が就任するまでは，ス トックホルム条約においてWI

PO条約により設立された知的所有権の国際事務局またはその事務局長とあ

るのは，BIRPIおよびその事務局長と解されなければならなし、。この規

定の適用の実例には政府に対するスト 7 クホルム条約の正文の送付〈第29条

(3)および第29条(5))の規定によって行なわれる通告を含んでいる。これらの

任務はストックホルム条約により事務局長に移接されている。しかし，事務

局長が存在しないときは，その任務はBIRPIの事務局長によって遂行さ

れる。

付 この条(2)は，一一WIPO条約の効力の発生すなわちパリ条約の新し

い管理制度が発足した後5カ年間は一一第13条から第17条まで具体化におい

て規定されている新しい管理制度をいまだ受諾してないすべての同盟国に，

その望む場合にはそれらの規定に拘束されていると同様にその諸条に基づき

与えられる権利を行使することを認めている。 WIPO条約並びにパリ条約

のスト ッタホルム条約は比較的少数の国の批准または加入の後に効力を生

じ，そのような状況のもとではこれらの条約の内部機関はその少数の国のみ

から織成され，十分に代表する性格を有するものではないので，この可能性

を規定している。それが，その期間中他の同盟国も望む場合には総会におい

て投票し，執行委員会の縫成固に選任され，執行委員会において投票し並び

1. See doc;ument S/3 prepared for the Stockholm Conference， p. 58， paragraph 

174. 
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途 を 開いていることを 扱っ ている。

(3 は。すべての同盟国がW If POの構成国となった 場合に終了する期間に

関 し, その期間 中の国際事務 局 おょびその 事務局長の任務を取り 扱ってい

る。それに 対し(9りはその期間が 満了した 後に生ずる特定 の結果について規定

している。
これらのすべての規定に 関しては。ペリ同盟とWI PO との間で務定され

ている密接な 関係に留意しなければならない (第 13条の注釈 ()を参照)。

3 初代の事務 局長が 競 任するまでは, スト ッ クホルム条約 に おいてWT

PO 条約 により 設立 された知的所有権の国共事務 局またはその事務局長とあ

るのは, B IRP  1エおよびその事務局長と 解されなければならない。この規

定 の適用の実例には政府に対する ストッ ク ホルム条約の正文 の送付て第29条

(3  おょび第 29条(5)) の規定にょって 行なわれる通告を含んでいる。これらの

任 秘は ストキックホルム条 約により事務局長に移広され ている。 しかし。 事務

局長が 存在しないときは。 その任務は BI  RPT の事務局長 にょって遂行さ

れる。
人 この条(9は, 一 一WI PO 条約 の効力の発生すなわちバリ条約の新し

い管理仙 度が 発足した 後 5 ヵ年間は一 一 第13 条から 第17条まで具体 化におい

て 規定 され ている新しい管理 制度をいまだ受諾してないすべての同盟国に ,

その 望れ場合にとはそれらの規定に拘束 され ていると同様にその諸条に基づき

与えられる権利 を行使することを 認め ている。 WT PO条約並びにペリ条約

のスト ッ クホルム条約は比較的 少数の 国の批准 または 加入の 後に 効力を生

じ, そのような 状況 のもと ではこれらの条約の内部 機関 はその少数 の国のみ

から措 成され, 十分に代表する性格を有するものではないので, とこの可能性

を規定している。それが。その期間中他の同胃国 も望む場合には総会におい

て投票し, 執行委員 会の構成国に所 任され, 執行委員会において投票 し並び

1。 See document S/3 prepared for the Stockhoim Conferencc, p. 58, paragraph

174。
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に第13条から第17条までの規定において与えられるその他のすべての権利を

行使することを認めている理由である (WIPO条約第21条(2)を参照〉。

その 5年の期間の経過の時に，なお第13条から第17条までの規定に拘束され

ていない国は， 5年の終りにこれらの権利を失う 〈第14条の注釈村を参

照〉。

伺 パリ同盟の同盟国でWIPOの構成国でない国が存在する限り，管理

に関する内部機関は二面的性格を有する (WIPO条約第21条(3)を参照〉。

すなわち，それは，スイス連邦政府によって監督されるBIRPIとしての

任務を行なうと同時にWIPO条約によ って設立されかつパリ条約のストッ

クホルム改正条約第15条(1)件)に定められている知的所有権の国際事務局とし

ての任務を行なし、，双方の条約の内部機関によって監督される。ストッタホ

ルム会議に説明されたように，この点に関し手続処理上の困難は何ら考えら

れなL、。

制 この規定は，説明するまでもなく明らかである。

1. See document S/3 prepared for the Stockholm Conference， p. 58. paragraph 

175. 

2. Ibidem. p. 58， paragrph 176; see also the rectification in document 5/3 

corr. 2. 

224 第 30 条

に第 13 条から第 17 条までの 規定において 与えられるその他のすべての権利を

行使 する ことを 認め ている理由 である (WI  PO 条約 第 21条 (2)を参照) 。
その5 年 の 期間の経過の時に , なお第13 条から 第17 条までの規定に 拘束され

ていない国は。 5 年の 終りにこれらの 権利を失う (第 14 条の注釈 9を参

照)。

ププ バリ同 器の同盟国でW I PO の構成国でない 国が存在する限り , 管理

に 関する内部 機関は二面 的性格を有する (WI  PO 条約 第21 条(3)を参照)。

すなわち, それは,。スイスス連邦 政府 によって 監督 される BIRPI としての

任務を 行なうと同時に WI PO 条約 によって 設立されか つぶパリ条約の ストッ

ク ホルム改正条約 第15条(1(aに 定められている知人交所有 権の国共事務 局とし

ての任務を 行ない, 双方の条約の内部機関 と よって監督 される。ストックホ

ルス 会 議に 説明されたよらうに, この点に関し手続処理上の困難は 何ら 考えら

れない。
8 この規定 は, 説明するまでもなくく明らかである。

1. See document S/3 prepared for the Stockholm Conference, p. 58, paragraph

175.
2. ITbidem, p. 58, paragrph 176: see also the rectification in document S73

でQr r ,  2
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第W章 1961年ストックホJL-ムで改正された

工業所有権の保護に関するパリ条約

1筑均年ロ月14日にブラッセルで.1911年6月2日にワシントンで.1925年

11月6日にへーグで.1934年6月2日にロ γ ドンで.1958年10月31日にリス

ポγで，及び1967年 7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保

護に関する1883年3月20日のパリ条約。

鎗 1条 〔同盟の形成， 工業所有権の範囲〕

(1) この条約が適用される国は，工業所有権の保護のための同盟を形成す

る。

(2) 工業所有権の保笹は，特許発事Il.実用新案，意匠，商標，サービス・マ

ーク，商号， 原産地表示叉は原産地名称及び不正践争の防止に関するもの

とする。

(3) 工業所有権の語は，最も広義に解釈するものとし，本来の工業及び商業

のみならず，農業及び採取産業の分野並びに製造した文は天然のすべての

産品〈たとえば，ぶどう酒，語物，たばこの葉，果実， 家畜， 鉱物，鉱

水， ピーJレ，花，穀粉〉についても用いられる。

い)特許織には輸入特許権，改良特許権，追加特許権等の同盟国の法令によ

り認められる各種の特許権が含まれる。

第2条 〔同盟国民の内国民待遇〕

(1) 各同盟国の国民は，工業所有権の保護に関し，この条約で特に定める権

利を害されることなく，他のすべての同盟国において，当骸他の同盟国の

法令が内国民に対し現在与えており文は将来与えることがある利益を享受

する。したがって，同盟国の国民は，内国民に課される条件及び手続に従

う限り，内国民と同ーの保護を受け，かつ，自己の権利の侵害に対し内国

民と同ーの法律上の救済を与えられる。

(2) もっとも，各同盟国の国民が工業所有植を享有するためには，保護が請
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第 MV章 1957年ストックホルムで改正された

工業所有権の保護に 関するパリ条約

1900年 12 月14 日 にブラ ッ セモルで , 1911 年 6 月 2日 にワンントンで , 1925年

11  月 6日 に ヘーグで , 1934年 6 月 2日 ヒョンドンで , 1958 年10 月31 昌にりうメス

ボンで, 及び1967 年 7 月14 日に スト ッ クホルムで改正 された工業 所有 権の保

護に 関する1889年3 月20日 のベリ条約。

人 築】条 〔 同 盟の形成 , 工業所 用の何囲」

( り この条約が韻 用される 回は, 工業所有 権の保護 のための同盟 を形成す

るes。
(2の工業 所有 権の保護は, 特許 発明, 実用新案, 意匠, 商標 , サービス ・ マ

ー ク , 商号, 原産地表示 又は原産地名称及び不正競 争の防止に関するもの

と する 。
(3) 工業所有析の語は, 最も広義に 解釈するものとし , 本 来の工業及び商業

のみならず, 最業及び採取 産業の分 野並びに 製造 した又は天然 のすべての

産品 く(たとえば, ぶどう酒, 緩 物 , たばこの茶, 果 実 , 家畜, 鉱物, 鉱
水 , ビール, 花, 帝 粉) についても用いら れる。

⑳④ 特許 析には輸入特許 権 , 改良特許 稼, 追加特許 権等の同明 国の法令にょ

り9 認められる各種の特許 権が 含まれる。

第2条 [同盟国民の内国民待遇〕

(1) 各上同盟国の国民は, 工業所有 権の保護に 関し , この条約 で特に 定める権

利 を害されること たなく, 他 のすべての同現 国において , 当直季の同盟国の

法令が内国民に対し現在与えて求り 又は将来 与えることとがある利益を享受

する。 したがって, 同盟国の国民は, 内国民に有される条件及び手統に人従

う 限 り, 内国民と 同一の保護を受け, かつ, 自己の権利の侵害に 対し内反

民と 同一の法律上の救済を与えられる。

(2 もっとゃる , 各同 盟国 の国民が工業所有棒を享有するためには , 保護が請
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求される聞に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。

(め 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については，並びに工業所有

権に関する法令上必要とされる住所の選定叉は代理人の選任については，

各同盟国の法令の定めるところによる。

第3条 〔ある種の国民の同盟国民と同ーの待遇〕

同盟に属さない国の国民であって，いずれかの同盟国の領按内に住所叉は

現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは，同盟国の国

民とみなす。

第4条 (A-I 特許，実用新案，意匠，商標，発明者藍:優先権

G 特許:出願の分割〕

A(l) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案，意匠若

しくは商標の畳録出願をした者叉はその承継人は，他の同盟国において

出願をすることに闘い以下に定める期間中優先権を有する。

(2) 各同盟国の園内法令叉は同盟国の聞で締結されたこ国間箸しくは多数

国聞の条約の規定により正規の内国出願に相当するものとされるすべて

の出願は，優先権を生じさせるものと認められる。

(3) 正規の内国出願とは，その結果のいかんを問わず，当該国に出願をし

た日付を確定するために十分なすべての出願をし、う。

B したがって，以下に定める期間が満了する前に他の同盟国においてされ

た後の出願は，その聞に行なわれた他の出願，当該発明の公表支は実施，

当該意匠に係る物品の疲売，当該商標の使用その他の行為により不利な取

扱いを受けないものとし，また，これらの行為は，第三者のいかなる権利

も生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日の前に第三者が取得

した権利に関しては，各同盟国の圏内法令の定めるところによる。

C(l) A(l)及びBに規定する期間〈以下「優先期間Jという。〉は，特許発明

及び実用新案については12カ月，意匠及び商標については 6カ月とする。

(2) 優先期間は，最初の出願の日から開始する。出願の日は，期間に算入

しない。
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求 きれる国に 住所 又は営業所を有すると とが条件 とされることはない。
(3) 司上計上及び行政上の手続並びに裁判管轄権に つい ては, 並びに工業所有

権 に 関する法令上必要とされる 住所の選定 又は代理人の選任に ついては ,

各有同盟 国の法令の定める とところによるso

第 3 条 [ある 種の国民の同明国 長と同一 の待遇〕

同盟に 属さ ない 国 の国選 であって, いずれかの同盟国の撤 城内に 住所又は

現実 か つ真正の工業上若しくは商業上の営業 所を有するものは, 同盟国の国

民とみなす。
第 4 条〔AーIT 特許, 実用新案, 意匠, 協禁, 発明者証 : 優先権

特許 :出願の分割]

Ad) いずれかの同盟 国において正規に特許 出題若しくは実用新案, 意匠若

しくは商標の登録出願をした者 又はその二 継人は, 他の同盟国において

出願 をすることとに 関し, 以下に 定める 期間中優先権を有する。

(2) 各同 器国の国内法令 又は同盟 国 の間で締結 きれた二国 問若しくは多数

国間の条約の規定により正規の内国 出願に相当 するものとされるすべて

の出 顕 は, 優先権を生じさせる$ゃものと認められる。

(3) 正規の内国出願とは, その結果 のいかんを問わず, 当該国と出願をし

た日 付を 確定するために 十分 なすべての出願 をいう。

B _ したがって, 以下に 定める 期間が 満了する前に他の同 器国に おいてされ

た 後の出題は, その間に 行なわれた他の出願, 当該 発明の会表 又は実施,

当該意攻に 係る物品の手 売 , 当該 商擦の使用その他の行為 により不利な取

扱いを 受けないものとし, また, これらの行為は, 第 三者のいかなる権利

も生じさせない。 優先 権の基礎 となる 最初 の出願のB の前芝第 三者が取得

した権利と 関しては, 各同 憎国の国内 法令の定め る とこちによる。

C①) A⑪ 及び Bに規定する期間 (以下「 優 先期間 ] と いう 。うは, 特許発明

及び 実用 新案に つい ては12カ月, 意匠及び商標 につい ては 6 カ月とする。

(2) 優先 期間 は, 最初の出願の日から開始 する。出願のは, 勘 間に算入

しない s。
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(3) 優先期間は，その末日が保護の請求される園において法定の休日叉は

所路庁が出願を受理するために聞いていない日に当たるときは，その日

の後の最初の平日まで延長される。

ω) (のにいう最初の出願と同ーの対象について同ーの同盟国においてきれ

た後の出願は，先の出願が，公衆の査閲に付されないで，かつ，いかな

る権利も存続させないで，後の出願の日まで取り下げられ，放棄され，

又は拒絶の処分を受けたこと，及び当該先の出願が侵先権の主強の基礎

とされなかったことを条件として， 最初の出願とみなされ，その出願の

日は，優先期間の初日とされる。この場合において，先の出願は，慢先

権の主張の基礎とすることができない。

D(l)最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする考は，当骸最初の出

願の日付及び当骸最初の出願がされた同盟国の国名を明示した申立てを

しなければならなL、。各同盟国は，おそくともいつまでにこの申立てを

しなければならなL、かを定めるものとする。

(の (1)の日付及び国名は，権限のある官庁が発行する刊行物〈特に特許発

明及びその明細書に関するもの〉に掲載する。

(3) 同盟国は，優先権の申立てをする者に対し，最初の出願に係る出願書

頼(明綱審，図面等を含む。〉 の謄本の提出を要求することができる。

最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は，いかなる公証も必要と

せず，また， ¥，、かなる場合にも，後の出願の日から 3カ月の期間内にお

いてはいつでも， 無料で提出することができる。この謄本には，当該主

管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文の添付を要求するこ

とができる。

(4) 出願の際における優先権の申立てについては，他の手続を要求するこ

とはできない。各同盟国は，この条に定める手続がされなかった場合の

効果を定めるものとする。ただし，その効果は，優先権.の喪失を限度と

しなければならなし、。

(5) 出願の後においては，他の証拠書類を要求することができる。
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(3 優先期間は , その末日が保護の請求 きれる 国において法定の休日又は

所 轄 庁が出 願を受理するために 調い ていない 日に当たるときは, その日

の 後の最初の平日まで延長きれる。

3 (のにいう最初の出願と 局 一の対象に つい て同一の同盟 国にまいてきれ

た 後の出願は, 先の出願が, 公衆の査問に 付きれないで, かつ, いかな

る 権利も存和続きせないで , 後の出 原 の日まで取り下げられ , 放棄され ,

又は拒絶 の処分を受けたとこと, 及び当該 先の出 顕が優先 権の主張の基礎

とされなかったとことを条件として , 最初の出願 とふみなされ, その出願の

日 は, 公先 期間の初日 とされる。 この場合において, 先の出 顕は, 優先

権の主張の基礎 と すること ができない。
DG) 最初 の出題に基づいて優先 権を主張し ょりらとする者は, 当骸最初の出

過の日 付及び当該 最初の出願がされた同盟 国の国名を明示した申立てを

し なければならない。各同盟国は, おそく と もいつまでにこの申立てを

しなければならないかを 定め るものとする。

(2 ①の日 付及び国 名は, 権限のある 官庁が 発行する刊行物 (特に 特許発

明 及びその明細 装に 関するもの) に掲載する。

3 同盟国は, 優先権の申立てをする者に 対し, 最初 の出願に 係る出願書

類 (明細潮, 図面等を含む。) の騰本の提出を要求 すると とができる。

最初の出願 を受理した 主管 庁が認証 した 騰 本 は , いかなる公証も必要と

せず, また, いかなる場合にも, 後の出 の 日から3 カ 月の 期間内に革

いてはいつでも, 無料で提出 することとができる。この騰本には, 当臣主

管 庁が交付する出願 の日付を証明する書面及び訳文の施 付を要求 するこ

とができる。
(4 出願の内における依先 権の申立てについてなはな, 他の手続を要求 するこ

とはできない。人各上同盟国は, この条たに 定める 手続 がされなかったた 場合の

効果を定める ものとする。 ただし, その効果は, 優先 権の 底失を限度と

し なければぱばならない。
(5) 出 額の後と おいては, 他の証拠 書類を要求 するととができる。
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最初の出願に基づいて優先権を主張する者~ì. 当該最初の出額の番号

を明示しなければならない。この番号は.(のに定める方法で公表される。

E(l) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張し

て意匠登録出願をした場合の優先期間は，意匠について定められた優先

期間とする。

(2) なお，いずれかの同盟国において，特許出願に基づく優先権を主張し

て実用新案登録出願をすることができ，また，実用新案登録出願に基づ

く優先権を主張Lて特許出願をすることもできる。

F いずれの向盟国も，特許出願人が二以上の罷先機 c=以上の国において

された出願に基づくものを含む〕を主張することを理由として，又は優先

権を主張して行なった特許出願が優先権の主張の基礎となる出顕に含まれ

ていなかった構成部分を含むことを理由として，当該優先権を否認し，叉

は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし当該

同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分について

は，通常の条件の下においては，後の出願によって優先権を生ずる。

G(l) 審査によって特許出顧が二以上の発明を包含することが明らかとなっ

たときは，特許出願人は，その特許出願をニ以上の出願に分割すること

ができる。この場合において，特許出願人は，その分割された各出願の

日付としてもとの出願の日付を用いることができ，かつ，優先権の利益

があるときは，これを保有する。

(2) 特許出願人は，また，自己の発意により，特許出願を分割することが

できる。この場合においても，特許出願人は，その分割された各出願の

日付としてもとの出顕の日付を用いることができ，かつ，優先権の利益

があるときは，これを保有する。各同盟国は，この分割を認める場合の

条件を定めることができる。

日 優先権は，発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願

において特許諾求の範囲内のものとして記事Eされていないことを理由とし
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最初の出願に基づいて 優先 稚を主張する 者は, 当該 最初の出 顕の番号

を明示しなければならない。この番号は ,(2に 定める方 法で会 表される。

E)  いずれかの同盟 国に おいて実用新案 登録出願に基づく優先権を主張し

て意芝登録 出を した 場合 の優先期間は, 意匠に ついて 定められた人層

期間とする。
(2) な おお, いずれかの同衣 珈において , 特許 出願に基づく先 権を主張し

て実用新案登録出願をする ことがかができ, また, 実用新案登録出願に基づ

く公先 権を主張して特許 出願をすること もできる。

F_ いずれの山聖国$, 特許出願人が二上上の優先権 ( 二 以上の 国において

された出願に基づくものを 含 れ) を主張することを 理由として , 又は優先

権 を主張して 行なった 特許 出頭が 優先権の主遂の基礎となる出願に含まれ

ていなかった構成部分を含むことを理由として, 当訪優先権を否認し, 又
は当該 特許出願について拒絶 の処分をすること ができない。 ただし, 当該

同盟 国の法令 上発明の単 一柏がなある場合に限る。

優先 権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分について

は, 通常の条件の下においては , 後の出 頼 とよって優先権を生ずる。

GOQ) 衝 査によって特許 出頭が二上以上の発明を包含 することが明ちかとなっ

たときは, 特許出願 人 は , その特許 出願を 二以上の出願に分 割する こと

がで きる。 この 場合において , 特許 出願人は , その分 割された各出願の

H 付としてもとのムの出願 の日付を用いることができ, かつ, 優先権の利益

があるときは, これを保有する。

(2) 特許出珠人は, また, 月己の発 意に より, 特許出願 を分割することが

できる。 この場合においても, 特許 出願人 は, その分 割された各出 顕の

且 付としてもとの出願 の日付を用 いることができ, かつ, 優先権の利益

があるときは, これを保有する。各同盟国は, との分割を 認める 場合の

条件 を定めることと ができる。

HH 優先権は, 発明の構成 部分で当該 優先権の主良に 係るものが最初の出願

に おいて特許 請求の範囲内 の ものとして記載 されていないことを 理由とし
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ては，否認することができない。ただし，最初の出願に係る出願書類の全

体により当骸構成部分が明らかにされている場合に限る。

1 (1) 出願人がその選択により特許または発明者証の出願をするととができ

る固において提出された発明者証の出願は，特許出願と同様な条件に基

づき，かつ，同様な効力をもって，この条に規定する優先権を生ずる。

(2) 発明者涯の出願人は，出願人がその選択により特許または発明者廷の

出願をすることができる固においては，特許出師、についてのこの条の規

定に従い，特許，実用新案または発明者粧の出願に基づく優先権を本有

する。

第4条の2 (特許 :各国で同一発明について得られた特許の独立〕

(1) 各同盟図における出願に係る同盟国の国民の特許権は，同ーの発明につ

いて他の固(同盟国であるとないとを問わない。〉において取得した特許

権から独立したものとする。

(2) (1)の規定は，厳格に解釈するものとし，特に，優先期間中の出願に係る

特許権が，無効又は消滅の理由についても，また，通常の存続期間につい

ても，独立のものでるるとし、う意味に解釈しなければならない。

(3) (l)の規定は，その効力の発生の際に存するすべての特許権について適用

する。

(4) (1)の規定は，新たに加入する国がある場合には，その加入の際に加入国

叉はその他の国に存する特許権についても，同様に適用する。

(5) 優先権の利益により取得された特許織については，各同盟国において，

優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められ

る存続期間と同ーの存続期間が認められる。

第 4条の3 (特許 :発明者の特許証への記眠〕

発明者は，特許証に発明者として記載される権利を有する。

第4条の4 (特許 :法律によって販売が祭止されている‘会の特許性〕

物の発明におけるその物の販売叉は物を生産する方法の発明におけるその

方法により生産した物の販売が圏内法上の制限を受けることを理由として
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ては, 第 認することとができない。ただし, 最初 の出願に 係る出願 書類の全

体 に より当骸 構成部分が 明らかにされている 場合 に限る。
1G) 出 吾人がなその選択により特許または発明者 証の出題をすることができ

る国にお いて扱 出された発明者証の出願 は, 特許 出願と同様な条件に基

づき , かつ, 同様な効力をもって, この条に 規定する優先権を 生ずる。

(2) 先明者 証の出願 人は, 出 珠人がその選択 にょより特 許または発明 者証の

出願 をするとと ができる 国 に おいては , 特許 出願についてのこの条の規

定に 従い, 特許, 実用 新案または発明考証の出願に基づく才先 権を享有

する。
第4 条の2 [特許 : 各国で同一 発明に ついて 得られた特許の独立]

(1) 各同盟国における出 曜に 係る同 憎国 の国民の特許 権 は, 同一の発明につ

いて他の国 (同盟国であるとな いとを問わない。 ) において取得した特許

権 か ら独 立し たものとする。

(2) (の 規定 は, 厳格に解釈 するものとし, 特に, 震先 期間中の出 顕に係る

特許所が, 無効又は消 滅の理由に つい ても, また, 通常の存続 期間につい

ても$も, 独立 のも のであるという?ぅ意味に 解釈しなければならない。
(3) (の 規定 は。 その 効力の発生の共にと存するすべての特許析 に ついて適用

する。
(④ (①の拉定は, 新たに加入する 固がある場合とには, その加入の共に加入国

又はその他の 爾に 存する特許権に つい ても, 同様に適用する。

⑤) 優先橋の利益とより取得された特許権に つい ては, 各上同盟国において,

優先権の利益たな しに特許 出願がされ又は特許が与えられた場合に認められ

る存続 期間と同一の存続 期間が 認められる。

第 4 条の3 「〔特竹: 発明 者の特許外への記載 ]

発明者は, 特許証に発明者として記載される 権利を有する。

第 4 条の4 [特許: 法律によって販売が 禁止されでている場合の特許性〕

物 の 発明におけるその物の版 売又は物を生産する方 法の発明に おけるその

方 法により生産した物の販売が 国内法上の制限を受けるとと を 理由 として
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は， これらの発明について特許を拒絶し，又はこれらの発明についての特許

を無効とすることができない。

第 5条 [A.特許:物品の輸入，不実施，不充分な実施，強制実施

B.愈匠:不実施物品の輸入

c.標章:不使用，異なった形態，共有者による便用

D.特許，実用新案，標章，憲匠:表示〕

A(l) 特許権は，特許権者がその特許権を取得した国にいずれかの同盟国で、

製造された当該特許権に係る物を輸入する場合にも，消波しない。

(2) 各同盟国は，特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊

筈，たとえば実施がされないことを防止するため，実施擦の強制的設定

について規定する立法措置を執ることができる。

(3) 特許権の消滅は， (2)に規定する弊害を防止するために実施権の強制的

設定では十分でない場合に限り，規定することができる。特許権の消滅

又は特許の取消しのための手続は，実施権の最初の強制l的設定の日から

2年の期間が満了する前には，することができない。

(4) 実施権の強制的設定は，実施がされず叉は実施が十分でないことを理

由としては，特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から

3年の期間のうちいずれかおそく満了する ものが満了する前には，請求

することができず，また，特許権者がその不作為につきそれが正当であ

ることを明らかにした場合には，拒絶される。強制的に設定された実施

権は，排他的であってはならず，また，企業又は営業の構成部分のうち

当該実施権を行使するものとともに譲渡する場合を除くほか，当該実施

権に基づく実施権の許諾の形式によっても，譲渡することができない。

(5) (1)から似)までの規定は，実用新案に準用する。

B 意匠の保護は，当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠

に係る物品を輸入することによっては，失われない。

C(l) 登録商標の使用を義務づけている同盟国においては，相当の猶予期間

が経過し，かつ，当事者がその不作為につきそれが正当でるることを明
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は, これらの 発明について特許を拒絶 し , 又はとれらの 発明についての特許

を 無効 とすること ができない。
第 5条 [A.  特許 : 物品の輸入, 不実施, 不 充分な実施, 強制 実施

旦. 意匠 : 不実 施物品の輸入

カGO. 標章: 不 使用, 異なった形態 , 共有者による使用

D. 特許, 実用新索, 生章, 意匠: 表示]

At1) 特許権は, 特許 権考がその特許 権を取得した 国にといずれかの同盟 国で

製造 された当該特許 権に係る 物を輸入する 場合とも, 消滅 しない。
(2) 各同盟 国 は, 特許にを基づく排他的 権利の行使から生ずることがある和

害 , たとえば実施 ながされな いことを防止 するため, 実施権の強制的設定

について規定する立法 措置を執ることができる。

(3) 特許権の消滅は, (2)に 規定する弊害 を防目するために 実施 権の強制的

設定 では十分 でない 場 合に 限り, 規定 する ことができる。 特許 権の消減

又は特許の取 首しのための手 続 は, 実施 権の最初の強制的 設定の日から

2 年 の期間が 満了する 前には, すること ができたないs。

(④ 実施 権の強制 的設定 は, 実施 がされず又は実施が 十分でないことを理

由としては , 特許 出題の日から 4 年の 期間又は特許が与えられた日から

3 年の期間のうちいずれ かおそく 満了 する ものが 満了する 前 には, 請求

することができず, また, 特許 権考がその不作 為 につきそれが正当であ

る とことを明ち かにした場合とは, 拒絶 される。強制 的に設定された実施

権 は, 排他的であってはならず, また, 企業 又は営業の措 成部分 のうち

当該実施権を行使する ものとともに 譲渡する場合を 除くほか, 当該 実施

権 に基づく実施挫の許諾 の形式と よっても, 譲渡 するとと ができない。
(5) 01)から④すまでの規定は, 実用新案に葵 用する。

B 意匠の保護は, 当該意匠の実施 をし ないことにより 又は保護される意匠

に 係る物品 を輸入するとと によっては, 失われない。

C)  登録 商標の使用を義務づけている同盟 国においては , 相当の猫巴期間

が 経過 し , かつ, 当事 考がその不作 為 に つきそれ が正当であるととを明
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らかにしない場合にのみ，当該商標の登録を取り消すことができる。

(2) 商標権者が構成部分を変更した形態でその商標安使用した場合にも，

その変更がいずれかの同盟国に登録されたときの形態における商標の要

部に及ばないものであるときは，当該商標の登録は，取り消されず，ま

た， 当骸商標に対して与えられる保護は，縮減されない。

(3) 保護が要求される国の国内法令の規定により商標の所有者と認められ

る二以上の工業上の又は商業上の営業所が同一又は頗似の商品について

同ーの商探を同時に使用しても，いずれかの同盟国において，その商標

の登録が拒絶され，又はその商標に対して与えられる保護が縮減される

ことはなL、。ただし，その使用が公衆を誤らせる結果とならず，かつ，

公共の利益に反しないことを条件とする。

D 保護を受ける権利の存在を認識させるためには，特併の記号若しくは標

記又は実用新案，商標若しくは意匠の登録の記号若しくは標記を産品に付

することを要しない。

第 5条の 2 (金工業所有権:権利存続料金納付の滋予期間

特許:回復〕

(1)工業所有権の存続のために定められる料金の納付については，少なくと

も6カ月の猶予期間を認めるものとする。ただし，国内法令が割増料金を

納付すべきものと定めているときは，それが納付されることを条件とする。

(2) 同盟国は，料金の不納により消滅した特許権の回復について定めること

ができる。

第5条の3 (特許 :船舶，航空機，車両の一部をなす特許発明〕

次のことは，各同盟国において，特許権者の権利を侵害するものとは認め

られない。

1 他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に自国の領水に入った場合に，

当骸船舶の船体及び機棋，船具，装備その他の附属物に関する当該特許権

者の特許権の対象である発明を当該船舶内でもつばらその船舶の必要のた

めに使用すること。
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ら かにしない 場 合とのるみ, 当該 商標の登録を 取り消すことができるas
《2) 商標 梅者が構成 部分を変更した形態 でその商標 を使用した 場合にも,

その 変更 がいずれかの同上虹国に 登録されたときの形 態ヒにおける商標の旭

部 に及ばな いものである ときは , 当該 商標の登録は, 取り 省きれず, ま

た, 当該 商標に対して与えられる保護 は, 縮 壮きれない。
3 保護が要求 さきれる略の国内 法令の規定 により商標の所有者 と 認められ

る二 以上の工業上の 又は商業上の営業 所が同一 又は類似の商品に ついて

向 一の商標 を同時に 使用し て も, いずれかの同盟 国を おいて, その商標

の登録が拒絶され, 又はその商標に 対して与えられる保護が縮 滅される

ことはない。ただし, その使用が公案を 誤らせる結果とならず, かつ,
公共の利益に 反し ないととを条件とする。

D 保護 を 受ける 権利 の存在を脱 識させ るた めには , 特許の記号 若しくは標

記又は実用新案, 商標 若しくは意匠の登録の記号 若しくは標記を産品に付

するととを要しない。
第 5 条の2 〔全工業所有権 : 権利在紹 料金納付の導予期間

特許: 回復]

(1) 工業 所有析の 存続 のために 定められる料金 の納付に つい ては, 少なくと

も 6 カヵ月の導予 期間を認める ものとする。ただし, 同内法令が 割増料金を

納付 すべ きゃものと 定め ているときは , それが 納付 されると とを条件とする。

(2) 同層 国 は, 料金の不納とにより消滅 した 特許 権 の回復に ついて 定めること

ができる。
第 5条の3 「〔特許: 船舶 , 航空機, 車両の 一部をなすず特許発明」

次 のことは , 各同事 国において , 特許 権者の極利を仮害するものとは認め

られない。
1 他の同明 属の舌 舶が一 時的に 又は偶発 的に自国 の領水に 入った場合に,

当玉船舶の船体及び機械, 船 其, 装備その他の附 履物に 関する当該特許接

者 の特許 権の対象である発明を当該 敵舶内 でも っぱらその船舶の必要のた

めに使用すること。
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2 他の同盟国の航空機文は車両が一時的に又は偶発的に自国に入った場合

に，当該航空機若し〈は寧両又はこれらの附属物の構造又は機能に関する

当該特許権者の特許権の対象でるる発明を使用すること。

第 5条の4 [特許:輸入国で特許された方法によって製造された物

の輸入〕

ある物の製造方法の発明について特許権が現に設定されている同盟国にそ

の物が輸入された場合には，特許権者は，輸入国で製造された物に関して当

該特許権に基づきその国の法令により与えられるすべての権利を，当該輸入

物に関して享有する。

第 5条の 5 (意匠〕

意匠~'l，すべての同盟国において保護される。

第 6条 〔商標:登録条件，各国における商標保護の独立〕

(1) 商標の登録出願及び登録の条件は，各同盟国において圏内法令で定め

る。

(2) もっとも同盟国の国民がL、ずれかの同盟国に登録出願をした商標につ

いては，本国で登録出願，登録叉は存続期間の更新がされていないことを

理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。

(3) いずれかの同盟国に正規に登録された商標は，他の同盟国〈本国を含

む。〉に登録された商標から独立したものとする。

第 6条の2 [商標:周知商標〕

(1) ーの商標が，他の商標で，この条約の利益を受ける者の商標として， 及

び同一又は類似の商品について使用されているものとして自国において広

く認識されていると登録国叉は使用屈の権限のある当局が認めるものの紛

らわしい複製，模倣叉は翻訳である場合には，同盟国は，その国内法令が

許すときは職権をもって，叉は利害関係人の請求により，当該ーの商標の

登録を拒絶し又は無効とし，及びその使用を禁止することを約束する。 ー

の商標の要部が，広く認識されている他の商標の複製であり，叉は当該他

の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も，同様とする。
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2 他の同盟 国の航空 機又は車両が一 時 的と 又は偶発 的に自由に 入った場合

に, 当該航空機若し くは車両又はことれらの除必物の構造又は機能に 関する

当該 特許権者の特許 権の対象である発明を 使用するとと。

第 5 条の4 〔特許: 輸入国で特許された 方法によって製造 された物

の輸入

ある 物の製造 方法の発明について特許 権が 現に設定され ている同現 国にそ

の物 が輸入された場合とは, 特許権者は, 輸入国で 製造された 物に 議して当

該 特許権に基づきその国の 法令により 与えられるすべての権利を, 当該輸入

物 に 関し て享有する。
第 5 条の5 [意匠]

意匠は, すべての同盟 国において保護される。

第 6 条 [商標 : 登録 条件 , 各国における机擦 保護の独立〕

Q) 商太の登録 出駐及び 登録の条件は, 各同盟国において国内 詩 令 で定め

るs
(2⑳ もっと も , 同盟 国 の国民がいずれ かの同盟 国に登録出願をした商標につ

いては, 本国で登録出願, 登録又は存続 期間の更新がされ ていないことを

理由として登録が拒絶され又は無効とされ ることはない。
(3) いずれかの同盟 国に正規に 登録 きれた商標 は , 他の同盟国て本国を含

む。) に登録 きれた商標から 独 立したものとする。

_ 第6 条の2 〔商 標:周知商標〕

(⑪) 一 の商標が, 他の商標 で, この条約 の利益を受ける者の商標 として , 及

がびが同一 又は類似の 商品と ついて 使用され ているものと して自国 にあいて広

< 認識 され ていると 登録 国又は 使用国の権限のある当局が認めるゃのの紛

らわしい振 製 , 模 令又は秋 訳 である 場合とは, 同四 国 は , その国内装令が

許すときは職権をもって, 又は利害関係人の請求と により, 当該一の商標の

登録を拒格し又は無効とし , 及びその使用を禁止 することを約束する。一

の商標の要部が, 広く認識され ている他の商標 の複製であり, 叉は当該他

の商標と混同を生じさせやすい模 位である場合も, 同様 とするe
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(2) 前記のーの商標の登録を無効とすることの請求については，登録の日か

ら少なくとも 5年の期聞を認めなければならない。同盟国は，そのような

商標の使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。

(3) 悪意で登録を受け文は使用された商標の登録を無効とし文は使用を禁止

することの請求については，期間を定めないものとする。

第6条の3 (商標:園の紋章，公の印当r，国際織閣の記章に関する

鍵止〕

(1)い) 同盟国は，同盟国の国の紋章， 旗主主その他の記宣言，問盟国が採用する

監督用及び証明周の公の記号及び印章並びに紋i;t学上それらの模倣と認

められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し.叉は無効

とし，また，梅限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標叉はその構

成部分として使用することを適当な方法によって禁止するものとする。

倒 (a)の規定は，一文二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋

主主，旗掌その他の記章，略称及び名称についても，同様に適用する。た

だし.すでにこれらの保護を保障するための現行の国際筋定の規定の対

象となっている紋章，旗掌その他の記章.略称及び名称については，こ

の限りでない。

(c) いずれの同盟国も，この条約が当該同盟国において効力を生ずる前に

懇意、で取得した商標権に係る商標権者の利益を寄して(めの規定を適用す

ることを要しない。 (a)に規定する使用又は登録が，当骸国際機関と当設

紋主主，旗主主，記i;t，略称若しくは名称との聞に関係があると公衆に暗示

するようなものでない場合又は当該使用者と当骸国際機関との問に関係

があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合には.

同盟国は， (b)の規定を適用することを要しない。

(2) 監督用及び証明周の公の記号及び印章の使用の禁止に関する規定は.当

骸記号叉は印Z容を含む商標が当該記号又は印f:tの用いられている商品と同

一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り，適用する。

(3)(a) (1)及び(2)の規定を適用するため， 同盟国は，国の記~並びに監督用及
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《2) 前 記 の 一の商標 の登録を無効とすることの請求 については, 登録の日か

ら 少なくとも 5 年 の期間を認めなければならない。同盟国は , をのような

商標 の使用の禁止を鯖求する ととができる 期間を 定める ことができる。

(3 悪意で 登録を受け又は使用された商標 の登録を無効とし 又は使用を禁止

するととの 踏 求 につい ては, 匠聞を 定めないものとする。

第 6 条の3 「〔商 標: 国の紋章 , 公の印宇, 図際 機関の記 事に関する

禁止

(9) 同盟国は, 同 翌周の 国の紋意, 旗 章をその他の記章, 同盟国が採用 する

監督 用及び証明 用の 会の記号及び印章並びに紋章学上それらの模信と 認

められるものの商標 又はその模成 部分としての登録を拒弦し, 又は無効

とし, また, 権限 のある官庁の許可を 受け ずにこれらちらを商標又はその構

成 部分として 使用することを 適当な 方法によって禁止 するものとする。

(b) (3の規定は, 一 又二 以上の同盟 国が加 翌し ている政府間国際 機関の紋

章, 旗 章をその他の記章, 略称及び名 称に ついてもる, 同様に遡用する。た

だし, すでとにこれらの保護を保障 するための現 行の国共協定の規定の対

象 となっている紋 更, 旗 湯その他の記章, 略称 及び名 称に つい ては。 こ

の 限りでない。 | .
て) いずれの同盟還も, この条約が当該 岡盟国にぷあいて 効力を生ずる前に

六 意で取得 した商標 権に 係る商標 権者の利益を害して(の 規定 を 適用す

ることを要しない。 に 規定する使用 又は登録 が, 当防国際 機関と当該

紋章, 旗章, 記事, 略称 若しくは名 称との問に 関係があると公衆に脂示

するよう なものでない場 合又は当訪 使用 者と当該国際 機関との 関に関係

があると公砂に 誤っ て 信じさせるようなものと 認められない場 合 には ,

同盟 国 は, (5)の規定 を適用することを要しない。
(2) 監督 用及び証明 用の公の記号及び印章の 使用の禁止と関する規定は, 当

該 記 号又は印章 を 含む商標が当衣記 号又は 印章の用いられている商品と同

一 又は類似の商品と ついて 使用さきれるものである 場合 に 限り, 適用する。

(3)(a) (1) 及び(2)の規定 を適用するため, 同表国 は, 国の記章 並びに監督用及
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び証明用の公の記号及び印章で各国が絶対的に叉は一定の限度までこの

条の規定に基づく保護の下に置くことを現に希望し又は将来希望するこ

とがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての

変更を，国際事務局を通じて，相互に通知するものとする。各同盟国

は，通知された一覧表を適宜公衆の利用に供しなければならない。もっ

とも，前記の通知は，留の旗章に関しては義務的でない。

(紛 (1)(b)の規定は，政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知し

た当該国際機関の絞章，旗章その他の記章，略称及び名称についてのみ

適用する。

μ) すべての同盟国は，異議がある場合には.(3)の通知を受領した目から12

カ月の期間内においては，当該異議を国際事務局を通じて関係国文は関係

政府間国際機関に通報することができる。

(め (1)の規定は，国の旗章に関しては.1925年11月6日後に登録された商標

についてのみ適用する。

(的 これらの規定は，同盟国の国の記掌〈旗愈を除く。〉公の記号及び印章

並びに政府間国際機関の紋章，鋭意その他の記章，略称及び名称に関して

は.(3)の通知を受領した日から2ヵ月を経過した後に登録された商標につ

いてのみ適用する。

(7) 各同盟国は，国の記章，記号叉は印尊重を含む商標で1925年11月6日前に

登録されたものについても，その登録出願が悪意でされたものである場合

には，当該登録を無効とすることができる。

(8) 各同盟国の国民であって自国の簡の記章，記号叉は印章の使用を許可さ

れたものは，当該記章，記号文は印章が他の同盟国の簡の記主主，記号叉は

印章と類似するものである場合にも，これらを使用することができる。

(訪 問盟国は，他の同盟国の国の絞章について，その取引上の使用が商品の

原産地の誤認を生じさせるようなものマある場合には，許可を受けないで

これを使用することを禁止することを約束する。

ω(1)から(9)までの規定は，各同盟国が，簡の紋章，旗章その他の記章，同
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び証 盟 用の公の記号及び印章で各国が絶対 前に又は一定の限度きまでとの

条の規定に基づく保護の下に 置くことを現に項 望し 又は将来 項望するこ

と がある ものの一 覧表 並びにこの一 覧 表に加えられるその 後のすべての

変更を, 国際事務局を通じて, 相互に通知  するもの と する。各同盟国

は, 通知 された一 覧表を 適宜公衆 の利用に 供しなければならない。 もっ

と も , 前記の通知は, 国の旗 章に 関し ては装務 的でない。
⑪) ①りの規定は, 政府問国際 機関が国際事務 局を 通じて同盟 国に通知し

た当該国際機関の 紋章, 旗 章その他の記事, 略称 及び名 称に つい てのみ

適用する。
()  すべての同盟国は, 暴 議がある 場合とは, (3)の通知を受領し た日から12

ヵ月の 期間内 をおいては , 当該 異議を国際事務 局を 通じて関係図又は関係

牙 府間国際機 関と通報することができる。

(5) ()りの規定は, 国の旗意に 関しては, 1925年11月6 日 後に登録 きれた商標

についての光 遵 用する。

(@ とこれらの規定は, 同盟国の国の記章 て族課を 除く。) 公の記号及び印意

並びに政府問国際 機関の紋章, 旗 意その他の記章, 略称及び名 称に 関して

は, (3)の通知を受領した日から2 ヵ 月を経過した 後に 登録きれた商標につ

いてのみみ適用 する。

(の 各同届国は, 国の記章, 記号 又は印章 を 含む商 擦で1925年11月6 日 前に

登録 されたものについても, その登録 出願が 悪意でさきされたものである場合

には, 当該 登録を無効とすること ができる。
(8) 各同 盟略の国民であって自民の尋の記理, 記号 又は印章 の使用を許可さ

れたものは , 当該記章, 記号 又は印章が他の同盟 国の還の記章, 記号双は

印章と類低す るものである場合にも, これらを使用することができるs。
(9 同 襲国は, 他の同盟 国の 国の紋章に ついて, その取引上の使用が商品の

原産 地の誤認を 生じさせるよう なものである 場合には, 許可を受けないで

これを 使用するととを 禁止 することを約束する。
0 (か ら(9 までの規定 は, 各同 盟国が, 国の紋章, 旗 章その他の記章, 同
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盟国により採用された公の記号及び記章並びに(1)に規定する政府間国際機

関の識別記号を許可を受けないで使用している商標について，第6条の5

B3の規定に基づき，その登録を拒絶し叉は無効とすることを妨げなL、。

第6条の4 (商標:商標の移転〕

(1) 商標の鎮渡が，同盟国の法令により，その商標が属する企業又は営業の

移転と同時に行なわれるときにのみ有効とされいてる場合において，商標

の醸渡が有効と認められるためには，譲渡された商標を附した商品を当骸

同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに，企業又は営業の

構成部分であって当骸同盟国に存在するものを槙受人に移転すれば足り

る。

(2) (1)の規定は，譲受人による商標の使用が，特に当骸商標を附した商品の

原産地，性質文は品位について事実上公衆を誤らせるようなものである場

合に，その商擦の醸渡を有効と認める義務を同盟国に課するものではない。

第6条の 5 (商標:同盟国に登録された商標の他の同盟国での保謹〕

A(l) 本国で正規に登録された商標は，この条で特に規定する場合を除くほ

か，他の同盟国においても，そのままその登録を認められ，かつ，保護

される。当骸他の同盟国は，確定的な登録をする前に，本国における登

録の証明笛で権限のある当局が交付したものを提 出させるととができ

る。その証明富には，し、かなる公証も必要としない。

(2) 出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する

場合にはその同盟国を，出願人が同盟国にそのような営業所を有しない

場合にはその住所がある同盟国を.出願人が同盟国の国民であって同盟

国に住所を有しない場合にはその国籍がある国を，本国とする。

B この条に規定する商標は，次の場合を除くほかは，その登録を拒絶さ

れ，叉は無効とされることはない。

1 当骸商標が，保護が要求される国における第三者の既得権を書するよう

なものである場合

2 当骸商標が，なんらの特別顕著な性質を有しないものである場合又は商
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盟 国により 採用された 公の記号及び記章並びに①に規定する政府間国際穫

関 の識 別記 号を許可を 受け ないで使用 し ている商標 について。 第 6 条の 5

B3 の規定に基づき, その登録を拒和絡し又は無効とすることを 妨げない。
第 6条の4 [ 商禁: 商標の移転]

(1) 商標の議渡が, 同盟国の法令に より, その商標が 属する企業 又は営業の

移転と同時に 行なわ れるときにのみみ有 効とされいてる 場合において , 商標

の譜 渡が有効と認められるためには, 譲渡された商標を 附した商品を当該

同盟 国において製造し又は販売する排他的 権利と ともにに, 企業 又は営業の

構成 部分 であって当彼缶 盟国に存在するものを 誠 受人に移転 すれば尼り

る。

②⑳ ⑪①の規定は, 談 受人による商標の使用が, 特に当該 商株を 附した商品の

原産地, 性 質父は品位に ついて事実上公衆を誤ら せるような ものである場

合 に, その商標 の談濾を有効と有認める義務を同盟 国に課す るものではない。
第 6 条の5 [〔黄概 : 同盟 画に 登録された商標の他の同盟 国での保護」

Ad⑪ 本国で正規に 登録 さきれた商標 は , この条で特に規定する場合を 除くほ

か, 他の同盟 国においてゃも, そのままその 登録を 認められ, かつ, 保護

される。 当該他の同盟国は, 確定 的な 登録をする前 に, 本 国における登

畠 の証明書で権限 のある当局が交付 したものを 提出させること ができ

る。その証明 書 には, いかなる公証も必要としない。
② 出願 人が岡 盟国に現実かつ真正の工業 上 又は商業上の営業 所を有する

場合 をはその同盟国を, 出願 人が同 器国をそのような 営業 所を有しない

場合 とはその住所 がある同 映 国 を, 出願 人が同明園の紀民であって同盟

国に 住所を有しない 場合にはその固入おある 国を, 本 国とする。
B この条をに規定する商標 は , 次の場合を 除くはかは, その登 録を拍絶さ

れ, 又は 無効とされることはない。
1 当該 商標が, 保護が要求 さきれる 国における第三 者の既得 権を害する よう

なものである場合

2 当該 商標が, なんらの特別 願著な竹 質を有しないものである 場合 又は商



236 パり 同盟条約 : ス トックホ)C，ムatiE~長約 1967

品の種類，品質，数量，周途，価格，原産地若しくは生産の時期を示すた

め取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもって，若しくは

保護が要求される国の取引上の適用語において若しくはその国の公正なか

っ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示

のみをもって構成されたものである場合

3 当該商標が，道徳、文は公の秩序に反するもの，特に，公衆を歎くような

ものである場合。ただし，商標に関する法令の規定(公の秩序に関するも

のを除く。 〉に適合しないことを唯一の理由として，当該商標を公の秩序

に反するものと認めてはならない。

もっとも， 第10条の 2の規定の適用は，妨げられない。

C(l)商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断するに当って

は，すべての事情，特に，当該商標の使用の期聞を考慮しなければなら

ない。

(の 本国において保護されている商標の構成部分を変更した商標は，当該

変更が，本国に登録されたときの形態における商標の要部に及ばず，か

つ，商標の同一性をそこなわない場合には，他の同盟国において，当該

変更を唯一の理由としては，登録を拒絶されることはない。

D いかなる者も，保護を要求している商標が本国に登録されていない場合

には， この条の規定による利益を受けることができない。

E もっとも，いかなる場合にも，本聞における商標の登録の更新は， その

商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるもの

ではなL、。

F 第4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は，本国における登

録が当該期間の満了後にされた場合にも，優先権の利益を失わない。

第 6条の6 (標準 :サービス・マーク〕

同盟国は，サーピス・マークを保護することを約束する。同盟国ti.， サー

ピス・マークの霊録について規定を設けることを要しない。

第6条の7 (商標 :商標権者の許陪なく商標権者の代理人または代
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品 の種類, 品質 , 数量, 用途, 価格, 原産 地若 しくは生産の時 期を 示すた

め取 引上 使用さきれることと がある記号 若しくは表示のみみを ゃもって, 若しくは

保護が要求 される 国の取引上の通用 語におおいて 若しくは その国 の公正なか

つつ確立 した商貼 習において 常用されるようになっている記号 若しくは表示

の 少をもって 構成 され たもゃのである場合

3 当了藤商標が, 道徳又は公の秩序 に反するもの, 特に, 公衆 を 欺くようた

ものである 場合 。ただし, 商標 に関する法令の規定 ( 公の秩序に関するも

のを 除く。 ) に 適合したないことを 唯一の理由として , 当該 商標を公の秩序

と と 反するものと 認め てはならない。
ぁもっともぁ$, 第10 条の2 の規定 の適用 は, 妨げられない。

C(1) 商 禁が保護 を受け るた 適したも のである かどうかを 判断するに当って

は, すべての事慣, 特記, 当該 商標の使用の期間を考慮しなければなら

ない。
(2) 本国において保護 されている商標の構成 部分を変更した 商標 は, 当該

変更が, 本国に 登録 きれた ときの形 熊における商標の要 部に 及ばず, か

つ , 商標 の同一性をそこなわない場 合 には , 他の同盟国において, 当該

変更 を唯一 の理由としては, 登録を折衝 されることはない。
D いかなる 者も, 保護を要求 している商 振が本 国に 登録きれていない場合

には, この条の 規定 による 利益を受けること ができたない。
EE もっと も, いかなる場合にも, 本 国における商標 の登録の更新は , その

商標が登録 きれた 他の同盟 国における 登録の更新の義務 を 生しさせる もの

ではないい

F 第 4 条とに定める 優先 期間内にされた商標の登録出願は, 本 国記おける登

緑 が当該 期間 の満了後にされた場合にも, 優先 権の利益を 失わない。
第 6 条の6 〔皇 : サービス・ マーク〕

同盟 国 は , サービス・ マー クを保護 することを約束する。同盟国は, サー

ビス ・ マー クの登録 に つい て規定 を 設けるととを 要しない。
第 6条の7 商標 : 商社 棋者の許諾なく答標 権者の代理人または代
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表者による登録〕

(1) 同盟国における商標権者の代理人叉は代表者が.当骸商標権者の許諾を

得ないで，ー又は二以上の同盟国においてその商標について自己の名義に

よる登録の出願をした場合には，当該商標権者は， 登録呉議の申立てを

し，叉は登録を無効とすること若しくは，その国の法令が許すときは，商

標権を自己に移転することを請求することができる。ただし，当該代理人

文は代表者がその行為についてそれが正当であることを明らかにしたとき

は，この限りでない。

(2) 商標権者は.(1)の規定を留保して，その許諾を得ないでその代理人文は

代表者が商標を使用することをF血上する権利を有する。

(3) 商標権者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期聞は，

園内法令で定めることができる。

第7条 〔商標:商標の使用される商品の性質〕

いかなる場合にも，商品の性質は，その商品について使用される商標が登

録されることについて妨げとはならない。

第7条の2 [商標:団体高標〕

(1) 同盟国は，本固において適法に存在する団体に属する団体商標の登録を

認め，かつ，保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営

業所を有しない場合も，同様とする。

(2) 各同盟国は，団体商標の保護について特別の条件を定めることができ，

また，公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することがで

きる。

(3) もっとも，本固において適法に存在する団体に対しては，保護が要求さ

れる同盟国において設立されていないこと叉は保護が要求される同盟国の

法令に適合して構成されていないことを理由としては，当該団体に属する

団体商標の保護を拒絶することができない。

第8条 〔商号〕

商号は，商標の一部であるとないとを問わず，すべての同盟国において保
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表 者による登録〕

同盟 国における商標析 者の代理人又は代宮 者が, 当該商標権 者の許諾を

得 ないで, 一又は二 以上の同盟 国に おいてその商標 に つい て自己の名義に

ょる登録の出願 をした 場合とは, 当該 商標権考 は, 登録 異議の申立てを

し, 又は登録を無効とすること 若しくは, その国の法令が 許すときは, 商

板 権を自己に移転 することとを請求 すると とができる。ただし, 当該 代理人

又は代表 者がその行為 についてそれが正当であることを明らかにしたとき

は, この 限りでない。
(2) 商標権者は, (1)の規定を留作して, その許 農を得ないでその代理人又は

代表 者が商標 を 使用することを 腸 止する権利を有する。
《3) 商標権者がこの条に 定める棒 利を行使するこ とができる相当の期間は ,

国内 法令で定め ること ができる。

第 7 条 [商 極: 商標の使用される商品の性質〕

いかたなる場合にも。商品の性質は, その商品について 使用される商標が登

録 される ととについて 妨げとはならない。
第7 条の2 [ 商頂 : 田体商禁]

(① 同盟国は, 本 国に おいて適法に存在する団体に属する団体 商標の登録を

認め, かつ, 保護 することを約束する。その団体が工業 上 又は商業上の営

業 所を有しない場 合も, 同様とする。
(2) 各同 盟国 は, 団体 商標の保護について特別の条件を定め ること ができ ,

また, 公共の利益 に反する団体 商標につい てその保護を拒絶 することがで

きるso
(3) もっと も, 本 国に おいて適法 に存在する団体と 対し ては, 保護が押求さ

れる同盟 国において設立されていないこと 又は保護が功 求される間盟 国の

法令 に適合して構成 されていないことを理由としては, 当骸 団体に属する

団体商標の避護を拓 絶 するととができたない。
第 8条 {商号〕

商号は, 商標の一部であるとないとを問わず, すべての山遇 国において係
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護されるものとし，そのためには，登記の申請又は登記が行なわれているこ

とを必要としなし、。

第9条 〔商標，商号 :商標または商号を不法付着 した商品の輸入時

の差押えなど〕

(1) 不法に商標又は商号を附した産品は，その商標叉は商号について法律上

の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押えら

れる。

(2) 差押えは，また，産品に不法に商標若しくは商号を附する行為が行なわれ

た同盟国叉はその産品が輪入された同盟国の国内においても行なわれる。

(3) 差押えは，検察官その他の権限のある当局叉は利害関係人〈自然人であ

ると法人であるとを問わなL、。〉の請求により，各同盟国の国内法令に従

って行なわれる。

(4) 当局は，通過の場合には，差押えを行なうことを要しない。

(5) 同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めないときは，この差押え

の代りに，輸入禁止叉は国内における差押えが行なわれる。

(6) 同盟国の法令が輸入の際における差押え，輸入禁止及び圏内における差

押えを認めないときは，その法令が必要な修正を受けるまでの間，これら

の措置の代りに，その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟

その他の手続が，認められる。

第10条 〔虚偽表示 :原産地または生産者に関する鹿偽表示をした物

の輸入時の差押えなど〕

(1) 第 9条の規定は，産品の原産地又は生産者，製造者若しくは販売人に関

し直接叉は間接に虚偽の表示が行なわれている場合について適用する。

(2) (1)の産品の生産，製造叉は販売に従事する生産者，製造者叉は販売人で

あって，原産地として偽って表示されている土地，その土地の所在する地

方，原産国として虚偽の表示が行なわれている固に住所を有するものは，

自然人であると法人であるとを問わず，すべての場合において利害関係人

と認められる。
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護 されるものとし, そのためには, 登記の申請 又は登記が 行なわれているこ

とを必要としない。
第 9条「〔商標, 商号 : 商標 または商号を不法 付着 した商品の輸入時

の療押えなど」

0Q) 不法に商標 又は商号を 附した 産品は。 その商標 又は 商号に ついて 法律 上

の保護を 受ける 権利が認められている同盟 国に 輸入 される内に 差し押えら

れる。
(2) 才押 えは, また , 産 品に不 叔に商李 若しくは商号 を附する 行為が行なわれ

た同盟 国又はその産品が 輸入された同盟 国の周内にお いても 行なわれる。
(3 差押えなは, 検索官そ の他の権原のある当局 又は利害関係人(自然 人であ

ると 誌人 であるとを問わない 。) の請求に より, 各同盟 国の国内法令に従

って 行なわれる。
(4) 当局は, 通過の場合とには, 差押えを 行ならことを要しない。
(5) 同盟 國の法令が輸入の際における 差押えを 認めないときは, この 差押え

の代りに, 輸入茜目又は 国内における 差押えが 行なわれる。

(6) 同明 図の法令が 輸入の 喉における 差押え, 輸入禁止双び 国内における 差

押えを 認めないときは, その対 令が必要たな修正を受けるまでの間, これら

の措置の代りに, その同盟 国の技 令が同様 の場合に内 園 民に保了記する訴放

その他の手続が, 認められる。

第 1D条〔虚偽表示: 原産 地または生産 者に関する避偽 表示をした物

の輸入 時の差押えなど」

⑪ 第 9 条の規定は, 産品の原産 地又は生産 者, 製造考若しくは販売人に関

し直接 又は間接に 虚偽の表示が 行なわれている 場合 に つい て 適用する。

(の () の産品の生産, 製造又は販売に 従事する生産 者, 製造者又は販売人で

あって, 原産地として 偽って表示されている土地, その土地の所 在する地

方 , 原産尋として虚偽の表示が 行なわれている国に 住所を有するものは ,

自然 人であると 法人であるとを間わず, すべての 場合 において利害 関係人

と 認められるso
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第10条の2 (不正鰻争〕

(1) 各同盟国は，同盟国の国民を不正麓争から有効に保護しなければならな

L、。

(2) 工業上文は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は.不正競争

行為を構成する。

(3) 特に次の行為，主張及び表示は，禁止されなければならない。

1 "、かなる方法によるかを間わず， 競争者の営業所.産品又は工業上若

しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為

2 競争者-の営業所，産品叉は工業上若しくは商業上の活動に関する信用

を容するような取引上の虚偽の主張

3 産品の性質，製造方法，特徴，用途叉は数量について公衆を誤らせる

ような取引上の表示及び主彊

第10条の3 (商標， 商号.虚偽表示.不正競争:救済，蹄追纏〕

(1) 同盟国は，第9条，第四条及び第10条の 2の規定の目的であるすべての

行為を有効に防止するための適当な法律上の救済手段を他の同盟国の国民

に与えることを約束する。

(2) 同盟国は，さらに，利害関係を有する生産者，製造者文は販売人を代表

する組合又は団体で本国において適法に存在するものが，保護が要求され

る同盟国の法令により内国の組合叉は団体に認められている限度におい

て.第9条.第10条及ば第10条の2の規定の目的である行為を防止するた

め司法的手段に訴え文は行政機関に申立てをすることができることとなる

ように措置を携す.ることを約束する。

第11条 〔発明，実用新案，意匠，商標 :国際博覧会展示品の仮保聾〕

(1) 同盟国は，いずれかの同盟国の領域内で開催される公の叉は公に認めら

れた国際惇覧会に出品される産品に関し，園内法令に従って，特許を受け

るこ とができる発明，実用新案，意匠及び商療に仮保護を与える。

(2) (1)の仮保護は，第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に

優先権が主張される場合には，各同盟国の主管庁は，その産品を博覧会に
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第10 条の2 〔不正競争〕

0) 各同盟 国は, 同盟 国の国民を不正 競争から有効に名 座しなければならな

い。
(2) 工業 上又は商業上の公正な慣習に反するすべての半争 行為は, 不正科争

行為を構成する。
(3) 特に次の行為,主張及び表示は, 禁止されなければならない。

1 いかなる方 法 による かを問わず, 欧争 者の営業所, 産品又は工業上若

しくは商和迷上の活動 との混同を 生しさせるより なすべての行為

2 飲 争 考の営業所, 産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用

を 害するような取引上の民偽の主張

3 産品の性質, 製造方法, 特徴 , 用 途又は 数量に ついて公衆 を 誤らせる

よう な取引上の表示及び主叱

第 10条の 3 「【〔商 櫻, 商号 , 虚偽表示, 不正 競争: 数 済 , 訴追権」

(りり) 同盟 闘は, 第 9 衝, 第10条及び第10 条の 2 の規定 の目的であるすべての

行為を有効 に防止するための適 当な法律上の救済手段を他の同盟周の国民

に 与えることを 約束 する。

(2) 同盟国は , さらに, 利害関係を有する生産者, 製造 者又は版売人を代表

する組合 又は団体で本国に おいて適法に存在するものが, 保衣が要求 きれ

る同盟国の革令により内国の組合 又は団体に認められている限度 におい

て, 第9条, 第10条及ば第10 条の 2 の規定の目的である行為を防止するた

め司法 的手段に訴え又は行政 機関と申立てをすることができると ととなる

よう りに措必を 講ずることを約束する。

著11 条 〔 発明, 実用新案, 意匠, 商標 : 国際博覧 会展示品の仮保護

(1) 同 吾國は , いずれかの同 暴 国の領域内で開催 される公の又は公に 認めら

れた国際博覧会に出品される産品 に関し, 国内 法令に 従っ て, 特許を受け

るとことができる 発明, 実用 新案, 意匠及び商標に 仮 保護を与える。

(2) (1)の仮保護は, 第 4 条に 定める 優先 期間を延長する ものではない。後に

優先 権が主張される 場合とは, 各同 盟国の主管庁は, その 産品を博覧会に
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搬入した日から優先期聞が開始するものとすることができる。

(3) 各同盟国は，当該産品が展示された事実及び搬入の日付を証明するため

に必要と認める証拠書簡を要求することができる。

第12条 〔特別の園内工業所有権部局〕

(1) 各同盟国は，工業所有権に関する特別の部局並びに特許発明，実用新

案，意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約

束する。

(2) (1)の部局は，定期的な公報を発行し，次に掲げるものを規則的に公示す

る。

(a) 特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示

(防登録された商標の複製

第13条 〔同盟の総会〕

(1)(a) 同盟は，第13条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成され

る総会を設置する。

(b) 各国政府は，一人の代表によって代表され，その代表は，代表代理，

顧問及び専門家の補佐を受けることができる。

(c) 各代表団の費用は，その代表団を任命した政府が負担する。

(2)伊)総会は，次のことを行なうものとする。

( i ) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての事項を

処理すること。

(ii) 世界知的所有権機関〈以下「機関」という。〉を設立する条約に規

定する知的所有権国際事務局〈以下「国際事務局」という。〉に対し，

第13条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見をも考慮し

て，改正会議の準備に関する指示を与えること。

(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し， 及び承認

し並 びに事務局長に対し同盟の権限内の事項に関し必要なすべての指

示を与えること。

(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること。
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搬入 した日から 優先 期間が開始するも のとすること ができる。

(3) 各同盟 国は, 当該 産品が 展示された事実及び搬入の日 付を証明するため

に必要と 認める証拠 書類を要求 する ととができる。

第 12条 [特別 の国内工業所有権部局〕

() 各上同盟国は, 工業所有権に 関する特別の部 局並びに 特許 発明, 実用新

案, 意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料 館を設置 することを約

束 する。
(2) () の部 局は, 定期的な公報を 発行し, 次に 掲げるものを規則 的に公示す

るsc
(a) 特許李 者の氏名及びその特許 発明の簡単な表示

(b) 登録 された商標の複製

第 13条 [同盟の総会〕

⑪a) 同盟は, 第13 条から 第17 条での 規定に拘束される同右同で 構成され

る総会を設置 する。
(b) 各国 政府は, 一人の代表によって代表され, その代表は, 代表代理,

願問及び専門家の補佐 を受ける と とができる。

(ce) 各代表皿の費用は, その代表団を任命した政府が負担する。

(2(a) 総会は, 次のととを 行ならものとする。

(1i) 同盟の維持及び発展並び にこの条約の 実施に関するすべての事此を

処理すること。
( i i )  世界知的所有権失 関て以下「拘 関」 という 。う を設立する条約に規

定 する知的所有権国共事務局て以下「 国際事務 局1] と いうゥ。 う に対し ,

第 13 条から 第17 条までの規定に 拘束されない同盟国 の意見 をも考慮し

て, 改正 会 議の儲 備に 関する指示 を与えること。

(iii) 機関の事務局長 の同盟に 関する報告及び活動 を検討し, 及び承認

し, 並びに事務局長に 対し同盟の権限内の事項に 関し必要なすべての指

示を 与えること。

(iv) 総会の執行委員 会の構成国を選出すること。
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(v) 執行番員会の報告及び活動を検討し，及び承認し並びに問委員会に

対し指示を与えること。

(vi) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択すること並びにその決

算を承認すること。

(vii) 同盟の財政規則を採択すること。

(viii)同盟の目的を達成するのに適当とみられる専門委員会及び作業部会

を設置すること。

(ix) 同盟の加盟国でないいずれの国並ひ'に政府問機関及び非政府国際機

関が総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるかを決

定すること。

〈玄〉 第13条から第17条までの規定の改正を採択すること。

(xi) 同盟の目的を達成するのに適切なその他の措置をとること。

(xii) この条約に基づく他の適切な任務を行なうこと。

(xiii)総会の承認を留保して，棲開設立条約において与えられる権利を行

使すること。

(防総会は，機関が管理する他の諸問盟にも利害のある事項に関しては，

機関の調整委員会の助言を得たうえで決定する。

(3)(8) (b)号に規定する場合を除き，一人の代表は， 一国のみを代表すること

ができる。

(ゆ 第12条に規定する工業所有権に関する特別の圏内の部局の性格を有ず

る共通官庁を維持するために特別の取極にあたる協定のもとに結集した

同盟国は，討議に関し，その結集国の一国を共同の代表とすることがで

きる。

(4Xa) 総会を構成する各国は，一個の投票権を有する。

(防総会の構成国の 2分の 1をもって定足数とする。

(c) 総会は.(b)の規定にかかわらず，代表を出した国の数が総会の 鯵成・

国の2分の lに満たないが3分の 1以上である場合には，いずれの会期

においても，総会自体の手続に関する決定を除き，決定することがで-
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Cv) 執行奏員 会の報告及び活動 を 検討し, 及び承認し 並びに同委員会に

対し 指示 を与えること。

Vi) 同串の事業計 画を決定し及び三年 子算を採択すること 並びにその決-

算を承認すること。

Cii)  同盟の航政 規則を 採択 すること。

(viii》 贈 の目的を達成 するのに 適当とみみられる専門委員 会及び作業部会

を設置すること。

(ix) 同盟 の加盟同でないいずれの国 並びに政府間機 関及び非攻府国際手

関 が 総会の会食とたオブザーバーと して出席 するととを 認めあられるかを決・

定 すること。
(x*) 系13 条から 第17 条までの規定の改正 を採択すること。

Ci) 同盟の目的 を達成 するのに 適切たその他の措置 をとること。

Ci i う) この条約に基づく他の 適切な任務を 行なうらこと。

Cxiii) 総会の承認を留保して, 機関 設立条約とにおいて 与えちられる権利を行

使 するとと。

(b) 総会は, 機関が管理する他の諸 司 盟にも 利害のある事項に剛しては ,

機関の調整委員 会の助言を得 たうえで決定する。

(3) (b  号に規定する場合を 除き, 一人の代表は, 一 周のみを代表する こと

ができる。
b) 第12 条に 規定する工業所有権 に関する特別 の国内の部 局の性 格を有す-

る共通 官庁を維持 するために特別の取 極にあたる協定 のもとに結集した

同盟国は, 討議に関し , その結集 国の一 国を共同の代表 とすることがで

" 言るe
(の(9) 総会を構成する各国は, 一個の投票権を有する。

(b) 総 会の構成国の 2 分 の 1をもって定足数とする。

(c) 総会は, (9の規定 にかかわらず, 代表を 出した園の数が総会の構成

国 の2 分の 1 に 満たない が 3 分の 1 以上である場合 とは, いずれの会期

においても, 総会自体の手続に関する決定 を 除き, 決定 する ことがで
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き，この決定は次に規定する条件が満たされた場合にのみ効力を生ず

る。国際事務局は，代表を出さなかった総会の構成田に対し，ー前記の決

定を通知し，かつ，その通知の日から3カ月以内に投票するか叉は棄権

するかを書面により表明するよう要請するものとする。この期聞が経過

した時において，投票するか叉は棄権するかを表明した国の教がその会

期の定足数の不足分を満たす場合には，その決定は，同時に必要な多数

決が得られた場合に限り，効力を生ずる。

(d) 第17条(2)に規定する場合を除き，総会の決定は，投票の3分の2の多

数決を必要とする。

(e) 棄権は，投票とみなさない。

(S)(a) 次の(ω号に規定する場合を除き，一人の代表は一国の名においてのみ

投票することができる。

(ω 第(3Xb)に規定する同盟の諸国は，総会の会期には，原則として，自国

の代表を派遣するよ うに努めなければならない。ただし，そのいずれか

の国が例外的理由のために，自国の代表を派遣することができないとき

は，その国の名において投票する権限を当該他の国の代表に与えること

ができる。ただし，各代表は，一国のみの代理投票をすることができる

ものとする。 この代理投票の権限は，国の元首文は権限を有する大臣が

署名している書面によって与えられなければならなし、。

(防 総会の構成園でない同盟国は，総会の会合にオブザーパーとして出席

することができる。

(7)(a) 総会は，事務局長の招集により. 3年に1回通常会期と して会合し，

例外的事情がないときは，機関の一般総会と同一期間中に同ーの場所で

開かれる。

(b) 総会は，執行委員会の要請叉は総会の構成国の4分の 1以上の要請が

あったときは，事務局長の招集により，臨時会期として会合する。

(8) 総会は，その手続規則を採択する。

第14条 〔執行委員会〕
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き, この決定 は 次に 規定する条件が 満たされた 場合に のみ 効力を生ず

るzo 国際事務 局は, 代表を 出さなか った 総会 の構成国に 対し: 前 記の決

定 を通知し, かつ, その通知 の日 から3 カヵ月 以内に投票 するか 又は径挫

するかを書面 により表明するよう要請するものと する。 この 期間が経過

した時とにおいて , 和投票するか又は系 探するかを表明 した 国の数がその会

期 の定 在 数の不足 分を満たす 場合 にとには, その決定 は, 同時に入要な多数

決が 得られた 場合に 限り, 効力を生ずる。

(0 第17 条(2に 規定する 場合を 除き, 総会の決定は, 投票 の 3 分 の2の名

数 決を必要とする。

(cs) 軍 権 は, 投票 とふみなさない。

(5)@) 次の(b) 号に 規定する場合 を 除き, 一人の代表は一 国の 名にお いてのみ

投票 すること ができる。

(5) 第(3XbD)に 規定する局盟の諸国は, 総会の会期には, 原型として, 自国

の代表を派遣 する よりに 努めなければなら ない。 ただし, そのいずれ か

の国 が例外的 理由のために, 自国 の代表を 派遣 することができないと き

は, その国の名において投票 する権限を当該季の 国の代表に 与えること

がで きる。 ただし, 各代表は, 一 国のみるの代理投和を することができる

ものとする。 との代理 投票 の権限 は, 違の元 貨 叉は権限を有する大 度が

著名し ている書面 によって 与えられなければぱば ならない。

(5) 総会 の構成国 でない同 盟国 は, 総会の会合と オプザーベーと して出席

することができる。

(7)(a) 総会は, 事務 局長の招集に より, 3 年に 1 回通常会期として会 合し,

傍 外的 事請がないときは, 揚 関の一 般 総会と同一期間中に 同一 の場所で

開か れるs。

(b) 総会は, 執行委員 会の要請 又は総会の措 成国の 4 分の 1 以上の要請が

あったときは, 事務局長の招集に より, 了臨時 会期として 会合する。
8 総会は その手続 規則を採択する。

第14 条 [執行委員会〕
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(1) 総会は，執行委員会を設置する。

(2Xa) 執行委員会は，総会の構成国の中から総会によって選出された国をも

って構成する。機関の本部を領土内に有する閣は，第16条例(紛に規定す

る場合を除主執行委員会に鞍権上の議席を有する。

(b) 執行委員会を権成する各国政府は，一人の代表によって代表され，そ

の代表は，代表代理，顧問及び専門家の補佐を受けることができる。

(c) 各代表聞の費用は，その代表団を任命した政府が負担する。

(3) 執行委員会の構成国の数は， 総会の構成閣の 4分の lに相当する数と

する。満たされるべき議席の数の決定にあたっては， 4で除した余りの

数は考慮しない。

(4) 総会は，執行委員会の構成国の選出にあたっては.均衡のとれた地理

的分布及び同盟との関係において締結された特別の取極の当事国が執行

委員会の構成閣のうち.に入っていることの必要性に対し適正な考慮を払

わければならない。

(5)(a) 執行委員会の各構成田は，その選出が行なわれた総会の会期の終了時

から総会の次回の通常会期の終了時まで在任する。

(b) 執行番員会の構成国は，その 3分の 2を限度としてのみ，再任される

ことができる。

(c) 総会は，執行委員会の構成国の選出及び再任を認める場合の再任に関

する規則の詳細を定める。

(的(a) 執行委員会は，次のことを行なうものとする。

( i ) 総会の議事日程の草案を作成すること。

(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び三年予算案を総会に提出

すること。

(iii) 事業計画及び三年予算の範囲内において，事務局長が作成した特定

の年次予算及び年次事業計画を承認すること。

(iv) 事務局長の定期報告及び収支計算についての年次会計監査報告を，

適当な意見を付して，総会に提出すること。
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(① 総会は, 執行委員 会を設置する。

(2)(a) 執行委員 会 は, 総会の構成回の中から 総 会によって選出 された 国をも

って構成する。 機関の 本部を領土 内にと有する国は, 第16 条(77b)に 規定す

る場合を除き, 執行委員 会と 職権上の 議席を有する。

(b} 執行委員 会を模 成する各司 政府 は, 一 人の代表にょって代表され, そ

の代表は, 代表代理, 上問 及び専門 家の捕 佐を受ける ととができる。

(ce) 各代表団の費用は, その代表帆を任命 した攻 府が負担する。

(3) 執行委員 会の構成国の数 は, 総会の措 成国の 4 分の 1に相当する数と

する。満たされるべき訪 席の 数の決定にあたっては, 4 で 除 した 余りの

数 は考慮しない。
3) 総会は, 執行委員 会の構成国の選出にあたっては。, 敬 衡 のとれた地理

的 分 布双び同 盟との 関係において締結 された 特別の取 極の当事 国が執行

委員 会の構記回 のうちに 入って いることの必要 考とに対し適正な 考慮を払

わければたならない。
5(a) 執行委員 会の各 構成回は , その選出が行なわれた総会 の会期の終了時

からち総会の次 回の通常 会期の和終了時まで在任する。

(b) 執行委員 会の構成国は, その 3 分 の2を限度 としてのみ , 再任きれる

と と ができる。
(c) 総会は, 執行委員 会の構成国の選出及び再任 を 認める 場合の再任に関

する規則の詳細 を定める。

(6)(a) 執行委員会は , 次のととを 行なう ものとする。

( i )  総会の議事日程の草案を作成 すること。

( i i )  事務局長が作成した央盟の事業計画 案及び三年 子 算案を総会補提出

するととse

Cii) 事業計画及び三 年子算の範囲内とおあいて, 事務局長が作成 した特定

の年次子 算及び年 次事業計王を承認 するとと。

(iv) 事務局長の定期 報告及び収支 計算に ついての年次 会計眉査 報告を,

適当な意見を 付して, 総会に提出すること。
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(v) 総会の決定に従h かつ，総会の二つの通常会期の間に発生する事

態を考慮して，事務局長が行なう同盟の事業計画の執行を確保するため

に必要なすべての措置をとること。

(vi) この条約により執行委員会に付託されたその他の任務を遂行するこ

と。

(ゆ 執行委員会は，機関が管理する他の同盟にも利害のある事項に関して

は，機関の調整委員会の助言を得たうえで決定する。

{7)(a) 執行委員会は，事務局長の招集により，毎年 1回通常会期として会合

し，なるべく機関の調整委員会と同一の期間中に同ーの場所で開かれる。

(b) 執行委員会は，事務局長の発意に基づき又は執行委員会の議長若しく

は構成国の4分の 1以上の要請があったときは， 事務局長の招集によ

り，臨時会期として会合する。

{8)(a) 執行委員会の各構成国は，一個の投票権を有する。

(b) 執行委員会の構成国の2分の 1をもって定足数とする。

(c) 決定は，投票の単純多数決によって行なう。

(d) 棄権は，投票とみなさない。

(e) 一人の代表は，一国のみを代表し，かつ，その国の名においてのみ投

票することができる。

。)執行委員会の構成田でない同盟国は，執行委員会の会合にオブザーバー

として出席することができる。

制執行委員会は，その手続規則を採択する。

第15条 [国際事務局〕

。)(a) 同盟に関する管理業務は，文学的及び美術的著作物の保護に関する国

際条約によって設立された同盟の事務局と合同した同盟の事務局の継続

である国際事務局によって行なわれる。

(b) 特に，国際事務局は，同盟の諸機関の事務局となる。

(c) 機関の事務局長は，同盟の首席行政官であり，かつ，同盟を代表する。

(2) 国際事務局は，工業所有権の保護に関する情報を集収し及び公表する。
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( v )  総会の決定に従い, かつ, 総会 の二つの通常 会期の間に 発 生する事

吉を考 し て, 事務局長が 行なう同盟の事業 計画の執行を確保するため

に必要なすべての措置 をとること。
Cv) この条約 により 執行委員 会に付託されたその他の任務を衣 行すると

と。

(b) 執行委員 会 は, 機関が管理する他の同明にも 利害のある事項に 関して

は, 機関の調整委員 会の助言を得 たうらえで決定する。

《7a) 執行委員 会 は, 事務局長の招集に より, 毎年1向通常会期として会合

し , なるべく 機 関の調 整委員 会と同一 の期間 中に 同一 の場所で 開かれる。

(b) 執行委員会 は, 事務 局長の発意に基づき又は執行委員 会の議長 若しく

は構成 還 の 4 分の1 以上の要請 が あった ときは , 事務 局長の招集によ

り, 臨時 会期として会 合する s

《8Ma) 執行和員 会の各構成 国は, 一個の投票権を有する。

執行委員 会の構成回 の 2 分 の 1 をもって定足数とする。

決定は, 投票の単純 多数決によって 行なうり。

棄権は, 投票 とみなさない。
ーー人の代表は, 一 国のみみを代表し, かつ, その国 の 名においてのみ投

思 するととができる。
9) 執行委員 会の措 成国 でない同 盟国 は, 執行委員 会の会合と オブザーベー

と して出席 すること ができる 。

名 執行朗員会は, その手続 規則を 採択する。

第15条 [国際 事務局」

《①Ga) 同協に 関する管理 業務は, 文学 的及び美術的著作物の保護に 関する国

際条 約 によって設立された同陣の事務局と 合同 した同盟の事務局の継続

である国際事務 局 によって 行なわれる。

(b) 特に, 国際事務 局は, 同盟の諸 機関の事務 局となる。

(c) 機関の事務局長は, 同盟の首席 行政官 であり, かつ , 同盟を代表する。

(2) 国際 事務 局は, 工業所有 権の保護に 関する情報を集 収し及び公表 する。
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各同盟国は，工業所有権の保護に関するすべての新法及び公文書をすみや

かに国際事務局に通知し，かつ，工業所有権の保護に直接関係ある自国工

業所有権部局の刊行物であって国際事務局がその業務に関して有益である

と認めるすべてのものを国際事務局に提供しなければならなL、。

(3) 国際事務局は，月刊の定期刊行物を発行する。

(4) 国際事務局は，締求により， 工業所有権の保護に関する事項についての

情報を同盟国に提供する。

(5) 国際事務局は，工業所有権の保護を助長するため，研究を行ない，か

つ，役務を提供する。

(6) 事務局長及びその指名する職員は，総会，執行委員会，及びその他の専

門蚕員会又は作業部会のすべての会合に投票権を有しないで出席する。

事務局長叉はその指名する 1人の職員は，これらの内部犠闘の職権上の事

務局となる。

(η(a) 国際事務局は，総会の指示に従い，かつ，執行香員会と協力して，第

13条から第17条までの規定以外の条約の規定の改正会識を期備する。

(b) 国際事務局は，改正会識の準備に関して政府問機関及び非政府国際機

関と協議することができる。

(c) 事務局長及びその指名する者は，投票権を有しないで，それらの会議

の肘踏に多加する。

(8) 国際事務局は，付託されたその他のすべての業務を遂行する。

2席目条 〔財政〕

(1)(a) 同盟は，予算を有する。

(ω 国盟の予算は，同盟に固有の収入及び支出，同盟聞の共通経費の予算

に対する分担金並びに機関の会議の予算に提供できることとされている

資金を含むものとする。

(c) 同盟にもつばら属するものではないが機関によって管理される 1又は

2以上の他の同盟又は機関自体にも属する経費は，同盟聞の共通経費と

みなされる。その共通経費についての同盟の分担の割合は，同盟が当該
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各同盟 国は, 工業 所有 権の保護に 関するすべての新広及び公文書をすみや

かをに加際事務 局に 通知し, かつ, 工業所有権の保護に直挨 関係ある自国工

業 所有析部局の刊行多 であって国際事務 局がその業務に 関して有益である

と 認めるすべてのものを国際事務 局に提供 したなければならない。
③3 国際事務 局は, 月 刊の定期刊行物を発行する。

(④ 国際事務 局 は, 請求 に より, 工業 所有 梅の保護 に関する事項に ついての

和情報を同盟 国に提供する。

(5 国際事務 局 は, 工業 所有析の保護 を助長するため, 研究 を 行ない, か

つ 役務を提供する。

6) 事務局長 及びその指名する表員 は, 総会  , 執行委員 会 , 及びその他の専

門 委員 会又は作業 部会 のすべての会 合に投票析を有しないで出席する。

事務局長又はその指名する 1 人の隊員は, これらの内部筐 関の職 棒上の事

務局となる。
(の(a) 国際事務 局 は, 総会の指示に従い, かつ, 執行委員 会と協力して, 第

13 条から 第17 条までの規定 以外の条約の規定の改正 会議を準偽する。

(b) 国共事務局は, 改正 会議の準備に関して政府間機 関及び非政府国際機

関 と協 誠する ことができる 。

(c) 事務局長 及びその指名する 者は, 投票権を有しないで, をそれらの会議

の討議に人参加する。
(8) 国際事務 局は, 付託 されたその他のすべての業務を遂行する。

築16条〔財政〕

(8) 本協は, 字 算を有する。

(b) 国 盟の子 算は, 同盟に固有の収入及び支出, 同盟 問の共通 経費の子算

に 対する分担 金並びに 機関 の会議の 予算に提供 できること とされている

資金を含むものとする。 .

(c) 同盟にもっぱら属する ものではないが機 関 によって管理 される 1 又は

2 玉上の他の同盟 又は機関自体にも 属する経費は, 同盟間の共通経絡と

みなされる。その共通 経費と つい ての同胃の分拍の 割合 は, 同盟が当該
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共通経費中に占める利益に比例する。

(2) 同盟の予算は，機関によって管理される他の同盟の予算との調整上の要

請について適正な考慮を払って決定する。

{訪 問盟の予算は，次の財源から調達する。

( i ) 同盟国の分担金

(ii) 同盟に関して国際事務局が行なう役務に対して支払われる手数料

(iii) 同盟に関する国際事務局の出版物の販売代金叉はその出版物に関す

る権利の使用料

(iv) 贈与，遺贈及び補助金

(v) 賃貸料，利子及びその他の雑収入

(4)(a) 各同盟国は，予算に対する分担額を定めるため，次の等級の一つに属

しかっ，次の一定単位数を基礎としてその年次分担額を支払わなけれ

ばならなL、。

1等級 25 

2等級 20 

3等級 15 

4等級 10 

5等級 5 

6等級 3 

7等級 1 

(ゆ 各国は，すでにその指定をしている場合を除き，批准書叉は加入書の

寄託の際に，自国が属することを希望する等級を指定する。いずれの国

もその等級を変更することができる。より低位の等紐へ変更する場合に

は，当該国は，総会の通常会期でその変更をすることを宣明しなければ

ならない.この変更は，その会期のあった次の暦年の初めに効力を生ず

る。

(c) 各国の年次分担額は，同盟の予算に対してすべての同盟国が分担すべ

き総額に対し.分担国の単位数の総和に対する自国の単位数の割合とが
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共通 経費 中に 占める利益に比例する。

(2) 同盟の子算は, 機関 とょっ て管理 される他の同盟の予算との調整上の要

請 に ついて 適正な考慮を 払って決定する。

G) 同盟の子算は, 次の財 拳から調 達する。

( 1 )  同明国の分担金

( i )  同盟に 関して国際事務 局が 行なう役務を 対して支払 われる手数料

( i i)  同盟に関する国府事務局の出版 物の販売 代金又はその出版 物に関す

る権利の使用料

(iv) 贈与 , 遺贈及び補助金

(y) 賃貸料, 利子及びその他の雑 収入

④(a) 各同盟還は, 子算に対する分 担額を定めるため, 次の等 級の 一つに属

し. かつ, 次の一 定単 位数を基礎 としてその年次分 担額を支払わなけれ

ばならない。
1 等級 25

2 等級 20

3 等級 15

4 鍵級 10

5 等級 5

6 等級 3

7 等級 1

(b) 各国は, すでにその指定 をしている場合 を除き, 批准 書又は加入書の

寄託の麻に, 自国が属することを希望する等 級を指定する 。いずれの国

もその 等 級を 変更すると とがで きる。 より 低位の等 級 へ変更する場合に

なは, 当該国は, 総会の通常会期 でその変更をすることを 宣明 しなければ

ならない。 この 変更 は , その会 期 のあった 次 の暦年の初めに 効力を生ず

る o

(c) 各必の年次分 担額 は, 同盟の子 算に対してすべての同盟 国が分 担すべ

き 総 額に 対し, 分 担冊の単位 数の総和に 対する自国の単位 数の割合とが
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同ーとなる額とする。

“) 分担金は，毎年 1月 113に支払わなければならない。

(e) 分担金の支払を遅滞している国は，その遅滞金額がその時までの2年

聞にその国が支払うべきであった分担金額に等しいか叉はそれを超える

場合には，同盟のいずれの内部機関においても投票権を有しなし、。ただ

し，同盟のいずれの内部機関も， その支払の遅滞が例外的，かつ，不可

避的な事情により生じていると認める場合にはその限度において，その

聞に対しその投票権を引き続き行使することを認めることができる。

(1) 予算は，新会計年度の初めまでに採択されない場合には，財政規則の

定めるところにより，前年度の予算と同じ規模のものとする。

(5) 同盟に闘して国際事務局が行なう役務に対して支払われる手数料の額

は，事務局長が定め，総会及び執行委員会に報告する。

(6Xa) 同盟は，運転資金を有する。この運転資金は，各同盟国による 1回分

の支払金からなる。この運転資金が十分でなくなった場合には，総会

は，その増額を決定する。

(防 (a)の資金に対する各国の最初の出資額叉はその増額分担額は，運転

資金が設けられ叉はその増額が決定された年の当骸困の分担金に比例す

る。

(c) 出資額の比皐及び条件は，事務局長の提案に基づき，かつ，機関の調

整委員会の助言を求めたうえで，総会が定める。

(7Xa) その領土内に機関の本部を置く固との間に締結される本部に関する取

極には，運転資金が不十分であるときは，いつでもその国がその資金の

立替えをしなければならないことを定めるものとする。この立替えの金

額及び条件は，その固と機関との聞の別個の取極によってそのつど定め

る。その閏は，その立替えの義務を有する限り，執行香員会において職

権上の議席を有する。

(b) い)に規定する国及び機関は，それぞれ密面による通告により，その立

替えの義務を放棄する権利を有する。放棄は，通告が行なわれた年の終
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同一となる額とする。
(⑳ 分揚 金 は, 毎年 1 月 1Bに 支払わなければならない。
(e) 分狂 金の支払を遅帯しているろ略は, その遅滞 金客がその時までの 2 年

間にその国が 支払 2 べきであった分舞金 額と 等 しいか又はそれを 超える

場合は, 同 虹のいずれの内部 機関に おいても投票権を有しない。ただ

し, 同盟 のいずれの内部 機関も, その支払の遅帯が例外 的 , かつ, 不可

避 的な事情にとより 生じていると 認める 場合とはその限度 にお いて , その

還に 対しその投票 権を引き続き 行使することを 認め るとと ができる。

()  務算は, 新会計 年度の初めまでに 採択 きれない 場合には, 貯政 規則の

定めるととろにより, 前 年度の予算と同じ規模 のものとする。

5) 同 早に 関して国共事務 局が 行なう役務に 対して 支払われる手数料の客

は, 事務 局長が 定め, 総会及び執行委員 会に報告する。

(6Xa) 同 協は, 運転 資金を有する。 この運転 資金 は, 各癌盟 国にょる 1 回分

の支払金からなる。 この運転 資金が十分でなくなった 場合 には, 総会

は, その増額を決定する。

(b) Ga) の資金に対する各国の最初の出資額多 はその増衝分 所 額は, 運転

資金が設けられ 又はその増額が決定さきれた年の当坊還の分拒 金に比例す

るso
(c) 出資 額の比率 及び条件は, 事務局長の提案 に基づき, かつ, 機関の調

整稚員 会の助言を求め たうえで , 総会が定める。
(7a) その領土 内に 後 関の本部を置く国との間に締 結される本部に 関する取

極 には, 運転資金が不十分であるときは, いつでもその国がその資金の

立替えをしなければなたならないことを 定め るものとする。との立替えの金

額 及び条件は, その略と 機関 と の間の別人舞の取 極によってそのつど定め

る。その国 は。 その立替えの義務を有する 限り, 執行委員 会において職

権 上の識 席を有する。

(b) (に 規定 する恒及び機関は それぞれ書面 による通告により, その立

替えの装務を放 乗する権利を有する。放棄は, 通告が行なわれた年の終
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りから 3年を経過した時に効力を生ずる。

(8) 会計検査は，財政規則の定めるところにより 1以上の同盟国又は外部の

検査機関が行なう。これらの同盟国及び検査機関は，総会がそれらの者の

同意を得て任命する。

第17条 〔第13条から第17条までの規定の改正〕

(1) 第13条，第14条，第15条，第16条及びこの条の規定を改正する提案は，

総会の構成国のいずれか， 執行委三会叉は事務局長が発議することができ

る。この提案は，少なく とも，総会がその審議を開始する 6カ月前に， 事

務局長により，総会の構成固に通告されるものとする。

(2) 前項に規定する各条の改正は，総会が採択する。採択は投票の4分の3

を必要とする。ただし 第13条及びこの項の改正は，投票の5分の4の

多数決を必要とする。

(3) (1)に規定する各条の改正は，改正を採択した時における総会の構成田の

4分の 3から事務局長が各国の憲法上の手続に従い行なわれた受諾を書面

により通告を受けた後 1カ月を経過した時に，効力を生ずる。このように

して受諾されたこれらの条の改正は，改正が効力を生ずる際における総会

の構成国又はその後に総会を構成する国を拘束する。ただし 同盟国の財

政上の義務を増大する改正は， その改正の受諾を通告した固のみを拘束す

る。

第18条 〔第 1条から第12条まで及び第18条から第30条までの規定の

改正〕

(1) この条約は，同盟の制度を改善するような改正をとり入れるための改正

に付される。

(2) このため，願次にいずれかの同盟国において同盟国の代表の闘で会議を

行なう。

(3) 第13条から第17条までの規定の改正は，第17条(3)の規定に従って行なわ

れる。

第19条 〔特別の肱極め〕
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りから 3 年を経過した時に 効力を生ずる。

(8) 会計 検査は, 財政規則の定めるとところ より 1 以上の同盟 国又は外部の

検査 機関が行なう。とこれらの同 製国及び検査 機関は, 総会 がそれらの者の

同意を得て任命する。

第 17条 [第 13 条から第17 条までの規定の改正〕

(1) 第13 条, 第14条, 第15条, 第16 条及びとこの条の規定を改正する提案は ,
総会 の構成回のいずれか , 執行委s .  会又は事務 局長が 発議する ことができ

る。とこの提案 は, 少なくとも, 総会 がその審議を開始する 6 カ月前に, 事

務局 長に より, 総会の構成 国と 通告されるものとする。
(2) 前 項に 規定する各条の改正 は, 総会が採択する。採択は投票 の 4 分の3

を必要とする。ただし, 第 13 条及びとの 項の改正は, 投票 の 5 分の4の

多数決を必要とする。

(3 (に 規定する各条の改正 は, 救 正を採択した 時における 総会の構成 国の

4 分 の 3 から事務局 長が各国の憲法上の手続に従い行なわちれた受諾を書面

により通告を受けた後 1ヵ月を 経過した時にに, 効力を生ずる。と のように

して 受諾 された とこれらの条の 改正 は, 改正が 効力を生ずる共における総会

の構成国又はその後に総会 を構成する国を拘束 する。ただし , 同盟国の財

政 上の義務を 増大する改正 は , その救 正の受諾を 通告した国 のみを拘束す

るs。
第 18条 [第 1 条か ら系12 条まで双び第18 条から 第30 条までの規定の

落正」

( )  この条約は, 同盟 の製鹿を改 等するよりな改正 をとり入れるための政正

に付される。
(2) このため, 順次にいずれかの同盟 敗において同盟 国の代表の間で会議を

行なう。
《③ 第 13 条から 第 17 条までの 規定の改正 は, 第17 条 (3の 規定に 従っ て 行なわ

れる。
第 19条 [特別の取極め〕
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同盟国は， この条約に規定に抵触しない限り，別に相互間で工業所有権の

保護に関する特別の取極めを行なう権利を留保する。

第20条 〔同盟国による批准文は加入，効力の発生〕

(1Xa) 各同盟国は，この条約に署名したときは批准することができ，署名し

てないときは加入することができる。批准富及び加入嘗は，事務局長に

寄託する。

(b) 各同盟国は，批准書文は加入書において，その批准叉は加入は次に掲

げる各条には適用されないことを宣言することができる。

( i) 第 1条から第12条まで

(ii) 第13条から第17条まで

(c) 各同盟国は， (b)の規定に従い，それに規定する 2群のうち 1群につい

て批准又は加入の効果を生じさせないこととしたときは，その後いつで

も，その批准又は加入の効果をその群の諸条に肱張することを宜言する

ことができる。この宣言書は，事務局長に寄託する。

(2)(a) 第 1条から第12条までの規定は，前項(b)(i )に基づく宜言をしないで

批准樫又は加入書を寄託した最初から第10番目までの同盟国に対して

は，それらの批准害又は加入書の第10番目のものが寄託された後3カ月

を経過した時に，効力を生ずる。

(防 第13条から第17条までの規定は， (1) (ω(ii)に基づく宜言をしないで

批准密文は加入書を寄託した最初から第10番目までの同盟国に対して

は，それらの批准書叉は加入書の第10番目のものが寄託された後3カ月

を経過した時に，効力を生す'る。

(c) (1Xb)( i )及び(ii)に規定するこつの群に属する条についての(a).及び(砂

の規定により最初に効力を発生する場合を除き，かつ， (lXb)に規定する

場合を除き，第 1条から第17条までの規定は， (a)及び(b)に規定する同盟

国以外で批准書又は加入書を寄託し文は(1)や)の規定による宣言書を寄託

した同盟国に対しては，事務局長によるその寄託の通告の後3カ月を

経過した時に，効力を生ずる。ただし，寄託された批准禽，加入書叉.
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同盟国は, この条約に規定に抵触しない 限 り, 別に相互間で工業所有和権の

保護に 関する特別の取 極めを行なう権利を留保する。

第20条「〔同盟 国による批准 又は加入, 効力の発生}
(1)(a) 各同明 国は, この条約に署名したときは 批准 することとができ, 署名し

てないときは加入することができる。批 推書及 び加入 書は, 事務局長に

等 託する。

(b) 各同 盟国 は, 批 準書又は加入 書に おいて, その批准 又は加入は次に掲

げばる各条には 適用されな いことを宣言 することができる。

( i  う) 人第1 条 から第 12 条まで

(ii) 第13 条から 銘 17 条まで

(9) 各同盟 国は , (の 規定 に 従い , それに規定 する 2 群 のうち 1 群 につい

て蓄 浴 又は加入の 効果を 生しさせな いこと と したと きは, その後 いつてで

も, その批准 又は加入の 効果をその群の諸条に 拡張することを宣言する

ことがで きる。 この宣言 書は, 事務局長と寄託する。

(2G) 第 1 条から第12 条までの規定は, 前 項(DC( 1 うた基づく宣言 をしないで

批 誰 書又は加入書を寄託した 最初から第10 番目さでの同盟還に 対 して

は, それらの批 準書又は加入 書の第10 番且 のものが寄託 された後 3 ヵ月
を経過した時に, 効力を生ずる。

(b) 第13 条から第17 条までの規定 は, ( ) ( i ) た基づく宣言をしないで

批 堆 書又は加入書を寄託した最初 から第 10 番且までの同盟 国に 対して

は, それらの批 準書又は加入 書の第10 番且 のものが寄託 された後 3 ヵ月

を経過した時に, 効力を生ずる。

(9 (DGGC1 う 及び( j i  うに規定 する 二つの 群に属する 条についての (s 入び(by
の規定にょより最初に効力を発生する場合を除き , かつ, ( 1 (b )と規定する

場合を除き, 第1 条から 第17 条までの規定 は, (a) 及び(bに規定する同盟.

国 以外で批 準姓又は加入書を寄託し又は(1(c)の規定とにょる宣言書を寄託

した同盟 国に 対し ては, 事務 局長と ょるその寄 話の通告 の 後 3カ 月を

経過した時に, 効力を生ずる。ただし, 寄 話された批准 書 , 加入書 又.
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は宣言書においてその後の日が指定されている場合は，この限りでな

い。この場合においては，この条約は，当該国に対しては，その指定日

に効力を生ずる。

(3) 第18条から第30条までの規定は，批准書又は加入番を寄託した各同盟

国に対しては， (l)(b)に規定するこつの若干のうちのいずれかが(2)(a)，(b)又

は(c)によってその固に対し効力を生ずる日のうちよりも早い日に効力を

生ずる。

第21条 〔同盟国でない国の加入，効力の発生〕

(1) 同盟国でない国は，この条約に加入し，かつ，これにより同盟国となる

ことができる。加入蓄は，事務局長に寄託する。

(2Xa) この条約の規定の効力の発生日の 1カ月以上前に加入書を寄託した同

盟国でない固に対しては，この条約は，その加入書においてその後の日

が指定されている場合を除き，第20条(2)(a)又は(b)の規定によってその規

定が効力を生ずる日に，効力を生じる。ただし，次の条件に従うものと

する。

( i) 第 1条から第20条までの規定がその日に効力を生じていない場合

は，その固は，その規定の効力発生前の暫定期間中は，その規定に代

えて， リスボン条約第 1条から第12条までの規定に拘束される。

くii) 第13条から第17条までの規定がその日に効力を生じていない場合

は，その園はその規定の効力の発生前の暫定期間中は，その規定に代

えて， りスボン条約第13条並びに第14条(3)，(4)及び(5)の規定に拘束さ

れる。

加入管においてその後の日が指定された場合は，その国に対しては，

その指定日に効力を生ずる。

{防 この条約の一つの群の規定の効力の発生の日後文はその日までに 1カ

月に満たない日に加入書を寄託した同盟国でない固に対しては，この条

約は，い)のただし書に規定する場合を除き，事務局長による加入の通告

の後3カ月を経過した時に，効力を生ずる。ただし，加入書においてそ
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は宣言 書においてその 後 の日が 指定 さきされ ている場合 は よこの 限りでたな

い。 この電 合においては, とこの条約は, 当表国 に 対しては, その指定日

に 効力を生ずる。
(3) 第 18  条か らちら第 30 条までの規定 は, 批 準書又は加入午を寄託 した各同也

国 に 対しては, (1(b) に規定 する 二つの 群 のうちの いずれかが(2Na), Qp又

は(< )  に ょよってその国に 対し効力を生ずる日 のみちより も早い日に効力を

生ずる。
第 21 条 「[ 同 器国でない 国の加入, 効力の発生

G) 同盟国でない国は, この上条約穫加入し, かつ, これに ょより同盟国となる

ことができる。加入書は, 事務 局長に 寄 旋する。

(27(a) この条約の規定 の効力の発生日 の1ヵ月 以上前に加入書を寄託 した岡

翌 国で ない 国に 対し ては, この条約 は , その加入 書にお いてその 後の日

が指定 さきれている場合を除き, 第 20条( 2 又は() の規定 にょよってその上規

定 が 効力を生ずる日 にに, 効力を生じる。 ただし, 次の条件に従うものと

するs
( 1 う) 第 1 条 から 第20 条までの 規定 がその日に 効力を 生じ ていない場合

は, その 国 は, その規定の効力 発生 前の暫定 期間中は, その規定に代

えて, リスポン条約第 1 条からち第 12 条までの規定拘束される。

( . )  第13 条から 第 17 条までの 規定 がその日に 効力を 生じしていない場合

は, その 国はその規定 の効力の発生 前の劉定 期剛 中 は, その規定に代

えて, リス ン条約 第13条 並びに 第14 条(3), (及び (55の規定に拘束さき

れるs。
加入 審に おいてその後の 日が指定 された 場合は , その国に 対しては,

その指定日に効力を生ずる。

も ) との条約 の 一つの 群の規定 の効力の発生の日 後又はその日までに 1 カ

月に 満たない 日に加入書を寄託 した 同司 国で ない 国に 対し ては, この条

約 は, (a) のただし 書に 規定する場合 を除き, 事務 局長による加入の通告

の 後 3 ヵ月を経過した時に, 効力 を生ずる。 ただし, 加入書においてそ



パリ同盟条約 :ストックホルム攻疋条約 1967 251 

の後の日が指定された場合にはこの限りでない。この場合には，この条

約は，その固に対しては，その指定日に効力を生ずる。

〈の この条約の全体としての効力の発生の日後文はその日までに 1カ月に満

たない日に加入書を寄託した同盟国でない国に対しては，この条約は，事務

局長による加入の通告の後3カ月を経過した時に，効力を生ずる。ただし，

加入書においてその後の日が指定された場合には，この限りでない。この

場合には，この条約.1.その固に対しては，その指定日に効力を生ずる。

第22条 〔批准文は加入の効果〕

批准叉は加入は，第20条第(1Xb)号及び第28条第(2)において規定する例外が

ある場合を除き，この条約のすべての条項の受諾及びこの条約によるすべて

の利益の享受を当然に伴うものとする。

第23条 〔この条約に先行する条約への加入の禁止〕

この条約の全体と しての効力の発生後は，閣は，この条約に先行する条約

に加入することができなし、。

第24条 〔領域〕

(1) いずれの国も，この条約は，自国が対外関係に関して責任を有し，か

つ，宜言書又は通告容において指定した領核の全部叉は一部について適用

されることを，その批准書若しくは加入擦において宣言し，叉はその後は

いつでも書面によって事務局長に通告することができる。

(2) その宣言叉は通告をした国は，いつでも，この条約はその領域の全部又

は一部について適用されなくなることを，事務局長に通告することができ

る。

{司令) (1)の規定によりされた宣言は，その宣言を含む批准叉は加入と向ーの

日に効力を生じ，かつ，同項の規定によりされた通告は，事務局長によ

る通告の後3カ月を経過した時に，効力を生ずる。

(防 (2)の規定によりされた通告は，事務局長によるその受領の後ロヵ月を

経過した時に，効力を生ずる。

第25条 〔圏内法による条約の実施の確保〕
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の 後の 日が指定 された第 合と はこの上 恨りでな い。この場合 とは, この条

約 は, その国に 対しては, その指定日に効力を生ずる。

(3 この条約の全体 としての 効力 の発生の日 後又はその日さまでに 1 カ月に満

たない日 加入書を寄訂した同盟国で ない 国に対し ては , とこの条約は, 事務

局長による加入の通告の 後3ヵ月を 経過 した時に , 効力を生ずる。ただし ,

加入 災においてその 後 の日が指定 さきれた 場合は, この居りで ない。 この

場合 には, とこの条約は , その国に対しては。 その指定日に効力を 生ずる。

第22 条 [批准又は加入の効果1

批准又は加入は, 第 20条第(1Xb) 号及び第 28 条第(3 において失 定する例外が

ある 場合を 除き, この条約のすべての条項の受諾 及びこの条約によるすべて

の利益 の享受を当然とを 伴うものとする。

第23条 [この条約に 先行する条約への加入の禁止]
との条約の全体 としての効力 の発生後は。 周は, この条約に先行する条約

と 加入 すること ができたない。
第 24条 [領域〕

(1) いずれの国$ ,  この条約 は, 自国が対外 関係 に関して下任を有し, か

つ, 宣言 書又は通告書において指定した領域の全部又は一 部に ついて適用

されることを, その批准 書若し くは加入 毒において宣言 し , 又はその後は

いつでも書面 によって事務局長と 通貨する ことができる。o

(2) その宜 言又は通告をした 国は, いつでも, この条約 はその領域の全部又

は一 前に ついて 適用され なくなることを, 事務局長に通告することができ

る s

3(s) (の 規定と よりされた人宜 言は , その宣言 を 含む批 準又は加入と 同一の

日 に効力を生じ, かつ, 同項の規定 によりされた 道告 は, 事務局長によ

る通告の後 3 カ月を経過した時に, 効力を生ずる。

⑪) (3の規定 によりされた通告は, 事務 局長によるその受領 の後12カ表を

経過した時に, 効力を生ずる。

第25条〔 国内法による条約の実施の確保
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(1) この条約のいずれの当事国も，自国の憲法の規定に従い，この条約の適

用を確保するため必要な措置をとることを約束する。

(2) 批准書叉は加入書を寄託する際には，その国は，自国の国内法令に従

い，この条約の規定を実施することができる状態になければならないもの

とする。

第26条 〔廃棄〕

(1) この条約は，無期限に効力を有する。

(2) いずれの国も，事務局長にあてた通告により，この条約を廃棄すること

ができる。この廃棄は，この条約に先行するすべての条約の廃棄となり，

かつ，その廃棄をした固に対してのみ効力を生ずるものとし，他の同盟国

については，この条約は，引き続き完全な効力を有する。

(3) 廃棄は，事務局長がその通告を受領した日の後 1年を経過した時に効力

を生ずる。

(4) この条に規定する廃棄権は，いす.れの国も，同盟国となった日から 5年

の期間の経過前には，行使することができない。

第27:条 〔この条約に先行する条約の適用〕

(1) この条約は，それが適用される同盟国の聞の関係及びそれが適用される

範囲に関しては， 1883年3月20日のパリ条約及びその後に改正された条約

に代るものとする。

(2)(a) この条約は適用されないか又は全体としては適用されないが1958年10

月31日のりスポン条約が適用される国に関しては，同条約がその全体に

おいて叉は(1)の規定によりこの条約が同条約に代わらない範囲におい

て引き続き効力を有する。

(ゆ 同様に，この条約も，この条約の一部も， りスポン条約も適用されな

い国に関しては， 1934年 6月2Bのロソドン条約がその全体において

叉は(1)の規定によりこの条約が同条約に代わらない範囲において引き続

き効力を有する。

(c) 同様に，この条約も，この条約の一部も，リスポγ条約も，ロンドγ
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G) この条約 のいずれの当事 国も, 和正周の憲法 の規定に 従い, この条約の適
用を 確保 子るため必要な措置 をと ることを 約束する。

(2 批 準書 双は加入書を寄託する共には, その国は。 自国の国内法令 従
い, この条約の規定 を実施する ことができる 状態 しになければならないるの

とする。
第 96 条 腐

G) この条約 は, 無期 限に 効力を有する。
(2 いずれの国も。事務局長 にあてた 通告 に より, この条約を廃棄 すると と

ができる。この 廃 率は, この条約に先行 するすべての条約の 廃棄となり 。

かつ, その廃棄 をした 国に 対してのみ効 力を生ずるものと し, 他の同盟国
については, との条約は, 引き続き完全な 効力を有する。

(3 記友は, 事務 局長がその通告を受領した日の後 1 年を経過した時 効力

を 生ずる。
(9 この条にに規定する廃棄権は ,いずれの国る, 同 盟同と な った日か ら 5 年

の 期間の経過前 には, 行使する ととができない。
第 27 条 [この 条約に 先行する条約の適用

( )  この条約 は , それが 適用される同盟 男 の間の関係 及びそれが 適用される

範囲に関しては, 1883年 3 月20日のペリ条約 及びその後に改正 された条約

代 るものとする。

(2Xa) この条約 は適用されないか又は全体 とし ては 適用されないが1958 年10

月 3 日 のラスボン条約が 適用される 国に 関し ては, 同条約 がその全体に
おいて 又は(1の 規定 に よりこの条約 が同条 約に代わらない 範囲と おい

て引き続き効力を有する。
(5) 同様 に, この条約 も , との条約 の一部も, リスポン条約 も 適用されな

い 国に 関しては, 1934年6 月 2日 の ロンドン条約 がその全体に 天いて

又は(の 規定 によりと の条約が同条約に代わらない近 囲において引き続

き 効力を有了する。
〇 同様 に, この条約 も, この条約の一部も, リスボン条約 も , = ロンドン
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条約も適用されない固に関しては， 1位5年11月6日のへーグ条約がその

全体において又は(1)の規定によりこの条約が同条約に代わらない範囲に

おいて引き続き効力を有する。

<3) この条約の当事固となる同盟国でない国は.この条約の当事国でない同

盟国又はこの条約の当事国ではあるが第20条(l)(b)(i )の規定により宣言を

している同盟国との関係においては，この条約を適用する。これらの国

は，当骸同盟国はそれらとの関係においては自国が当事固となっている最

新の条約の規定を適用できることを承認する。

第28条 〔紛争解決〕

{1) この条約の解釈叉は適用に関する 2以上の同盟国聞の紛争は，変渉によ

り解決できないときは，紛争当事国の 1国は国際司法裁判所規程に従った

請求により，国際司法裁判所へ提起することができる。ただし，当該国が

他の何らかの解決方法について合意しているときは，この限りでない。紛

争を国際司法裁判所へ提起した国は国際事務局に通知し，国際事務局は他

の同盟国に対しその事件について注意をうながさなければならない。

:(2)各国は，この条約の署名又は批准書若しくは加入書の寄託の際に，前項

の規定は自国を拘束しないことを宣言することができる。その宣言をした

周と他の同盟国との聞の紛争に関しては，(1)の規定は.適用しない。

。(3) (2)の規定に従い宣言をした園は，いつでも，事務局長にあてた通告によ

ってその宣言を撤回することができる。

第29条 〔署名，言語， 寄託〕

・(lXa) この条約の署名は，フランス語による本書1通についてするものと

し，本書はスイス政府に寄託する。

(ω 公の正文は，英語， ドイツ語，イタリア語.ポルトガル語， ロシア語

及びスベイン居並びに総会が指定するその他の言語により，事務局長が

関係国政府と協議のうえ作成する。

~c) 諸正文の解釈について意見の相違があるときは.フラソス語の正文が

有効である。
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条約 も適用されない国に 関し ては, 1925年1 月6 日の ヘーグ和人条約がその

全体 に おいて 又は(の 規定 に よりこの条約が同 条約に 代ねも らない血 琶に

おいて引き 続き 効力を有する。
《3) この条約の当事 國となる同 舞国でない 国は , この条約の当事 固でない同

咽 国又はことの条約の当事 国ではあるが第 20条 (1XbC』うの規定により宣言を

している同盟 国との関係 だにおいては, この条約を適用する。 とこれらの国

は, 当該 同盟国はそれらとの関係と おいては自国が当 事国と なっている最

新の条約の規定を適用できることを承認する。

第28 条 〔 紛争 解決〕

XY1) この条約の解釈又は適用と 関する 2 以上の同盟国間の紛争 は, 交交によ

り 解決でき ないときは, 紛争当事国の 1 岡は国際司法 裁判所規程に従った

請求 により, 国際司法逆判所へ提起 するとと ができる。ただし, 当該国が

他の 何らかの 解決 方法に ついて 合意 し ていると きは, この 限り でない。紛

争 を国際司法 裁判所へ提起 した 国は国際事務 局に 通知し, 国共事務 局は他

の同盟 国に対しその事件に ついて注意 をうながさなければぱばならない。
2) 各国は, との条約の 署名又は批礁 書若しくは加入書の寄託の際に, 前項

の規定は自国を拘束しないことを宣言 することがで きる。その宣言 をした

国 と 他の同盟 還との間の紛争 に関しては, (の 規定 は, 適用 しない s

3) (2)の規定に 従い宜言をした 国 は , いつでも, 事務 局長にあてた通告によょ

ってその宣言を撤回すること ができる。

第29条 {署名, 言馬, 寄託」

X1Xa) この条約の署名は, フラ ンス 語による本書 1 通に つい てするものと

し, 本 書はスイス 政 府に寄託 する。

(b) 公の正文 は, 英語 , ドイツ話, イタリア語, ボポルトガル語, ビシア語

及びスペイン語 並びに総会が指定するその他の言語 により , 事務 局長が

関 鍛困牙府と協議 のうえ作成する。

ec) 諸 正文の解釈に ついて 意見の相違 があると きは, フラ ンス語の正文が

有効 である。 *



254 パリ同盟条釣:ストヲクホルム改正条約1961

(2) との条約は， 1部8年 1月13日まで，署名のためストックホルムに開放し

ておく。

(3) 事務局長は，スウ zーデン政府により認証されたこの条約の署名された

正文2通をすべての同盟国政府に対し，また，要請があるときは他の国の

政府に対し，送付する。

仏)事務局長は，この条約を国際連合の事務局に登録する。

(5) 事務局長は，すべての同盟国政府に対L，署名，批准書若しくは加入書

の寄託及び批准書若しくは加入書に含まれているすべての宣言又は第20条

(1)(C)によりされた宣言，この条約のすべての規定の効力の発生，廃棄の通

告並びに第24条の規定による通告を通知する。

第30条 〔経過規定〕

(1) 初代の事務局長が就任するまでは，この条約において機関の国際事務局

又は事務局長とあるのは，それぞれ，同盟の事務局叉はその事務局長とみ

なす。

(2) 第四条から第17条までの規定に拘束されない同盟国は，望む場合には，

機関を設立する条約の効力の発生後5カ年を経過するまでは，第13条から

第17条までの規定に拘束されていると同様にこれらの規定に基づく権利を

行使するととができる。これらの権利を行使しようとする国は，事務局長

に対しその旨を書面により通告しなければならず， この通告は，その受領

の日から効力を生ずるものとする。その園は，上記期間が経過するまで

は，総会の構成国とみなされる。

(3) 機関の構成田でない同盟国に関する限札機関の国際事務局は同盟の

事務局の任務を遂行し，また事務局長は同盟の事務局長の怪務を遂行す

る。

(4) すべての同盟国が機関の構成固となったときは，同盟の事務局の権利，

義務並びに財産は，機関の国際事務局が承継する。
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(2) との条約 は, 1968年1 月13日 まで, 署名 のためストッ クホルムに開放し

ておく。
(3) 事務局長 は , スウェーデン攻府により認証 されたとの条約 の署名された

正文 2 販をすべての同盟国 政府と 対し, また, 柚 請があるときは他の国の

政府に対し, 送付する。
(9) 事務 局長 は , この条約を国際連合の事務局に登録する。

(5) 事務 局長は , すべての同盟 国政 府に 対し, 署 名, 批 準書 若し くは加入書

の寄託及び批 準書若しくは加入 書に 含まれているすべての宣言 又は第 20条

(1(c9に よりされた宣言 , この条約のすべての規定 の効力の 発生, 刻 抹の通

告 並びに第 24条の規定による通告 を通知する。

第 30条 経過規定〕

G) 初代の事務局長が 就任するまでは, この条約 において挨 関の寺府事務局

又は事務 局長とあるのは, それぞれ, 同盟の事務 局又はその事務局長とみ

なす。
(2) 第13 条 から 第 17 条までの規定 拘束 されない同 虹国 は, 望む 場合とは,
機関を設立する条約 の効力の発生 後 5 ヵ年を竹過すす るまでは, 第 13 条から

第 17 条までの規定に拘束 さきれていると同様 ととれらの規定に基づく 権利を

行使 するとと がで きる。これらの権利を行使 し ようとする国は, 事務局長

に 対しその旨を 書面 により通告 しな ければならずず, この通告 は , その受投

の 日か ら 効力を生ずるものと する。その国は, 上記 期間が 経過 するまで

は, 総会の構成 国とみなされる。
⑳ 反 関 の構成国 でない同 事 周に 関する認り , 関 の国際事務 局は 同了の

事務 局の任務を遂行し, また 務局長は同盟の事務局長の任務を 遂行和す

る。

(9 すべての同盟 同が 機関の構成回と な ったときは, 同 思の事務局の権利。

義務並びに財産は, 機関の国共事務 局が承継する。
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第 V 章

1968年4月1日現在の国際工業所有権

保護同盟(パリ同盟)加盟国
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1968 年 4 月 1日現在の国際工業 所有有権

保護 同盟 (パリ同盟 ) 加盟国
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Member States・1

U凶.onoC SovJet soc泊list
Re卯 blics

United .Arab RepubUc • • 
U凶tedKlngdom of Great Britain 

創ldNo同h釘圃 E可el且nd• 
U凶tedStates of America. 
Upper Volta. • 
Uruguay .、.. 
Yiet・Nam.• • • • • • • • 
Yugosla柑且
Zambia. • • • • • • • • 

σotal: 79 States) 1 

Date岨 which
adhcsioo to the 

U凶ODt∞keffi民意

July 1，1965 
July !， .!!J51 

July 7， 1884 
May 30， 1887 
NOYember 19， 1963 
恥fardl'18，1967 

Deci!mber 8， 1956 
FebnJary 26， 1921 
April 6， 1965 

・ ExplanatioD of type: 
H岨.ytyp・:States bound by the Lisbon Act (1958). "aIlCl: S凶田 boundby the London Act (1934). 
R。田岨 t)'])e:Stalcs 駒田dby the Hague Act (1925). 

257 

Latest Act by whieh the State 
is加 und姐 ddate 00 which也e
ratification of or 脳出，io岨to
sωh Act became effcctive 

Lis加n:JuJy 1， 1965 
London: July !， 1951 

Lfs加 0:JaoWll')' 4， 1962 
Lisb側:January 4; 1962 
Lis肱)0:November 19， 1963 
Lis以)0:民也氏h18， 1弼7
，Lonゐ.ri:December 8. 19.・m
LIsbon: April 11， 1965 
Lis加0:Aprn 6， 1965 

'Or80ifぬeGcrm阻 D由。CTaticRcpublic or East G町田anyIs also ∞nsIdc田d ぉ ap~

O帽 r・P..19“.p. 2S4). States disagrec 011 this quC$uoo. 

257

、 LatestAct by wh ichthe StatoDate on whicn
AMember Bates を adheiontothe Pon of or asdoa 0

WUnion took cfect such Act bccame cfrective

Tnion of Soviet Socialist
Repub l i c s。 ーー。…。。。。。 Jan ly1 3965 Tsbon :Joir 1 196S

ge2  r g  eg  。 。 。。 のかアイ 9 Zo02040 7がアイク7
Tnited Kingdom of Great Britain

amd Northern Ireland .。、。 July 7 1884 Tエ5boni JanuarY 4。1962
Umited States of America。 。。 May 30, 1897 Ti5boni January 4: 1962
Upper Volta. 、. . . . 。.。 。 November 19, 1963 sbon: November 19, 1963
Uruguay 、、、、。。。。。。 MarchIr8, 1967 Laboo :March 18, 1907
Wa 。。。。。。、。。  のgcegかerめ 22  7 の のeceger が. 7256
Yaugoslavla 。。。、。。。。 。。 eprmary26。192f L i sbon iAprft 1 1965
Zambis。。 。。。。。。。。。 Apr i l6, 1965 L izboo :Aprn 6。1965
(Total: 79 Sates)+

* Explanation oftypes
Heary types* Statee honnd by thc Lisbon Act (1938)。
アロがcs States bound by the London Act (1934)。
入 pman typc: Stlates bound by the Haguc Act (Et92号。

+ Or 80 if thc German Democrstic cpublic or East Germany 3提 alse _confdered as a ptyr
(ee 7P。1964。p. 234)、Sates diaagree on t 山js gnestion。




